
2024 年１月 24 日 
システムワークフロー検討作業部会

「コーディングマニュアル NCR2018 対応版について」 

和洋を統合し、日本目録規則 2018 年版（NCR2018 年版）に対応した「目録システムコーディン

グマニュアル」は、第 38 回これからの学術情報システム構築検討委員会（これから委員会）に

て、図書と逐次刊行物の書誌データの章と、対応する「目録情報の基準（第 6 版）」の章を承認い

ただいた。同案は、2023 年 12 月 22 日から 2024 年 1 月 31 日までパブリックコメントを募集して

いる。

本委員会では、前回の委員会で承認いただいた以外の章と、それに対応する「目録情報の基準

（第 6 版）」の章の改訂案についてパブリックコメントを実施したいので、承認をいただきたい。

またコーディングマニュアル説明会の実施や今後のスケジュールについても審議をお願いしたい。

1. パブリックコメント

委員会承認後、2/19(月)～3/18(月)を予定 
公開や広報については前回のパブリックコメントと同じ

2. コーディングマニュアル説明会

日時：2024/2/26(月)14:00-16:00、オンラインで開催

3. 公開予定部分

 目録システムコーディングマニュアル（CAT2020 対応版）

第0章 総則

0.1 データセット

0.4   新規データ作成の指針

第1章 データ記入総則 
1.0 通則 
1.1   データの表記法

第2章 図書書誌データ 
2.0 通則 
2.3    リンクブロック 
2.4    主題ブロック 
第 6 章 雑誌書誌データ 
6.0   通則

6.3   変遷ブロック

6.4   リンクブロック

6.5   主題ブロック
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第 8 章 著者名典拠データ 
8.1 著者名典拠データ（個人名） 
8.2 著者名典拠データ（家族名） 
8.3 著者名典拠データ（団体名） 
8.4 著者名典拠データ（会議名） 

  第 14 章 著作（統一書名）典拠データ 
付録１ 
付録 1.1 資料種別コード表 
付録 1.2 出版国コード表 
付録 1.3 言語コード表 
付録 1.4 タイトルの種類コード表 
付録 1.6 出版等に関するコード表 
付録 1.7 その他のコード表 
（第 2 章 2.2.1, 2.2.3 はパブリックコメント実施中だが、パブリックコメントで公開している文

言から修正している箇所があるため、改めてパブリックコメントの対象にする） 
 

 目録情報の基準 第 6 版 
  第 2 部 目録情報の作成 

5 図書所蔵データ 
6 雑誌書誌データ 
7 雑誌所蔵データ 
8 著者名典拠データ 
9 統一書名典拠データ 
第 3 部 データの記述法 
10 入力データ記述文法 
11 データの表記法 
（第 2 部 4 章以前はパブリックコメント実施中だが、パブリックコメントで公開している文言

から修正している箇所があるため、目録情報の基準全体をパブリックコメントの対象にする） 
 

3 今後のスケジュール 
2024 年 3 月末まで パブリックコメントの意見についての対応の検討 
2024 年 4～6 月頃 パブリックコメントを反映したコーディングマニュアルと目録情報

の基準の改定版の公開 
2024 年 7～9 月頃 新コーディングマニュアルと目録情報の基準による目録システム教

材の作成と研修会の実施 
2024 年 10 月頃 NCR2018 の適用開始 

                            
以上  



0.1 データセット 

0.1A 〔通則〕 

 総合目録データベースのデータセット構成は、大きくは図書と雑誌に分かれ、それぞれ

書誌データセットと所蔵データセットが中心となっている。さらに、典拠コントロールを

行うための著者名典拠データセット、著作典拠データセットがあり、これら全体で総合目

録データベースを形成している。 

 総合目録データベースの外周には参照データセットがある。参照データセットとは、外

部機関作成データを目録システム用に変換したものである。 

 データセット構成及び各データセットの詳細については、「目録情報の基準 第 6 版」

（2.1 データセット構成）を参照のこと。 

0.1.1 図書と逐次刊行物 

0.1.1A 〔通則〕 

 当該資料が、図書であるか逐次刊行物であるかの区分は、原則として，資料の刊行方式

による。資料形態の種別は問わない。 

詳細については、「目録情報の基準 第 6 版」（2.2.1 図書と逐次刊行物）を参照のこと。 

0.1.2 和資料と洋資料 

 総合目録データベースのデータセット上は、和資料と洋資料の区別はない。「日本目録

規則 2018 年版（NCR2018）」適用前は、準拠する目録規則が異なるため、本マニュアル

では、和資料と洋資料とを区別していた。NCR2018 適用後は、和資料洋資料ともに「日

本目録規則 2018 年版（NCR2018）」を適用するが、一部の細則では和資料洋資料で異な

る扱いを行う箇所がある。また、データの記述に当たって適用する目録用言語は，原則と

して日本語資料，中国語資料，韓国・朝鮮語資料については日本語，左記以外の資料につ

いては英語とする。 

 なお、日本語および英語等のラテン文字以外で書かれた資料のうち、中国語、韓国・朝

鮮語、アラビア文字、タイ文字、デーヴァナーガリー文字資料、それら以外全てに関する

特殊文字・特殊言語資料については、別途定められている規則も参照すること。 

0.1.2A〔通則〕 

資料が和資料であるか洋資料であるかは、原則として、規定の情報源に表示されたタイ

トルの言語による。
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 日本語、中国語、韓国・朝鮮語のタイトルを持つ資料(TTLL フィールドに記録されてい

るコードが jpn、chi または kor)については和資料として、また、日本語、中国語、韓国・

朝鮮語以外のタイトルを持つ資料(TTLL フィールドに記録されているコードが jpn、chi、

kor 以外)については洋資料としてデータを作成する。 

 ただし、本文の内容からみて不適当と考えられる場合は、本文の言語によることができ

る。 

 例えば、タイトルの言語は英語(TTLLフィールドに記録されているコードが eng)だが、

本文の言語が日本語である場合(TXTL フィールドに記録されている主たる言語のコードが

jpn)は、検索・利用の便宜を考慮して和資料としてデータを入力することができる。 

 上記条項に照らしても和洋の判断が困難なときは、最終的な判断材料として、出版国を

もとにする。 

 すなわち、出版国に日本語、中国語、韓国・朝鮮語を公用語として使用している国が含

まれている場合は和資料、それ以外の場合は洋資料として登録する。 

 雑誌書誌データセットにおける和洋区分は、最終的には国立情報学研究所による確証作

業により決定する。 

0.1.2B (選択事項) 

音楽資料を登録する場合、以下の規定に従い、和資料か洋資料かを選択する。 

各参加組織は下記 1)、2)のいずれかの方法を選択する。 

1) 前記の通則に従い、和洋いずれの資料として登録するかを決定する。

2) タイトルの言語、本文等の言語が日本語、中国語、韓国・朝鮮語であるかどうかは問わ

ず、一括して洋資料として登録する。  

なお、「音楽資料」とは、以下の 1)～4)のいずれかに該当するものである。 

1) 楽譜資料(GMD が c または f)

2) マイクロ形態(GMD が h)で、その内容が楽譜であるもの

3) 音楽録音資料(GMD が s)

4) 映画(GMD が m)、ビデオ(GMD が v)のうち、内容が楽曲等の演奏であるもの(音楽作

品名の典拠形アクセス・ポイントが適用可能なもの等) 



 上記に該当する資料については、和洋両方の形式で登録されていても、重複とはみなさ

れない。 

 

0.1.2C 〔例〕 

タイトルも本文も日本語の場合(和図書資料) 

 

TTLL:jpn TXTL:jpn 

TR:万葉集 : 御物金沢本 

      

タイトルは外国語であるが、本文は日本語で、洋資料であると判断するのが不適当である

場合(和図書資料) 

      

TTLL:eng TXTL:jpn 

TR:Book keeping / 松本公文 [ほか] 著 

NOTE:本文は日本語 

      

音楽資料は一括して洋資料として登録することを参加組織が選択した場合(選択事項) 

      

GMD:c SMD:c 

TTLL:jpn TXTL:jpn 

TR:夕鶴 : 歌劇 / 木下順二作 ; 團伊玖麿作曲 

(洋図書資料) 

 

0.1.2D 《注意事項》 

D1 

 本項に定める通り、データ登録の際には、準拠すべき目録規則に従う。 

 ただし，PREBOOK データセット中の書誌データや参照データセットからの流用入力に

よって作成された書誌データは，作成元の目録規則に基づいた記述を許容する。 

 

(例)  

TR:Vichy's double bind : French collaboration between Hitler and Mussolini during the 

Second World War / Karine Varley, University of Strathclyde 

（RDA 本則に基づいて、責任表示に所属団体の名称も記録されているが、修正は任意であ

る） 

 

D2 

 原則として、同一書誌データは同一の目録規則に基づき記述されていることが望ましい。 



 

〔関連項目〕 

 タイトルの言語、本文の言語については、以下の項目を参照のこと 

 

    2.1.7 TTLL 

    2.1.8 TXTL 

 

0.4 新規データ作成の指針 

0.4A 〔通則〕 

 目録対象資料にかかわるデータ登録に際しては、0.4.1～0.4.6に示される指針に従って、

総合目録データべースの各データセット中の既存データが当該資料に対応するものである

かどうかの判断を行う。 

 また、既存データが存在しない場合は、各参照データセット中のデータが当該資料に対

応するものであるかどうかの判断を行う。 

 

 既存データ(又は参照データ)のデータ要素(及び区切り記号)が不正であることが明白な

場合は、当該データ要素等の修正後の形を想定し、当該修正形と目録対象資料の対応関係

の確認を行う。 

 

0.4B 〔既存データの使用〕 

 既存データが目録対象資料に対応すると認められる場合は、当該データを使用して所蔵

登録を行う。 

 また、必要に応じて、当該既存データの修正を行う。 

 

 既存データの修正の方法については、第 2 部で解説を行う。 

 

0.4C 〔新規データの作成〕 

 既存データが目録対象資料に対応すると認められない場合は、新規データを作成し総合

目録データべースに登録する。 

 新規データの作成方法は、手動による流用入力と新規入力、システムによって自動的に

行われるシステム登録の 3 通りがある。 

 

C1 流用入力 

C1.1 

 流用入力は、参照データセット中の該当データ又は参照データセット若しくは総合目録

データベース中の類似データを利用して新規データを作成し、総合目録データべースに登

録する方法である。 



 

C1.2 

 流用入力においては、必要に応じてデータ修正を行う。 

 

C2 新規入力 

C2.1 

 新規入力は、参照データが目録対象資料に対応すると認められない場合に、目録担当者

が独自に新規データを作成し、総合目録データべースに登録する方法である。 

 

C2.2 

 なお、目録対象資料に対応する他の目録作成機関等の記録(冊子体の蔵書目録、印刷カー

ド等)を参照して新規データを作成する場合、目録対象資料に対応する参照データが存在し

ても当該データを利用せずに新規データを作成する場合等は、便宜上、新規入力として扱

う。 

 

C2.3 

 新規入力におけるデータ記入の方法については、第 1 部で解説を行う。 

 

C3 システム登録 

C3.1 

 システム登録は、外部機関が作成した書誌データを、あらかじめ機械的に総合目録デー

タベースに登録する方法である。 

 

C3.2 

 図書書誌データセットにおけるシステム登録は、外部機関作成書誌データを PREBOOK

データセットに機械的に登録することを指す。システム登録された書誌は、目録担当者が

所蔵を登録することで、BOOK データセットに移動する。 

 

0.4D (選択事項) 

D1 

 目録対象資料に対応する参照データが存在する場合、当該データを利用して流用入力を

行うか、それとも当該データは利用せずに新規入力を行うかは、各参加組織が自由に選択

できる。ただし、作業軽量化および、全国書誌作成機関等が作成したデータとのリンク担

保の観点から、参照データの利用が望ましい。 

 

D2 

 新規入力において他の目録作成機関等の記録を参照するかどうかは、各参加組織が自由



に選択できるが、作業軽量化の観点から、既存類似データの参照が推奨される。 

 

0.4E 《注意事項》 

E1 

 原則として既存データが目録対象資料に対応すると認められる場合は、新規データを作

成してはならない。 

 例えば、次のような理由は、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

1) 既存データの不正なデータ要素(及び区切り記号)の修正 

2) 目録登録業務における各参加組織独自の慣行の反映 

例）  

・出版日付を刷年に修正する。 

・自校の教員が関わる資料について、規定の責任表示に該当しなくても著者の典拠形アク

セス・ポイント（AL フィールド）に記録する。 

 

 これらの場合は、必ず、当該既存データを使用してデータ登録を行う。 

 ただし、1)については、当該データの修正を行う必要がある。 

 逆に、2)については、当該データをそのまま使用する。決して、当該データの修正を行

ってはならない。 

 

 既存データが目録対象資料に対応すると認められない場合は、当該既存データを使用し

てデータ登録を行ってはならない。 

 この場合は、必ず、新規データを作成し、当該新規データを総合目録データべースに登

録する。決して、既存データを目録対象資料に合わせて修正してはならない。 

 

E2 

 図書書誌データセットにおいて、目録対象資料に対応すると認められた既存データ内に

修正内容を発見した場合、既存データを修正するか、あるいは書誌データを新規作成する

かについては、第 2 部で解説を行う。(→第 21 章 図書書誌データ修正) 



0.4.1 図書書誌データ 

 図書書誌データセットへの出版物理単位のデータ登録に際しては、以下の指針に従って、

既存データが目録対象資料に対応するものであるかどうかの判断を行う。 

 

0.4.1A 〔通則〕 

A1 

 既存データのデータ内容が、次の条件のうち少なくとも 1 つを満たさないために、目録

対象資料に対応していない場合は、新規データの作成が妥当である。 

 

    1) 資料種別の同一性 

    2) 出版物理単位の同一性 

    3) 版表示の同一性 

    4) 書誌構造の同一性 

    5) 複製種別の同一性 

 

A2 

 これらの条件の確認は、実際には、次のフィールドのデータ内容と目録対象資料を対比

することによって行う。 

 

    1) GMD/SMD 

    2) VOL 

    3) TR 

    4) ED 

    5) PUB 

    6) PHYS 

    7) NOTE 

    8) PTBL 

    9) REPRO 

 

 これらのフィールドのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 

A3 

 入力レベルが「選択」であるフィールド(及びデータ要素)のデータ内容の相違だけでは、

新規データ作成の根拠とはならない。 

 

0.4.1B 〔新規データ作成の判断基準〕 

B1 〔GMD/SMD〕 



 GMD フィールド及び SMD フィールドのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠と

なりうる。 

 ただし、目録対象資料が複合媒体資料である場合は、さらに PHYS フィールド及び

NOTE フィールドのデータ内容のチェックを行う必要がある。 

 

B2 〔VOL(巻冊次、説明語句)〕 

  これらのデータ要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。  

 

B3 〔TR〕 

B3.1 (本タイトル) 

 本タイトルの相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 主として洋資料については、次のような場合、新規データの作成が妥当である可能性が

高い。 

 

    1) 主格形の冠詞を除いた冒頭の 5 語の変更 

    2) 主要な語(名詞、固有名詞、固有名詞を表すイニシャル形、形容詞等)の付加、削除、

又は変更(綴字の変更を含む) 

    3) 語順の変更 

 

 しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 冠称等の相違 

    2) 該当する語句の範囲の認定にかかわる本タイトルの長さの相違 

    3) 選択した情報源の違いによる本タイトルの選定の相違 

     (例) 表記法、レイアウト等の違いによる本タイトルの異形 

    4) 角括弧で補記された情報の相違 

     (例) 語句の訂正の有無 

    5) 文字種、字体等の相違 

     (例) 異体字 

    6) 句読法、大文字使用法、区別的発音符、特殊記号等の相違 

    7) 以前の目録規則で許容されていた略語形にかかわる相違 

 

 これらのタイトルは可能な限り、該当する書誌データの VT フィールドに追記すること

が望ましい。 

 

B3.2 (タイトル関連情報) 

 タイトル関連情報の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。 



 必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。 

 

B3.3 (並列タイトル) 

 並列タイトルの相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。 

 例えば、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 並列タイトルの有無 

    2) 並列タイトルの記録順序の相違 

 

B3.4 (責任表示) 

 責任表示の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。 

 例えば、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 責任表示の記録順序の相違 

    2) 以前の目録規則で許容されていた責任表示の省略にかかわる相違 

 

B3.5 (並列責任表示、本タイトルのヨミ、タイトル関連情報のヨミ、並列タイトルのヨミ) 

 これらのデータ要素の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。 

 必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。 

 

B4 〔ED〕 

B4.1 (版次、付加的版次) 

 これらのデータ要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である可能性が高い。 

 

    1) 版次中の数字部分の相違 

    2) 書誌的内容を表す版次の相違 

    3) 言語を示す版次の相違 

    4) 対象地域を示す版次の相違 

 

 しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 初版であることを表す版次の欠如 

    2) 版ではなく刷の情報を示す版次の相違 

 

B4.2 (並列版次、版に関係する責任表示、付加的版に関係する責任表示) 

 これらのデータ要素の相違のみで対応関係の判断を行ってはならない。 



 必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。 

 

B5 〔PUB〕 

B5.1 (出版地・頒布地等) 

 出版地・頒布地等の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である可能性が高い。 

 

    1) 出版国・頒布国の相違 

 

 しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 最初の出版地・頒布地等の選択の相違 

    2) 同一国内における出版地・頒布地等の相違 

    3) 地名の表記法の相違 

 

     (例) Venice ⇔ Venezia 

 

B5.2 (出版者・頒布者等) 

 出版者・頒布者等の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 最初の出版者・頒布者等の選択の相違 

    2) 出版者・頒布者等の単純な名称の変更又は相違 

 

     (例) 学研 ⇔ 学習研究社 

 

B5.3 (出版・頒布等の日付) 

 出版・頒布等の日付の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 製作日付（印刷日付等）、又は頒布日付の相違 

    2) 推定された日付の相違 

 

B6 〔PHYS〕 

B6.1 (数量) 

 数量の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である。 



 

    1) 出版者における製本冊数等の相違 

     (例) 3 巻セット ⇔ 5 巻セット 

 

 しかし、次の理由だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 前付け、及び後付けの頁数の相違 

    2) 各参加組織における製本冊数の相違 

     (例) 排架のための合冊製本 

 

B6.2 (その他の形態的細目) 

 その他の形態的細目の相違だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 必ず、他のフィールド(及びデータ要素)のデータ内容のチェックを行う必要がある。 

 

B6.3 (大きさ、付属資料) 

 これらのデータ要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 例えば、次のような場合は、新規データの作成が妥当である可能性が高い。 

 

    1) 出版者における図書の外形の高さの 2cm 以上の相違 

    2) 付属資料の資料種別の相違 

 

B7 〔NOTE〕 

 資料種別の同一性及び版の同一性にかかわる情報は、NOTE フィールドにのみ記録され

る場合がある。 

 その場合、このフィールドのデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 

B8 〔PTBL〕 

 PTBL のデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 

B9 〔REPRO〕 

 REPRO のデータ内容の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 

B10 〔その他のフィールド〕 

 上記以外のフィールドのデータ内容の相違だけでは、通常、新規データ作成の根拠とは

ならない。 

 ただし、次のような場合は、関連するフィールド(及びデータ要素)のデータ内容の相違

の度合いによって、新規データ作成の根拠となる可能性がある。 



 

    1) VT フィールドのデータ内容が目録対象資料と相違する場合 

    2) CW フィールドのデータ内容が目録対象資料と相違する場合 

    3) AL フィールドのデータ内容が目録対象資料と相違する場合 

 

0.4.1C 《注意事項》 

C1 

 対応関係の最終的な確認は、当該既存データ全体及び当該目録対象資料全体について行

う必要がある。 

 

C2 

 図書書誌データにおいては、修正指針（→第 21 章 図書書誌データ修正）において修正

不可の場合にも、新規データ作成が妥当となる。 

 これによって、同一資料に対する複数の書誌データが作成された場合、これらは「並立

書誌データ」として許容する。 



0.4.2 図書書誌データ(親書誌) 

 図書書誌データセットへの集合書誌単位のデータの登録及び書誌構造リンクの作成は任

意である。 

 登録する場合に際しては、以下の指針に従って、既存の図書書誌データが目録対象資料

に対応するものであるかどうかの判断を行う。 

 

0.4.2A 〔通則〕 

  既存の書誌データを使用するか、新規に書誌データを作成するかは、タイトルや出版事

項等のフィールドのデータと目録対象資料のデータとを慎重に比較・検討し、かつ、当該

書誌データ全体及び当該書誌データと書誌構造リンク関係にある子書誌データを比較・検

討することによって判断する。 

 

 以下に、フィールド(及びデータ要素)ごとに、比較されるデータどうしの相違に着目し

て、判断のための指針を示す。 

 

0.4.2B 〔新規データ作成の判断基準〕 

B1 〔GMD/SMD〕 

  既存の書誌データについて、その書誌データとリンク関係にあるすべての子書誌データ

が、同一の資料種別コードの下に収まる場合には、当該コードと目録対象資料の資料種別

コードとの相違は、新規に書誌データを作成する根拠となりうる。 

 

 GMD/SMD については、必ず書誌データ全体及び書誌構造リンク関係にある子書誌デ

ータの内容を検討して判断する。 

 

B2 〔TR〕 

B2.1 (本タイトル) 

 本タイトルが相違する場合は、新規に書誌データを作成する。 

 主として洋資料については、次のような場合、本タイトルの相違として(一部の例外を除

き)新規データの作成が妥当である可能性が高い。 

 

1) 冒頭の 5 語までの相違 

     (例外:例えば、主格形の冠詞を除いた冒頭の 5 語までの相違ではあるが、それが 単

に単数形と複数形、記号とその読みのかたち(&と and など) であるなどの些細な相違) 

2) 主要な語(名詞、固有名詞、固有名詞を表すイニシャル形、形容詞等)の付加、削除、又

は変更(綴字の変更を含む) 

     (例外:例えば、綴りの相違であるが、アメリカ綴りとイギリス綴りであるなどの相違) 

3) 語順の変更 



     (例外:例えば、語順の変更であるが、冒頭の 5 語(主格形の冠詞を除いて)以降の語句の

変更) 

 

  しかし、次のような理由は、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 冠称等の有無・相違 

    2) 該当する語句の範囲の認定にかかわる本タイトルの相違 

    3) 選択した情報源の違いによる本タイトルの相違 

     (例) 情報源により異なるレイアウト等からくる本タイトルの異形 

    4) 角括弧で補記された情報の相違 

     (例) 誤記・誤植の有無 

    5) 字種・字体の相違 

     (例) 正字体と俗字体 

    6) 句読法、大文字使用法、区別的発音符、特殊記号等の相違 

     (例) 現在の文字セットにない記号の相違 

    7) 以前の目録規則で許容されていた略語形にかかわる相違 

 

 これらのタイトルは可能な限り、該当する書誌データの VT フィールドに追記すること

が望ましい。 

 

B2.2 (タイトル関連情報、並列タイトル等) 

 これらのデータ要素の有無、相違だけでは、新規に書誌データを作成する根拠とはなら

ない。必ず他のフィールドのデータ内容を検討し判断する。 

 

B2.3 (責任表示) 

 責任表示の相違だけでは、新規データ作成の根拠とはならない。 

 例えば、次のような理由は、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 集合書誌を構成する個々の資料の、刊行途中での責任表示の変更 

    2) 集合書誌を構成する個々の資料全体の監修、編集にあたった団体の名称の変更 

 

 ただし、タイトルが総称的であるなど、タイトルのみでは親書誌データの区別が困難な

場合は、責任表示の相違を根拠として、新規に書誌データを作成することができる。 

 

B3 〔ED〕 

 このフィールドについては、資料に表示されている版次が、当該書誌データと書誌構造

リンク関係を持つすべての子書誌データに対応した版次であることを確認の上、新規に書



誌データを作成するかどうかについては、出版物理単位のデータ登録における指針を適用

する。(→ 0.4.1 図書書誌データ) 

 

B4 〔PUB〕 

B4.1 (出版地・頒布地等) 

 出版地・頒布地の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 例えば、複数の国で同時に並行して刊行・頒布されている資料の出版国・頒布国が相違

する場合は、新規に書誌データを作成することが多い。 

 

 しかし、次のような理由は、新規書誌データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 出版地・頒布地等の選択の相違 

     (例) 同一国内での出版地・頒布地等の相違(地名の表記法の相違を含む) 

       所定の情報源上に複数記載されている場合の選択の相違 

    2) 集合書誌を構成する個々の資料の、刊行途中での出版地・頒布地の変更 

     (地名の変更も含む) 

 

B4.2 (出版者・頒布者等) 

 出版者・頒布者等の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 しかし、次のような理由は、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

    1) 1 つのシリーズ名等の下に、複数の出版者が共同して刊行している場合 

    2) 集合書誌を構成する個々の資料の、刊行途中での出版者・頒布者等の名称の変更 

    3) 出版者・頒布者の選択の相違 

 

B4.3 (出版日付・頒布日付等) 

 出版日付・頒布日付等の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 

 しかし、例えば当該書誌データ作成時に用いた資料が、最初に刊行された資料ではない

ときには、当該書誌データを修正する。 

 ただし、新規データの作成又はデータ修正については、必ず他のフィールド(及び子書誌

データ)内容を検討して判断する。 

 

B5 〔PHYS〕 

 形態事項の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 

 例えば、同一の資料が、刊行時期を異にして異なる巻数で刊行されるときには、新規に



書誌データを作成する。 

 ただし、当該データを修正しなくてはならない可能性もあるので、必ず他のフィールド

(及び子書誌データ)内容を検討して判断する。 

 

B6 〔NOTE〕 

 このフィールドについては、出版物理単位のデータ登録における指針を適用する。(→ 

0.4.1 図書書誌データ) 

 

B7 〔その他のフィールド〕 

 上記で示された以外のフィールドについて、フィールドの有無やフィールド中のデータ

内容の相違は新規データ作成の根拠とはならない。 

 逆にデータ内容が相違する場合は当該既存データの修正をしなくてはならない可能性が

あるので、実際にデータ修正を行う必要があるかどうかを含めて、他のフィールド(及び子

書誌データ)の内容を判断する必要がある。 



0.4.3 雑誌書誌データ 
 雑誌データセットへの書誌データの新規登録に際しては、以下の指針に従って、既存書
誌データと目録対象資料の比較を行い、新規データを作成するかどうかを判断する。（→ 
6.0 F） 
 
0.4.3A [通則] 
A1 
 目録対象資料と既存書誌データの内容を比較し、本タイトルが異なる場合には、新規デ
ータを作成する。 
 
A2 
 本タイトルが同一であっても、次のいずれかが相違する場合は、新規データを作成する
可能性がある。 
 
    1. 資料種別 
    2. 版に関する事項 
    3. 出版・頒布等に関する事項 
    4. 複製種別 
 
A3 
 実際には、以下のフィールドのデータ内容と比較し、新規データを作成するかどうか判
断する。 
 
    1. GMD／SMD 
    2. TR 
    3. ED 
    4. VLYR 
    5. PUB 
    6. REPRO 
 
A4 
 本タイトルが同一であっても、複製コード（REPRO）が相違する場合は新規レコード
を作成する。 
 
A5 
 なお、刊行途中にデータ要素が変更したために、「タイトル変遷」とみなして新規に書
誌データを作成する場合の判断基準については、第 6 章で取り扱う。 



 
0.4.3B [新規データ作成の判断基準] 
B1 [GMD／SMD](資料種別) 
 (原則) 
 同一の本タイトルであっても、資料種別が異なるものは新規データを作成する。 
 
GMD: 
TR:Marxist perspectives 
 
GMD:h    (マイクロ資料) 
TR:Marxist perspectives 
 
 (部分的な資料種別の相違) 
 部分的に資料種別を異にするもの(本体が印刷形態、索引部のみがマイクロ形態である場
合など)は、それぞれを別データとはしない。 
 ただし、それぞれが独自の巻号付けを持っている場合は、新規データを作成する。 
 
B2 [TR] 
B2.1 (本タイトル) 
 (本タイトルの相違) 
 TR 中の本タイトルに重要な変化が生じた場合は、新規データを作成する。 
 
 次のように、本タイトルが共通タイトルと従属タイトル(部編名など)からなる場合で、
従属タイトルだけが相違するものも本タイトルが異なるとみなし、新規データを作成する。 
 
TR:Science abstracts. Series A 
 
TR:Science abstracts. Series B 
 
B2.2 (責任表示) 
 (原則) 
 原則として、責任表示の相違だけでは、新規データ作成の理由とはならない。 
 
 本タイトルが同一で責任表示が異なる場合、ED、VLYR、PUB 等の他のフィールドも判
断の根拠とする必要がある。 
 
 (総称的タイトルの責任表示の相違) 



 ただし、本タイトルが総称的でその責任表示が異なる場合は、新規データを作成する。
総称的なタイトルの具体例は、第 6 章に示す。 
 
TR:Annual report / Bureau of Mines 
 
TR:Annual report / Bureau of Mines and Geosciences 
 
B2.3 (並列タイトル) 
 (原則) 
 原則として、並列タイトルの相違だけでは、新規データ作成の理由とはならない。 
 
 ただし、別に刊行されている雑誌であるとみなされる場合は、新規データを作成するこ
とになるので、ED、VLYR、PUB 等の他のフィールドも判断の根拠とする必要がある。 
 
B2.4 (タイトル関連情報) 
 (原則) 
 原則として、タイトル関連情報の相違だけでは、新規データ作成の理由とはならない。 
 ただし、別に刊行されている雑誌であるとみなされる場合は、新規データを作成するこ
とになるので、ED、VLYR、PUB 等の他のフィールドも判断の根拠とする必要がある。 
 
B3 [ED] (版表示) 
 (原則) 
 同一の本タイトルであっても、版表示が相違する場合は新規データを作成する。 
 版表示はないが、複製版、合刻・合冊複製版等、明らかに版が異なる場合も、新規デー
タを作成する。 
 
TR:Time 
ED:Pacific edition 
 
TR:Time 
ED:Asia edition 
 
 (刷の相違) 
 刷の違いで新規データは作成しない。刷の違いは無視し、初刷と同じものとして扱う。 
 
B4 [VLYR] (巻次・年月次) 
 (原則) 



 原則として、巻次・年月次の相違だけでは、新規データ作成の理由とはならない。 
 ただし、別に刊行されている雑誌とみなされる場合は、新規データを作成することにな
るので、ED、PUB 等の他のフィールドも判断の根拠とする必要がある。 
 
 (付録・別冊資料の巻次・年月次) 
 同一の本タイトルであっても、本体とは別の独自の巻号付けを持つ付録・補遺資料(別冊、
増刊など)の場合は、本体と別の新規データを作成する。 
 
TR:Progress of theoretical physics (Vol. 1, no. 1-) 
 
TR:Supplement of the progress of theoretical physics (No. 1-) 
 
 本体と同じ巻号体系下の付録・補遺資料は本体の 1 巻号であるとみなし、本体と別のデ
ータとはしない。 
 
B5 [PUB] (出版等に関する事項) 
 (原則) 
 原則として、出版等に関する事項の相違だけでは、新規データ作成の理由とはならない。 
 
 ただし、並行して別個の出版者から刊行されている場合は、新規データを作成する。 
 
TR:General report on the family income and expenditure 
PUB:Tokyo : Japan Statistical Association 
 
TR:General report on the family income and expenditure 
PUB:Tokyo : Statistics Bureau, Management and Coordination Agency 



0.4.4 著者名典拠データ 

 著者名典拠データセットへのデータ登録に際しては、以下の指針にしたがって、既存の

典拠データと目録対象資料の著者の典拠形アクセス・ポイントとが対応するものであるか

どうかの判断を行う。 

 

0.4.4A 〔通則〕 

 既存の著者名典拠データと目録対象資料の著者の典拠形アクセス・ポイントとが、対応

するものであるかどうかは、典拠データのアクセス・ポイントや注記のフィールドのデー

タと、目録対象資料の著者に関する情報とを慎重に比較・検討し、かつ、典拠データとリ

ンク関係にあるデータ中のデータ要素を検討することによって判断する。 

 

0.4.4B 〔新規データ作成の判断基準〕 

B1 〔HDNG〕 

B1.1 (優先名称) 

B1.1.1 

 名称の相違は、新規データ作成の根拠となる。 

 

B1.1.2 

 個人の名称において、同一人物が著作の内容などによって複数の名前を使い分けている

場合は、名称の相違と判断し、新規に典拠データを作成する。 

 

(例) 堤, 清二 ⇔ 辻井, 喬 

 

B1.1.3 

 個人の名称において日本名で、改姓改名の前後の名前でそれぞれ著作がある場合は、名

称の相違と判断し、新規に典拠データを作成する。 

 

B1.1.4 

 家族が新旧の名称で資料と結びつくか、または双方の名称で知られている場合は、名称

の相違と判断し、新規に典拠データを作成する。 

 

B1.1.5 

 団体の名称において、組織の改編、再編、統廃合などに伴う名称の変更は、名称の相違

と判断し、新規に典拠データを作成する。 

 

(例) 城西歯科大学 ⇔ 明海大学 

 



B1.1.6 

 B1.1.2 から B1.1.5 に従い、それぞれ典拠データを作成した場合は、各典拠データの間に、

からも見よ参照リンク形成をすることが望ましい。 

 

B1.1.7 

 次のような場合は、名称の相違とはしない。 

 

   (1) 字種・字体や綴りの相違 

 

   (例) 澁澤, 龍彦 ⇔ 渋沢, 竜彦 

       加古, 里子 ⇔ かこ, さとし 

       Shakespeare ⇔ Shakspere, Shakespear 

 

   (2) 団体における正式名と略称形 

 

   (例) NHK ⇔ 日本放送協会 

       LA ⇔ Library Association 

 

 上記のような場合には、既にある典拠データ中に、から見よ参照として異形アクセス・

ポイントを記録する。 

 

B1.2 (識別要素) 

 識別要素の相違は、新規データ作成の根拠となりうる。 

 例えば、次のような場合は、新規に典拠データを作成することが多い。 

   (1) 個人の名称における生没年、家族の名称における家族と結びつく日付、団体の名称に

おける団体と結びつく日付の相違 

   (2) 個人の名称における活動分野等の相違 

   (3) 団体の名称における団体と結びつく場所の相違 

 

 しかし、次のような理由は、新規データ作成の根拠とはならない。 

 

   名称中のイニシャル形に対する完綴形の有無 

 

B1.3 (名称のヨミ) 

 名称のヨミの相違だけでは、新規に典拠データを作成するかどうかを判断してはならな

い。 

 必ず、フィールドの他のデータ内容、あるいは他のフィールド中のデータ内容をチェッ



クする必要がある。 

 

B2 〔NOTE〕 

 注記には、既存の典拠データのアクセス・ポイントと、目録対象資料の著者の典拠形ア

クセス・ポイントとが、対応するものであるかどうかを判断するために重要な情報が記録

されている。したがって、注記の内容については充分検討する必要がある。しかし、注記

の内容の相違のみでは、新規に典拠データを作成するかどうかを判断してはならない。 

 

B3 〔その他のフィールド〕 

 上記で示された以外のフィールドについては、個々のフィールドの有無や、フィールド

中のデータ内容の相違のみによって、新規に典拠データを作成することはない。 



1.0.1 フィールドと入力レベル 
1.0.1A 〔フィールド定義〕 
 目録システムにおいては、それぞれのフィールド(及びデータ要素)ごとに、属性、フィ
ールド長及び繰り返し数が定義されている。 
 
 それぞれのフィールド(及びデータ要素)においては、データ記入は、フィールド定義の
範囲内で自由に行うことができる。 
 ただし、実際に当該フィールド(及びデータ要素)にデータ記入を行うかどうかは、それ
ぞれのフィールド(及びデータ要素)の入力レベルによって異なる。 
 
1.0.1B 〔属性〕 
 フィールド(及びデータ要素)の属性は、次の 2 種類に分けられる。 
 
   1) 固定長(固定長フィールド) 
   2) 可変長(可変長フィールド) 
 
 固定長のフィールド(及びデータ要素)においては、データ長(記録されるデータの長さ)
は、常に一定である。 
 すなわち、当該フィールド(及びデータ要素)においては、規定の長さに達しなかったり、
又は規定の長さを越えるデータを記入することは不可能である。 
 
 可変長のフィールド(及びデータ要素)においては、データ長は不定である。 
 すなわち、当該フィールド(及びデータ要素)においては、フィールド長の範囲内で、任
意の長さのデータを記入することができる。 
 
 なお、NCR2018 における「属性」は「実体の発見・識別等に必要な特性」のことであ
り、NACSIS-CAT のフィールド定義における「属性」（固定長/可変長）とは異なる概念
である。（→「目録情報の基準 第 6 版」0.1.2） 
 
1.0.1C 〔フィールド長〕 
 フィールド長とは、当該フィールド(及びデータ要素)に記録可能なデータ長の最大値の
ことである。 
 
 固定長のフィールド(及びデータ要素)にデータ記入を行う場合、データ長は必ずフィー
ルド長と一致する。 
 
1.0.1D 〔繰り返し数〕 



 繰り返し数とは、設定可能なフィールドの個数の最大値のことである。 
 
 可変長のフィールドは、繰り返し数以下であれば何個でも設定することができる。 
 固定長のフィールドにおいては、繰り返し数は常に「1」である。 
 
1.0.1E 〔入力レベル〕 
 それぞれのデータにおいては、フィールド(及びデータ要素)ごとに定められたデータ記
入のレベル(入力レベル)に従って、データ記入を行う。 (→ 付録 5 データ項目一覧) 
 
 入力レベル及びそれに対応する目録担当者の作業内容は、次のとおりである。 
 
1) 自動付与(S : System-supplied) 
   データ記入は、システムが自動的に行う 
   目録担当者がデータ記入を行うことはできない 
2) NII のみ(C : NII only) 
   データ記入は、国立情報学研究所のみが行う 
   目録担当者は、データ記入を行ってはならない 
3) 必須 1(M : Mandatory) 
   目録担当者は、必ずデータ記入を行う 
4) 必須 2(A : Mandatory if applicable or readily available) 
   目録担当者は、適用可能な情報、又は容易に入手可能な情報が存在する場合、常にデー
タ記入を行う 
5) 選択(O : Optional) 
   各参加組織は、目録登録業務方針として、データ記入を行うかどうかの選択を行う 
   目録担当者は、自参加組織の方針に従って、データ記入を行う(又は行わない) 
6) 不使用(U : Unused) 
   目録担当者は、データ記入を行ってはならない 
 
1.0.1F 《注意事項》 
F1 
 フィールド長及び繰り返し数は、システム設計上の値であり、実際のデータ記入におい
ては、他のフィールドとの関係等によって、制限がより厳しくなることがある。 
 
F2 
 入力レベル「選択」における選択内容は、参加組織によって異なる。 
 例えば、情報が容易に入手可能な場合に限ってデータ記入を行う、という選択が考えら
れる。 



1.0.2 データ要素間の区切り記号 
1.0.2A 〔区切り記号〕 
 目録システムにおいては、それぞれの画面フィールドにおけるデータ要素間の区切り記
号として、次の 13 種類の記号を使用する。 
1)  ピリオド ………………………………………… .  
2)  コンマ …………………………………………… ,  
3)  コロン …………………………………………… :  
4)  セミコロン ……………………………………… ;  
5)  スラッシュ(斜線) ……………………………… /  
6)  イコール(等号) ………………………………… =  
7)  プラス(正符号) ………………………………… +  
8)  小括弧(丸括弧) ………………………………… ( )  
9)  スペース(空白) ………………………………… △  
10)  ハイフン ………………………………………… -  
11)  不等号 …………………………………………… <>  
12)  中括弧 …………………………………………… { }  
13)  ストローク(縦線) ……………………………… ｜  
 
 1)～8)は、ISBD に規定された記号である。 
 これらの記号は、原則として、ISBD 区切り記号法に準拠して記入する。 
 ただし、目録システムの独自の運用方針により、ISBD 区切り記号法に従わないことが
ある。 
 
 9)～13)は、目録システム独自の区切り記号である。 
 
1.0.2B 〔データ要素の識別〕 
 目録システムは、上記の区切り記号によって、それぞれの画面フィールドに記入された
データを、特定のデータ要素として識別する。 
 
1.0.2C 〔区切り記号の使用法〕 
 以下では、それぞれの記号毎に、目録システムにおけるデータ要素間の区切り記号とし
ての使用法を示す。 
 
(1) ピリオド、スペース ( . △) 
   洋図書書誌データの CW フィールドにおいて、巻次等の直後に、ピリオド、スペースを
記入する。 
   図書更新資料書誌データ、および、雑誌書誌データの TR フィールドにおいて、部編記



号の直前に、ピリオド、スペースを記入する。 
 
(1)’ スペース、ピリオド、スペース (△ . △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、ピリオド、スペ
ースを記入する。 
 
       1) TR (図書書誌) …………………… 2 番目以降のタイトル 
       1)’ TR (図書書誌) …………………… 2 番目以降のタイトルのヨミ 
       2) PTBL (図書書誌) ………………… 中位の書誌単位のタイトル 
 
   ただし、1)及び 1)’は、総合タイトルがなく、個々のタイトルにかかわる責任表示が異な
る場合に限る。 
 
(2) コンマ、スペース ( , △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、コンマ、スペースを記入す
る。 
 
       1) ED (書誌) ……………………………… 付加的版次 
       2) TR (図書更新資料書誌、雑誌書誌) …… 部編名 
 
(2)’ スペース、コンマ、スペース (△ , △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、コンマ、スペー
スを記入する。 
 
       1) PUB (書誌) ……………………… 出版・頒布等の日付 
 
(3) コロン ( : ) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、コロンを 1 つ記入する。 
 
       1) VT (書誌) ………………………… タイトル 
       2) OTHN (図書書誌) ………………… 番号 
       3) CLS (図書書誌) ………………… 分類記号 
       4) SH (書誌) ………………………… 件名 
       5) BHNT (雑誌書誌) ………………… 前後タイトル 
 
(3)’ コロン、スペース ( : △) 
   和図書書誌データの CW フィールドにおいて、巻次等の直後に、コロン、スペースを記



入する。 
 
(3)“  スペース、コロン、スペース (△ : △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、コロン、スペー
スを記入する。 
 
       1) TR (書誌) ………………………… タイトル関連情報 
       1)’ TR (書誌) ………………………… タイトル関連情報のヨミ 
       2) PUB (書誌) ………………………… 出版者・頒布者等 
       3) PHYS (書誌) ……………………… その他の形態的細目 
       4) VT (書誌) ………………………… タイトル関連情報 
       4)’ VT (書誌) ………………………… タイトル関連情報のヨミ 
       5) VOL (図書書誌) …………………… 説明語句 
       6) CW (図書書誌) ……………………… タイトル関連情報 
       6)’ CW (図書書誌) …………………… タイトル関連情報のヨミ 
       7) PTBL (図書書誌) …………………… 中位の書誌単位のタイトル関連情報 
       7)’ PTBL (図書書誌) ………………… 中位の書誌単位のタイトル関連情報のヨミ 
       8) VOL (図書所蔵) …………………… 説明語句 
 
(4) セミコロン ( ; ) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、セミコロンを 1 つ記入する。 
 
       1) PLACE (著者名典拠) ……………… 2 番目以降の場所 
       2) DATE (会議名著者名典拠) ……… 2 番目以降の開催年 
       3) HLV (雑誌所蔵) …………………… 2 番目以降の所蔵巻号次 
       4) HLYR (雑誌所蔵) ………………… 2 番目以降の所蔵年次 
 
(4)’ スペース、セミコロン、スペース (△ ; △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、セミコロン、ス
ペースを記入する。 
 
       1) TR (書誌) …………………………… 2 番目以降の責任表示 
       2) ED (書誌) …………………………… 2 番目以降の責任表示 
       3) PUB (書誌) ………………………… 2 番目以降の出版地・頒布地等 
       4) PHYS (書誌) ………………………… 大きさ 
       5) TR (図書書誌) ……………………… 2 番目以降のタイトル 
       5)’ TR (図書書誌) …………………… 2 番目以降のタイトルのヨミ 



       6) CW (図書書誌) ……………………… 2 番目以降のタイトル 
       6)’ CW (図書書誌) …………………… 2 番目以降のタイトルのヨミ 
       7) CW (図書書誌) ……………………… 2 番目以降の責任表示 
       8) PTBL (図書書誌) …………………… 中位の書誌単位の 2 番目以降の責任表示 
       9) PTBL (図書書誌) …………………… 中位の書誌単位の番号等 
       10) VLYR (雑誌書誌) …………………… 巻次変更後の巻次・年月次表示 
 
   ただし、5)～6)’は、総合タイトルがなく、個々のタイトルにかかわる責任表示が同一の
場合に限る。 
 
(5) スペース、スラッシュ、スペース (△ / △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、スラッシュ、ス
ペースを記入する。 
 
       1) TR (書誌) …………………………… (最初の)責任表示 
       2) ED (書誌) …………………………… (最初の)責任表示 
       3) CW (図書書誌) ……………………… (最初の)責任表示 
       4) PTBL (図書書誌) …………………… 中位の書誌単位の(最初の)責任表示 
 
(5)’ スラッシュ、スラッシュ ( / / ) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スラッシュを 2 つ記入する。 
 
       1) PTBL (図書書誌) …………………… 構造の種類 
       2) SH (書誌) …………………………… 件名の種類 
 
(6) スペース、イコール、スペース (△ = △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、イコール、スペ
ースを記入する。 
 
       1) TR（書誌）…………………………… 並列タイトル 
       1)’TR（書誌）…………………………… 並列タイトルのヨミ 
       2) ED（書誌）…………………………… 並列版次 
       3) CW（図書書誌）……………………… 並列タイトル 
       3)’CW（図書書誌）……………………… 並列タイトルのヨミ 
       4) PTBL（図書書誌）…………………… 中位の書誌単位の並列タイトル 
       5) VLYR（雑誌書誌）…………………… 別形式の巻次・年月次表示 
 



(6)’ スペース、イコール、スペース、スラッシュ、スペース (△ = △ / △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、スペース、イコール、スペ
ース、スラッシュ、スペースを記入する。 
 
       1) TR（書誌）…………………………… 並列責任表示 
       2) ED（書誌）…………………………… 版に関係する並列責任表示 
       3) CW（図書書誌）……………………… 並列責任表示 
       4) PTBL（図書書誌）…………………… 中位の書誌単位の並列責任表示 
 
   ただし、1)～4)は、責任表示のみが並列する場合に限る。 
 
(7) スペース、プラス、スペース (△ + △) 
   書誌データの PHYS フィールドにおいて、付属資料の直前に、スペース、プラス、スペ
ースを記入する。 
 
(8) 丸括弧 (( )) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素を、丸括弧で括る。 
 
       1) PRICE (書誌) ……………………… 説明語句 
       2) PUB (書誌) ………………………… 製作等に関する事項 
       3) HLV (雑誌所蔵) …………………… 不完全巻の所蔵号次 
       4) HDNG (著者名典拠) ………………… 付記事項 
 
(8)’ スペース、丸括弧 (△( )) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素を、スペース、丸括弧で括る。 
 
       1) AL (書誌) …………………………… その他の情報 
       2) VLYR (雑誌書誌) …………………… 年月次 
 
   ただし、1)は、著者標目が会議名の場合に限る。 
 
(9) スペース (△) 
   書誌データの YEAR フィールドにおいて、刊年 2 の直前に、スペースを 1 つ記入する。 
 
(10) ハイフン ( - ) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、ハイフンを 1 つ記入する。 
 



       1) VLYR (雑誌書誌) …………………… 終号の巻次 
       2) DATE (個人名著者名典拠) ………… 没年 
       3) DATE (団体名著者名典拠) ………… 廃止年 
 
(10)’ スペース、ハイフン、ハイフン、スペース(△ - - △) 
   書誌データの SH フィールドにおいて、細目の直前に、スペース、ハイフン 2 つ、スペー
スを記入する。 
 
(11) スペース、不等号、スペース(△ < > △) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素を、スペース、不等号、スペースで括
る。 
 
       1) AL (書誌) ……………………………… リンク先著者名典拠データ ID 
       2) PTBL (図書書誌) ……………………… リンク先親書誌データ ID 
       3) UTL (図書書誌) ……………………… リンク先著作典拠データ ID 
       4) SAF (典拠) …………………………… リンク先典拠データ ID 
 
(12) 中括弧 (△ { △ △ } △) 
   図書書誌データの PTBL フィールドにおいて、中位の書誌単位のタイトル等の中に「△ . 
△」、又は「△ ; △」が存在する場合、中位の書誌単位のタイトル等の全体を、中括弧で
括る。 
   さらに、始め中括弧、及び終わり中括弧の前後に、スペースを 1 つずつ記入する。 
 
(13) ストローク、ストローク (｜｜) 
   次のフィールドにおいて、それぞれのデータ要素の直前に、ストロークを 2 つ記入する。 
 
       1) TR (書誌) ……………………………… タイトルのヨミ 
       2) VT (書誌) ……………………………… タイトルのヨミ 
       3) AL (書誌) ……………………………… 著者の典拠形アクセス・ポイントのヨミ 
       4) SH (書誌) ……………………………… 件名のヨミ 
       5) CW (図書書誌) ………………………… タイトルのヨミ 
       6) PTBL (図書書誌) ……………………… 中位の書誌単位のタイトルのヨミ 
       7) UTL (図書書誌) ……………………… 著作名典拠形アクセス・ポイントのヨミ 
       8) SF (典拠) ……………………………… 名称のヨミ 
       9) SAF (典拠) …………………………… 名称のヨミ 
       10) HDNG (日本名典拠) …………………… 名称のヨミ 
       11) CLN（所蔵） …………………………… 請求記号 



 
1.0.2D 〔ISBD 区切り記号法との相違〕 
 ISBD 区切り記号法の規定にかかわらず、次の 3 種類の記号については、データ要素の
識別の都合上、目録システム独自の区切り記号法に従ってデータ記入を行う。 

項
番 

目録システム 記号の記入位置 ISBD 

(1)’ △ . △ 2 番 目 以 降 の タ イ ト ル (TR) の 直 前 等 
 ただし、総合タイトルがなく、個々のタイトルにかか
わる責任表示が異なる場合に限る 

. △ 

(2)’ △ , △ 日付(PUB)の直前 , △ 
(6)' △ = △ / △ 並 列 責 任 表 示 (TR) の 直 前 等 

 ただし、責任表示のみが並列する場合に限る 
△ = △ 

 
1.0.2E 《注意事項》 
E1 
 目録システムは、前記の区切り記号によって識別されたデータ要素ごとに、検索用イン
デクスの作成等を行う。したがって、区切り記号の記入は、正しく行う必要がある。 
 
E2 
 目録システム独自の区切り記号法が存在する場合、対応する ISBD 区切り記号法に従っ
てデータ記入を行ってはならない。 
 
E3 
 データ要素の区切り記号の使用法等は、付録 6(入力データ記述文法)において示す。 



1.1.1 目録システム用文字セットと目録用言語 
1.1.1A 〔目録システム用文字セット〕 
 目録システムにおいて使用可能な文字セット(目録システム用文字セット)は、次のとお
りである。 
 
   「JIS X 0221」（以下「X0221」）に依拠した文字・記号 
 
 ただし、日本の規格の代表字体があるものは、「JIS X 0208」（以下「X0208」）の包摂
規準を適用する。 
 したがって、原規格分離により、「X0208」で包摂されていたものが「X0221」で分離
した文字についても、「X0208」の包摂を優先する。 
 
1.1.1B 〔目録用言語〕 
 目録用言語の選択は、データ登録の際準拠すべき目録規則に従う。 
 ただし、図書書誌データにおいては、システム登録や流用入力等、異なる目録規則が適
用されている書誌データを利用する場合、この限りではない。 
 
 それぞれのデータと目録用言語の関係は、次のとおりである。 
 
   1) 和図書書誌 …………………………… 日本語 
   2) 洋図書書誌 …………………………… 英語 
   3) 和逐次刊行物書誌 …………………………… 日本語 
   4) 洋逐次刊行物書誌 …………………………… 英語 
   5) 著者名典拠 (日本語，中国語，韓国・朝鮮語の名称) ………………… 日本語 
   5)' 著者名典拠 (上記以外の言語の名称) ………… 英語(又は日本語) 
   6) 著作典拠 (日本語，中国語，韓国・朝鮮語の名称) ……………… 日本語 
   6)' 著作典拠 (上記以外の言語の名称) ……… 英語(又は日本語) 
   7) 所蔵 (図書/雑誌) …………………… 各参加組織が定めた言語 
 
 和書誌データ、及び日本語，中国語，韓国・朝鮮語の名称の典拠データにおいては、目
録用言語として日本語を用いる。 
 洋書誌データにおいては、目録用言語として英語を用いる。 
 日本語，中国語，韓国・朝鮮語の名称以外の典拠データにおいては、目録用言語として
英語を用いることを原則とする。 
 所蔵データにおいては、目録用言語は、各参加組織が自由に定める。 
 
1.1.1C (選択事項) 



 日本語，中国語，韓国・朝鮮語の名称以外の典拠データにおいて、目録用言語として日
本語を用いることができる。 
 目録用言語として日本語を用いるか否かは、各参加組織が自由に選択する。 



1.1.2 転記の原則 
1.1.2A 〔書誌データ〕 
 次のフィールドにおいては、目録システム用文字セットを用い、目録対象資料に表記さ
れている文字種によってデータ記入を行うことを原則とする。 
 
   1) TR (タイトル及び責任表示に関する事項) 
   2) ED (版表示に関する事項) 
   3) PUB (出版等に関する事項) 
   4) VLYR (順序表示（巻次・年月次）に関する事項) 
   5) PTBL (書誌構造リンク)   
 
 上記以外のフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要
に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。 
 ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。 
 
1.1.2B 〔典拠データ〕 
 次のフィールドにおいては、目録システム用文字セットを用い、データ記入の拠り所と
なった資料に表記されている文字種によってデータ記入を行うことを原則とする。 
 
   1) HDNG (典拠形アクセス・ポイント) 
   2) SF (から見よ参照形) 
   3) SAF (からも見よ参照形) 
 
 上記以外のフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要
に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。 
 ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。 
 
1.1.2C 〔所蔵データ〕 
 それぞれのフィールドにおいては、目録用言語を用いてデータ記入を行う。また、必要
に応じて、目録システム用文字セットに含まれる全文字種を使用することができる。 
 ただし、特定のコードフィールドにおいては、規定のコードのみを記入する。 
 
1.1.2D 〈例外規定〉 
 次の事項については、上記の転記の原則にかかわりなく、それぞれの項に示した方法に
よってデータ記入を行う。 
 
(1) 外字 



   目録システム用文字セットに含まれない文字種等については、外字として扱う。(→「目
録情報の基準 第 6 版」11.2) 
(2) 書体・字体 
   目録システム用文字セットに含まれる文字種については、同一文字種における書体の違
い、及び字形の違いは一切無視する。 
 
1.1.2E 《注意事項》 
E1 
 たとえ「目録規則」に示された「転記の原則」に適う場合であっても、目録システム用
文字セットに含まれない文字を用いてデータ記入を行ってはならない。 
 
E2 
 たとえクライアントからの入力が可能であっても、目録システム用文字セットに含まれ
ない文字を用いてデータ記入を行ってはならない。 



1.1.3 記号の表記法 
1.1.3A 〔原則〕 
 目録システム用文字セットに含まれる記号については、転記の原則に従い、当該記号を
用いてデータ記入を行う。(→ 1.1.2 転記の原則) 
 
 目録システム用文字セットに含まれない記号については、外字として扱う。(→「目録情
報の基準 第 6 版」11.2) 
 
1.1.3B 〈例外規定〉 
 以下の記号については、上記の原則にかかわりなく、それぞれの項に示した方法によっ
てデータ記入を行う。 
 
(1) 不等号(< >) 
   次のフィールドにおいては、不等号は使用しない。代わりに、和書においてはかぎ括弧
（「」）、洋書においてはダブルクォーテーション（” ”）を使用する。 
 
       1) TR (書誌) 
       2) AL (書誌) 
       3) PTBL (図書書誌) 
       4) UTL (図書書誌) 
       5) HDNG (典拠) 
       6) SAF (典拠) 
 
(2) ダッシュ(―) 
   すべてのフィールドにおいて、ダッシュは使用しない。代わりに、ハイフン 2 つ(- -)を
使用する。 
 
1.1.3C 《注意事項》 
 不等号は、データ ID を識別するための区切り記号として使用される場合がある。(→ 
1.0.2 データ要素間の区切り記号) 
 目録対象資料(及びデータ記入の拠り所となった資料)に表記されている文字種が不等号
であっても、上記〈例外規定〉に示されたフィールドにおいては、決して、不等号を不等
号としてデータ記入を行ってはならない。 



2.0 通則 

 ここでは、図書書誌データのうち、出版物理単位のデータ全体に共通する事項を示す。

なお、第 3 章以降で扱われる資料についても、この章の規定を参照し適用することがある。 

 

2.0A 〔適用範囲〕 

 本章で規定する事項等は、図書書誌データとして登録するすべての資料に対して適用す

る。 

 

2.0B 〔データの構成〕 

 書誌データは以下の 4 つのブロックによって構成される。 

 

a) ID&コードブロック 

b) 記述ブロック 

c) リンクブロック 

d) 主題ブロック 

 

(例) 

<BN08597955> 

a)CRTDT:19930216 CRTFA:FA002407 RNWDT:19930709 RNWFA:FA002848 

GMD: SMD: YEAR:1993 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:eng 

VOL: ISBN:4588021389 PRICE:2369 円 

OTHN:JLA:93004239 

      

b)TR:時間の文化史 / スティーヴン・カーン著 ; 浅野敏夫訳||ジカン ノ ブンカシ 

PUB:東京 : 法政大学出版局 , 1993.1 

PHYS:viii, 218, 14p ; 20cm 

VT:OR:The culture of time and space 1880-1918 

NOTE:表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 

冊子 (ncrcarrier) 

NOTE:The culture of time and space 1880-1918 の前半の翻訳 

 

c)PTBL:りぶらりあ選書||リブラリア センショ <BN00125646> . 時間と空間の文化 : 

1880-1918 年||ジカン ト クウカン ノ ブンカ : 1880-1918 ネン ; 上巻//ab 

AL:Kern, Stephen, 1943- <DA0125570X> 著者 

AL:浅野, 敏夫, 1947-||アサノ, トシオ <DA00185744> 訳者 

 

d)CLS:NDC8:209.6 



SH:BSH:世界史 -- 近代||セカイシ -- キンダイ//K 

SH:BSH:時間||ジカン//K 

 

 それぞれのブロックは、複数のフィールドによって構成される。 

 

<BC16901464> 

a）CRTDT:20220929 CRTFA:FA001007 RNWDT:20230130 RNWFA:FA027973 

GMD: SMD: YEAR:2022 CNTRY:us TTLL:eng TXTL:eng ORGL: 

VOL:: [paperback] ISBN:9780314290755 PRICE: 

NBN:020510817 NBN:GBC240564 LCCN:2022418123 

 

b）TR:Admiralty in a nutshell / Frank L. Maraist [and 3 others] 

ED:8th edition 

PUB:Saint Paul, MN : West Academic Publishing , [2022] 

PHYS:xxxii, 477 pages ; 19 cm 

NOTE: Content Type: text (ncrcontent), Media Type: unmediated (ncrmedia), Carrier Type: 

volume (ncrcarrier) 

NOTE:Other authors: Thomas C. Galligan Jr., Dean A. Sutherland, Sara B. Kuebel 

NOTE:Previous edition: 2017 

NOTE:Includes index 

 

c）PTBL:Nutshell series <BA00260876>//a 

AL:*Maraist, Frank L. <DA03742745> author 

AL:Galligan, Thomas C. <DA18877770> author 

AL:Sutherland, Dean A. <DA18877806> author 

AL:Kuebel, Sara B. <DA19982646> author 

 

d）CLS:LCC:KF1105 

CLS:DC23:343.096 

SH:LCSH:Admiralty -- United States//K 

SH:LCSH:Maritime law -- United States//K 

SH:LCSH:Admiralty//K 

 

 さらに、個々のフィールドのうちの幾つかは、複数のデータ要素によって構成される。 

 それぞれのデータ要素は、別項で定められた区切り記号法と、定められた順序に従って

記録しなければならない。 

 この記録方法については、2.1 以降で、書誌データの構成順序に従い、フィールドごとに



説明する。 

 

2.0C 〔各項の見出しの構成〕 

 各フィールドの条項では、次のような見出しと順序に従い、必要な情報を示す。 

 

ア) 〔形式〕 

各フィールドのデータ要素名及び、データ要素ごとの入力レベル、属性、フィールド長、

繰り返し数等を示す。 

イ) 〔記述文法〕 

各フィールドのデータ要素の順序を示す。 

ウ) 〔区切り記号法〕 

各フィールドのデータ要素の区切り記号法を示す。 

エ) 〔フィールド内容及びデータ要素〕 

各フィールドのデータ要素となる事項の解説を行う。 

オ) 〔データ要素の情報源〕 

各フィールドのデータ要素の情報源を示す。 

カ) 〔データ記入及び記入例〕 

各フィールドの記録方法を(場合によってはデータ要素ごとに)解説し、併せて記入例を

示す。 

キ) 〔フィールドの繰り返し〕 

幾つかのフィールドについては、複数回繰り返すことができる。繰り返し可能なフィー

ルドである場合は、ここでその内容や条件を示す。 

ク) (選択事項) 

フィールドに記録される事項のなかに、各参加組織が自由に選択することができるもの

がある。選択可能な事項がある場合には、ここでその内容や条件を示す。 

ケ) 《注意事項》 

各フィールドの記録に際して、目録担当者が注意しなければならない事項を示す。また、

データ記入及び記入例で示した方法が、システム上の制限等により例外的な措置を取る場

合について、その内容や条件を示す。 

コ) 〔関連項目〕 

各フィールドで、そのフィールドに関わるその他のフィールドを示す。 

 必要に応じて、見出しを追加、変更、省略することがある。 

 

2.0D 〔データ記入〕 

ア) 情報源 

各データ要素はそれぞれのフィールドごとに定められた情報源に基づいて記録する。 

イ) 所定の情報源以外から得た情報を補って記録する場合は、その事実を示すため当該事



項を角括弧([ ])に入れる。 

TR:愛と人生 / 平野竜一 [ほか] 著||アイ ト ジンセイ 

ウ) 誤記、誤植 

誤記、誤植が明らかなとき、正しい形に訂正し、訂正したことがわかるように記録する。

また、NOTE フィールドにその旨を記録する。 

TR:重要文化財矢田[坐]久志玉比古神社本殿・八幡神社社殿修理工事報告書 / 奈良県文化

財保存事務所編||ジュウヨウ ブンカザイ ヤタニイマス クシタマヒコ ジンジャ ホンデ

ン・ハチマン ジンジャ シャデン シュウリ コウジ ホウコクショ 

NOTE:標題紙のタイトル (誤植) : 重要文化財矢田座... 

 TR:Strategy in the contemporary world  

 NOTE:Title appears on title page as: Strategy in the contenporary world 

 

タイトルに誤表示がある場合は、検索に支障のないよう、正しい形及び誤って表示され

た形を VT フィールドに記録することができる。  

 

エ) 脱字 

脱字が明らかなとき、その字を角括弧([ ])に入れて補記する。 

TR:データベース管理システム / D. C. Tsichri[t]zis, F. H. Lochovsky 著||データベース カ

ンリ システム 

タイトルに脱字がある場合は、検索に支障のないよう、正しい形及び誤って表示された形

を VT フィールドに記録することができる。      

 

2.0E 《注意事項》 

 マイクロ資料や和漢・西洋古典籍等、VOL グループの繰り返しにより、複数の出版物理

単位を 1 書誌データにまとめて記録することが許容されている資料の場合、データ要素の

情報源は、該当する目録対象資料の最も小さな番号が付された資料 (又は入手可能なもの

のうち最も小さな番号が付された資料) の規定の情報源による。 

 VOL グループを繰り返して 1 書誌データにまとめて記述する資料として扱うもののうち、

番号付がない場合、または番号付が順序を示していない場合は、記述対象全体を識別の基

盤とする。 

 

 

2.0.1 固有のタイトル 

 「固有のタイトル」は、TR フィールドの本タイトルとなるものである。（→2.2.1） 

 したがって、目録対象資料の優先情報源上に何らかの名称がある場合は、その名称が

「固有のタイトル」等に該当するものであるかどうかを判断する必要がある。 

 



2.0.1A 〔「固有のタイトル」かどうかの判断〕 

 目録対象資料に表示されている名称が、「固有のタイトル」であるか「巻次等又は部編

名」であるかは、「目録情報の基準 第 6 版」(→ 4.2.2)に従って個々の資料ごとに判断す

る。 

 

2.0.1B 〔「固有のタイトル」の情報源〕 

 「固有のタイトル」は、2.2.1E１で規定する本タイトルの情報源に表示されていなくて

はならない。 

 

2.0.1C 《注意事項》 

C1 

 出版時にはなく、図書館における製本により付加された部分(製本タイトル・ページ、表

紙、背等)は、情報源になり得ない。このような部分に表示されているタイトル等は、必要

とする参加組織が所蔵データに記録する。 

 

C2 

 既に登録されている資料の続編が刊行されたときに、既存の書誌データの書誌階層に変

更が生じることがある。 

 その場合は、たとえば以下のように、既存データの修正は行わず新たな書誌階層に対応

した書誌データを新規作成する。(→ 第 21 章 図書書誌データ修正) 

 

タイトル関連情報だった部分を「固有のタイトル」として扱う場合 

 

(続編刊行前) 

TR:見えない宗教 : 現代宗教社会学入門||ミエナイ シュウキョウ : ゲンダイ シュウキョウ 

シャカイガク ニュウモン 

PUB:東京 : ヨルダン社 , 1976 

PHYS:206p ; 20cm 

(続編刊行後) 

[正]編に該当する書誌データは修正せずに続編の書誌データのみ新規作成 

TR:現象学と宗教社会学||ゲンショウガク ト シュウキョウ シャカイガク 

PUB:東京 : ヨルダン社 , 1989 

PHYS:323p ; 20cm 

PTBL:見えない宗教||ミエナイ シュウキョウ < >続//b 

      

(続編刊行前) 

TR:Le langage de l'image au Moyen Age : signification et symbolique / François Garnier 



PUB:Paris : Léopard d'or , [1982] 

PHYS:263 pages, [77] pages of plates : illustrations ; 30 cm 

(続編刊行後) 

正編（[1]）に該当する書誌データは修正せずに続編の書誌データのみ新規作成 

TR:Grammaire des gestes / François Garnier 

PUB:Paris : Léopard d'or , [1989] 

PHYS:423 pages : illustrations (some color) ; 30 cm 

PTBL:Le langage de l'image au Moyen Âge < > 2//b 

 

タイトル関連情報だった部分を集合書誌単位の本タイトルとする場合 

 

(続編刊行前) 

TR:モーツァルトは鏡 : 私のモーツァルト・クロニクル / 海老沢敏著||モーツァルト ワ カ

ガミ : ワタクシ ノ モーツァルト・クロニクル 

PUB:東京 : 音楽之友社 , 1987.6 

PHYS:309p ; 20cm 

(続編刊行後) 

[正]編に該当する書誌データは修正せずに続編の書誌データのみ新規作成 

TR:モーツァルトは宇宙 / 海老沢敏著||モーツァルト ワ ウチュウ 

PUB:東京 : 音楽之友社 , 1990.10 

PHYS:390p ; 21cm 

PTBL:私のモーツァルト・クロニクル / 海老沢敏著||ワタクシ ノ モーツァルト・クロニ

クル < > 続//a 

 

親書誌リンク形成は、任意である。 

また、どちらのケースも目録作成者の判断で、続編に対応する形の 2 階層の書誌階層を

持つ[正]編の書誌データを、並立書誌データとして新規に作成することもできる。 

 

タイトル関連情報だった部分を「固有のタイトル」として扱う場合 

 

TR:現代宗教社会学入門||ゲンダイ シュウキョウ シャカイガク ニュウモン 

PUB:東京 : ヨルダン社 , 1976 

PHYS:206p ; 20cm 

PTBL:見えない宗教||ミエナイ シュウキョウ < > [正]//b 

TR:現象学と宗教社会学||ゲンショウガク ト シュウキョウ シャカイガク 

PUB:東京 : ヨルダン社 , 1989 

PHYS:323p ; 20cm 



PTBL:見えない宗教||ミエナイ シュウキョウ < > 続//b 

 

タイトル関連情報だった部分を集合書誌単位のタイトルとする場合 

 

TR:モーツァルトは鏡 / 海老沢敏著||モーツァルト ワ カガミ 

PUB:東京 : 音楽之友社 , 1987.6 

PHYS:309p ; 21cm 

PTBL:私のモーツァルト・クロニクル / 海老沢敏著||ワタクシ ノ モーツァルト・クロニ

クル < > [正]//a 

TR:モーツァルトは宇宙 / 海老沢敏著||モーツァルト ワ ウチュウ 

PUB:東京 : 音楽之友社 , 1990.10 

PHYS:390p ; 21cm 

PTBL:私のモーツァルト・クロニクル / 海老沢敏著||ワタクシ ノ モーツァルト・クロニ

クル < > 続//a 

 

C3 

なお、「目録情報の基準 第 5 版」適用以前の総合目録データベース上での書誌データの

単位(書誌単位)は、同一の本タイトル（固有のタイトル）、著者等によって書誌的に他と

区別できる資料ごととし、その資料が複数の巻冊次等を持つ場合には、同一の書誌単位と

していた。（→「目録情報の基準 第 6 版」4.2.2） 

本項の規定は、「目録情報の基準 第 5 版」適用以前に作成された書誌データに遡及的に

適用しない。 

 

 

2.0.2 書誌構造 

 書誌構造とは、出版物理単位又は単行書誌単位と集合書誌単位とによって形成される階

層関係のことである。 

 複数の書誌階層を持っている資料の場合、(最下位の)出版物理単位と、最上位の集合書

誌単位との間に位置するものを中位の書誌単位という。 

 総合目録データベース上では、書誌構造は常に出版物理単位と最上位の集合書誌単位と

の 2 階層によって表現される。 

 

2.0.2A 〔書誌構造の表現〕 

 書誌構造は、出版物理単位の書誌データ（子書誌データ）に集合書誌単位のタイトル等

を記録することにより表現される。更に、集合書誌単位の書誌データ（親書誌データ）を

作成し、両者の間で書誌構造リンクを形成することもできる。 

 



 書誌構造については、次の 3 通りに分けることができる。 

 

ア) 2 階層の書誌構造を持つ資料の場合 

（書誌構造リンクを形成しない場合） 

 

 子書誌データの PTBL フィールドに集合書誌単位のタイトル等を記述する。 

TR:ルネサンス / 鈴木勤編||ルネサンス 

PTBL:世界歴史シリーズ||セカイ レキシ シリーズ < > 第 11 巻//a 

 

 なお、別言語形など、親書誌データの「その他のタイトル」に相当するタイトルを記録

する必要があるときは、子書誌データの PTBL フィールドを繰り返して記録する。 

 

TR:ヒンディー語動詞基礎語彙集 / 町田和彦著|| ヒンディーゴ ドウシ キソ ゴイシュウ 

PTBL:アジア・アフリカ基礎語彙集シリーズ||アジア アフリカ キソ ゴイシュウ シリー

ズ < > 33//a 

PTBL:Asian & African lexicon < > 33//a 

 

（書誌構造リンクを形成する場合） 

     親書誌データを作成し、子書誌データとの間で書誌構造リンク形成を行う。 

(親書誌) 

<BN00125318> 

TR:東京大学教養講座||トウキョウ ダイガク キョウヨウ コウザ 

PUB:東京 : 東京大学出版会 , 1980- 

PHYS:冊 ; 19cm 

(子書誌) 

<BN00341448> 

TR:学問における価値と目的 / 竹内啓編||ガクモン ニオケル カチ ト モクテキ 

PUB:東京 : 東京大学出版会 , 1980.1 

PHYS:321p ; 19cm 

PTBL:東京大学教養講座||トウキョウ ダイガク キョウヨウ コウザ <BN00125318> 2//a 

 

イ) 3 階層以上の書誌構造を持つ資料の場合 

（書誌構造リンクを形成しない場合） 

 

子書誌データの PTBL フィールドに最上位の集合書誌単位のタイトル等を記録したのち、

続けて中位の書誌単位のタイトル等を記述する。 

 



TR:古典派の音楽 / フリードリヒ・ブルーメ著||コテンハ ノ オンガク  

PTBL:白水 U ブックス||ハクスイ U ブックス < > 1025 . 西洋音楽史 / フリードリヒ・

ブルーメ[著]||セイヨウ オンガクシ ; 4//ab 

TR:Image sequence processing and dynamic scene analysis / edited by T.S. Huang 

PTBL:NATO ASI series <  > ser. F . Computer and systems sciences ; v. 2//aa 

 

（書誌構造リンクを形成する場合） 

 

最上位の集合書誌単位のデータを親書誌データとして作成し、子書誌データとの間で書

誌構造リンク形成を行う。 

中位の書誌単位については、独立した書誌データは作成せず、子書誌データの PTBL フ

ィールド中に記録する。 

 

(親書誌) 

<BN01655099> 

TR:白水 U ブックス||ハクスイ U ブックス 

PUB:東京 : 白水社 

PHYS:冊 ; 18cm 

(子書誌) 

<BN08297350> 

TR:ロマン派の音楽 / フリードリヒ・ブルーメ [著] ; 角倉一郎訳||ロマンハ ノ オンガク 

PUB:東京 : 白水社 , 1992 

PHYS:153, 10p ; 18cm 

PTBL:白水 U ブックス||ハクスイ U ブックス <BN01655099> 1025 . 西洋音楽史 / フリ

ードリヒ・ブルーメ [著]||セイヨウ オンガクシ ; 4//ab 

(親書誌) 

<BA0006594X> 

TR:NATO ASI series 

PUB:Berlin ; Tokyo : Springer-Verlag 

PHYS: 

(子書誌) 

<BA01308231> 

TR:Image sequence processing and dynamic scene analysis / edited by T.S. Huang 

PUB:Berlin ; Tokyo : Springer-Verlag , [1983] 

PHYS:ix, 749 pages : illustrations ; 25 cm 

PTBL:NATO ASI series <BA0006594X> ser. F . Computer and systems sciences ; v. 2//aa 

 



ウ) 書誌構造の中で一部の出版物理単位が固有のタイトルを持たない資料の場合 

書誌構造を持つ一群の資料のうち、一部の巻冊に「固有のタイトル」がない場合、その

巻冊に該当する資料は、シリーズタイトルを本タイトルとして書誌データを作成する。 

このとき、同じ書誌データの中で TR フィールドと PTBL フィールドに同じタイトルを

記録したり、親書誌データに VOL フィールドを追加したりしてはならない。 

 

(親書誌) 

<BCxxxxxxx1> 

VOL: 

TR:砂防学講座||サボウガク コウザ 

PUB:東京 : 山海堂 , 1991- 

PHYS:冊 ; 22cm 

(子書誌) 

<BCxxxxxxx2> 

TR:斜面の土砂移動現象||シャメン ノ ドシャ イドウ ゲンショウ 

PUB:東京 : 山海堂 , 1992.6 

PHYS:iii, 357p ; 22cm 

PTBL:砂防学講座||サボウガク コウザ <BCxxxxxxx1> 第 3 巻//b 

(固有のタイトルを持たない書誌) 

<BCxxxxxxx3> 

VOL:別巻 総目次・総索引 

TR:砂防学講座||サボウガク コウザ 

PUB:東京 : 山海堂 , 1993 

PHYS:79p ; 22cm 

PTBL:      

      

(親書誌) 

<BCxxxxxxx3> 

VOL:  

TR:Longman linguistics library 

PUB:London ; New York : Longman , 2016 

PHYS:volumes ; 22 cm 

(子書誌) 

<BCxxxxxxx4> 

TR:An introduction to the Celtic languages / Paul Russell 

PUB:London ; New York : Longman , 2016 

PHYS:xvii, 347 pages : illustrations, maps ; 23 cm 



PTBL:Longman linguistics library <BCxxxxxxx3>//a 

(固有のタイトルを持たない書誌) 

<BCxxxxxxx5> 

VOL:Index 

TR:Longman linguistics library 

PUB:London ; New York : Longman , 2016 

PHYS:56 pages ; 23 cm  

PTBL: 

      

 

2.0.2B 〔フィールドの繰り返し〕 

 複数の集合書誌単位を持つ資料で、それぞれの集合書誌単位の間に上下関係が認められ

ない場合は、それぞれの集合書誌単位は並列なものであるとみなす。 

 並列なものであるとみなした場合は、それぞれの集合書誌単位ごとに PTBL フィールド

を繰り返して記録する。(→ 2.3.1 PTBL) 

 

2.0.2C 《注意事項》 

C1 

 中位の書誌階層に相当する部分が「固有のタイトル」ではなく「部編名」を持つ場合は、

それを親書誌等の番号等と同等とみなして記録する。(→ 2.3.1 PTBL) 

 

(正) 

TR:宇治拾遺物語 / 陽明文庫編||ウジ シュウイ モノガタリ 

PTBL:陽明叢書 / 陽明文庫編||ヨウメイ ソウショ < > 国書編 ; 第 13 輯//b 

(誤) 

TR:宇治拾遺物語 / 陽明文庫編||ウジ シュウイ モノガタリ 

PTBL:陽明叢書 / 陽明文庫編||ヨウメイ ソウショ < > . 国書編||コクショヘン ; 第 13 輯

//bb      

      

(正)  

TR:The Chad language in the Hamitosemitic-Nigriticborder area : papers of the Marburg 

Symposion, 1979 / edited by H. Jungraithmayr 

PTBL:Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde < > Serie A ; Afrika ; Band 27//a 

(誤)  

TR:The Chad language in the Hamitosemitic-Nigritic border area : papers of the Marburg 

Symposion, 1979 / edited by H. Jungraithmayr 

PTBL:Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde < > Serie A . Afrika ; Band 27//aa 



 

C2 

「目録情報の基準 第 5 版」適用以前に作成された書誌データには、出版物理単位を持つ

親書誌データ（この書誌構造を「バランスしない書誌構造」と呼んでいた→「目録情報の

基準 第 6 版」4.3.1）が存在したが、「目録情報の基準 第 5 版」適用以降はこれを廃止し、

VOL フィールドが記録され、それに対応する所蔵データが登録された書誌データは親書誌

（シリーズ）データにはならない。 

 

「目録情報の基準 第 5 版」適用以降に「バランスしない書誌構造」を持つシリーズに続

刊が刊行された場合、出版物理単位を持つ親書誌データに対して新たな書誌構造リンクを

形成してはならない。書誌構造リンクを形成する場合は、出版物理単位を持たない親書誌

データを新規作成してからリンク形成する必要がある。 

 

（既存の出版物理単位を持つ親書誌） 

<BB01234567> 

VOL:1 

TR:幼児世界名作文学全集||ヨウジ セカイ メイサク ブンガク ゼンシュウ コウザ 

PUB:東京 : 小学館 , 1998- 

PHYS:冊 ; 21cm 

（既存の親書誌にリンク形成された既存の子書誌） 

<BB002345678> 

TR:ピノキオ / コロッティ原作 ; 奈街三郎文||ピノキオ 

PUB:東京 : 小学館 , 1999.10 

PHYS:188p : 挿図 ; 21cm 

PTBL:幼児世界名作文学全集 ||ヨウジ  セカイ  メイサク  ブンガク  ゼンシュウ 

<BB01234567> 3//b 

（新規作成した、出版物理単位を持たない親書誌） 

<BCxxxxxxx4> 

TR:幼児世界名作文学全集||ヨウジ セカイ メイサク ブンガク ゼンシュウ 

PUB:東京 : 小学館 , 1998- 

PHYS:冊 ; 21cm 

（新たに刊行された、固有のタイトルを持つ子書誌） 

<BCxxxxxxx5> 

TR:かがみの国のアリス / ルイス・キャロル原作 ; 二反長半文||カガミ ノ クニ ノ アリ

ス 

PUB:東京 : 小学館 , 2018.1 

PHYS:188p : 挿図 ; 21cm 



PTBL:幼児世界名作文学全集 ||ヨウジ  セカイ  メイサク  ブンガク  ゼンシュウ 

<BCxxxxxxx4> 25//b 

 なお、「目録情報の基準第 5 版」適用以前に作成された書誌データに対して、本項は遡

及的に適応しない。 

 したがって、既に「バランスしない書誌構造」を持つ書誌データについて、本項をもと

に修正する必要はない。（→「目録情報の基準 第 5 版」4.2.2） 

 

〔関連項目〕 

2.3.1 PTBL 

 

 

2.0.3 出版物理単位 

 総合目録データベース上での書誌データの単位(書誌作成単位)は、出版物理単位とする。 

 

2.0.3A 〔VOL グループの繰り返しの禁止〕 

 出版物理単位での書誌作成を原則とするため、VOL グループの繰り返しの記述を禁止す

る。 

 

2.0.3B 〔VOL グループの繰り返しの禁止の例外〕 

 VOL グループの繰り返しの禁止について、一部の例外を認める。 

 VOL グループを繰り返して表現してもよいとする資料は、以下のとおりである。 

 

1) 和漢・西洋古典籍等，記述対象の資料毎に所蔵館が書誌データを作成し、その書誌デー

タが他館で活用されることを前提としない資料。 

和古書は江戸時代まで（1868 年以前）、漢籍は辛亥革命まで（1912 年以前）、西洋古典

籍はおおむね 1830 年までに書写・刊行された資料とする。 

2) 多巻ものであっても情報源が先頭の巻など１か所にしかないマイクロ形態資料。 

3）1)2)に準ずる資料として個々の巻が個別の ISBN を持たず、その資料の内容から書誌デ

ータを出版物理単位によって作成するメリットがないと判断される資料。 

 

 なお、例外的に VOL グループを繰り返して記録する際は、B1 以下の規定を参照のこと。 

 

B1 〔データ要素の情報源〕 

 データ要素の情報源は、該当する目録対象資料の最も小さな番号が付された資料（又は

入手可能なもののうち最も小さな番号が付された資料）の規定の情報源による。（→ 

2.2.1G） 

 



B2 〔データ記入および記入例〕 

B2.1 （出版表示・頒布表示等に関する事項 PUB） 

 出版日付が 2 年以上にわたるときは、刊行開始年と刊行終了年をハイフン（-）で結んで

記録する。刊行中のときは開始年を記録し、ハイフン（-）を続ける。出版日付が 1 年の中

に収まる場合は、その年のみを記録する。（→ 2.2.3 F2.2） 

 

    GMD:h SMD:b YEAR:1970 1986 

    PUB:東京 : 野村総合研究所, 1970-1986 

 

B2.2 （形態に関する事項 PHYS） 

B2.2.1 (数量) 

 刊行が完結していないものは数量を記録せず、キャリア種別の用語のみを記録する。印

刷資料の場合は、キャリア種別の用語は記録せず、「冊」または「volumes」を記録する。 

 

    PHYS:冊 ; 23cm 

    PHYS:microfilm reels ; 13 cm, 35 mm 

 

B2.2.2 (大きさ) 

 出版物理単位によって図書の高さが異なっている場合の記録については、最も小さいも

のと最も大きいものの大きさを、ハイフンで結んで記録する。（→ 2.2.4 F4.4） 

 

    PHYS:冊 ; 23-27cm 

    PHYS:volumes : illustrations ; 25-28 cm 

 

B2.3（NOTE） 

B2.3.1（タイトルおよび責任表示に関する注記） 

 複数巻単行資料の途中の巻号で、責任表示の変化が生じた場合に、識別またはアクセス

に重要なときは、NOTE フィールドにそれを記録する。また、必要に応じて、対応する

AL フィールドを作成する。 

 ただし、変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々の変化に

ついては省略することができる。 

 

B2.3.2（版表示に関する注記） 

 複数巻単行資料の途中の巻号で、版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化が

ある場合は、別の資料とみなして体現形に対する新規の記述を作成する。 

 それ以外の場合、識別またはアクセスに重要なときは、巻号による版表示の違いを注記

として記録する。（→ 2.2.2G G6） 



 

B2.3.3（出版表示・頒布表示等に関する注記） 

 該当する目録対象資料の最も小さな番号が付された資料（又は入手可能なもののうち最

も小さな番号が付された資料）以外に表示されている異なる出版に関する事項については、

NOTE フィールドにそれを記録する。(→ 2.2.3 I3，2.2.7 NOTE) 

 ただし、変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々の変化に

ついては省略することができる。 

 

2.0.3C 《注意事項》 

C1 

 本項の規定は、「目録情報の基準 第 5 版」適用以前に作成された VOL グループの繰り

返しの記述を持つ書誌データに遡及的に適用しない。 

 そのため、当該データに対して遡っての修正は行わない。 

 

C2 

「目録情報の基準 第 5 版」適用以前に作成された書誌データが複数の VOL グループを

持つ場合、各 VOL グループに所蔵を登録することができる。 

また複数の VOL グループのある既存の書誌データとは別に、当該資料の出版物理単位

の書誌データを新規に作成し、所蔵登録することもできる。 

 

C2.1 

複数の出版物理単位からなる既存書誌データに所蔵登録する場合 

 

（「1」「2」「3」の既存書誌データ） 

<BN01590277> 

VOL:1 ISBN:4165102407 

VOL:2 ISBN:4165102504 

VOL:3 ISBN:4165102601 

TR:坂の上の雲 / 司馬遼太郎著||サカ ノ ウエ ノ クモ 

PUB:東京 : 文藝春秋 , 1973.6-1973.8 

PHYS:3 冊 ; 20cm 

（所蔵データ） 

<CC0181111111> 

VOL:1 CLN:918.6||Sh15||24 RGTN:AA224845 CPYR:  

VOL:2 CLN:918.6||Sh15||25 RGTN:AA224846 CPYR:  

VOL:3 CLN:918.6||Sh15||26 RGTN:AA224847 CPYR: 

 



C2.2 

新たに出版物理単位での書誌データを作成し所蔵登録する場合 

 

（「1」の書誌データ） 

<BCxxxxxxx1> 

VOL:1 ISBN:4165102407 

TR:坂の上の雲 / 司馬遼太郎著||サカ ノ ウエ ノ クモ 

PUB:東京 : 文藝春秋 , 1973.6 

PHYS:518p ; 20cm 

（「1」の所蔵データ） 

<CC0xxxxxxx1> 

VOL:1 CLN: 918.68/Sh15/1 RGTN: 11177139550 CPYR: 

（「2」の書誌データ） 

<BCxxxxxxx2> 

VOL:2 ISBN:4165102504 

TR:坂の上の雲 / 司馬遼太郎著||サカ ノ ウエ ノ クモ 

PUB:東京 : 文藝春秋 , 1973.7 

PHYS:574p ; 20cm 

（「2」の所蔵データ） 

<CC0xxxxxxxx2> 

VOL:2 CLN: 918.68/Sh15/2 RGTN: 1117713956 CPYR: 

（「3」の書誌データ） 

<BCxxxxxxx3> 

VOL:3 ISBN:4165102601 

TR:坂の上の雲 / 司馬遼太郎著||サカ ノ ウエ ノ クモ 

PUB:東京 : 文藝春秋 , 1973.8 

PHYS:534p ; 20cm 

（「3」の所蔵データ） 

<CC0xxxxxxx3> 

VOL:3 CLN: 918.68/Sh15/3 RGTN: 1117713959 CPYR: 

 

C3 

 既に VOL グループの繰り返しのある既存書誌データと同一の資料群と判断できる新た

な出版物理単位を受け入れた場合でも、新たに書誌データを作成する。当該既存書誌デー

タに VOL グループを追加してはならない。 

 

(「1」「2」「3」の既存書誌データ) 



<BB01910067> 

VOL:1 ISBN:9784892596209   

VOL:2 ISBN:9784892596216  

VOL:3 ISBN:9784892596810  

TR:日本文化の源流を求めて / 立命館大学文学部編||ニホン ブンカ ノ ゲンリュウ オ モ

トメテ 

PUB 京都 : 文理閣 , 2010.4-  

PHYS:冊 ; 19cm  

(「4」を受入れ、新規作成した書誌データ) 

<BCxxxxxxx4> 

VOL:4 ISBN:9784892596827 

TR:日本文化の源流を求めて / 立命館大学文学部編||ニホン ブンカ ノ ゲンリュウ オ モ

トメテ 

PUB:京都 : 文理閣 , 2012.3  

PHYS:232p ; 19cm 

 

C4 

 VOL グループの繰り返しの禁止は、装丁等の ISBN の説明語句や付属資料を VOL フィ

ールドに記録する場合にも適用される。 

 

〔関連項目〕 

2.1.5 YEAR 

2.1.11 VOL 

2.2.3 PUB 

2.2.4 PHYS 

2.2.7 NOTE 



2.2.1 TR 
2.2.1A 〔形式〕 

TR 
入力 

レベル 
属性 フィールド長 

繰り返
し数 

(Group Field) 
タイトル及び責任表示に関する事項 

必須 1 可変長    1 

   

タイトル、責任表示    （可変長） （1024 バイト） （1） 
 本タイトル （必須 1） （無*） 
 タイトル関連情報 （必須 2） （有） 
 並列タイトル （必須 2） （有） 
 並列タイトル関連情報 （選択） （有） 
 責任表示 （必須 2） （有） 
 並列責任表示 （選択） （有） 
タイトルのヨミ**    （可変長） （1024 バイト） （1） 
 本タイトルのヨミ （必須 2） （無*） 
 タイトル関連情報のヨミ （必須 2） （有） 
 並列タイトルのヨミ （必須 2） （有） 
 並列タイトル関連情報のヨミ （選択） （有） 
タイトルのその他のヨミ** （選択） （可変長） （1024 バイト）   （2） 

*総合タイトルがない場合、個々の著作タイトルを繰り返して記録する。 
**タイトルのヨミは、和資料および洋資料でタイトル中に日本語が現れた場合などに記録
する。 
 
2.2.1B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
2.2.1C 〔区切り記号〕 
 ア） 区切り記号の前後にスペースを置く。 
 イ） 各並列タイトルの前にはスペース、イコール，スペース(△ = △)を置く。 
 ウ） 総合タイトルがない場合の、責任表示の異なる 2 番目以降の個々のタイトルの前に
はスペース、ピリオド，スペース（△ . △）を置く。 
 エ） 総合タイトルがない場合の、責任表示が同一な 2 番目以降の個々のタイトルの前に
は，それぞれスペース，セミコロン、スペース( ; )を置く。 
 オ） タイトル関連情報の前には，各情報ごとにスペース，コロン，スペース (△ : △) を
置く。 
 カ） 最初の責任表示の前には，スペース、スラッシュ、スペース (△ / △) を置く。 
 キ） 2 番目以降の各責任表示の前には、スペース、セミコロン、スペース (△ ; △)を置



く。 
 ク） タイトルのヨミを記録する場合は、ヨミの直前に、ストローク、ストローク（||）
を置く。 
 
2.2.1D 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 TR フィールドには、目録対象資料の本タイトル、タイトル関連情報、責任表示、及び、
必要に応じて、タイトル(本タイトルとタイトル関連情報を含む)のヨミ及びその他のヨミ
をフィールド中のデータ要素として記録する。 
 ただし、タイトルのその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コー
ディングマニュアル等を参照のこと。 
 それぞれの書誌要素に対応する並列書誌要素は単数ないしは複数存在することがある。 
 タイトル関連情報は単数ないしは複数存在することがある。 
 責任表示は単数ないしは複数存在することがある。 
 
2.2.1E 〔データ要素の情報源〕 
E1（本タイトルの情報源） 
 本タイトルの情報源は、タイトル・ページとする。規定の情報源以外から得た情報は、
角括弧([ ])に入れて補記する。 
 規定の情報源中に別の形のタイトルが表示されているときは、それに適切なコードを付
けて、VT フィールドに記録する。 
 
 また、古刊本、古写本等の場合は、NCR2018 #2.0.2.2.1.2C 初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）＃2.0.2.2.1.3 和古書・漢籍の規定による。 
 
E1.1（タイトル・ページ以外を優先情報源とする和図書等） 
 和資料については、タイトル・ページがあっても、その情報が不十分な場合は、次の優
先順位で優先情報源を選定することができる。この場合は、必要に応じてタイトル・ペー
ジ以外のものを情報源とした旨を、注記として記録する。 
 a)奥付 
 b)背・表紙 
 c)キャプション 
 d)ジャケット 
 
E1.2（タイトル・ページ以外を優先情報源とする洋図書等）  
 洋資料については、タイトル・ページ、タイトル・シート、タイトル・カードがない場
合は、次の優先順位で優先情報源を選定する。 
 a)背・表紙 



 b)キャプション 
 c)マストヘッド 
 d)奥付 
 e)ジャケット 
 
E1.3（タイトル・ページ等がない資料の優先情報源） 
 資料にタイトル・ページ、タイトル・シート、タイトル・カード（またはその画像）が
ない場合は、タイトル・ページの代替として利用できるものを、以下の優先順位に従って、
優先情報源として選定する。 
 この場合、その情報源を NOTE フィールドに注記する。(→ 2.2.7 NOTE) 
  a) 奥付 
  b) 背・表紙 
  c) キャプション 
  d) マストヘッド 
  e) ジャケット 
 ただし、洋図書等（日本国内刊行を除く）、初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）につ
いては、NCR2018 #2.0.2.2.1.2A～#2.0.2.2.1.2C に従って優先情報源を選定する。 
 
E2（並列タイトルの情報源） 
 並列タイトルについては、本タイトルと同一の個所に表示されていなくてはならない。
例えば、標題紙には本タイトルのみで、並列タイトルの表示がなく、表紙にのみ、本タイ
トルと並列タイトルがあるような場合は、(並列タイトルの存在の有無を理由に表紙を主た
る情報源として記録するのではなく)表紙上に表示された並列タイトルは表紙タイトルとし
て VT フィールドに記録する。 
 
 本タイトルを資料外の情報源から採用した場合は、並列タイトルも同一の情報源から採
用する。  
 
E3（責任表示の情報源） 
 責任表示は、本タイトルと同一の情報源から優先して採用する。 
 
E4（並列責任表示の情報源） 
 並列責任表示は、対応する並列タイトルと同一の情報源から採用する。対応する並列タ
イトルが存在しない場合は、対応する本タイトルと同一の情報源から採用する。 
 
2.2.1F〔データ記入及び記入例〕 
F1（本タイトル） 



 本タイトルとなるものは、「目録情報の基準 第 6 版」で規定されている「固有のタイト
ル」である。 
 
F1.1（データ記入の原則） 
 タイトルの上部や前方に表示されている語句が、本タイトルの一部とも、タイトル関連
情報や責任表示等、他の書誌的事項とも判断できるような場合、次に示すような観点で本
タイトルであるかどうかを決定する。 
 なお、本タイトルとしなかった形のタイトルについては、それらを VT フィールドに記
録することが望ましい。 
 
 ア) 字体や字の大きさ、印刷上の強調の程度などといったレイアウトや表現のしかたか
ら、それが本タイトルの一部分と判断できる場合は、その語句を含めたタイトルを本タイ
トルとする。本タイトルの一部としない語句については、該当する書誌要素を記録する個
所に記録する。 
 
 TR:岩手県立病院医学会創立 25 周年記念業績集 / 岩手県立病院医学会学会委員会・編集
委員会編||イワテ ケンリツ ビョウイン イガッカイ ソウリツ 25 シュウネン キネン ギョウ
セキシュウ 
 PUB:盛岡 : 岩手県立病院医学会 , 1994.3 
 VT:VT:創立 25 周年記念業績集||ソウリツ 25 シュウネン キネン ギョウセキシュウ 
 
 TR:図書館サービスの評価 / ランカスター [著] ; 中村倫子, 三輪眞木子共訳||トショカン 
サービス ノ ヒョウカ 
 VT:VT:ランカスター図書館サービスの評価||ランカスター トショカン サービス ノ ヒョ
ウカ 
 
 TR:名医のわかりやすいストレス・心身症 / 河野友信著||メイイ ノ ワカリヤスイ ストレ
ス・シンシンショウ 
 VT:VT:ストレス・心身症 : 名医のわかりやすい||ストレス・シンシンショウ : メイイ ノ 
ワカリヤスイ 
 
 イ) 前項で示したようなレイアウトや表現のしかただけでは判断に迷うような場合は、
タイトルの上部や前方に表示されている語句が次に示すような役割を果たす語句であり、
それを本タイトルの一部として扱うことが望ましいと思われる場合は、その語句を含めた
タイトルを本タイトルとする。 
 (1) 時代、年代、地域等を特定あるいは限定するための語句 
 (2) 内容の程度や効用を表したり、限定するための語句 



  (ただし、販売目的のキャッチコピー的な語句については、原則としてタイトル関連情
報と判断する) 
 (3) 書名であることを明らかにするための語句 
 (4) 特殊性、性質、特質を表す語句 
 (5) 本タイトルが総称的なため、他との識別のために付された著者や出版者等の語句(た
だし、それらの語句は、該当するエレメントを記録する個所にもできるだけ改めて記録す
る) 
 
 TR:関西国際空港埋立造成工事誌 / 空港島建設工事誌作成委員会編||カンサイ コクサイ 
クウコウ ウメタテ ゾウセイ コウジシ 
 TR:但馬ふるや : 歴史と風俗 / 千葉保著||タジマ フルヤ : レキシ ト フウゾク 
 TR:イラストで知る危険物の基礎物理化学 / 広沢金三著||イラスト デ シル キケンブツ ノ 
キソ ブツリ カガク 
 TR:マンガ民法入門 / 山之内三紀子原作 ; すずき清志漫画 ; 大蔵省印刷局編||マンガ ミン
ポウ ニュウモン 
 TR:小説クレオパトラ : 最後の女王 / 三枝和子著||ショウセツ クレオパトラ : サイゴ ノ 
ジョオウ 
 TR:一般外来診療のためのうつ状態の漢方治療 / 松橋俊夫編||イッパン ガイライ シンリ
ョウ ノ タメ ノ ウツ ジョウタイ ノ カンポウ チリョウ 
 TR:アルバーティ物理化学 / F. Daniels, R.A. Alberty 著 ; 黒田晴雄, 妹尾学訳||アルバーテ
ィ ブツリ カガク 
 TR:新編大言海 / 大槻文彦著||シンペン ダイゲンカイ 
 TR:岩波国語辞典 / 西尾実, 岩淵悦太郎共編||イワナミ コクゴ ジテン 
 
F1.2（タイトルの省略） 
 本タイトルが長い場合でも、システム上の不都合(フィールド長不足等)が生じない限り
は、原則として本タイトルの短縮は行わない。やむを得ず短縮を行う場合は、その部分を
省略符号（…）で示し、短縮した内容を NOTE フィールドに記録する。 
 
F1.3（異形タイトル） 
 複数の情報源でタイトルが異なっている場合、TR フィールドに記録しなかったタイト
ルについては、それを該当するコードを付して VT フィールドに記録する。 
 
 TR:漱石の迷走と救い / 奥山実著||ソウセキ ノ メイソウ ト スクイ 
 VT:CL:漱石の迷走と福音||ソウセキ ノ メイソウ ト フクイン 
 
 TR:学校図書館の読書指導と利用指導 : 新しい学力の考えに立つ / 中川昭則編著||ガッコ



ウ トショカン ノ ドクショ シドウ ト リヨウ シドウ : アタラシイ ガクリョク ノ カンガエ ニ 
タツ 
 VT:CL:学校図書館の利用指導と読書指導 : 新しい学力の考えに立つ||ガッコウ トショカ
ン ノ リヨウ シドウ ト ドクショ シドウ : アタラシイ ガクリョク ノ カンガエ ニ タツ 
 
F1.4（その他の情報源の記録） 
 優先情報源以外から本タイトルを補記する場合は、その情報源又は参考資料等について
の注記を NOTE フィールドに必ず記録する。 
 
 TR:[Banquet des travailleurs socialistes] compte-rendu 
 NOTE:Title given according to the Catalogue de l'histoire de France. IV. 160 
 
F1.5（部編、補遺等のタイトル） 
 ある資料の一部分や補遺であることを示す表示については、「目録情報の基準 第 6 版」
で規定されている図書書誌データの作成単位によって判断する。(→「目録情報の基準 第
6 版」4.2.2) 
 そのような資料であることを示す表示が、「巻次等」あるいは「部編名」である場合は、
その本体に相当する書誌データの VOL フィールドにそれを記録する。(→2.1.11 VOL) 
 
 VOL:pt. 1 
 TR:Faust / Johann Wolfgang Goethe 
 
F1.6（総合タイトルと個別のタイトル） 
 複数の著作を収録した合集等について、所定の情報源に総合タイトルと単数ないしは複
数の個別のタイトルとの双方が表示されている場合、次のように扱う。 
 ア) 1 冊だけから成る資料の場合 
 総合タイトルを TR フィールドに記録し、個別のタイトルは CW フィールドに記録する。 
 
 TR:Œuvres de Dante Alighieri 
 CW:La divine comédie / traduction de A. Brizeux 
 CW:La vie nouvelle / traduction de E.-J. Delécluze 
 
 イ) 分冊刊行された(複数の出版物理単位から成る)資料の場合 
 各冊に表示された個別のタイトルを TR フィールドに記録し、総合タイトルは PTBL フ
ィールドに記録する。 
 
 TR:善悪の彼岸 ; 道徳の系譜 / フリードリッヒ・ニーチェ著 ; 信太正三訳||ゼンアク ノ ヒ



ガン ; ドウトク ノ ケイフ 
 PTBL:ちくま学芸文庫||チクマ ガクゲイ ブンコ <  > . ニーチェ全集||ニーチェ ゼンシュ
ウ ; 11//ab 
 
 TR:Impacts on nutrition and health / volume editor, Artemis P. Simopoulos 
 PTBL:World review of nutrition and dietetics < > v. 65//a 
 
F1.7（本タイトルの補記） 
 所定の情報源のどこにも本タイトルがないか、所定の情報源自体がない場合は、目録作
成者の判断によって、資料の内容や種類などを表す簡潔な語句か本文の冒頭の一部分を用
いて、本タイトルを補記する。このとき、補記した本タイトルが目録対象資料中にあれば
その箇所を、なければ目録作成者が決定したことを NOTE フィールドに記録する。 
 
F2（タイトル関連情報） 
 タイトル関連情報は、本タイトルと同一の情報源上に表示された、本タイトル及び並列
タイトル以外のタイトル、あるいは本タイトルに補完、限定説明を加える語句である。 
 
F2.1（データ記入の原則） 
 本タイトルを選択した個所にタイトル関連情報が複数存在する場合は、それらすべてを
記録することができる。このとき、それぞれのタイトル関連情報はスペース、コロン、ス
ペース(△:△)で区切り、情報源上に表示されている順序で記録する。 
 個々の情報源にそれぞれ異なるタイトル関連情報がある場合は、それらすべてを記録す
ることができる。ただし、TR フィールドに記録することができるのは、本タイトルと同
一個所に表示されているタイトル関連情報のみであり、それ以外の個所に表示されている
タイトル関連情報は、それぞれ VT フィールドに記録する。 
 
 TR:新・飛ばしの科学 : 力を入れずに飛距離がのびる / 増田正美著||シン・トバシ ノ カ
ガク : チカラ オ イレズニ ヒキョリ ガ ノビル 
 VT:CV:新・飛ばしの科学 : 30 ヤード飛距離アップの新理論||シン・トバシ ノ カガク : 30
ヤード ヒキョリ アップ ノ シン リロン 
 
F2.2（タイトル関連情報の省略） 
 長いタイトル関連情報の一部ないし全部は、それを省略することができる。省略した場
合には、NOTE フィールドに記録する。なお、省略の判断基準は、その部分から索引語を
抽出すべきかどうかによる。 
 
 TR:オンラインデータベース活用事典 / 鈴木尚志, 田中康介著||オンライン データベース 



カツヨウ ジテン 
 NOTE:タイトル関連情報: どんな情報がどこにあるのか?アクセスするにはどうすればい
いか?……が、すぐに引けてわかる本 
 
F3（並列タイトル及び並列タイトル関連情報） 
 並列タイトル及び並列タイトル関連情報は、本タイトル及びタイトル関連情報として選
定されたタイトルに対応して、そのタイトルの別言語及び(又は)別の文字で所定の情報源
中に表示され、本タイトルと同等の意味を持っているものである。そのうち、本タイトル
等と同一個所に表示されているもののみを並列タイトルとして TR フィールドに記録する
ことができる。 
 本タイトルと同等の意味内容のものであっても、本タイトル採録個所以外に表示されて
いる場合は並列タイトルとはせず、VT フィールドに記録する。 
  
F3.1（データ記入の原則） 
 洋資料について、並列タイトルおよび並列タイトル関連情報を複数記録する場合は、日
本語を優先する。すなわち、最初の並列タイトルを記録した後に、2 番目以降の日本語で
書かれた並列タイトルがあるときには、それも記録する。 
 本タイトルと並列タイトルは、スペース、等号、スペース（△=△）で区切って記録す
る。 
 
 TR:Poupées japonaises = Dolls of Japan = 日本人形||Poupées japonaises = Dolls of Japan 
= ニホン ニンギョウ 
 
 なお、参照データセットからの流用入力によってデータを作成する場合に、2 番目以降
の英語で書かれた並列タイトルが記載されていても、それを削除する必要はない。日本語
の並列タイトルはこの前に挿入して記録する。 
 
F3.2（原書のタイトル） 
 本タイトルと同等の意味内容のものであっても、目録対象資料が翻訳書で、その原書名
であることが明らかな場合は、並列タイトルとはせず、VT フィールドに原書名コード OR
を付して記録する。 
 
 TR:水の世界 : 地球・人間・象徴体系 / アンヌ・ドゥクロス著 ; 近藤真理訳||ミズ ノ セカ
イ : チキュウ・ニンゲン・ショウチョウ タイケイ 
 VT:OR:Toute l'eau du monde 
 
F3.3（優先情報源以外の並列タイトル） 



 優先情報源以外の個所に表示されている並列タイトルは、表示されていた箇所を示すコ
ードを付して VT フィールドに記録する。 
 
F3.4（並列タイトルのヨミ） 
 並列タイトルに日本語のタイトルが含まれている場合は、その語句のヨミによる検索が
可能となるように、そのヨミをタイトルのヨミ、タイトル関連情報のヨミに関する規定に
従って記録する。 (→ 2.2.1 F5) 
 
F4（責任表示） 
 資料の知的・芸術的内容の創作または実現に、責任を有するか寄与した個人・家族・団
体 に関する表示を、責任表示として記録する。 
 
F4.1（データ記入の原則） 
 責任表示とするものの範囲については、NCR2018#2.2.0.1  (記録の範囲)の規定に従う。
ただし、所定の情報源上にある監修者、監訳者等については、著者、訳者など、より直接
的に関与した責任表示がある場合は、それを責任表示とし、監修者、監訳者等は NOTE フ
ィールドに記録する。より直接的に関与した責任表示がない場合には、監修者、監訳者等
を責任表示として記録する。 
 
 TR:実践フレームリレー / 野村雅行, 辻村司共著||ジッセン フレーム リレー 
 NOTE:監修: 宮脇陞 
 
F4.2（責任表示の補記） 
 所定の情報源上に責任表示に相当する表示がないとき、資料本体中のいずれかの場所に
あれば、それを補記する。資料本体中にもなく、資料以外の何らかの情報源から得られた
場合は、その情報は NOTE フィールドに記録する。 
 
F4.3（複数の責任表示） 
 同一の役割の責任表示が複数ある場合の記述は、それぞれをコンマ、スペース(,△)で区
切って記録する。 
 同一の役割の責任表示として記録することができる個人名や団体名の数については、そ
の数が 3 までのときは、そのまま記録する。4 以上の場合には、主たる名称、あるいは最
初に表示されている名称一つだけを記録し、その他の名称については、和資料は [ほか] の
語を、洋資料は [and 10 others] 等の語句を補記することにより、省略することができる。
また、省略された責任表示は NOTE フィールドに記録することができる。 
 
 TR:十五年戦争と満鉄調査部 / 石堂清倫 [ほか] 著||ジュウゴネン センソウ ト マンテツ 



チョウサブ 
 NOTE:その他の著者: 野間清, 野々村一雄, 小林庄一 
 
 TR:Global sport management education : policy, curriculum and implementation / Mike 
Rayner [and three others] 
 NOTE:Other authors: Tom Webb, Ruth Sibson, Jacob K. Tingle 
 
F4.4（役割の異なる責任表示） 
 役割の異なる責任表示が複数ある場合の記録の順序は、役割が異なるごとにスペース、
セミコロン、スペース(△;△)で区切って記録する。 
 
 TR:新約聖書と批評学 / ジョージ・エルドン・ラッド著 ; 榊原康夫, 吉田隆共訳||シンヤ
ク セイショ ト ヒヒョウガク 
 
F4.5（複数の言語・文字種による責任表示） 
 並列タイトルがなく、責任表示が 2 以上の言語や文字で表示されている場合は、本タイ
トルと同じ言語や文字による表示を転記する。この基準を適用できない場合は、最初に書
かれている表示を転記する。 
 任意に、各並列責任表示を、それぞれスペース、イコール、スペース、スラッシュ、ス
ペース(△=△/△)に続けて転記してもよい。 
 
 TR:Biblioteca Celtica : a register of publications relating to Wales and the Celtic peoples 
and languages / Llyfrgell Genedlaethol Cymru = / The National Library of Wales 
 
F4.6（責任表示における肩書等の省略） 
 責任表示における肩書などの省略は、個人名だけでなく責任表示一般に適用する。 
 貴族の称号、敬称、尊称、区別的呼称を示す肩書とそれらの略語、団体のイニシアル、
資格、設立の日付、標語などは、以下の場合には責任表示に収録する。 
a) 文法的にこのようなデータが必要なとき 
... / ... ; prólogo del Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne 
b)省略すると、名(given name)または姓だけになるとき。 
... / by Miss Jane 
... / by Dr. Johnson 
c)識別のために敬称などが必要なとき 
... / by Mrs. Charles H. Gibson 
ｄ)称号が貴族の称号であるか、または英国の尊称(Sir, Dame, Lord, または Lady)であると
き。 



 それ以外の場合、これらのデータはすべて責任表示から省略する。省略符号は使用しな
い。 
... / by Harry Smith 
(情報源では次のようになっている:by Dr. Harry Smith) 
... / sponsored by the Library Association 
(情報源では次のようになっている:sponsored by the Library Association (founded 1877) ... 
/ by T. A. Rennard 
(情報源では次のようになっている:by the late T.A. Rennard) 
 
F4.7（総合タイトルのない資料） 
 総合タイトルのない資料の場合、記述対象全体に共通する責任表示は、すべてのタイト
ル、タイトル関連情報などに対応していることが分かるように記録する。 
 TR:にごりえ ; たけくらべ / 樋口一葉著 
 
 責任表示が個別のタイトルに関係している場合は、対応するタイトルとタイトル関連情
報が分かるように記録する。 
 
 TR:土佐日記 / 紀貫之著 ; 池田弥三郎訳 . 蜻蛉日記 / 藤原道綱母著 ; 室生犀星訳 
 TR:Henry Vincent, a biographical sketch / William Dorling . Life of Joseph Rayner 
Stephens / George Jacob Holyoake 
 
 責任表示が個別のタイトルに関係していて、かつ個別のタイトル全体に共通する責任表
示もある場合は、それぞれの関係が分かるように責任表示を記録する。 
 
F5(タイトルのヨミ、タイトル関連情報のヨミ) 
F5.1 
 タイトルやタイトル関連情報(並列タイトル及び並列タイトル関連情報を含む)のヨミは、
それに対応する読み方を記録する。 
ヨミの表記方法については、「目録情報の基準 第 6 版」の 11.3(ヨミの表記及び分かち書
き規則)による。 
 
F5.2（複数のヨミ） 
 一つの語句に複数の読み方がある場合、より一般的と判断される方を採用し、他方は
VT フィールドに記録する。 
 
F5.3（慣例のヨミ） 
 慣用の読み方があるものは、その慣用に従う。また、地名、人名等は、その固有の読み



方を採用する。 
 
 
2.2.1G 《注意事項》 
G1（大文字使用法） 
 本タイトルの初語が冠詞である場合の次の語の頭文字の取扱いについては、NCR2018
付録 A.2 の大文字使用法に沿って記録する。 
 
G2（複数の出版物理単位を記述する資料） 
 例外として、マイクロ資料や和洋の古典籍等、1 書誌データに複数の出版物理単位を記
述することが許容されている資料がある。この場合、データ要素の情報源は、該当する目
録対象資料の最も小さな番号が付された資料(又は入手可能なもののうち最も小さな番号が
付された資料)の規定の情報源による。 



2.2.3 PUB 
2.2.3 A 〔形式〕 

PUB 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 
(Group Field) 
出版等に関する事項 

必須 1 可変長   4 

  出版地等*1 （必須 2*2） （可変長） （254 バイト） （有*3） 
出版者等*1 （必須 2*2） （可変長） （254 バイト） （有*3） 
出版日付等*1 （必須 2*2） （可変長） （254 バイト） （有*3） 
役割表示*4 （選択） （固定長） （1 バイト） （有*3） 

*1 頒布地、製作地、制作地 、頒布者、製作者、制作者、頒布日付、製作日付、制作日付
を含む。 
*2 2 番目以降の出版、頒布、製作、制作にかかるエレメントの入力レベルは「選択」で
ある。 
*3 出版地と出版者(あるいは頒布地と頒布者、製作地と製作者)との組合せが対になって
一つの PUB フィールド内で複数回繰り返されることはない。 
そのような場合は、PUB フィールド自体を 4 回まで繰り返すことができる。 
*4 出版表示にはコードを記入しない。頒布表示、製作表示、制作表示、著作権日付には
コードを記入する。（→ 付録 1.6 出版等に関するコード表） 
 
2.2.3 B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
2.2.3C 〔区切り記号〕 
 ア）2 番目以降の出版地・頒布地等の前にはスペース、セミコロン、スペース（△;△）
を置く。 
 イ）出版者、頒布者等の前にはスペース、コロン、スペース（△:△）を置く。 
 ウ）出版日付・頒布日付等の前には、スペース、コンマ、スペース(△,△)を置く。 
 エ）製作表示の区切り記号はア）からウ）に準拠する。 
 
2.2.3D 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 PUB フィールドでは、目録対象資料の出版表示、頒布表示、製作表示、制作表示および
著作権日付を扱う。出版地・頒布地等、出版者・頒布者等、出版日付・頒布日付等をデー
タ要素として記録し、出版表示以外については、役割表示コードも記録する。 
 
2.2.3E 〔データ要素の情報源〕 
 PUB フィールドのデータ要素の情報源は次の優先順位で情報源を選定する。 
 a) 本タイトルと同一の情報源（2.2.1E） 



 b) 資料自体の他の情報源 
 c) 資料外の情報源 
 
 ただし、出版地、頒布地、製作地、制作地は、それぞれ出版者、頒布者、製作者、制作
者と同一の情報源を第一の情報源として選定する。 
 包括的記述を作成する複数巻単行資料については、開始および（または）終了の日付を、
最初および（または）最後に刊行された巻号から選択する。 
 
2.2.3F 〔データ記入及び記入例〕 
F1 出版地、出版者等 
F1.1 
 出版地、頒布地、製作地、制作地は、情報源に表示されている場所の名称（市町村名等）
を、NCR2018 #1.10～#1.10.11 別法に従って記録する。 
 ただし、東京都特別区は、「東京」またはそれに相当する語のみ記録する。 
 ただし、市名は、「市」またはそれに相当する語を記録しない。 
 
 情報源に市町村名等とともに表示されている上位の地方自治体名等および（または）国
名については、識別に必要なときに限り、それを付加する。 
 ただし、「日本」という国名は、原則として記録しない。 
 
 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上位の地方自治体
名等および（または）国名を角がっこ[]でくるんで補記する。 
 
   美郷町 [秋田県] 
   美郷町 [島根県] 
   府中 [東京都] 
   府中 [広島県] 
 
F1.2 
 出版者・頒布者等は、それが関連する地名に続けて記録する。 
 
F1.3 
 出版者等を識別するのに必要でない組織階層は省略する。 
 法人組織を示す語句は省略する。 
 単に出版や発売を示すだけでない語句は情報源に表示されている通りに記録する。 
 
F1.4 



 出版地、出版者等が複数表示されている場合は、採用した情報源での表示順序、配置、
デザイン等に基づいて判断した主なものを記録する。複数の出版者が存在して、それらが
複数の出版地と結びついている場合は、それぞれの出版者と結びついた出版地を記録する。 
 
 本システムにおいては、2 番目以降の出版地、出版者等は、NOTE フィールドにではな
く PUB フィールドに、記述文法に従って複数記録することができる。ただし、2 番目以降
の出版地、出版者等の入力レベルは「選択」である。 
 
   PUB:京都 ; 東京 : 三一書房 , 1949.5 
   PUB:名古屋 : 愛知県立大学 : 愛知県立女子短期大学 , 1990.2 
 
F1.5 
 出版地と出版者が組み合わせて複数表示されている場合や、出版地、出版者の他に頒布
地、頒布者、製作地、製作者が表示されている場合において、2 番目以降の出版地等と出
版者等を記録するときはフィールドを繰り返して記録し、一つの PUB フィールドにまとめ
たかたちでの記録はしない。 
 なお、2 番目以降の出版地等、出版者等の入力レベルは「選択」である。 
 
 複数の PUB フィールドが作成された場合、それぞれの出版表示・頒布表示等に対応した
日付を、該当する PUB フィールドに記録する。役割が同一の PUB フィールドが複数ある
場合は、その中の最後の出版者等に続けて記録する。 
 
 記録に際し、役割が出版以外のときは、役割表示コードを記入する。（→ 付録 1.6 出版
等に関するコード表） 
 
   PUB:東京 : 東京朝日新聞社 
   PUB:大阪 : 大阪朝日新聞社 , 1931.1   
 
   PUB:Amsterdam : Elsevier 
   PUB:Tokyo : Kodansha , 1980 
 
   PUB:東京 : アジア図書館 , 1993.3 # 空値 
   PUB:東京 : アジアセンター21  # d 
 
   PUB:Copenhagen : Nordic Pharmacological Society , 1996 # 空値 
   PUB:Copenhagen : Munksgaard  # d 
（最初の PUB フィールドは出版表示、2 番目の PUB フィールドは頒布表示） 



 
F1.6 
 出版地等、出版者等が複数の言語あるいは文字で表示されている場合の記録については、
本タイトルと同じ言語又は文字で表示されているものを記録し、この規定が適用できない
場合は、最初に表示されているものを記録する。 
 
F1.7 
 出版地等が所定の情報源上に表示されていない場合は、他の参考資料を基に調査、ある
いは推定し、角括弧([ ])に入れて記録する。具体的な情報が記録できない場合は、「[出版
地不明]」「[Place of publication not identified]」、「[出版者不明]」「[publisher not 
identified]」と記録する。 
 
   PUB:[出版地不明] : [出版者不明] , [19--] 
 
   PUB:[Place of publication not identified] : [publisher not identified] , [19--]  
 
F1.8 
 資料自体に表示された地名、出版者の名称等が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合は、実際の地名、出版者の名称等を角がっこを使用して記録し、架空の地名または
誤った地名等は、必要があれば注記として記録する。 
 
F1.9 
 和古書等、複数の出版物理単位から成る資料で、途中の巻冊次から出版表示等に変更が
見られる場合、PUB フィールドには、該当する目録対象資料の最も小さな番号が付された
資料(又は入手可能なもののうち最も小さな番号が付された資料)の規定の情報源上にある
出版地等及び出版者等を記録する。変更後の出版地等及び出版者等については、NOTE フ
ィールドに記録する。 
 
   VOL:巻之 1 
   VOL:巻之 2 
   VOL:巻之 3 
   VOL:巻之 4 
   VOL:巻之 5 
   PUB:東都 : 上総屋利兵衛 [ほか], 寛政 10 [1798] 
   NOTE:巻之 4 以降の出版者: 山田屋長兵衛 
 
F2 出版日付等 



F2.1 
 出版日付は、原則として、情報源に表示されている日付の年を記録する。 
 日付は、情報源に表示されている日付の暦が西暦の場合は、アラビア数字で記録する。 
情報源に表示されている日付の暦が西暦でない場合は、その日付を西暦に置き換える。 
漢数字、ローマ数字、語句で表記される数字等は、アラビア数字に置き換えて記録する。
語句で表された暦は、アラビア数字に置き換える。 
 
F2.2 
 和古書等、複数の出版物理単位から成る資料の場合に、出版日付が 2 年以上にわたると
きは、刊行開始年と刊行終了年をハイフン（-）で結んで記録する。刊行中のときは開始年
を記録し、ハイフン（-）を続ける。出版日付が 1 年の中に収まる場合は、その年のみを記
録する。 
 
   GMD:h SMD:b YEAR:1970 1986 
   PUB:東京 : 野村総合研究所, 1970-1986 
   TR:NRI マイクロ有証||NRI マイクロ ユウショウ  
   ED:[マイクロフィルム版] 
   PUB:東京 : 東京創元社 , 1990 
 
F2.3 
 単巻資料の出版日付・頒布日付等を特定できない場合は、推定の出版日付・頒布日付等
を、NCR2018 #1.10.10.5 に従って記録する。 
 著作権日付から出版日付を推定した場合は、著作権日付に対応する 4 桁の西暦年のみを 
[ ] で囲んで記録する。著作権マークの「c」は記録しない。 
 
   [1975] 
   [1975?] 
   [1970 頃] 
   [1970 年代] 
   [2000 から 2009 の間] 
 
 出版日付を推定できない場合は、角がっこで、「出版日付不明」または「date of 
publication not identified」、「頒布日付不明」または「date of distribution not identified」、
と記録する。 
 
F2.4 
 資料自体に表示された日付が、架空であるか誤っていると判明している場合は、実際の



日付を角がっこを使用して記録し、架空の日付または誤った日付は、必要があれば注記と
して記録する。 
 
   PUB:London : Macmillan , [1967] 
   NOTE:Date of publication on title page: 1697 
 
F2.5 
 出版日付・頒布日付等と著作権日付が異なる場合は、著作権日付を記録することができ
る。 
 著作権日付の記録に際しては、役割表示コード「c」を記入する。（→ 付録 1.6 出版等に
関するコード表） 
 
   PUB:London : Peguin Books , 2018   # 空値 
   PUB:: , c2017  # c 
 
2.2.3G 〔フィールドの繰り返し〕 
 
 出版地、頒布地、製作地、制作地と出版者、頒布者、製作者、制作者がそれぞれ対とな
っている場合は、それぞれの対ごとに PUB フィールドを作る。その組合せが複数ある場合
は、PUB フィールドを繰り返す。 
 記録に際し、役割が出版以外のときは、役割表示コードを記入する。（→ 付録 1.6 出版
等に関するコード表） 
 
2.2.3H (選択事項) 
H1 
 出版日付、頒布日付等については、月まで記録することができる。この際、出版年、頒
布年等の後にピリオドを付して記録する。出版日付が 1 年の中に収まる場合でも、月まで
記録する場合には刊行開始年月と終了年月をハイフン（-）で結んで記録することができる。 
 
   PUB:東京 : 講談社 , 1990.1-1990.5 
 
2.2.3I 《注意事項》 
I1 
 一つの PUB フィールドに、出版地、頒布地等と出版者、頒布者等の対を繰り返して記録
してはならない。繰り返し記録すると、「出版者;頒布地」の部分が一つの出版者とみなさ
れて、2 番目の出版地・頒布地に対する検索キーが正しく作成されない。 
 



   (誤) 
   PUB:東京 : 国立国会図書館 ; 東京 : 紀伊国屋書店(発売) , 1989 
 
   (正) 
   PUB:東京 : 国立国会図書館 , 1989 # 空値 
   PUB:東京 : 紀伊国屋書店 # d 
 
I2 
 記述の根拠とした出版物理単位の情報源に表示されていない出版に関する事項を記録し
てはならない。例として、次のものがある。 
 
   1) 和古書等、複数の出版物理単位から成る資料の場合、最も小さな番号が付された資料
(又は入手可能なもののうち最も小さな番号が付された資料)以外の巻次に表示されている
異なる出版に関する事項 
   2) 同時に別の出版者から刊行された資料に表示されている出版に関する事項  
 
 1)については、NOTE フィールドに当該出版事項を記録する。(→ 2.2.7 NOTE) 
 
   PUB:福岡 : 福岡国税局総務部調査統計課 , 1971.6- 
   NOTE:昭和 59 年度以降の出版者: 福岡国税局総務部企画課 
 
 2)については、別書誌データを作成する。 
 
I3 
 例外として、マイクロ資料や西洋古典籍等、1 書誌データに複数の出版物理単位を記述
することが許容されている資料がある。（→ 2.0.3 出版物理単位） 
 このような資料において刊行時期に違いのある複数の情報源がある場合、データ要素の
情報源は、該当する目録対象資料の最も小さな番号が付された資料(又は入手可能なものの
うち最も小さな番号が付された資料)の規定の情報源による。なお、最も小さな番号が付さ
れた資料(又は入手可能なもののうち最も小さな番号が付された資料)以外に表示されてい
る異なる出版に関する事項については、NOTE フィールドにそれを記録する。(→ 2.2.7 
NOTE) 
 
I4 
 製作等に関する事項を記録する場合は、新たに一つのフィールドに記録する。その際、
製作等に関する事項であることを明示するため、役割表示コード「m」を記入する。（→
付録 1.6 出版等に関するコード表） 



 
   PUB:大阪 : 大阪市 , 1991.3 # 空値 
   PUB:[大阪] : 電通 # m 
    (電通が大阪市の依頼により製作した場合) 
 
I5 
 書写資料の場合は、PUB フィールドを 1 つだけ作り、制作に関する事項のみを記録する。
その際、制作に関する事項であることを明示するため、役割表示コード「p」を記入する。
（→ 付録 1.6 出版等に関するコード表） 
 
   PUB:京城 : 小倉進平 [写] , 1935.10  # p 
 
〔関連項目〕 
    2.1.5 YEAR 
    2.2.7 NOTE 



2.3 リンクブロック 
2.3A 〔構成〕 
 リンクブロックは次の 3 種類のフィールドから構成される。 
 
   PTBL フィールド 
   AL フィールド 
   UTL フィールド 
 
 これらは、書誌データとその他のデータとのリンク関係を記録するために設けられたフ
ィールドである。(→ 「目録情報の基準 第 6 版」 2.8) 
 
A1 PTBL フィールド 
 書誌構造(出版物理単位⇔集合書誌単位)を記録するためのフィールドである。 
 このフィールドには当該書誌データに対応する集合書誌単位のタイトル等が記録される。
また、中位の書誌単位の情報が存在する場合は、このフィールドに併せて記録する。 
 
A2 AL フィールド 
 著者の典拠形アクセス・ポイントを記録するために設けられたフィールドである。 
 このフィールドには書誌データとリンク関係にある著者名典拠データの HDNG フィー
ルドの情報などを記録する。 
 
A3 UTL フィールド 
 著作の典拠形アクセス・ポイントを記録するために設けられたフィールドである。 
 このフィールドには書誌データとリンク関係にある著作（統一書名）典拠データの
HDNG フィールドの情報などを記録する。 
 
2.3B 〔データ記入〕 
 データ記入に際して、リンクを形成する場合とリンクを形成しない場合とがある。書誌
構造リンクの形成は任意であるが、著者名リンク及び著作リンクは、可能な限り形成する
必要がある。 
 
B1 リンクを形成する場合 
 システムがリンク先データの ID 及び TR フィールド又は HDNG フィールドの情報を自
動的に記入する。 
 このため、目録作成時に記入した形や書誌データ中に記録されている表記とは異なるこ
とがある。 
 その他の情報、構造の種類については、目録作成者が当該目録対象資料に基づいて、親



書誌の番号などを記録する。 
 
B2 リンクを形成しない場合 
 目録作成者が当該目録対象資料の情報をもとに集合書誌単位のタイトル、著者の典拠形
アクセス・ポイント又は著作の典拠形アクセス・ポイントなどを記録する。 
 
2.3C 〔見出しの構成〕 
 リンクブロックの各フィールド中では、次のような見出しと順序に従い、必要な情報を
説明する。 
 
 形式 
 記述文法 
 フィールド内容とデータ要素 
 フィールドの作成 
 データ記入及びデータ記入例 
 フィールドの繰り返し 
 選択事項 
 注意事項 
 関連項目 



2.3.1 PTBL 
2.3.1 A 〔形式〕 

PTBL 入力レベル 属性 フ ィ ー ル ド
長 

繰り返
し数 1) 2) 

(Group Field) 
書誌構造リンク 

必須 2 可変長   4 

    親書誌タイトル・
親書誌の責任表示 

（ 自 動 付
与） 

（必須 1） （可変長） （1024 バイ
ト） 

(1) 

  親書誌タイトルの
ヨミ 

（ 自 動 付
与） 

（必須 2） （可変長） （1024 バイ
ト） 

(1) 

  親書誌タイトルの
その他のヨミ 

（ 自 動 付
与） 

（必須 2） （可変長） （1024 バイ
ト） 

(2) 

  親書誌データ ID （ 自 動 付
与） 

（不使用） （固定長） （ 10 バ イ
ト） 

(1) 

  その他の情報 （必須 2） （必須 2） （可変長） （4000 バイ
ト） 

(1) 

  構造の種類コード （選択*） （選択*） （可変長） （8 バイト） (1) 
 
1) 書誌構造リンクを形成する場合 2)書誌構造リンクを形成しない場合 
 
 *ヨミは，和資料および洋資料でタイトル中に日本語が現れた場合などに記録する。 
 ** 構造の種類コードは、登録時に指定がない場合には、a が自動付与される。 
 
2.3.1 B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
2.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 PTBL フィールドは、シリーズ、全集、講座等、書誌構造をもつデータについて上位の
書誌レベルに関する情報を取り扱う。ここでは、リンク形成の有無にかかわらず最上位の
集合書誌単位を総称して「親書誌」と呼ぶ。 
 
 このフィールドには、目録対象資料に関する親書誌タイトル、親書誌の責任表示、親書
誌タイトルのヨミ、親書誌タイトルのその他のヨミ、親書誌データ ID、その他の情報、構
造の種類をデータ要素として記録する。 
 ただし、親書誌タイトルのその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する
各コーディングマニュアル等を参照のこと。 



 
C1（親書誌タイトル、親書誌の責任表示、親書誌タイトルのヨミ） 
 親書誌のタイトル等を記録する。 
 
 一群のタイトルのうちあるタイトルが、中位の書誌単位のタイトルに相当するか別の集
合書誌単位のタイトルに相当するか不明の場合は、それを別の集合書誌単位のタイトルと
みなし、フィールドを繰り返して記録する。 
 
C2（親書誌データ ID） 
 リンク先親書誌データ ID を記録する。 
 
C3（その他の情報） 
 親書誌の番号等と中位の書誌単位に関する情報を記録する。 
 
C4（構造の種類） 
 当該書誌単位と書誌構造を形成している書誌単位相互の関係を記録する。 
 
2.3.1D 〔フィールドの作成〕 
D1 
 PTBL フィールドの作成は、0.4.2(図書書誌データ(親書誌)新規作成指針)及び 2.0.1(固
有のタイトル)、2.0.2(書誌構造)によって正当化された集合書誌単位に対応して行う。 
 
D2 
 PTBL フィールドのデータ要素の情報源は次のとおりとする。 
 
D2.1 
 親書誌タイトル、親書誌の責任表示については、次の優先順位で情報源を選定する。 
 ただし、シリーズ・タイトル・ページがある場合は、それを第一の情報源として選定す
る。 
 
 a) 本タイトルと同一の情報源（→2.2.1E） 
 b) 資料自体の他の情報源 
 c) 資料外の情報源 
 
 本タイトルと同一の情報源、または、シリーズ・タイトル・ページ以外のものを情報源
とした場合は、必要に応じてその旨を、注記として記録することが望ましい。 
D2.2 



 シリーズ内番号およびサブシリーズ内番号は、資料自体のどの情報源から採用してもよ
い。  
 中位の書誌単位のタイトル及び責任表示については、親書誌タイトルに準じる。 
 親書誌データ ID はシステムが自動的に付与する。 
 
2.3.1E 〔データ記入及び記入例〕 
E1（書誌構造リンクを形成しない場合） 
E1.1 親書誌タイトル、親書誌の責任表示、親書誌タイトルのヨミ 
目録対象資料の親書誌タイトル及び責任表示を記録する。 
また、親書誌タイトルのヨミについては、和資料・洋資料とも、シリーズ名中に日本語等
が現れた場合に、当該シリーズ名に対応するヨミを記録する。 
 
 TR: ルネサンス / 鈴木勤編||ルネサンス 
 PTBL: 世界歴史シリーズ||セカイ レキシ シリーズ <> 第 11 巻//a 
 
E1.2 親書誌データ ID 
 記録しない。 
 
E1.3 その他の情報-親書誌の番号等 
 NCR2018 #2.10.8.1.1 記録の範囲 (シリーズ内番号とするものの範囲) 及び#2.10.16.1.1 
記録の範囲 (サブシリーズ内番号とするものの範囲)で定めるシリーズ内番号を記録する。 
 数字についてはアラビア数字に置き換えることを原則とするが、それぞれ異なる字種等
の組み合わせによって構成されている場合はこの限りではない。 
 
 PTBL:ラテンアメリカの文学 / 綜合社編||ラテン アメリカ ノ ブンガク <> 1//b 
 PTBL:Lecture notes in statistics <> volume 7//a  
 
E1.3.1 
 親書誌タイトルと関係しない数字や文字は、ここに記録しない。必要ならば OTHN フ
ィールドや NOTE フィールドに記録する。 
 
 NOTE:標題紙に TRI-93-12(高千穂商科大学総合研究所の研究番号)との表示あり 
 NOTE:ACM order no.: 548910 
 
E1.3.2 
 書誌構造が 3 階層以上の場合で、親書誌タイトルに付与されている番号等が直下の中位
の書誌単位に対応するものではなく、子書誌(又は第 2 の中位の書誌)に直接対応するとき



にも、これを親書誌の番号等として記録する。 
 
 TR:基本法則と応用||キホン ホウソク ト オウヨウ 
 PTBL:物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋貞雄編||ブツリ ニュウモン コース <> 6 . 量子力
学 / 中嶋貞雄著||リョウシ リキガク ; 2//ab 
 
(目録対象資料は、「原子と量子」は親書誌「物理入門コース」の 5 巻であると同時に、中
位の書誌単位「量子力学」の 1 巻である。また、「基本法則と応用」は、親書誌「物理入
門コース」の 6 巻であると同時に、中位の書誌単位「量子力学」の 2 巻である) 
 
 TR:Explicit formulas for regularized products and series / Jay Jorgenson & Serge Lang, 
Dorian Goldfeld 
 PTBL:Lecture notes in mathematics <> 1593 . Mathematisches Institut der Universitat 
und Max-Planck-Institute fur Mathematik, Bonn ; volume 21//aa 
 
(目録対象資料は、親書誌 Lecture notes in mathematics の 1593 巻であると同時に、中位の
書誌単位 Mathematisches Institut der Universität und Max-Planck-Institut für Mathematik, 
Bonn の 21 巻でもある) 
 
E1.4 その他の情報-中位の書誌単位に関する情報 
 書誌構造が 3 階層以上の場合には、親書誌の番号等に続けて、中位の書誌単位のタイト
ル、責任表示、タイトルのヨミ、部編名、番号等を上位から順に記録する。 
 
E1.4.1 
 中位の書誌単位のタイトル、責任表示の部分の記述文法は、TR フィールドのデータ記
入の方法に準ずる。(→ 2.2.1 TR) 
 中位の書誌単位の番号等の記述は、親書誌の番号等の記録方法に準ずる。 
 
 TR:古典派の音楽 / フリードリヒ・ブルーメ著||コテンハ ノ オンガク 
 PTBL:白水 U ブックス||ハクスイ U ブックス <> 1025 . 西洋音楽史||セイヨウ オンガク
シ ; 4//ab 
 
 PTBL:Progress in clinical and biological research <> v. 310 . EORTC Genitourinary Group 
monograph series ; 6//aa 
 
E1.4.2 
 中位の書誌単位のタイトル、責任表示の記録の中に、「△.△」「△;△」が出現する場



合は、タイトル、責任表示、ヨミを中括弧({})で囲む。 
 
 TR:過去の世界でのぼうけん||カコ ノ セカイ デノ ボウケン 
 PTBL:講談社青い鳥文庫||コウダンシャ アオイ トリ ブンコ <> . { 魔法のベッド / メアリ
ー=ノートン [著] ; 八木田宜子訳||マホウ ノ ベッド } ; 2//ab 
 
 PTBL:Conditiohumana : Ergebnisse aus den Wissenschaften vom Menschen <> . 
{ Studienausgabe / Sigmund Freud ; herausgegeben von Alexander Mitscherlich, Angela 
Richards, James Strachey } ; Band 5//ab 
 
E1.5 構造の種類 
E1.5.1 
 当該書誌単位と書誌構造を形成している書誌単位相互の関係をコード化(シリーズ:a、セ
ット:b)して記録することができる。(→ 付録 1.7 構造の種類コード表) 
 書誌構造が 3 階層以上の場合は、上位から順に記録する。 
 登録時に指定がない場合は、構造の種類コードは a が自動付与される。 
 
E1.5.2 
 同一の親書誌を持つ子書誌データについては、構造の種類が同じになるようにする。た
だし、構造の種類は、各参加組織の便宜のために設けられたデータ要素であるので、不都
合があれば変更できる。 
 
E2（書誌構造リンクを形成する場合） 
E2.1 親書誌タイトル、親書誌の責任表示、親書誌タイトルのヨミ 
 リンク形成時に、自動的にリンク先親書誌データの TR フィールドの情報が記録される。 
 
E2.2 親書誌データ ID 
 リンク形成時に、自動的にリンク先親書誌のデータ ID が記録される。 
 
E2.3 その他の情報－親書誌の番号等 
 前記 E1.3 と同様の方法で記録する。 
 
E2.4 その他の情報－中位の書誌単位に関する情報 
 前記 E1.4 と同様の方法で記録する。 
 
 PTBL:人間と音楽の歴史||ニンゲン ト オンガク ノ レキシ <BN00080537> 3 . 中世とル
ネサンスの音楽||チュウセイ ト ルネサンス ノ オンガク ; 第 9 巻//bb 



 
E2.5 構造の種類 
 前記 E1.5 と同様の方法で記録する。 
 
2.3.1F 〔フィールドの繰り返し〕 
F1 
 複数の親書誌を持つ場合は、親書誌の数だけ PTBL フィールドを繰り返す。 
 
F2 
 書誌構造リンクを形成しない場合において、別言語形など親書誌データの「その他のタ
イトル」に相当するシリーズタイトルを記録する必要があるときは、PTBL フィールドを
繰り返して記録する。 
 
 TR:ヒンディー語動詞基礎語彙集 / 町田和彦著||ヒンディーゴ ドウシ キソ ゴイシュウ 
 PTBL:アジア・アフリカ基礎語彙集シリーズ||アジア アフリカ キソ ゴイシュウ シリー
ズ <> 33//a 
 PTBL:Asian & African lexicon <> 33//a 
 
 （標題紙に「アジア・アフリカ基礎語彙集シリーズ」、副標題紙に「Asian & African 
lexicon」とある場合） 
 
2.3.1G (選択事項) 
 構造の種類を記録するかどうかは、各参加組織が選択する。 
 
2.3.1H 《注意事項》 
H1 
 「固有のタイトル」に相当しない親書誌及び中位の書誌単位の部編名は、親書誌等の番
号等と同等とみなしてスペース、セミコロン、スペース(△;△)で区切り、記録する。 
 
 TR:代数幾何 / 上野健爾著||ダイスウ キカ 
 PTBL:岩波講座応用数学 / 甘利俊一 [ほか] 編集||イワナミ コウザ オウヨウ スウガク <> 
基礎 ; 9//b 
 
 TR:Theme, result, and contrast : a study in expository discourse in upper Tanudan Kalinga 
/ Sherri Brainard 
 PTBL:Pacific linguistics <BA00708518> series B ; Monographs ; no. 106//a 
 



H2 
 中位の書誌単位レベルで版表示があるものについて、その版表示は NOTE フィールドに
記録する。 
 (→ 2.2.7 NOTE) 
 
H3 
 例外として、和洋古典籍、マイクロ資料等、1 書誌データに複数の出版物理単位を記述
することが許容されている資料がある。（→2.0.3 出版物理単位） 
 この場合、複数の番号等が連続するときは、最初と最後の番号等をハイフンで結んで記
録する。 
連続していないときは、これらをコンマ、スペース(,△)で区切り列記する。 
 
 TR:祠部職掌類聚 / 吉田徳夫, 小椋孝士編・解説||シブ ショクショウ ルイジュ 
 ED:マイクロフィルム版 
 PTBL:近世法制史資料集成||キンセイ ホウセイシ シリョウ シュウセイ <BB10953093> 
2-5//a 
 
 TR:Topics in nuclear physics : a comprehensive review of recent developments : 1ecture 
notes for the International Winter School in Nuclear Physics held at Beijing (Peking), the 
People's Republic of China, December 22, 1980 -January 9, 1981 / edited by T.T.S. Kuo and 
S.S.M. Wong 
 PTBL:Lecture notes in physics <BA00010187> 144-145//a 
 
 また、出版事情(「刷」の相違など)によって親書誌の番号等が変更され、既に登録され
ている書誌に記録されている番号等と異なる場合は、これを列記し、併せて NOTE フィー
ルドに記録する。 
 
 TR:帝国主義 : 資本主義の最高の段階としての / レーニン著 ; 宇高基輔訳||テイコク シュ
ギ : シホン シュギ ノ サイコウ ノ ダンカイ トシテノ 
 NOTE:シリーズ番号表示: 第 18 刷(1969 年)には「5644-5645」の表示あり 
 NOTE:シリーズ番号表示: 第 41 刷(1990 年)には「白-134-1」の表示あり 
 PTBL:岩波文庫||イワナミ ブンコ  <BN00015783>5644-5645, 白-134-1//a 
 
H4 
 リンク先のデータ要素が修正され、PTBL フィールドのデータ要素と一致しなくなった
場合は、PTBL フィールドのデータ要素が自動的に更新され、リンク先のデータ要素と一
致した形に修正される。* 



データ要素が自動的に更新される以前の段階で、書誌データを修正した場合にも、PTBL
フィールドのデータ要素の更新が行われる（強制リンク）。 
 *2020 年 8 月 3 日現在、修正後 1 分に自動更新される設定となっている。 
 
〔関連項目〕 
   2.2.1 TR 
   3.2.1 TR 
   付録 1.7 構造の種類コード表 



2.3.2 AL 
2.3.2A 〔形式〕 

AL 
入力レベル 

属性 
フィールド

長 
繰り返し

数 1) 2) 

(Group Field) 
著者名リンク 

必須 2* 可変長   24 

    

主記入フラグ （選択） （選択） 
（固定
長） 

（1 バイ
ト） 

（1） 

著者の典拠形アクセス・ポイント 
（自動付

与） 
（必須 1） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

著者の典拠形アクセス・ポイント
のヨミ 

（自動付
与） 

（必須
2**） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

著者の典拠形アクセス・ポイント
のその他のヨミ 

（自動付
与） 

（必須 2） 
（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（2） 

著者名典拠データ ID 
（自動付

与） 
（不使
用） 

（固定
長） 

（10 バイ
ト） 

（1） 

その他の情報 
（必須
2***） 

（必須
2***） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

 
1) 著者名リンクを形成する場合 2)著者名リンクを形成しない場合 
 
 * TR フィールド、及び PTBL フィールドの中位の集合書誌単位に、責任表示として記録
されている個人、団体、会議に対応するデータは原則として必須 2。他のフィールドに対
応するデータは選択。 

** ヨミは、日本名の場合などに記録する。 
 ***会議名の回次、年次、開催地は必須 2。資料（個別資料以外）と個人・家族・団体と
の関連の記録は選択だが、可能な範囲で記録することが望ましい。 
 
2.3.2B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
2.3.2C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 AL フィールドには、目録対象資料に関連する著者の典拠形アクセス・ポイントに関する
情報、すなわち、主記入フラグ、著者の典拠形アクセス・ポイント、著者の典拠形アクセ
ス・ポイントのヨミ、著者の典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミ、著者名典拠デー
タ ID、その他の情報をデータ要素として記録する。 



 ただし、著者の典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミについては、本項では取り扱
わない。関連する各コーディングマニュアル等を参照のこと。 
 
2.3.2D 〔フィールドの作成〕 
D1 
 TR フィールド、及び PTBL フィールドの中位の集合書誌単位の責任表示として記録さ
れている個人、団体、会議等については、原則として、当該名称に対応する各 AL フィー
ルドを作成する。 
 

TR:エルゴード理論とフォン・ノイマン環 / 伊藤雄二, 浜地敏弘 [著] ||エルゴード リロン 
ト フォン・ノイマンカン 
AL:伊藤, 雄二, 1935-||イトウ, ユウジ <DA00418853> 著者 
AL:浜地, 敏弘||ハマチ, トシヒロ <DA0639396X> 著者 

 
TR:過去の世界でのぼうけん||カコ ノ セカイ デノ ボウケン 
PTBL:講談社青い鳥文庫||コウダンシャ アオイ トリ ブンコ <  > 41-2 . { 魔法のベッド / 
メアリー=ノートン [著] ; 八木田宜子訳 ; 三木由記子絵||マホウ ノ ベッド } ; 2//ab 
AL:Norton, Mary <DA03601845> 著者 
AL:八木田, 宜子, 1937-||ヤギダ, ヨシコ <DA03442912> 訳者 
AL:三木, 由記子, 1952-||ミキ, ユキコ <DA02665310> 挿絵者 

 
TR:Psychology and religion : West and East / C.G. Jung ; translated by R.F.C. Hull 
ED:2nd edition 
PTBL:Bollingen series < > 20 . The collected works of C.G. Jung / editors, Herbert Read 

[and three others] ; volume 11//ab 
AL:*Jung, C. G. (Carl Gustav), 1875-1961 <DA00405159> author 
AL:Read, Herbert Edward, Sir, 1893-1968 <DA01061328> editor 
AL:Hull, R. F. C. (Richard Francis Carrington), 1913-1974 <DA01174288> translator 

 
D2 
 ED フィールド、PUB フィールド、CW フィールド、NOTE フィールドに記録されてい
る個人、団体、会議の名称等については、当該名称に対応する各 AL フィールドを作成す
ることができる。 
 

TR:辞林 21 / 三省堂編修所編||ジリン 21 
NOTE:監修: 松村明, 佐和隆光, 養老孟司 
AL:三省堂編修所||サンセイドウ ヘンシュウジョ <DA0088926X> 編者 



AL:松村, 明, 1916-||マツムラ, アキラ <DA00051045> 監修者 
AL:佐和, 隆光, 1942-||サワ, タカミツ <DA00345829> 監修者 
AL:養老, 孟司, 1937-||ヨウロウ, タケシ <DA00634291> 監修者 

 
TR:International human rights, contemporary issues / co-edited by Jack L. Nelson and Vera 

M. Green 
PUB:Stanfordville, N.Y. : Human Rights Pub. Group , 1980 
NOTE:"A publication sponsored by the International Center, Rutgers University, New 

Brunswick, N.J." 
AL:Nelson, Jack L. <DA01039227> editor 
AL:Green, Vera M. <DA01297765> editor 
AL:Rutgers University. International Center <DA01297776> sponsoring body 

 
D3 
 PTBL フィールドの親書誌のタイトル、責任表示として記録されている個人、団体、会
議等については、当該名称に対応する各 AL フィールドを作成することができる。 
 

TR:力学 / 坪井忠二訳||リキガク 
PTBL:ファインマン物理学 / ファインマン [ほか] 著||ファインマン ブツリガク <  > 1//b 
AL:Feynman, Richard Phillips, 1918-1988 <DA00042463> 著者 
AL:坪井, 忠二, 1902-1982||ツボイ, チュウジ <DA00331937> 訳者 

 
TR:The Club of Queer Trades ; The Napoleon of Notting Hill ; The ball and the cross ; The 

man who was Thursday / compiled and introduced by Denis J. Conlon  
PUB:San Francisco : Ignatius Press , [1991] 
PTBL:The collected works of G.K. Chesterton < > 6//b 
AL:*Chesterton, G. K. (Gilbert Keith), 1874-1936 <DA00727745> author 
AL:Conlon, D. J. <DA01496353> compiler 

 
2.3.2E 〔データ記入及び記入例〕 
E1（著者名リンクを形成する場合） 
E1.1 主記入フラグ 
 当該フィールドに記録された統一タイトル標目形が基本記入の標目である場合、アステ

リスク(*)を記録することができる。(→ 付録 1.7 主記入フラグコード表) 
 

TR:リーマン幾何学 : ビギナーズ・ガイド / フランク・モーガン著 ; 時田節訳||リーマン 
キカガク : ビギナーズ・ガイド 



AL:*Morgan, Frank <DA02263113> 著者 
AL:時田, 節||トキタ, タカシ <DA05845352> 訳者 

 
E1.2 著者の典拠形アクセス・ポイント、及び著者の典拠形アクセス・ポイントのヨミ 
 リンク形成時に、自動的にリンク先著者名典拠データの HDNG フィールドの情報が記
録される。 
 
E1.3 著者名典拠データ ID 
 リンク形成時に、自動的にリンク先著者名典拠データ ID が記録される。 
 
E1.4 その他の情報 
E1.4.1 資料（著作・表現形）と個人・家族・団体との関連 
 著作・表現形と個人・家族・団体との関連を記録する。 
 記録に際しては、関連の種類を示す関連指示子を使用する（NCR2018 ＃44.1、付録
C.2）。 
 
 著作・表現形と個人・家族・団体の関連のエレメントには、次の a）～c）があり、各エ
レメントの下に列挙したものは、これらのエレメントに対応するおもな関連指示子のリス
トである。 
 適当な関連指示子が下記リスト中にない場合は、創作者、寄与者のどちらかを記録する
ことができる。ただし、原作者の場合は空欄にする。 
 
a）創作者（著作と関連する個人・家族・団体） 
 著者/author 
 編纂者/compiler 
 作曲者/composer 
 制定法域団体/enacting jurisdiction 
b）著作と関連を有する非創作者（著作と関連する個人・家族・団体） 
 監修者/supervisor 
 責任刊行者/issuing body 
 編集責任者/editorial director 
 主催者/organizer 
 開催機関/host institution 
c）寄与者（表現形と関連する個人・家族・団体） 
 内容付加者/writer of supplementary textual content 
 編者/editor 
 訳者/translator 



 挿絵者/illustrator 
 編曲者/arranger of music 
 
TR:位相幾何学 / 河田敬義編||イソウ キカガク 
AL:河田, 敬義, 1916-||カワダ, ユキヨシ <DA00883161> 編者 
 
 2024 年４月までに作成されたデータには、当該著者の役割を表す「著」「編」「訳」
「comp.」「ed.」「ill.」等の語句が記録されているが、遡って修正は行わない。    
 
TR:Mother Goose nursery rhymes / illustrated by Arthur Rackham 
AL:Rackham, Arthur, 1867-1939 <DA01926984> ill 
 
E1.4.2 会議の回次、年次、開催地に関する情報 
 当該著者の典拠形アクセス・ポイントが一連の回次を有する会議名である場合は、次の
形式で会議の回次、年次、開催地をその他の情報として記録する。 
 

TR:セボフルレン : 第 34 回日本麻酔学会総会シンポジウム(1987 年 4 月) / 稲田豊編集||
セボフルレン : ダイ 34 カイ ニホン マスイ ガッカイ ソウカイ シンポジウム 1987 ネン 4
ガツ 
AL:日本麻酔学会総会||ニホン マスイ ガッカイ ソウカイ <DA02416225> (第 34 回 : 
1987 : 東京) 

 
TR:The 7th International Conference on Distributed Computing Systems, 
 Berlin, West Germany, September 21-25, 1987 / sponsored by the Computer 
 Society of the IEEE 
AL:*International Conference on Distributed Computing Systems <DA01220192> 
 (7th : 1987 : Berlin, West Germany) 

 
E2（著者名リンクを形成しない場合） 
E2.1 主記入フラグ 
 前記 E1.1 と同様の方法で記録することができる。 
 
E2.2 著者の典拠形アクセス・ポイント、及び著者の典拠形アクセス・ポイントのヨミ 
 著者の典拠形アクセス・ポイントについては、フィールド作成の根拠となった著者の優
先名称に基づいて記録する。(→ 8.1.2.1、8.3.2.1 HDNG) 
 
 また、著者の典拠形アクセス・ポイントのヨミについては、当該著者の典拠形アクセ



ス・ポイント (識別要素を除く) に対応するヨミを記録する。 
 
E2.3 著者名典拠データ ID 
 記録しない。 
 
E2.4 その他の情報 
 前記 E1.4 と同様の方法で記録する。 
 
2.3.2F 〔フィールドの繰り返し〕 
 記述ブロック、及び PTBL フィールドに記録されている個人、団体、会議の名称が複数
あり、そのそれぞれに対応する著者の典拠形アクセス・ポイントを記録する場合は、その
名称ごとにフィールドを繰り返す。 
 
2.3.2G (選択事項) 
G1 
 ED フィールド、PUB フィールド、CW フィールド、NOTE フィールドに記録されてい
る個人、団体、会議に対応する AL フィールドを作成するかどうかは、各参加組織が選択
する。 
 
G2 
 主記入フラグを記録するかどうかは、各参加組織が選択する。 
 
G3 
 著者名リンクは可能な限り形成する。しかし、既存の著者名典拠データとの同定が困難
な場合はこれを形成しなくてもよい。 
 
2.3.2H 《注意事項》 
H1 
 記述ブロック、または PTBL フィールドに記録されていない個人、団体、会議の名称に
対し、AL フィールドを作成してはならない。ただし、責任主体が明らかな政府刊行物の場
合は国名＋機関の AL フィールドを作成することができる。 
 
H2 
 伝記、記念論文集の対象者は、その人物が当該資料中で著作を著していれば AL フィー
ルドに記録するが、そうでなければ AL フィールドではなく SH フィールドに個人名件名と
して記録する。 
 



H3 
 例外として、和古書等、1 書誌データに複数の出版物理単位を記述することが許容され
ている資料がある。（→2.0.3 出版物理単位） 
これらの書誌データでは、新たな巻冊次等の追加と共に、AL フィールドを追加することが
ありうる。 
 
H4 
 PREBOOK データセットでは、外部機関作成書誌データおよび NACSIS-CAT の著者名
典拠データに含まれる典拠情報を活用した自動リンク形成が行われている。 
 PREBOOK データセットにおいて、明らかに異なる著者名典拠データとリンクしている
書誌データを発見した場合は、国立情報学研究所に報告する。（→第 21 章） 
 
H5 
 リンク先のデータ要素が修正され、AL フィールドのデータ要素と一致しなくなった場合
は、AL フィールドのデータ要素が自動的に更新され、リンク先のデータ要素と一致した形
に修正される。* 
 データ要素が自動的に更新される以前の段階で、書誌データを修正した場合にも、AL フ
ィールドのデータ要素の更新が行われる（強制リンク）。 
 *2020 年 8 月 3 日現在、修正後 1 分に自動更新される設定となっている。 



2.3.3 UTL 
2.3.3A 〔形式〕 
 

UTL 
入力レベル 

属性 
フィール

ド長 
繰り返し数 

１） ２） 

(Group Field) 
著作（統一書名）リンク 

必須 2 可変長 
1024 バイ

ト 
255 

    

主記入フラグ （選択） （選択） 
（固定
長） 

（1 バイ
ト） 

（1） 

著作名典拠形アクセス・ポイント （自動付与） （必須 1） 
（可変
長） 

（254 バ
イト） 

（1） 

著作名典拠形アクセス・ポイント
のヨミ 

（自動付与） 
（必須
2*） 

（可変
長） 

（254 バ
イト） 

（1） 

著作名典拠形アクセス・ポイント
のその他のヨミ 

（自動付与） （必須 2） 
（可変
長） 

（254 バ
イト） 

(2) 

著作名典拠形アクセス・ポイント
データ ID 

（自動付与） （不使用） 
（固定
長） 

（10 バイ
ト） 

（1） 

その他の情報 （選択） （選択） 
（可変
長） 

（254 バ
イト） 

（1） 

1) 著作名リンクを形成する場合 2)著作名リンクを形成しない場合 
 * ヨミは、典拠形アクセス・ポイントに日本語がある場合などに記録する 

 
2.3.3B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
2.3.3C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 UTL フィールドには、目録対象資料に関わる著作の典拠形アクセス・ポイントに関する
情報、すなわち、主記入フラグ、著作に対する典拠形アクセス・ポイント、著作に対する
典拠形アクセス・ポイントのヨミ、著作に対する典拠形アクセス・ポイントのその他のヨ
ミ、著作典拠データ ID、その他の情報をデータ要素として記録する。 
 ただし、著作に対する典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミについては、本項では
取り扱わない。関連する各コーディングマニュアル等を参照のこと。 
 
2.3.3D 〔フィールドの作成〕 
D1 
 記述ブロック及び PTBL フィールドに記録されている無著者名古典、聖典(及びその部



編)、日本語・中国語等の古典作品(著者を有するものを含む)については、当該著作に対応
する各 UTL フィールドを原則として作成する。 
 
D2 
 記述ブロックに記録されている音楽作品(及び作品の部分)については、当該作品に対応
する各 UTL フィールドを原則として作成する。ただし、多くの内容作品をもつ合集につい
ては、集合タイトルのもとに UTL フィールドを作成することができる。 
 
D3 
 その他識別する必要があると判断した著作以外のものはこのフィールドには記録しない。 
(→「目録情報の基準 第 6 版」9.2.1、9.6.2)。 

 
(誤) 
TR:ジャッカルの日 / フレデリック・フォーサイス著 ; 篠原慎訳||ジャッカル ノ ヒ 
UTL:The day of the Jackal 
 

2.3.3E 〔データ記入及び記入例〕 
E1（著者名リンクを形成する場合） 
E1.1 主記入フラグ 
 当該フィールドに記録された統一タイトル標目形が基本記入の標目である場合、アステ

リスク(*)を記録することができる。(→ 付録 1.7 主記入フラグコード表) 
 
E1.2 著作の典拠形アクセス・ポイント、著作の典拠形アクセス・ポイントのヨミ 
 リンク形成時に、自動的にリンク先著作典拠データの HDNG フィールドの情報が記録
される。 
 
E1.3 著作典拠データ ID 
 リンク形成時に、自動的にリンク先典拠データ ID が記録される。 
 

UTL:竹取物語(KOTEN:5389)||タケトリ モノガタリ <EA00008747> 
UTL:Gawain and the Grene Knight <EA0002039X> 

 
E1.4 その他の情報 
 その他の情報には当該著作の言語、版、刊行年等を記録することができるが、記録する
かどうかは各参加組織が選択する。 
 なお、参照データセットおよび PREBOOK データセットには、言語の情報が含まれる場
合もあるが、これらのデータを利用したデータ登録の際に、UTINFO に格納されている情



報を削除する必要はない。 
 
E2（著作リンクを形成しない場合） 
E2.1 主記入フラグ 
 前記 E1.1 と同じ方法で記録することができる。 
 
E2.2 著作の典拠形アクセス・ポイント、著作の典拠形アクセス・ポイントのヨミ 
 著作の典拠形アクセス・ポイントについては、フィールドの作成の根拠となった名称の
アクセス・ポイントに基づいて記録する。 (→ 14.2.1 HDNG) 
 また、著作の典拠形アクセス・ポイントのヨミについては、当該著作の典拠形アクセ
ス・ポイントの識別要素を除いた部分に対応するヨミを記録する。 
 
E2.3 著作典拠データ ID 
 記録しない。 
 
E2.4 その他の情報 
 前記 E1.4 と同じ方法で記録する。 
 
2.3.3F 〔フィールドの繰り返し〕 
 記述ブロック及び PTBL フィールドに記録されている無著者名古典等が複数ある場合に
は、その著作ごとにフィールドを繰り返して記録する。 
 
2.3.3G (選択事項) 
G1 
 主記入フラグを記録するかどうかは、各参加組織が選択する。 
 
G2 
 著作名リンクは可能な限り形成する。しかし、既存の典拠形アクセス・ポイントとの同
定が困難な場合は、これを形成しなくてもよい。 
 
G3 
 「その他の情報」に、当該著作の言語、版、刊行年等を記録するかどうかは、各参加組
織が選択する。 
 
2.3.3H 《注意事項》 
  リンク先のデータ要素が修正され、UTL フィールドのデータ要素と一致しなくなった
場合は、UTL フィールドのデータ要素が自動的に更新され、リンク先のデータ要素と一致



した形に修正される。 
*データ要素が自動的に更新される以前の段階で、書誌データを修正した場合にも、UTL
フィールドのデータ要素の更新が行われる（強制リンク）。 



2.4 主題ブロック 

2.4A 〔構成と内容〕 

 主題ブロックは、次の 2 種類のフィールドで構成される。 

 

CLS フィールド 

SH フィールド 

 

 これらは、目録対象資料の主題(及び形式)を記録するために設けられたフィールドであ

る。 

 

A1 CLS フィールド 

 目録対象資料にかかわる分類標目を記録するために設けられたフィールドである。 

 このフィールドに記録される情報は、特定の標準的分類表に基づいている。 

 

A2 SH フィールド 

 目録対象資料にかかわる件名標目、ディスクリプタ等を記録するために設けられたフィ

ールドである。 

 このフィールドに記録される情報は、特定の標準的件名標目表、シソーラス等に基づい

ている。 

 

2.4B 〔データ記入〕 

 CLS フィールドにおいては、データ記入は、各参加組織が採用する標準的分類表に基づ

いて行う。 

 SH フィールドにおいては、データ記入は、各参加組織が採用する標準的件名標目表、

シソーラス等に基づいて行う。 

 

2.4C 〔システム追記〕 

既存の書誌データに自動でフィールドを追加し、外部機関作成書誌データに含まれてい

た件名などの情報を記入することを「システム追記」（→「目録情報の基準 第 6 版」4.7.1）

と呼ぶ。 

主題ブロックでは、SH、CLS の各フィールドがシステム追記の対象である。 

 

2.4.1 CLS 

2.4.1 A 〔形式〕 

CLS 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 

分類 
選択 可変長   24 



    
分類表の種類 （必須 1） （可変長） （6 バイト） （1） 

分類記号 （必須 1） （可変長） （32 バイト） （1） 

 

2.4.1 B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 

 

2.4.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

 CLS フィールドには、目録対象資料にかかわる、分類表の種類及び分類記号をデータ要

素として記録する。 

 分類表の種類には、使用する分類表の種類をコード化して記録する。 

 分類記号には、当該分類表に基づいた分類記号を記録する。 

 

2.4.1D 〔データ記入及び記入例〕 

 分類表の種類には、分類表の種類を示すコードを記入する。(→ 付録 1.5 主題関係のコー

ド表) 

 分類記号には、それぞれの分類表における分類規程等に従って、分類記号を記入する。 

 分類表の種類と分類記号の間には、コロン(:)を記入する。 

 

 単一の分類表を使用する場合 

 

TR:長い夏休み / 八木橋敏夫著||ナガイ ナツヤスミ 

CLS:NDC8:913.6 

 

TR:保健医学用語の解説 / 荒島真一郎編著||ホケン イガク ヨウゴ ノ カイセツ 

CLS:NDLC:FC14 

CLS:NDLC:SC411 

 

TR:Universal decimal classification / H. Bose 

CLS:NDLC:UL651 

  

複数の分類表を使用する場合 

 

TR:海洋開発に関する条約、法令及び関連資料集 / 高林秀雄編著||カイヨウ カイハツ ニ 

カンスル ジョウヤク、ホウレイ オヨビ カンレン シリョウシュウ 

CLS:NDC6:452 

CLS:NDLC:A411 

CLS:NDLC:A452 

https://catill.bitbucket.io/CM/furoku1_5.html


CLS:NDLC:A172 

 

TR:移住地農家経済調査報告||イジュウチ ノウカ ケイザイ チョウサ ホウコク 

CLS:NDC8:611.82 

CLS:NDLC:DM283 

CLS:NDLC:DC812 

 

TR:Cases and materials on law and economics / by David W. Barnes, Lynn A. Stout 

CLS:LCC:KF385.A4 

CLS:DC20:349.73 

CLS:DC20:347.3 

 

TR:Optique et mathématiques : recherches sur l'histoire de la pensée scientifique en arabe 

/ Roshdi Rashed 

CLS:LCC:QC352 

CLS:DC20:535/.0917/4927 

CLS:NDC8:425 

 

TR:Uranometria / Joannes Bayer 

CLS:LCC:QB801 

CLS:UDC:523.8 

CLS:DC19:523.8 

CLS:NDC8:442 

 

 

2.4.1E 〔フィールドの繰り返し〕 

E1 

 複数の分類表を使用して分類作業を行う場合は、CLS フィールドを分類表の数だけ繰り

返す。 

 それぞれの CLS フィールドには、各分類表における分類規程等に従って、分類記号を記

入する。 

 

E2 

 個々の分類表を使用して分類作業を行う際、目録対象資料に付与すべき分類標目が複数

ある場合は、CLS フィールドをその数だけ繰り返し、当該分類表における分類規程等に示

される順に、それぞれの分類記号を記入する。 

 



2.4.1F (選択事項) 

F1 

 分類作業を行うために使用する分類表は、分類表の種類コード表に収録された標準的分

類表の範囲内で、各参加組織が自由に選択する。 

 

F2 

 記録する分類標目の数、形式等は、それぞれの分類表における分類規程等に従う限りに

おいて、各参加組織が自由に選択する。 

 

2.4.1G 《注意事項》 

G1 

 CLS フィールドには、分類表の種類コード表に収録された標準的分類表による分類標目

のみを記録する。 

 各参加組織独自の分類表等、分類表の種類コード表に収録されていない分類表を用いて

データ記入を行ってはならない。 

 また、たとえ分類表の種類コード表に収録された分類表における分類規程等に従ってい

ても、各参加組織における請求記号そのものを記入してはならない。 

 

G2 

 1 つの CLS フィールドに複数の分類標目を記入してはならない。 

 

G3 

 CLS フィールドには、外部機関作成書誌データを元にしたシステム追記（→「目録情報

の基準第 6 版」4.7.1）が行われることがある。 

 システム追記では、CLS フィールドの各項目を文字列完全一致で比較し、同じものがな

い場合に、フィールドを追加し記入される。 

 

 

2.4.2 SH 

2.4.2A 〔形式〕 

SH 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 

件名等 
選択 可変長   24 

  

件名標目表の種類 （必須 1） （可変長） （7 バイト） （1） 

件名 （必須 1） 
（可変長） （254 バイト） （1） 

細目 （必須 2） 



件名のヨミ （必須 2） 
（可変長） （254 バイト） （1） 

細目のヨミ （必須 2） 

件名のその他のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

件名の種類 （選択） （固定長） （1 バイト） （1） 

*ヨミは日本の件名標目表などを使用した場合に記録する。 

 

2.4.2B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.1 図書書誌データの記述文法」を参照のこと。 

 

2.4.2C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

 SH フィールドには、目録対象資料にかかわる、件名標目表の種類、件名、件名のヨミ、

細目、細目のヨミ、件名のその他のヨミ及び件名の種類を記録する。 

 ただし、件名のその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コーディ

ングマニュアル等を参照のこと。 

 

 件名標目表の種類には、使用する件名標目表、シソーラス等の種類をコード化して記録

する。 

 件名、及び細目には、当該件名標目表、シソーラス等に基づいた件名標目、ディスクリ

プタ等を記録する。 

 件名の種類には、当該件名標目、ディスクリプタ等の種類をコード化して記録する。 

 

2.4.2D 〔データ記入及び記入例〕 

 件名標目表の種類には、件名標目表、シソーラス等の種類を示す 3～6 桁のコードを記入

する。(→ 付録 1.5 主題関係のコード表) 

 件名、及び細目には、それぞれの件名標目表、シソーラス等における件名規程等に従っ

て、件名標目、ディスクリプタ等を記入する。 

 件名の種類には、当該件名標目、ディスクリプタ等の種類を示す 1 桁のコードを記入す

る。(→ 付録 1.5 主題関係のコード表)。 

 

 単一の件名標目表、シソーラス等を使用する場合 

 

TR:徳川十五代史 / 内藤耻叟著||トクガワ ジュウゴダイシ 

SH:BSH:日本 -- 歴史 -- 江戸時代 -- 史料||ニホン -- レキシ -- エドジダイ -- シリョウ//F 

 

TR:日本人とアメリカ人の敬語行動 : 大学生の場合 / 井出祥子他著||ニホンジン ト アメ

リカジン ノ ケイゴ コウドウ : ダイガクセイ ノ バアイ 

SH:NDLSH:日本語 -- 敬語||ニホンゴ -- ケイゴ//K 



SH:NDLSH:英語 -- 敬語||エイゴ -- ケイゴ//K 

 

TR:The poets and music / by E.W. Naylor 

SH:LCSH:Music and literature//K 

 

 複数の件名標目表、シソーラス等を使用する場合 

 

TR:イスラム思想 / 加賀谷寛著||イスラム シソウ 

SH:BSH:イスラム教||イスラムキョウ//K 

SH:NDLSH:回教||カイキョウ//K 

 

TR:スパルタクスの蜂起 : 古代ローマの奴隷戦争 / 土井正興著||スパルタクス ノ ホウキ : 

コダイ ローマ ノ ドレイ センソウ 

SH:LCSH:Rome -- History -- Servile Wars, 135-71 B.C.//F 

SH:NDLSH:グラディアトルの反乱(B.C.73～71)||グラディアトルノハンラン(B.C.73-

71)//K 

 

TR:Basic science of nuclear medicine / Roy P. Parker 

SH:LCSH:Nuclear medicine//K 

SH:MESH:Nuclear medicine//K 

 

TR:The history of Hackney Downs School : formerly the Grocers' Company's School / by 

Geoffrey Alderman 

SH:LCSH:Hackney Downs School -- History//B 

SH:PRECIS:Schools London. Hackney. Hackney Downs School, 1876-1970//K 

SH:BLSH:Hackney Downs School//B 

 

TR:The crisis of Keynesian economics : a Marxist view / Geoffrey Pilling 

SH:LCSH:Keynesian economics//K 

SH:LCSH:Marxian economics//K 

SH:NDLSH:ケインズ経済学||ケインズケイザイガク//K 

SH:NDLSH:経済学 -- 社会主義学派||ケイザイガク -- シャカイシュギガクハ//K 

 

2.4.2E 〔フィールドの繰り返し〕 

E1 

 複数の件名標目表、シソーラス等を使用して件名作業を行う場合は、SH フィールドを

件名標目表、シソーラス等の数だけ繰り返す。それぞれのフィールドに、各件名標目表、



シソーラス等における件名規程等に従い、件名標目、ディスクリプタ等を記録する。 

 

E2 

 目録対象資料に付与すべき件名標目、ディスクリプタ等が複数ある場合は、SH フィー

ルドをその数だけ繰り返し、使用した件名標目表、シソーラス等における件名規程等に示

される順に、それぞれの件名標目、ディスクリプタ等を記録する。 

 

2.4.2F (選択事項) 

F1 

 件名作業を行うために使用する件名標目表、シソーラス等は、件名標目表の種類コード

表に収録された標準的件名標目表、シソーラス等の範囲内で、各参加組織が自由に選択す

る。 

 

F2 

 記録する件名標目、ディスクリプタ等の数、形式等は、それぞれの件名標目表、シソー

ラス等における件名規程等に従う限りにおいて、各参加組織が自由に選択する。 

 

F3 

 件名の種類を記入するかどうかは、各参加組織が自由に選択する。 

 

2.4.2G 《注意事項》 

G1 

 1 つの SH フィールドに複数の件名標目、ディスクリプタ等を記入してはならない。 

 

G2 

 細目が後続することを示す区切り記号は、使用する件名標目表、シソーラス等の違いに

かかわらず、常にスペース、ハイフン、ハイフン、スペース(△--△)を用いる。 

 たとえ当該件名標目表、シソーラス等の件名規程等において「△--△」以外の区切り記

号を用いる旨の指示がある場合でも、当該区切り記号を記入してはならない。 

 

G3 

 件名のヨミについては、分かち書きを行わない。 

 

SH:NDLSH:メディアアート||メディアアート//K 

SH:BSH:マス･コミュニケーション||マス･コミュニケーション//K 

 

G4 



 目録対象資料に付与すべき件名標目、ディスクリプタ等が固有名である場合の当該固有

名の表記方式等については、別途検討を行う。 

 

G5 

SH フィールドには、外部機関作成書誌データを元にしたシステム追記（→「目録情報

の基準 第 6 版」4.7.1）が行われることがある。 

システム追記では、SH フィールドの各項目を文字列完全一致で比較し、同じものがな

い場合に、フィールドを追加しデータが記入される。 



6.0 通則 
 この章では，雑誌書誌データ全体に共通する事項を示す。 
 
6.0A 〔適用範囲〕 
 この章で規定する事項は，雑誌書誌データに対して適用する。 
 
6.0B 〔データの構成〕 
 書誌データは，以下の 5 つのブロックによって構成される。 
 
   (1)  ID&コードブロック 
   (2)  記述ブロック 
   (3)  変遷ブロック 
   (4)  リンクブロック 
   (5)  主題ブロック 
 
 （例） <AN10005857> 
   (1) 
   CRTDT:19880120  RNWDT:20191009 
   YEAR:1987  CNTRY:ja  TTLL:jpn  TXTL:jpn 
   PSTAT:c  FREQ:m  REGL:r  TYPE:p 
   ISSN:09133801  XISSN:00125180  NDLPN:00052975 
   (2) 
   TR:情報の科学と技術 / 情報科学技術協会 [編]||ジョウホウ ノ カガク ト ギジュツ 
   VLYR:Vol. 37, no. 1 (1987. 1)- 
   PUB:東京 : 情報科学技術協会 , 1987.1- 
   PHYS:冊 ; 26cm 
   VT:OH:The journal of Information Science and Technology 
   VT:OH:The journal of Information Science and Technology Association 
   VT:OH:Joho no kagaku to gijutsu 
   NOTE:表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 
冊子 (ncrcarrier) 
   NOTE:並列タイトル追加: The journal of Information Science and Technology (42 巻 1 号 
(1992))→The journal of Information Science and Technology Association (42 巻 2 号 
(1992)-) 
   NOTE:奥付の英語タイトル追加: The journal of Information Science and Technology 
Association (42 巻 1 号 (1992)-) 
   NOTE:奥付のローマ字タイトル追加: Joho no kagaku to gijutsu (44 巻 1 号 (1994)-) 



   NOTE:Vol. 37, no. 1 (1987.1)の裏表紙に「1 巻 1 号」とあり 
   (3) 
   FID:00183500 
   BHNT:CF:ドクメンテーション研究 / 日本ドクメンテーション協会 <AN00172819> 
   (4) 
   AL:情報科学技術協会||ジョウホウ カガク ギジュツ キョウカイ <DA00641719> 責任刊
行者 
   (5) 
   SH:NDLSH:情報科学||ジョウホウカガク//K 
 
 各ブロックは，複数のフィールドによって構成される。 
個々のフィールドのうち幾つかは，複数のデータ要素によって構成される。 
各データ要素は，別項に規定する区切り記号法と，規定の順序に従って記録しなければな
らない。 
この記録方法については，6.1 以下で，書誌データの構成順序に従い，フィールドごとに説
明する。 
 
6.0C 〔各項の見出しの構成〕 
 各フィールドの条項では，次のような見出し順序に従い，必要な情報を示す。 
 
   (1) [形式] 
   各フィールドのデータ要素名と各データ要素の入力レベル，属性，フィールド長，繰り
返し数などを示す。 
   (2) [記述文法] 
   各フィールドのデータ要素の順序と区切り記号法を示す。 
   (3) [区切り記号] 
   各フィールドのデータ要素の区切り記号法について示す。 
   (4) [フィールド内容とデータ要素] 
   各フィールドのデータ要素となる事項の解説を行う。 
   (5) [データ要素の情報源] 
   各フィールドのデータ要素の情報源を示す。 
   (6) [データ記入及び記入例] 
   各フィールドの記録方法を，必要に応じてデータ要素ごとに解説し，併せて記入例を示
す。 
   (7) [フィールドの繰り返し] 
   幾つかのフィールドについては，複数回繰り返すことができる。繰り返し可能な場合は，
ここでその内容や条件を示す。 



   (8) （選択事項） 
   フィールドに記録される事項の中には，各参加組識が自由に選択することができるもの
がある。選択可能な事項がある場合は，ここでその内容や条件を示す。 
   (9) 《注意事項》 
   各フィールドの記録に際して，目録作成者が注意しなければならない事項を示す。また，
[データ記入及び記入例]で示した方法が，システム上の制限などにより例外的な措置を取
る場合について，その内容や条件を示す。 
   (10) J [関連項目] 
   各フィールドで，そのフィールドに関わるその他のフィールドを示す。 
 
 必要に応じ，見出しを追加，変更，省略することがある。 
 
6.0D 〔情報源〕 
6.0D1 （識別の基盤とする号） 
 （初号主義） 
 データの記述を行う上の識別の基盤として優先的に採用されるのは，初号である。初号
が入手できない場合は，入手できるものの最初の号（所蔵最古号）に基づいてデータ記入
を行う。（→ NCR2018 #1.6.1） 
初号以外の号で記述を行った場合，識別の基盤とした号について NOTE フィールドに記録
する必要がある。 
 
 （識別の基盤とする号の修正） 
 情報源としての優先度は，初号に近い号ほど高くなる。従って，既存の書誌データが識
別の基盤とした号よりも初号に近い号を入手した場合は，その号に基づいて書誌データの
書き換えを行うことになる。 
 
6.0D2 （記述の情報源） 
 記述の情報源は，NCR2018 #2.0.2.2 に準拠する。 
 
6.0D3 （規定の情報源） 
 各データ要素の規定の情報源は，NCR2018 #2.1.1.1.2 等の，エレメントごとの規定に準
拠する。 
 
6.0D4 （製本時の情報源） 
 古い書誌群で，初号発行時の優先情報源が確認できない場合は，その後の出版で付与さ
れた巻の優先情報源を，後に出版された初号の優先情報源として扱い，他の情報源より優
先する（NACSIS 独自規定）。 



 
 なお，出版時にはなく，製本時に図書館が独自に付加した部分（表紙，背等）は，情報
源にはなり得ない。これらに表示されているタイトル等は，必要とする参加組識が所蔵デ
ータに記録する。 
 
6.0D5 （仮登録雑誌の取り扱い） 
 書誌データの入力は，現物の情報源に拠って行うことが原則であるが，新規の予約雑誌
にかぎり，以下のような運用により簡略なデータを仮登録することを可能とする。
（NACSIS 独自規定） 
 
   (1) 書店カタログなどに基づき，簡略な書誌データを記録できるものとする。 
   (2) このとき，その書誌データが仮登録雑誌（予約雑誌）であることを，必ず NOTE フ
ィールドに記録する。 （→ 6.2.7 F3.1 ウ）） 
 
   NOTE:仮登録雑誌 
 
   (3) 仮登録雑誌の書誌データは，現物を入手した時点で修正し，正式登録の状態とする。 
   (4) 仮登録雑誌の所蔵データの年次フィールド HLYR と巻次 HLV フィールド両方に，仮
登録であることを示すアスタリスク（*）を入力する。 
 
6.0E 〔データ記入〕 
 データ記入にあたっての，区切り記号法，誤記，誤植，脱字などの扱いについては，第
2 章図書書誌データ 2.0 D [データ記入]の規定に従う。 
 
6.0F 〔報告〕 
新規書誌データを作成した場合や，書誌データを修正した場合（→ 23.0），または，タイ
トル変遷関係について新しい事実を発見した場合は，国立情報学研究所に報告する。 
 
報告時に送付するものは以下のとおりである。 
 
   (1) 報告内容についての説明（新規作成・修正・変遷報告の別，および対象書誌 ID，
報告者の連絡先等） 
   変遷報告の場合は，変遷注記用データシート 
   (2) 書誌データの詳細表示画面の画面コピー等 
   新規作成：作成した書誌データの画面 
   書誌修正：修正前の画面と，修正後の画面の両方 
   タイトル変遷：関連する書誌データの画面 



   (3) 報告の根拠となった情報源 
   新規作成：識別の基盤となった号の規定の情報源箇所のコピー等 
   タイトル変遷：タイトル変遷と考える根拠となった情報源箇所のコピー等 
   書誌修正：修正する根拠となった巻号・情報源箇所のコピー等 
   変遷前誌・後誌の作成や修正を伴う場合には併せてそのコピー等 
 
質疑のある場合は，必要に応じて国立情報学研究所と連絡・協議を行うこととする。 
報告，質疑の連絡先は，NACSIS-CAT/ILL お問い合わせを参照する。 



6.0.1 タイトル変遷 
 逐次刊行物については，継続的に刊行される一連の刊行物全体を「逐次刊行物書誌単位」
として，一つの書誌データを作成する。この書誌的記録は，刊行途中の本タイトルの変更
等により，新しい著作の出現とみなされ，その体現形に対する新規の記述の作成が必要と
なる場合がある。これを「タイトル変遷」という。 
 
6.0.1A 〔タイトル変遷の判断基準〕 
 以下の指針に従って，タイトル変遷かどうかを判断する。タイトル変遷と判断できる場
合は，新規書誌データを作成する。この方式を「個別タイトル記入方式」という。 
 
A1 （本タイトルの変化） 
 本タイトルの変化に関しては，NCR2018 #2.1.1.4 に準拠する。本タイトルの変化には重
要な変化と軽微な変化があり，軽微な変化に該当しない重要な変化の場合にタイトル変遷
と判断する。 
 判断に迷う場合は，軽微な変化とする。ただし，出版者によるタイトルの変更の意思を
示す証拠がない場合に限る。各条項番号およびその採否については，以下のとおりである。 
 
A1.1 重要な変化 
 NCR2018 #2.1.1.4.1 に従い，以下の場合を重要な変化とみなす。 
 
（1）本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語，中国語等）から成
る場合に，いずれかの単語に変化，追加または削除があるか，語順の変化があり，その結
果，本タイトルの意味が変わったり，異なる主題を示すものとなったとき 
 
相談学研究 → カウンセリング研究 
 
（2）本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合に、冠
詞を除いて先頭から 5 番目までの単語に変化，追加または削除があるか，その範囲で語順
に変化があったとき 
 

Journalism quarterly → Journalism & mass communication quarterly 
 
（3）本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合に，冠
詞を除いて先頭から 6 番目以降の単語に変化，追加または削除があり，その結果，本タイ
トルの意味が変わったり，異なる主題を示すものとなったとき 
 

Advances in enzymology and related subjects of biochemistry 



→Advances in enzymology and related areas of molecular biology 
 
（4）イニシャルまたは頭字語が変わったとき 
 
（5）言語が変わったとき 
 
（6）本タイトルに含まれる団体名に変化があり，変化後の団体が別の団体を示すものと
なったとき 
 

電子通信学会誌 → 電子情報通信学会誌 
Journal of research of the National Bureau of Standards 
→Journal of research of the National Institute of Standards and Technology 

 
（7）逐次刊行物全体の順序づけを表す表示に変化があったとき 
    年代順のシリーズ表示等，逐次刊行物全体の順序づけを表す表示の追加・削除・変化が
巻次変更に伴って生じた場合は，重要な変化とみなす。（NACSIS 独自規定）（→ 6.2.1 
F2.8.，6.2.1 F2.9） 
 

西洋史研究 → 西洋史研究. 新輯 
Endeavour → Endeavour. New Series 

 
A1.2 軽微な変化 
 NCR2018 #2.1.1.4.2 に従い，以下の場合を軽微な変化とみなす。 
 
（1）本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）から成
る場合に、助詞、接続詞、接尾語に変化、追加または削除があったとき 
 

中国土地改良 → 中国の土地改良 
 
（2）本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）から成
る場合に、逐次刊行物の種別を示す単語について、類似の単語への変化、追加または削除
があったとき 
 

日本近代文学館ニュース → 日本近代文学館 
 
（3）本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）から成
る場合に、逐次刊行物の刊行頻度の変化を伴わずに、刊行頻度を示す単語について、同義



の単語への変化、追加または削除があったとき 
 

月刊海外経済データ → 海外経済データ 
 
（4）本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合に、冠
詞、前置詞、接続詞またはそれに相当する単語に変化、追加または削除があったとき 
 

Annual report of transport economy → Annual report on the transport economy 
 
（5）本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合に、表
記方法（綴りの違い、略語・記号・符号とその展開形、数字・日付とその語句による形、
ハイフンの有無、複合語の分割形と連結形、イニシャル・頭字語とその展開形、単数形と
複数形のような文法的な違い、句読法の違いなど）に変化があったとき 
 

year-book ⇔ yearbook 
IC ⇔ integrated circuits 

 
（6）本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合に、逐
次刊行物の種別を示す単語に追加または削除があったとき 
 

Minnesota history bulletin → Minnesota history 
 
（7）本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合に、順
序表示と結びつける単語に変化、追加または削除があったとき 
 

Programme of work → Programme of work for ... 
 
（8）規則的なパターンに従って巻号単位で複数のタイトルを使い分けているとき 
 
（9）列記されている複数語について、語順の変化、単語の追加または削除が、本タイト
ルの意味や主題の変化につながらないとき 
 

鹿児島大学理学部紀要. 数学・物理学・化学 → 鹿児島大学理学部紀要. 数学・化学・物理
学 

Japanese journal of applied physics. Pt. 1, Regular papers, short notes & review papers 
→Japanese journal of applied physics. Pt. 1, Regular papers, brief communications & review 

papers 



 
（10）主情報源上のレイアウトの変更等に伴い，より顕著に表示されているタイトルが交
替したとき 
 主情報源上のレイアウトの変更等に伴い，より顕著に表示されているタイトルが交替し
た場合，従来からの本タイトルが主情報源上に表示されているかぎり，軽微な変化とみな
す。 
 NCR2018 ＃2.1.1.4.2 k）では適用を本タイトル/並列タイトルの交替にかぎっているが，
顕著に表示されているタイトルの交替全般に適用する。 （NACSIS 独自規定） 
 
（11）言語の変化がなく、文字種の変化があったとき 
 

NTT ファシリティーズジャーナル → NTT ファシリティーズ journal 
View かんざき → View 神崎 
韓國의中小企業 → 한국의 중소기업 

 

（12）本タイトルに含まれる団体名の表記に微細な変化、追加または削除があるか、他の
単語との関係の変化があったとき 
 ただし，微細な変化，追加または削除であっても，団体名称の変更に伴うものである場
合は，軽微な変化とみなさない。（NACSIS 独自規定） 
 

沖縄生物教育研究会誌 → 沖生教研会誌 
 Berichte der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitun → GMD-Bericht 
 
（13）主要でない語の変化 
    その他，タイトルの意味内容や主題に変化を及ぼさない主要でない語が変化，追加また
は削除された場合は，軽微な変化とみなす。 
 
        県民所得推計結果報告書 → 県民所得推計報告書 
 
 上記，重要な変化としないものおよび軽微な変化となるものは，VT フィールドに LT と
して記録し，NOTE フィールドに巻次・年月次とともに記録する。アクセス上必要がない
ものは NOTE フィールドのみに記録してもよい。 （→ 6.2.6 F6，6.2.7 F3.2.1） 
 ただし，上記 A1.2 の軽微な変化の規定に関して，書誌の同定・運用上特に必要と認めら
れる場合には，タイトル変遷とみなすこととする（NACSIS 独自規定）。 
 
A2 （責任表示の変化） 
 刊行途中に責任表示に変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみなさず，新



規書誌データは作成しない。 
 それらは NOTE フィールドに記録し，AL フィールドまたは該当著者名典拠データの SF
フィールド等に記録する。（→ 6.2.1 F5.3，6.2.7 F3.2.2 イ）） 
 ただし，NCR2018 の#2.2.0.6 に従い，本タイトルが総称的で，その責任表示の表記に微
細な変化，追加または削除以外の変化があった場合は，タイトル変遷とみなす。（→ 6.2.1 
F5.5，6.0.3） 
 
A3 （並列タイトルの変化） 
 刊行途中に並列タイトルに変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみなさず，
別書誌データは作成しない。それら並列タイトルは，NOTE フィールド（必要があれば
VT フィールド）に記録する。（→ 6.2.1 F3.5，6.2.7 F3.2.1 ウ）） 
 
A4 （タイトル関連情報の変化） 
 刊行途中にタイトル関連情報に変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみな
さず，別書誌データは作成しない。それらタイトル関連情報は，NOTE フィールド（必要
があれば VT フィールド）に記録する。（→ 6.2.1 F4.6，6.2.7 F3.2.1 エ）） 
 ただし，本タイトルが簡略形で，タイトル関連情報がその展開形である場合は，タイト
ル関連 情報 の変更 ・追 加はタ イト ル変遷 とみ なして ，別 書誌デ ータ を作成 す る 。
（NACSIS 独自規定） 
 
A5 （版表示の変化） 
 刊行途中に版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化がある場合は，タイトル
変遷とみなし新規データを作成する。版表示の表現上の変化の場合，タイトル変遷とみな
さず，変化後の版表示を注記する。（→ 6.2.2 H1, 6.2.7 F3.2.3） 
 
A6 （順序表示（巻次・年月次）の変化） 
 刊行途中に順序表示に変化・追加があった場合は，タイトル変遷とはみなさず，別書誌
データは作成しない。巻次変更として，VLYR フィールドに記録する。（→ 6.2.3 F4） 
 
A7 （出版表示・頒布表示等の変化） 
 刊行途中での出版地，出版者の変化・追加など，出版表示・頒布表示等だけに相違が発
生しても，別書誌データは作成しない。変化後の出版表示・頒布表示等は，NOTE フィー
ルドに記録する。（→ 6.2.4 F2.6，F3.6，6.2.7 F3.2.5 ア），イ）） 
 
A8 （一時的な変化）  
 タイトル変遷とみなすデータ要素の変化が一時的で，すぐに元のタイトルに戻ったとし
ても，変化があった都度に各々別書誌データを作成する。 



 
TR:Elektrowärme（vol. 1−13） → TR:Gas und Elektrowärme（vol. 14） 
→ TR:Elektrowärme（vol. 15−19） 

 
6.0.1B 〔タイトル変遷の種類〕 
 タイトル変遷には，次のような種類がある。 
 
B1 （継続） 
 ある雑誌（A）のタイトルが変更し別のタイトルの雑誌（B）となった場合，継続関係の
タイトル変遷が発生したとする。 
 

 
 なお，A 誌と B 誌が合併して C 誌になる場合，あるいは，A 誌が分離して B 誌と C 誌に
なる場合もこの継続関係とみなす。 
 

 
B2 （派生） 
 ある雑誌（A）から別の雑誌（B）が分離，独立して創刊され，かつ A のタイトル自体に
は変更がない場合に，派生関係のタイトル変遷が発生したとする。 
 

 
B3 （吸収） 
 ある雑誌（B）に別の雑誌（A）が吸収され，廃刊を迎え，かつ B のタイトル自体には変
更がない場合に，吸収関係のタイトル変遷が発生したとする。 
 

 
6.0.1C 〔タイトル変遷の表現〕 
 タイトル変遷に関する情報は，次に示す変遷ブロックの各フィールドに記録する。 
 



   1.FID 
   2.BHNT 
 
6.0.1D 〔変遷ブロックの記録方法〕 
 変遷ブロックの FID フィールド，BHNT フィールドへの記録は，参加館からの報告に基
づいて国立情報学研究所が行う。変遷関係が生じた場合は，速やかに「変遷注記用データ
シート」を作成し，情報源のコピーとともに国立情報学研究所宛てに送付するものとする。
（→ 6.0 F） 
 なお情報源は，和雑誌の場合，変遷前誌の終号，変遷後誌の初号の表紙が規定のもので
あるが，タイトル・ページ，背，奥付等と表記が異なる場合は，それらも送付する。 



6.0.3 総称的タイトル 
 逐次刊行物のタイトルが総称的な語からなる場合，他の逐次刊行物との識別を容易にす
るため，TR フィールドには必ず責任表示を記録する。（→ 6.2.1F5.4，6.2.1F5.5） 
 
6.0.3A 〔判定基準〕 
 総称的なタイトルであるかどうかの判定は，LC における次の判定基準に準拠して行う
（Cataloging service,Bulletin.112,p.10−11）。 
 
1.ISDS における総称的な語の定義は，「出版物の種類および（または）頻度を示すもの」
である。各々の判断は，この定義に拠るものとする。 
 
  （例） 
  会議録  月報  速報 
  会誌  研究  年報 
  会報  研究報告  プログラム 
  概要  広報  報告 
  季報  雑誌  報告書 
  紀要  資料  要覧 
  機関誌（紙）  技報（技術報告）   資料集  通信 
  統計  統計年報  ニュースレター   年鑑 
  年次報告  レポート  論集  資料図録 
  博士学位論文   ディスクロージャー誌  
  研究紀要  研究年報  調査月報  調査レポート 
  試験成績書  事業概要  事業年報  事業資料集 
  業務概要  業務年報  業務成績報告書   実践集 
  実践集録  実践報告  実践報告集 
  Annual conference proceedings 
  Annual report 
  Bulletin 
  Circular 
  Journal 
  Membership directory 
  Occasional newsletter 
  Official report 
  Pamphlet 
  Preliminary report 
  Proceedings of the conference 



  Program 
  Record 
  Research paper 
  Review 
  Special report 
  Transactions 
 
2.タイトル中に主題内容や範囲を示す語を含む（あるいはこれらの語によって構成されて
いる）場合は，総称的とはみなさない。 
 
  （例） 
  近代文学研究 
  経済 
  経営研究 
  人類学研究 
  天文学 
  行動科学研究 
  化学雑誌 
  科学 
  医学中央雑誌 
  Anthropological reports 
  Seismological bulletin 
  Astronomy 
  Behavioral science series 
  Chemical bulletin 
  Clinical science 
  Science bulletin 
  Medical series bulletin 
 
3.タイトル中に出版物の頻度または種類を示す語以外のものを含む場合は，通常総称的タ
イトルとみなさない。 
 
  （例） 
  熊本市勢要覧 
  健康管理年報 
  Average monthly weather outlook 
  External trade statistics 



  Employment statistics 
  Nationalities papers 
  Staff papers series 
  Services and organization guide 
  Summary of general legislation 
  Technical services program 
  Training & methods series 
  Tutorial lecture series 
  State salary survey 
 
4.洋資料については、タイトルが頭字語やイニシャル語を含む（あるいはそれらで構成さ
れている）場合，総称的とみなさない。 
 
  （例） 
  B.E.A. staff paper 
  B.I.S. report 
  Research report ADM 
  Bulletin GT 
 
5.洋資料については、一般的に，タイトルが 5 語より多い語（重要でない語は除く）で構
成されている場合，総称的とみなさない。 
 
  （例） 
  Directory of faculty,professional and administrative staff,and students 
  Appropriation statements by departments and agencies,all funds 
  Annual descriptive report of program activities for vocational education 
 
6.その語が総称的かどうか疑わしい場合，総称的とみなしてよい。 



6.3 変遷ブロック 
6.3A 〔構成と内容〕 
 変遷ブロックは、次の 2 種類のフィールドで構成される。 
 
   1) FID フィールド 
   2) BHNT フィールド  
 
 1)及び 2)は、当該書誌データにかかわるタイトル変遷関係の情報を表示するために設け
られたフィールドである。 
 
 1)は、当該書誌データにかかわる変遷ファミリーID を表示するために設けられたフィー
ルドである。 
 
 2)は、当該書誌データとタイトル変遷関係にある他の書誌データの主要な情報等を表示
するために設けられたフィールドである。  
 
6.3B 〔データ記入〕 
 これらのフィールドにおいては、データ記入は、国立情報学研究所が行う。 
 目録担当者は、これらのフィールドにデータ記入を行ってはならない。 
 
6.3C 《注意事項》 
 タイトル変遷関係の情報は、目録担当者の報告を基に国立情報学研究所が確証作業を行
ったのちに、該当する雑誌書誌データ及びタイトル変遷マップデータに反映される。 
 新規入力においては、これらのフィールドにデータ記入を行ってはならない。 



6.3.1 FID 
6.3.1 A 〔形式〕 

FID 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 
変遷ファミリーID NII のみ 固定長 8 バイト 1 

 
6.3.1 B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.3 雑誌書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
6.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 FID フィールドには、当該書誌データにかかわるタイトル変遷関係の情報のうち、変遷
ファミリーID がデータ要素として記録される。 
 
6.3.1D 〔データ記入〕 
 このフィールドに記録されるべき情報が存在する場合は、「変遷注記用データシート」
に当該情報を記入し、当該情報の拠り所となる資料等とともに、国立情報学研究所に報告
する。 
 変遷ファミリーID は、目録担当者の報告を基にタイトル変遷関係の確証作業を行ったの
ちに、国立情報学研究所が付与する。 
 目録担当者は、このフィールドにデータ記入を行ってはならない。 
 
〔関連項目〕 
6.3.2 BHNT 



6.3.2 BHNT 
6.3.2 A 〔形式〕 

BHNT 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 
変遷注記 NII のみ 可変長   255 
 変遷タイプ   (固定長) (2 バイト)   
 前後タイトル (固定長) (1024 バイト) 
 前後誌データ ID (固定長) (10 バイト) 

 
6.3.2 B 〔記述文法〕 
 記述文法については、「付録 6.3 雑誌書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
6.3.2C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 
 BHNT フィールドには、目録対象資料のタイトル変遷にかかわる注記のうち、当該書誌
データと変遷関係にある他の書誌データの主要な情報が記録される。 
 
C2 
 BHNT のデータ要素は、変遷タイプ、前後タイトル及び前後誌データ ID である。 
 変遷タイプには、タイトル変遷のタイプがコード化して記録される。(→ 付録 1.7 その
他のコード表) 
 前後タイトルには、当該書誌データと変遷関係にある他の書誌データのタイトル等が記
録される。 
 前後誌データ ID には、当該書誌データと変遷関係にある他の書誌データのデータ ID が
記録される。 
 
6.3.2D 〔データ記入〕 
 このフィールドに記録されるべき情報が存在する場合は、「変遷注記用データシート」に
当該情報を記入し、当該情報の拠り所となる資料等とともに、国立情報学研究所に報告する。 
 変遷タイプ、前後タイトル及び前後誌コード ID は、目録担当者の報告を基にタイトル変
遷関係の確証作業を行ったのちに、国立情報学研究所が付与する。 
 目録担当者は、このフィールドにデータ記入を行ってはならない。 
 
〔関連項目〕 
6.3.1 FID 



6.4 リンクブロック 
6.4A 〔構成と内容〕 
 リンクブロックは、逐次刊行物書誌データにおいては、ALフィールドのみで構成される。 
 
 ALフィールドは、著者名リンク関係を明示し、リンク先著者名典拠データの主要な情報
を表示するために設けられたフィールドである。 
 
6.4B 〔データ記入〕 
 ALフィールドにおいては、データ記入は、記述ブロックの特定のフィールドに記録した
情報に基づいて行う。 
 
6.4.1 AL 
6.4.1A 〔形式〕 

AL 
入力レベル 

属性 
フィールド

長 
繰り返
し数 1) 2) 

(Group Field) 
著者名リンク 

必須 2* 可変長   24 

    

主記入フラグ （選択） （選択） 
（固定
長） 

（1 バイ
ト） 

（1） 

著者の典拠形アクセス・ポイント 
（自動付
与） 

（必須
1） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

著者の典拠形アクセス・ポイントの
ヨミ 

（自動付
与） 

（必須
2**） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

著者の典拠形アクセス・ポイントの
その他のヨミ 

（自動付
与） 

（必須
2） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（2） 

著者名典拠データ ID 
（自動付
与） 

（不使
用） 

（固定
長） 

（10 バイ
ト） 

（1） 

その他の情報 
（選択
***） 

（選択
***） 

（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

 
1) 著者名リンクを形成する場合 2)著者名リンクを形成しない場合 
 
 * TR フィールドに、責任表示として記録されている団体、会議に対応するデータは原則
として必須 2。他のフィールドに対応するデータは選択。 

** ヨミは、日本名の場合などに記録する。 
 ***資料（著作・表現形）と個人・家族・団体との関連は選択だが、可能な範囲で記録す
ることが望ましい。 
 
6.4.1B 〔記述文法〕 



 記述文法については、「付録 6.3 雑誌書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
6.4.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 ALフィールドには、目録対象資料に関連する著者の典拠形アクセス・ポイントに関する
情報、すなわち、主記入フラグ、著者の典拠形アクセス・ポイント、著者の典拠形アクセ
ス・ポイントのヨミ、著者の典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミ、著者名典拠デー
タ ID、その他の情報をデータ要素として記録する。 
 ただし、著者の典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミについては、本項では取り扱
わない。関連する各コーディングマニュアル等を参照のこと。 
 
6.4.1D 〔フィールドの作成〕 
D1 
 TR フィールドの責任表示として記録されている団体、会議等については、原則として、
当該名称に対応する各 AL フィールドを作成する。 
 
 TR:広島大学大学院文学研究科考古学研究室紀要 / 広島大学大学院文学研究科考古学研
究室 [編]||ヒロシマ ダイガク ダイガクイン ブンガク ケンキュウカ コウコガク ケンキュウ
シツ キヨウ 
 AL:広島大学大学院文学研究科考古学研究室||ヒロシマ ダイガク ダイガクイン ブンガク 
ケンキュウカ コウコガク ケンキュウシツ < > 編者 
 
 TR:Malta Library Association yearbook / edited by the MLA Publications Board 
 AL:Library Association (Malta) < > editor 
 
D2 
 ED フィールド、PUB フィールド、NOTE フィールドに記録されている個人、団体、会
議の名称等については、当該名称に対応する各 AL フィールドを作成することができる。 
 
 TR:骨董雜誌||コットウ ザッシ 
 NOTE:個人編集者表示: 宮武外骨 
 AL:宮武, 外骨, 1867-1955||ミヤタケ, ガイコツ <DA00247229> 編者 
 
 TR:Biologija geografija geologija  
 PUB:Vilnius : Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas 
 AL:Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas <DA07841002> issuing body 
 
 



6.4.1E 〔データ記入及び記入例〕 
 データ記入にあたっては、2.3.2E の規定に従う。 
 ただし、その他の情報については、資料（著作・表現形）と個人・家族・団体との関連
についてのみ記録を行う。 
 
6.4.1F 〔フィールドの繰り返し〕 
 記述ブロックに記録されている個人、団体、会議の名称が複数あり、そのそれぞれに対
応する著者の典拠形アクセス・ポイントを記録する場合は、その名称ごとにフィールドを
繰り返す。 
 
6.4.1G (選択事項) 
G1 
 ED フィールド、PUB フィールド、NOTE フィールドに記録されている個人、団体、会
議に対応する AL フィールドを作成するかどうかは、各参加組織が選択する。 
 
G2 
 主記入フラグを記録するかどうかは、各参加組織が選択する。 
 
G3 
 著者名リンクは可能な限り形成する。しかし、既存の著者名典拠データとの同定が困難
な場合はこれを形成しなくてもよい。 
 
6.4.1H 《注意事項》 
H1 
 記述ブロックに記録されていない個人、団体、会議の名称に対し、ALフィールドを作成
してはならない。ただし、責任主体が明らかな政府刊行物の場合は国名＋機関の AL フィ
ールドを作成することができる。 
 
H2 
 リンク先のデータ要素が修正され、ALフィールドのデータ要素と一致しなくなった場合
は、ALフィールドのデータ要素が自動的に更新され、リンク先のデータ要素と一致した形
に修正される。* 
 データ要素が自動的に更新される以前の段階で、書誌データを修正した場合にも、ALフ
ィールドのデータ要素の更新が行われる（強制リンク）。 
 *2020 年 8 月 3 日現在、修正後 1 分に自動更新される設定となっている。 



6.5 主題ブロック 
6.5A 〔構成と内容〕 
 主題ブロックは、逐次刊行物書誌データにおいては、SH フィールドのみで構成される。 
 
 SH フィールドは、目録対象資料にかかわる件名標目、ディスクリプタ等を記録するた
めに設けられたフィールドである。 
 このフィールドに記録される情報は、特定の標準的件名標目表、シソーラス等に基づい
ている。 
 
6.5B 〔データ記入〕 
 SH フィールドにおいては、データ記入は、各参加組織が採用する標準的件名標目表、
シソーラス等に基づいて行う。 
 
6.5.1 SH 
6.5.1A 〔形式〕 

SH 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 
件名等 

選択 可変長   24 

  

件名標目表の種類 （必須 1） （可変長） （7 バイト） （1） 

件名 （必須 1） 
（可変長） （254 バイト） （1） 

細目 （必須 2） 

件名のヨミ （必須 2） 
（可変長） （254 バイト） （1） 

細目のヨミ （必須 2） 

件名のその他のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

件名の種類 （選択） （固定長） （1 バイト） （1） 

*ヨミは日本の件名標目表などを使用した場合に記録する。 
 
6.5.1B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.3 雑誌書誌データの記述文法」を参照のこと。 
 
6.5.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 SH フィールドには、目録対象資料にかかわる、件名標目表の種類、件名、件名のヨミ、
細目、細目のヨミ、件名のその他のヨミ及び件名の種類を記録する。 
 ただし、件名のその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コーディ
ングマニュアル等を参照のこと。 
 



 件名標目表の種類には、使用する件名標目表、シソーラス等の種類をコード化して記録
する。 
 件名、及び細目には、当該件名標目表、シソーラス等に基づいた件名標目、ディスクリ
プタ等を記録する。 
 件名の種類には、当該件名標目、ディスクリプタ等の種類をコード化して記録する。 
 
6.5.1D 〔データ記入及び記入例〕 
 件名標目表の種類には、件名標目表、シソーラス等の種類を示す 3～6 桁のコードを記入
する。(→ 付録 1.5 主題関係のコード表) 
 件名、及び細目には、それぞれの件名標目表、シソーラス等における件名規程等に従っ
て、件名標目、ディスクリプタ等を記入する。 
 件名の種類には、当該件名標目、ディスクリプタ等の種類を示す 1 桁のコードを記入す
る。(→ 付録 1.5 主題関係のコード表)。 
 
 データ記入にあたっては、2.4.2D の規定に従う。 

 
6.5.1E 〔フィールドの繰り返し〕 
E1 
 複数の件名標目表、シソーラス等を使用して件名作業を行う場合は、SH フィールドを
件名標目表、シソーラス等の数だけ繰り返す。それぞれのフィールドに、各件名標目表、
シソーラス等における件名規程等に従い、件名標目、ディスクリプタ等を記録する。 
 
E2 
 目録対象資料に付与すべき件名標目、ディスクリプタ等が複数ある場合は、SH フィー
ルドをその数だけ繰り返し、使用した件名標目表、シソーラス等における件名規程等に示
される順に、それぞれの件名標目、ディスクリプタ等を記録する。 
 
6.5.1F (選択事項) 
F1 
 件名作業を行うために使用する件名標目表、シソーラス等は、件名標目表の種類コード
表に収録された標準的件名標目表、シソーラス等の範囲内で、各参加組織が自由に選択す
る。 
 
F2 
 記録する件名標目、ディスクリプタ等の数、形式等は、それぞれの件名標目表、シソー
ラス等における件名規程等に従う限りにおいて、各参加組織が自由に選択する。 
 



F3 
 件名の種類を記入するかどうかは、各参加組織が自由に選択する。 
 
6.5.1G 《注意事項》 
G1 
 1 つの SH フィールドに複数の件名標目、ディスクリプタ等を記入してはならない。 
 
G2 
 細目が後続することを示す区切り記号は、使用する件名標目表、シソーラス等の違いに
かかわらず、常にスペース、ハイフン、ハイフン、スペース(△--△)を用いる。 
 たとえ当該件名標目表、シソーラス等の件名規程等において「△--△」以外の区切り記
号を用いる旨の指示がある場合でも、当該区切り記号を記入してはならない。 
 
G3 
 件名のヨミについては、分かち書きを行わない。 
 

SH:NDLSH:メディアアート||メディアアート//K 
SH:BSH:マス･コミュニケーション||マス･コミュニケーション//K 
 

G4 
 目録対象資料に付与すべき件名標目、ディスクリプタ等が固有名である場合の当該固有
名の表記方式等については、別途検討を行う。 

 



第８章 著者名典拠データ 
 

2024 年度から NACSIS-CAT が準拠する NCR2018 では、標目に代わり、より広義の概
念である典拠形アクセス・ポイントという用語を使用し、これまでの著者標目は、
NCR2018 における創作者等となる個人・家族・団体・会議に対する典拠形アクセス・ポ
イントとする。 

 
典拠形アクセスポイントの基礎は優先名称である。優先名称とは、個人・家族・団体・

会議を識別するために選択する名称である。優先名称は典拠形アクセス・ポイントの基礎
としても使用する。 優先名称として選択しなかった名称や、優先名称として選択した名称
の異なる形は、異形名称として記録することができる。  

ただし、日本語、中国語、韓国・朝鮮語およびラテン文字を用いる言語は表示形、それ
以外の言語の優先名称は翻字形とする。翻字法は以下を参照する。 

ALA-LC（https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html） 
 
 

第８章１ 個人名 
この章では、著者名典拠データセットに登録すべき個人名のデータについて、新規入力

におけるデータ記入の方法を示す。 
 
個人に対する典拠形アクセスポイントの基礎は個人の優先名称である。個人の優先名称

とは、個人を識別するために選択する名称である。優先名称はその個人に対する典拠形ア
クセス・ポイントの基礎としても使用する。優先名称として選択しなかった名称や、優先
名称として選択した名称の異なる形は、異形名称として記録することができる。  
 
 流用入力及び修正におけるデータ記入の方法のうち、それぞれの章で特に規定されてい
ない事項については、この章の規定に従ってデータ記入を行う。 
 
8.1.0.2 日本名、日本名以外 
8.1.0.2A （同一名称の異なる形） 

個人の名称に複数の言語による形がある場合は、その著者が主に著作で使用する言語に
よる形を優先名称として選択する。  

主に著作で使用するによる形を容易に特定できない場合は、その個人の居住国、活動国
で主に著作で使用する言語による形を選択する。主に著作で使用する言語あるいはその言
語の名称が容易に判明しない場合は、最初に典拠データ作成時に用いた目録対象資料中本
体に表記されている字種・字体のままを記録する。  

 



 ただし、日本語、中国語、韓国・朝鮮語およびラテン文字を用いる言語は表示形、それ
以外の言語の優先名称は翻字形とする。翻字法は以下を参照する。 
  ALA-LC（https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html） 
 
参照データセットにデータがある場合、上記方針と異なるものもそのまま登録してよい。 
 

目録対象資料のタイトルと責任表示 : The woman in the dunes / Kobo Abe   
日本語で書かれた「砂の女」の英語翻訳が目録対象資料の場合の例 
著者が主に著作で使用する言語の形は日本語  
HDNG:安部, 公房, 1924-||アベ, コウボウ 

 
 

個人の優先名称として選択しなかった名称を、異形名称として記録することができる。
また、優先名称として選択した名称の異なる形も、異形名称として記録することができる。  
 
8.1.1.1 ID 
8.1.1.1A 〔形式〕 
ID 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

データ ID 自動付与 固定長 10 バイト 1 

 
8.1.1.1B 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 ID フィールドには、目録システムがそれぞれのデータに対して付与した英数字 10 桁か
ら成るデータ ID が記録される。 
 目録システムは、データ ID によってそれぞれのデータの管理を行う。 
 
8.1.1.1C 〔データ記入及び表示例〕 

データ ID は、目録システムに登録するタイミングで付与される。クライアントから目
録システムに対して、新規作成典拠データ送信されると、目録システムは、新規に登録さ
れる典拠データに対して新たなデータ ID を付与する。 
 データ ID は、クライアントごとに表示の仕方が異なるが、不等号「<」と「>」の間に
表示されることが多い。 
 
<DA00089161> 
 データ ID は、目録システムが自動的に付与するものであり、目録担当者が入力するこ
とはできない。 
 
8.1.2.1 HDNG 



8.1.2.1A 〔形式〕 
HDNG 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 
典拠形アクセス・ポイント 

必須 1 可変長    1 

   

優先名称 （必須 1） （可変長） 
（254 バイト） （1） 

識別要素 （必須 2） （可変長） 

優先名称のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 

優先名称のその他のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

 
8.1.2.1B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.2.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

HDNG フィールドには、当該著者に対して優先的に用いる典拠形アクセス・ポイントを
記録する。 

 HDNG のデータ要素は、優先名称、識別要素、優先名称のヨミ及び名称のその他のヨ
ミである。 
 優先名称には著者の名前を記録する。 
 識別要素には著者の生没年、あるいは活動分野・職業をカンマのあとに記録する。没年
については 8.1.2.1 F5.2 も参照すること。 
 世系は優先名称の最後に記録する。 
 展開形は、優先名称に丸がっこ(( ))に入れて付加する。 
   
 名称のヨミには、著者の名前に対応するヨミを記録する。 
 ただし、優先名称のその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コー
ディングマニュアル等を参照のこと。 
 HDNG は一意的なものでなくてはならない。したがって名称等が一致するような場合は、
何らかの識別要素を加えた形で記録する。 
 
8.1.2.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1(優先名称) 
D1.1 

優先名称には、当該個人の識別のために選択した名称を記入する。 
 典拠形アクセス・ポイントとして採用する名称の情報源となる場所は当該資料本体中の
いずれの場所からでもよい。また、単一の資料中の複数箇所に複数の異なる字種・字体が
記載されている場合は、そのうちの最も共通性の高いものを選択採用する。 



 
D1.2 

著名な著者や多作な著者、作成時の目録対象資料の如何にかかわらず、最もよく知られ
た形、若しくは多くの参考資料に記載されている形を採用することができる。 
 
D1.3 

転記すべき字種・字体が現在のシステム上対応できない場合は、別途定める方法により、
置き換え等を行う。 
 また、実際上無視しうる字形上の微細な相違は該当する標準的字形を当てるものとする。 
 (→ 1.1.2 転記の原則) 
 
D1.4 

世系については、優先名称の一部として必ず記録する。 
 

林家, 正蔵 9 代目||ハヤシヤ, ショウゾウ 9 ダイメ  
Paulus VI 

 
D1.5 

優先名称及び優先名称のヨミの記入は基本的には姓の後にコンマ、スペース(,△)を入れ
て、続いて名を記録する。しかしすべての場合において名称が「姓、名」の形をなしてい
る訳ではない。したがって名称の形によって次のように分け、それぞれに記入方法を示す。 

 
D1.6 姓及び名を持つ名称 
D1.6.1 

単純な姓名形の場合、姓と名の間にコンマ、スペース(,△)を入れて記入する。名称のヨ
ミも同じ形で記録する。 
 

HDNG:山老, 成子||トコロ, シゲコ 
HDNG:福田, 英子||フクダ, ヒデコ 
HDNG :Ablon, J. Stuart 
HDNG :De Morgan, Mary 
HDNG:五百旗頭, 真, 1943-||イオキベ, マコト  
  (識別要素がある場合-1)  
HDNG:梅若, 万三郎 12 代目, 1868-||ウメワカ, マンザブロウ  
  (識別要素がある場合-2)  
HDNG :Shakespeare, William, 1564-1616 
  (識別要素がある場合-3) 



HDNG:平塚, らいてう, 1886-1971||ヒラツカ, ライチョウ  
  (表記とヨミが異なる場合-1)  
HDNG:酒井, シヅ, 1935-||サカイ, シズ  
  (表記とヨミが異なる場合-2)  

 
D1.6.2 

同姓同名が発生した場合は、識別要素に生没年、専攻分野又は職業等を記録して区別す
る。 
 

HDNG:小野, 茂, 1925-||オノ, シゲル  
NOTE:大阪大・人間科学・教授、文学博士 
NOTE:生年は研究者・研究課題総覧 1990 年版による  
 
HDNG:小野, 茂, 1930-||オノ, シゲル  
NOTE:昭和女子大・文学・教授、文学博士 
NOTE:生年は研究者・研究課題総覧 1990 年版による  
 
HDNG:吉田, 一彦, 1936-, 教員||ヨシダ, カズヒコ  
NOTE:国立国会図書館著者名典拠録第 2 版による  
NOTE:滋賀県八日市市立船岡中学校教諭  
 
HDNG:吉田, 一彦, 1936-, 英語学)||ヨシダ, カズヒコ  
NOTE:研究者・研究課題総覧 1990 年版による  
NOTE:神戸大・教養・助教授  

 
 
D1.6.3 

日系人や、外国籍の人との結婚等により、複数の姓を持つ場合のような複雑な姓名形を
持つ著者の場合、その順序については基本的には最初に典拠データ作成時に使用した目録
対象資料にある表記形、順序に従って記録する。 
 ただし、姓名を倒置させている著者については、「姓, 名」の形で記述する。またヨミも
同じ形、順序で記録する。 
 
 HDNG :Meyer-Förster, Wilhelm, 1862-1934 
 HDNG:Ortega y Gasset, José, 1883-1955 
 
D1.7 姓及び名のように慣用される名称 



D1.7.1 
画号、雅号、俳号等と姓若しくは名が一緒になって用いられ、全体で姓名形のように慣

用されている名称については、画号、雅号、俳号等をもって姓若しくは名とみなし、全体
を姓名形として D1.6 と同じ形で記録する。また名称のヨミも同じ形で記録する。 
 

HDNG:正岡, 子規, 1867-1902||マサオカ, シキ 
HDNG:加藤, 楸邨, 1905-||カトウ, シュウソン 
HDNG:西村, 五雲, 1877-1938||ニシムラ, ゴウン 

 
D1.8 姓及び名に模した、あるいは擬した名称 
D1.8.1 

実際の姓名ではないが、実際に存在する姓名であるかのような形をしたペンネームや芸
名等の名称については、それぞれの要素を姓と名とにみなして分離し、姓名形として記録
する。 
 

HDNG:岡嶋, 二人||オカジマ, フタリ  
  (実際は徳山諄一と井上泉の共同ペンネーム)  
 
HDNG :Queen, Ellery 
  (実際は Frederic Dannay と Manfred B. Lee の共同ペンネーム) 
 
HDNG:三島, 由紀夫, 1925-1970||ミシマ, ユキオ  
  (本名 : 平岡, 公威は採用しない)  
 
HDNG:十返舎, 一九, 1765-1831||ジッペンシャ, イック  
(本名 : 重田, 貞一は採用しない)  

 
D1.8.2 

姓と名に分離することが困難な形をした通称やペンネームや芸名等の名称については、
全体を一語とみなして記録する。ヨミは名称の各要素単位で分かち書きを行う。 
 

HDNG:ジェームス三木, 1935-||ジェームス ミキ 
HDNG:ビートたけし||ビート タケシ 

 
D1.9 姓又は名のみの形、若しくは字、号のみがよく知られている場合 

原則として、本名や正式な姓名が判明・確認できた場合でも採用しない。 
 



HDNG:乙二, 1756-1823||オツニ  
  (本名 : 岩間, 清雄は採用しない)  
 
HDNG:相阿弥||ソウアミ 
 
HDNG:絵金, 1812-1876||エキン  
(絵金は俗称である、また本姓の弘瀬は採用しない)  

 
D1.10 姓名形をとらない名称 

名称の全体をもって一語とする。あるいは目録対象資料に記されている形をそのまま転
記する。 
 ヨミは名称の各要素単位で分かち書きを行う。 
 名称そのものがカタカナで、かつ分かち書きが存在しない場合は、ヨミを記入しない。 
 

HDNG:プーフニャントラダムス||プーフ ニャントラダムス 
HDNG:ムツゴロウ 
HDNG:現役自衛官 X||ゲンエキ ジエイカン X 
HDNG:Alain, 1868-1951 
HDNG:Saki, 1870-1916 
HDNG:Wood, Henry, Mrs., 1814-1887 

 
D1.11 天皇・皇室の名称 
D1.11.1 

現行の天皇・皇室の名称の扱いについては、「天皇陛下」「皇后陛下」とする。「今上
天皇」等の名称は採用しない。 
 

HDNG:天皇陛下||テンノウ ヘイカ  
  (今上天皇、とはしない)  
 
D1.11.2 
現行の天皇・皇室以外の名称については、基本的に名称の全体をもって一語とする。ヨミ
は諡と天皇との間をスペースで区切る。 
 また、「上皇、大皇」等の名称は使用せず、「天皇」に統一する。 
 「親王」については「内親王」はその形が付された形が一般的に知られている場合は、
採用する。その他「入道親王、法親王」等の名称は原則として採用しない。しかし、その
名称の方が一般的であると判断される場合はその限りではない。 
 



HDNG:昭和天皇, 1901-1989||ショウワ テンノウ 
HDNG:後白河天皇, 1127-1192||ゴシラカワ テンノウ  
 (HDNG:後白河上皇, 1127-1192||ゴシラカワ ジョウコウ とはしない)  
HDNG:昭憲皇太后, 1850-1914||ショウケン コウタイゴウ 
HDNG:式子内親王, -1201||シキシ ナイシンノウ 

 
D1.12 仏家、僧侶の名称 
D1.12.1 

仏家、僧侶の名称については、基本的には最もよく知られた名称を採用する。したがっ
て一般的には法名、法諱等の名称を採用する。また尊称（大師、国師、上人、阿闍梨等）
及び法名と共につけられる「釈」についてはこれを含めた形のものは採用しない。 
 ただし、禅宗の道号と法諱等の合成形については、その形がよく知られている場合には
採用する。 
 

HDNG:空海, 774-835||クウカイ  
  (俗姓の佐伯は記述しない。また弘法大師も採用しない) 
 
HDNG:覚猷, 1053-1140||カクユウ  
  (鳥羽僧正の名前は採用しない)  
 
HDNG:夢窓疎石, 1275-1351||ムソウ ソセキ  
 (夢窓国師の形は採用しない)  
 
HDNG:円信||エンシン 
 (釈円信の形は採用しない） 

 
D1.12.2 

尼僧における「尼」の名称については、これを切り離さず、全体を 1 語とする。また、
ヨミも全体で 1 語とする。 
 

HDNG:慧信尼||エシンニ  
  (エシン ニとはしない)  

 
D1.13 その他 

姓と名の間に「ノ」を入れて読まれる場合のヨミについては、原則として「ノ」は記録
しない。 
 ただし例外的に姓が一音節の場合には姓のヨミに「ノ」を加えた形で記録する。また続



柄を表す「ノ」については前後にスペースを入れてその一文字のみを独立させた形で記録
する。 
 

HDNG:藤原, 公任, 966-1041||フジワラ, キントウ  
  (フジワラノ とはしない)  
 
HDNG:菅原, 道真, 845-903||スガワラ, ミチザネ  
  (スガワラノ とはしない)  
 
HDNG:小野, 篁, 802-852||オノ, タカムラ  
  (オノノ とはしない)  
 
HDNG:紀, 長谷雄, 845-912||キノ, ハセオ  
  (姓が 1 音節の場合の例外)  
 
HDNG:菅原孝標女, 1008-||スガワラ タカスエ ノ ムスメ  
  (続柄を示す「ノ」の場合の例外)  

 
 また架空、あるいは想像上の人物については、その名称の形によって上記の例のいずれ
かに対応させて「架空」「Fictitious character」またはその他適切な語句を記録する。 
 
D2(識別要素) 
D2.1 

識別要素には、著者の生没年や世系等及び必要に応じて活動分野又は職業を記録する。 
 識別要素に用いる数字は原則として算用数字(アラビア数字)とし、生没年は西暦で記録
する。 
 
D2.2 

識別要素は名称に続けてカンマの後ろに記録する。生年と没年の間はハイフン(-)でつな
ぎ、生没年以外の情報が入る場合は、生没年とその他情報とはスペースで区切る。 

 
展開形は、ラテン文字等から成る個人の優先名称またはその一部が、イニシャル、略語、

短縮形などである場合の完全な形である。ラテン文字等から成る優先名称に含まれなかっ
た姓または名を含める形もある。優先名称のうちの名（または姓に相当しない部分）に対
する展開形、および（または）優先名称のうちの姓（または姓に相当する部分）に対する
展開形は、丸がっこ(( ))内に記録する。 

 



Schourup, Lawrence C.  (Lawrence Clifford), 1947- 
鈴木, 正義, 1911-||スズキ, マサヨシ 
 

D2.3 
識別要素の情報源については、典拠データ作成時に用いた目録対象資料のいずれの場所

からでもよい。また、目録対象資料のいずれの場所にもない場合は、参考資料等から採用
することができる。 
 特に識別要素が必要な典拠形アクセス・ポイントの場合は、D3.2 に示した手段(本人回
答、出版者回答等)を用いて記録する。 
 
D2.4 

識別要素のヨミは記入しない。 
 
D2.5 

生年については、データ記入時に判明する限りにおいて記録する。(→ 8.1.2.1F 《注意事
項》参照) 
 没年については、データ記入時、既に著者が物故者として没年が存在し、かつ参考資料
等で確定できる場合は、その没年を記録する。また生年が判明せず、没年のみが知られて
いる場合は、ハイフンの後に西暦で没年のみを記録することができる。 
 ただし、同姓同名等により、識別要素が必須であるにもかかわらず、生年あるいは専攻
分野・職業等も判明・特定できず、没年のみが知られている場合は、その年を記録しなく
てはならない。 
 
D2.6 

生年、あるいは没年が不明若しくは不定の場合は原則として、識別要素は記入しない。
しかし、同姓同名の発生等により、識別要素が必須となる場合はこの限りではない。 
 また参考資料等の調査の結果、複数の生没年が通用している場合は、より多くの資料に
記載されている方の年を記録することができる。 
 
 
D2.7 

専攻分野・職業については、典拠データ作成時に同姓同名・生年一致が発生した場合、
若しくは、同姓同名で生年が判明しなかった場合のみに、識別の必要のため記録する。 
 
D3(名称のヨミ) 
D3.1 
 優先名称が日本語の場合、著者の名前に対応するヨミをカタカナで記録する。ただし、



名称中に英字、数字が含まれている場合はこの限りではない。この場合は、英数字はその
ままヨミの部分に転記する。 
 
D3.2 

ヨミの情報源は典拠データ作成時に用いた目録対象資料のいずれの場所からでもよい。
ヨミが存在しなかった場合、あるいは目録対象資料を情報源として採用しない場合は、次
の手段によってヨミを調査し、採用・記録することができる。 
 
1) 本人若しくは家族からの回答 
2) 勤務先からの回答 
3) ヨミの根拠を明らかにした典拠録、人名事典等の二次資料 
4) 出版者からの回答 
 ただし、1)、2)の手段の多用は、相手側に対して迷惑になる可能性もあることに注意す
る。 (→ 8.1.2.1F《注意事項》参照) 
 
D3.3 

D3.2 に示した手段によってもヨミが判明しない場合、若しくは上記のいずれの手段も行
い得ず、ヨミの特定が不可能な場合は、常識的に考えられ得る推量形を記録し、その旨注
記する。 
 
D3.4 

参考資料によって複数のヨミが存在し、かつそのうちのいずれかに特定できない場合は、
当該目録対象資料の記述、若しくは(記述がない場合は)より多くの資料に記述されている
形を採用するものとする。 
  
8.1.2.1E (選択事項) 

日本語の優先名称がすべてカタカナ、英字、数字から構成されている場合の名称のヨミ
について、記録するかどうかは各参加機関が自由に選択する。ただし、分かち書きによる
記述が可能な場合は検索時の便宜を考慮し、分かち書きによるヨミを記録する。 

 
8.1.2.1F 《注意事項》 
F1 

著名な著者や多作な著者の、一般的に最もよく知られた形を典拠形アクセス・ポイント
として採用するかどうかについては、次の点を判断材料にする。 
 
1) 大多数の著作に用いられている形 
2) 多くの二次資料に記載されている形 



 しかし、この結果として現在ある典拠形アクセス・ポイントを修正・変更しなければな
らない場合は、原則として採用しない。 (→ 第 25 章 著者名典拠データ(日本名)修正) 
 
F2 

名称が複数の著者からなる共同ペンネームである場合について、そのペンネームの下に
実際の著作を行っている個人に、変更がないことが確認できる場合は、そのペンネームは
原則個人名とみなす。 
 
F3 
 中国、朝鮮・韓国人名の名称及び名称のヨミについては、それぞれ対応する規定を参照
する。（→「中国語資料用コーディングマニュアル（案）」「韓国・朝鮮語資料の取扱い」
及び同解説) 
 
F4 名称のヨミ 
F4.1 

ヨミの調査等に使用する二次資料については次のような資料が考えられる。 
 
Ⅰ. 近代以前(明治以前)の人名について 
(a) 国書データベース（https://kokusho.nijl.ac.jp/） 
(b) 大人名事典 
(c) 大日本人名辞書 
(d) 日本人名辞典 など 
Ⅱ. 近代以降(明治以降)の人名について 
(e) Web NDL Authorities （ 国 立 国 会 図 書 館 典 拠 デ ー タ 検 索 ・ 提 供 サ ー ビ ス ）
（https://id.ndl.go.jp/auth/ndla） 
(f) ORCID (Open Research and Contributor Identifier) (https://orcid.org/) 
(g) researchmap（https://researchmap.jp/） 
(h) 文化人名録(著作権台帳) 
(i) 人事興信録 
(j) 医学研究者名簿 
(k) 日本紳士録 
(l) 日本淑女録 
(m) 新訂現代日本人名録 
(n) 人物レファレンス事典 新訂増補版 
(o) 職員録(官公庁職員・議員等) 
 
 ここに挙げられている資料以外のものについても使用することは可能である。ただし、



その資料は原則としてヨミの根拠が凡例等に示されていることなどが必要である。 
 また逆に、目録対象資料に拠らず、上に記した資料の特定のいずれかを情報源として採
用することも可能である。 
 
 しかし、いずれの場合においても、何を根拠としたのかを記録する必要がある。(→ 
8.1.5.1 NOTE) 
 
F4.2 

名称に対するヨミは、原則として、本人が認めるところの固有のヨミである。しかし、
このことを前提とした場合、名称のヨミの記述、決定が極めて困難になることが予想され
る。したがって、本規定では、基本的には目録対象資料中に存在するヨミを転記すること
で構わないものと考える。 
 しかし、ヨミそのもののランク付けを行うなら、次のようになると考えられる。 
 
1) 本人の回答 
 家族(若しくは遺族)の回答 
2) 勤務先の回答 
3) 各種人名録、人物事典、名簿等の二次資料中の記載 
4) 出版者からの回答 
 知人、友人からの回答 
 仮に、既に HDNG に記載されている名称のヨミとは異なるヨミが複数の資料に記載さ
れているようなことが発生した場合、ヨミを修正・変更するかどうかは上記のランク付け
を基に検討することになる。 
 (→ 第 25 章 著者名典拠データ(日本名)修正) 
 
F5 識別要素 
F5.1 

同姓同名が発生した場合の識別要素は原則として著者の生年である。しかし生年がどう
しても判明しない場合は著者の職業、専攻分野、肩書を生年の代わりに記録する。さらに
同姓同名かつ生年一致の場合には、生年に職業、専攻分野、肩書等をさらに記録する。生
年に月日まで記録することはしない。(→ 8.1.3.4 DATE) 
 
F5.2 
 識別要素とは、基本的には著者の同定・識別を行うために必要とされる情報を記録する
ためのものである。したがって、その意味において、著者の名称及びヨミのみで同定・識
別が可能であれば、識別要素は必要ないことになる。しかし、総合目録データベースにお
けるデータ表示法(簡略→詳細)、典拠データ作成後に同姓同名の発生する可能性等を考慮



した場合、生没年については、可能な限り記録する方向で考えることが望ましいともいえ
る。したがって、本規定では生年については判明する限りにおいて記録するものとする。 
 
一方、没年については、著者の同定・識別には直接的には必要ない情報である。したがっ
て、HDNG フィールド中に記述する必要はなく、基本的には DATE フィールドに記述す
れば充分な情報と考えられる。また、すべて個人著者については将来、没年が発生するこ
とは必然であり、その都度 HDNG フィールドを修正する必要が発生することになる。こ
のような状況を鑑み、没年については、典拠データ作成時にすでに物故者であり、没年が
判明している者については、これを記録し、一方存命中にデータが作成された著者の没年
については、基本的には HDNG フィールドの修正は行わず、DATE フィールドに記録す
るものとする。 (→ 8.1.3.4 DATE、第 25 章 著者名典拠データ(日本名)修正) 
 
8.1.3.1 TYPE 
8.1.3.1A 〔形式〕 
TYPE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

属性コード 必須 2 固定長 1 バイト 1 

 
8.1.3.1B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

TYPE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者の属性をコ
ード化して記録する。 

 
8.1.3.1D 〔データ記入及び記入例〕 

属性コードには、典拠形アクセス・ポイントに示される著者が個人であることを示す 1
桁のコード「p」を記入する。 (→ 付録 1.7 その他のコード表) 
 

HDNG:真野, 嘉長, 1925-||マノ, ヨシタケ 
TYPE:p 

 
8.1.3.3 PLACE 
8.1.3.3A 〔形式〕 
PLACE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

場所 選択 可変長 254 バイト 1 

 
8.1.3.3B 〔記述文法〕 



記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.3.3C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 

PLACE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者の出生地
を記録する。 
 
C2 

PLACE フィールドは、その個人の出生地による検索、統計処理等を可能にするために
設けられたフィールドである。 
 
8.1.3.3D 〔データ記入〕 
D1 

場所には、出生地の名称を記録する。 
 

HDNG:坪井, 洋文, 1929-||ツボイ, ヒロフミ 
PLACE:広島県 
NOTE:「稲を選んだ日本人」(未来社, 1982) 奥付頁 

 
D2 

原則として都市名を記録する。識別に必要な場合は、国名、州名などを付記することが
できる。都市名が判明しない場合は、国名、州名、地域名などを記録する。 

日本の市町村名を記入するときは、識別上の必要があれば、都道府県名を付記する。 
 市町村名が判明しない場合は、都道府県名を記入する。 
 

HDNG:田畑, 忍, 1902-1994||タバタ, シノブ 
PLACE:草津(滋賀県)  
 
HDNG:松本, 享, 1913-||マツモト, トオル 
PLACE:北海道 
 
HDNG:Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 
PLACE:Frankfurt am Main 
 

 
D3 

現行の行政区分では用いられなくなった地名については、当時の形を記録する。そして、



その地名に対応する現行の地名が判明する場合は、現行の地名も記録することができる。 
 

HDNG:馬場, 文耕, 1718-1758||ババ, ブンコウ 
PLACE:伊予国 
NOTE:日本人名大事典(平凡社)による 

 
D4 

出身地が旧植民地である場合は、当時の地名を記入する。地名が判明しない場合は、地
域名(満州、台湾等)を記録する。また、識別上の必要があれば、地名の後に地域名を付記
する。あるいは、現行の地域・国名を付記してもよい。 
 なお、朝鮮半島については、当時の地名が判明しない場合の地域名としては、「朝鮮」
のみを採用し、かつ必要ならば、現在使用されている国名等を付記する。なおその際の国
名等は現在慣用的に用いられている国名等としてよい。 
 

HDNG:石田, 晴久, 1936-||イシダ, ハルヒサ 
PLACE:台湾 
 
HDNG:加藤, 登紀子, 1943-||カトウ, トキコ 
PLACE:ハルビン(中国東北部) 
NOTE:出生地の追加は「日本語の響きで歌いたい」(日本放送協会, 1990) 奥付頁 
 
HDNG:碓井, 益雄, 1911-||ウスイ, マスオ 
PLACE:京城(韓国 ソウル市) 

 
8.1.3.3E 《注意事項》 

仮に詳細な単位までの出身地が判明したとしても、記録は市区町村単位までに留め、そ
れ以下の地名等は記述してはならない。これは個人名については各個人のプライバシー上
の問題が発生する可能性があるためである。 
 
8.1.3.4 DATE 
8.1.3.4A 〔形式〕 
DATE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

時間 選択 可変長 254 バイト 1 

   
生年 （選択） 

   
没年 （選択） 

 
8.1.3.4B 〔記述文法〕 



記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.3.4C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 

DATE フィールドには、その個人の時間情報をコード化して記録する。 
 DATE フィールドのデータ要素は、生年及び没年である。 
 生年には、典拠形アクセス・ポイントに示される個人の生年月日に対応する西暦年を記
録する。 
 没年には、典拠形アクセス・ポイントに示される個人の没年月日に対応する西暦年を記
録する。 
 
C2 
 DATE は、典拠形アクセス・ポイントにかかわる時間情報による検索、統計処理等を可
能にするために設けられたフィールドである。 
 
8.1.3.4D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 

生年及び没年には、西暦年を記入する。 
 生年と没年の間には、ハイフン(-)を記入する。 
 

HDNG:阿部, 次郎, 1883-1959||アベ, ジロウ 
DATE:1883-1959 
 
HDNG:清原, 夏野, 782-837||キヨハラ, ナツノ 
DATE:782-837 
 
HDNG :La Salle, Jean Baptiste de, Saint, 1651-1719 
DATE:1651-1719 

 
D2 

生没年が推定年であっても、生年及び没年には対応する西暦年を記入する。 
 生没年に対応する西暦年が不明の場合は、不明部分の数字を省略する。 
   DATE:1918?-1995 
 
 
8.1.3.4E (選択事項) 

生年及び没年が判明している場合、生年及び没年をともに記入するかどうかは、各参加



組織が自由に選択する。 
 
8.1.3.4F 《注意事項》 
F1 

没年が不明の場合は、生年に対応する西暦年のみを記入する。 
 

HDNG:栗林, 彰, 1965-||クリバヤシ, アキラ 
DATE:1965 

 
F2 

生年が不明の場合は、まずハイフンを記入し、その直後に、没年に対応する西暦年を記
入する。 
 

HDNG:源, 重之, -1000||ミナモト, シゲユキ 
DATE:-1000 
 
HDNG:鈴木, 貞斎, -1740||スズキ, テイサイ 
DATE:-1740 

 
F3 

ハイフンは、生年の直後に記入する。また、没年は、ハイフンの直後に記入する。 
 ハイフンの前後にスペースを記入してはならない。 
 
F4 

生没年月日までが判明したとしても、記述は年までに留め、月日は記述してはならない。
これは著者各個人のプライバシー上の問題が発生する可能性があるためである。 
 
8.1.4.1 SF 
8.1.4.1 A 〔形式〕 

SF 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 
から見よ参照形 

選択 可変長    32 

   

統一標目形フラグ* （選択） （固定長） （1 バイト） 

（1） 名称 （必須 1） （可変長） 
（254 バイト） 

識別要素 （必須 2） （可変長） 

名称のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 



名称のその他のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

 
*統一標目形フラグは、使用しなかった目録規則に基づく標目形を記録する必要がある場合
に記録していたが、NCR2018 適用以降は和洋の目録規則を統一したため記録しないこと
とする。 
 
8.1.4.1 B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.4.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 

SF フィールドには、典拠形アクセス・ポイントとして採用しなかった異形アクセス・ポ
イントを記録する。 
 異形アクセス・ポイントには、異なるヨミによる別形、異なる字体による別形、あるい
は典拠形アクセス・ポイントには採用しなかった同一著者のその他のペンネームや本名等
を記録する。 
 ただし、名称のその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コーディ
ングマニュアル等を参照のこと。 
  
C2 

このフィールドは、典拠形アクセス・ポイントには採用されなかった異形からの検索を
可能にするために設けられたフィールドである。 
 
8.1.4.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 異なるヨミによる別形の記入 

ある名称に対して、HDNG に記録された名称のヨミとは異なるヨミが存在する、あるい
は知られているような場合は、それぞれのヨミを記録することができる。 
 

HDNG:高野, 素十, 1893-1976||タカノ, スジュウ 
SF:高野, 素十||タカノ, ソジュウ 
 
HDNG:山田, 統, 1906-||ヤマダ, スメル 
SF:山田, 統, 1906-||ヤマダ, トウ 

 
D2 異なる字体による別形の記入 

例えば新字体と旧字体、正字体と俗字体といったような字体の差異によって複数の表記
形が存在するような場合は、HDNG に採用しなかった字体を SF フィールドに記録するこ



とができる。 
 また、漢字形に対して、他にローマ字翻字形やその他翻字形が存在するような場合はそ
の表記形を記録することもできる。 
 

HDNG:澁澤, 龍彦, 1928-||シブサワ, タツヒコ 
SF:渋沢, 竜彦, 1928-||シブサワ, タツヒコ 
 (旧字体と新字体の相違) 
 
HDNG:加藤, 恵正, 1952-||カトウ, ヨシマサ 
SF:Katoh, Yosimasa 
 (ローマ字翻字形の別形の一例) 

 
 ただし、異なる字体が、当て字等を利用したペンネーム的な使用を目的としたものであ
る場合はこの限りではない。この場合、使用傾向等を勘案して、SF フィールドに記録する
か SAF フィールドに記録するかは検討する必要がある。 
 
D3 典拠形アクセス・ポイントには採用しなかった同一著者のその他ペンネーム等の記入 

SAF フィールドには記録されないペンネーム等の名称は SF フィールドに記録する。 
 同様にペンネームや通称の方がよく知られ、その形で HDNG が作成されているような
場合の本名、また典拠形アクセス・ポイントとされなかった改姓前後の名称についても、
必要に応じて SF フィールドに記録する。 
 

HDNG:渡辺, 保, 1936-||ワタナベ, タモツ 
SF:渡辺, 邦夫||ワタナベ, クニオ 
 
HDNG:佐藤, 要人, 1918-||サトウ, ヨウジン 
SF:佐藤, 要, 1918-||サトウ, カナメ 
 
HDNG:Carroll, Lewis, 1832-1898 
SF:Dodgson, Charles Lutwidge, 1832-1898 

 
8.1.4.1E 〔フィールドの繰り返し〕 

から見よ参照形が複数ある場合は、SF フィールドをその数だけ繰り返して、参照形を記
録する。 

 
8.1.4.1F 《注意事項》 
F1 



同一人物に対して複数の名称が知られている場合、その名称を SF フィールドに記録する
か SAF フィールドに記録するかは次の点を考慮して判断する。すなわち、次のような場合
は、SAF フィールドに記録する。 
 
(1) ある時期に、その名称を恒常的に使用し、その名称の下に複数の著作が知られている 
(2) ある分野で、その名称を恒常的に使用し、その名称の下に複数の著作が知られている 
  
一方、ある特定の著作のみにしか用いられていない、あるいは著作物ごとに名称を変更し
ている場合は、SF フィールドに記録する。 
 
F2 

あるペンネーム等のみが知られ、本名を示す必要性が乏しい場合は、NOTE フィールド
に記録する。 

 
F3 

異なるヨミが存在する場合で、名字のみに対応したような「一般的な参照」は記録して
はならない。 
 

(誤) 
HDNG:坂上, 広一||サカガミ, ヒロイチ 
SF:坂上||サカウエ 
SF:坂上||サカノウエ 
 (名にあたる部分がなく、名字のみの異なりヨミを記入している誤例) 

 
F4 

同じ字形であることを理由に、名称のヨミのみの、から見よ参照は作成しない。 
 

(誤) 
HDNG:坂上, 広一||サカガミ, ヒロイチ 
SF:サカガミ, ヒロカズ 
SF:サカウエ, ヒロイチ 

 
F5 

逆にヨミが同じであることを理由に漢字形のみの、から見よ参照は作成しない。 
 

(誤) 
HDNG:坂上, 広一||サカガミ, ヒロイチ 



SF:坂上, 廣一 
 
8.1.4.2 SAF 
8.1.4.2 A 〔形式〕 

SAF 
入力レベル 

属性 フィールド長 繰り返し数 
1) 2) 

(Group Field) 
からも見よ参照形 

選択 可変長    32 

   

名称 （自動付与） （必須 1） （可変長） 
（254 バイト） （1） 

識別要素 （〃） （必須 2） （可変長） 

名称のヨミ （〃） （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 

名称のその他のヨミ （〃） （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

データ ID （〃） （不使用） （固定長） （10 バイト） （1） 
 
8.1.4.2 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.4.2C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 

SAF フィールドには、相互参照先の著者名典拠データの典拠形アクセス・ポイントを記
録する。 
 相互参照先の著者名典拠データとリンク関係を成立させた場合には参照先のデータ ID が
含まれる。 
 
 名称のその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コーディングマニ
ュアル等を参照のこと。 
 
C2 

SAF フィールドは、複数の典拠形アクセス・ポイントを持つ個人において、それぞれを
関連づけるために設けられたフィールドである。 
 

同一人物に対して複数の名称が知られている場合、その名称を SF フィールドに記録する
か SAF フィールドに記録するかは次の点を考慮して判断する。すなわち、次のような場合
は、SAF フィールドに記録する。 
 
(1) ある時期に、その名称を恒常的に使用し、その名称の下に複数の著作が知られている 



(2) ある分野で、その名称を恒常的に使用し、その名称の下に複数の著作が知られている 
  
一方、ある特定の著作のみにしか用いられていない、あるいは著作物ごとに名称を変更し
ている場合は、SF フィールドに記録する。 

 
8.1.4.2D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 

相互参照先のデータとリンク関係を成立させる場合は、システムが自動的に参照先の典
拠形アクセス・ポイント(HDNG)を SAF フィールドに埋め込むので、目録作成者は記録す
る必要はない。 
 

HDNG:折口, 信夫, 1887-||オリクチ, シノブ 
SAF:釈, 迢空, 1887-||シャク, チョウクウ <DA05613561> 
 
HDNG:福地, 源一郎, 1841-1906||フクチ, ゲンイチロウ 
SAF:福地, 桜痴, 1841-1906||フクチ, オウチ <DA01083910> 
 
HDNG:塙, 陽子||ハナワ, ヨウコ 
SAF:福地, 陽子||フクチ, ヨウコ <DA02864860> 
NOTE:旧姓:福地 

 
D2  

相互参照先のデータとリンク関係を成立させない場合は、目録作成者が参照先の典拠形
アクセス・ポイントと一致した形を記録する。 

 
D3  

ある特定の著者に対し、複数のアクセス・ポイントが作られるのは次のような場合があ
る。 
 
(1) 改姓が発生した場合 

結婚や養子等の関係上、姓が変わることがある。このような改姓が発生した場合、改姓
前・改姓後の双方で著作があれば、それぞれの名称をアクセス・ポイントとして採用する。 
（NCR2018 ＃6.1.3.1A 別法を適用） 

 
(2) 複数のペンネームを著作の分野、あるいは媒体によって明確に使い分けている場合 

本名とペンネーム、あるいは複数のペンネーム同士を著作の分野や内容、または媒体な
どによって明確に使い分けていることがある。このような使い分けがなされている場合は、



それぞれの名称を典拠形アクセス・ポイントとして採用することができる。 
ただし、あまりに頻繁にペンネームを変更するなど、使い分けているとはいいがたいと

きには、最初に典拠データ作成時に使用した目録対象資料にある形、若しくは最も一般的
によく知られた形をもって唯一のアクセス・ポイントを決定し、その他の形は SF フィール
ドに記録する。（NCR2018 ＃6.1.3.1B を適用） 

 
(3) ある特定の名称が知られており、かつその名称が変更されることがある場合 

例えば、ある一時期においてよく知られていた名称が、何らかの都合で変わることがあ
る((1)の場合は除く)。そのようなとき、変更の前と後とをそれぞれアクセス・ポイントと
して採用することもできる。（NCR2018 ＃6.1.3.1A 別法を適用） 

 
(例) 千代の富士, 貢 ⇔ 陣幕, 貢 ⇔ 九重, 貢 
 (更に本名は別にあるが、こちらの方がよく知られており、かつ変更される) 

 
8.1.4.２E 〔フィールドの繰り返し〕 
からも見よ参照形が複数存在する場合は、SAF フィールドをその数だけ繰り返して記録す
る。 
 
8.1.4.2F 《注意事項》 
F1 
リンク関係を成立させない場合とは、その名称での著書があることが知られているが、総
合目録データベースにはまだその資料が登録されていないような場合がある。 
 
F2 

SAF フィールドに字体の相違による参照形、使用した目録規則の相違によるアクセス・
ポイント等、本来ならば別途に典拠データを作成しない形を記述してはならない。これら
は、必要に応じて SF フィールドに記録する。 

 
F3 
 SAF フィールドに対して、なぜ参照としたのか、どのような参照であるのかといった説
明的文言、いわゆる「説明付き参照」は記録してはならない。これらは、必要に応じて
NOTE フィールドに記録する。 
 
8.1.5.1 NOTE 
8.1.5.1A 〔形式〕 
NOTE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

注記 必須 1 可変長 1024 バイト 128 



 
8.1.5.1B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.1.5.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 

NOTE フィールドには、データ作成・修正に関する各種情報を記録する。 
 
C2 

NOTE フィールドには他のフィールドには記述できないが、各参加機関が必要とする各
種情報を記録するために設けられたフィールドである。 

 
8.1.5.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 典拠形アクセス・ポイントの決定の根拠とした情報源を記述する典拠注記 

典拠形アクセス・ポイントの決定の根拠とした資料が、典拠データを最初に作成する際
に用いた目録対象資料である場合は、書名・出版者・出版年及び資料中のどこに記述され
ていたかを記録する。また最初に典拠データ作成時に用いた目録対象資料ではない場合は、
根拠とした資料名・出版者及び出版年若しくは年版の表示又は版の表示を記録する。さら
に何らかの資料に拠ったのではなく、本人からの回答、出版者からの回答、推量による記
述等の場合にもその旨を記録する。 
 

NOTE:「ウィーン精神」(みすず書房, 1986) の奥付による 
NOTE:研究者・研究課題総覧 1990 年版による 
NOTE:生年は「現代日本人名録」(日外アソシエーツ, 1987)による 
NOTE:アクセス・ポイントのヨミは推量形 
NOTE:ヨミは本人回答による 

 
D2 典拠形アクセス・ポイント等の追加・修正事項と修正の根拠とした情報源を記述する
修正注記 

典拠形アクセス・ポイントの修正、その他の各フィールドの追加・修正に当たって根拠
とした情報源を記録する。この注記の詳細は、「第 15 章 著者名典拠データ（日本名）修
正」の該当条項を参照せよ。 
 
D3 著者個人の同定識別に必要な各種情報注記 
D3.1 

新規に典拠データを作成した後、新たに書誌データとリンク関係を形成しようとする際
に、目録対象資料中の著者と典拠データのアクセス・ポイントに示された著者とが同一人



物であるかどうかの判断を容易に行えるようにするため、同定識別上必要と思われる著者
に対する情報を記録する。 
 この各種情報は必ずしも目録対象資料中に存在するものである必要はない。各種人名事
典等、二次資料であっても構わない。 
 ここに記録できる情報は可能な限り、広く一般に公開されている情報とし、また必要以
上に詳細な情報である必要はない。 
 資料中の著者略歴や、人名事典から引用する際は、著作権の侵害にならないよう注意す
る。 
 
D3.2 

同定識別に用いられる各種情報としては次のようなものが考えられる。 
 
(a) 授与された学位(博士号)の種類,専攻 
(b) 現在の職業,勤務先,肩書 
(c) 所属する学協会や同人会の名称 
 
D3.3 

また同定識別には直接重要な情報を提供する訳ではないが、NOTE に記録される可能性
のある情報として次のようなものがある。 
 
(a) 複数の生没年が知られている場合で DATE フィールドに記述されなかった生没年 
(b) 最終学歴、最終出身学校名(但し、大学以上とする) 
(c) その名称では著作がない場合においての著者の本名・旧姓等 

NOTE:九州大学文学部助教授, 文学博士 
NOTE:専攻 : 精神医学 
NOTE:原子力燃料工業(株)監査役 
NOTE:東京第二弁護士会所属, 弁護士 
NOTE:翻訳業 
NOTE:開業医 

 
D4 典拠形アクセス・ポイントと採用しなかったその他参照形との関係を示す情報注記 
D4.1 

典拠形アクセス・ポイントに採用しなかった形で、目録対象資料の規定の情報源に記述
されている形を記録した場合は、その根拠となった情報源等を記録する。 
 
NOTE:出版社に問い合わせた結果、漢字の表記形を出版物ごとに変更していると判明 
NOTE:国内刊行洋図書に表記されたローマ字形 



 
D4.2 

さらに典拠形アクセス・ポイントに採用しなかった形で、目録対象資料の規定の情報源
に記述されていない形ではあるが、参考資料等に記載されており、SF フィールドに記述さ
れたものについてはその形がどのような参考資料によったのかを記録する。 

 
D4.3 

SAF フィールドに記録された情報について、当該データ間の関連の種類を記録する必要
がある場合は、その旨を記録する。 
 

HDNG:藤本, 弘 
SAF:藤子, 不二雄||フジコ, フジオ 
NOTE:SAF フィールド中のアクセス・ポイントは、当該アクセス・ポイントとして記載

されている人物が安孫子素雄と共同して著作を表している場合のアクセス・ポイント 
 
D5 典拠データ作成時に用いた目録対象資料の書誌的情報 

典拠データ作成時に用いた目録対象資料を典拠形アクセス・ポイントの決定の根拠とし
なかった場合でも、典拠データを最初に作成した時の目録対象資料についての書誌的情報
を記録する。 
 

NOTE:研究者・研究課題総覧 1990 年版による 
NOTE:『シェイクスピア』(慶應義塾大学法学研究会, 1984) 

 
8.1.5.1E 〔フィールドの繰り返し〕 

1 つのフィールドには原則として 1 つの情報を記録する。複数の情報を記録する場合は、
NOTE フィールドを必要な数だけ繰り返す。NOTE フィールドの順序については問わない。 
 
8.1.5.1F 《注意事項》 
F1 

注記のうち、典拠形アクセス・ポイントの作成根拠とした情報源については、必ず記録
しなければならない。 
 
F2 

著者個人の同定識別のために記録される各種情報については、必要最小限に留めること
が、個人情報の保護・プライバシー保護の観点から、望ましいことである。したがって必
要以上の記述は仮に情報が得られたとしても、行わないことの方が望ましい場合もある。 

 



F3 
たとえ判明したとしても、次の情報については、これを記録しない。 

 
1) 自宅の電話番号 
2) 自宅の住所、連絡先 
 
F4 

典拠データ作成・修正時に根拠とした書誌情報が、定型導入語句「SRC」「EDSRC」と
共に記入されている場合がある。 
 「SRC」は新規作成時の、「EDSRC」は修正時のものであることを意味する。 



第 8 章 2 家族名 
 
8.2.3.1 TYPE 
8.2.3.1 A 〔形式〕 
TYPE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

属性コード 必須 2 固定長 1 バイト 1 
 
8.2.3.1 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.2.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
TYPE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者の属性をコー
ド化して記録する。 
 
8.2.3.1D 〔データ記入及び記入例〕 
 属性コードには、統一標目形(HDNG)に示される著者が家族であることを示す 1 桁のコ
ード「f」を記入する。 (→ 付録 1.7 その他のコード表) 
 

HDNG: Fersen (Family) 

TYPE:f 
 

HDNG: 冷泉||レイゼイ（家） 

TYPE:f 
 
8.2.3.4 DATE 
8.2.3.4A 〔形式〕 
DATE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

時間（開催年） 選択 可変長 254 バイト 1 
 
8.2.3.4B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.2.3.4C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 DATE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)にかかわる時間情報をコー
ド化して記録する。 
 DATE フィールドのデータ要素は、家族と結びつく日付である。 



 DATE フィールドは、典拠形アクセス・ポイントにかかわる時間情報による検索、統計
処理等を可能にするために設けられたフィールドである。 
 
8.2.3.4D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 
家族と結びつく日付は、同一名称の他の家族に対する典拠形アクセス・ポイントと判別

するために必要でなくても、優先名称に付加する。 
 

HDNG: Romanov (Dynasty : 1613-1917) 

DATE:1613-1917 
 
D2  
 家族と結びつく場所は、同一名称の他の家族に対する典拠形アクセス・ポイントと判別
するために必要な場合は、その名称を優先名称に付加する。 
 

HDNG: 北条||ホウジョウ（氏）（小田原） 

 

D3 

 家族の著名な構成員は、同一名称の他の家族に対する典拠形アクセス・ポイントと判別
するために必要で、かつ家族と結びつく場所が付加できない場合は、その名称を優先名称
に付加する。 

 

 森||モリ（家）（森, 鴎外，1862-1922） 

  



第 8 章 3 団体名 
 
8.3.1.1 ID 
8.3.1.1 A 〔形式〕 

ID 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

データ ID 自動付与 固定長 10 バイト 1 

 
8.3.1.1B 〔フィールド内容とデータ要素〕 

フィールド内容とデータ要素については、8.1.1.1 ID(著者名典拠データ(個人名))の同項
目の規定を適用する。 

 
8.3.1.1C 〔データ記入及び表示例〕 

データ ID については、8.1.1.1ID(著者名典拠データ(個人名))の同項目の規定と同じく、
目録作成者が入力することはできない。 
<DA00089161> 
 
8.3.2.1 HDNG 
8.3.2.1A 〔形式〕 

HDNG 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

 (Group Field) 
典拠形アクセス・ポイント 

必須 1 可変長    1 

   

優先名称 （必須 1） （可変長） 
（254 バイト） （1） 

識別要素 （必須 2） （可変長） 

優先名称のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 

優先名称のその他のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

 
8.3.2.1B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 

8.3.2.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
HDNG フィールドには、当該著者に対して優先的に用いる典拠形アクセス・ポイントを

記録する。 
HDNG のデータ要素は、優先名称、識別要素、優先名称のヨミ及び名称のその他のヨミ



である。 
優先名称には団体の名前を記録する。 
識別要素には団体の設立年若しくは創設年又は所在地を記録する 
優先名称のヨミには、団体の名前に対応するヨミを記録する。 

 ただし、優先名称のその他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コー
ディングマニュアル等を参照のこと。 
 HDNG は一意的なものでなくてはならない。したがって、名称が一致するような場合は、
何らかの識別要素を加えて記録する。 
 
8.3.2.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1(優先名称) 
D1.1 

優先名称には、当該団体の識別のために選択したものを記入する。 
典拠形アクセス・ポイントとして採用する形は、原則として多くの目録対象資料や参考

資料に表示されている形とする。 
 具体的な典拠形アクセス・ポイントの選択については、D4(典拠形アクセス・ポイント)
以下の指示に従う。 
 表示されている形が複数あるときに典拠形アクセス・ポイントとして選択しなかった形
は、異形アクセス・ポイントとして SF フィールドに記録する。 
 
D1.2 情報源 

典拠形アクセス・ポイントを決定する情報源については、その団体がその国の言葉で発
行している資料から決定するものとする。この条件をあてはめられないときは参考情報源
から決定する。 

 
D1.3 

イニシャル形に含まれるピリオドについては、多くの目録対象資料中に表示され一般的
と判断できる形を典拠形アクセス・ポイントとする。判断がつかない場合は、すべてピリ
オドは省略する。 
 なお、イニシャルの間にはスペースを入れない。 
 
D1.4 

日本名の団体については、団体名に下部組織が含まれている場合はその下部組織名まで
含んだ形を典拠形アクセス・ポイントとする。下部組織の一部が省略されている場合は、
原則として、参考資料等によって省略された部分を調べ、補った上で典拠形アクセス・ポ
イントとする。調べても判明しない場合は、上部の団体名のみを典拠形アクセス・ポイン
トとする。 



「上部組織. 下部組織」の形は典拠形アクセス・ポイントとしない。必要に応じて、これを
SF フィールドに記録する。 (→ 8.3.4.1 SF) 
日本名以外の団体については、「上部組織. 下部組織」の形を典拠形アクセス・ポイントと
する。 
 
D1.5 名称の変更 

団体名が変更した場合は、新名称で刊行された資料に対しては、新名称を典拠形アクセ
ス・ポイントとする著者名典拠データを作成する。 
 新典拠形アクセス・ポイントの著者名典拠データと旧典拠形アクセス・ポイントの著者
典拠データは、 SAF フィールドにより相互に参照する。 
 

HDNG:National Tuberculosis Association 
SAF:National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis (U.S.) 
<DA08384096> 
SAF:National Tuberculosis and Respiratory Disease Association <DA0838410X> 

 
D1.6 表示されている形が複数あるとき 

その団体がその国の言葉で発行している資料に表示されている形が複数あるときの典拠
形アクセス・ポイントの決定については、以下の通りとする。 

 
D1.6.1 情報源 

その団体がその国の言葉で発行している資料の優先情報源に表示されている名称を用い
る 
 
D1.6.2 複数の綴字形 

団体の刊行物にその団体名がいくつかの綴字形で表示されている場合は、 
 
1. 正字法の公式な変更にもとづく綴字形 
2. 主として用いられる綴字形 
3. 目録した最初の記述対象に表示されている綴字形 
の順に決定する。  
 
D1.6.3  優先情報源にある複数の表示形 

優先情報源に複数の形の団体名が表示されている場合は、 
 
1. 正式に提示されている形 
2. 主として用いられる形 



3. 同一または類似の簡潔な名称をもつ他の団体と当該団体を区別できる簡潔な形 (イニシ
アル語または頭文字を含む) 

4. 参考情報源にある形、または公式な形について、１～３の優先順位を適応する 
の順に決定する。 
 
D1.7 異なる形の名称 (言語) 

名称が複数の言語で表示される場合は、以下の優先順位によって、典拠形アクセス・ポ
イントを決定する。  

 
1. その団体の公用語の形 
2. 英語形 (複数の公用語があり、その一つが英語である場合) 
3. その団体の刊行物中で主として用いられる言語の形 

 
  HDNG:International Federation of Library Associations and Institutions 
 （公式使用言語が英語を含めて複数ある場合、英語の名称を選択する） 
 
D1.8 冠詞等の省略 

冒頭の冠詞については省略する。その他、団体に授与された名誉章や勲章を列記した語
句等は省略する。 

 
HDNG:Singapore Yacht Club 
（資料の表記は「The Singapore Yacht Club」） 
 

 ただし、文法上の理由で必要なものはこの限りではない。 
 
 HDNG:Los Angeles Airways 
 
D2 (識別要素) 
 団体名における識別要素は、同じ名称の団体が別にある場合、また、行政区分上同じ地
名があって識別の必要がある場合に記録する。 
 同名異団体に対する識別要素として記録する情報は、団体の設立年若しくは創設年又は
所在地のうち、いずれか容易に入手できるものを採用する。 
 

2 以上の団体が同一名称であるか、または混同を招くような類似の名称である場合は、
それぞれの名称に語または句を付記する。  
 団体間を区別する必要のない場合でも、団体の性格や目的を理解する手掛りとなるなら
識別要素を記載する。識別要素のヨミは記録しない。 



 
D3 (優先名称のヨミ) 
D3.1 

優先名称が日本語の場合、団体の名前に対応するヨミをカタカナで記録する。ただし、
名称中に英数字が含まれている場合は、そのまま英数字を転記する。ヨミは分かち書きを
行う。 
 優先名称のヨミのうち、固有名詞や専門用語等特殊な読み方をする語句を含む場合は、
参考資料を用いて読み方を調べ記録する。このとき、その資料名を NOTE フィールドに記
録する。(→ 8.3.5.1 NOTE) 
 このような調査によっても名称のヨミが判明しない場合や特定できない場合は、ヨミを
記録しなくてもよい。 
 中国語、韓国・朝鮮語は別途取り扱いを参照する。 
 
D3.2 
 典拠形アクセス・ポイントとなる名称中に人名が含まれる場合は、「8.1.2.1 HDNG(著
者名典拠データ(個人名))」の規定に従って、その人名のヨミを記録する。人名の部分のヨ
ミは、「姓△名」の形で分かち書きをする。 
 
D4 (典拠形アクセス・ポイント) 
典拠形アクセス・ポイントとして選択する名称について、以下に団体の種別ごとに方法と
記入例を示す。 
 
D4.1 行政機関 

下部組織が含まれている場合は、その下部組織まで含んだ形を典拠形アクセス・ポイン
トとする。 
 

HDNG:自治省行政局給与課||ジチショウ ギョウセイキョク キュウヨカ 
HDNG:運輸省大臣官房||ウンユショウ ダイジン カンボウ 
HDNG:Singapore. Ministry of Commerce and Industry 

 外局については、上部の省名は記録しない。 
 

HDNG:国税庁||コクゼイチョウ 
    (「大蔵省国税庁」とはしない) 
 
D4.1.1 行政機関の付属機関等 

原則としてよく知られた形の名称を典拠形アクセス・ポイントとする。ただし、所轄の
行政機関名を冠しない形で知られる機関であっても、識別の必要がある場合は、所轄行政



機関名を冠した形を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:国土地理院||コクド チリイン 
   (「建設省国土地理院」とはしない) 

HDNG:海上保安大学校||カイジョウ ホアン ダイガッコウ 
   (「海上保安庁海上保安大学校」とはしない) 

HDNG:運輸政策審議会||ウンユ セイサク シンギカイ 
  (「運輸省運輸政策審議会」とはしない) 
HDNG:建設省土木研究所||ケンセツショウ ドボク ケンキュウジョ 
HDNG:厚生省人口問題研究所||コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ 
HDNG:経済企画庁経済研究所国民所得部||ケイザイ キカクチョウ ケイザイ ケンキュウ
ジョ コクミン ショトクブ 

 
D4.1.2 行政機関の地方支分部局等 

原則として所轄の行政機関名を冠しない形の名称を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:中部地方建設局||チュウブ チホウ ケンセツキョク 
  (「建設省中部地方建設局」とはしない) 
HDNG:関東農政局茨城統計情報事務所||カントウ ノウセイキョク イバラキ トウケイ ジ
ョウホウ ジムショ 

   (「農林水産省関東農政局茨城統計情報事務所」とはしない) 
 
D4.1.3 廃止された行政機関等 

廃止された行政機関等についても、現存のものと同様に判断する。 
 改組によって名称が変更した場合の変更前の機関名についても同様に扱う。この場合は、
改組前後それぞれの名称を典拠形アクセス・ポイントとすることができる。 
 

HDNG:海軍省医務局||カイグンショウ イムキョク 
HDNG:内務省警保局保安課||ナイムショウ ケイホキョク ホアンカ 
HDNG:滿洲國國務院民生部||マンシュウコク コクムイン ミンセイブ 
HDNG:南洋庁熱帯産業研究所||ナンヨウチョウ ネッタイ サンギョウ ケンキュウジョ 

 
D4.2 立法・司法機関 
D4.2.1 立法機関 

国会本会議については、衆議院、参議院をそれぞれ典拠形アクセス・ポイントとする。
回次等が付されている場合は、それを省略する。 
 衆参両院に付属する委員会等、事務局、法制局についてはそれぞれ所属する院名を冠し



て典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:衆議院||シュウギイン 
HDNG:参議院事務局||サンギイン ジムキョク 
HDNG:United States. Congress. House 

 
D4.2.2 司法機関 
 それぞれの名称を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:最高裁判所事務総局||サイコウ サイバンショ ジム ソウキョク 
HDNG:東京家庭裁判所||トウキョウ カテイ サイバンショ 

 
D4.2.3 廃止された司法・立法機関 

帝国議会については、現在の国会と同様の扱いとする。 
 

HDNG:貴族院||キゾクイン 
HDNG:行政裁判所||ギョウセイ サイバンショ 

 
D4.3 政府関係機関,特殊法人等 

政府の行政機関と同様の扱いとする。 
 

HDNG:日本放送協会||ニホン ホウソウ キョウカイ 
  (「NHK」とはしない) 
HDNG:宇宙開発事業団地球観測センター||ウチュウ カイハツ ジギョウダン チキュウ カ
ンソク センター 
HDNG:日本中央競馬会競走馬総合研究所||ニホン チュウオウ ケイバカイ キョウソウバ 
ソウゴウ ケンキュウジョ 
HDNG:国民生活センター情報資料室||コクミン セイカツ センター ジョウホウ シリョウ
シツ 
HDNG:住宅金融公庫住宅総合調査室||ジュウタク キンユウ コウコ ジュウタク ソウゴウ 
チョウサシツ 

 
D4.4 在外公館 

日本の在外公館については、「日本大使館」「日本領事館」等とし、所在国又は所在地
を付記する。所在国の国名については、慣用形でよい。 
 

HDNG:日本大使館(在フランス)||ニホン タイシカン 



HDNG:日本総領事館(在サンフランシスコ)||ニホン ソウリョウジカン 
HDNG:Australia. Embassy (Indonesia) 

 
D4.5 地方自治体(地方公共団体)、及び地方自治体の付属・出先機関 
D4.5.1 自治体 

都道府県、市については、その名称のみとする。 
 東京都 23 区については、「東京都」を冠して典拠形アクセス・ポイントとする。それ以
外の政令指定都市については、「市+区名」とする。 
 町村については、名称の後に都道府県名を付記する。識別上必要がない限り、郡名は省
略する。 
 都道府県名の後の「庁」、市区名の後の「役所」、町村の後の「役場」などの語は省略
する。 
 なお、自治体のヨミは、『全国市町村要覧』等の資料を参照して記録する。 
 

HDNG:大阪府||オオサカフ 
  (資料に「大阪府庁」と表示されていても、「庁」は省略する) 
HDNG:東京都文京区||トウキョウト ブンキョウク 
HDNG:横浜市港北区||ヨコハマシ コウホクク 
HDNG:長久手町(愛知県)||ナガクテチョウ 

   (愛知郡は省略する) 
HDNG:東村(福島県)||ヒガシムラ 

   (西白河郡は省略する) 
HDNG:東村(群馬県佐波郡)||アズマムラ 
  (群馬県内には東村が 3 つある) 
HDNG:東京都総務局統計部管理課||トウキョウト ソウムキョク トウケイブ カンリカ 
HDNG:東京都建設局公園緑地部||トウキョウト ケンセツキョク コウエン リョクチブ 
HDNG:伊万里市総務部企画調整課||イマリシ ソウムブ キカク チョウセイカ 
HDNG:名古屋市市民局市政情報課||ナゴヤシ シミンキョク シセイ ジョウホウカ 
HDNG:福島県選挙管理委員会||フクシマケン センキョ カンリ イインカイ 
HDNG:読谷村教育委員会(沖縄県)||ヨミタンソン キョウイク イインカイ 
HDNG:Ohio 
HDNG:Zagreb (Croatia) 
HDNG:Carlow (Ireland) 
  (町の名称) 
HDNG:Carlow (Ireland : County) 
  (州の名称) 

 



D4.5.2 自治体の付属・出先機関 
設立自治体名を冠した形を典拠形アクセス・ポイントとする。町村については都道府県

名を付記する。 
 

HDNG:北海道立天北農業試験場||ホッカイドウリツ テンポク ノウギョウ シケンジョ      
ウ 
HDNG:兵庫県立中央農業技術センター||ヒョウゴ ケンリツ チュウオウ ノウギョウ ギジ
ュツ センター 
HDNG:名古屋市中小企業情報センター||ナゴヤシ チュウショウ キギョウ ジョウホウ セ
ンタ- 

 
D4.5.3 地方議会 

町村の議会には都道府県名を付記する。東京 23 区の議会には「東京都」を冠する。 
 

HDNG:東京都議会||トウキョウト ギカイ 
HDNG:横浜市議会||ヨコハマシ ギカイ 
HDNG:東京都千代田区議会||トウキョウト チヨダク ギカイ 
  (「千代田区議会」とはしない) 
HDNG:広島県議会事務局||ヒロシマケン ギカイ ジムキョク 
HDNG:印旛村議会(千葉県)||インバムラ ギカイ 

 
D4.6 教育機関 

学校、学校法人の正式名については、以下の資料を参照すること。 
 
全国大学一覧 
全国短期大学・高等専門学校一覧 
文部大臣所轄学校法人一覧 
 
D4.6.1 国公立学校 
D4.6.1.1 大学等 

大学の学部、学科等はその全体を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 大学の付属施設は、大学名を含めた全体を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:京都工芸繊維大学工芸学部||キョウト コウゲイ センイ ダイガク コウゲイ ガクブ 
HDNG:北海道教育大学教育学部附属函館小学校||ホッカイドウ キョウイク ダイガク キ
ョウイク ガクブ フゾク ハコダテ ショウガッコウ 
HDNG:東京大学法学部附属外国法文献センター||トウキョウ ダイガク ホウガクブ フゾ



ク ガイコクホウ ブンケン センター 
HDNG:鹿児島県立短期大学地域研究所||カゴシマ ケンリツ タンキ ダイガク チイキ ケン
キュウジョ 
HDNG:University of Chicago. Department of Art History 
HDNG:National University of Singapore. Faculty of Science. Lee Kong Chian Natural 
History Museum 

 
D4.6.1.2 高等専門学校、高等学校、小中学校、幼稚園 

公立学校については、設置自治体名を含めて典拠形アクセス・ポイントとする。町村立
の学校については、識別の必要があれば都道府県名を付記する。 
 

HDNG:福井工業高等専門学校||フクイ コウギョウ コウトウ センモン ガッコウ 
HDNG:東京都立航空工業高等専門学校||トウキョウ トリツ コウクウ コウギョウ コウト
ウ センモン ガッコウ 
HDNG:山形県立酒田工業高等学校||ヤマガタ ケンリツ サカタ コウギョウ コウトウ ガッ
コウ 
HDNG:長野県田川高等学校||ナガノケン タガワ コウトウ ガッコウ 
HDNG:宮城県第二女子高等学校||ミヤギケン ダイニ ジョシ コウトウ ガッコウ 
HDNG:大安町立笠間小学校(三重県)||ダイアン チョウリツ カサマ ショウガッコウ 
HDNG:美山村立寒川第一小学校(和歌山県)||ミヤマ ソンリツ ソウガワ ダイイチ ショウ
ガッコウ 
HDNG:浜松市立北小学校||ハママツ シリツ キタ ショウガッコウ 
HDNG:北上市立北上北中学校||キタカミ シリツ キタカミ キタ チュウガッコウ 
HDNG:明石市立高丘西幼稚園||アカシ シリツ タカオカ ニシ ヨウチエン 

 
D4.6.2 私立学校 

HDNG:洗足学園||センゾク ガクエン 
HDNG:国際基督教大学||コクサイ キリストキョウ ダイガク 
  (「ICU」とはしない) 
HDNG:成城学園高等学校||セイジョウ ガクエン コウトウ ガッコウ 
HDNG:横浜学園付属元町幼稚園||ヨコハマ ガクエン フゾク モトマチ ヨウチエン 

 
D4.6.3 専修・各種学校等 

HDNG:大原簿記学校||オオハラ ボキ ガッコウ 
HDNG:辻調理師専門学校||ツジ チョウリシ センモン ガッコウ 

 
D4.6.4 教育施設 



教育施設に含まれるものとしては、図書館、博物館、美術館、資料館、公民館、視聴覚
センター、スポーツセンター、体育館、児童館、等がある。これらのうち、公立の施設は
設置自治体名を冠した形を典拠形アクセス・ポイントとする。また町村立の場合は都道府
県名を付記する。 
 

HDNG:東京都文京区立鴎外記念本郷図書館||トウキョウト ブンキョウ クリツ オウガイ 
キネン ホンゴウ トショカン 
HDNG:宇奈月町立図書館(富山県)||ウナズキ チョウリツ トショカン 
HDNG:住民図書館||ジュウミン トショカン 
HDNG:釧路市立郷土博物館||クシロ シリツ キョウド ハクブツカン 
HDNG:いわさきちひろ絵本美術館||イワサキ チヒロ エホン ビジュツカン 
HDNG:大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館||オオイタ ケンリツ ウサ フドキ ノ オカ 
レキシ ミンゾク シリョウカン 
HDNG:東京都神代植物公園管理事務所||トウキョウト ジンダイ ショクブツ コウエン カ
ンリ ジムショ 

 
D4.7 会社組織(私企業) 

会社組織においては、「株式会社」等の法人格を表す語句は省略する。識別の必要があ
る場合は、これらの語句を付記することができる。 
 

HDNG:近畿日本鉄道||キンキ ニホン テツドウ 
  (「近畿日本鉄道株式会社」,「近鉄」とはしない) 
HDNG:明治生命保険||メイジ セイメイ ホケン 

   (「明治生命保険相互会社」とはしない) 
HDNG:大阪金物新報社||オオサカ カナモノ シンポウシャ 
  (「合名会社大阪金物新報社」とはしない) 
HDNG:ブリヂストンタイヤ||ブリジストン タイヤ 

   (「ブリヂストンタイヤ株式会社」とはしない) 
HDNG:繊維技術研究社(株式会社)||センイ ギジュツ ケンキュウシャ 
  (名称は「株式会社繊維技術研究社」。同名の有限会社とは別組織) 
HDNG:繊維技術研究社(有限会社)||センイ ギジュツ ケンキュウシャ 
  (名称は「有限会社繊維技術研究社」。同名の株式会社とは別組織) 
HDNG :Weser, AG 
  (正式名称: AG Weser) 

 
D4.7.1 会社組織の付属施設 

企業の研究所や工場,研修・保養施設などについて適用する。 



 原則として目録対象資料中に表示されている形を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:松下電器高槻工場||マツシタ デンキ タカツキ コウジョウ" 
 

D4.8 公益法人、学術団体等 
 「財団法人」「社団法人」「医療法人」等の法人格を表す語句については、これを省略
する。これらの語句を省略すると団体の性格などが不明になる場合は、これらの語句を
NOTE フィールドに記録する。 
 

HDNG:日本図書館協会||ニホン トショカン キョウカイ 
   (「社団法人日本図書館協会」とはしない) 

HDNG:日本形成外科学会||ニホン ケイセイ ゲカ ガッカイ 
   (「社団法人日本形成外科学会」とはしない) 

HDNG:電力中央研究所||デンリョク チュウオウ ケンキュウジョ 
  (「財団法人電力中央研究所」とはしない) 

 
D4.9 宗教団体等 

正式名を典拠形アクセス・ポイントとする。正式名とは別に慣用されている名がある場
合は、それを参照形として SF フィールドに記録する。 
 

HDNG:真宗大谷派宗務所||シンシュウ オオタニハ シュウムショ 
HDNG:日本基督教団岸和田教会||ニホン キリスト キョウダン キシワダ キョウカイ 
HDNG:Benedictines 
 

 寺院名については、同じ名称のものが多いので、原則として所在地を付記する。 
 

HDNG:長福寺(町田市)||チョウフクジ 
 

D4.10 政党 
正式名を典拠形アクセス・ポイントとする。 

 
HDNG:自由民主党||ジユウ ミンシュトウ 

   (「自民党」とはしない) 
HDNG:日本共産党||ニホン キョウサントウ 

 
D4.11 組合組織  

原則として正式名を典拠形アクセス・ポイントとする。 



 下部組織については、独立性が高いと思われる場合は、上部団体名を冠しない形を典拠
形アクセス・ポイントとし、冠した形は参照形として SF フィールドに記録する。 
 

HDNG:日本鉄鋼産業労働組合連合会||ニホン テッコウ サンギョウ ロウドウ クミアイ レ
ンゴウカイ 
  (省略形の「鉄鋼労連」は典拠形アクセス・ポイントとしない) 
HDNG:ゼンセン同盟||ゼンセン ドウメイ 
  (全国繊維産業労働組合同盟より名称変更。変更前の出版物に対しては、省略形の
「全繊同盟」は典拠形アクセス・ポイントとせず「全国繊維産業労働組合同盟」を典拠
形アクセス・ポイントとする) 
HDNG:自治労千葉県本部||ジチロウ チバケン ホンブ 
HDNG:日本硝子繊維労働組合||ニホン ガラス センイ ロウドウ クミアイ 
  (「合化労連日本硝子繊維労働組合」とはしない) 
HDNG:健康保険組合連合会社会保障研究室||ケンコウ ホケン クミアイ レンゴウカイ シ
ャカイ ホショウ ケンキュウシツ 
HDNG:愛媛県生活協同組合連合会||エヒメケン セイカツ キョウドウ クミアイ レンゴウ
カイ 

 
D4.12 市民団体、有志、サークル、同窓会等 

原則として目録対象資料中に表示されている形を典拠形アクセス・ポイントとする。複
数の形が表示されている場合は、慣用的に用いられている形が特定できればそれを、特定
できないときは最も詳しい形を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:松代大本営の保存をすすめる会||マツシロ ダイホンエイ ノ ホゾン オ ススメル 
カイ 
HDNG:和歌山県歌人クラブ||ワカヤマケン カジン クラブ 
HDNG:東北大学脳研脳神経外科同窓会実生会||トウホク ダイガク ノウケン ノウ シンケ
イ ゲカ ドウソウカイ ミショウカイ 
 

D4.12.1 刊行会、記念委員会等 
ここに含まれるものとしては、特定の個人、団体についての記録・業績等をまとめるこ

とを目的とした出版物を刊行するための団体、組織がある。これらは、その資料に表示さ
れているままの名称を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 典拠形アクセス・ポイント中に含まれる人名、団体名についてのヨミは、それらに固有
のヨミとする。 
 

HDNG:東京塗料商業協同組合記念史編集委員会||トウキョウ トリョウ ショウギョウ キ



ョウドウ クミアイ キネンシ ヘンシュウ イインカイ 
 
D4.13 探検隊、調査団等 

目録対象資料に表示されているままの名称を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 探検隊、調査隊、調査団等の名称中に含まれる回次、年次については、これを省略せず、
全体を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:秋芳洞緊急調査隊||シュウホウドウ キンキュウ チョウサタイ 
HDNG:第三次沖ノ島学術調査隊||ダイサンジ オキノシマ ガクジュツ チョウサタイ 
 

D4.14 雑誌等の「編集」部 
雑誌、新聞の編集部については、「本タイトル+編集部」の形を典拠形アクセス・ポイ

ントとする。 
 

HDNG:朝日ジャーナル編集部||アサヒ ジャーナル ヘンシュウブ 
HDNG:日経アーキテクチュア編集部||ニッケイ アーキテクチュア ヘンシュウブ 
HDNG:夕刊フジ編集部||ユウカン フジ ヘンシュウブ 

 
D4.14.1 辞典等の編纂委員会 

目録対象資料に表示されているままの名称を典拠形アクセス・ポイントとする。 
 

HDNG:マグローヒル科学技術用語大辞典編集委員会||マグローヒル カガク ギジュツ ヨ
ウゴ ダイジテン ヘンシュウ  イインカイ 

 
8.3.2.1E 《注意事項》 
E1 
 名称のヨミについては、詳細は「ヨミと分かち書き」の規定に従う。(→「目録情報の基
準 第 5 版」11.3) 
 
E2 

「参考情報源」は 、団体について書かれた図書と、記事・論文を含むこととする。 
 参照した情報源については、 NOTE フィールドに記述する。 
 
 HDNG フィールドについては、原則として最初に作成された典拠形アクセス・ポイント
を維持する、という典拠データの基本的な方針から、相応の理由が無い限り、既に登録さ
れている典拠形アクセス・ポイントを維持するものとする。 
 



8.3.3.1 TYPE 
8.3.3.1 A 〔形式〕 
TYPE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

属性コード 必須 2 固定長 1 バイト 1 
 
8.3.3.1 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.3.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
TYPE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者の属性をコー
ド化して記録する。 
 
12.3.1D 〔データ記入及び記入例〕 

属性コードには、典拠形アクセス・ポイントに示される著者が団体であることを示す 1
桁のコード「c」を記入する。 (→ 付録 1.7 その他のコード表) 
 

HDNG:British Museum 
TYPE:c 

 
8.3.3.3 PLACE 
8.3.3.3 A 〔形式〕 
PLACE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

場所 選択 可変長 254 バイト 1 

 
8.3.3.3 B 〔記述文法〕 

記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.3.3.3C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

フィールド内容とデータ要素については、8.1.3.3 PLACE(著者名典拠データ(個人名))の
同項目の規定を準用し、典拠形アクセス・ポイントに示される団体の所在地又は設立地を
記録する。 

 
8.3.3.3D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 

HDNG フィールドに記録した団体の所在地又は設立地にあたる地名を記録する。 
 日本国内の地名については、原則として市町村名を記録する。町村名については、都道
府県名を付記する。東京 23 区内については、すべて「東京都」と記録する。 



 
HDNG:大分県文化財保存協議会||オオイタケン ブンカザイ ホゾン キョウギカイ 
PLACE:大分市 
 
HDNG:前田一歩園財団||マエダ イッポエン ザイダン 
PLACE:阿寒町(北海道) 
 
HDNG:東京都港区立みなと図書館||トウキョウト ミナト クリツ ミナト トショカン 
PLACE:東京都 

  
識別の必要がある場合は、市については都道府県名を、町村については都道府県名に加え
て郡名を付記する。 
 

HDNG:府中市埋蔵文化財調査団||フチュウシ マイゾウ ブンカザイ チョウサダン 
PLACE:府中市(広島県) 
 
HDNG:府中市郷土の森事業団||フチュウシ キョウド ノ モリ ジギョウダン 
PLACE:府中市(東京都) 

  
市町村名が判明しない場合は、都道府県名を記録する。 
 

HDNG:おもろ研究会||オモロ ケンキュウカイ 
PLACE:沖縄県 

 
 地名の表記には、記述情報源にあるもののうち、典拠形アクセス・ポイントと合致した
言語での慣用形とする。識別に必要な場合は、別称を付記することができる。 
 

HDNG:Amedeo Storti 
PLACE:Venezia (Venice) 

 
D2 

原則として都市名を記録する。識別に必要な場合は、国名、州名などを付記することが
できる。都市名が判明しない場合は、国名、州名、地域名などを記録する。日本国内の地
名については、市町村名を記録する。 
 

HDNG:International Group for the Study of Women 
PLACE:Tokyo 



HDNG:European Micropublishing Services 
PLACE:Dublin,Ireland 

 
D3 

団体の存続中に地方法域名や地理的所在地名が変わった場合は、原則として設立時の名
称を記録する。 
 その地名に対する現在の地名が判明する場合は、その現在の地名を付記することができ
る。 
 設立時の地名が判明しない場合は地域名を記録することができる。 
 

HDNG:Centre nationale de rechrches scientifiques et techniques (Vietnam) 
PLACE:Saigon (Ho Chi Minh) 

 
D4 

現行の行政区分上では用いられなくなった地名については、旧地名を記録する。その旧
地名に対応する現行の地名が判明する場合は、現行の地名も記録することができる。 
 

HDNG:國定教科書共同販売所||コクテイ キョウカショ キョウドウ ハンバイショ 
PLACE:東京市 
HDNG:筑波大学附属図書館||ツクバ ダイガク フゾク トショカン 
PLACE:桜村;つくば市 

 
D5 

旧植民地又は委任統治領に置かれていた団体の所在地については、原則として当時の地
名を記録する。 
 その地名に対応する現在の地名が判明する場合は、その現在の地名を付記することがで
きる。当時の地名が判明しない場合は、地域名(満州、南洋諸島等)を記録することができ
る。 
 
D6 

団体の設立地と現在の所在地が異なり、それがともに判明している場合は、双方を記録
することができる。記録順は、原則として、設立地、所在地の順とする。また、団体の所
在地が変更になった場合、複数の地名を記録することができる。記録順は時代の古い方を
先に記録する。複数の地名の間には、「 ; 」 (セミコロン) を記入する。 
 

HDNG:Fédération internationale de football association 
PLACE:Paris;Basel, Switzerland 



HDNG:日本線虫研究会||ニホン センチュウ ケンキュウカイ 
PLACE:東京都;谷田部町(茨城県);つくば市 

 
8.3.3.3E 《注意事項》 

日本国以外にある団体の場合、所在地に国名を付記する。国名は、一般に慣用されてい
る形を使用することができる。 
 
HDNG:川柳シカゴ吟社||センリュウ シカゴ ギンシャ 

PLACE:シカゴ(米国) 
 
8.3.3.4 DATE 
8.3.3.4 A 〔形式〕 

DATE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

時間 選択 可変長 254 バイト 1 

   
設立年 （選択） 

   
廃止年 （選択） 

 
8.3.3.4 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.3.3.4C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

DATE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)にかかわる時間情報をコー
ド化して記録する。 
 DATE フィールドのデータ要素は、設立年及び廃止年である。 
 設立年には、統一標目形に示される団体の設立等の日時に対応する西暦年を記録する。 
 廃止年には、統一標目形に示される団体の解散、改廃等の日時に対応する西暦年を記録
する。 
 DATE フィールドは、統一標目形にかかわる時間情報による検索、統計処理等を可能に
するために設けられたフィールドである。" 
 
8.3.3.4D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 

HDNG フィールドに記録した団体の設立年、および廃止年を西暦で記録する。 
 それぞれの西暦の間に「-」 (ハイフン) を記入する。ハイフンの前後に空白を記入して
はならない。 
 

HDNG:Armed Forces Medical Library (U.S.) 



DATE:1952-1956 
HDNG:図書館短期大学||トショカン タンキ ダイガク 
DATE:1964-1981 

 
D2 

設立年のみが判明している場合は、設立年のみを西暦で記録する。 
 

HDNG:Human Rights Internet 
DATE:1976 

 
D3 

設立年と廃止年が同一の場合は、ハイフンの前後に当該西暦年を繰り返し記入する。 
 

HDNG:東京大学西南ヒンドゥークシュ調査隊||トウキョウ ダイガク セイナン ヒンドゥ
ークシュ チョウサタイ 
DATE:1967-1967 
HDNG:Marketing Association. Guideline Committee 
DATE:1970-1970 

 
D4 

設立年及び廃止年が推定年であっても、設立年、及び廃止年には対応する西暦年を記入
する。 
 設立年及び廃止年に対応する西暦年が不明の場合は、不明部分の数字をハイフンで代用
する。 
 
8.3.3.4E (選択事項) 
設立年及び廃止年が判明している場合、設立年及び廃止年をともに記入するかどうかは、
各参加組織が自由に選択する。 
 
8.3.3.4F 《注意事項》 
F1 
 廃止年が不明の場合は、設立年に対応する西暦年のみを記入する。 
 

HDNG:情報科学技術協会||ジョウホウ カガク ギジュツ キョウカイ 
 DATE:1986 
 
F2 



設立年が不明の場合は、まずハイフンを記入し、その直後に、廃止年に対応する西暦年
を記入する。 
 

HDNG:東京天文台||トウキョウ テンモンダイ 
DATE:-1988 

 
F3 

ハイフンは、設立年の直後に記入する。また、廃止年は、ハイフンの直後に記入する。 
 ハイフンの前後にスペースを記入してはならない。 
 
8.3.4.1 SF 
8.3.4.1A 〔形式〕 

SF 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 
から見よ参照形 

選択 可変長    32 

   

統一標目形フラグ* （選択） （固定長） （1 バイト） 

（1） 名称 （必須 1） （可変長） 
（254 バイト） 

識別要素 （必須 2） （可変長） 

名称のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 

名称のその他のヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

 

*統一標目形フラグは、使用しなかった目録規則に基づく標目形を記録する必要がある場合
に記録していたが、NCR2018 適用以降は和洋の目録規則を統一したため記録しないこと
とする。 
 

8.3.4.1B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.3.4.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

SF フィールドには、典拠形アクセス・ポイントとして採用しなかった異形アクセス・ポ
イント、あるいはアクセス・ポイントの決定に使用しなかった目録規則に基づく典拠形ア
クセス・ポイントを記録する。 
 このフィールドは、典拠形アクセス・ポイントには採用されなかった別形からの検索を
可能にするために設けられたフィールドである。 
 フィールドのデータ要素は、参照形、又は、使用しなかった目録規則に基づく典拠形ア
クセス・ポイントである。 



 参照形には、言語又は文字種の相違による別形、綴りの相違による別形、短縮形もしく
は完全形等の別形、日本名における「上位組織. 下部組織」形による別形等がある。 
 
8.3.4.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 (言語又は文字種の相違による別形の記入) 

言語又は文字種の相違によって複数の表記形が存在する場合は、典拠形アクセス・ポイ
ントとして HDNG フィールドに採用しなかった言語又は文字種による形を SF フィールド
に記録することができる。 
 

HDNG:Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht 
SF:Association suisse pour la protection du droit d'auteur 

 
D2 (綴りの相違による別形の記入) 

綴りの相違によって複数の表記形が存在する場合は、典拠形アクセス・ポイントとして 
HDNG フィールドに採用しなかった綴りによる形を SF フィールドに記録することができ
る。 
 

HDNG:International Labour Office 
SF:International Labor Office 
HDNG:Verein f für Socialpolitik 
SF:Verein für Sozialpolitik 
HDNG:World Health Organization 
SF:WHO 
SF:W.H.O. 

 
D3 (短縮形／完全形による別形の記入) 

イニシアルを含む短縮形と完全に綴られた形の複数の表記形が存在する場合は、典拠形
アクセス・ポイントとして HDNG フィールドに採用しなかった形を SF フィールドに記録
することができる。 
 

HDNG:Nederlands Architectuurinstituut 
SF:NAi 
HDNG:BETEA 
SF:Bureau d'études technico-économiques relatives à l'audiovisuel commun aux organisms 

 
D4 (「上位団体. 下部組織」形の記入) 

それ自体の名称のもとに記入した下部組織は、上位団体の副標目の形を SF フィールド



に記録することができる。 
 

HDNG:Franklin D.Roosevelt Library 
SF:United States. National Archives and Records Service. Franklin D.Roosevelt Library 

 
D5（字体の相違による別形の記入） 

新字体と旧字体、正字体と俗字体等のような字体の差異によって、複数の表記形が存在
する場合は、典拠形アクセス・ポイントとして HDNG フィールドに採用しなかった字体
による形を SF フィールドに記録することができる。 
 漢字形に対して、ローマ字翻字形その他の翻字形が存在する場合は、その翻字形を SF フ
ィールドに記録することができる。 
 

HDNG:日本経営学会||ニホン ケイエイ ガッカイ 
SF:日本經營學會||ニホン ケイエイ ガッカイ 
HDNG:鐵鋼聯盟調査部||テッコウ レンメイ チョウサブ 
SF:鉄鋼連盟調査部||テッコウ レンメイ チョウサブ 

 
D6 （ヨミの相違若しくはヨミの分かち書きのゆれによる別形の記入) 

ある名称に対して、典拠形アクセス・ポイントに採用したヨミとは異なるヨミが存在す
る場合、また、分かち書きのゆれが考えられる場合は、HDNG フィールドに記録しなかっ
たヨミを SF フィールドに記録することができる。 
 

HDNG:日本法中毒学会||ニホン ホウ チュウドク ガッカイ 
SF:日本法中毒学会||ニホン ホウチュウドク ガッカイ 

 
D7 （上部組織.下部組織の形の記入) 
 日本名著者名典拠データでは、いわゆる「上部組織.下部組織」形は典拠形アクセス・ポ
イントとして採用しない。 
 この形が必要な場合、これを SF フィールドに記録することができる。 
 

HDNG:経済企画庁総合計画局||ケイザイ キカクチョウ ソウゴウ ケイカクキョク 
SF:経済企画庁. 総合計画局||ケイザイ キカクチョウ. ソウゴウ ケイカクキョク 
HDNG:北海道大学スラブ研究センター||ホッカイドウ ダイガク スラブ ケンキュウ セン
ター 
SF:北海道大学. スラブ研究センター||ホッカイドウ ダイガク. スラブ ケンキュウ センタ
ー 

 



8.3.4.1E 〔フィールドの繰り返し〕 
記録する参照形が複数存在する場合は、必要なだけ SF フィールドを繰り返して記録す

る。 
 

8.3.4.1F 《注意事項》 
F1 

異なるレベルへの「から見よ参照」は作成しない。 
 

(誤) 
HDNG:Trinity College (Cambridge University) 
SF:Cambridge University 
(誤） 
HDNG:経済企画庁||ケイザイ キカクチョウ 
SF:経済企画庁総合計画局||ケイザイ キカクチョウ ソウゴウ ケイカクキョク 

 
F2 
 ある団体が名称を変更した場合は、 SF フィールドではなく、 SAF フィールドに記録す
る。 
 

(正) 
HDNG:British Library 
SAF:British Museum <DA00592486> 
(誤) 
HDNG:British Library 
SF:British Museum 
 
(正) 
HDNG:National Audubon Society 
SAF:National Association of Audubon Societies for the Protection of Wild Birds and 
Animals <> 
(誤) 
HDNG:National Audubon Society 
SF:National Association of Audubon Societies for the Protection of Wild Birds and Animals 
 

F3 
参照データセットからの流用によって作成するときには、 SF フィールド、 SAF フィー

ルドがそのままでよいか、別のフィールドに修正すべきかをよく確認する。 



 
F4 

ヨミだけが異なる場合でも、カナ形のみの「から見よ参照」は作成しない。 
 

(誤） 
HDNG:日本東洋医学会||ニホン トウヨウ イガッカイ 
SF:ニホン トウヨウ イガクカイ 

 
8.3.4.2 SAF 
8.3.4.2 A 〔形式〕 

SAF 
入力レベル 

属性 フィールド長 繰り返し数 
1) 2) 

(Group Field) 
からも見よ参照形 

選択 可変長    32 

   

名称 （自動付与） （必須 1） （可変長） 
（254 バイト） （1） 

識別要素 （〃） （必須 2） （可変長） 

名称のヨミ （〃） （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 

名称のその他のヨミ （〃） （必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

データ ID （〃） （不使用） （固定長） （10 バイト） （1） 

 * 1)参照リンクを形成する場合 2)参照リンクを形成しない場合 

8.3.4.2 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.3.4.2C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
C1 

SAF フィールドには、相互参照すべき著者名典拠データの典拠形アクセス・ポイントを
記録する。 
 SAF フィールドは、目録規則において認められた複数の著者名の典拠形アクセス・ポイ
ントを持つ団体において、それぞれを関連づけるために設けられたフィールドである。 
 相互参照すべき著者名典拠データが存在し、そのデータとリンク関係を成立させた場合
には参照先のデータ ID が含まれる。 
 
8.3.4.2D 〔データ記入と記入例〕 
D1 (相互参照先のデータとリンクを形成する場合) 



システムが自動的に参照先の典拠形アクセス・ポイント (HDNG) を SAF フィールドに
埋め込むので、目録作成者がデータ記入をする必要はない。 
 

HDNG:Instituto de Cooperación Iberoamericana (Madrid, Spain) 
SAF:Centro Iberoamericano de Cooperación <DA10490711> 
HDNG:Exxon Corporation 
SAF:Standard Oil Company <DA02787792> 

 
D2 (相互参照すべきデータとリンクを形成しない場合) 

目録作成者が参照すべき典拠形アクセス・ポイントを記録する。 
 

HDNG:World Tourism Organization 
SAF:International Union of Official Travel Organisations <> 

 
D3 
ある団体が複数のアクセスポイントを持つのは、その団体が名称を変更した場合のみであ
る。 
 
8.3.4.2E 〔フィールドの繰り返し〕 
SAF フィールドに記録すべき名称が複数ある場合は、必要な数だけフィールドを繰り返す。 
 
8.3.4.2F 《注意事項》 
F1 

互いにレベルの異なる「からも見よ参照」は作成してはならない。 
 
(誤) 
HDNG:Joint Center for Urban Studies 
SAF:Harvard University <DA00826033> 
SAF:Massachusetts Institute of Technology <DA00048903> 
(誤) 
HDNG:農林省農政局普及部||ノウリンショウ ノウセイキョク フキュウブ 
SAF:農林水産省農政局||ノウリン スイサンショウ ノウセイキョク <DA03747578> 

 
F2 

ある団体に対して複数の著者名典拠データが作成されるのは、その団体が名称を変更し
た場合のみである。それ以外の別名は、 SAF フィールドではなく、 SF フィールドに記録
する。 



 
(正) 
HDNG:Rijkslandbouwhogeschool (Ghent, Belgium) 
SF:Landbouwhogeschool (Ghent, Belgium) 
(誤) 
HDNG:Rijkslandbouwhogeschool (Ghent, Belgium) 
SAF:Landbouwhogeschool (Ghent, Belgium) 
(正) 
HDNG:日本放送協会||ニホン ホウソウ キョウカイ 
SF:NHK 
(誤) 
HDNG:日本放送協会||ニホン ホウソウ キョウカイ 
SAF:NHK <> 

 
F3 

相互参照すべきデータが存在しない場合は、新たに著者名典拠データを作成することが
できる。 
 ただし、リンクすべき書誌がなければ、典拠データを作成することはできないので、そ
の場合は、相互参照リンクを形成せずに SAF フィールドを記録する。 
 
F4 

参照データセットからの流用によって作成するときには、 SF フィールド、 SAF フィー
ルドがそのままでよいか、別のフィールドに修正すべきかをよく確認する。 
 
8.3.5.1 NOTE 
8.3.5.1 A 〔形式〕 
NOTE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

注記 必須 1 可変長 1024 バイト 128 

 
8.3.5.1 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.3.5.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

NOTE フィールドには、データ作成・修正等に関する各種情報を記録する。 
 
 NOTE フィールドは、他のフィールドには記録できないが、各参加機関が必要とする各
種情報を記録するために設けられたフィールドである。 



 
8.3.5.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 典拠形アクセス・ポイントの作成の際の目録対象資料に関する初出タイトル注記 

典拠形アクセス・ポイントを決定し、典拠データ作成の根拠とした目録対象資料につい
て、そのタイトル、出版者、出版年等の書誌情報を記録する。(→ 8.3.5.1F) 
 また、団体名中に地名、専門用語、人名が含まれる場合は、そのヨミについての情報源
を必ず記録する。 
 
D2 典拠形アクセス・ポイントその他各フィールドの追加・修正事項及び追加・修正の根
拠とした情報源を記述する修正注記 

典拠形アクセス・ポイントの修正、その他の各フィールドの追加・修正に当たって根拠
とした情報源を記録する。 
 この注記についての詳細は、第 25 章 著者名典拠データ（日本名）の該当条項を参照せ
よ。 
 
D3 団体の内容・性格・目的等を表す情報注記 

団体の同定・識別を行うために、また、団体であることが統一標目とした名称からのみ
でははっきりしない場合に、その団体の内容や性格、目的、具体的な活動についての情報
を記録することができる。 

HDNG:Friends of the Earth 
NOTE:A charitable group based in the UK but works internationally 
HDNG:Ballet du XXe siècle (Belgium) 
SAF:Béjart Ballet Lausanne (Switzerland) <> 
NOTE:Muriset, Y. Béjart, le tournant, 1988: p. 4 of cover (within less than three months 
[beginning in May 1987], Béjart, the choreographer of the Ballet du XXe siècle, moved his 
troupe from Brussels to Lausanne and transformed it into the Béjart Ballet Lausanne)  
HDNG:日本アイソトープ協会||ニホン アイソトープ キョウカイ 
NOTE:社団法人 

 
D4 団体名の変更・変遷を表す変遷注記 

団体の名称に変更・変遷がある場合は、その前後の関係を明らかにするために、変更
前・変更後の名称とその関係についての情報を記録することができる。 

HDNG:Stadtbibliothek Bern 
SAF:Stadt- und Hochschulbibliothek Bern <> 
NOTE:In 1951 name changed to Stadt- und Hochschulbibliothek 
HDNG:Université de Lyon II 
SAF:Université de Lyon <> 



SAF:Université Claude Bernard <> 
HDNG:東邦銀行||トウホウ ギンコウ 
NOTE:昭和 16 年, 郡山商業銀行, 会津銀行, 白河瀬谷銀行が合併し, 東邦銀行となる 

 
8.3.5.1E 〔フィールドの繰り返し〕 

原則として 1 つのフィールドに 1 つの情報を記録する。複数の情報を記録する場合は、
NOTE フィールドを必要な数だけ繰り返す。 

 
8.3.5.1F 《注意事項》 

典拠データ作成・修正時に根拠とした書誌情報が、定型導入語句「SRC」「EDSRC」と
共に記入されている場合がある。 
 「SRC」は新規作成時の、「EDSRC」は修正時のものであることを意味する。" 



第 8 章 4 会議名 
 
8.4.3.1 TYPE 
8.4.3.1 A 〔形式〕 
TYPE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

属性コード 必須 2 固定長 1 バイト 1 

 
8.4.3.1 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.4.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
TYPE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者の属性をコー
ド化して記録する。 
 
8.4.3.1D 〔データ記入及び記入例〕 
 属性コードには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)に示される著者が会議、大会等で
あることを示す 1 桁のコード「m」を記入する。 (→ 付録 1.7 その他のコード表) 
 
HDNG:北東アジア知識人会議||ホクトウ アジア チシキジン カイギ 
TYPE:m 
 
8.4.3.4 DATE 
8.4.3.4A 〔形式〕 
DATE 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

時間（開催年） 選択 可変長 254 バイト 1 

 
8.4.3.4B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
8.4.3.4C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
 DATE フィールドには、典拠形アクセス・ポイント(HDNG)にかかわる時間情報をコー
ド化して記録する。 
 DATE フィールドのデータ要素は、開催年のみである。 
 DATE フィールドは、典拠形アクセス・ポイントにかかわる時間情報による検索、統計
処理等を可能にするために設けられたフィールドである。 
 
8.4.3.4D 〔データ記入及び記入例〕 



D1 
開催年には、典拠形アクセス・ポイントに示される会議、大会等の開催日時に対応する

西暦年を記入する。 
 
HDNG:旧福島コレクション展覧会||キュウ フクシマ コレクション テンランカイ 
DATE:1966 
NOTE:1966.4.19-5.29 : ブリヂストン美術館 
 
D2 
開催年が複数ある場合は、年号の昇順に開催年を記入する。 

 それぞれの開催年の間にはセミコロン(;)を記入する。 
 
HDNG:全日本マスターズ陸上競技選手権大会||ゼンニホン マスターズ リクジョウ キョウ
ギ センシュケン タイカイ 
DATE:1984;1985 
NOTE:第 5 回 : 昭和 59 年 10 月 6 日～7 日 : 沖縄市営総合運動公園陸上競技場 
NOTE:第 6 回 : 昭和 60 年 10 月 12 日～13 日 : 鳴門総合運動公園陸上競技場 
 
D3 
開催年が推定年であっても、開催年には対応する西暦年を記入する。 

 開催年に対応する西暦年が不明の場合は、不明部分の数字をハイフンで代用する。 
 
8.4.3.4E 《注意事項》 
セミコロンは、開催年の直後に記入する。また、2 番目以降の開催年は、セミコロンの直

後に記入する。 
 セミコロンの前後にスペースを記入してはならない。 
 
 
 
 
 



第 14 章 著作（統一書名）典拠データ 
 
この章では、著作（統一書名）典拠データセットに登録すべき著作のデータについて、

新規入力におけるデータ記入の方法を示す。 
 

 NACSIS-CAT で著作のデータを作成する対象は、当面は以下の資料とする。 
 

a)日本、中国等の古典籍 
b)聖典 
c)無著者名古典 
d)音楽作品 
e)その他識別する必要があると判断した著作 

 
 流用入力及び修正におけるデータ記入の方法のうち、それぞれの章で特に規定されてい
ない事項については、この章の規定に従ってデータ記入を行う。 
 
〔目録規則との関係〕 
 データ記入を行う際は「日本目録規則 2018 年版」(以下「NCR2018」という)に準拠す
る。 
 
 なお、準拠すべき条項であっても、「目録情報の基準 第 6 版」と相違する事項について
は、「目録情報の基準 第 6 版」に従うことに注意する必要がある。 
 (→ 第 51 章) 
 
14.1.1 ID 
14.1.1 A 〔形式〕 
ID 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

データ ID 自動付与 固定長 10 バイト 1 
 
14.1.1B 〔フィールド内容とデータ要素〕 

ID フィールドには、目録システムがそれぞれのデータに対して付与した英数字 10 桁か
ら成るデータ ID がデータ要素として記録される。 
 目録システムは、データ ID によってそれぞれのデータの管理を行う。 
 
14.1.1C 〔データ記入及び表示例〕 

データ ID は、目録システムに登録するタイミングで付与される。クライアントから目
録システムに対して、新規作成典拠データが送信されると、目録システムは、新規に登録



されるデータに対して新たな ID を付与する。 
 データ ID は、クライアントごとに表示の仕方が異なるが、不等号(<)と(>)の間に表示
されることが多い。 
 

<EA0002136X> 
  
データ ID は、目録システムが自動的に付与するものであり、目録担当者が入力すること
はできない。 
 
14.1.2 MARCFLG 
14.1.2 A 〔形式〕 
MARCFLG 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

変更ありフラグ 自動付与 可変長 7 バイト 1 
 
14.1.2B 〔フィールド内容とデータ要素〕 

MARCFLG フィールドには、流用元参照データに対して定期更新時に何らかの修正が行
われたことを示す英数字 7 桁から成るコードがデータ要素として記録される。 

 
14.1.2C 〔データ記入及び表示例〕 

変更ありフラグは、目録システムが自動的に付与するものであり、目録担当者が入力す
ることはできない。 
 
流用元参照データに対して修正が行われた場合 
MARCFLG:arrived 
 
流用元参照データが削除された場合 
MARCFLG:deleted 
 
流用元参照データに対して修正が行われていない場合は、このフィールド自体が表示され
ない。 

 
なお、クライアントによっては、変更ありフラグが表示されているデータが修正された

場合に、MARCFLG フィールドの表示を行わなくなるものがある。当該データに対して再
度 MARCFLG フィールドが表示されるのは、流用元参照データに対して再び修正が行われ
た場合のみである。 

 
14.2.1 HDNG 



14.2.1A 〔形式〕 
HDNG 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

(Group Field) 
典拠形アクセス・ポイン

ト 
必須 1 可変長    1 

   

創作者に対する典拠形ア
クセス・ポイント、優先
タイトル、識別要素* 

（必須 1） （可変長） （254 バイト） （1） 

創作者、タイトルのヨミ （必須 2） （可変長） （254 バイト） （1） 

創作者、タイトルのその
他のヨミ 

（必須 2） （可変長） （254 バイト） （2） 

 
*優先タイトルの記録は必須１とし、創作者（個人・家族・団体）に対する典拠形アクセ
ス・ポイントと識別要素の記録は選択とする。 
 
14.2.1B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.6 著作典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
14.2.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

HDNG には、著作に対する典拠形アクセス・ポイントを記録する。 
 
著作に対する典拠形アクセス・ポイントは、優先タイトルを基礎として構築する。 
その形には、優先タイトルと創作者（個人・家族・団体）に対する典拠形アクセス・ポ 

イントを結合した形と、優先タイトル単独の形とがある。前者を結合形、後者を単独形と 
よぶ。いずれについても、必要に応じて識別要素を付加する。 
  
 HDNG は一意的なものでなくてはならない。したがって名称等が一致するような場合は、
何らかの識別要素を加えた形で記録する。 
 
 NCR2018 適用前に作成された典拠形アクセス・ポイントは識別要素の記述方法がさま
ざまだが、遡って修正は行わない。 
 

単独形（聖典）  Bible. O.T. Isaiah 
結合形（音楽作品）  Ravel, Maurice, 1875-1937 -- Sonatina, piano 
結合形（音楽作品）  湯浅, 譲二, 1929- -- コンチェルティーノ, ピアノ, 管弦楽 

 



C1 創作者に対する典拠形アクセス・ポイント 
結合形を取る場合、創作者に対する典拠形アクセス・ポイントは、著者名典拠データの

HDNG に規定するところに従う。 
 
C2  優先タイトル 

ここでは、HDNG フィールドに記録する典拠形アクセス・ポイントの決定に際して、著
作の優先タイトルを判断する基準を示す。 
 
C2.1 優先タイトルの選択 

著作は、その著作の体現形または参考資料によって最もよく知られている原語のタイト
ルを優先タイトルとして選択する。  

黒い雨  
（当初は「姪の結婚」というタイトルで連載されていた井伏鱒二の著作）  
黒船  
（「夜明け」というタイトルでも知られている山田耕筰のオペラ）  

 
最もよく知られているタイトルとして確立された原語のタイトルが容易に判明しない場

合は、原版の本タイトルを優先タイトルとして選択する。  
  

Harry Potter and the philosopher's stone  
（英国版のタイトルは Harry Potter and the philosopher's stone、米国版のタイトルは
Harry Potter and the sorcerer's stone。英国版を最初に入手した場合）  
 

C2.2  活版印刷が主となる時代より前 
活版印刷が主となる時代より前（日本では江戸時代まで、ヨーロッパでは 1500 年まで）

の著作については、現代の参考資料において識別される原語のタイトルを優先タイトルと
して選択する。参考資料に確定的な形がない場合は、著作の新しい版、古い版、手稿の複
製の順に、よく見られる形を優先タイトルとして選択する。 

 春色梅児誉美 
 Προβλήματα 

 
C2.3 音楽作品名 

 音楽作品のように、著作の言語により判断できない場合は、当該作品のよく知られた
名称の言語を考慮し判断する 

 
14.2.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 



名称は、資料に顕著に表示されている文字の形で記録する。 
 

D2 
創作者に対する典拠形アクセス・ポイントとタイトルの間には、スペース、ハイフン、

ハイフン、スペース（△--△）を記入する。 
 
D3 

無著者名古典を含む古典作品名からなる著作で、他の典拠形アクセス・ポイントと区別
したり、さらに敷衍する必要がある場合には、識別要素を記録する。著作に対する典拠形
アクセス・ポイントにおける識別要素は、タイトルに続けて丸括弧(( ))内に記録する。 
 
D4 

著作に対する典拠形アクセス・ポイントのヨミ及びその他のヨミの表記方法については、
「目録情報の基準 第 6 版」の 11.3(ヨミの表記及び分かち書き規則)による。ただし、創作
者に対する典拠形アクセス・ポイント及び創作者に対する典拠形アクセス・ポイントのヨ
ミの形は、著者名典拠データの HDNG に規定するところに従う。名称全体がローマ字、
カタカナ、数字で表記されている場合は、名称のヨミを記録する必要はない。また、識別
要素のヨミは記録しない。 
 
D5 

著者アクセス・ポイントのヨミとタイトルのヨミとの間には、スペース、ハイフン、ハ
イフン、スペース(△--△)を記入する。 
 

HDNG:細川, 俊夫, (1955-) -- 時の果てへ||ホソカワ, トシオ -- トキ ノ ハテ エ 
HDNG:武満, 徹, (1930-) -- Asterism||タケミツ, トオル -- Asterism 
(作品名がローマ字、カタカナ、数字で表記されている場合) 

 
D6 
 国文学研究資料館「国書データベース」に収録されている日本語の古典作品は、同デー
タベースの著作レコード中の「統一書名」をそのままタイトルとして採用する。併せて、
識別要素として「KOTEN:」に続けて同レコード中の「著作 ID」（著作レコード番号）を
記録する。この識別要素は識別の必要の有無にかかわらず記録する。 
 同データベースの著作レコード中にフィールド「著者」が存在する場合は、「著者」を
最初の識別要素としてまず記録し（記録方法は前項に従う）、続けて「著作 ID」を記録す
る。「著者」名と「著作 ID」の間には、スペース、コロン、スペース（△:△）を置く。 
 なお、「国書データベース」の著作レコードでは資料に示された著者名形（「作品著者
名」）とアクセス・ポイントに相当する「統一著者名」の形が異なる場合があり、その際



は「作品著者名」の後ろに、「統一著者名」の形を丸括弧(( ))に入れて付記する形をと
っている。そのような形の著作レコードを元に著作典拠データを作成する場合は、著作典
拠データの識別要素には「統一著者名」を採用して記録する。 
 タイトルのヨミについては、「目録情報の基準 第 6 版」11.3.3 によって分かち書きを行
う。 
 
(例) 
 HDNG:水無瀬三吟百韻(宗祇, 肖柏, 宗長 : KOTEN:505191)||ミナセ サンギン ヒャクイン 
    ＊「国書データベース」の著作レコード 
     著作 ID:505191 
     統一書名:水無瀬三吟百韻（みなせさんぎんひゃくいん） 
     著者:宗祇 
       肖柏 
       宗長   （「著者」の数が同一役割で 3 までの場合） 
(例) 
 HDNG:古今和歌集(紀友則 [ほか] 撰 : KOTEN:2664)||コキン ワカシュウ 
     ＊「国書データベース」の著作レコード 
     著作 ID:2664 
     統一書名:古今和歌集（こきんわかしゅう） 
     著者:紀／友則 
       紀／貫之 
       凡河内／躬恒 
       壬生／忠岑 撰   （「著者」の数が同一役割で 4 以上の場合） 
(例) 
 HDNG:古事記(太安麻呂編 : KOTEN:2880)||コジキ 
     ＊「国書データベース」の著作レコード 
     著作 ID:2880 
     統一書名:古事記（こじき） 
     著者:太／安万侶（太／安麻呂）編 
       （作品著者名と統一著者名が異なる場合。「太／安万侶」が作品著者名、
「太／安麻呂」が統一著者名） 
 
(例) 
 HDNG:江戸名所図会(斎藤長秋著 ; 長谷川雪旦画 : KOTEN:14324)||エド メイショ ズエ 
     ＊「国書データベース」の著作レコード 
     著作 ID:14324 
     統一書名:江戸名所図会（えどめいしょずえ） 



     著者:松濤軒／斎藤／長秋（斎藤／長秋）著 
       長谷川／雪旦 画 
       （「著者」に複数の役割がある場合。なお、「松濤軒／斎藤／長秋」が作
品著者名、「斎藤／長秋」が統一著者名） 
 
D7 

楽曲形式名からなるタイトルの場合は、当該楽曲形式名称の日本語形に必要な識別要素
を付し記録する。 
 楽曲形式名には付録 3.1「楽曲形式名名称」に定める日本語形を使用する。 
 

HDNG:伊福部, 昭(1914-) -- ソナタ, ヴァイオリン, ピアノ||イフクベ, アキラ -- ソナタ, 
ヴァイオリン, ピアノ 

 
D8 

必要な識別要素のうち、演奏手段には付録 3.2「楽器(群)名称」に定める名称を使用する。 
 
D9 
 音楽作品に対する著作の典拠形アクセス・ポイントで、次のものに対応する集合タイト
ルをタイトルとすることができる。 
 
1) 作曲者の全作品 
2) さまざまな楽曲形式、演奏手段の複数の作品 
3) 特定の楽曲形式、演奏手段の複数の作品 

HDNG:山田, 耕筰, 1886-1965 -- 全集||ヤマダ, コウサク -- ゼンシュウ 
 
14.2.1E (選択事項) 
名称全体がローマ字、カタカナ、数字で表記されている場合であっても、名称のヨミを記
録するかどうかは、各参加組織が自由に選択する。 
 
14.2.1F 《注意事項》 
F1 

著作の言語、訳、刊年等は、典拠形アクセス・ポイントに含めてはならない。これらは、
書誌データの UTL フィールドの「その他の情報」に記録する。 

次のような典拠形アクセス・ポイントは、誤りである。 
 

(誤) 
 HDNG:山田, 耕筰, 1886-1965 -- 全集(1989)||ヤマダ, コウサク -- ゼンシュウ(1989) 



(誤) 
 HDNG:団, 伊玖磨, 1924- -- 夕鶴(歌劇). 英語ほか||ダン, イクマ -- ユウズル(カゲキ) エ
イゴ ホカ 

 
F2 
 結合形のヨミは必ず創作者に対する典拠形アクセス・ポイント及び優先タイトル両者に
対応して付ける。 
 創作者に対する典拠形アクセス・ポイントが漢字等で、タイトルがローマ字、カタカナ、
数字で表記されている場合でも、創作者に対する典拠形アクセス・ポイントに対応するヨ
ミとともに、タイトルに対応するヨミも省略せずに記録する。 
 次のような典拠形アクセス・ポイントは、誤りである。 
 

(誤) 
 HDNG:武満, 徹, 1930- -- Asterism||タケミツ, トオル 
 
 

14.3.1 SF 
14.3.1 A 〔形式〕 

SF 入力レベル 属性 
フィールド

長 
繰り返し数 

(Group Field) 
から見よ参照 

選択 可変長    32 

   

統一標目形フラグ* （選択） 
（固定
長） 

（1 バイト） 

（1） 名称 （必須 1） 
（可変
長） （254 バイ

ト） 
識別要素 （必須 2） 

（可変
長） 

名称のヨミ （必須 2） 
（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

名称のその他のヨミ （必須 2） 
（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（2） 

*統一標目形フラグは、使用しなかった目録規則に基づく標目形を記録する必要がある場
合に記録していたが、NCR2018 適用以降は和洋の目録規則を統一したため記録しないこ
ととする。 

 
14.3.1 B 〔記述文法〕 



記述文法については、「付録 6.6 著作典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
14.3.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
SF フィールドには、典拠形アクセス・ポイントとして採用しなかった異形アクセス・ポ

イントを記録する。 
異形アクセス・ポイントには、異なるヨミによる別形、異なる字体による別形、あるい

は典拠形アクセス・ポイントには採用しなかった同一著作のタイトルを記録する。 
ただし、その他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コーディングマ

ニュアル等を参照のこと。 
 
HDNG: Amitāyurdhyānasūtra 
SF: 観無量寿経||カン ムリョウジュ キョウ 
  
14.3.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1  異なるヨミによる別形の記入 
ある名称に対して、HDNG に記録された名称のヨミとは異なるヨミが存在する、あるい

は知られているような場合は、それぞれのヨミを記録することができる。 
 
HDNG: 源平盛衰記||ゲンペイ セイスイキ 
SF: 源平盛衰記||ゲンペイ ジョウスイキ 
 
D2 異なる字体による別形の記入 
例えば新字体と旧字体、正字体と俗字体といったような字体の差異によって複数の表記

形が存在するような場合は、HDNG に採用しなかった字体を SF フィールドに記録するこ
とができる。 

また、漢字形に対して、他にローマ字翻字形やその他翻字形が存在するような場合はそ
の表記形を記録することもできる。 

 
HDNG: Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893 -- Pikovai︠a︡ dama 
SF: Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893 -- Queen of spades 
 
HDNG:光崎検校 -- 夕の雲 
SF: Mitsuzakikengô -- Yūbe no kumo 
 

   14.3.1E 〔フィールドの繰り返し〕 
から見よ参照が複数ある場合は、SF フィールドをその数だけ繰り返して、異形アクセ

ス・ポイントを記録する。 



 
14.3.2 SAF 
14.3.2 A 〔形式〕 

SAF 
入力レベル 

属性 
フィールド

長 
繰り返し

数 1) 2) 
(Group Field) 

からも見よ参照 
選択 可変長    32 

   

名称 
（自動付

与） 
（必須 1） 

（可変
長） （254 バイ

ト） 
（1） 

識別要素 （〃） （必須 2） 
（可変
長） 

名称のヨミ （〃） （必須 2） 
（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（1） 

名称のその他
のヨミ 

（〃） （必須 2） 
（可変
長） 

（254 バイ
ト） 

（2） 

データ ID （〃） 
（不使
用） 

（固定
長） 

（10 バイ
ト） 

（1） 

 
14.3.2 B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.5 著者名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
14.3.2C 〔フィールド内容とデータ要素〕 
SAF フィールドは、著作の典拠形アクセス・ポイントを関連づけるために設けられたフ

ィールドである。SAF フィールドには、相互参照先の著作典拠データの典拠形アクセス・
ポイントを記録する。 

相互参照先の著作典拠データとリンク関係を成立させた場合には参照先のデータ ID が
含まれる。 

その他のヨミについては、本項では取り扱わない。関連する各コーディングマニュアル
等を参照のこと。 

 
14.3.2D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 
相互参照先のデータとリンク関係を成立させる場合は、システムが自動的に参照先の典

拠形アクセス・ポイント(HDNG)を SAF フィールドに埋め込むので、目録作成者は記録す
る必要はない。 

 
HDNG: 竹取翁伝||タケトリ オキナ デン<EA00008736> 



SAF: 竹取物語(KOTEN:5389) ||タケトリ モノガタリ<EA00008747> 
NOTE: 竹取物語の祖形 
 
 D2  
相互参照先のデータとリンク関係を成立させない場合は、目録作成者が参照先の典拠形

アクセス・ポイントと一致した形を記録する。 
 
HDNG: Merchant of Venice (Motion picture : 2004) 
SAF: Shakespeare, William, 1564-1616. Merchant of Venice. 
NOTE: Motion picture adaptation of (work):  Shakespeare, William, 1564-

1616. Merchant of Venice. 
 
14.3.2E 〔フィールドの繰り返し〕 
からも見よ参照が複数存在する場合は、SAF フィールドをその数だけ繰り返して記録す

る。 
 
14.3.2F 《注意事項》 
F1 
リンク関係を成立させない場合とは、参照 MARC には著作の典拠形アクセス・ポイント

があるが、総合目録データベースでは典拠形アクセス・ポイントが作成されていないよう
な場合である。 

 
F2 
SAF フィールドに字体の相違、使用した言語の相違による異形アクセス・ポイント等、

本来ならば別途に典拠データを作成しない形を記述してはならない。これらは、必要に応
じて SF フィールドに記録する。 

 
F3 
SAF フィールドに対して、なぜ参照としたのか、どのような参照であるのかといった説

明的文言、いわゆる「説明付き参照」は記録してはならない。これらは、必要に応じて
NOTE フィールドに記録する。 
 
14.4.1 NOTE 
14.4.1A 〔形式〕 
NOT
E 

入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

注記 必須１ 可変長 1024 バイト 128 



 
14.4.1B 〔記述文法〕 
記述文法については、「付録 6.6 著作名典拠データの記述文法」を参照のこと。 
 
14.4.1C 〔フィールド内容とデータ要素〕 

NOTE フィールドには、データ作成・修正等に関する各種情報を記録する。 
 NOTE フィールドは、他のフィールドには記録できないが、各参加機関が必要とする各
種情報を記録するために設けられたフィールドである。 
 
14.4.1D 〔データ記入及び記入例〕 
D1 

著作の典拠形アクセス・ポイントを決定し、典拠データ作成の根拠とした目録対象資料
について、そのタイトル、出版者、出版年等の書誌情報を記録する。 
 また、国文学研究資料館の提供する「国書データベース」を根拠とした場合や、何らか
の資料に拠ったのではなく推量による記述等の場合にも、その旨を記録する。 
 

(例) 
 NOTE:捜神記 / 干宝著 ; 竹田晃訳 (平凡社, 1964) による 
(例) 
 NOTE:国文学研究資料館「国書データベース」による 
(例) 
 NOTE:アクセス・ポイントのヨミは推量による 

 
D2 

著作名典拠データの識別に有効な場合は、国文学研究資料館の提供する「国書データベ
ース」の著作レコード中の「分類」「成立年」等を記録することが望ましい。 
 

(例) 
 HDNG:太平記(KOTEN:5298)||タイヘイキ 
 NOTE:浄瑠璃 
 （「分類」が軍記物語や黄表紙の「太平記」ではない）" 

D3 
SAF フィールドに相互参照先のデータとリンク関係を記録する場合、関連指示子あるい

はどのような関連かといった説明的文言を記録することが望ましい。 
 

(例) 
HDNG: 竹取翁伝||タケトリ オキナ デン<EA00008736> 



SAF: 竹取物語(KOTEN:5389) ||タケトリ モノガタリ<EA00008747> 
NOTE: 竹取物語の祖形 
 



 

目録情報の基準 第 6 版 

第 0 部 日本目録規則 2018 年版について 
 
0.0 日本目録規則 2018 年版の NACSIS-CAT への適用について 

日本目録規則 2018 年版（以下「NCR2018」という。）は、それまでの日本目録規則 1987 
年版（以下「NCR1987」という。）を抜本的に見直し、準国際的に普及している目録規則で 
ある RDA との相互運用性を意識して策定されている。RDA は、FRBR、FRAD、FRSAD と 
いった実体関連分析の手法を使用した概念モデルに基づいており 1、その概念モデルは実
体、関連、属性を構成要素としている。 

NACSIS-CAT の国際標準への対応を進めるため、NACSIS-CAT が準拠する目録規則を 
NCR2018 に変更する。RDA は、「英米目録規則第 2 版」（以下「AACR2」という。）の
後継の目録規則ではあるが、頻繁な更新が行われ、オンライン共同分担目録方式に必要な
統一的な運用方針を常に更新することが困難であること、NCR2018 は洋資料の運用も想定
された規則であることから、和資料と洋資料の目録規則を NCR2018 に統一する。目録用
言語は従来通り、和資料は日本語、洋資料は英語とする。 

以下は、NACSIS-CAT との比較を行うため、NCR2018 の「第 0 章 総説」について項目
を引用しつつ概説する。なお、「第 0 章 総説」のうち、#0.1～#0.2、#0.4、#0.5.7～
#0.5.9、 #0.6～#0.9、付表は割愛している。 

 
0.1 概念モデル 

NCR2018 #0.3 本規則が依拠する概念モデル 

本規則が依拠する概念モデルは、FRBR 等の概念モデルを基本としている。FRBR 等は実体関
連分析の手法を使用した概念モデルであり、実体、関連、属性をその構成要素とする。本規則が
依拠する概念モデルの概要を、図 0.3 に示す。 

 
 
 
 
 

 

 
1  2020 年 12 月から RDA は、FRBR、FRAD、FRSAD の 3 つの概念モデルを統合した新たな
概念モデルである、IFLA Library Reference Model (LRM)に対応している。 



 

 

（出典：「日本目録規則 2018 年版」（日本図書館協会目録委員会編、2018 年）p23     ） 
 
 

0.1.1 実体 

NCR2018 #0.3.1 実体 

実体は、書誌データの利用者の主要な関心対象を表す単位である。目録は、各種の実体につ
いての記述（属性および関連の記録）から成る。 

本規則における実体は、第 1 グループ、第 2 グループ、第 3 グループの 3 種から成り、合わせ
て 11 個ある。 

第 1 グループの実体は、知的・芸術的成果を表す。次の 4 つの実体があり、著作、表現形、
体現形、個別資料の順に、順次具現化される構造をもつ。 

 
a) 著作 

個別の知的・芸術的創作の結果、すなわち、知的・芸術的内容を表す実体である。例
えば、紫式部による『源氏物語』の知的・芸術的内容は、著作である。著作には、法令
等、音楽作品などを含む。また、雑誌など多くの著作を収録した資料も、その全体の知
的・芸術的内容を、著作ととらえる。 
 

b) 表現形 

文字による表記、記譜、運動譜、音声、画像、物、運動等の形式またはこれらの組み合
わせによる著作の知的・芸術的実現を表す実体である。例えば、著作『源氏物語』の原テ
キスト（厳密には各系統がある）、各種の現代語訳、各種の外国語訳、朗読（話声）など
は、それぞれ表現形である。音楽作品の場合は、ある作品（著作）の記譜や個々の演奏
が、それぞれ表現形である。 
 

c) 体現形 



 

著作の表現形を物理的に具体化したものを表す実体である。例えば、著作『源氏物語』
のある現代語訳のテキスト（表現形）の単行本、文庫本、大活字本、電子書籍などは、
それぞれ体現形である。 
 

d) 個別資料 

体現形の単一の例示を表す実体である。例えば、刊行された図書の、図書館等に所蔵
された個別の一点一点は、それぞれ個別資料である。2 巻組の辞書のように、複数のユ
ニットから成ることもある。 

本規則では、第 1 グループの実体の総称として、「資料」の語を用いる。また、体現
形または表現形を種類分けする場合（例えば、更新資料、地図資料、三次元資料）、情
報源に言及する場合（例えば、資料自体、資料外）などに、必要に応じて「資料」の語
を用いることがある。 

 
第 2 グループの実体は、知的・芸術的成果を生み出す主体を表す。次の 3 つの実体がある。 

e) 個人 
（略） 

f) 家族 
（略） 

g) 団体 
（略） 

第 3 グループの実体は、著作の主題となるものを表す。次の 4 つの実体がある。 
h) 概念 

（略） 
i) 物 

（略） 
j) 出来事 

（略） 
k) 場所 

（略） 
さらに、第 1 グループおよび第 2 グループの各実体を、著作の主題として、第 3 グループの
実体とみなすことがある。 
本規則では、第 3 グループの実体の総称として、「主題」の語を用いることがある。 

（出典：同書 p24-25） 

 NACSIS-CAT では統一書名典拠データセットを、著作の典拠データセットとし、名称も「著
作典拠データセット」に変更する。書誌データとの関連はリンクブロックの UTL データで表さ
れる。 
 表現形については独立したデータ作成は行わないが、UTL データ上に表現形の識別要素を記
録することができる。 
 体現形が書誌データ作成の基本になるが、書誌データの中には上記の著作、表現形の要素も
含んだ形となる。 
 個別資料は所蔵データとして表される。 



 

 
0.1.2 属性 

NCR2018 #0.3.2 属性 
属性は、実体の発見・識別等に必要な特性である。実体ごとに必要な属性を設定する。属性の記

録は、関連の記録とともに、実体についての記述を構成する。 
（出典：同書 p25） 

 
NACSIS-CAT のフィールド定義における「属性」（固定長/可変長）とは異なる概念で

ある。 
 

0.1.3 関連 

NCR2018 #0.3.3 関連 

関連は、実体（資料、個人・団体、主題）間に存在する様々な関係性である。異なる実体間
に存在する関連（例えば、著作とそれを創作した個人との関連）と、同じ種類の実体間に存在
する関連（例えば、ある著作とそれを映画化した別の著作との関連）とがある。関連の記録は、
属性の記録とともに、実体についての記述を構成する。 
（出典：同書 p25） 

 
NACSIS-CAT では、関連に該当するものとして以下のリンクがある。なお、関連は、

CW フィールドなど、コーディングマニュアルの「記述ブロック」に書かれる場合もあ
る。 
(1) 書誌構造リンク 

図書の体現形の書誌データと本基準 0.2.6 における最上位の書誌レベルの体現形の書誌
データとの関連 

(2) 所蔵リンク 
図書および雑誌の体現形の書誌データと個別資料の所蔵データとの関連 

(3) 著者名リンク 
図書および雑誌の体現形の書誌データと個人・家族・団体に対する著者名典拠データとの
関連 

(4) 著作名リンク 
図書の体現形の書誌データと著作の典拠データとの関連 

(5) からも見よ参照リンク 
本基準 0.1.4 の統制形アクセス・ポイントの典拠形アクセス・ポイント同士の関連 

(6)      タイトル変遷リンク 
先行雑誌（変遷前誌）の書誌データ内にあらわされる著作と後続雑誌（変遷後誌）     
の書誌データ内にあらわされる著作との関連 

 
 



 

0.1.4 名称、識別子と統制形アクセス・ポイント 

NCR2018 #0.3.4 名称、識別子と統制形アクセス・ポイント 

本規則における実体の識別には、名称および（または）識別子、名称を基礎とする統制形ア
クセス・ポイントが重要な役割を果たす。      
名称は、それによって実体が知られている、語、文字および（または）その組み合わせであ
る。例えば、資料の名称としての「タイトル」がある。 

識別子は、実体を一意に表し、その実体と他の実体を判別するのに役立つ番号、コード、
語、句などの文字列である。識別子の具体例としては、ISBN、ISSN が挙げられる。 

目録の機能を実現するためには、典拠コントロールを行い、各実体に対して統制形アクセ
ス・ポイントを設定する必要がある。統制形アクセス・ポイントには、典拠形アクセス・ポイ
ントと異形アクセス・ポイントがある。統制形アクセス・ポイントは、名称またはタイトルを
基礎として構築する。 
（出典：同書 p25-26） 

NACSIS-CAT では、典拠形アクセス・ポイントは、これまでの著者名典拠データ、統
一書名典拠データの統一標目形に該当し、NCR2018 に合わせて典拠形アクセス・ポイント
の語を使用する。また統一書名典拠データは NCR2018 適用後は、著作典拠データに変更
する。異形アクセス・ポイントは、著者名典拠データ、著作典拠データの「から見よ参
照」に該当する。 

 
0.2 概要 

#0.5 本規則の概要 

0.2.1 エレメント 

NCR2018 #0.5.1 エレメント 

本規則は、目録の機能の実現に必要となる、実体の属性および実体間の関連を「エレメント」
として設定し、記録の範囲や方法を規定する。 
（出典：同書 p26） 

NACSIS-CAT では、「エレメント」はフィールドもしくはフィールドのデータ要素に該
当する。 

 
0.2.1.1 下位のエレメント 

NCR2018 #0.5.1.1 下位のエレメント 

エレメントを細分する場合がある。この場合、下位のエレメントには、エレメント・サブタ
イプとサブエレメントとがある。 

エレメント・サブタイプは、エレメントを種類によって区分したときの下位のエレメントで
ある。例えば、エレメント「タイトル」における本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情
報などである。 

サブエレメントは、エレメントの構成部分となる下位のエレメントである。例えば、エレメ
ント「出版表示」における出版地、出版者、出版日付などである。（出典：同書 p26-27） 



 

 
NACSIS-CAT では、「エレメント・サブタイプ」、「サブエレメント」共に、フィール

ドのデータ要素に該当する。 
 

0.2.1.2 コア・エレメント 

NCR2018 #0.5.1.2 コア・エレメント 

エレメントのうち、資料の発見・識別に欠かせないものを「コア・エレメント」とする。特
定の条件を満たす場合にのみコア・エレメントとするものもある。コア・エレメントは、適用
可能でかつ情報を容易に確認できる場合は、必ず記録するものとする。 

（参照: #0 末尾の付表を見よ。） 

当該のエレメントがコア・エレメントであるとき、規定の冒頭においてその旨を明記した。明
記していないエレメントは、任意のエレメントであ。 
（出典：同書 p27） 

NACSIS-CAT では、「コア・エレメント」を「必須 1」、「必須２」とする。 

「コア・エレメント」でない「エレメント」は、入力レベルが「選択」のフィールドに
該当するが、NACSIS-CAT のシステム上必要となる場合は、NCR2018 で「コア・エレメ
ント」でない「エレメント」も「必須 1」、「必須 ２」とすることができる。 

 
0.2.1.3 エレメントの記録の方法 

NCR2018 #0.5.1.3 エレメントの記録の方法 

記録の方法の観点から見て、エレメントには次の種類がある。 

a) 情報源における表示の転記を原則とするエレメント 
b) 統制形による記録を行うエレメント 
c) 本規則に提示された語彙のリストからの選択を原則とするエレメント 
d) 計数・計測した値（量や大きさなど）の記録を原則とするエレメント 
e) 上記のいずれにもよらず、文章等により記録を行うエレメント 
（参照: #1.9 を見よ。）（出典：同書 p27） 

 
 NACSIS-CAT では、各フィールドの規定に即して a)～e)の各方法を適切に選択する。NOTE
フィールドに表現種別・機器種別・キャリア種別の用語や基底材、制作手段の属性のエレメン
トなどを記録する場合は、ｃ)の NCR2018 の語彙のリストからの選択を行う。 

 
 
 
 
 



 

0.2.1.4 実体の記述 

NCR2018 #0.5.1.4 実体の記述 

各実体について、その属性および関連のエレメントの記録を行ったデータの集合を、「記述」
と呼ぶ。 
（出典：同書 p27） 

本基準第 1 部～第 3 部において「記述」という用語を使用しているが、第 0 部において
「記述」は、上記の意味で用いる。（ただし、本基準 0.1.3 の「記述ブロック」は除く） 

 
0.2.2 属性の記録 

NCR2018 #0.5.2 属性の記録 

実体ごとに、その発見・識別等に必要な属性のエレメントを設定している。このうち、体現
形に関する属性の記録が、資料の識別に根幹的な役割を果たす。 

（参照: #1.3 を見よ。） 

著作、表現形、個人・家族・団体、概念、物、出来事、場所に関する属性の記録の多くは、
典拠コントロールに用いる。 
（出典：同書 p27） 

 
NACSIS-CAT での属性の記録は 、適用細則を参照すること。NACSIS-CAT の書誌デー

タには、原則として体現形に関する属性を記録するが、著作、表現形の属性も記録する場
合がある。和古書、漢籍、西洋古典籍等の古典籍資料の書誌データは、体現形、著作、表
現形に加え、個別資料に関する属性も記録することができる。著作、個人・家族・団体
は、典拠形アクセス・ポイントとして、それぞれ著作典拠データ、著者名典拠データを作
成する。NACSIS-CAT では著者名典拠データは会議についても作成しているため、著者名
典拠データのコーディングマニュアルは個人・家族・団体・会議の項目となっている。 

 
0.2.3 資料の種別 

NCR2018 #0.5.3 資料の種別 

資料の種別について、表現形の種類を表す「表現種別」（参照: #5.1 を見よ。）、体現形の 
種類を表す「機器種別」（参照: #2.15 を見よ。）と「キャリア種別」（参照: #2.16 を見
よ。）、刊行方式の区分（参照: #2.12 を見よ。）を設定して、多元的にとらえる。 

従来の目録規則がとっていた資料種別による章立ては行わない。属性等の記録において、特定
の種別の資料に適用される規定がある場合は、原則として一般的な規定の後に置く。 
（出典：同書 p27） 

 
NCR2018 の資料の種別は、NACSIS-CAT の一般資料種別コード，特定資料種別コード

（GMD/SMD） とは体系が異なる。NCR2018 適用後も、GMD/SMD は継続する。 
 NCR2018 では、「機器種別」、「キャリア種別」、「表現種別」の用語は、それぞ



 

れ、表 2.15.0.2、表 2.16.0.2、表 5.1.3 に記載されており、NACSIS-CAT では、これらの
表から適切な用語を選択し、注記に記録する。参考のため、NCR2018 の表 2.15.0.2、表 
2.16.0.2、表 5.1.3 を以下に引用する。 

 
NCR2018 表 0-1 機器種別 
映写 projected 

動画または静止画を保持し、映画フィルム・プロジェクター、スライド・プロジェクター、

OHP などの映写機器の使用を想定した体現形に適用する。二次元、三次元いずれの画像も該

当する。 

オーディオ audio 

録音音声を保持するなどし、ターンテーブル、オーディオカセット・プレーヤー、CD プレ
ーヤー、MP3 プレーヤーなどの再生機器の使用を想定した体現形に適用する。アナログ方
式、デジタル方式いずれの音声も該当する。 

顕微鏡 microscopic 

肉眼では見えない微小な対象を見るために、顕微鏡などの機器の使用を想定した体現形 
に適用する。 
コンピュータ computer 

電子ファイルを保持し、コンピュータの使用を想定した体現形に適用する。コンピュータ・
テープ、コンピュータ・ディスクなどにローカル・アクセスする場合と、ファイル・サーバ
を通じてリモート・アクセスする場合のいずれも該当する。 

ビデオ video 

動画または静止画を保持し、ビデオカセット・プレーヤー、DVD プレーヤーなどの再生機
器の使用を想定した体現形に適用する。アナログ方式、デジタル方式いずれの画像も該当す
る。二次元、三次元いずれの画像も該当する。 

マイクロ microform 

閲覧するために拡大を必要とするマイクロ画像を保持し、マイクロフィルム・リーダー、マ
イクロフィッシュ・リーダーなどの機器の使用を想定した体現形に適用する。透明、不透明
いずれの媒体も該当する。 

立体視 stereographic 

三次元効果を与えるように、対をなす静止画によって構成され、ステレオスコープ、立体視
ビューワなどの機器の使用を想定した体現形に適用する。 
機器不用 unmediated 

機器を使用せず、人間の感覚器官を通して直接認識することを想定した体現形に適用する。
印刷、手描き、点字などによって作製された資料、彫刻、模型などの三次元資料が該当す
る。 

該当する機器種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録する。 
該当する機器種別が容易に判明しない場合は、「不明」または「unspecified」と記録する。 



 

（出典：同書 p224 の表 2.15.0.2 機器種別の用語） 

 
NCR2018 表 0-2 キャリア種別 

対応する機器種別* キャリア種別 

映写 projected トランスペアレンシー overhead transparency 

 
スライド slide 

フィルム・カセット film cassette 

フィルム・カートリッジ film cartridge 

フィルムストリップ filmstrip 

フィルムストリップ・カートリッジ filmstrip cartridge 

フィルムスリップ filmslip 

フィルム・リール film reel 

フィルム・ロール film roll 

オーディオ audio オーディオカセット audiocassette 

オーディオ・カートリッジ audio cartridge 

オーディオ・シリンダー audio cylinder 

オーディオ・ディスク audio disc 

オーディオテープ・リール audiotape reel 

オーディオ・ロール audio roll 

サウンドトラック・リール sound-track reel 



 

顕微鏡 microscopic 顕微鏡スライド microscope slide 

コンピュータ computer コンピュータ・カード computer card 

コンピュータ・チップ・カートリッジ computer chip cartridge 

コンピュータ・ディスク computer disc 

コンピュータ・ディスク・カートリッジ computer disc 
cartridge 

コンピュータ・テープ・カセット computer tape cassette 

コンピュータ・テープ・カートリッジ computer tape cartridge 

コンピュータ・テープ・リール computer tape reel 

オンライン資料 online resource 

ビデオ video ビデオカセット videocassette 

ビデオ・カートリッジ video cartridge 

ビデオディスク videodisc 

ビデオテープ・リール videotape reel 

マイクロ microform アパーチュア・カード aperture card 

マイクロオペーク microopaque 

マイクロフィッシュ microfiche 

マイクロフィッシュ・カセット microfiche cassette 

マイクロフィルム・カセット microfilm cassette 

マイクロフィルム・カートリッジ microfilm cartridge 



 

マイクロフィルム・スリップ microfilm slip 

マイクロフィルム・リール microfilm reel 

マイクロフィルム・ロール microfilm roll 

立体視 stereographic 立体視カード stereograph card 

立体視ディスク stereograph disc 

機器不用 unmediated オブジェクト object 

カード card 

冊子 volume 

シート sheet 

フリップチャート flipchart 

巻物  roll 

 
該当するキャリア種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録する。 
該当するキャリア種別が容易に判明しない場合は、「不明」または「unspecified」と記録す
る。 
*表 2.16.0.2 は機器種別とキャリア種別の一般的な対応関係を示したものであり、例外的に、こ
の表に記載されていなくても適切な用語の選択が必要となる場合がある。 
【機器種別】 オーディオ 
【キャリア種別】 冊子 
（スキャントークリーダーで再生されるバーコードが印刷された冊子体資料） 
（出典：同書 p225 の表 2.16.0.2 機器種別の用語） 
 

NCR2018 表 0-3 表現種別 
テキスト text 
視覚認識する言語表現に適用する。 

テキスト（触知） tactile text 
触覚認識する言語表現に適用する。点字、ムーン・タイプなどの触読文字が該当する。 



 

楽譜 notated music 
視覚認識する音楽記譜に適用する。 

楽譜（触知） tactile notated music 
触覚認識する音楽記譜に適用する。点字楽譜などが該当する。 

運動譜 notated movement 
視覚認識する運動記譜に適用する。 

運動譜（触知） tactile notated movement 
触覚認識する運動記譜に適用する。 

地図 cartographic image 
視覚認識する静止画としての地図表現に適用する。シート状の地図、地図帳、対景図、リモ
ートセンシング図などが該当する。 

地図（触知） cartographic tactile image 
触覚認識する静止画としての地図表現に適用する。 

地図動画 cartographic moving image 
二次元動画としての地図表現に適用する。地球などの天体を映した衛星動画などが該当す
る。 

三次元地図 cartographic three-dimensional form 
視覚認識する三次元形状の地図表現に適用する。地球儀、地形模型などが該当する。 

三次元地図（触知） cartographic tactile three-dimensional form 
触覚認識する三次元形状の地図表現に適用する。 

地図データセット cartographic dataset 
コンピュータ処理用にデジタル・コード化したデータセットとしての、地図表現によるデー
タに適用する。画像または三次元形状として認識する地図データは除く。 
参照: 地図 
参照: 地図（触知）
参照: 地図動画 
参照: 三次元地図 
参照: 三次元地図（触知） 

静止画 still image 
視覚認識する線、図形、陰影などによる、二次元の静的な画像表現に適用する。線図、絵
画、写真などが該当する。地図は除く。 
参照: 地図 
静止画（触知） tactile image 
触覚認識する線、図形などによる、二次元の静的な画像表現に適用する。 
二次元動画 two-dimensional moving image 
視覚認識する二次元の動的な画像表現に適用する。音声の有無を問わない。映画、ビデオ、
ビデオゲーム（3D グラフィックスを使用したゲームを含む）などが該当する。3D 動画は除
く。また、動画の地図は除く。 
参照: 三次元動画 



 

参照: 地図動画 
三次元動画 three-dimensional moving image 
視覚認識する三次元の動的な画像表現に適用する。音声の有無を問わない。3D 映画、ステ
レオスコピック 3D ビデオゲームなどが該当する。3D グラフィックスを使用したビデオゲー
ムは除く。 
参照: 二次元動画 
三次元資料 three-dimensional form 
視覚認識する三次元形状の表現に適用する。彫刻、模型、自然物、標本、ホログラムなどが
該当する。立体地図、地球儀は除く。 
参照: 三次元地図 
三次元資料（触知） tactile three-dimensional form 
触覚認識する三次元形状の表現に適用する。立体地図などは除く。 
参照: 三次元地図（触知） 
話声 spoken word 
聴覚認識する言語表現に適用する。朗読、話芸、ラジオドラマ、演説、インタビューなどの
録音が該当する。また、コンピュータ発話なども該当する。映像を伴う場合は除く。参照: 
二次元動画 
参照: 三次元動画 
演奏 performed music 
聴覚認識する音楽表現に適用する。録音された音楽演奏、コンピュータ音楽などが該当す
る。映像を伴う場合は除く。 
参照: 二次元動画 
参照: 三次元動画 
音声 sounds 
話声または演奏を除く、聴覚認識する表現に適用する。自然音、人工音のいずれも該当す
る。映像を伴う場合は除く。 
参照: 二次元動画 
参照: 三次元動画 
コンピュータ・データセット computer dataset 
コンピュータ処理用にデジタル・コード化したデータセットに適用する。平均、相関などの
計 算やモデル作成の ため、アプリケーション・ソフトウェに使用される 数値データ、統計デ
ータなどが該当する。コンピュータ処理用の地図データは除く。また、視覚認識または聴覚
認識するデータは除く。 
参照: 地図データセット 
参照: テキスト 
参照: 楽譜  
参照: 運動譜 
参照: 静止画 
参照: 二次元動画
参照: 三次元動画
参照: 話声 



 

参照: 演奏 
参照: 音声 
コンピュータ・プログラム computer program 
コンピュータが処理、実行する指令をデジタル・コード化したデータに適用する。オペレー
ティング・システム（OS）、アプリケーション・ソフトウェアなどが該当する。 

該当する表現種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録する。 
該当する表現種別が容易に判明しない場合は、「不明」または「unspecified」と記録する。 

（出典：同書 p388-390 の表 5.1.3 表現種別の用語） 
 
 

0.2.4 アクセス・ポイントの構築 

NCR2018 #0.5.4 アクセス・ポイントの構築 

実体ごとに、規定に基づいて必要な属性を組み合わせ、実体に対する典拠形アクセス・ポイ
ントと異形アクセス・ポイントを構築する。 

#0.4 に挙げた機能を実現するためには、典拠コントロールを行う必要がある。当該実体を他
の実体と一意に判別する典拠形アクセス・ポイントは、典拠コントロールに根幹的な役割を果
たし、関連の記録にも用いる。他方、異形アクセス・ポイントは、典拠形アクセス・ポイント
とは異なる形から実体を発見する手がかりとなる。 

両者は、ともに統制形アクセス・ポイントである。ほかに非統制形アクセス・ポイントがあ
る。 
（参照: #21 を見よ。）（出典：同書 p27-28） 

NACSIS-CAT での、典拠形アクセス・ポイント、異形アクセス・ポイントの記録は、本
基準 0.1.4 を参照すること。 

 
0.2.5 関連の記録 

NCR2018 #0.5.5 関連の記録 

資料や実体の発見、識別に必要な、実体間の様々な関係性を表現する、関連のエレメントを
規定している。 

関連する実体の識別子、典拠形アクセス・ポイント等によって、関連の記録を行う。エレメ
ントによっては、関連の詳細な種類を示す「関連指示子」を設け、用いる語彙のリストを提示
する。 
（出典：同書 p28） 

 
NACSIS-CAT での、関連の記録は、本基準 0.1.3 および適用細則を参照すること。著者名リン
クでは著作・表現形と個人・家族・団体の関連の詳細な種類を示す関連指示子を使用する。 
 
 
 
 



 

0.2.6 書誌階層構造 

NCR2018 #0.5.6 書誌階層構造 

体現形の構造を固有のタイトルを有する複数のレベルから成る書誌階層構造ととらえ、記述対
象を任意の書誌レベルから選択できることとする。特に、形態的に独立した資料だけでなく、そ
の構成部分も記述対象とできるよう規定した。一方で、記述対象として選択することが望ましい
基礎書誌レベルについても規定している。書誌階層構造は、FRBR で規定する体現形における関
連の一種（全体と部分）に相当する。一つの書誌レベルの記述において、上位書誌レベルの情報
は属性の記録および関連の記録として規定し、下位書誌レベルの情報は専ら関連の記録として規
定する。 
（参照: #1.5.1 を見よ。）（出典：同書 p28） 

 

#1.5 書誌階層構造と記述のタイプ 

#1.5.1 書誌階層構造 

体現形は、シリーズとその中の各巻、逐次刊行物とその中の各記事のように、それぞれが固
有のタイトルを有する複数のレベルとして、階層的にとらえることができる。これを書誌階層
構造という。 

書誌レベルは、書誌階層構造における上下の位置づけを示す。記述対象として選択すること
が望ましい書誌レベルを、基礎書誌レベルという。その上下の書誌レベルを、それぞれ上位書
誌レベル、下位書誌レベルと定める。 

データ作成者は、任意の一つの書誌レベルを選択し、体現形の記述（包括的記述または分析的記
述）を作成する。 
（参照: #1.5.2.1、#1.5.2.2 を見よ。） 

複数の書誌レベルを選択し、それらの記述を組み合わせた階層的記述を作成することもでき
る。 
（参照: #1.5.2.3 を見よ。） 

一つの書誌レベルの記述において、上位書誌レベルの情報は、属性の記録（シリーズ表示）、
および（または）関連の記録（体現形間の上位・下位の関連）として記録することができる。
下位書誌レベルの情報は、専ら関連の記録（体現形間の上位・下位の関連）として記録するこ
とができる。異なる書誌レベルにそれぞれ対応した複数の記述を作成し、関連の記録によって
相互に結びつけることもできる。 
（参照: #43.3 を見よ。） 

 



 

 

 

基礎書誌レベルについては、刊行方式に応じて、次のとおりに設定する。 

a) 単巻資料 
それ自体を基礎書誌レベルとする。 
b) 複数巻単行資料 
全体を構成する各部分が固有のタイトルを有する場合は、そのタイトルを有する部分（1 巻、複
数巻）を基礎書誌レベルとする。各部分が固有のタイトルを有しない場合は、全体を基礎書誌レ
ベルとする。 
c) 逐次刊行物 
その全体を基礎書誌レベルとする。ただし、それぞれ独立した順序表示をもつ部編等に分かれ
ている場合は、部編等を基礎書誌レベルとする。 

d) 更新資料 
その全体を基礎書誌レベルとする。 
なお、固有のタイトルを有しない物理的（または論理的）な単位に記述対象を分割して扱う場
合は、その単位を物理レベルとよぶ。物理レベルで記述を作成してもよい。 
（出典：同書 p45-46） 

書誌階層構造については、NCR2018 の#0.5.6 の参照先である#1.5.1 の説明が詳しいため、 
#1.5.1 も引用した。 

NACSIS-CAT では、近い用語として、「物理レベル」には NACSIS-CAT の図書書誌の
「出版物理単位」が、「基礎書誌レベル」には NACSIS-CAT の図書書誌の「単行書誌単
位」、雑誌書誌の「逐次刊行物書誌単位」が、「基礎書誌レベル」の「上位書誌レベル」
には NACSIS- CAT の図書書誌の「集合書誌単位」が、それぞれ存在する。 

NACSIS-CAT の図書書誌は、単行書誌単位を記述対象とするが、データの作成単位は、出
版物理単位とする。 

書誌階層構造については本基準 4.3、書誌単位については本基準 4.2 を参照すること。 

 
 



 

0.3 NCR2018 と NACSIS-CAT の用語の対応表 
 

0.1～0.2 で概説した NCR2018 と NACSIS-CAT の用語の対応表を出現順に以下の表 0-4 に
まとめる。 

 
表 0-4 NCR2018 と NACSIS-CAT の用語の対応表 
NCR2018 の用語 NACSIS-CAT の用語 

著作/表現形/体現形/個別資料 （対応する用語はない） 

典拠形アクセス・ポイント 著者名典拠データ、著作典拠データの典拠形
アクセス・ポイント(HDNG フィールド) 

異形アクセス・ポイント 著者名典拠データ、著作典拠データの「か 
ら見よ参照」(SF フィールドグループ) 

(実体の属性および実体間の関連として
の)エレメント 

フィールドおよびフィールドのデータ要素 

エレメント・サブタイプ フィールドのデータ要素 
サブエレメント フィールドのデータ要素 
コア・エレメント 入力レベルが「必須 1」、「必須 2」のフィ

ールドおよびフィールドのデータ要素 
(コア・エレメントでない)エレメント おもに入力レベルが「選択」のフィールドおよ

びフィールドのデータ要素 
機器種別/キャリア種別/表現種別 （対応する用語はない） 
（書誌階層構造の）物理レベル 図書書誌の出版物理単位 
（書誌階層構造の）基礎書誌レベル 図書書誌の単行書誌単位、雑誌書誌の逐次刊行

物書誌単位 
（書誌階層構造の）基礎書誌レベルの上 
位書誌レベル 

図書書誌の集合書誌単位 

 

1 総合目録データベースの概要 

総合目録データベースとは，全国の大学図書館等が所蔵する図書，逐次刊行物等につい
ての目録所在情報をデータベース化したものである。（目録所在情報データベース） 

 
1.1 総合目録データベース形成の目的 

総合目録データベース形成の目的は，次の 2 点である。 

 書誌情報の共有を行い，大学図書館等における目録業務の負担を軽減する
こと 

 形成された目録所在情報によって，資料の共用を促進すること 



 

 
1.2 総合目録データベースの形成方法 

総合目録データベースは，その形成方法として，次のような特徴を有している。 

 
 データ入力は，各大学図書館等が共同分担方式で行う

こと 
 書誌情報は，各大学図書館等で共有すること 
 各国の全国書誌 MARC 等を導入し，データ入力に利用すること総合目録データベー

スの形成が，同時に大学図書館等の目録データベースの構築につながること 
 
共同分担入力の主体は，学術情報ネットワークに加入する大学図書館等である。ただ

し，雑誌データベースについては，1953-2001 年に冊子体が刊行されていた学術雑誌総合
目録編集事業の結果も含まれる。 

 
1.3 総合目録データベースの環境 

我が国の大学図書館等においては，各種の標準的な目録規則が使用されており，さら
に，目録業務において，国立図書館等が頒布する MARC 等を利用することも定着してい
る。 

 
一方，総合目録データベースにおけるデータ入力の標準化は，各種目録規則，MARC 間

の異同を超越した一定の枠組みの中で実現が可能となるものである。 
 

総合目録データベースの環境設定に当たっては，これらの点を十分にふまえた設計がな
されている。 

 
1.3.1 MARC 

MARC とは，各国の国立図書館等が作成する全国書誌，典拠情報等の機械可読目録 
（MAchine Readable Catalog）のことである。 

 
USMARC，JPMARC 等の各種 MARC は，総合目録データベースとは異なるフォーマッ

トでデータが作成されているが，PREBOOK データセット，参照データセットへの格納の
際に，それらの違いを吸収できるような仕組みとなっている。 

 
フォーマットの異なる各種 MARC を同時に一つのシステムの中で利用できることは，目

録システムの大きな特徴である。 
 

1.3.2 参照データセット 

参照データセットとは，MARC を総合目録データベースのデータセット形式に合わせて



 

変換したものである。図 1－1 において，MARC と参照データセットを結ぶ情報の流れは， 
MARC から各参照データセットへの，フォーマット変換とデータロードを表している。 

 
参照データセットは，総合目録データベースの形成を支援するために設置された「参

照」のためのデータセットである。参照データセット（及び MARC）は，互いに連関した
総合目録データベースの内部ではなく，参照という形で外部に位置づけられている。 

 
1.3.3 総合目録データベース 

図 1－1 において，参照データセットと総合目録データベースを結ぶ情報の流れは，参照デー
タセット中のデータを利用して総合目録データベースにデータ（書誌，典拠）を作成すること
を表している。 

 
なお，総合目録データベース中の各データは，後述するように，相互に連関し，全体とし

て総合目録データベースを形成している（本基準 2.1）。 
 

図 1-1 データベース構成図 



 

 
 

 
2 総合目録データベースの構造 

2.1 データセット構成 

総合目録データベースは，書誌，所蔵，典拠，タイトル変遷，RELATION，及び参加組
織のデータセットで構成される。 

 
書誌データセット（BOOK，PREBOOK，SERIAL）は，参加組織が所蔵する図書，又

は逐次刊行物の書誌情報を記録するためのものである。 
 

所蔵データセット（BHOLD，SHOLD）は，各参加組織の所蔵情報を記録するためのも
のである。 

 



 

 典拠データセット（NAME，TITLE）は，個人・家族・団体および著作の典拠形アクセス・ポ
イントやその他の情報を記録するためのものである。 

タイトル変遷データセット（CHANGE）は，雑誌のタイトル変遷にかかわる情報を記録
するためのものである。 

 
RELATION データセット（RELATION）は，並立の関係にある図書書誌データ同士の ID を管理

するためのものである。 
 

参加組織データセット（MEMBER）は，目録システムの参加組織にかかわる情報を記
録するためのものである。 

 
これらのデータセットは，図 2－1 のように，相互に関連しつつ，目録所在情報を表現

する。      

 
図 2-1 データセット関連図 

      
データセットの構造及び関連は、図 2－２のように NCR2018 の概念モデルにあてはめ

ることができる。 



 

 
      

図 2-2 NCR2018 概念モデルデータセット関連図 
 
 

 
2.2 書誌データセット 

書誌データセットは，参加組織の共有データセットであり，資料の書誌情報を管理する
ためのものである。 

 
書誌データセットには，図書書誌データセット（BOOK 及び PREBOOK），雑誌書誌

データセット（SERIAL）がある。これらのデータセットには，それぞれ，本基準 2.2.1 に
よって区分される資料の書誌情報を収録する。 

 
2.2.1 図書と逐次刊行物 

本基準において図書とは，いわゆる図書及びパンフレット等の印刷資料には限定せず，
さまざまな資料形態の単行資料全てのことをいう。また，逐次刊行物とは，資料形態の種
別にかかわらず，終期を予定せずに逐次刊行される資料全てのことをいう。両者の区別
は，対象となる資料の刊行方式にのみかかわる。なお，本基準においては，逐次刊行物を
雑誌とも呼ぶ。 

 
モノグラフシリーズ等，両者の境界領域の資料は，双方のデータセットにデータを作成す

ることが望ましい。すなわち，図書データセットに一つ一つのモノグラフのデータを，ま
た，雑誌データセットにモノグラフシリーズ全体のデータを作成する。 

 
ただし，境界領域の資料について，参加組織が一方のデータのみを作成する場合は，以

下の基準によることができる。 



 

 
 原則として図書扱いとするもの 

モノグラフシリーズ，刊行頻度の極度に低い逐次刊行物，差し替えを行うルーズリーフ
出版物，等 
 原則として雑誌扱いとするもの 

年報（モノグラフシリーズを除く），年鑑，要覧，Advance もの，等 
 

解説（図書書誌データセットと雑誌書誌データセットの違い） 
図書書誌データセットにおいては，個々の巻号の単位がデータ作成単位となる。 

一方，雑誌書誌データセットにおいては，データ作成単位は逐次刊行物書誌単位であり， 
個々の巻号の情報は記録されない。 

 従って，境界領域の資料の個々の巻号に固有のタイトルが存在する場合，個々の巻号の単位
の書誌情報の記録・検索を保証するために，図書扱いが望ましいことになる。 
 

2.2.2 書誌データ 
書誌データは，資料についての書誌的記録である。 

 
書誌的記録とは，資料のタイトル，著者，版等の記録であり，これによって，他の資料

との区別や，同一であることの確認を行うためのものである。 
 

（1） データ作成単位 
図書書誌データセットにおいては，出版物理単位ごとにデータを作成する。一つの資料

に対して，最上位の書誌単位のデータと最下位の書誌単位のデータを作成することができ
るが，最上位の書誌単位のデータの作成は任意である。 

雑誌書誌データセットにおいては，出版物理単位毎ではなく，逐次刊行物のタイトル単
位のデータのみを作成する。個々の巻号の情報は記録されない。 
（2） 情報源 

書誌データは，原則として，各参加組織が所蔵する記述対象資料に基づいて作成する。 
（3） 他のデータとの関係 

図書書誌データは，シリーズとその個々の資料の関係等を示すために，他の書誌データ
との間にリンクを形成することができる。 

また，雑誌書誌データは，タイトル変遷関係を示すために，タイトル変遷データとの間
にリンクを形成する。 

 
書誌データは，著者からの集中機能を果たすために，著者名典拠データとの間にリン

クを形成することができる。 
 

また，図書書誌データは，著作からの集中機能を果たすために，著作典拠データとの
間にリンクを形成することができる。 

 
書誌データは，個々の資料の所蔵状況を示すために，所蔵データとの間にリンクを形成

する。ただし，図書書誌データセットのうち，PREBOOK データセットの書誌データは，



 

所蔵登録をすることで BOOK データセットに移行するため，対応する所蔵データが存在し
ない。 

 
2.3 所蔵データセット 

所蔵データセットは，書誌データセット及び典拠データセットと異なり，参加組織の所
蔵等に関する個別の情報を管理するためのものである。 

 
所蔵データセットには，図書所蔵データセット（BHOLD），雑誌所蔵データセット 

（SHOLD）がある。 
 

2.3.1 所蔵データセットの収録対象 
図書所蔵データセットには，図書書誌データセット（BOOK データセット）に対応した

資料毎の所蔵情報を収録する。 
 

雑誌所蔵データセットには，雑誌書誌データセットに対応した一連の巻号次の所蔵情報
を収録する。 

 
2.3.2 所蔵データ 

所蔵データには，参加組織における資料の所蔵状況及び書誌データには記録できない各
参加組織固有の情報を収録する。 

 
 データ作成単位 

所蔵データは，1 書誌データに対し，かつ各参加組織の配置コード毎に，1 データを作
成する。複数のデータ作成は，許容されない。 

 
 物理単位 

第 5 版適用以前に作成された複数の VOL グループを持つ書誌データ及び例外的に複数
の VOL グループを持つことを認められた書誌データ（4.3.2 参照）については，その数だ
け所蔵データの物理単位フィールドを繰り返すことができる。 

 
 他のデータとの関係 

データの登録を行うと，所蔵データと書誌データとの間のリンク形成が行われる。ま
た，このリンク形成が PREBOOK データセットの書誌データに対して行われた場合，当該
書誌データは BOOK データセットに移行する。 

 
2.4 典拠データセット 

典拠データセットは，参加組織が共有しているデータセットであり，書誌的記録の検索
において集中機能を実現するために、典拠形アクセス・ポイントを管理するものであ
る。 

 
典拠データセットには，著者名典拠データセット（NAME），著作典拠データセット 

（TITLE）がある。 



 

 
2.4.1 典拠データセットの収録対象 

著者名典拠データセットには，著者の典拠形アクセス・ポイントとなる名称を収録す
る。名称には，個人名，家族名，団体名及び会議名がある。 

 
著作典拠データセットには，著作の典拠形アクセス・ポイントとなる著作の名称を収録す
る。 

 
2.4.2 典拠データ 

典拠データには，典拠形アクセス・ポイント及び典拠形アクセス・ポイントに関連する情報
を記録する。 

 
（1） データ作成単位 

典拠データは，同一著者（個人，家族，団体及び会議），あるいは同一著作に対し，1 
データを作成する。 

ただし，目録規則に規定されている場合は，同一個人等に対し，関連する複数のデータ
を作成することがある。 

 
（2） 典拠形アクセス・ポイントと異形アクセス・ポイント 

典拠データの主たる要素である典拠形アクセス・ポイントは，本基準及び目録規則に従
って作成する。目録用言語によってアクセス・ポイントの形が異なる場合は，典拠形アク
セス・ポイントの他に，別の形のアクセス・ポイントを異形アクセス・ポイントの一つと
して、から見よ参照（SF）に記録することができる。 

また，本基準，又は目録規則によらない各参加組織独自のアクセス・ポイントの形は，
所蔵データに記録することができる。 

 
（3） 他のデータとの関係 

典拠データは，通常，一つ以上の書誌データとの間にリンク形成が行われている。 
また，からも見よ参照（SAF）が存在する場合は，対応する典拠データとの間にリンクを形
成することができる。 
 

2.5 タイトル変遷データセット 
タイトル変遷データセット（CHANGE）は，逐次刊行物のタイトルの変遷関係を示すた

めのものである。このデータセットは，国立情報学研究所におけるタイトル変遷関係の確
証作業によって構築される。 

 
2.5.1 タイトル変遷データ 

タイトル変遷データは，複数の雑誌書誌データとの間にリンク形成が行われている。 
 

2.6 RELATION データセット 
RELATION データセット（RELATION）は，並立の関係にある図書書誌データ同士の 

ID を管理するためのものである。このデータセットは，国立情報学研究所において機械処



 

理によって構築される。 
 

2.7 参加組織データセット 
参加組織データセット（MEMBER）は，参加組織及び配置コードに関する情報を管理

するためのものである。 
 

参加組織とは，「国立情報学研究所目録所在情報サービス利用規程（平成 16 年 4 月 1 日
制定）」の定めるところにより，国立情報学研究所に目録所在情報サービスの利用を申請
し，承認された図書館等のことである。 

 
各図書館等は，必要に応じて，複数の参加組織を設定することができる。 

 
配置コードとは，目録システムに登録された，各参加組織における図書室等，配置場所

の名称の略語形である。 
 

1 参加組織内に複数の図書室等があり，それらを識別する必要がある場合は，複数の配
置コードを設定することができる。 

 
2.8 リンク関係 

図 2－1 で各データセット間を結ぶ線は，リンク関係を表したものである。 
 

リンク関係の表現は，実際には各データの特定のフィールド（リンクフィールド）中
に，リンク先データの ID が記録されることによって行われる。ID は，目録システムにお
いて各データを一意的に識別するための番号であり，この番号によってリンク先データが
特定されることになる。 

 
リンク関係は，リンクフィールドが繰り返し可能である場合，1：n の関係になる。例え

ば，書誌データの AL フィールドは繰り返し可能であり，1 書誌に対して n 人の著者の存
在が認められる。逆に，1 人の著者は，m 個の著作を著すことがある。この関係は m：1 
となる。 

 
一方，一つの所蔵データは，一つの書誌データに対してしかリンク関係を持つことがで

きない。その意味で，書誌データと所蔵データの関係は，常に 1：n となる。 
 

リンクで関連づけられたデータ間の関係は，データ ID 以外に，より具体的な情報をも表 
示すことでさらに明確になる。例えば，書誌データと著者名典拠データのリンク関係では，
書誌データの AL フィールドに，リンク先著者名典拠データのデータ ID と典拠形アクセ
ス・ポイントが表 示される。 

 
データ間の関連性をリンクという方法で表現することは，総合目録データベースの大き

な特徴である。また，このリンク形成によって相互のデータ検索が容易になることも，特
徴の一つである。 



 

 
2.8.1 書誌構造リンク 

図 2－1 には示されていないが，図書書誌データ間のリンクとして，書誌構造リンクが
ある。 

 
書誌構造リンクは，シリーズ又はセットものにおける各冊の書誌単位と，全体を表す書

誌単位のそれぞれについてデータを作成し，前者（子書誌データ）から後者（親書誌デー
タ）に対してリンク形成を行うものである。ただし，この書誌構造リンクは，必須ではな
い。 

 
2.8.2 所蔵リンク 

図 2－1 で書誌データセットと所蔵データセットを結ぶ線で示されているのが，所蔵リン
クである。 

 
所蔵リンクは，資料の書誌的記録と，参加組織における所蔵状況のそれぞれについてデ

ータを作成し（書誌データ，所蔵データ），両者の間でリンク形成を行うものである。こ
の関係づけは，総合目録の本来の機能である所在情報サービスに相当する。 

 
2.8.3 著者名リンクと著作リンク 

図 2－1 で書誌データセットと著者名典拠データセット，図書書誌データセットと著作典
拠データセットを結ぶ線で示されているのが，それぞれ著者名リンク，著作リンクであ
る。 

 
著者名リンクは，資料の書誌的記録と，著者の典拠形アクセス・ポイント等の情報のそ

れぞれについてデータを作成し，書誌データから著者名典拠データに対してリンク形成を
行うものである。 

 
また，著作リンクは，資料の書誌的記録と，著作の典拠形アクセス・ポイント等の情報

のそれぞれについてデータを作成し，書誌データから著作典拠データに対してリンク形成
を行うものである。 

 
これらの関係づけは，典拠コントロールに相当する。ただし，雑誌書誌データセットに

おいては，著作名によるコントロールの意味はないと考えられるので，著作リンクは形成
しない。 

 
2.8.4 からも見よ参照リンク 

図 2－1 には示されていないが，著者名典拠データ間のリンク，又は著作典拠データ間
のリンクとして，からも見よ参照リンクがある。 

 
からも見よ参照リンクは，例えば，名称を使い分けて著作を著す人物や，名称を変更し

た団体に対して作成される複数の著者名典拠データ間で，相互にリンク形成を行うもので
ある。著者名としては別個であるが相互に参照関係があることを，リンク関係で表現する
わけである。 



 

 
なお，「からも見よ参照」に似たものとして「から見よ参照」があるが，これは，デー

タ間の関連としてではなく，1 データ内で表現する。 
 

2.8.5 タイトル変遷リンク 
図 2－1 で雑誌書誌データセットとタイトル変遷データセットを結ぶ線で示されているの

が，タイトル変遷リンクである。 
 

タイトル変遷リンクは，逐次刊行物の書誌的記録と，タイトルの変遷関係のそれぞれに
ついてデータを作成し（雑誌書誌データ，タイトル変遷データ），両者の間でリンク形成
を行うものである。 

 
3 総合目録データベースの運用 
3.1 データ作成 

データ作成とは，総合目録データベースに新たにデータを作成，登録することである。
データ作成の方法は，手動による流用入力，新規入力，システムによって自動的に行われ
るシステム登録の三通りである。 

 
1. 流用入力 
2. 新規入力 
3. システム登録 

 
3.1.1 流用入力 

流用入力とは，参照データセットもしくは総合目録データベース中のデータを利用して
新たなデータの登録を行うことである。 

 
総合目録データベースもしくは参照データセットを検索して得たデータは，必要に応じ

てデータ修正を行い，総合目録データベースに登録を行うことができる。 
 

3.1.2 新規入力 
新規入力とは，総合目録データベースにも参照データセットにも該当するデータ，又は

流用入力可能なデータが存在しない場合に，全く新たなデータを作成し，総合目録データ
ベースに登録を行うことである。 

 
3.1.3 システム登録 

システム登録とは，外部機関作成データを総合目録データベースの PREBOOK データ
セットにあらかじめ機械的に登録することである。 

 
解説（図書書誌データのシステム登録） 

図書書誌データセットにおけるシステム登録とは，外部機関作成書誌データを 
PREBOOK データセットに機械的に登録することを指す。 

 



 

3.2 リンク形成 
データ間のリンク関係は，本基準 2.8 に示したとおりである。 

 
リンク形成には，書誌データと所蔵データ間のリンクのように自動的に行われるものと，

リンク形成の操作を行うものがある。 
 

リンク形成の操作はいずれも任意であり，次のものがある。 
 

1. 子書誌データと親書誌データ間のリンク 
2. 書誌データと著者名典拠データ間のリンク 
3. 図書書誌データと著作典拠データ間のリンク 
4. 典拠データと典拠データ間のリンク 

 
なお，タイトル変遷リンクについては，参加組織からの報告に基づき，国立情報学研究

所で作成する。 
 

3.2.1 リンク形成 
リンク形成は，リンク先データが既に書誌データセット又は典拠データセット中に存在

するか否かによって，その後の操作が異なる。 
 

1. 該当データが存在する場合は，単なるリンク形成のみを行う 
2. 該当データが存在しない場合は，まずリンク先データの作成を行い，その後にリンク形
成を行う 
 
3.2.2 リンク形成に先立つデータ作成 

リンク先データが総合目録データベース中に存在しない場合，リンク形成の前にデータ
作成を行う必要がある。（本基準 3.1 参照） 

 
3.3 所蔵データのみの作成 

総合目録データベース中に該当する書誌データが存在する場合は，所蔵データのみの作
成，登録を行う。ただし，任意とされているリンク形成の操作等の修正を行うことも可能
である。（本基準 3.2 参照） 

 
3.4 総合目録データベースの品質管理 
3.4.1 品質管理の段階 

総合目録データベースの品質管理は，三つの段階で行われる。 
 
 データ登録時の点検作業 
 データ利用時点での誤り発見 
 国立情報学研究所による品質

管理 
 



 

解説（国立情報学研究所の役割） 
国立情報学研究所における品質管理は，総合目録データベースの全データを点検するこ

とが物理的に不可能であり，また，資料そのものを所蔵していないという制約のため，ご
く限られたものとならざるをえない。国立情報学研究所の役割は，次のようなものとな
る。 

 
 目録情報の基準，コーディングマニュアル等，データ入力の基準類の整備及び維持 
 管理システム操作法，基準等の目録担当者への周知，教育 
 総合目録データベースの品質調査と問題点の解明，品質維持のための対策 
 総合目録データベースの品質維持のための研究開発とシステム開発 
 限定された範囲内での入力データの品質確証作業 
 重複データと判断されたもののデータの統合 
 
3.4.2 データ入力作業と点検 

データ作成に当たっては，総合目録データベースを十分に検索し，重複データの作成を
可能な限り回避するよう留意する必要がある。 

 
また，データ入力を行った後は，登録するデータに誤りがないか否かを点検する必要が

ある。 
 

解説（データ入力作業と点検） 
総合目録データベースへのデータ入力は，原則として，各参加組織において行われるが， 

PREBOOK データセットについては，外部機関作成書誌データが機械的に登録され，その
後所蔵を登録する際に各参加組織においてデータ確認が実施される。各参加組織において
は，通常，記述対象資料が手元にあるので，最も正確にデータを把握することが可能であ
る。 

 
また，当初から正確なデータを入力することが，品質管理の上で最も効果的かつ効率的であ
る。 
データ入力担当者は，本基準，目録規則，コーディングマニュアル，システム操作法等

を十分に理解する必要がある。 
 

3.4.3 共有データの修正 
データの修正とは，本基準 3.1.1 で言及した流用入力時のデータ修正とは別のものであ

り，既に作成，登録済の総合目録データベース中のデータについて，内容の修正（追加，削
除を含む）を行うことである。 

 
原則 

総合目録データベースの共有データは，最初に入力されたデータをできる限り尊重する。
すなわち，既に記録されたデータは，誤りがない限り，原則として，修正を行うことはな
い。ただし，項目内容の追加（入力レベルが選択である項目や，複数の項目内容が存在しう
る項目等）は，必要に応じて行うことができる。 



 

 
データ修正に当たっては，そのデータが異なる対象を表現することにならないよう，慎

重な操作が必要である。 
 

なお，詳細な修正指針については，コーディングマニュアルで定める。 
 

4 図書書誌データ 
4.1 図書書誌データの構成と記述規則 

各項目中のデータ要素は， 原則として ISBD （ International Standard Bibliographic 
Description）（ISBD に対応しない項目についても類似の形式）に従って記述する。 

 
4.1.1 ID ＆ コードブロック 

このブロックは，次の諸要素からなる。 
 
 目録規則上は記述の一部として記録されることになっているが，コードブロックにフ

ィールドを独立させた項目 
一般資料種別コード，特定資料種別コード，国際標準図書番号，国際標準逐次刊行物
番号 

 出版物理単位の表現を行うための項目群（*） 
巻次等，国際標準図書番号，価格／入手条件，（取消／無効 ISBN） 

 その他のコード化情報 
刊年，出版国コード，言語コード，その他の標準番号等 

 管理用フィールド 
データ ID 等 

*の項目は，和古書，漢籍，西洋古典籍等，記述対象の資料毎に所蔵館が書誌データを
作成し，その書誌データが他館で活用されることを前提としない資料，多巻物であっても
情報源が先頭の巻など 1 か所にしかないマイクロ形態資料等で，複数の出版物理単位が表
現されている場合は，対になって繰り返すことができる。 

 
なお，コード類は，原則として，USMARC フォーマットのコード体系に準拠する。 

 
4.1.2 記述ブロック 

このブロックは，目録記入の記述の部分に相当する。 
 
 目録記入の伝統に則って用意された項目 
タイトル及び責任表示に関する事項，版に関する事項，出版・頒布等に関する事項，形態に関
する事項等 
 検索を意識し，データの索引化を考慮した項目 
その他のタイトル，内容著作注記 
 

各フィールドのデータは，ISBD 区切り記号法に準拠して記述するが，各データ要素の機械
的識別のため，一部の記号法を改変して使用するところがある。 

 



 

データの記述に当たって適用する目録用言語は，原則として日本語資料，中国語資料，
韓国・朝鮮語資料については日本語，左記以外の資料については英語とする。 

 
ただし，PREBOOK データセット中の書誌データや参照データセットからの流用入力に

よって作成された書誌データは，作成元の目録規則に基づいた記述を許容する。 
 

4.1.3 リンクブロック 
このブロックには，以下の項目がある。 

 
1. 書誌構造リンク 
書誌構造の下位データから上位データに対するリンク形成に使用する 
2. 著者名リンク 
著者名典拠データに対するリンク形成に使用する 
3. 著作リンク 
著作典拠データに対するリンク形成に使用する 

これらの項目では，目録作業時に他のデータとのリンク形成を行う。リンク形成後，各
項目にはリンク関係の情報が示される。 

 
ただし，リンク形成を行わない場合，これらの項目は，本基準の 4.2.1-3 集合書誌単位で

定める共通のタイトル等や，8 著者名典拠データ，9 著作典拠データの項で定める典拠形ア
クセス・ポイントを記録するために使用する。 

 
4.1.4 主題ブロック 

このブロックでは，標準的な書誌分類及び件名等を記録する。 
 

分類については，書誌分類であって，書架分類ではないことに注意する。すなわち，
個々の図書館等の独自な情報である書架分類は，書誌データではなく所蔵データに記録す
る。 

 
4.2 記述対象のとらえ方 
4.2.1 物理単位と書誌単位 

記述の単位は，次の 3 種類としてとらえられる。 
 

1. 出版物理単位 
個々の資料の単位，すなわち，破損しない限り一まとまりのものを物理単位と呼ぶ。こ

の意味では，ある図書館の資料と別の図書館の資料，それぞれの資料の複本等は，全て別
の物理単位である。各参加組織のシステム，特に閲覧，貸出等のサブシステムにおいて
は，物理単位の管理が問題となる。 

しかし，総合目録データベースという共有情報のレベルでは，物理単位の情報をも保持
した上で管理することは，効率的ではないため，物理単位の集まりを「複本」としてグル
ープ化したものを，出版物理単位としてまとめる。これにより，ある図書館の資料と別の
図書館の資料，また，それぞれの複本同士は同一の出版物理単位として捉えることが可能



 

になる。一方，ある資料の上巻と下巻は，別の出版物理単位として捉えられる。 
 
2. 単行書誌単位 

形態的に独立した単行資料で，それ自身の固有のタイトル，著者，版等によって書誌的
に他と区別できる資料に対応する書誌的記録を単行書誌単位という。 
 

単行書誌単位には，次のものが該当し，物理的に 1 冊の単行資料の場合，書誌単位は出
版物理単位と一致する。 

 
 物理的に 1 冊の単行資料 
 出版の都合等で分冊刊行されている資料（「上」「下」のように，各巻が独自のタイ

トルを持たないもの）の全体      
 
3. 集合書誌単位 
物理的に複数の資料からなり，個々の資料が 2 と同様の観点から書誌的に他と区別でき，
同時に，全体としても共通のタイトル，著者等によって書誌的に他と区別できる場合に，
この全体に対応する書誌的記録を集合書誌単位という。また，個々の資料は単行書誌単位
に相当する。 
      
集合書誌単位には，次のものが該当する。      

 
 シリーズ 
 全集，講座等のセットもの 

 
集合書誌単位は，多段階の階層構造をとることがある。 
複数の単行書誌単位，又は集合書誌単位が共通のタイトル等によってさらにまとめられる場

合，そのまとまりは，上位の集合書誌単位という。 
      
解説（書誌構造） 

出版物理単位又は単行書誌単位と集合書誌単位によって形成される階層関係を書誌構造
という。 

階層関係は，多段階となることがある。この場合，階層の上下関係の観点から，上位の
書誌単位を親書誌単位（集合書誌単位），下位の書誌単位を子書誌単位と呼ぶ。 

また，最上位と最下位の中間に位置する書誌単位を，中位の書誌単位と呼ぶ。 
 

解説（書誌階層と書誌構造） 
書誌単位の階層関係は，1 階 2 階というような絶対的なものでなく，ある書誌単位は他

の書誌単位にとって上位の単位であるが別の書誌単位にとっては下位の単位となりうる，
という意味で相対的である。この点を強調するため，本基準では，書誌構造という表現を
用いている。 

 
4.2.2 図書書誌データの作成単位 



 

図書書誌データの作成単位は，以下の基準による。 
 

図書書誌データは，原則として，出版物理単位毎に作成する。最上位の集合書誌単位の
作成は必要に応じて行う。中位の書誌単位の記録は，出版物理単位のデータにおいて行
う。 

図書書誌データは，版毎に別の書誌データを作成する。個々の図書館の所蔵する資料の
刷の相違を示す情報は，必要があれば所蔵データに記録する。 

和古書，漢籍，西洋古典籍等     については，記述対象資料毎に別の書誌データを作成す
る。 

複製資料は，原則として，原本とは別の書誌データを作成する。 ただし，原本代替資
料・注文生産による複製資料については，同一資料から同一の方法で作成されたものであ
れば別の書誌データを作成しない。 

図書書誌データは，資料種別毎に別の書誌データを作成す
る。      

 
解説（書誌作成単位） 

第 5 版適用以降は書誌データの作成単位を単行書誌単位ではなく出版物理単位とする。す
なわち，固有のタイトル，著者，版，資料種別，書誌構造等によって書誌的に他と区別でき
る単行書誌単位であり，単行書誌単位が複数の出版物理単位により構成されている場合は，
出版物理単位毎に作成する。（例 1） 

 
第 5 版適用以前に作成された図書書誌データには，複数の VOL フィールドで複数の出

版物理単位を表現しているデータがあるが，ここに新たに VOL フィールドを追加しては
ならない。 
 

なお，第 5 版適用以前に作成された既存のデータに関して，単行書誌単位の書誌データ
を出版物理単位毎に分割した形で，新規に書誌データを作成してもよい。 

 
      

したがって，上と下を一つの書誌単位とする次の（例 2）は誤りである。 



 

 
 

第 5 版適用以前は，書誌作成単位を単行書誌単位としていたため，この時期に作成され
た書誌は（例 2）のようになっている。しかし，第 5 版適用以降は，（例 1）のように 
VOL に異なる巻次等をもつそれぞれのデータを作成する。 

 
また，参照データセット（USMARC 等）においては，上位の書誌単位で一つのデータ

にまとめられていることがある。（例 3） 

 
      

この場合は，固有のタイトルを持つものを一つの書誌単位として，別々のレコードを作
成しなければならない。この時，出版物理単位と集合書誌単位のデータを作成しリンク形
成する方法と，親書誌データを作成せず，PTBL にシリーズのデータ要素を記入する方法
が可能である。（例 4）はリンク形成した場合であり，リンク形成しない場合にはリンク
先データ ID は記入されない。 



 

 
 
 

（例 1）のように上・下であっても，（例 5）のように各巻がそれぞれの固有のタイトル
も持っている場合，上・下は親書誌に対する番号等としてとらえる。 

 

 
 

固有のタイトルは，目録規則に規定されたタイトルの情報源からとる。したがって，標
題紙等には一つのタイトルと上しか表示されていない場合は，たとえ目次に上巻のタイト
ルに該当する情報が表示されていても，それを上巻の固有のタイトルとしてはならない。 

 
また，固有のタイトルでない上や下が集まっても固有のタイトルにはならない。（例 

6）の VOL に記録されたデータは固有のタイトルではない。 



 

 
 

解説（固有のタイトルでないもの） 
何が固有のタイトルであるかを示すことは，容易ではない。そこで，ここでは，その名

称をもって書誌単位とすることができないもの，すなわち「固有のタイトルでないもの」
の範囲を示すことにする。 

 
固有のタイトルでないものとは，分冊刊行されたものの出版物理単位（又は下位レベル

の書誌単位）に対して与えられた名称である。 
 

各分冊を区別するために与えられた名称には，順序付けのためのものと，それ以外のも
のとがある。 

 
本基準では，前者を「巻次等」，後者を「部編名」と呼ぶ。 

 
「巻次等」の種別は，（第 1 表）に示すとおりである。 

 
 

（第 1表） 
 
種別 具体例 

A 数字 1⇔2⇔3...（1）⇔（2）⇔（3）... 

一⇔二⇔三...  i⇔ii⇔iii... 

B かな あ⇔い⇔う...   い⇔ろ⇔は... 

ア⇔イ⇔ウ... ア～カサ⇔カシ～コメ... 

C アルファベット A⇔B⇔C... 

（a）⇔（b）⇔（c）... А⇔Б⇔В... 

α⇔β⇔γ...  A～Ca⇔Cb～D... 

   

D その他の順序付けのための名称 甲⇔乙⇔丙⇔丁...  正⇔続⇔完結 

別（巻, 冊） 上⇔中⇔下  大⇔中⇔小 

天⇔地⇔人  乾⇔坤  前⇔後 

 
該当する名称の前後に次のような修飾語句が付いたものは，「巻次等」である。 



 

 
第，巻，その，内，No.，編，篇，集，輯，冊，分冊，部，号，回，話，次，期，報，信， 

Lieferung（Lfg.），Part（Pt.），Volume（Vol.，V.），Band（Bd.），Teil（T.），Theil
（T.）， tome（t.），том（т.），часть（ч.），выпуск（вып.）... 

 
（例）第 1 巻⇔第 2 巻⇔第 3 巻... 
Bd.1⇔Bd.2⇔Bd.3 

また，該当する名称の単純な組み合わせは，「巻次等」である。 
 

（例）A－1⇔A－2...  ...第 5 分冊の 3⇔第 5 分冊の 4... 
IV-1⇔IV-2... Ser.1，no.8⇔Ser.1，no.9... 
 

当初の予定では単行資料であったものが，その後，続編等を出版したために結果として
順序付けが行われるようになった場合，順序付けがなされていない出版物理単位について
は本来「巻次等」は存在しない。この場合，当該出版物理単位には適切な名称を補記し，
分冊刊行された別書誌であることを明示する。 

 
（例）［正］⇔続⇔続々... 

順序付けのための名称は，途中で用語法が変わることがある。この場合，全体を通して
の順序付けが維持されていれば，用語法の相違にはこだわらない。 

 
（例）上⇔下⇔続⇔続々⇔続々々⇔大尾 1A⇔1B⇔1C⇔1－4⇔1－5... 

「別巻」，「別冊」等は，順序付けの体系の末尾に位置すべき名称として扱う。 
 

（例）第 1 巻⇔第 2 巻⇔第 3 巻⇔別巻 上⇔下⇔別冊 
 
「部編名」の種別は，（第 2 表）に示すとおりである。 

 

（第 2表） 
 
種別 具体例 

E 地域区分 

1 地域名等 

 

 

 

 

2 国名・州名等 

 

 

 

アジア⇔アフリカ...  太平洋⇔大西洋... 

華北⇔華南 北アメリカ⇔中央アメリカ⇔南アメリカ 

道北⇔道東⇔道南 

Portugal et Espagne⇔Nederland et Danemark 

 

アイスランド⇔アイルランド... テキサス⇔フロリダ... 

Iceland⇔Ireland⇔England... 

 



 

3 都道府県名・ 

  市区町村名等 

 

4 家名・藩名等 

北海道⇔青森県⇔秋田県...  徳島⇔香川⇔愛媛⇔高知 

横浜市⇔川崎市⇔小田原市⇔相模原市... 

 

伊達家⇔上杉家...  会津藩⇔薩摩藩... 

F 年代的区分 

1 時代名 

 

 

 

 

2 年月日及び 

  その範囲 

 

 

 

 

3 季節 

 

奈良・平安時代⇔室町・鎌倉時代... 明治⇔大正⇔昭和 

戦前⇔戦中⇔戦後 石器時代⇔青銅器時代⇔鉄器時代... 

Stone Age ⇔ Bronze Age... 

Ancient Ages ⇔ Middle Ages... 

 

1985年度⇔1986年度... 

1961－1970⇔1971－1975... 

昭和 20年現在⇔昭和 30年現在 

1980年夏季⇔1980年秋季... 

To 1334⇔1334-1615... 

 

春⇔夏⇔秋⇔冬  夏期⇔冬期  春～夏⇔秋～冬 

Spring⇔Summer... 

G その他の区分 

1 学校, 教科, 

  学年等 

 

2 法律等のセクション番号 

 

ようちえん⇔小学校...  国語⇔算数⇔理科⇔社会... 

低学年⇔高学年  中 1⇔中 2⇔中 3⇔高 1... 

 

§1～20⇔§21～40．．． 

第 1～第 10節⇔第 11～第 30節．．． 

First course⇔...⇔Fifth course⇔Complete course 

H 対になって用いられる一般的

な名称 

総論⇔各論 海外⇔国内 外国⇔内国 欧文⇔和文 

洋画⇔日本画 和⇔漢⇔洋 口語⇔文語 人文⇔社会⇔自然 

基礎⇔応用 総記⇔哲学⇔歴史⇔社会科学⇔自然科学... 

General⇔Particular   International⇔Domestic 

Spoken language, Colloquial language⇔Literary 

language 

Human science⇔Social science⇔Natural science 

General⇔Philosophy⇔History⇔Social sciences⇔Natural 



 

sciences 

Pure mathematics⇔Applied mathematics 

Theoretical physics⇔Applied physics 

I 形式区分を表す名称 詩歌⇔戯曲⇔小説⇔評論⇔日記... 

 

Poetry⇔Drama⇔Fiction... 

Tragedy⇔Comedy... 

J 付録であることを示す名称 付録 追補 補遺 追録 付図 図版 図表 年表 解説 

資料 索引 

Supplement, annexe, Appendix, Index, 

Ergänzungsheft 

K 付録ではないことを強調する

名称 

本文 本体 

 

Text,  texte 

該当する名称の前後に次のような修飾語句が付いたものは，「部編名」である。 
編，篇，巻，（の）部... 

 
（例）邦楽の部⇔洋楽の部 巻・春～夏⇔巻・秋～冬 

また，該当する名称の単純な組み合わせは，「部編名」である。 
 

（例）品川区・大田区⇔目黒区・世田谷区... 本文⇔解説・資料⇔索引 
上記 E～K に該当しなくても，「編」「篇」「巻」「（の）部」等の語句を有し，明ら

かに，部編名として機能している名称は，「部編名」として扱う。 
 

（例）データベース編⇔検索編⇔登録編
解説（巻次等及び部編名の記録） 

巻次等及び部編名については，VOL フィールドに記録する。 
 

名称が「巻次等」と「部編名」のいずれであるか不明の場合は，当該名称を「部編名」
として扱う。 

 
なお，名称が「巻次等」もしくは「部編名」であるか否かが不明の場合，すなわち，名

称が固有のタイトルでないものであるか否かが不明の場合は，当該名称を固有のタイトル
であるとみなす。 

 
4.3 記述対象のデータ上での表現方法 
4.3.1 書誌構造の表現 

書誌構造が 2 階層の場合は，出版物理単位のデータ（子書誌データ）の PTBL フィール



 

ド中に，集合書誌単位のタイトル及び責任表示，集合書誌単位に対する番号等及び構造の種
類を記録する。 書誌構造リンクを形成する場合は，集合書誌単位のデータ（親書誌デー
タ）を作成し，親書誌データとリンクすることによって，子書誌データの PTBL フィール
ドに親書誌データの ID（PTBID）を記録する。 

書誌構造が 3 階層以上の場合は，子書誌データの PTBL フィールド中に，最上位の集合
書誌単位のタイトル及び責任表示，集合書誌単位に対する番号等及び構造の種類を記録し
たのち，中位の書誌階層のタイトル及び責任表示等及び構造の種類を記録する。 

中位の書誌単位が複数ある場合は，上位の書誌単位から順に記録する。 
書誌構造リンクを形成する場合は，最上位の集合書誌単位のデータ（親書誌データ）を

作成し，親書誌データとリンクすることによって，子書誌データの PTBL フィールドに，
上記に追加して親書誌データの ID（PTBID）を記録する。 

書誌構造リンクを形成しない場合に，別言語形など，親書誌データの「その他のタイト
ル」に相当するタイトルを記録する必要があるときは，子書誌データの PTBL フィールド
を繰り返して記録する。 
 
解説（構造の種類） 

構造の種類は，いわゆるシリーズ扱いか，セットもの扱いかの指定を行うもので，総合
目録データベースにおいてはさほどの意味を持たないが，参加組織におけるリスト等の出
力に対する便宜等のために設けられた項目である。 

 
リスト等出力の際，「シリーズ」の指定を行って親書誌データのタイトルをシリーズエ

リアに出力し，「セット」の指定を行って親書誌単位から順に多段階記述で出力する，と
いうような設定を可能にする。また，各参加組織において，書架分類をセットとしてまと
めた番号を付与するか，個々のタイトルで分類するかの目安として用いることもできる。 

 
解説（3 階層以上の書誌構造） 

「16 世紀の音楽生活」という出版物理単位は，「中世とルネサンスの音楽」という集合
書誌単位に含まれ，さらに「人間と音楽の歴史」という上位の集合書誌単位に含まれる。 

 
総合目録データベースでは，この書誌構造を次のように表現する。（例 7） 



 

 
 

子書誌データの PTBL フィールドの<>の後に，最上位の集合書誌単位に対する番号
等，続けて中位の書誌単位のタイトル，責任表示，タイトルのヨミ及び番号等を記録す
る。 

中位の書誌単位の情報のうち PTBL フィールドに記録できないものは，子書誌データの
該当するフィールド（VT，AL，NOTE 等）に記録する。 

例えば，中位の書誌単位のタイトルである「中世とルネサンスの音楽」に対する原書名 
「Musik des Mittelalters und der Renaissance」は，子書誌データの VT フィールドに記録
する。 

 
次の例では，中位の書誌単位を含め 6 階層の書誌構造を有するように見えるが， 

「Innerasien」と「Tibet，Nepal，Mongolei」は固有のタイトルではないため，総合目録
データベースにおいては中位の書誌単位は 2 単位で，書誌構造としては計 4 階層である。
この場合も，中位の書誌単位の情報は子書誌データの PTBL フィールドに記録することに
よって，書誌構造を表現する。（例 8） 



 

 
 

 
 
解説（集合書誌単位のタイトルと出版物理単位のタイトル） 

親書誌データは，一連の子書誌に共通するシリーズ／セットを集合書誌として関連づけ
るための概念的データである。従って，そこには個々の出版物理単位の情報は記述しな
い。 

 
全集の別巻のように，シリーズ／セットものの中でその巻の名称だけが固有のタイトル

でない場合，別巻の書誌は親書誌データとは別の書誌データを作成する。このような場
合，第 4 版以前は親書誌データの VOL フィールドに別巻の情報を記述し，「バランスし
ない書誌構造」と呼んでいた。しかし，第 5 版適用以降は親書誌データに VOL を追加し
てはならない。（例 9） 



 

 
 
第 2 巻までは固有のタイトルがないのに，第 3 巻以降固有のタイトルが付くようになった場
合，各出版物理単位で書誌データを作成し，階層構造をもつ巻については別に親書誌データを
作成してリンクを形成することができる。（例 10） 
     

 
第 4 版以前は，例 9，例 10 のような場合，書誌データの作成単位は，書誌単位と固有の

タイトルの有無によって決定していた。すなわち，固有のタイトルを有するものについて
は子書誌データを作成し，そうでないものについては親書誌データの VOL フィールドに
部編名を記述し，バランスしない書誌としていた。第 5 版適用以降，バランスしない書誌
に対して書誌構造リンクを形成することは禁止する。書誌構造リンクを形成する場合に
は，新たに親書誌データを作成してリンク形成を行う必要がある。 

なお，続巻が発刊されたことにより，タイトルの一部が集合書誌単位（親書誌データ）
のタイトルとみなされるようになった場合も，所蔵データが登録された既存書誌データ
は，対応する親書誌データとはみなさない。書誌構造リンクを形成する場合には，新たに
親書誌データを作成する。（例 10）において所蔵登録を行う場合，「1」と「2」の所蔵デ
ータは「中心地論」の書誌データと，「3」の所蔵データは「西ドイツにおける地域政策へ
の応用」の書誌データとリンクを形成する。 

 
4.3.2 出版物理単位の表現 

書誌データは出版物理単位毎に作成する。 
 



 

例外として以下の資料については  VOL グループ（VOL，ISBN，PRICE，（及び 
XISBN）の組）を繰り返して表現してもよい。 

 
1) 和古書，漢籍，西洋古典籍等，記述対象の資料毎に所蔵館が書誌データを作成し，その
書誌データが他館で活用されることを前提とされない資料。 

和古書は江戸時代まで（1868 年以前），漢籍は辛亥革命まで（1912 年以前），西洋古
典籍はおおむね 1830 年までに書写・刊行された資料とする。 

 
2) 多巻ものであっても情報源が先頭の巻など１か所にしかないマイクロ形態資料。 

 
4.3.3 構成部分である下位書誌レベルの表現 

1 冊の本に複数の著作が収められている場合のように，書誌単位は 1 つであっても，構
成部分として複数の著作単位を含む資料がある。このような構成部分については，著作単
位毎に書誌データを作成するのではなく，書誌単位に対応する書誌データの中に記録す
る。 

 
構成部分である著作単位の記録（内容著作注記）は，CW フィールドで行う。これによ

って，著作のタイトル及び著者名による検索が可能となる。 
 
ただし，検索の必要のない内容注記（索引，参考文献等）は，NOTE フィールドに記録

する。 
 

4.3.4 所蔵データとの関係 
個々の資料の所蔵状況を示すために，出版物理単位の書誌データに対して，所蔵データ

との間にリンクを形成する。親書誌データには所蔵リンクを形成しない。ただし，第 5 版
適用以前に作成されたバランスしない書誌構造においては，親書誌データに対して所蔵リ
ンクを形成する。 

 
書誌データには総合目録として共有すべき書誌情報を記録するのに対して，所蔵データ

には，各参加組織独自の分類等のローカルな情報を記録する。 
 

4.4 著者の典拠形アクセス・ポイントの管理 
  
著者（創作者・寄与者等の個人・家族・団体）と書誌データの関連の記録のため AL フィー
ルドを使用する。 
 
 
 目録作業時には，記述対象資料の著者（創作者・寄与者等の個人・家族・団体）の典拠
形アクセス・ポイントに対応する著者名典拠データを作成し，著者名リンクを形成するこ
とができる。 
 



 

 ただし，対応する著者名典拠データが既に作成されている場合は，リンク形成のみを行
う。 
 
 リンク形成を行うと，AL フィールドには，リンク先著者名典拠データの ID（AID）が
表示される他，さらにリンク先著者名典拠データの典拠形アクセス・ポイントが表示され
る。これによって，著者のアクセス・ポイントの形が統一されることになる。 
 
 リンク形成を行わない場合，本基準 8 の条項に従いつつ，AL フィールドに著者の典拠形
アクセス・ポイントを記録する。 
 
  AL フィールドには，必要に応じて，関連指示子、会議の回次等も記録する。 
 
 また，基本記入の標目であることを示す主記入フラグ「*」を記録することもできる。 
 
  AL フィールドは，複数作成しうる。 
 
4.5 著作の典拠形アクセス・ポイントの管理 
 著作と書誌データの関連の記録のために，UTL フィールドを使用する。 
 
 目録作業時には，記述対象資料の著作の典拠形アクセス・ポイントに対応する著作典拠
データを作成し，著作リンクを形成することができる。 
 
 ただし，対応する著作典拠データが既に作成されている場合は，リンク形成のみを行
う。 
 
 リンク形成を行うと，UTL フィールドには，リンク先著作典拠データのデータ ID が表
示される他，さらにリンク先著作典拠データの典拠形アクセス・ポイントが表示される。
これによって，著作のアクセス・ポイントの形が統一されることになる。 
 
 リンク形成を行わない場合，本基準 9 の条項に従いつつ，UTL フィールドに著作の典拠
形アクセス・ポイントを記録する。 
 
  UTL フィールドには，必要に応じて，言語、訳、刊年等等を記録する。 
 
 また，基本記入の標目であることを示す主記入フラグ「*」を記録することもできる。 
 
  UTL フィールドは，複数作成しうる。 
 



 

4.6 流用入力 
4.6.1 MARC から参照データセットへの変換 
 図書書誌参照データセットには， 外部機関作成書誌データの JAPAN/MARC（books），
TRCMARC，USMARC（books，maps，music，visual materials），GPOMARC 等をフォ
ーマット変換したものを収容する。 
 
4.6.2 参照データセットからの流用入力 
 参照データセット中のデータは本基準によって作成されているものではないため，参照
データセットからの流用入力に当たっては，本基準に合わせた修正が必要な場合がある。 
 
 なお，参照データセットからの流用入力によって作成されたデータと元の参照データと
は，システム上の関連性はない。 
 
4.7 システム登録 
 外部機関作成書誌データを総合目録データベースに登録する際に，サーバ側で自動的に
行われる書誌登録のことを「システム登録」と呼び， システム登録によって作成された書
誌データは PREBOOK データセットに登録される。PREBOOK データセットの書誌デー
タは，所蔵登録をすることによって BOOK データセットに移行する。システム登録には目
録担当者の作業は発生しない。ただし，PREBOOK データセットの書誌データに対して所
蔵登録する場合は，現物をもとに慎重に判断し修正することができる。 
 
 なお，システム登録の対象となる外部機関作成書誌データは，JPMARC，TRCMARC，
USMARC，USMARCX，UKMARC，GPOMARC のうち，ISBN が記入されている書誌デ
ータとする。（2020 年 8 月 3 日現在） 
 
4.7.1 システム追記 
 既存の書誌データに自動でフィールドを追加し，外部機関作成書誌データに含まれてい
た件名等の情報を記入することを「システム追記」と呼ぶ。システム追記を行う書誌デー
タは，2020 年 8 月 3 日以降に作成された BOOK データセットまたは PREBOOK データセ
ットの書誌データとする。 
 
 システム追記の内容は以下のとおりである。 
 
 OTHN，NBN，LCCN，GPON，SH，CLS の各項目を文字列完全一致で比較し，同

じものがなければフィールドを追加する。 
 CW の項目がまったくなければ追記する。なお， CW は下位書誌レベルの記述のみな

らず，目次情報の記録も許容するものとする。(2020 年 8 月 3 日現在，CW のシステム
追記を行うのは JPMARC，TRCMARC のみ） 



 

 
4.7.2 事前処理 
 外部機関作成書誌データは，以下のような事前処理を経て PREBOOK データセットに登
録される。この事前処理により，同じ ISBN を持つ書誌データが複数登録されることを防
ぐとともに，既存データに不足している件名等の情報を追記する。 
 
 外部機関作成書誌データにおいて VOL グループが繰り返されていた場合，VOL グル

ープ毎に以降の処理を行う。例えば，VOL: pbk.と VOL: hbk.の 2 つの VOL グループ
を持つ外部機関作成書誌データがあった場合，VOL: pbk.と VOL: hbk.の 2 つの書誌デ
ータとして扱う。 

 外部機関作成書誌データと同定される書誌データが BOOK データセットにある場合は，
該当データにシステム追記を行う。 

 外部機関作成書誌データと同定される書誌データが BOOK データセットになく
PREBOOK データセットにある場合は，該当データにシステム追記を行う。 

 外部機関作成データと同定される書誌データが BOOK データセットにも PREBOOK デ
ータセットにもない場合は，システム登録書誌データとして PREBOOK データセット
に登録する。 

 
4.7.3 自動リンク 
 PREBOOK データセットにあるシステム登録書誌データには，バーチャル国際典拠ファ
イル（Virtual International Authority File : VIAF）に登録された外部機関著者名典拠 ID と
の照合結果をもとに，NACSIS-CAT の著者名典拠データとの自動リンク形成処理が行われ
る。 
 
 自動リンク形成処理が行われるデータは，外部機関作成書誌データに著者名典拠 ID の情
報が含まれ，外部機関作成著者名典拠データと NACSIS-CAT 著者名典拠データを VIAF 上
で照合可能なデータに限る。 
 
解説（PREBOOK データセットの書誌データの利用） 
 PREBOOK データセットにおける書誌データには所蔵がないため，目録業務の際には検
索対象となるが，NACSIS-ILL や CiNii Books 等においては検索対象とはしない。 
 
4.8 共有データの修正 
 データ修正には，次のものがある。 
 
1．修正項目の発見館が，慎重に修正しうるもの 
図書書誌データにおいて修正項目を発見した場合，修正項目の発見館が慎重に修正する。
なお，詳細な修正指針については，コーディングマニュアルで定める。 



 

修正指針で，修正不可の場合については，別途新規書誌データを作成する。これによって
作成された書誌データは，同一資料に対する書誌データと考えられる場合であっても，
「並立書誌データ」として存在を許容する。 
 
2．修正依頼によって，国立情報学研究所が作業を行うもの 
PREBOOK データセットにおいて，明らかに異なる著者名典拠データとリンクしている書
誌データを発見した場合は，国立情報学研究所に報告する。発見館からの報告を受けて，
内容を確認の上，国立情報学研究所でリンク解消等の対応を行う。 
 
3．共有データの削除 
共有データの削除作業は，国立情報学研究所が行う。 
共有データの削除が必要な場合は，各参加組織は，そのデータにかかわるリンク関係の確
認，所蔵データの削除等を行った上で，削除予定データとして処理する。 
 
解説（並立書誌データの活用と重複書誌） 
 第 5 版適用以前は，修正項目の発見館が慎重に修正しうる内容以外は，当該データの作
成館と相互に連絡協議を行う必要があった。第 5 版適用以降は，原則として，第 5 版適用
以前に連絡協議を行っていたような場合は新規に書誌データを作成することとし，これに
よって，連絡協議による書誌調整は廃止する。 
 
 同一の資料に対する並立書誌データは，機械処理により相互に関連付けられ，
RELATION データセットに登録される。NACSIS-ILL 等の書誌利用において RELATION
データセットを活用することで，並立書誌データ同士をグループ化した形や関連付けた形
で表示することができる。 
 
 また，並立書誌データとは異なり，書誌データの内容に全く異なる点が見られない書誌
データは「重複書誌データ」として，国立情報学研究所が統合処理を行う。統合された結
果は，国立情報学研究所からの書誌データ調整連絡の対象になる。 
 
 なお，和漢古書等，記述対象資料毎に作成する書誌データは，これまでと同様，統合し
ない。 
 
5 図書所蔵データ 
5.1 図書所蔵データセットの位置づけ 
 図書所蔵データセットは，図書書誌データセット（BOOK データセット）のデータに

対応した各参加組織，配置コード毎の固有のデータを収録するデータセットである。 
 書誌データセット及び典拠データセットが共有データセットであるのとは異なり，所

蔵データセットには，各参加組織固有のデータが格納される。 



 

 
5.2 図書所蔵データ 
5.2.1 図書所蔵データの作成 
 目録登録の際は，通常，1 件以上の所蔵データを作成する。 
 
5.2.2 図書所蔵データの作成単位 
図書書誌データが書誌構造を有する場合，図書所蔵データは，原則として，単行書誌単位
及び出版物理単位のデータに対応して作成する。 
 同一書誌データ，同一参加組織及び同一配置コードに対しては，二つ以上の所蔵デー

タを登録することはできない。 
 
5.3 図書所蔵データの構成と記述規則 
  第 5 版適用以前の図書所蔵データの構成と記述規則は，以下のようになっていた。 
 
 1 件の書誌データに対応する資料が上，中，下等の出版物理単位に分かれ，各出版物理単
位に対応する請求記号等を識別する必要がある場合は，出版物理単位に関するフィールド
を繰り返して表現する。 
 
 出版物理単位に関するフィールドの繰り返しは，書誌データ作成時に，VOL フィールド
（巻次等）を繰り返し作成することに対応して作成される。 
 
 また，第 5 版適用以前に作成されたバランスしない書誌構造においては，親書誌データ
に対して所蔵リンクを形成することがある。 
 
 第 5 版適用以降は，書誌データは原則として出版物理単位ごとに作成されるため，対応
する所蔵データにおいても VOL グループを繰り返し作成してはならない。ただし，4.3.2
にあげた例外を除く。 
 
 同一配置コード内の複本の表現は，CLN フィールドに複本記号を伴った請求記号を記録
する，RGTN フィールドにハイフンで結んだ登録番号を記録する，LDF フィールドに複本
の部数を記録する等，各参加組織が，独自の方法を採ることができる。 
 
6 雑誌書誌データ 
6.1 雑誌書誌データの構成と記述規則 
 各項目中のデータ要素は，原則として ISBD（ISBD に対応しない項目についても類似の
形式）に従って記述する。 
 
6.1.1 ID ＆ コードブロック 



 

 このブロックは，次の諸要素からなる。 
 
 目録規則上は記述の一部として記録されることになっているが，コードブロックにフ

ィールドを独立させた項目 

一般資料種別コード，特定資料種別コード，国際標準逐次刊行物番号，刊行頻度等 
 その他のコード化情報 

刊年，出版国コード，言語コード，その他の標準番号等 
 管理用フィールド 

データ ID 等 
 コード類は，原則として，USMARC フォーマットのコード体系に準拠する。 
 
6.1.2 記述ブロック 
 このブロックは，目録記入の記述の部分に相当する。 
 
 目録記入の伝統に則って用意された項目 

タイトル及び責任表示に関する事項，版に関する事項，出版・頒布等に関する事項，巻
次・年月次に関する事項等 
 検索を意識し，データの索引化を考慮した項目 

その他のタイトル 
 各フィールドのデータは，ISBD 区切り記号法に準拠して記述するが，各データ要素の機
械的識別のため，一部の記号法を改変して使用するところがある。 
 
 データの記述にあたって適用する目録用言語は，原則として日本語資料，中国語資料，
韓国・朝鮮語資料については日本語，左記以外の資料については英語とする。 
 
6.1.3 変遷ブロック 
 このブロックでは，変遷ファミリーID 及び変遷注記が表示される。 
 
 これらの項目では，国立情報学研究所が，タイトル変遷データセット中のデータとの間
のリンク形成を行う。 
 
6.1.4 リンクブロック 
 このブロックでは，目録作業時に，著者名典拠データとのリンク形成を行う。リンク形
成後，AL フィールドにはリンク関係の情報が示される。 
 
 ただし，リンク形成を行わない場合，AL フィールドは，本基準 8 の項で定める典拠形ア
クセス・ポイントを記録するために使用する。 
 



 

 なお，雑誌書誌データにおいては，書誌構造の上下関係のリンクは行わない。 
 
 また，水平（変遷）関係に関しては，タイトル変遷データセットを構築し，書誌データ
間のリンク形成を行う。（6.1.3 参照） 
 
6.1.5 主題ブロック 
 このブロックでは，標準的な件名等を記録する。 
 
6.2 記述対象のとらえ方 
6.2.1 書誌単位 
 記述対象は，同一の本タイトルを継承している終期を予定しない一連の刊行物全体であ
る。これに対応する書誌的記録を逐次刊行物書誌単位という。 
 
 この書誌単位は，本タイトルの変更等によって，他の書誌単位と水平（変遷）関係を持
つことがある。 
 
 また，この書誌単位が他の書誌単位に属する場合のように，上下の階層関係を持つこと
がある。この場合，上位の書誌単位を集合書誌単位という。 
 
6.2.2 書誌構造 
 雑誌書誌データにおいては，書誌単位の水平関係及び階層関係で書誌構造を形成する。 
 
6.2.3 雑誌書誌データの作成単位 
 雑誌書誌データの作成単位は，以下の基準による。 
 
1．雑誌書誌データは，原則として，逐次刊行物書誌単位毎に作成する。集合書誌単位のデ
ータは，作成しない。 
なお，合綴誌，複製・原本代替資料等においては，それに含まれる個々の逐次刊行物が一
つの逐次刊行物書誌単位をなす。 
2．以下の場合には，それぞれ別の書誌データを作成する。 
（a）本タイトル（従属タイトルを含む）が変遷したもの 
（b）タイトルが総称的で，かつ責任表示が変更したもの 
（c）版が異なるもの 
（d）資料種別が異なるもの 
（e）複製・原本代替資料 
（f）合綴誌，合刻複製版に含まれる個々の逐次刊行物 
（g）独自の巻号次を持つ付録，補遺資料（別冊，増刊等） 
（h）並行して異なる出版者から刊行されたもの 



 

 
6.3 記述対象のデータ上での表現方法 
6.3.1 書誌構造の表現 
1．書誌単位の水平関係は，変遷ブロックで表現する。 
2．階層関係は，逐次刊行物書誌単位のデータの TR フィールドに，本タイトルの共通タイ
トルと従属タイトルとして記録することを原則とする。 
 
6.3.2 所蔵データとの関係 
 記述対象資料の所蔵状況の記録は，対応する書誌データ毎に行う。 
 
 書誌データには総合目録として共有すべき書誌情報を記録するのに対して，所蔵データ
には，所蔵年次データ，所蔵巻次データ，各参加組織独自のアクセス・ポイント，等のロ
ーカルな情報を記録する。 
 
6.4 タイトル変遷情報の確証 
 タイトル変遷情報の確証は，各参加組織の報告に基づき，国立情報学研究所が行う。 
 
 確証の結果は，タイトル変遷データセットに反映され，タイトル変遷データセットとの
リンク形成により，雑誌書誌データ中のタイトル変遷情報（FID，BHNT）が書き換えられ
る。 
 
6.5 著者の典拠形アクセス・ポイントの管理 
 著者名典拠コントロールのために，AL フィールドを使用する。 
 
 目録作業時には，記述対象資料の著者のアクセス・ポイントに対応する著者名典拠デー
タを作成し，著者名リンクを形成することができる。 
 
 ただし，対応する著者名典拠データが既に作成されている場合は，リンク形成のみを行
う。 
 
 リンク形成を行うと，AL フィールドには，リンク先著者名典拠データの ID（AID）が
表示される他，さらにリンク先著者名典拠データの典拠形アクセス・ポイントも表示され
る。これによって，著者のアクセス・ポイントの形が統一されることになる。 
 
 リンク形成を行わない場合，本基準 8 の条項に従いつつ，AL フィールドに著者の典拠形
アクセス・ポイントを記録する。 
 
  AL フィールドには，必要に応じて，会議の回次等を記録する。 



 

 
 また，基本記入のアクセス・ポイントであることを示す主記入フラグ「*」を記録するこ
とができる。 
 
  AL フィールドは，複数存在する場合があり，また追加されうる。 
 
6.6 流用入力 
6.6.1 MARC から参照データセットへの変換 
 雑誌書誌参照データセットには，JAPAN/MARC（serials），USMARC（serials）をフォ
ーマット変換したものを収容する。 
 
6.6.2 参照データセットからの流用入力 
 参照データセット中のデータは本基準によって作成されているものではないため，参照
データセットからの流用入力に当たっては，本基準及び目録規則に合わせた修正が必要な
場合がある。 
 
 なお，参照データセットからの流用入力によって作成されたデータと元の参照データと
は，システム上の関連性はない。 
 
7 雑誌所蔵データ 
7.1 雑誌所蔵データセットの位置づけ 
 雑誌所蔵データセットは，雑誌書誌データセットのデータに対応した各参加組織，配

置コード毎の固有のデータを収録するデータセットである。 
 書誌データセット及び典拠データセットが共有データセットであるのとは異なり，所

蔵データセットには，各参加組織固有のデータが格納される。 
 
7.2 雑誌所蔵データ 
7.2.1 雑誌所蔵データの作成 
 目録登録の際は，通常，1 件以上の所蔵データを作成する。 
 
7.2.2 雑誌所蔵データの作成単位 
 同一書誌データ，同一参加組織及び同一配置コードに対しては，二つ以上の所蔵データ
を登録することはできない。 
 
7.3 雑誌所蔵データの構成と記述規則 
 同一配置コード内の複本の表現は，CLN フィールドに複本記号を伴った請求記号を記録
する，LDF フィールドに複本の部数を記録する等，各参加組織が，独自の方法を採ること
ができる。 



 

 
8 著者名典拠データ 
8.1 著者名典拠データセットの位置づけ 
 著者名典拠データセットは，書誌データの著者のアクセス・ポイントの形を統一し，

一元的に管理するためのデータセットである。 
このため，総合目録データベースの全ての書誌データセットに対して，共有かつ単一の

著者名典拠データセットを維持する。 
 著者のアクセス・ポイントの形が統一されることによって，同一著者による著作の集

中が図られる。 
 著者名典拠データセットには，統一された著者のアクセス・ポイントの形以外に，検

索が予想される他の形や，関連する他の著者のアクセス・ポイントに関する情報を記
録する。これによって，同一著者に対する多面的な検索を可能にする。 

 
8.2 著者名典拠データ 
8.2.1 著者名典拠データの作成 
 著者名典拠データは，書誌データの作成における著者（創作者・寄与者等の個人・家

族・団体）の典拠形アクセス・ポイントの選定に対応して作成する。 
日本語、中国語、韓国・朝鮮語およびラテン文字を用いる言語は表示形、それ以外の言語の

優先名称は翻字形とする。翻字法は以下を参照する。 

ALA-LC Romanization Tables 

URL: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

参照データセットにデータがある場合、上記方針と異なるものもそのまま登録してよい。 

著者名典拠データは，他の著者名典拠データにおける「からも見よ参照（SAF）」の設定によ
っても作成しうる。 

 
8.2.2 著者名典拠データの作成単位 
 同一著者（個人，団体，会議，家族）に対しては，同一個人等に対して複数の形が許容
されている場合を除き，1 データを作成する。ただし，以下の基準を設ける。 
 
 改姓改名した個人は，それぞれの姓名をアクセス・ポイントとして著者名典拠データ

を作成する。 
 団体の下部組織は，それぞれをアクセス・ポイントとして著者名典拠データを作成す

る。 
 一連の回次を有する同一名称の会議は，会議名を単位として著者名典拠データを作成

する。 
 
8.3 典拠形アクセス・ポイント 



 

 典拠形アクセス・ポイント（HDNG）は，その著者名典拠データの記録対象を示す名称
である。 
 
 典拠形アクセス・ポイントには，書誌データの著者のアクセス・ポイントの形及び表記
の統一と，他のアクセス・ポイントとの区別に必要な事項が含まれる。 
 
8.3.1 典拠形アクセス・ポイントの構成 
 典拠形アクセス・ポイントは，名称及び識別要素からなる。 
 
 また，日本名の場合は名称のヨミ，中国名の場合は名称のヨミ及び名称のその他のヨミ
が付加される。韓国・朝鮮名については，漢字表記を採用する場合，ハングルヨミが付加
される。ハングル表記の場合，必要があれば，ハングルヨミが付加される。 
 
8.3.2 典拠形アクセス・ポイントの形 
 典拠形アクセス・ポイントの決定に際しては、原則として，日本名，中国名，韓国・

朝鮮名(和書系)およびそれ以外の外国名(洋書系)については、 NCR2018 の統制形の記
録(1.11)に関する条項およびそれに関する適用細則を適用する。典拠形アクセス・ポイ
ントは，一意でなければならない。すなわち，他の名称と同一の形（判明している限
り）となる場合は，何らかの識別要素を加え，別の形にする必要がある。 

 一連の回次を持つ同一名称の会議の場合，典拠形アクセス・ポイントには，回次，開
催年，開催地は含めない。これらは，書誌データの AL フィールドの「その他の情報」
に記録する。 

 
解説（優先言語の適用基準） 
 優先言語の適用は，以下の基準による。基準に基づいて選択した優先言語によって作成
した著者名典拠データに対しては，データ修正時にも，適用する優先言語を変更しないこ
とを原則とする。 
 
・個人名 
著者がその各著作の原版で用いている主な言語が日本語，中国語又は韓国・朝鮮語である
場合は，表示されている形を適用する。その他の言語の場合は，ラテン文字の言語はその
まま表記し、その他の言語は翻字形を適用する。翻字には ALA-LC Romanization Table を
参照する。主な言語が判明しない場合は，初出（総合目録データベースにおいて）の著作
の言語によって決定する。・団体名，会議名 

著者が単一の公用語を用いている場合は，日本語，中国語又は韓国・朝鮮語である場合
は，表示されている形を適用する。その他の言語の場合は，ラテン文字の言語はそのまま
表記し、その他の言語は翻字形を適用する。翻字には ALA-LC Romanization Table を参照
する。 



 

公用語が単一であるか否か不明の場合は，主たる言語と判断できるものがあればその言
語が単一の公用語であるとみなす。 

公用語が不明の場合は，初出（総合目録データベースにおいて）の著作の言語によって
決定する。 

 
8.3.3 他の目録規則によるアクセス・ポイントの形 
 典拠形アクセス・ポイントを決定する際に適用しなかった目録規則に基づくアクセス・
ポイントの形が必要な場合は，著者名典拠データの SF フィールド（から見よ参照）にその
アクセス・ポイントを記録する。 
 
 このとき，他の「から見よ参照」と区別するために，データの先頭に統一標目形フラグ
「*」を記録していたが、NCR2018 適用以降は和洋の目録規則を統一したため記録しない
こととする。 
 
解説（典拠形アクセス・ポイントと和書系・洋書系アクセス・ポイントの関係） 
 目録システムにおける著者名典拠データは，和洋の区別をせず，1 著者 1 データを原則と
している。 
 
 また，典拠形アクセス・ポイントについては，それぞれの言語の表記または翻字形で
NCR2018 に基づいて作成する。 
 
 JPMARC 等では日本語の「アメリカ図書館協会」や「国際連合」というアクセス・ポイ
ントの形を採用することが予想されるが，本基準では，これらの典拠形アクセス・ポイン
トは英語で「American Library Association」や「United Nations」とせざるをえない。 
 
 8.3.4 典拠形アクセス・ポイントのヨミの表記 
 和書系に基づく名称は，資料に顕著に表示されている文字の形で記録し，原則として，

ヨミを付ける。 
 
解説（中国語，韓国・朝鮮語の名称のヨミ） 
  
1．中国語表記のアクセス・ポイントについては，母国語読みがカタカナで表記されていな
くとも，母国語読みがよく知られており，その発音を基にした日本語のカタカナ表記が読
みとして参考資料等で確定している場合，当該カタカナ表記をヨミとする。 
2．韓国・朝鮮語名称の漢字で表記されたアクセス・ポイントについては，母国語読みがハ
ングルで表記されていなくとも，ハングル表記が参考資料等で確定している場合は，ヨミ
をハングル表記する。ハングル表記の団体著者名をアクセス・ポイントとする場合，分か
ち書きしたハングルヨミを付ける。 



 

3．中国語で表記される名称については，当該ピンイン表記を「その他のヨミ」として記録
することができる。 
（例）林, 志浩||リン, シコウ||lin, zhi hao （lin, zhi hao がその他のヨミ） 
 
8.4 から見よ参照 
 から見よ参照（SF）は，典拠形アクセス・ポイントとは別の形からの検索を可能にする
ための異形アクセス・ポイントである。 
 
典拠形アクセス・ポイントの別の文字の形は，異形アクセス・ポイントとする。 
例えば，洋書系の典拠形アクセス・ポイントに対するギリシャ文字形，キリル文字形，日
本語カナ形，中国語漢字形等は，異形アクセス・ポイントである。 
 
解説（参照作成の留意点） 
 参照作成の際は，以下の点に留意する。 
 
 従属的に記入される団体の場合，レベルの異なるものへの参照は作成しない。 
 アクセス・ポイントとなる団体名に階層がある場合，異なる形からの参照は，上位か

ら順に各階層毎の単位で作成する。したがって，下部組織名を上位団体の異なる形に
従属させた形からの参照は作成しない。 

 
8.5 からも見よ参照 
 からも見よ参照（SAF）は，目録規則において同一個人に対して複数の形が許容されて
いる場合，又は団体名、会議名の変更によって複数の形が生じる場合に，それぞれの形を
相互に関連づけるための項目である。 
 
 からも見よ参照においては，相互参照先の著者名典拠データの典拠形アクセス・ポイ

ントが示される。 
  

 
解説（参照作成の留意点） 
 参照作成の際は，以下の点に留意する。 
 
 団体が名称を変更した場合，一般には，一連の名称の変化に関し，前後の名称に対し

て参照を作成する。 
 団体が名称を変更した場合，それぞれの名称の下に従属的に記入される下部組織間で

は，その関連が明確であるならば参照を作成することができる。 
 
8.6 流用入力 



 

8.6.1 MARC から参照データセットへの変換 
 著者名典拠参照データセットには，日本名については， JAPAN/MARC（name 
authorities）を，外国名については，USMARC（name authorities）をフォーマット変換し
たものを収容する。 
 
8.6.2 参照データセットからの流用入力 
 参照データセット中のデータは本基準によって作成されているものではないため，参照
データセットからの流用入力に当たっては，本基準及び目録規則に合わせた修正が必要な
場合がある。 
 
 なお，参照データセットからの流用入力によって作成されたデータと元の参照データと
は，システム上は関連性はない。 
 
8.7 共有データの修正 
 データ修正には，次のものがある。 
 
1．修正項目の発見館が，慎重に修正しうるもの 
詳細な修正指針については，コーディングマニュアルで定める。 
 
2．共有データの削除 
共有データの削除作業は，国立情報学研究所が行う。 
共有データの削除が必要な場合は，各参加組織は，そのデータにかかわるリンク関係の確
認，削除予定データとして処理する。 
 
9 著作典拠データ 
9.1 著作典拠データセットの位置づけ 
1．著作典拠データセットは，図書書誌データの著作のアクセス・ポイントの形を統一し，
一元的に管理するためのデータセットである。 
2．著作のアクセス・ポイントの形が統一されることによって，同一著作の集中が図られ
る。 
3．著作典拠データセットには，統一された著作の典拠形アクセス・ポイントの形以外に，
検索が予想される他の形や，関連する他の典拠形アクセス・ポイントに関する情報を記録
する。これによって，同一著作に対する多面的な検索を可能にする。 
 
9.2 著作典拠データ 
9.2.1 著作典拠データの作成 
著作典拠データは，図書書誌データの作成における典拠形アクセス・ポイントの選定に対
応して作成する。 



 

典拠形アクセス・ポイントの選定は，対応する目録規則の規定に従う。 
典拠形アクセス・ポイントは，他の著作典拠データにおける「からも見よ参照 （SAF）」
の設定によっても作成しうる。 
 NACSIS-CAT で著作のデータを作成する対象は、当面は以下の資料とする。 
a)日本、中国等の古典籍 
b)聖典 
c)無著者名古典 
d)音楽作品 
e)その他識別する必要があると判断した著作 
 
日本語・中国語等の古典作品は，著作典拠データを作成することができる。ここで言う
「日本語の古典作品」とは，「記録史料・文書等を除く，1868 年以前に成立した日本語の
著作全般」を指す。日本語の古典作品が収録された資料であれば，和古書に限らず，近現
代刊行資料でも適用できる。 
 
9.2.2 著作典拠データの作成単位 
 無著者名古典，聖典（及びその部篇）の同一著作に対しては，原則として，1 データを作
成する。 
 
 音楽作品（及び作品の部分）の同一作品に対しては，原則として，1 データを作成する。
ただし，多くの内容作品を持つものについては， 
 
1．UTL フィールドの繰り返し可能回数等に物理的な制限があるため，個々の内容作品に
対して UTL フィールドを作成できない場合もある 
2．上記の場合も，集合タイトルを適用することによって，ジャンル等による限定は可能で
ある 
点を考慮し，例外的に集合タイトルを認める。 
 日本語の古典作品の著作典拠データの作成単位は，国書データベースに該当する著作デ
ータがある場合は，その単位に揃える。該当する著作データがない場合は，原則に従い，
著作を単位とする。 
 
 中国語図書の無著者名古典を含む古典，聖典（及びその部編）の同一著作に対しては，
原則として，1 データを作成する。 
 
9.3 典拠形アクセス・ポイント 
 典拠形アクセス・ポイント（HDNG）は，その著作その著作を一意に識別する文字列で
ある。 
 



 

 典拠形アクセス・ポイントには，図書書誌データの著作のアクセス・ポイントの形及び
表記の統一と，他のアクセス・ポイントとの区別に必要な識別要素が含まれる。 
 
9.3.1 典拠形アクセス・ポイントの構成 
 典拠形アクセス・ポイントは，著作の優先タイトルを基礎として構築する。その形に
は、優先タイトルと創作者（個人・家族・団体）に対する典拠形アクセス・ポイントを結
合した形と、優先タイトル単独の形とがある。前者を結合形、後者を単独形とよぶ。いず
れについても、必要に応じて識別要素を付加する。 
 
 また，日本語のものにはタイトルのヨミを，中国語名称には名称のヨミ及び名称のその
他のヨミが付加される。韓国・朝鮮語名称については，ハングルヨミを付加する。創作者
の優先名称が日本語等の場合には、そのヨミも付加する。 
 
9.3.2 典拠形アクセス・ポイントの形 
 典拠形アクセス・ポイントは，一意でなければならない。すなわち，他のものと同一

の形（判明している限り）となる場合は，何らかの識別要素を加え，別の形にする必
要がある。 

 典拠形アクセス・ポイントの決定に際しては，その著作の体現形または参考資料によ
って最もよく知られている言語を選択する。容易に判明しない場合は、原版タイトル
の言語を選択する。 

 著作の言語が日本語，中国語又は韓国・朝鮮語である場合は，目録用言語として日本
語を適用する。その他の言語の場合は，英語を適用する。 

 作曲者を有する音楽作品は，その著者名アクセス・ポイントのもとに著作のタイトル
を記録する。 

 
 著者を有する中国語資料の古典作品は，その著者アクセス・ポイントのもとに著作タ

イトルを記録する。 
 典拠形アクセス・ポイントには，言語，訳及び刊年等は含めない。これらは，書誌デ

ータの UTL フィールドの「その他の情報」に記録する。 

 
 
9.3.3 異形アクセス・ポイント 

典拠形アクセス・ポイントとして選択しなかった異なる形は，異形アクセス・ポイント
として，著作典拠データの SF フィールド（から見よ参照）に記録することができる。 
  
  
 
9.3.4 典拠形アクセス・ポイントの表記 



 

 和書系の名称は，資料に顕著に表示されている文字の形で記録し，原則として，ヨミ
を付ける。 

 洋書系の名称は，ラテン文字で表記する。 
 中国語で表記される名称については，当該ピンイン表記を「その他のヨミ」として記

録することができる。 
（例）山海経||センガイキョウ||shan hai jing （「shan hai jing」がその他のヨミ） 
 
9.4 から見よ参照 
 から見よ参照（SF）は，典拠形アクセス・ポイントとは別の形からの検索を可能にする
ための異形アクセス・ポイントである。 
 
典拠形アクセス・ポイントの別の文字の形は，異形アクセス・ポイントとする。 
例えば，洋書系の典拠形アクセス・ポイントに対するギリシャ文字形，キリル文字形，日
本語カナ形，中国語漢字形等は，異形アクセス・ポイントである。 
 
9.5 からも見よ参照 
 からも見よ参照（SAF）の作成範囲及びその形は，目録規則に基づく。 
 
 からも見よ参照においては，相互参照先の著作典拠データの典拠形アクセス・ポイン

トが示される。 
 
9.6 流用入力 
9.6.1 MARC から参照データセットへの変換 
 著作典拠参照データセットには，USMARC（name authorities）をフォーマット変換した
ものを収容する。 
 
9.6.2 参照データセットからの流用入力 
 参照データセット中のデータは本基準によって作成されているものではないため，参照
データセットからの流用入力に当たっては，本基準及び目録規則に合わせた修正が必要な
場合がある。 
 
 例えば，参照データセットからの流用によって得られる著作の典拠形アクセス・ポイン
トのうち，著作典拠データの作成範囲の基準に合致しないものについては，著作典拠デー
タの作成はせず，書誌データの VT フィールド（その他のタイトル）への記録にとどめ
る。 
 
 なお，参照データセットからの流用入力によって作成されたデータと元の参照データと
は，システム上の関連性はない。 



 

 
9.7 共有データの修正 
 データ修正には，次のものがある。 
 
1．修正項目の発見館が，慎重に修正しうるもの 
詳細な修正指針については，コーディングマニュアルで定める。 
2．共有データの削除 
共有データの削除作業は，国立情報学研究所が行う。 
共有データの削除が必要な場合は，各参加組織は，そのデータにかかわるリンク関係の確
認，削除予定データとして処理する。 
 
10 入力データ記述文法 
 各データ要素を的確にデータベースに収録するため，入力データ記述文法が存在する。
この記述文法は，原則として，ISBD の区切り記号法に準拠している。（コーディングマニ
ュアル参照） 
 
11 データの表記法 
11.1 記述の原則 
 目録システムにおいてデータを入力する際に使用する文字・記号の範囲及び使用法は，
以下に定めるとおりとする。 
 
11.1.1 目録システム用文字セット 
 目録システムで扱うことができる文字・記号は，次のとおりである。 
 

「JIS X 0221」（以下「X0221」）に依拠した文字・記号 
ただし，日本の規格の代表字体があるものは，「JIS X 0208」（以下「X0208」）の包摂

規準を適用する。したがって，原規格分離により，「X0208」で包摂されていたものが
「X0221」で分離した文字についても，「X0208」の包摂を優先する。（「NACSIS-CAT
における正規化処理について」参照） 
 以上を，「目録システム用文字セット」と呼ぶ。 
 データを入力する際は，原則として，目録システム用文字セット中の全ての文字種を使
用することができる。 
 
11.1.2 転記の原則 
・原則 
記述対象資料に表示されている事項を転記するときは，原則として，資料に表示されてい
るままの字体等を使用する。 
・書体の違い 



 

楷書体と草書体，明朝体とゴシック体，ラテン文字の筆記体とイタリック体，ドイツ語の
亀の甲文字等の書体の違いは無視し，「同じ」文字として扱う。 
・字形のわずかな違い 
同一字体，同一音訓，同一意義の漢字の字形のわずかな違いは無視し，目録システム用文
字セットの字形を使用する。「JIS X 0208 6.6.3 漢字の字体の包摂規準」に示される例は同
一のものとして扱う。 
 
11.1.3 特殊文字・記号 
 「JIS X 0201」及び「X0208」に含まれていない特殊文字，記号，図形情報等について
は，11.1.2 転記の原則の例外とし，以下に示す方法にしたがって記録する。 
 
（1）特殊文字，記号，図形情報等がタイトル等の必要不可欠な要素を構成していないと判
断した場合は，転記せずに省略する。その存在を明記する必要があると判断した場合は，
省略したことを注記する。 
（例） 
あのね （情報源上では「あのね」となっている） 
The Gumby book of letters （情報源上では GumbyR となっている） 
 
（2）特殊文字，記号，図形情報等がタイトル等の必要不可欠な要素を構成していると判断
した場合 
①当該特殊文字，記号，図形情報等を他の文字に置き換えても，本来の意味が失われない
場合は，他の文字に置き換える。 
（例） 
? 1/4 
Ⅲ [ローマ数字] III [アルファベットの I] 
㈱ (株) [丸括弧と株] 
1 月 1 月 
? キログラム 
㎝ cm [c と m] 
? C 
XIXe siecle XIXe siecle 
知 の世界へどうぞ 知の世界へどうぞ 
 
②当該特殊文字，記号，図形情報等を他の文字・記号に置き換えると，本来の意味が失わ
れる場合は，以下に掲げるいずれかの方法を採用して，記録する。 
（a）文字セットに存在する，対応する文字に置き換え，角がっこに入れる。注記において
説明を加える。 
（例） 



 

X[2]+Y[2] 
NOTE:[2]は上つき文字 
1f7[/]2 nuclei 
NOTE:On t.p. "[/]" is subscript 
（b）2 つ以上の要素に分離し，一列で表記し，角がっこに入れる。注記において説明を加
える。 
（例） 
[○秘]レポート 
NOTE:[○秘]は合成文字 
[√ap.] 
NOTE:ap.は√内に表記されている 
（c）記述対象資料で使用されている言語における，当該記号の一般的な名称等に置き換
え，角がっこに入れる。その言語での名称が明らかでない場合には，和資料については日
本語，洋資料については英語を使用する。情報源にヨミがふられている場合には，そのヨ
ミに従う。注記において説明を加える。 
（例） 
虹の花嫁は[ハート]のエース 
NOTE:[ハート]はハートマークによる表示 
Poe[try] and free verse 
NOTE:On t.p. "[try]" appears as an illustration in the form of a tree 
（情報源上では Poe となっている） 
 
11.2 外字の扱い 
 目録システム用文字セット外の文字・記号等を，「外字」と呼ぶ。外字は，次のように
扱う。 
 
11.2.1 漢字の外字 
 漢字の外字が出現したときは，次の辞書を「基本辞書」として，以下の手順で処理を行
う。なお，異体字の判定の際は，「X0208」の包摂規準を敷衍して行う。 
 
大漢和辞典 / 諸橋轍次.── 大修館書店 
広漢和辞典 / 諸橋轍次[ほか].── 大修館書店 
 
0 外字 X が出現した 
1 基本辞書を検索する 
1.1 X が基本辞書にある 
1.1.1 X の異体字 Y が目録システム用文字セットにある 
1.1.1.1 X は Y の誤字，略字，俗字，譌字等である → Y を使用する 



 

1.1.1.2 X は Y の誤字，略字，俗字，譌字等でない → X を外字登録する 
1.1.2 X の異体字 Y が目録システム用文字セットにない → X を外字登録する 
1.2 X が基本辞書にない 
1.2.1 基本辞書にある Y が X の異体字であると考えられる 
1.2.1.1 Y が目録システム用文字セットにある → Y を使用する 
1.2.1.2 Y が目録システム用文字セットにない 
1.2.1.2.1 Y は基本辞書にある Z の誤字，略字，俗字，譌字等である 
1.2.1.2.1.1 Z が目録システム用文字セットにある → Z を使用する 
1.2.1.2.1.2 Z が目録システム用文字セットにない → Z を外字登録する 
1.2.1.2.2 Y は誤字，略字，俗字，譌字等でない → Y を外字登録する 
1.2.2 X の異体字等が基本辞書にない → X を外字登録する 
 なお，誤字，略字，俗字，譌字等の判断は，基本辞書による。 
 
11.2.2 漢字以外の外字 
 UCS にない文字は，原則として，LC の採用する方式に準じて，当該言語に応じた翻字
形を「◆」で囲んで入力する。（Cataloging Service Bulletin の各号を参照） 
 
11.2.3 翻字形以外の外字の登録方法 
1．基本辞書にある外字 
「◆X99･･･99◆」と入力する。 
ただし，「◆」（黒菱形）は，UCS の「25C6」である。また，「X」は基本辞書の種類を
表すコードであり，実際には，次の文字を使用する。 
大漢和辞典 → D 
広漢和辞典 → K 
「99･･･99」は，各辞典における検字番号である。 
なお，大漢和辞典における「'」，又は「"」のついた検字番号は，数字のあとに，それぞれ
「'」（アポストロフィ），又は「"」（引用符）を付けて表す。 
 
2．基本辞書にない外字 
「◆◆」と入力し，該当文字が表示された標題紙，奥付等のコピーを国立情報学研究所に
送付する。このとき，対応するデータの ID，出現フィールド等の情報を付記する。 
 
3．連続する外字 
外字が 2 文字以上連続する場合，1 字ずつ「◆◆」で括って入力する。 
 
11.3 ヨミの表記及び分かち書き規則 
11.3.1 目的 
 この規則は，分かち書きされたヨミから検索用インデクスを作成し，オンライン検索を



 

可能にすることを目的とする。 
 
 したがって，対象となるフィールド全体について記述自体から検索用インデクスを作成
することが可能な場合には，ヨミはなくてもよい。 
 
（例）「PC-9801 E/F/M Interface」というタイトルにおいては，「PC」「9801」「E」
「F」「M」及び「INTERFACE」という検索用インデクスが作成されるので，ヨミはなく
ても検索は可能である。 
（例）「PC-9801 マシン語入門」というタイトルからは，「マシン語」「入門」等の漢字
わかちされた検索用インデクス及び「マシンゴ」「ニュウモン」等のインデクスは，「PC-
9801 マシンゴ ニュウモン」と分かち書きしたヨミを入力することによって作成されるの
で，このような場合はヨミを表記する必要がある。 
  洋書系の資料における並列タイトル，その他のタイトル等でも，ヨミを表記することに
よって，日本語読みによるオンライン検索が可能となる。 
 
（例）「Tanka, haiku, renga = 短歌, 俳句, 連歌∥Tanka, haiku, renga = タンカ, ハイク, レン
ガ」とヨミを表記することによって，「タンカ」「ハイク」「レンガ」からの検索が可能
となる。 
（「短歌，俳句，連歌」が並列タイトル，「タンカ，ハイク，レンガ」が並列タイトルの
ヨミ） 
 中国語資料については，ピンイン表記を「その他のヨミ」として記録することができ
る。 
 
（例）中国文学?展史||チュウゴク ブンガク ハッテンシ||zhong guo wen xue fa zhan shi 
（「zhong guo wen xue fa zhan shi」がその他のヨミ） 
 また，各参加組織においては，分かち書きされたヨミによって記入の語順排列を行った
り，分かち書きを無視して記入の字順排列を行うことが可能となる。 
 
 ヨミ及びその他のヨミを表記することが可能なフィールドは，次のとおりである。 
 
1．書誌データ 
タイトル及び責任表示に関する事項（TR） 
その他のタイトル（VT） 
内容著作注記（CW） 
書誌構造リンク（PTBL） 
著者名リンク（AL） 
著作リンク（UTL） 
件名（SH） 



 

2．典拠データ 
典拠形アクセス・ポイント（HDNG） 
から見よ参照（SF） 
からも見よ参照（SAF） 
 
11.3.2 ヨミの表記 
1．ヨミには，目録システム用文字セット中の，漢字を除く全ての文字種を使用することが
できる。 
2．漢字，ひらがな，カタカナ及び踊り字（々，ゝ，ゞ等の繰り返し符号）によって表示さ
れた日本語及び中国語には，原則として，カタカナでヨミをふる。 
（a）カタカナのヨミは，NCR2018 の付録「A.1 片仮名記録法」に準じ，語の発音に従っ
て表記する。ただし、「A.1 片仮名記録法」の A1.2～A1.4 は適用しない。 
ただし，振りがなのある語は，振りがなをヨミとする。 また，ひらがな，又はカタカナで
表示された外来語・外国語・擬似外国語は，表示されているとおりを，ひらがなはカタカ
ナに換えて，ヨミとする。 
（例） 
てふてふ チョウチョウ 
字を書く ジ オ カク 
磯づり イソズリ 
佐々木 ササキ 
ほゞ ホボ 
山人の賦 ヤモウド ノ ウタ 
シェクスピア物語 シェクスピア モノガタリ 
シェークスピア全集 シェークスピア ゼンシュウ 
バレエ バレエ 
バレー バレー 
テクノロジィ テクノロジィ 
ウインチ ウインチ 
アンシャンレジーム アンシャン レジーム 
ないたあ ナイタア 
 
（b）発音を二つ以上持つ語は，権威ある国語辞書，人名辞典等によって，ヨミの統一を図
るものとする。ただし，TR フィールドに採用しなかったヨミも広く一般に使用されている
と考えられるものについては，いずれのヨミからもアクセスできるよう，異なるヨミを VT
フィールドに記録することが望ましい。 
（例） 
日本 ニホン 
日本永代蔵 ニッポン エイタイグラ 



 

研究所 ケンキュウジョ 
私 ワタクシ 
数学科 スウガクカ 
医学界 イガクカイ 
英文学科 エイブン ガッカ 
施行 シコウ 
便覧 ベンラン 
読本 トクホン 
京洛 キョウラク 
 
（c）漢数字は，日本語として不自然でない場合，原則として，次のように読む。 
（例） 
一 イチ 六 ロク 百 ヒャク 
二 ニ 七 シチ 千 セン 
三 サン 八 ハチ 万 マン 
四 シ 九 ク 億 オク 
五 ゴ 十 ジュウ 兆 チョウ 
 
ただし，次のような例外がある。 
一，八，十に，カ行，サ行，タ行，又はパ行の音が続くとき及び，六，百にカ行，又はパ
行の音が続くときは，促音化する。 
（例） 
八方美人 ハッポウビジン 
三十六計 サンジュウロッケイ 
 
人，つ，日，等の助数詞がついたときは，慣用に従って，和語読みをする。 
（例） 
二人 フタリ 
七つ ナナツ 
二十四時間 ニジュウヨジカン 
二百十日 ニヒャクトオカ 
 
普通名詞，固有名詞中に含まれるときは，その語の発音に従う。 
（例） 
八百屋 ヤオヤ 
九州 キュウシュウ 
 
回次，年次，日付，順序付を表す漢数字は，対応するアラビア数字をヨミとする。 



 

（例） 
第二百十回 ダイ 210 カイ 
昭和六十年度 ショウワ 60 ネンド 
第二編 ダイ 2 ヘン 
 
（d）漢字で表された外国の地名，人名及び団体名等は，次のように読む。 
原語に近い慣用音による。 
（例） 
倫敦 ロンドン 
伯林 ベルリン 
那波烈翁 ナポレオン 
上海 シャンハイ 
桑港 サンフランシスコ 
香港 ホンコン 
米 メートル 
糎 センチメートル 
 
日本名として扱うときは，音読みとする。 
（例） 
則天武后 ソクテン ブコウ 
郭沫若 カク マツジャク 
毛沢東 モウ タクトウ 
金日成 キン ニッセイ 
 
（e）ひらがな又はカタカナで表された外国の地名，人名及び団体名等は，表示されている
とおりを，ひらがなはカタカナに換えて，ヨミとする。 
（例） 
あめりか アメリカ 
ソビエト連邦 ソビエト レンポウ 
シェークスピア シェークスピア 
W. M. ヴント W. M. ヴント 
 
3．ラテン文字，アラビア数字，ギリシャ文字，ロシア文字及び記号等，上記 2 に規定した
文字以外の文字・記号については，原則として，表示されているとおりをヨミとする。
（読むときの発音には従わない） 
ただし，回次，年次，日付及び順序付を表すローマ数字は，対応するアラビア数字をヨミ
とする。 
発音に従うヨミを必要とするときは，書誌データにおいては VT フィールド（その他のタ



 

イトル）に，典拠データにおいては SF フィールド（から見よ参照）に記録する。 
その場合の表記法は，「A.1 片仮名記録法」の A1.2～A1.4 に従う。 
（例） 
R&D レポート R&D レポート 
Logo Logo 
T. S. エリオット T. S. エリオット 
（cf. 読むとき:ティーエスエリオット） 
PC-9801  PC-9801 
（cf. 読むとき:ピーシー クハチマルイチ） 
超 LSI チョウ LSI 
Fortran Fortran 
（cf. 読むとき:フォートラン） 
dBASEII dBASEII 
PL/I PL/I 
（cf. 読むとき:ピーエル ワン） 
第 XV 回 ダイ 15 カイ 
200 の用語 200 ノ ヨウゴ 
E+F E+F 
入門 CP・M ニュウモン CP・M 
NHK ブックス NHK ブックス 
（cf. 読むとき:エヌエイチケイ  ブックス） 
第 5 世代 ダイ 5 セダイ 
2001 年 2001 ネン 
100% 100% 
User's guide User's guide 
19 世紀 19 セイキ 
13C NMR 13C NMR 
セオリーZ セオリー Z 
3 次元グラフィックス 3 ジゲン グラフィックス 
0 歳 0 サイ 
X 線結晶解析 X セン ケッショウ カイセキ 
1 万分の 1 1 マンブン ノ 1 
100 億光年 100 オク コウネン 
 
11.3.3 分かち書き 
1．日本図書館研究会『目録編成規則』第 2 章「ワカチガキ」に準じ，原則として，単語を
もって分かち書きの単位とする（この資料は同研究会により，2015 年 4 月発行の「図書館
資料の目録と分類 増訂第 5 版」に再録）。 成語，あるいは文節をもって分かち書きの単位



 

とはしない。 
（例） 
農業経済 ノウギョウ ケイザイ 
（成語の「ノウギョウケイザイ」1 単位とはしない） 
愛児の病気と育て方 アイジ ノ ビョウキ ト ソダテカタ 
（文節をもって「アイジノ ビョウキト ソダテカタ」の 3 単位とはしない） 
 
2．名詞・連体詞・副詞・接続詞・感動詞は，原則として，1 単語を 1 単位とする。 
（例） 
助詞：体言のあとにくる助詞は，原則として分離する。 
にんじんの作り方 ニンジン ノ ツクリカタ 
太陽系と宇宙 タイヨウケイ ト ウチュウ 
 
接頭語：接頭語は，原則として分離せず，その冠せられている語とあわせて全体を一語と
する。 
新加工技術読本 シンカコウ ギジュツ トクホン 
花の病害虫と新防除 ハナ ノ ビョウガイチュウ ト シンボウジョ 
超技術社会への展開 チョウギジュツ シャカイ エノ テンカイ 
超超高圧送電 チョウチョウコウアツ ソウデン 
小電流サイリスタ ショウデンリュウ サイリスタ 
果樹園芸大辞典 カジュ エンゲイ ダイジテン 
大地震図譜 ダイジシン ズフ 
半自動アーク溶接作業 ハンジドウ アーク  ヨウセツ サギョウ 
非鉄金属 ヒテツ キンゾク 
不規則信号 フキソク シンゴウ 
 
分離する接頭語：接頭語であっても，書名の冒頭にあって，接頭語を除く残りの部分全体
にかかるものは分離する。 
新数学双書 シン スウガク ソウショ 
 
接尾語：接尾語は原則として分離せず，その前にある語とあわせて全体を一語とする。 
ロシア語辞典 ロシアゴ ジテン 
世界探検史 セカイ タンケンシ 
電気-油圧式シーケンス制御 デンキ-ユアツシキ シーケンス セイギョ 
総合調査報告書 ソウゴウ チョウサ ホウコクショ 
導電性ポリマー ドウデンセイ ポリマー 
脂肪族イオン反応 シボウゾク イオン ハンノウ 
統計的推測 トウケイテキ スイソク 



 

土木構造物防災 ドボク コウゾウブツ ボウサイ 
原子団別有機化学反応 ゲンシダンベツ ユウキ カガク ハンノウ 
物理化学実験法 ブツリ カガク ジッケンホウ 
集積回路網 シュウセキ カイロモウ 
制御用電子計算機 セイギョヨウ デンシ ケイサンキ 
応用物性論 オウヨウ ブッセイロン 
数学的理論 スウガクテキ リロン 
 
分離する接尾語：接尾語であっても，書名の末尾にあって，接尾語を除く部分全体を受け
るものは分離する。 
栄養価順位表 エイヨウカ ジュンイ ヒョウ 
日本産蜻蛉分布表 ニホンサン トンボ ブンプ ヒョウ 
大工さしがね術 ダイク サシガネ ジュツ 
屋内配線図 オクナイ ハイセン ズ 
 
分離する接尾語：接尾語であっても，「たち」が名詞を受けるものは分離する。 
子供たち コドモ タチ 
 
複合語：訓読するものは，原則として一語とする。 
酒づくり談義 サケズクリ ダンギ 
錦鯉 ニシキゴイ 
 
複合語：漢字 3 字から成り，音読するもので，一部音読，一部訓読するものは，原則とし
て一語とする。ただし，例のように一語として熟していないものは分離する。 
水処理 ミズ ショリ 
 
複合語：漢字 3 字から成り，音読するもので，第 1 字が，それだけで一個の名詞的概念を
表し，独立性をもつときは，それを分離する。 
熱力学 ネツ リキガク 
熱機関 ネツ キカン 
熱処理 ネツ ショリ 
膜構造 マク コウゾウ 
 
複合語：漢字 3 字から成り，音読するもので，第一字が修飾的機能をはたすもので，独立
性にとぼしいときは，接頭語として扱う。 
光化学 コウカガク 
生化学 セイカガク 
理化学 リカガク 



 

 
複合語：漢字 3 字から成り，音読するもので，はじめ 2 字が独立の概念を表し，第 3 字が
従属的な場合は，第 3 字を接尾語として扱う。 
昆虫記 コンチュウキ 
燃料油 ネンリョウユ 
観音竹 カンノンチク 
 
複合語：漢字 3 字から成り，音読するもので，上記のもの以外は全体を一語とする。 
剛構造 ゴウコウゾウ 
 
複合語：漢字 4 字又はそれ以上から成り，音読されるもので，漢字 2 字から成る単語 2 個
（又はそれ以上）から合成されるものは，単語ごとに分離する。いずれかが 3 字から成る
場合も，同様に扱う。 
電子計算機 デンシ ケイサンキ 
現代経営心理学講座 ゲンダイ ケイエイ シンリガク コウザ 
工業有機化学 コウギョウ ユウキ カガク 
応用微分積分学 オウヨウ ビブン セキブンガク 
数理統計学 スウリ トウケイガク 
腐食科学入門 フショク カガク ニュウモン 
物性工学 ブッセイ コウガク 
最新機械工学 サイシン キカイ コウガク 
材料力学 ザイリョウ リキガク 
近代数学講座 キンダイ スウガク コウザ 
上野動物園水族館ガイド ウエノ ドウブツエン スイゾクカン ガイド 
情報化時代 ジョウホウカ ジダイ 
独占禁止法 ドクセン キンシ ホウ 
※この場合の「法」は接尾語ではないので分離する 
図学概説 ズガク ガイセツ 
燃料・燃焼器具概論 ネンリョウ・ネンショウ キグ ガイロン 
機械振動学通論 キカイ シンドウガク ツウロン 
現代気候学論説 ゲンダイ キコウガク ロンセツ 
 
複合語：漢字 4 字又はそれ以上から成り，音読されるもので，漢字 1 字と 3 字の 2 単語か
ら合成されるものについては，漢字 3 字から成る複合語の扱いに準ずる。 
電磁気学 デンジキガク 
 
数詞：数詞は，すべて一語とするが，助数詞をともなうものは，それを含めて一語とし，
「第」は接頭語として扱う。 



 

第 1 次第 2 次大戦間爆撃機 ダイ 1 ジ ダイ 2 ジ タイセンカン バクゲキキ 
 
人称代名詞：人称代名詞は，すべて一語とするが，「がた」「たち」など，複数を表す語
は接尾語として扱う。 
君たち キミタチ 
 
3．人名・地名・団体名 
人名は，姓と名をそれぞれ 1 単位とする。 
（a）屋号，官号，ペンネームの第 1 語は，姓に準ずる。 雅号，僧名，ペンネームの第 2 語
は，名に準ずる。 
（例）三笠宮崇仁    ミカサノミヤ タカヒト 
（b）姓と名の間の助詞の「の」は，姓に含める。 
ただし，続柄を表す「の」は，1 単位とする。 
（例） 
紀貫之 キノ ツラユキ 
道綱母 ミチツナ ノ ハハ 
 
（c）官職名を伴う人名は，全体を 1 単位とする。 
（例）紫式部    ムラサキシキブ 
（d）「天皇」「皇后」「皇太后」「皇太子」「陛下」「殿下」「親王」「内親王」「太
子」等は，独立の 1 単位とする。 
ただし，「院」は独立の単位とはしない。 
（例） 
天皇陛下 テンノウ ヘイカ 
永福門院 エイフクモンイン 
 
（e）尼僧名につけられた「尼」，姓につけられた「氏」「家」は，独立の 1 単位とはしな
い。 
（例） 
阿仏尼 アブツニ 
平家 ヘイケ 
藤原氏 フジワラシ 
 
地名 
（a）国名は，原則として，1 単位とする。 
ただし，「合衆国」「連邦」「王国」「共和国」は，独立の 1 単位とする。 
（例） 
アメリカ合衆国 アメリカ ガッシュウコク 



 

ソビエト連邦 ソビエト レンポウ 
 
（b）「都」「道」「府」「県」「市」「町」「村」「区」「郡」「州」「省」は，分離し
ない。「～地方」は分離する。 
（例） 
埼玉県 サイタマケン 
四川省 シセンショウ 
カリフォルニア州 カリフォルニアシュウ 
東北地方 トウホク チホウ 
 
（c）地形に基づく地名，経済的・文化的地域名，地名を含む複合名詞は，複合名詞に準ず
る。 
（例） 
富士山 フジサン 
黒部渓谷 クロベ ケイコク 
筑豊炭田 チクホウ タンデン 
 
団体名は，複合名詞及び動詞・形容詞・形容動詞・助動詞・助詞の分かち書きに準ずる。 
（a）「国立」はそれだけで一語とする。 
（例）国立国語研究所   コクリツ コクゴ ケンキュウジョ 
（b）地方公共団体名につづけて「立」とある場合は，以下のように分離する。 
ただし,「北海道立」の場合は分離しない。 
（例） 
岡山県立大学 オカヤマ ケンリツ ダイガク 
北海道立図書館 ホッカイドウリツ トショカン 
 
4．略語，略称は，1 単位とする。 
（例） 
ソ連共産党大会 ソレン キョウサントウ タイカイ 
国鉄労組 コクテツ ロウソ 
国連安保理事会 コクレン アンポ リジカイ 
 
5．外来語・外国語・擬似外国語は，原語の単語の分け方に従って分かち書きをする。 
（例） 
ガイドブック ガイド ブック 
カラーテレビ カラー テレビ 
タイムシェアリング タイム シェアリング 
ビニルハウス ビニル ハウス 



 

ライフサイエンス ライフ サイエンス 
スポーツカー スポーツ カー 
 
6．動詞・形容詞・形容動詞に，形容詞，助動詞又は助詞が続く場合は，それらを含めて 1
単位とする。 
（例） 
わかりやすい ワカリヤスイ 
食べられる野草 タベラレル ヤソウ 
休むに似たるか ヤスムニ ニタルカ 
上手な使い方 ジョウズナ ツカイカタ 
 
7．助詞が二つ以上続く場合は，その全体を 1 単位とする。 
（例） 
星座への招待 セイザ エノ ショウタイ 
アインシュタインとの論争 アインシュタイン トノ ロンソウ 
化学結合とは何か カガク ケツゴウ トワ ナニ カ 
だれにもわかる ダレ ニモ ワカル 
生物としての人間 セイブツ トシテノ ニンゲン 
 
11.3.4 中国語資料のヨミの表記及び分かち書き規則 
11.3.4.1 目的 
 この規則は，中国語書誌に付与される日本語ヨミのゆれを少なくするための目安であ
り，日本語資料と同様に，分かち書きされたヨミから単語単位の検索用漢字インデックス
を作成し，オンライン検索を可能にすることを目的とする。これは，中国文化を反映した
語を含む日本語資料にも適用する。 
 
11.3.4.2 ヨミの表記 
1．原則として，日本語慣用の音読みをカタカナで表記する。 
熟語の読みの典拠は，「大漢和辞典語彙索引」（大修館）（以下「語彙索引」と略称す
る）の中で音読みされている語とする。 
「語彙索引」にない語は，下記の（注）の方式に従い，漢字 1 字ごとの一般的な音読みを
与える。 
（1）日本語で音読みされる語は日本語の慣用音どおりとし，無理に漢音を使用しない。 
（例） 
?? ケイザイ 
?歌 シイカ 
黄金 オウゴン 
古今 ココン 



 

一?夫? イッツイ フウフ 
 
（2）日本語で訓読みや一部訓読みが一般的なもの，及び日本語にない語は，漢字 1 字ずつ
の一般的な音読みを与える。 
（例） 
广? コウジョウ 
大型 ダイケイ 
?物 ドクブツ 
内幕 ナイマク 
野?薇 ヤショウビ 
家 カ 
＊巴金の「家」 
初恋 ショレン 
＊屠格涅夫（ツルゲーネフ）の「初恋」 
??祥子 ラクダ ショウシ 
＊原音読みの「ルオトゥ シヤンズ」としない 
??企? キョウチン キギョウ 
＊「?(郷)」の一般読みは「キョウ」 
 
（3）典拠に漢音読みと呉音読みがある語は，漢音読みを採用する。 
（例） 
?名 イメイ 
?情 フウジョウ 
?典 ケイテン 
光明日? コウメイ ニッポウ 
工夫 コウフ 
人? ジンカン 
 
（4）簡体字は，相当する繁体字の読みを与える。 
（例） 
征(徴)集 チョウシュウ 
＊「セイシュウ」としない。 
?叶(葉) コウヨウ 
＊「コウキョウ」としない。 
听然 キンゼン 
＊元々の繁体字としての読み 
听(聽)? チョウセツ 
＊「キンセツ」としない。 



 

＊?の繁体字形は区別し難いので，「兌換」の意味のあるときは「カイ」（匯）と読み，そ
れ以外は「イ」（彙）と読む。例外として，「文匯報」は「ブンワイホウ」と読む。 
 
（5）簡体字形か繁体字形かで典拠の読みが異なるものは，繁体字形の読みを採用する。 
（例） 
苹(蘋)果 ヒンカ 
＊「ヘイカ」としない。 
 
（6）中国語の現代音が日本語化したと認められるものは，日本語の慣用音による。 
（例） 
?音 ピンイン 
?子 ギョウザ 
麻婆豆腐 マーボ ドウフ 
四角号? シカク ゴウマ 
＊「?」の一般音は「バ」。 
 
2．同じ語でも，由来や意味に応じて読み分けることがある。 
（1）古典に由来する語は典拠の読みを採用し，一般的な読みと使い分ける。 
（例） 
文?注引?引得 モンゼン チュウインショ イントク 
唐代文? トウダイ ブンセン 
山海?探原 センガイキョウ タンゲン 
山海漫? サンカイ マンダン 
 
（2）一般的に，朝代を表わす「明」「清」は「ミン」「シン」と読み，台湾を表わす
「台」は「タイ」と読む。ただし，語彙例がある場合は，その読みに従う。 
（例） 
明清史 ミンシンシ 
皇清?解 コウセイ ケイカイ 
＊典拠の語彙例 
台声?志社 タイセイ ザッシシャ 
＊対台湾への宣伝を目的とする出版社 
 
3．中国固有名 
（1）中国人名は典拠のとおりとし，典拠にない場合は一般的な読みを与える。 
ただし，典拠における促音は採用せず，典拠にない連濁は採用しない。 
（例） 
?毅 ガク キ 



 

＊典拠どおりに「ガッ キ」としない。 
曹雪芹 ソウ セツキン 
＊典拠どおりに「ソウ セッキン」としない。 
?雪峰 フウ セツホウ 
＊「フウ セッポウ」としない。 
周立波 シュウ リツハ 
＊「シュウ リッパ」としない。 
韓非 カン ピ 
 
（2）姓としての「叶」「?」「向」は，典拠の読みは採用せず，それぞれ「ヨウ」「リュ
ウ」「コウ」と読む。 
（例） 
叶德? ヨウ トクキ 
＊ショウ トクキとしない 
?从云 リュウ ジュウウン 
＊リョウ ジュウウンとしない 
向士璧 コウ シヘキ 
＊ショウ シヘキとしない。 
 
（3）中国名を持つ外国人名は，中国人と同じに扱う。 
（例） 
李?瑟文集 リ ヤクシツ ブンシュウ 
＊李?瑟は Needham, Joseph（1900-1995）の中国名。 
 
（4）中国の地名は，「現代中国地名辞典」（学研）を第 1 典拠とし，「語彙索引」を第 2
典拠とする。少数民族名については、「中国少数民族一覧」と地名の典拠による。典拠に
ないものは，他のツールを参考に一般的な日本語の読みを与える。 
（例） 
北京 ペキン 
西藏族 チベットゾク 
藏族 ツァンゾク 
广西壮族自治区 コウセイ チワンゾク ジチク 
石家庄 セキカソウ 
＊第 2 典拠には「セッカソウ」とあるが，採用しない。 
 
典拠で訓読みされる語は，音読みに代える。 
（例） 
内蒙古 ナイモンゴル 



 

＊第 1 典拠には「ウチモンゴル」とある。 
＊和書では「ウチモウコ」と読む。 
 
4．日本語に由来する語 
（1）日本語に由来する同一表記の語は，訓読みを含む日本語の読みに従う。 
（例） 
浮世? ウキヨエ 
空手道 カラテドウ 
舌切雀 シタキリスズメ 
芥川?之介?集 アクタガワ リュウノスケ センシュウ 
初恋 ハツコイ 
＊島崎藤村の作品 
楢山?考 ナラヤマブシコウ 
＊深沢七郎の作品 
二百十日 ニヒャクトオカ 
＊夏目漱石の作品 
浮世澡堂 ウキヨ ソウドウ 
＊式亭三馬の「浮世風呂」 
伊豆的舞娘 イズ テキ ブジョウ 
＊川端康成の「伊豆の踊子」 
桃太郎跟金太郎 モモタロウ コン キンタロウ 
＊松谷みよ子の「ももたろう・きんたろう」 
 
（2）日本語に由来するが同一表記でない語については，原則に従い，音読みを与える。 
（例） 
中国之智慧 チュウゴク シ チエ 
＊吉川幸次郎の「中國の智慧」 
沙拉?念日 サロウ キネンジツ 
＊俵万智の「サラダ記念日」 
千只? センセキカク 
＊川端康成の「千羽鶴」 
蜘蛛人 チシュジン 
＊江戸川乱歩の「蜘蛛男」 
神与人之? シン ヨ ジン シカン 
＊谷崎潤一郎の「神と人間との間」 
 
（3）日本語に由来する音訳語は，相当する日本語表記に従う。 
（例） 



 

?拉 OK カラオケ 
夏普 シャープ 
 
5．仏教用語は，呉音主体の日本語の慣用読みを与える。 
（例） 
光明念? コウミョウ ネンジュ 
?音? カンノンキョウ 
＊「?」は「ケイ」と読むが，仏教用語として使用された場合には「キョウ」と読む。ただ
し，「孝?」（コウキョウ）など，典拠にあるものは典拠に従う。 
 
6．日本語・仏教用語以外の外来語 
（1）固有名詞（人名・地名・商品名など）の音訳語は，相当する日本語の読みを採用す
る。読みが分からない場合は仮にそのまま音読みで登録しておく。 
（例） 
可口可? コカ コーラ 
基督教 キリストキョウ 
拿破?? ナポレオン デン 
俄?斯 ロシア 
?敦 ロンドン 
???? ニューヨーク ジホウ 
＊New York Times 
大波斯菊 ダイペルシアギク 
＊「コスモス」としない。 
墨西哥城 メキシコジョウ 
＊「メキシコシティ」としない。 
孟加拉国 バングラコク 
＊「ベンガルの国」の意味。「バングラデシュ」 としない。 
南斯拉夫 ナンスラブ 
＊「ユーゴスラビア」としない。 
 
（2）固有名詞の音訳語であっても，相当する日本語の読みがない場合には音読みする。 
（例） 
托福 タクフク 
＊「TOEFL」としない。 
 
（3）固有名詞の音訳語とともに用いられる「新」と「?（聖）」は，例外として相当する
日本語読みを充てる。 
（例） 



 

新德里 ニューデリー 
?保? サンパウロまたはセントポール 
 
（4）固有名詞の意訳語は，一律に音読みする。 
（例） 
冰島 ヒョウトウ 
＊「アイスランド」としない。 
牛津 ギュウシン 
＊「オックスフォード」としない。 
旧金山 キュウキンザン 
＊「サンフランシスコ」としない。 
 
（5）普通名詞は，意訳語・音訳語ともに一律に音読みする。 
（例） 
?? ラシュウ 
＊「ロジック」としない。 
巧克力 コウコクリョク 
＊「チョコレート」としない。 
引得 イントク 
＊「インデックス」としない。 
迷?裙 メイジクン 
＊「ミニスカート」としない。 
 
（6）略語は，一律に音読みとする。 
（例） 
德国 トクコク 
?? ソレン 
?列主? バレツ シュギ 
＊「マルクス レーニン シュギ」としない。 
 
7．漢数字の読みは日本語資料の規則に従うが，訓読みは採用しない。 
（例） 
一千零一夜 イッセンレイイチヤ 
日?一月通 ニチゴ イチゲツツウ 
＊「一月」は「ヒトツキ」の意味である。 
 
8．音韻変化について 
 典拠または国語辞典にない語の読みは，原則として促音便や連濁を採用しない。ただ



 

し，数詞に続く語は許容する。 
（例） 
激光 ゲキコウ 
＊「ゲッコウ」としない。 
七色光 シチショクコウ 
＊「シチショッコウ」としない。 
吟?燕? ギンヘン エンゴ 
＊「ギンペン エンゴ」としない。 
古?一百首 コシ イッピャクシュ 
＊「イチヒャクシュ」としない。 
 
（注）「大漢和辞典」による一般読みの採用方針について 
「大漢和辞典」の親字の下には多くの読みが挙げられているものがあるが，音読みとして
実際に使用されているものは 1 つか 2 つであり，漢音に限定されているわけではない。そ
こで，一般読みの採用は，次の方針によることとする。 
和語や仏教用語の読みを除いた，語彙例で多く使用されている読みを一般読みとして採用
する。ただし，「常用漢字表」にその読みがない場合は，表にある読みを優先して採用す
る。 
意味や習慣によって使い分けされるものは，複数の読みも採用する。 
語彙例があってもローマ字表記の読みしかないものは，他の字典を参考にする。 
語彙例のないものは，原則として親字の下の初出の漢音を採用する。 
通常使用されている字体の読みと単に字形の異なるだけの異体字との間で読みが異なると
きは，読みを統一する。（例：「乗」はショウと出ているが，ジョウとする。） 
「大漢和辞典」にない文字は，他の字典を参考にする。 
簡体字の場合には，相当する繁体字の読みを採用する。 
 
11.3.4.3 分かち書き 
1．基本的考え方 
（1）原則として，漢字 2 字または 3 字を分かちの基本単位とする。これに，接頭語や接尾
語が付加することがある。 
（例） 
中国民?宗教教派研究 チュウゴク ミンカン シュウキョウ 
キョウハ ケンキュウ 
世界思想家文? セカイ シソウカ ブンコ 
 
①漢字 1 字の語は，分離すると指示されているもの，あるいは，結果として他の語から分
離されたものである。 
（例） 



 

日本的改革与振? ニホン テキ カイカク ヨ シンコウ 
 
②分離すると指示されている品詞でも，4 字以下の分離できない熟語は分離しない。 
（例） 
?人 イジン 
?不着 イフチャク 
?而言之 ソウジゲンシ 
形而上学 ケイジジョウガク 
 
（2）中国語では，同一の漢字でも文脈によって品詞が異なることがあり，品詞が異なれば
分かちの適用も異なる。したがって，特定の漢字が出てきたら，常に結合あるいは分離す
ることはないことに注意する。 
（例） 
把住放向? ハジュウ ホウコウバン 
＊（ハンドルをしっかりにぎる）動詞 
一把椅子 イッパ イス 
＊（一脚のいす）量詞（助数詞） 
?把坏了 シャハ カイリョウ 
＊（かじ棒がこわれた）名詞 
把?包拿?来 ハ ショホウ ダ カライ 
＊（カバンをもってきた）介詞（前置詞） 
 
（3）以下のような構成でまとまった概念を表わす 2 字語は，熟語化していなくても基本単
位として扱い，分離しない。 
（例） 
叶?花?的夏天 ヨウリョク カコウ テキ カテン 
＊主語＋述語 
??易老 コウガン イロウ 
＊形容詞＋名詞，動詞＋補語 
看信 カンシン 
吃? キツギョ 
＊動詞＋賓語（目的語） 
?坏 コウカイ 
打死 ダシ 
熟透 ジュクトウ 
＊動詞＋補語 
已婚的情? イコン テキ ジョウリョ 
＊副詞＋動詞 



 

都来 トライ 
＊副詞＋動詞 
最大 サイダイ 
更好 コウコウ 
很快 コンカイ 
＊副詞＋形容詞 
 
（4）4 字あるいはそれ以上でまとまった概念を表わすものは，2 字あるいは 3 字ごとに分
離する。 
（例） 
晶体管功率放大器 ショウタイカン コウリツ ホウダイキ 
无??管 ムホウ コウカン 
?境保??? カンキョウ ホゴ キカク 
??唯物主? ベンショウ ユイブツ シュギ 
 
①分離すると原意が不明確になったり再現できなくなるものは，分離しない。 
（例） 
古??学 コカンゴガク 
研究生院 ケンキュウセイイン 
?十字会 コウジュウジカイ 
古生物学家 コセイブツガクカ 
交朋好友 コウホウコウユウ 
＊交好朋友と同じ 
?明?大迷案 バンミン リョウダイメイアン 
 
②成語またはこれに準ずる 4 字語は，全体を基本単位とする。 
（例） 
?平浪静 フウヘイロウセイ 
?憎分? アイゾウブンベツ 
水到渠成 スイトウキョセイ 
光明磊落 コウメイライラク 
一衣?水 イチイタイスイ 
黑不溜秋 コクフリュウシュウ 
不亦?乎 フエキガクコ 
?莫能助 アイバクノウジョ 
 
③ABAC 形式の 4 字語は，基本単位とし分離しない。 
（例） 



 

胡里胡塗 コリコト 
越来越快 エツライエツカイ 
 
④「数詞 A 数詞 B」または「A 数詞 B 数詞」形の 4 字語は，基本単位とし分離しない。 
（例） 
三心二意 サンシンニイ 
?三倒四 テンサントウシ 
 
（5）単語の重ね型は，次のように扱う。 
①AA 形式のものは，これを基本単位とする。 
（例） 
人人 ジンジン 
看看 カンカン 
大大 ダイダイ 
??的 コウコウ テキ 
个个 ココ 
 
②AB を引き伸ばした AAB 形式または ABB 形式のものは，これを基本単位とする。 
（例） 
蒙蒙亮 モウモウリョウ 
亮堂堂 リョウドウドウ 
奇奇怪博士 キキカイ ハクシ 
 
③AB を引き伸ばした ABAB 形式のものは，AB を基本単位として分離する。 
（例） 
研究研究 ケンキュウ ケンキュウ 
???? ショウシ ショウシ 
雪白雪白 セツハク セツハク 
通?通? ツウコウ ツウコウ 
 
④AB を引き伸ばした AABB 形式のものは，全体を基本単位とする。 
（例） 
来来往往 ライライオウオウ 
清清楚楚 セイセイソソ 
花花????罐罐 カカダダ ダンダンカンカン 
 
（6）1 字の語が並列して続くものは，全体を基本単位とする。 
（例） 



 

看看看 カンカンカン 
儒墨之?同 ジュボク シ イドウ 
老荘思想 ロウソウ シソウ 
??曲???? シシキョク ゴジ カイシャク 
?英德法?典 カエイトクホウ シテン 
?用省市地??代?? ジツヨウ ショウシチケン ゲンダイキカク 
?恩列斯著作??局 バオンレツシ チョサク ヘンヤクキョク 
江浙豫皖太平天国史料?? コウセツヨカン タイヘイ テンゴク 
 シリョウ センペン 
 
①並列語の前後に並列語全体にかかる語があれば，これを分離しない。 
（例） 
分省市 ブンショウシ 
十七八? ジュウシチハッサイ 
八九天 ハックテン 
元明清史 ゲンミンシンシ 
?海空? リクカイクウグン 
文史哲学集成 ブンシテツガク シュウセイ 
 
（7）1 字の略語は名詞と同様に扱い，2 字以上で構成される略語は 2 字あるいは 3 字を基
本単位とする。 
（例） 
?保 カンホ 
＊?境保?の略 
人代 ジンダイ 
＊全国人民代表大会の略 
?? ケイボウ 
＊???易の略 
?委会 ヘンイカイ 
＊??委?会の略 
彩?册 サイズサツ ＊彩??册の略 
?文典 カンブンテン ＊?文文典の略 
 
（8）日本語でカタカナ表記される外来語は 1 単位とし，原語の単位で分離しない。 
（例） 
迷?裙 メイジクン 
＊ミニスカート 
?路易 セントルイス 



 

新德里 ニューデリー 
?? ニューヨーク 
糎 センチメートル 
加那利群島 カナリア グントウ 
特立尼?和多巴哥 トリニダード ワ トバゴ 
 
（9）前の語にも後ろの語にも付加することが可能な語は後ろの語と結合させて，できるだ
け 1 字の語は作らない。 
（例） 
??史稿 ケイザイ シコウ 
名人?略 メイジン デンリャク 
地方史志学 チホウ シシガク 
 
2．品詞等の扱い方 
（1）連詞（接続詞），「得」以外の構造助詞，語気助詞，嘆詞（感嘆詞），擬声語は，他
の要素と分離する。 
①連詞 
（例） 
工人和?民 コウジン ワ ノウミン 
光?而?巨 コウエイ ジ カンキョ 
不但快而且好 フタン カイ ジショ コウ 
?来?是不来 ジ ライ カンゼ フライ 
 
②構造助詞 
（例） 
吃的，穿的，用的，都有 キツ テキ，セン テキ，ヨウ テキ，トユウ 
大地的女儿 ダイチ テキ ジョジ 
?底原理 シ テイ ゲンリ 
慢慢地走 マンマン チ ソウ 
坦白地告??? タンハク チ コクソ ジ ハ 
少年之家 ショウネン シ カ 
最??的国家之一 サイハッタツ テキ コッカ シ イチ 
＊日本語における「的」は名詞の接尾語であるが，中国語においては，日本語の「の」に
当たる助詞であることが多いので，分離する。 
＊「之」と方位語が結びついた之前（シゼン），之内（シナイ），之至（シチ）のような
ものは，2 字方位語として 1 単位とする。 
 
③語気助詞 



 

（例） 
?知道?？ ジ チドウ マ？ 
快去?！ カイキョ ハ！ 
 
④嘆詞 
（例） 
?！ 真美！ ア！ シンビ！ 
?, ?説什?？ オン, ジ セツ ジュウマ？ 
?, 走着??！ フン, ソウチャク ショウ ハ! 
 
⑤擬声詞 
（例） 
?! ハク! 
?? カカ 
″?隆″一声 "ゴウリュウ"イッセイ 
冬冬冬 トウトウトウ 
???? キキササ 
大公???啼 ダイコウケイ オクオク テイ 
 
（2）介詞（前置詞） 
①介詞（前置詞）は，一般に他の要素と分離する。 
（例） 
向??去 コウ トウヘン キョ 
他被?除了 タ ヒ カイジョ リョウ 
?人民服? イ ジンミン フクム 
从昨天起 ジュウ サクテン キ 
?于?个?? カンウ シャコ モンダイ 
在重??中 ザイ ジュウケイ ムチュウ 
以党的基本路??重点 イ トウ テキ キホン ロセン イ ジュウテン 
 
②「介詞＋名詞」あるいは「動詞＋介詞」で 2 音節を構成するときは，1 単位とする。 
（例） 
?日 タイニチ 
朝南 チョウナン 
生于 1949 年 セイウ 1949 ネン 
 
（3）方位語（方向，場所，時間などを示す語） 
①方位語を修飾する副詞は，分離しない。 



 

（例） 
?左 キョクサ 
稍后 ショウゴ 
最后 サイゴ 
?上? キンジョウトウ 
再下?儿 サイカヘンジ 
?前? チョウゼントウ 
 
②接頭の 1 字方位語は，分離しない。 
（例） 
北半球 ホクハンキュウ 
前半生 ゼンハンセイ 
西?摩? セイサモア 
 
③1 字語を修飾する 2 字方位語も分離しない。 
（例） 
?南? トウナンア 
 
④接尾の 1 字方位語は分離しない。 
（名詞例） 
山上 サンジョウ 
?下 ジュカ 
河里 カリ 
一年后 イチネンゴ 
?渡中 カトチュウ 
企?内 キギョウナイ 
座?会上 ザダンカイジョウ 
二十世?初 20 セイキショ 
网??境下 モウラク カンキョウカ 
稀土金属?化合物 キド キンゾクカン カゴウブツ 
近百年来的中国 キンヒャクネンライ テキ チュウゴク 
 
（動詞例） 
添上 テンジョウ 
放下 ホウカ 
拿来 ダライ 
送去 ソウキョ 
走?教室 ソウシン キョウシツ 



 

爬上主峰 ハジョウ シュホウ 
 
⑤接尾の 2 字方位語は分離する。 
（名詞例） 
河里面 カ リメン 
?外面 モン ガイメン 
火?上面 カシャ ジョウメン 
学校旁? ガッコウ ボウヘン 
 
（動詞例） 
走?来 ソウ シンライ 
跳上去 チョウ ジョウキョ 
想出来 ソウ シュツライ 
搬起去 ハン キキョ 
笑起来 ショウ キライ 
??去 ウン カキョ 
送回来 ソウ カイライ 
 
⑥例外として，固有名の接尾の方位語は分離する。（1 字姓を除く） 
（例） 
粤中??史 エツ チュウ ジュウタイシ 
永定河上 エイテイカ ジョウ 
 
（4）接頭語 
①接頭辞（副，?，非，反，超，老，阿，可，无，各，毎など）は，分離しない。 
（例） 
副部? フクブチョウ 
非金属 ヒキンゾク 
超声波 チョウセイハ 
?工程? ソウコウテイシ 
反?道?? ハンダンドウ ドウダン 
非??人? ヒギョウム ジンイン 
各学科 カクガッカ 
毎年 マイネン 
 
②接頭の 1 字形容詞は，分離しない。 
（例） 
?高粱 コウコウリョウ 



 

新時期 シンジキ 
高科技 コウカギ 
天地人巨系?? テンチジン キョケイトウカン 
大草原上的小房子 ダイソウゲンジョウ テキ ショウボウシ 
 
③独立性をもち，それだけで 1 個の名詞的概念を表わす接頭の語は，分離する。 
（例） 
梦?天 ム ヒテン 
女?者 ジョ キシャ 
金?弓 キン ダンキュウ 
核武器 カク ブキ 
 
④固有名の前の接頭語は，分離する。（1 字姓を除く） 
（例） 
新中国 シン チュウゴク 
反?恩斯? ハン ケインズ ロン 
 
⑤タイトルの冒頭にあって全体にかかるものは，分離する。 
（例） 
新英?学生?典  シン エイカン ガクセイ シテン 
 
（5）接尾語 
①接尾辞（子，儿，遊，性，者，埀，家，手，化，断など）は，分離しない。 
（例） 
卓子 タクシ 
画儿 ガジ 
木? ボクトウ 
乘?? ジョウムイン 
??家 ゲイジュツカ 
科学性 カガクセイ 
?代化 ゲンダイカ 
溶拉机手 タクロウキシュ 
他? タモン 
孩子? ガイシモン 
 
②基本単位の接尾に 1 字の名詞が付加してまとまった概念を構成するものは，分離しな
い。 
（例） 



 

中文? チュウブンショ 
水?? スイコデン 
?官表 ショッカンヒョウ 
糊?翁笑? コトオウ ショウダン 
德江?堂? トクコウ ダドウギ 
秦?史研究 シンカンシ ケンキュウ 
唐宋?通? トウソウシ ツウロン 
元明?概? ゲンミンシ ガイセツ 
PC 系列机工具箱 PC ケイレツキ コウグショウ 
 
③基本単位の接尾の 1 字名詞でも，熟語としづらいものは分離する。 
（例） 
隋唐??? ズイトウ リュウ デンセツ 
 
（6）人名・地名・団体名 
①人名は，姓と名をそれぞれ 1 単位として，他の要素と分離する。ペンネーム，別名など
はこれに準ずる。 
（例） 
李准 リ ジュン 
王国? オウ コクイ 
梅?芳 バイ ランホウ 
?方朔 トウホウ サク 
?葛孔明 ショカツ コウメイ 
毛主席 モウ シュセキ 
蒋?? ショウ ソウトウ 
田主任 デン シュニン 
杜工部 ト コウブ 
唐王右丞?集 トウ オウ ウジョウ シシュウ 
＊唐の王維 
 
②固有名化した呼称は，2 字あるいは 3 字を 1 単位とする。 
（例） 
孔子 コウシ 
西施 セイシ 
孟?君 モウショウクン 
武?天 ブソクテン 
包公案??八? ホウコウ アン シワ ハッシュ 
天花藏主人 テンカゾウ シュジン 



 

 
③現代中国人の 2 字のペンネームは，第 1 字が「百家姓」にあれば，姓名扱いをする。百
家姓にないものおよび同じ文字が繰り返されているものは，全体を 1 語とする。 
（例） 
?迅||ロ ジン 
巴金||ハ キン 
老舍||ロウシャ ＊百家姓にない 
毛毛||モウモウ 
 
④姓に付加する「氏」と「家」は，分離しない。 
（例） 
司?氏 シバシ 
白氏文集 ハクシ モンジュウ 
斯??斯氏 スマイルスシ 
蒋家王朝 ショウカ オウチョウ 
 
⑤1 字姓が名とセットで用いられないときは，普通名詞とみなす。 
（例） 
小? ショウリュウ 
老? ロウセン 
呉老 ゴロウ 
毛? モウシ 
杜??? トシ センドク 
李杜?句 リト ゼック 
?批孟子 ソヒ モウシ 
岳王全? ガクオウ ゼンデン 
?岳全? セツガク ゼンデン 
?后?暴 トウゴ フウボウ 
周恩来批判 : 名家?周集 シュウ オンライ ヒハン : メイカ 
 ヒョウシュウシュウ 
 
⑥地名と団体名は，日本語資料の基準に従う。 
（例） 
北京市 ペキンシ 
河北省 カホクショウ 
??江 オウリョクコウ 
泰山 タイザン 
洞庭湖 ドウテイコ 



 

台湾海峡 タイワン カイキョウ 
西?河 セイリョウガ 
景山后街 ケイザン ゴガイ 
中?人民共和国 チュウカ ジンミン キョウワコク 
中国社会科学院 チュウゴク シャカイ カガクイン 
 
（7）動詞 
①1 字の動詞の後ろの「住」「着（zhao）」「動」「到」「見」「憧」「会」「完」「了
（liao）」「在」「?」「錯」「好」は分離しない。 
（例） 
記住 キジュウ 
?着 バイチャク 
?到 コウトウ 
?完 セツカン 
念了 ネンリョウ 
写好 シャコウ 
太?照在桑干河上 タイヨウ ショウザイ ソウカンガ ジョウ 
 
②動詞とその後ろの動態助詞「着（zhe）」「了（le）」「過」は分離しない。 
（例） 
看着 カンチャク 
?行了 シンコウリョウ 
消?? ショウキョクカ 
 
③「動詞＋賓語（目的語）」で 3 字以上になるものは分離する。 
（例） 
?玩笑 カイ ガンショウ 
交流?? コウリュウ ケイケン 
 
④動詞と目的語の間に他の要素が入ったものは，分離する。 
（例） 
鞠了一个躬 キュウリョウ イッコ キュウ 
理?三次? リカ サンジ ハツ 
生起気来了 セイ キ キ ライリョウ 
拿起一本?来 ダキ イッポン ショ ライ 
 
⑤「動詞あるいは形容詞＋補語」で 3 字以上になるものは，分離する。 
（例） 



 

建成楼房 ケンセイ ロウボウ 
化?蒸气 カイ ジョウキ 
当做笑? トウサ ショウワ 
整理好 セイリ コウ 
建?成公? ケンセツ セイ コウエン 
改写??本 カイシャ イ ゲキホン 
 
⑥繋詞「是」の接頭の副詞は分離しない。それ以外は単独で用いる。 
（例） 
但是 タンゼ 
真是 シンゼ 
都是 トゼ 
也就是 ヤシュウゼ 
并不是 ヘイフゼ 
?是我的? シャ ゼ ガ テキ ショ 
色是刀・情是? ショク ゼ トウ・ジョウ ゼ ケン 
 
⑦「動詞または形容詞＋得＋補語」「動詞または形容詞＋不＋補語」形の 3 字語は，1 単位
とする。 
（例） 
吃得消 キツトクショウ 
?得很 コウトクコン 
高得多 コウトクタ 
?不起 タイフキ 
想不到 ソウフトウ 
怪不得 カイフトク 
 
⑧4 字以上の場合の「得」は，分離する。 
（例） 
冷得?抖 レイ トク ハツトウ 
写得不好 シャ トク フコウ 
打?得干? ダソウ トク カンジョウ 
 
⑨4 字以上の場合の「不」は，補語と組み合わせて 1 単位とする。 
（例） 
看不出来 カン フシュツライ 
听不?去 チョウ フシンキョ 
 



 

（8）代詞（代名詞） 
①代詞に付加してその意味を補うものは，1 単位とする。 
（例） 
?些 シャサ 
?? シャマ 
??些 シャマサ 
那? ナヨウ 
?般 シャハン 
那里 ナリ 
?里 ナリ 
?? シャヘン 
?会儿 シャカイジ 
怎?? シンマヨウ 
 
②代詞に 1 字の量詞あるいは名詞が結びついたものは 1 単位とし，2 字のものは分離す
る。 
（例） 
?个 シャコ 
我国 ガコク 
??位 ジ タンイ 
??人 ジ アイジン 
某人 ボウジン 
某工厂 ボウ コウショウ 
其他 キタ 
其原理 キ ゲンリ 
本市 ホンシ 
本部? ホン ブモン 
?刊 ガイカン 
?公司 ガイ コウシ 
有其母必有其女 ユウ キボ ヒツユウ キジョ 
 
③代詞と数詞との間は分離する。 
（例） 
?一代人 シャ イチダイ ジン 
那一会儿 ナ イッカイジ 
 
（9）数詞と量詞 
①連続した数字は，分離しない。 



 

（例） 
九?零七万二千三百五十六 キュウオクレイシチマンニセンサンビャクゴジュウロク 
新十日? シン ジュウニチ ダン 
五四??史 ゴシ ウンドウシ 
四八烈士 シハチ レッシ 
二十万分之一河南省??? ニジュウマンブン シ イチ カナンショウ チョウサズ 
 
②小数を含む数字は 1 語とする。 
（例） 
二点五 ニテンゴ 
零点七五 レイテンシチゴ 
 
③序数を表わす「第」に続く数詞は，分離しない。 
（例） 
第十三 ダイ 13 
第三百五十六 ダイ 356 
 
④数詞と量詞は 1 単位とし，分離しない。 
（例） 
?个人 リョウコ ジン 
一百多个 イッピャクタコ 
十来万人 ジュウライマン ジン 
几家人 キカ ジン 
几天工夫 キテン クフウ 
几十根?管 キジュッコン コウカン 
十几个人 ジュウキコ ジン 
无名格言一千句 ムメイ カクゲン イッセンク 
 
⑤代詞あるいは数詞と結びつかない量詞は，分離する。 
（例） 
想个?法 ソウ コ ベンポウ 
?面是?稻田 タイメン ゼ カイ トウデン 
 
⑥形容詞に付加して程度を表わす「些」「点」「点儿」などの不定量詞は，分離しない。 
（例） 
大些 ダイサ 
快点儿 カイテンジ 
安静点 アンセイテン 



 

 
⑦不定量詞に数詞が含まれるものは，分離する。 
（例） 
大一些 ダイ イッサ 
快一点儿 カイ イッテンジ 
 
（10）副詞 
①2 字以上の副詞は，他の要素と分離する。 
（例） 
??走 ゴウゴウ ソウ 
非常快 ヒジョウ カイ 
十分感? ジュウブン カンドウ 
 
②否定副詞は，動詞や形容詞との間を分離しない。 
（例） 
不来 フライ 
不如 フジョ 
不可能 フカノウ 
?不?? オウ フオウガイ 
別? ベッセツ 
没来 ボツライ 
没交渉 ボツコウショウ 
 
11.3.4.4 ピンイン表記 
1．各種辞典，字書にもとづいて記録する。辞典，字書間に異同がある場合，最新のものに
従う。 
（例） 新華字典（商務印書館），中日大辞典（大修館書店），現代漢語詞典（商務印書
館），現代中国語辞典（光生館），中日辞典（小学館），新字源（角川），辞海（上海辞
書出版社） 
解説（ピンインの選択） 
（1）漢字 1 字に対し複数の読み方があるときは，上記辞典を参考にして適切なものを選択
する。 
（例） 
重心 zhong xin 重新 chong xin 
成? cheng zhang ?城 chang cheng 
?? chuan tong ?? zhuan ji 
大会 da hui 会? kuai ji 
 



 

（2）地名，姓は辞典，参考図書等を参照して読み方を確定する。名に使われている字が複
数の読み方をもつときには人名辞典等を参照し確定する。確定できないときにはよく使わ
れている読み方を選択する。 
（例） 
人名辞典 
現代中国人名辞典（霞山会） 1995 年版，1991 年版（ただし台湾関係などはウェード式） 
（現代中国人名辞典（国書刊行会）はウェード式表記のため不適） 
中国情報人物事典（三菱総合研究所） 
地名辞典 
最新中国地名事典（日外アソシエーツ） 
現代中国地名辞典（学習研究社） 
2．ピンインは，CHINA MARC に準拠し，漢字一字ごとに分かち書きする。単語ごとの分
かち書きは採用しない。 
（例） 
西安事?史料 xi an shi bian shi liao 
＊xi'an shibian shiliao とはしない 
 
3．ピンインには四声その他の記号はつけない。ウムラウトはつけなくてもよい。 
（例） 
?色食品 lu se shi pin 
＊lu se shi pin としてもよい 
 
4．ピンインはすべて小文字で表記する。 
5．タイトル中の漢数字にはピンインを付与し，英数字，記号等はそのままを表記する。回
次，年次，日付を表す漢数字であってもピンインを付与する。 
（例） 
我的一九九七 wo de yi jiu jiu qi 
我的 1997 wo de 1997 
 
6．児化韻を表す「児」（儿）は，前の音節に「r」をつけて表記する。「er」とはしない。 
（例） 
一会儿 yi huir 
花儿 huar 
 
（参考） 
?儿 ying er 
＊児化韻ではなく，「小児」を表す場合 
 



 

7．助詞の「的」，「地」は「de」と表記する。助詞の「了」は「le」と表記する。助詞の
「着」は「zhe」と表記する。 
（例） 
中国的外交政策 zhong guo de wai jiao zheng ce 
?利地完成任? sheng li de wan cheng ren wu 
取得了?大?利 qu de le wei da sheng li 
走着去 zou zhe qu 
 
（参考） 
的? di que 
地球 di qiu 
了解 liao jie 
着手 zhuo shou 
着火 zhao huo（助詞以外の場合） 
 
8．「子」は「zi」と表記する。前の音節に「z」を付ける方法（岩波中国語辞典など）は採
らない。 
（例） 
孩子 hai zi 
＊haiz とはしない 
 
 

 
 



NACSIS-CAT『日本目録規則2018年版』「第1部　総説」「第2部　セクション1　属性総則」適用細則案（20XX年〇月）

＜概要＞
１．適用範囲

この適用細則は、『日本目録規則2018年版』（以下「NCR2018」）の「第1部　総説」の部分および「第2部　属性」のう
ち「セクション1　属性総則」の部分を扱う。具体的には、第0章のうち、#0.9.2～#0.9.4および付表ならびに第1章を扱
う。

２．適用対象
＜書誌データ＞
全国の大学図書館等が所蔵する図書，逐次刊行物等の書誌データを対象とする。

＜典拠データ＞
この適用細則が対象とする書誌データに対応して作成されるすべての典拠データを対象とする。

３．本則、別法、任意規定について
原則としてNCR2018の本則または別法を採用するが、条項によってはそのいずれでもない独自の規定を設けたり、
任意規定を敷衍したりしている場合がある。
条文をそのまま適用する場合および適用しない場合は、条文でなく「適用」、「非適用」の語句のみを示す。本則を
適用する場合は、別法については言及しない。また、別法を適用する場合は、本則については言及しない。本則・
別法のいずれも適用しない場合は、本則についてのみ「非適用」の語句を示し、別法については言及しない。本則
または別法の大意はそのままで，条文の一部のみを修正する場合には，「一部適用」の語句と共に，修正方針につ
いてのコメント，あるいは，修正条文案を示す。適用対象外の規定については，「対象外」の語句と共にグレイアウト
の表示にする。

４．出力形式および記号法について
この適用細則は書誌データおよび典拠データの記録方法を定めることを主眼とするため、出力形式および区切り記
号については原則として言及しない。

５．凡例
・エレメント
次の記号により、エレメント、エレメント・サブタイプ、サブエレメントを示す。
E : エレメント
ES : エレメント・サブタイプ
S : サブエレメント
・コア・エレメント
NCR2018においてエレメント、エレメント・サブタイプ、サブエレメントがコア・エレメントである場合に、「*」を記載す
る。コア・エレメントの適用／非適用については「#0付表　コア・エレメント一覧」で示す。
・条項番号
NCR2018の条項番号を示す。
・条項見出し
NCR2018の各条項の見出しまたは中見出しを示す。
・適用/非適用/一部適用
NCR2018の各条項の「適用」、「非適用」「一部適用」を示す。独自の規定を設けたり、任意規定を敷衍したりしてい
る場合は、条項単位で該当条文を示す。
・適用/非適用/一部適用の理由
判断理由，「一部適用」の場合における修正方針についてコメントを示す。適用対象外については「対象外」と記載
する。
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
#0 総説 —

#0.1-#0.7.2 <転記省略＞ 適用

#0.9.1 本規則の各条項では、エレメントの記録に用いる表記の形について次の用語を
用いる。
a) 表示形
情報源に表示された形。漢字（繁体字または簡体字を含む。）、仮名、ハングル、
ラテン文字、キリル文字、ギリシャ文字等や、数字、記号など、各種文字種を含
む。
b) 翻字形
ラテン文字以外の文字種をラテン文字に翻字して表記する形。データ作成機関
が採用した翻字法に従って表記し、翻字法については、必要に応じて注記として
記録する。ラテン文字だけでなく、数字、記号等の各種文字種を含むことがある。
c) 片仮名表記形
日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語のタイトルまたは名称を片仮名で表記
する形。片仮名だけでなく、数字、記号およびラテン文字等の各種文字種を含む
こともある。
d) 読み形
表示形等とあわせて、その読みを表記する形。読み形のみで記録を行うことはな
い。
（参照: #1.12 を見よ。）
① 片仮名読み形
読み形のうち、主として片仮名で表記する形。片仮名だけでなく、数字、記号およ
びラテン文字等の各種文字種を含むこともある。
② ローマ字読み形
読み形のうち、主としてローマ字で表記する形。ローマ字だけでなく、数字、記号
およびラテン文字等の各種文字種を含むこともある。
③ ハングル読み形
読み形のうち、主としてハングルで表記する形。ハングルだけでなく、数字、記号
およびラテン文字等の各種文字種を含むこともある。

適用 —

#0.9.2 言語および文字種の選択 情報源における表示を転記するエレメントにおいては、情報源に表示されている
言語および文字種（表示形）によることを原則とする。
（参照: #1.10 を見よ。）
ただし、転記ができない言語および文字種の場合は、データ作成機関が採用した
翻字法に従って翻字形を記録する。
その他のエレメントについては、データ作成機関が選択する優先言語および文字
種ならびに目録用言語を用いる。
（参照: #0.9.3、#0.9.4 を見よ。）

適用 情報源における表示を転記するエレメントにおいては、情報源に表示されている
言語および文字種（表示形）によることを原則とする。
（参照: #1.10を見よ。）
ただし、転記ができない言語および文字種の場合は、"ALA-LC Romanization
Tables"に従って翻字形を記録する。
その他のエレメントについては、NACSIS-CATで規定する優先言語および文字種
ならびに目録用言語を用いる。
（参照: #0.9.3、#0.9.4を見よ。）

情報源における表示を転記するエレメントにおいては、情報源に表示さ
れている言語および文字種（表示形）によることを原則とする。
（参照: #1.10を見よ。）
ただし、転記ができない言語および文字種の場合は、"ALA-LC
Romanization Tables"に従って翻字形を記録する。
その他のエレメントについては、国立国会図書館が選択する優先言語
および文字種ならびに目録用言語を用いる。
（参照: #0.9.3、#0.9.4を見よ。）

#0.9.3 優先言語および文字種 統制形による記録を行う場合は、使用する言語および文字種をデータ作成機関
が定める。これを優先言語および文字種という。
（参照: #1.11 を見よ。）
日本語のみを選択することも、資料の言語によって、日本語と日本語以外の言語
を使い分けることも可能である。

NDL準拠 統制形による記録を行う場合は、使用する言語および文字種をデータ作成機関
が定める。これを優先言語および文字種という。
（参照: #1.11を見よ。）

統制形による記録を行う場合は、使用する言語および文字種をデータ
作成機関が定める。これを優先言語および文字種という。
（参照: #1.11を見よ。）

#0.9.4 目録用言語 目録用言語は、情報源における表示からの転記または統制形による記録のいず
れにもよらない場合のために、データ作成機関が定めて用いる言語である。デー
タ作成機関は、目録用言語として、次のいずれかを選択する。
a) 常に日本語を使用する。
b) 日本語資料については、常に日本語を使用する。日本語以外の言語の資料
については、データ作成機関が定めた言語を使用する。
本規則の各条項では、目録用言語を日本語とする場合および英語とする場合に
対応している。他の言語を目録用言語とする場合は、語彙のリストや規定に指示
された語句を、必要に応じて目録用言語による表現に置き換えて記録する。

一部適用 目録用言語は、情報源における表示からの転記または統制形による記録のいず
れにもよらない場合のために、データ作成機関が定めて用いる言語である。
NACSIS-CATでは、目録用言語として、和資料では日本語、洋資料では英語を
使用する。
ただし，図書書誌データにおいては、システム登録や流用入力等、異なる目録規
則が適用されている書誌データを利用する場合、この限りではない。

目録用言語は、情報源における表示からの転記または統制形による記
録のいずれにもよらない場合のために、データ作成機関が定めて用い
る言語である。国立国会図書館は、目録用言語として、日本語を使用す
る。

#0付表 コア・エレメント一覧
体現形の属性

体現形の属性
a) タイトル
本タイトル（参照: #2.1.1 を見よ。）
b) 責任表示
本タイトルに関係する責任表示（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参
照: #2.2.1 を見よ。）
c) 版表示
① 版次（参照: #2.3.1 を見よ。）
② 付加的版次（参照: #2.3.5 を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示（順序表示の方式が変化した場合は、初号の巻次お
よび（または）年月次については最初の方式のもの、終号の巻次および（または）
年月次については最後の方式のもの）
① 初号の巻次（参照: #2.4.1 を見よ。）
② 初号の年月次（参照: #2.4.2 を見よ。）
③ 終号の巻次（参照: #2.4.3 を見よ。）
④ 終号の年月次（参照: #2.4.4 を見よ。）
e) 出版表示
① 出版地（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.5.1 を見よ。）
② 出版者（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.5.3 を見よ。）
③ 出版日付（複数の種類の暦によって表示されている場合は、優先する暦のも
の）
（参照: #2.5.5 を見よ。）
f) 非刊行物の制作表示
非刊行物の制作日付（複数の種類の暦によって表示されている場合は、優先す
る暦のもの）（参照: #2.8.5 を見よ。）

一部適用 別シートの通り 典拠形アクセス・ポイント（件名）についてはここでは扱わない。（参照:
件名作業指針を見よ。）
体現形の属性
a) タイトル
本タイトル（参照: #2.1.1を見よ。）（適用）
b) 責任表示
本タイトルに関係する責任表示（複数存在する場合は最初に記録する
一つ）（参照: #2.2.1を見よ。）（適用）
c) 版表示
① 版次（参照: #2.3.1を見よ。）（適用）
② 付加的版次（参照: #2.3.5を見よ。）（適用）
d) 逐次刊行物の順序表示（順序表示の方式が変化した場合は、初号
の巻次および（または）年月次については最初の方式のもの、終号の巻
次および（または）年月次については最後の方式のもの）
① 初号の巻次（参照: #2.4.1を見よ。）（適用）
② 初号の年月次（参照: #2.4.2を見よ。）（適用）
③ 終号の巻次（参照: #2.4.3を見よ。）（適用）
④ 終号の年月次（参照: #2.4.4を見よ。）（適用）
e) 出版表示
① 出版地（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.5.1を
見よ。）（適用）
② 出版者（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.5.3を
見よ。）（適用）
③ 出版日付（複数の種類の暦によって表示されている場合は、優先す
る暦のもの）（参照: #2.5.5を見よ。）（適用）
f) 非刊行物の制作表示
非刊行物の制作日付（複数の種類の暦によって表示されている場合
は、優先する暦のもの）（参照: #2.8.5を見よ。）（非適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
体現形の属性

g) シリーズ表示
① シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1 を見よ。）
② シリーズ内番号（参照: #2.10.8 を見よ。）
③ サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9 を見よ。）
④ サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16 を見よ。）
h) キャリア種別（参照: #2.16 を見よ。）
i) 数量（次の場合）（参照: #2.17 を見よ。）
・資料が完結している場合
・総数が判明している場合
j) 体現形の識別子（複数ある場合は国際標準の識別子）（参照: #2.34 を見よ。）

一部適用 別シートの通り g) シリーズ表示
① シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1を見よ。）（適用）
② シリーズ内番号（参照: #2.10.8を見よ。）（適用）
③ サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9を見よ。）（適用）
④ サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16を見よ。）（適用）
h) キャリア種別（参照: #2.16を見よ。）（適用）
i) 数量（次の場合）（参照: #2.17を見よ。）（適用）
・資料が完結している場合
・総数が判明している場合
j) 体現形の識別子（複数ある場合は国際標準の識別子）（参照: #2.34を
見よ。）（適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
著作の属性

著作の属性
a) 著作の優先タイトル（参照: #4.1 を見よ。）
b) 著作の形式（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別するため
に必要な場合）（参照: #4.3 を見よ。）
c) 著作の日付（次の場合）（参照: #4.4 を見よ。）
・条約の場合
・同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別するために必要な場合
d) 著作の成立場所（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別する
ために必要な場合）（参照: #4.5 を見よ。）
e) 著作のその他の特性（責任刊行者など）（同一タイトルの他の著作または個
人・家族・団体と判別するために必要な場合）（参照: #4.6、#4.7 を見よ。）
f) 著作の識別子（参照: #4.9 を見よ。）
g) 演奏手段（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するために必要
な場合）（参照: #4.14.3 を見よ。）
h) 音楽作品の番号（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するため
に必要な場合）（参照: #4.14.4 を見よ。）
i) 調（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するために必要な場
合）（参照: #4.14.5 を見よ。）

一部適用 別シートの通り 著作の属性
a) 著作の優先タイトル（参照: #4.1を見よ。）（適用）
b) 著作の形式（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別
するために必要な場合）（参照: #4.3を見よ。）（非適用）
c) 著作の日付（次の場合）（参照: #4.4を見よ。）
・条約の場合（非適用）
・同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別するために必
要な場合（適用）
d) 著作の成立場所（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と
判別するために必要な場合）（参照: #4.5を見よ。）（非適用）
e) 著作のその他の特性（責任刊行者など）（同一タイトルの他の著作ま
たは個人・家族・団体と判別するために必要な場合）（参照: #4.6、#4.7を
見よ。）（適用）
f) 著作の識別子（参照: #4.9を見よ。）（適用）
g) 演奏手段（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するた
めに必要な場合）（参照: #4.14.3を見よ。）（非適用）
h) 音楽作品の番号（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判
別するために必要な場合）（参照: #4.14.4を見よ。）（非適用）
i) 調（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するために必
要な場合）（参照: #4.14.5を見よ。）（非適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
表現形の属性

表現形の属性
a) 表現種別（参照: #5.1 を見よ。）
b) 表現形の日付（同一著作の他の表現形と判別するために必要な場合）（参照:
#5.2を見よ。）
c) 表現形の言語（記述対象が言語を含む内容から成る場合）（参照: #5.3 を見
よ。）
d) 表現形のその他の特性（同一著作の他の表現形と判別するために必要な場
合）（参照: #5.4 を見よ。）
e) 表現形の識別子（参照: #5.5 を見よ。）
f) 尺度
① 地図の水平尺度（参照: #5.23.2 を見よ。）
② 地図の垂直尺度（参照: #5.23.3 を見よ。）

一部適用 別シートの通り 表現形の属性
a) 表現種別（参照: #5.1を見よ。）（適用）
b) 表現形の日付（同一著作の他の表現形と判別するために必要な場
合）（参照: #5.2を見よ。）（非適用）
c) 表現形の言語（記述対象が言語を含む内容から成る場合）（参照:
#5.3を見よ。）（適用）
d) 表現形のその他の特性（同一著作の他の表現形と判別するために必
要な場合）（参照: #5.4を見よ。）（非適用）
e) 表現形の識別子（参照: #5.5を見よ。）（非適用）
f) 尺度
① 地図の水平尺度（参照: #5.23.2を見よ。）（適用）
② 地図の垂直尺度（参照: #5.23.3を見よ。）（適用）
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#0付表 コア・エレメント一覧（続）
個人の属性

個人の属性
a) 個人の優先名称（参照: #6.1 を見よ。）
b) 個人と結びつく日付
① 生年（参照: #6.3.3.1 を見よ。）
② 没年（生年、没年はいずれか一方または双方）（参照: #6.3.3.2 を見よ。）
③ 個人の活動期間（生年、没年がともに不明な場合に、同一名称の他の個人と
の判別が必要なとき）（参照: #6.3.3.3 を見よ。）
c) 称号（次の場合）（参照: #6.4 を見よ。）
・王族、貴族、聖職者であることを示す称号の場合
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合
d) 活動分野（次の場合）（参照: #6.5 を見よ。）
・個人の名称であることが不明確な場合に、職業を使用しないとき
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合
e) 職業（次の場合）（参照: #6.6 を見よ。）
・個人の名称であることが不明確な場合に、活動分野を使用しないとき
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合
f) 展開形（同一名称の他の個人と判別するために必要な場合）（参照: #6.7 を見
よ。）

一部適用 別シートの通り 個人の属性
a) 個人の優先名称（参照: #6.1を見よ。）（適用）
b) 個人と結びつく日付
 ① 生年（参照: #6.3.3.1を見よ。）（適用）
 ② 没年（生年、没年はいずれか一方または双方）（参照: #6.3.3.2を見
よ。）（適用）
 ③ 個人の活動期間（生年、没年がともに不明な場合に、同一名称の他
の個人との判別が必要なとき）（参照: #6.3.3.3を見よ。）（適用）
c) 称号（次の場合）（参照: #6.4を見よ。）
・王族、貴族、聖職者であることを示す称号の場合（非適用）
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合（適用）
d) 活動分野（次の場合）（参照: #6.5を見よ。）
・個人の名称であることが不明確な場合に、職業を使用しないとき（非適
用）
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合（適用）
e) 職業（次の場合）（参照: #6.6を見よ。）
・個人の名称であることが不明確な場合に、活動分野を使用しないとき
（非適用）
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合（適用）
f) 展開形（同一名称の他の個人と判別するために必要な場合）（参照:
#6.7を見よ。）（非適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
個人の属性

g) その他の識別要素（次の場合）（参照: #6.8 を見よ。）
・聖人であることを示す語句の場合
・伝説上または架空の個人を示す語句の場合
・人間以外の実体の種類を示す語句の場合
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合
h) 個人の識別子（参照: #6.18 を見よ。）

一部適用 別シートの通り g) その他の識別要素（次の場合）（参照: #6.8を見よ。）
・聖人であることを示す語句の場合（非適用）
・伝説上または架空の個人を示す語句の場合（非適用）
・人間以外の実体の種類を示す語句の場合（非適用）
・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合（適用）
h) 個人の識別子（参照: #6.18を見よ。）（適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
家族の属性

家族の属性
a) 家族の優先名称（参照: #7.1 を見よ。）
b) 家族のタイプ（参照: #7.3 を見よ。）
c) 家族と結びつく日付（参照: #7.4 を見よ。）
d) 家族と結びつく場所（同一名称の他の家族と判別するために必要な場合）（参
照:#7.5 を見よ。）
e) 家族の著名な構成員（同一名称の他の家族と判別するために必要な場合）
（参照#7.6 を見よ。）
f) 家族の識別子（参照: #7.10 を見よ。）

一部適用 別シートの通り 家族の属性
非適用

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
団体の属性

団体の属性
a) 団体の優先名称（参照: #8.1 を見よ。）
b) 団体と結びつく場所（次の場合）（参照: #8.3 を見よ。）
・会議、大会、集会等の開催地の場合（参照: #8.3.3.1 を見よ。）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合
c) 関係団体（次の場合）（参照: #8.4 を見よ。）
・会議、大会、集会等の開催地より識別に役立つ場合
・会議、大会、集会等の開催地が不明または容易に確認できない場合
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合
d) 団体と結びつく日付（次の場合）（参照: #8.5 を見よ。）
・会議、大会、集会等の開催年の場合（参照: #8.5.3.4 を見よ。）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合
e) 会議、大会、集会等の回次（参照: #8.6 を見よ。）

一部適用 別シートの通り 団体の属性
a) 団体の優先名称（参照: #8.1を見よ。）（適用）
b) 団体と結びつく場所（次の場合）（参照: #8.3を見よ。）
・会議、大会、集会等の開催地の場合（参照: #8.3.3.1を見よ。）（非適用）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合（適用）
c) 関係団体（次の場合）（参照: #8.4を見よ。）
・会議、大会、集会等の開催地より識別に役立つ場合（非適用）
・会議、大会、集会等の開催地が不明または容易に確認できない場合
（非適用）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合（適用）
d) 団体と結びつく日付（次の場合）（参照: #8.5を見よ。）
・会議、大会、集会等の開催年の場合（参照: #8.5.3.4を見よ。）（非適用）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合（適用）
e) 会議、大会、集会等の回次（参照: #8.6を見よ。）（非適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
団体の属性

f) その他の識別要素
① 団体の種類（次の場合）（参照: #8.7.1 を見よ。）
・優先名称が団体の名称であることが不明確な場合
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合
② 行政区分を表す語（同一名称の他の団体と判別するために必要な場合）（参
照:#8.7.2 を見よ。）
③ その他の識別語句（次の場合）（参照: #8.7.3 を見よ。）
・優先名称が団体の名称であることが不明確な場合に、団体の種類を使用しな
いとき
 ・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合
g) 団体の識別子（参照: #8.12 を見よ。）

一部適用 別シートの通り f) その他の識別要素
① 団体の種類（次の場合）（参照: #8.7.1を見よ。）
・優先名称が団体の名称であることが不明確な場合（非適用）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合（適用）
② 行政区分を表す語（同一名称の他の団体と判別するために必要な
場合）（参照: #8.7.2を見よ。）（非適用）
③ その他の識別語句（次の場合）（参照: #8.7.3を見よ。）
・優先名称が団体の名称であることが不明確な場合に、団体の種類を
使用しないとき（非適用）
・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合（適用）
g) 団体の識別子（参照: #8.12を見よ。）（適用）

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
資料に関する基本的関連

資料に関する基本的関連
a) 表現形から著作への関連（参照: #42.2 を見よ。）
b) 体現形から表現形への関連（複数の表現形が一つの体現形として具体化され
た場合は、顕著にまたは最初に名称が表示されている体現形から表現形への関
連）（参照#42.6 を見よ。）
ただし、著作と体現形を直接に関連づける場合は、次のものをコア・エレメントと
する。
c) 体現形から著作への関連（複数の著作が一つの体現形として具体化された場
合は、顕著にまたは最初に名称が表示されている体現形から著作への関連）（参
照: #42.4を見よ。）

一部適用 別シートの通り 資料に関する基本的関連
非適用

#0付表 コア・エレメント一覧（続）
資料と個人・家族・団体と
の関連

資料と個人・家族・団体との関連
a) 創作者（参照: #44.1.1 を見よ。）
b) 著作と関連を有する非創作者（その個人・家族・団体に対する典拠形アクセ
ス・ポイントを使用して、著作に対する典拠形アクセス・ポイントを構築する場合）
（参照: #44.1.2 を見よ。）

一部適用 別シートの通り 資料と個人・家族・団体との関連
非適用
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コアエレメント一覧　末尾の（適用）（非適用）はNDL適用方針 適用/非適用
NDL

適用/非適用
体現形の属性

a) タイトル

本タイトル（参照: #2.1.1を見よ。） 適用 適用

b) 責任表示

本タイトルに関係する責任表示（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.2.1を見
よ。）

適用 適用

c) 版表示

① 版次（参照: #2.3.1を見よ。） 適用 適用

② 付加的版次（参照: #2.3.5を見よ。） 適用 適用

d) 逐次刊行物の順序表示（順序表示の方式が変化した場合は、初号の巻次および（または）
年月次については最初の方式のもの、終号の巻次および（または）年月次については最後の
方式のもの）

① 初号の巻次（参照: #2.4.1を見よ。） 適用 適用

② 初号の年月次（参照: #2.4.2を見よ。） 適用 適用

③ 終号の巻次（参照: #2.4.3を見よ。） 適用 適用

④ 終号の年月次（参照: #2.4.4を見よ。） 適用 適用

e) 出版表示

① 出版地（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.5.1を見よ。） 適用 適用

② 出版者（複数存在する場合は最初に記録する一つ）（参照: #2.5.3を見よ。） 適用 適用

③ 出版日付（複数の種類の暦によって表示されている場合は、優先する暦のもの）（参照:
#2.5.5を見よ。）

適用 適用

f) 非刊行物の制作表示

非刊行物の制作日付（複数の種類の暦によって表示されている場合は、優先する暦のもの）
（参照: #2.8.5を見よ。）

適用 非適用

g) シリーズ表示

① シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1を見よ。） 適用 適用

② シリーズ内番号（参照: #2.10.8を見よ。） 適用 適用

③ サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9を見よ。） 適用 適用

④ サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16を見よ。） 適用 適用

h) キャリア種別（参照: #2.16を見よ。） 適用 適用

i) 数量（次の場合）（参照: #2.17を見よ。）

・資料が完結している場合 適用 適用

・総数が判明している場合 適用 適用

j) 体現形の識別子（複数ある場合は国際標準の識別子）（参照: #2.34を見よ。） 適用 適用

著作の属性

a) 著作の優先タイトル（参照: #4.1を見よ。） 適用 適用

b) 著作の形式（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別するために必要な場
合）（参照: #4.3を見よ。）

適用 非適用

c) 著作の日付（次の場合）（参照: #4.4を見よ。）

・条約の場合 非適用 非適用

・同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別するために必要な場合 適用 適用

d) 著作の成立場所（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と判別するために必要な
場合）（参照: #4.5を見よ。）

非適用 非適用

e) 著作のその他の特性（責任刊行者など）（同一タイトルの他の著作または個人・家族・団体と
判別するために必要な場合）（参照: #4.6、#4.7を見よ。）

適用 適用

f) 著作の識別子（参照: #4.9を見よ。） 適用 適用

g) 演奏手段（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するために必要な場合）（参
照: #4.14.3を見よ。）

適用 非適用

h) 音楽作品の番号（音楽作品において、同一タイトルの他の作品と判別するために必要な場
合）（参照: #4.14.4を見よ。）

適用 非適用

表現形の属性

a) 表現種別（参照: #5.1を見よ。） 適用 適用

b) 表現形の日付（同一著作の他の表現形と判別するために必要な場合）（参照: #5.2を見よ。） 非適用 非適用
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c) 表現形の言語（記述対象が言語を含む内容から成る場合）（参照: #5.3を見よ。） 適用 適用

d) 表現形のその他の特性（同一著作の他の表現形と判別するために必要な場合）（参照: #5.4
を見よ。）

非適用 非適用

e) 表現形の識別子（参照: #5.5を見よ。） 非適用 非適用

f) 尺度

① 地図の水平尺度（参照: #5.23.2を見よ。） 適用 適用

② 地図の垂直尺度（参照: #5.23.3を見よ。） 適用 適用

個人の属性

a) 個人の優先名称（参照: #6.1を見よ。） 適用 適用

b) 個人と結びつく日付

 ① 生年（参照: #6.3.3.1を見よ。） 適用 適用

 ② 没年（生年、没年はいずれか一方または双方）（参照: #6.3.3.2を見よ。） 適用 適用

 ③ 個人の活動期間（生年、没年がともに不明な場合に、同一名称の他の個人との判別が必
要なとき）（参照: #6.3.3.3を見よ。）

適用 適用

c) 称号（次の場合）（参照: #6.4を見よ。）

・王族、貴族、聖職者であることを示す称号の場合 適用 非適用

・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合 適用 適用

d) 活動分野（次の場合）（参照: #6.5を見よ。）

・個人の名称であることが不明確な場合に、職業を使用しないとき 非適用 非適用

・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合 適用 適用

e) 職業（次の場合）（参照: #6.6を見よ。）

・個人の名称であることが不明確な場合に、活動分野を使用しないとき 非適用 非適用

・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合 適用 適用

f) 展開形（同一名称の他の個人と判別するために必要な場合）（参照: #6.7を見よ。） 適用 非適用

g) その他の識別要素（次の場合）（参照: #6.8を見よ。）

・聖人であることを示す語句の場合 適用 非適用

・伝説上または架空の個人を示す語句の場合 適用 非適用

・人間以外の実体の種類を示す語句の場合 適用 非適用

・同一名称の他の個人と判別するために必要な場合 適用 適用

h) 個人の識別子（参照: #6.18を見よ。） 適用 適用

家族の属性(全体非適用）

a) 家族の優先名称（参照: #7.1 を見よ。） 適用 非適用

b) 家族のタイプ（参照: #7.3 を見よ。） 適用 非適用

c) 家族と結びつく日付（参照: #7.4 を見よ。） 非適用 非適用

d) 家族と結びつく場所（同一名称の他の家族と判別するために必要な場合）（参照:#7.5 を見
よ。）

適用 非適用

e) 家族の著名な構成員（同一名称の他の家族と判別するために必要な場合）（参照#7.6 を見
よ。）

適用 非適用

f) 家族の識別子（参照: #7.10 を見よ。） 適用 非適用

団体の属性

a) 団体の優先名称（参照: #8.1を見よ。） 適用 適用

b) 団体と結びつく場所（次の場合）（参照: #8.3を見よ。）

・会議、大会、集会等の開催地の場合（参照: #8.3.3.1を見よ。） 適用 非適用

・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合 適用 適用

c) 関係団体（次の場合）（参照: #8.4を見よ。）

・会議、大会、集会等の開催地より識別に役立つ場合 非適用 非適用

・会議、大会、集会等の開催地が不明または容易に確認できない場合 非適用 非適用

・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合 適用 適用

d) 団体と結びつく日付（次の場合）（参照: #8.5を見よ。）

・会議、大会、集会等の開催年の場合（参照: #8.5.3.4を見よ。） 適用 非適用

・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合 適用 適用

e) 会議、大会、集会等の回次（参照: #8.6を見よ。） 適用 非適用

f) その他の識別要素

① 団体の種類（次の場合）（参照: #8.7.1を見よ。）
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・優先名称が団体の名称であることが不明確な場合 適用 非適用

・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合 適用 適用

② 行政区分を表す語（同一名称の他の団体と判別するために必要な場合）（参照: #8.7.2を見
よ。）

非適用 非適用

③ その他の識別語句（次の場合）（参照: #8.7.3を見よ。）

・優先名称が団体の名称であることが不明確な場合に、団体の種類を使用しないとき 非適用 非適用

・同一名称の他の団体と判別するために必要な場合 適用 適用

g) 団体の識別子（参照: #8.12を見よ。） 適用 適用

資料に関する基本的関連

a) 表現形から著作への関連（参照: #42.2 を見よ。） 非適用 非適用

b) 体現形から表現形への関連（複数の表現形が一つの体現形として具体化された場合は、顕
著にまたは最初に名称が表示されている体現形から表現形への関連）（参照#42.6 を見よ。）

非適用 非適用

ただし、著作と体現形を直接に関連づける場合は、次のものをコア・エレメントとする。

c) 体現形から著作への関連（複数の著作が一つの体現形として具体化された場合は、顕著に
または最初に名称が表示されている体現形から著作への関連）（参照: #42.4を見よ。）

非適用 非適用

資料と個人・家族・団体との関連

a) 創作者（参照: #44.1.1 を見よ。） 適用 非適用

b) 著作と関連を有する非創作者（その個人・家族・団体に対する典拠形アクセス・ポイントを使
用して、著作に対する典拠形アクセス・ポイントを構築する場合）（参照: #44.1.2 を見よ。）

非適用 非適用
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
#1 属性総則 —

#1.1 記録の目的 実体の属性の記録の目的は、次のとおりである。
a) 統制形アクセス・ポイントを構成する要素として、または非統制
形アクセス・ポイントとして、実体の発見に寄与する。
b) 特定の実体を識別する（すなわち、記述された実体と求める実
体との一致を確認する、または類似した複数の実体を判別する）。
c) 利用者のニーズに適合する資料を選択する（すなわち、内容、
キャリア等に照らして利用者の要求を満たす資料を選択する、ま
たは利用者のニーズに適合しない資料を除外する）。
d) 記述された個別資料を入手する（すなわち、個別資料を取得す
る、または個別資料へのアクセスを確保する）。

適用 適用

#1.2 記録の範囲 書誌データおよび典拠データとして、著作、表現形、体現形、個別
資料、個人・家族・団体、概念、物、出来事および場所という各実
体の属性を記録する。

適用 適用

#1.2.1 構成 セクション 1 の本章は、各実体の属性を記録するにあたって、前
提となる規定および共通の規定を扱っている。
次いで第 2 章～第 12 章は、実体別に次のように構成している。
セクション 2 著作、表現形、体現形、個別資料
第 2 章 体現形
第 3 章 個別資料
第 4 章 著作
第 5 章 表現形
セクション 3 個人・家族・団体
第 6 章 個人
第 7 章 家族
第 8 章 団体
セクション 4 概念、物、出来事、場所
第 9 章 概念（保留）
第 10 章 物（保留）
第 11 章 出来事（保留）
第 12 章 場所（一部保留）

適用 適用

#1.2.2 コア・エレメント コア・エレメントについては、#0 末尾の付表を見よ。 適用 適用

#1.3 記述対象 書誌データの根幹は、体現形の記述である。当該の資料全体の
刊行方式と書誌階層構造を把握した上で、その資料から特定の
体現形を選択し、記述対象とする。
（参照: 刊行方式については、#1.4～#1.4.4 を見よ。書誌階層構造
については、#1.5.1 を見よ。）
記述対象が複数の部分（巻号、部編など）から成る場合、または
複数のイテレーション（更新資料における更新状態）をもつ場合
は、#1.6～#1.6.2 に従う。
記述対象とする体現形の属性を記録し、あわせて個別資料の記
述、その体現形が属する著作および表現形の記述を作成する。ま
た、必要に応じて関連するその他の実体（個人・家族・団体、場
所）の記述を作成する。
ただし、書写資料、肉筆の絵画、手稿譜等については、個別資料
を記述対象として、体現形の記述を作成する。

適用 書誌データの根幹は、体現形の記述である。当該の資料全
体の刊行方式と書誌階層構造を把握した上で、その資料
から特定の体現形を選択し、記述対象とする。
（参照: 刊行方式については、#1.4～#1.4.4を見よ。書誌階
層構造については、#1.5.1を見よ。）
記述対象が複数の部分（巻号、部編など）から成る場合、ま
たは複数のイテレーション（更新資料における更新状態）を
もつ場合は、#1.6～#1.6.2に従う。
記述対象とする体現形の属性を記録し、あわせて個別資料
の記述、その体現形が属する著作および表現形の記述を
作成する。また、必要に応じて関連するその他の実体（個
人・家族・団体、場所）の記述を作成する。

#1.4 刊行方式 セクション 2 では、体現形の刊行方式ごとに規則を定めている場
合がある。刊行方式による区分には、単巻資料、複数巻単行資
料、逐次刊行物、更新資料がある。

適用 適用

#1.4.1 単巻資料 物理的に単一のユニットとして刊行される資料（例えば、1 冊のみ
の単行資料）である。無形資料の場合は、論理的に単一のユニッ
トとして刊行される資料（例えば、ウェブサイトに掲載された PDF
ファイル）である。

適用 物理的に単一のユニットとして刊行される資料（例えば、1
冊のみの単行資料）である。
単行の非図書資料の場合は、物理的に複数のユニットから
成るが一つの容器に収められている資料をも含む。

#1.4.2 複数巻単行資
料

同時に、または継続して刊行される複数の部分から成る資料で、
一定数の部分により完結する、または完結することを予定するも
のである。例えば、2 巻組の辞書、1 セット 3巻組のオーディオカ
セット、複数巻から成る全集、終期を予定するシリーズがある。

一部適用 同時に、または継続して刊行される複数の部分か
ら成る資料で、一定数の部分により完結する、また
は完結することを予定するものである。例えば、2
巻組の辞書、1 セット 3巻組のオーディオカセット、
複数巻から成る全集、終期を予定するシリーズが
ある。
なお、各部分が固有のタイトルを有せず，かつ次の
いずれかの条件に合致するものは、例外として包
括的記述を基礎書誌レベルとすることができる。
（VOL積み禁止の例外）
1)和古書，漢籍，西洋古典籍等，記述対象の資料
毎に所蔵館が書誌データを作成し，その書誌デー
タの他館で活用されることを前提とされない資料。
和古書は江戸時代まで（1868年以前），漢籍は辛
亥革命まで（1912年以前），西洋古典籍はおおむね
1830年までに書写・刊行された資料とする。
2) 多巻ものであっても情報源が先頭の巻など１か
所にしかないマイクロ形態資料。
3）　1)2)に準ずる資料として個々の巻が個別の
ISBNを持たず、その資料の内容から書誌データを
出版物理単位によって作成するメリットがないと判
断される資料。

同時に、または継続して刊行される複数の部分から成る資
料で、一定数の部分により完結する、または完結することを
予定するものである。例えば、2巻組の辞書、複数巻から成
る全集、終期を予定するシリーズがある。
特定のイベントに関するニュースレターなど、連続する巻
号、番号、刊行頻度など逐次刊行物としての特徴を備えて
いても刊行期間が限定されている資料をも含む。

#1.4.3 逐次刊行物 終期を予定せず、同一タイトルのもとに、部分に分かれて継続して
刊行され、通常はそれぞれに順序表示がある資料である。雑誌、
新聞、終期を予定しないシリーズなどがある。特定のイベントに関
するニュースレターなど、刊行期間は限定されているが、連続する
巻号、番号、刊行頻度など逐次刊行物としての特徴を備えた資料
や、逐次刊行物の複製をも含む。

適用 終期を予定せず、同一タイトルのもとに、部分に分かれて
継続して刊行され、通常はそれぞれに順序表示がある資料
である。雑誌、新聞、終期を予定しないシリーズなどがあ
る。逐次刊行物の複製をも含む。

#1.4.4 更新資料 追加、変更などによって内容が更新されるが、一つの刊行物とし
てのまとまりは維持される資料である。更新前後の資料は、別個
の資料として存在するのではなく、更新箇所が全体に統合され
る。例えば、ページを差し替えることにより更新されるルーズリーフ
形式のマニュアル、継続的に更新されるウェブサイトがある。

適用 追加、変更などによって内容が更新されるが、一つの刊行
物としてのまとまりは維持される資料である。更新前後の
資料は、別個の資料として存在するのではなく、更新箇所
が全体に統合される。例えば、ページを差し替えることによ
り更新されるルーズリーフ形式のマニュアルがある。

#1.5 書誌階層構造
と記述のタイプ

—
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#1.5.1 書誌階層構造 体現形は、シリーズとその中の各巻、逐次刊行物とその中の各記
事のように、それぞれが固有のタイトルを有する複数のレベルとし
て、階層的にとらえることができる。これを書誌階層構造という。
書誌レベルは、書誌階層構造における上下の位置づけを示す。
記述対象として選択することが望ましい書誌レベルを、基礎書誌
レベルという。その上下の書誌レベルを、それぞれ上位書誌レベ
ル、下位書誌レベルと定める。
データ作成者は、任意の一つの書誌レベルを選択し、体現形の記
述（包括的記述または分析的記述）を作成する。
（参照: #1.5.2.1、#1.5.2.2 を見よ。）
複数の書誌レベルを選択し、それらの記述を組み合わせた階層
的記述を作成することもできる。
（参照: #1.5.2.3 を見よ。）
一つの書誌レベルの記述において、上位書誌レベルの情報は、
属性の記録（シリーズ表示）、および（または）関連の記録（体現形
間の上位・下位の関連）として記録することができる。下位書誌レ
ベルの情報は、専ら関連の記録（体現形間の上位・下位の関連）
として記録することができる。異なる書誌レベルにそれぞれ対応し
た複数の記述を作成し、関連の記録によって相互に結びつけるこ
ともできる。
（参照: #43.3 を見よ。）

一部適用 体現形は、シリーズとその中の各巻、論文集と収録
された個々の論文のように、それぞれが固有のタイ
トルを有する複数のレベルとして、階層的にとらえ
ることができる。これを書誌階層構造という。
書誌レベルは、書誌階層構造における上下の位置
づけを示す。記述対象として選択することが望まし
い書誌レベルを、基礎書誌レベルという。その上下
の書誌レベルを、それぞれ上位書誌レベル、下位
書誌レベルと定める。
NACSIS-CATでは，基礎書誌レベルを選択し、体現
形の記述（包括的記述または分析的記述）を作成
する。
（参照: #1.5.2.1、#1.5.2.2を見よ。）
一つの書誌レベルの記述において、上位書誌レベ
ルの情報は、属性の記録（シリーズ表示）、および
（または）関連の記録（体現形間の上位・下位の関
連）として記録する。最上位の書誌レベルに対応す
る体現形の記述を作成し，識別子を記録することで
関連づけることもできる（書誌階層リンク）。

体現形は、シリーズとその中の各巻、論文集と収録された
個々の論文のように、それぞれが固有のタイトルを有する
複数のレベルとして、階層的にとらえることができる。これを
書誌階層構造という。
書誌レベルは、書誌階層構造における上下の位置づけを
示す。記述対象として選択することが望ましい書誌レベル
を、基礎書誌レベルという。その上下の書誌レベルを、それ
ぞれ上位書誌レベル、下位書誌レベルと定める。
国立国会図書館は、基礎書誌レベルを選択し、体現形の
記述（包括的記述または分析的記述）を作成する。
（参照: #1.5.2.1、#1.5.2.2を見よ。）
一つの書誌レベルの記述において、上位書誌レベルの情
報は、属性の記録（シリーズ表示）、および（または）関連の
記録（体現形間の上位・下位の関連）として記録する。下位
書誌レベルの情報は、関連の記録（体現形間の上位・下位
の関連）として記録する。
（参照: #43.3を見よ。）
（参照: 上位書誌レベルまたは下位書誌レベルの情報を関
連の記録（著作間の上位・下位の関連）として扱う場合は、
#43.1 を見よ。）

#1.5.1 書誌階層構造
（続）

基礎書誌レベルについては、刊行方式に応じて、次のとおりに設
定する。
a) 単巻資料
それ自体を基礎書誌レベルとする。
b) 複数巻単行資料
全体を構成する各部分が固有のタイトルを有する場合は、そのタ
イトルを有する部分（1 巻、複数巻）を基礎書誌レベルとする。各部
分が固有のタイトルを有しない場合は、全体を基礎書誌レベルと
する。
c) 逐次刊行物
その全体を基礎書誌レベルとする。ただし、それぞれ独立した順
序表示をもつ部編等に分かれている場合は、部編等を基礎書誌
レベルとする。
d) 更新資料
その全体を基礎書誌レベルとする。
なお、固有のタイトルを有しない物理的（または論理的）な単位に
記述対象を分割して扱う場合は、その単位を物理レベルとよぶ。
物理レベルで記述を作成してもよい。

一部適用 基礎書誌レベルについては、刊行方式に応じて、
次のとおりに設定する。
a) 単巻資料
それ自体を基礎書誌レベルとする。
b) 複数巻単行資料
原則として、全体を構成する各部分を基礎書誌レ
ベルとするが，#1.4.2に示した通り，特定の条件を
満たすものについては例外的に全体を基礎書誌レ
ベルとする。
c) 逐次刊行物
その全体を基礎書誌レベルとする。ただし、それぞ
れ独立した順序表示をもつ部編等に分かれている
場合は、部編等を基礎書誌レベルとする。
d) 更新資料
その全体を基礎書誌レベルとする。
なお、固有のタイトルを有しない物理的（または論
理的）な単位に記述対象を分割して扱う場合は、そ
の単位を物理レベルとよぶ。物理レベルで記述を
作成してもよい。

基礎書誌レベルについては、刊行方式に応じて、次のとお
りに設定する。
a) 単巻資料
それ自体を基礎書誌レベルとする。
b) 複数巻単行資料
全体を構成する各部分が固有のタイトルを有する場合は、
そのタイトルを有する部分（1巻、複数巻）を基礎書誌レベル
とする。
各部分が固有のタイトルを有しない場合は、固有のタイトル
を有しない物理的（または論理的）な単位（物理レベル）を
基礎書誌レベルとする。ただし、箱にしか総合タイトルがな
い場合など、必要に応じて、その全体を基礎書誌レベルと
する。
c) 逐次刊行物
その全体を基礎書誌レベルとする。ただし、それぞれ独立
した順序表示をもつ部編等に分かれている場合は、部編等
を基礎書誌レベルとする。
d) 更新資料
その全体を基礎書誌レベルとする。

#1.5.2 記述のタイプ 体現形の記述のタイプには、包括的記述、分析的記述、階層的記
述がある。
データ作成の目的にあわせて、いずれかの記述のタイプを採用す
る。

NDL準拠 体現形の記述のタイプには、包括的記述、分析的
記述がある。

体現形の記述のタイプには、包括的記述、分析的記述があ
る。

#1.5.2.1 包括的記述 包括的記述は、体現形の全体を記述対象とする記述である。書誌
階層構造でいえば、下位書誌レベルが存在する場合の上位書誌
レベルの記述が該当する。また、単一の書誌レベルしか存在しな
い場合の記述も該当する。
包括的記述を採用するのは、次のような体現形の全体を記述対
象とする場合である。
a) 単巻資料
b) 複数巻単行資料
c) 逐次刊行物
d) 更新資料
e) 個人収集者、販売者、図書館、文書館等が収集した、複数の部
分から成るコレクション

一部適用 「複数巻単行資料」の取扱いについては要検討
（VOL積み禁止の例外に該当するもののみに限定
する，等）
包括的記述は、体現形の全体を記述対象とする記
述である。書誌階層構造でいえば、下位書誌レベ
ルが存在する場合の上位書誌レベルの記述が該
当する。また、単一の書誌レベルしか存在しない場
合の記述も該当する。
包括的記述を採用するのは、次のような体現形の
全体を記述対象とする場合である。
a) 単巻資料
b) 複数巻単行資料
c) 逐次刊行物
d) 更新資料

包括的記述は、体現形の全体を記述対象とする記述であ
る。書誌階層構造でいえば、下位書誌レベルが存在する場
合の上位書誌レベルの記述が該当する。また、単一の書
誌レベルしか存在しない場合の記述も該当する。
包括的記述を採用するのは、次のような体現形の全体を記
述対象とする場合である。
a) 単巻資料
b) 複数巻単行資料（箱にしか総合タイトルがないなど、必
要な場合に限る）
c) 逐次刊行物
d) 更新資料

#1.5.2.1 包括的記述
（続）

単巻資料、逐次刊行物、更新資料については、包括的記述が基
礎書誌レベルのデータ作成に相当する。複数巻単行資料につい
ては、各部分が固有のタイトルを有しない場合に限り、包括的記
述が基礎書誌レベルのデータ作成に相当する。
包括的記述を採用した場合は、資料の部分に関する情報（著作に
関する情報をも含む）を次のいずれかの方法で記録することがで
きる。
f) キャリアに関する記録の一部として（参照: #2.14.0.4 を見よ。）
g) 関連する著作の記録として（参照: #43.1 を見よ。）
h) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3 を見よ。）
また、包括的記述とは別に、各部分を記述対象とする分析的記述
を作成し、相互に関連づけることもできる。

一部適用 単巻資料、逐次刊行物、更新資料については、包
括的記述が基礎書誌レベルのデータ作成に相当す
る。複数巻単行資料については、#1.4.2の条件に合
致する場合限り、包括的記述が基礎書誌レベルの
データ作成に相当する。
包括的記述を採用した場合は、資料の部分に関す
る情報（著作に関する情報をも含む）を次のいずれ
かの方法で記録することができる。
f) キャリアに関する記録の一部として（参照:
#2.14.0.4 を見よ。）
g) 関連する著作の記録として（参照: #43.1 を見
よ。）
h) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3 を見
よ。）
また、包括的記述とは別に、各部分を記述対象と
する分析的記述を作成し、相互に関連づけることも
できる。

単巻資料、逐次刊行物、更新資料については、包括的記述
が基礎書誌レベルのデータ作成に相当する。
包括的記述を採用した場合は、資料の部分に関する情報
（著作に関する情報をも含む）を次のいずれかの方法で記
録する。
f) キャリアに関する記録の一部として（参照: #2.14.0.4を見
よ。）
g) 関連する著作の記録として（参照: #43.1を見よ。）
h) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3を見よ。）

#1.5.2.2 分析的記述 分析的記述は、より大きな単位の体現形の一部を記述対象とする
記述である。複数の部分から成る体現形のうちの一つの部分を記
述対象とする場合や、シリーズのうちの 1 巻を記述対象とする場
合などがある。書誌階層構造でいえば、上位書誌レベルが存在す
る場合の下位書誌レベルの記述が該当する。また、物理レベルで
の記述もこれに該当する。
分析的記述を採用するのは、次のような体現形の部分を記述対
象とする場合である。部分の数は任意であり（一つの部分、選択し
た複数の部分、全部分のいずれの場合もある）、それぞれに対す
るデータを作成することができる。
a) 単巻資料の一部（1 冊の歌曲集のうちの 1 曲など）
b) 複数巻単行資料の一部（本編と索引から成る 2 巻組のうちの
索引など）
c) 逐次刊行物の一部（1 号のうちの 1 記事、全号のうちの 1 号全
体、選択した複数号など）
d) 更新資料の一部

適用 分析的記述は、より大きな単位の体現形の一部を記述対
象とする記述である。複数の部分から成る体現形のうちの
一つの部分を記述対象とする場合や、シリーズのうちの1巻
を記述対象とする場合などがある。書誌階層構造でいえ
ば、上位書誌レベルが存在する場合の下位書誌レベルの
記述が該当する。また、物理レベルでの記述もこれに該当
する。
分析的記述を採用するのは、次のような体現形の部分を記
述対象とする場合である。
b) 複数巻単行資料の一部（本編と索引から成る2巻組のう
ちの索引など）
d) 更新資料の一部
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#1.5.2.2 分析的記述
（続）

分析的記述を採用した場合は、より大きな単位の資料に関する情
報（著作に関する情報をも含む）を、次の方法で記録することがで
きる。
f) 分析的記述におけるシリーズ表示の記録として（参照: #2.10.0.4
を見よ。）
g) 関連する著作の記録として（参照: #43.1 を見よ。）
h) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3 を見よ。）
また、作成した分析的記述とは別に、より大きな単位の体現形を
記述対象とする記述を作成し、相互に関連づけることもできる。
分析的記述を採用した場合に、さらに小さな単位の部分が存在す
るときは、小さな単位の部分に関する情報を次のいずれかの方法
で記録することができる。
i) キャリアに関する記録の一部として（参照: #2.14.0.4 を見よ。）
j) 関連する著作の記録として（参照: #43.1 を見よ。）
k) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3 を見よ。）

適用 分析的記述を採用した場合は、より大きな単位の資料に関
する情報（著作に関する情報をも含む）を、次の方法で記録
する。
f) 分析的記述におけるシリーズ表示の記録として（参照:
#2.10.0.4を見よ。）
g) 関連する著作の記録として（参照: #43.1を見よ。）
h) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3を見よ。）
分析的記述を採用した場合に、さらに小さな単位の部分が
存在するときは、小さな単位の部分に関する情報を次のい
ずれかの方法で記録する。
i) キャリアに関する記録の一部として（参照: #2.14.0.4を見
よ。）
j) 関連する著作の記録として（参照: #43.1を見よ。）
k) 関連する体現形の記録として（参照: #43.3を見よ。）

#1.5.2.3 階層的記述 包括的記述に一つまたは複数の分析的記述を連結した記述であ
る。複数の部分から成るあらゆる体現形は、その全体と部分をそ
れぞれ包括的記述と分析的記述の双方によって記録することがで
きる。分析的記述は、複数の階層に細分できる場合がある。

非適用 非適用

#1.6 識別の基盤 記述対象の体現形が複数の部分（巻号、部編など）から成る場
合、または複数のイテレーションをもつ場合は、#1.6.1、#1.6.2 に
従って、識別の基盤となる部分またはイテレーションを選定する。
単巻資料に対する包括的記述を作成する場合、または単一の部
分に対する分析的記述を作成する場合は、記述対象全体を識別
の基盤とする。
次のエレメントについては、識別の基盤となる部分またはイテレー
ションから情報源を選定して記録する。
a) タイトル（参照: #2.1 を見よ。）
b) 責任表示（参照: #2.2 を見よ。）
c) 版表示（参照: #2.3 を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4 を見よ。）
e) 出版表示（参照: #2.5 を見よ。）
f) 頒布表示（参照: #2.6 を見よ。）
g) 製作表示（参照: #2.7 を見よ。）
h) 非刊行物の制作表示（参照: #2.8 を見よ。）

適用 記述対象の体現形が複数の部分（巻号、部編など）から成
る場合、または複数のイテレーションをもつ場合は、#1.6.1、
#1.6.2に従って、識別の基盤となる部分またはイテレーショ
ンを選定する。
単巻資料に対する包括的記述を作成する場合、または単
一の部分に対する分析的記述を作成する場合は、記述対
象全体を識別の基盤とする。
次のエレメントについては、識別の基盤となる部分またはイ
テレーションから情報源を選定して記録する。
a) タイトル（参照: #2.1を見よ。）
b) 責任表示（参照: #2.2を見よ。）
c) 版表示（参照: #2.3を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4を見よ。）
e) 出版表示（参照: #2.5を見よ。）
f) 頒布表示（参照: #2.6を見よ。）
g) 製作表示（参照: #2.7を見よ。）

#1.6.1 複数の部分か
ら成る記述対象

複数巻単行資料または逐次刊行物に対する包括的記述など、記
述対象が複数の部分（巻号、部編など）から成る場合は、次のよう
に識別の基盤を選定する。
a) 各部分に順序を示す番号付がある場合は、最も小さな番号が
付された部分（逐次刊行物の初号など）を識別の基盤とする。そ
れが入手できない場合は、入手できた範囲で最も小さな番号が付
された部分を識別の基盤とし、識別の基盤とした部分について、
注記として記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.3 を見よ。）
刊行が終了した逐次刊行物の順序表示、出版日付、頒布日付、
製作日付、非刊行物の制作日付については、最も大きな番号が
付された部分（終号）も識別の基盤とする。
b) 各部分に番号付がない場合、または番号付が部分の順序決定
の役割を果たさない場合は、出版等の日付が最も古い部分を識
別の基盤とする。それが入手できない場合は、入手できた範囲で
出版等の日付が最も古い部分を識別の基盤とし、識別の基盤とし
た部分について、注記として記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.3 を見よ。）
出版日付、頒布日付、製作日付、非刊行物の制作日付について
は、出版等の日付が最も新しい部分も識別の基盤とする。

一部適用 包括的記述を行う複数巻単行資料(#1.4.2参照）ま
たは逐次刊行物に対する包括的記述など、記述対
象が複数の部分（巻号、部編など）から成る場合
は、次のように識別の基盤を選定する。
a) 各部分に順序を示す番号付がある場合は、最も
小さな番号が付された部分（逐次刊行物の初号な
ど）を識別の基盤とする。それが入手できない場合
は、入手できた範囲で最も小さな番号が付された
部分を識別の基盤とし、識別の基盤とした部分に
ついて、注記として記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.3 を見よ。）
刊行が終了した逐次刊行物の順序表示、出版日
付、頒布日付、製作日付、非刊行物の制作日付に
ついては、最も大きな番号が付された部分（終号）
も識別の基盤とする。
b) 各部分に番号付がない場合、または番号付が部
分の順序決定の役割を果たさない場合は、出版等
の日付が最も古い部分を識別の基盤とする。それ
が入手できない場合は、入手できた範囲で出版等
の日付が最も古い部分を識別の基盤とし、識別の
基盤とした部分について、注記として記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.3 を見よ。）
出版日付、頒布日付、製作日付、非刊行物の制作
日付については、出版等の日付が最も新しい部分
も識別の基盤とする。

複数巻単行資料または逐次刊行物に対する包括的記述な
ど、記述対象が複数の部分（巻号、部編など）から成る場合
は、次のように識別の基盤を選定する。
以下、図書について適用。
a) 各部分に順序を示す番号付がある場合は、最も小さな
番号が付された部分を識別の基盤とする。それが入手でき
ない場合は、入手できた範囲で最も小さな番号が付された
部分を識別の基盤とし、識別の基盤とした部分について、
注記として記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.1を見よ。）
出版日付、頒布日付、製作日付については、最も大きな番
号が付された部分（終号）も識別の基盤とする。
b) 各部分に番号付がない場合、または番号付が部分の順
序決定の役割を果たさない場合は、出版等の日付が最も
古い部分を識別の基盤とする。それが入手できない場合
は、入手できた範囲で出版等の日付が最も古い部分を識
別の基盤とし、識別の基盤とした部分について、注記として
記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.1を見よ。）
出版日付、頒布日付、製作日付については、出版等の日付
が最も新しい部分も識別の基盤とする。

#1.6.1 複数の部分か
ら成る記述対象
（続）

c) セットとして扱う記述対象（同時に刊行された複数巻単行資料
など）のうち、番号付がない場合、または番号付が順序を示してい
ない場合は、記述対象全体を識別の基盤とする。
（参照: 複数の情報源については、あわせて#2.0.2.2.4～
#2.0.2.2.4.4 を見よ。）

一部適用 c) セットとして扱う記述対象（同時に刊行された複
数巻単行資料など）のうち、番号付がない場合、ま
たは番号付が順序を示していない場合は、記述対
象全体を識別の基盤とする。
（参照: 複数の情報源については、あわせて
#2.0.2.2.4～#2.0.2.2.4.4 を見よ。）

c) セットとして扱う記述対象（同時に刊行された複数巻単行
資料など）のうち、番号付がない場合、または番号付が順
序を示していない場合は、記述対象のうち本体となる冊子
を識別の基盤とする。
（参照: 複数の情報源については、あわせて#2.0.2.2.4～
#2.0.2.2.4.4を見よ。）

#1.6.1 複数の部分か
ら成る記述対象
（続）

- 以下、単行の非図書資料、地図資料について適用。
a) 各部分に順序を示す番号付がある場合は、最も小さな
番号が付された部分を識別の基盤とする。それが入手でき
ない場合は、入手できた範囲で最も小さな番号が付された
部分を識別の基盤とする。
出版日付、頒布日付、製作日付については、最も大きな番
号が付された部分（終号）も識別の基盤とする。
b) 各部分に番号付がない場合、または番号付が部分の順
序決定の役割を果たさない場合は、出版等の日付が最も
古い部分を識別の基盤とする。それが入手できない場合
は、入手できた範囲で出版等の日付が最も古い部分を識
別の基盤とする。
出版日付、頒布日付、製作日付については、出版等の日付
が最も新しい部分も識別の基盤とする。
c) セットとして扱う記述対象（同時に刊行された複数巻単行
資料など）は、記述対象全体を識別の基盤とする。
（参照: 複数の情報源については、あわせて#2.0.2.2.4～
#2.0.2.2.4.4を見よ。）

#1.6.1 複数の部分か
ら成る記述対象
（続）

- 以下、逐次刊行物について適用。
a) 各部分に順序を示す番号付がある場合は、最も小さな
番号が付された部分（逐次刊行物の初号など）を識別の基
盤とする。それが入手できない場合は、入手できた範囲で
最も小さな番号が付された部分を識別の基盤とし、識別の
基盤とした部分について、注記として記録する。
（参照: #2.41.12.2.1～#2.41.12.2.1.3を見よ。）
刊行が終了した逐次刊行物の順序表示、出版日付につい
ては、最も大きな番号が付された部分（終号）も識別の基盤
とする。
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#1.6.2 更新資料 記述対象が更新資料である場合は、最新のイテレーションを識別
の基盤とし、基盤としたイテレーションについて注記として記録す
る。
（参照: #2.41.12.2.2 を見よ。）
出版日付、頒布日付、製作日付、非刊行物の制作日付について
は、出版等の日付が最も古いイテレーションおよび最も新しいイテ
レーションを識別の基盤とする。

適用 記述対象が更新資料である場合は、最新のイテレーション
を識別の基盤とし、基盤としたイテレーションについて注記
として記録する。ただし、最新のイテレーションであることが
不確実な場合は、注記しない。
（参照: #2.41.12.2.2を見よ。）
出版日付、頒布日付、製作日付については、出版等の日付
が最も古いイテレーションおよび最も新しいイテレーションを
識別の基盤とする。

#1.7 新規の記述を
必要とする変化

実体の種類ごとに、新たな実体が生じたとみなして新規の記述を
作成する変化について規定する。体現形については#2.0.5～
#2.0.5C、著作については#4.0.4～#4.0.4.2B、個人については
#6.1.3.1～#6.1.3.1B、家族については#7.1.3.1～#7.1.3.1A、団体に
ついては#8.1.3.2 に従う。著作に新規の記述を作成する変化が
あった場合は、表現形にも新規の記述を必要とするとみなす。

適用 実体の種類ごとに、新たな実体が生じたとみなして新規の
記述を作成する変化について規定する。体現形については
#2.0.5～#2.0.5Cに従う。
（参照: 個人については、「個人に対する典拠形アクセス・ポ
イントの選択・形式基準（2021年1月）」を見よ。家族につい
ては、「国立国会図書館件名作業指針」を見よ。団体につ
いては、「団体に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.8 情報源 資料に対する情報源は、資料自体の情報源と資料外の情報源に
区分される。資料自体の範囲については、#2.0.2.1 で規定する。ま
た、資料自体の情報源から、#2.0.2.2～#2.0.2.2.4.4に従って優先情
報源を選定する。

適用 適用

#1.8.1 体現形、個別資
料

体現形、個別資料の属性を記録するにあたっては、その情報源
は、各エレメントの情報源の規定が異なっていない限り、#2.0.2.2
～#2.0.2.3.2 別法を適用して選定する。

適用 適用

#1.8.2 著作、表現形 著作、表現形の属性を記録するにあたっては、どの情報源に基づ
いて記録してもよい。
ただし、著作の優先タイトルの情報源については、#4.1.2 に従う。
（参照: 著作の属性の情報源については、#4.0.2 を見よ。表現形の
属性の情報源については、#5.0.2 を見よ。）

適用 著作、表現形の属性を記録するにあたっては、どの情報源
に基づいて記録してもよい。
（参照: 著作の属性の情報源については、「著作に対する典
拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」を見
よ。ただし、著作の属性のうち、書誌データに記録するもの
については、#4.0.2を見よ。表現形の属性の情報源につい
ては、#5.0.2を見よ。）

#1.8.3 個人・家族・団
体

個人・家族・団体の属性を記録するにあたっては、どの情報源に
基づいて記録してもよい。ただし、個人・家族・団体の優先名称の
情報源は、次のものをこの優先順位で採用する。
a) 個人・家族・団体と結びつく資料の優先情報源
b) 個人・家族・団体と結びつく資料に表示された、形式の整ったそ
の他の情報
c) その他の情報源（参考資料を含む）
（参照: 個人の属性の情報源については、#6.0.2 を見よ。家族の属
性の情報源については、#7.0.2 を見よ。団体の属性の情報源につ
いては、#8.0.2 を見よ。）

適用 個人・家族・団体の属性を記録するにあたっては、どの情報
源に基づいて記録してもよい。
（参照: 個人の優先名称の情報源については、「個人に対
する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1
月）」を見よ。家族の優先名称の情報源については、「国立
国会図書館件名作業指針」を見よ。団体の優先名称の情
報源については、「団体に対する典拠形アクセス・ポイント
の選択・形式基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.8.4 場所 場所の属性を記録するにあたっては、どの情報源に基づいて記録
してもよい。ただし、場所の優先名称の情報源は、次のものをこの
優先順位で採用する。
a) データ作成機関で定める言語による地名辞典等の参考資料
b) 場所が属する法域で刊行された、その法域の公用語による地
名辞典等の参考資料
（参照: #12.0.2 を見よ。）

適用 場所の属性を記録するにあたっては、どの情報源に基づい
て記録してもよい。
（参照: 場所のうち、団体として扱う場合の優先名称の情報
源については、「団体に対する典拠形アクセス・ポイントの
選択・形式基準（2021年1月）」を見よ。それ以外の場所の
優先名称の情報源については、「国立国会図書館件名作
業指針」を見よ。）

＜#1.9～#1.13
記録の方法＞

#1.9 記録の方法 属性は、#0.5.1.3 に示したエレメントの種類に応じて、次のように記
録する。
a) 情報源における表示の転記を原則とするエレメント
#1.10～#1.10.11 別法に従って、情報源における表示を転記する。
例外的に、当該エレメントの記録の方法の規定に従って、転記に
よらない記録を行う場合がある。その場合は、データ作成機関で
定める目録用言語を用いて記録する。
 （参照: #0.9.4 を見よ。）
b) 統制形による記録を行うエレメント
#1.11～#1.11.11 に従って記録する。典拠ファイルなどの手段で統
制を行う。

適用 属性は、#0.5.1.3に示したエレメントの種類に応じて、次のよ
うに記録する。
a) 情報源における表示の転記を原則とするエレメント
#1.10～#1.10.11別法に従って、情報源における表示を転記
する。
例外的に、当該エレメントの記録の方法の規定に従って、
転記によらない記録を行う場合がある。その場合は、国立
国会図書館で定める目録用言語を用いて記録する。
（参照: #0.9.4を見よ。）
b) 統制形による記録を行うエレメント
#1.11～#1.11.11に従って記録する。典拠ファイルなどの手
段で統制を行う。

#1.9 記録の方法
（続）

c) 本規則に提示された語彙のリストからの選択を原則とするエレ
メント
当該エレメントの記録の方法の規定に示された語彙のリストから、
適切な用語を選択して記録する。リストに適切な用語がない場合
に、データ作成機関がその他の簡略な用語を定めて記録すること
ができるエレメントもある。
データ作成機関の定める目録用言語を用いて記録する。日本語
または英語以外の言語を目録用言語とする場合は、リストの用語
を目録用言語による表現に置き換えて記録する。
（参照: #0.9.4 を見よ。）
データ作成機関の判断により、本規則で規定する語彙のリストと
は異なる語彙体系を用いて記録することもできる。その場合は、
データ作成機関が用いた語彙の体系を明らかにする必要がある。
（参照: #0.5.8 を見よ。）
d) 計数・計測した値（量や大きさなど）の記録を原則とするエレメン
ト
当該エレメントの記録の方法の規定に従い、計数・計測した値とそ
の単位を記録する。記録の一部に、提示された語彙のリストから
の選択を含む場合がある。
データ作成機関の定める目録用言語を用いて記録する。
（参照: #0.9.4 を見よ。）
e) 文章等により記録を行うエレメント
当該エレメントの記録の方法の規定に従い、データ作成機関の定
める目録用言語を用いて記録する。
（参照: #0.9.4 を見よ。）

適用 c) 本規則に提示された語彙のリストからの選択を原則とす
るエレメント
当該エレメントの記録の方法の規定に示された語彙のリス
トから、適切な用語を選択して記録する。リストに適切な用
語がない場合に、データ作成機関がその他の簡略な用語
を定めて記録することができるエレメントもある。
国立国会図書館の定める目録用言語を用いて記録する。
（参照: #0.9.4を見よ。）
d) 計数・計測した値（量や大きさなど）の記録を原則とする
エレメント
当該エレメントの記録の方法の規定に従い、計数・計測した
値とその単位を記録する。記録の一部に、提示された語彙
のリストからの選択を含む場合がある。
国立国会図書館の定める目録用言語を用いて記録する。
（参照: #0.9.4を見よ。）
e) 文章等により記録を行うエレメント
当該エレメントの記録の方法の規定に従い、国立国会図書
館の定める目録用言語を用いて記録する。
（参照: #0.9.4を見よ。）

#1.10 転記 #2 の次のエレメントでは、特に指示のある場合を除いて、情報源
における表示を転記する。
（参照: #0.9.2 を見よ。）
a) タイトル（参照: #2.1.0.4 を見よ。）
b) 責任表示（参照: #2.2.0.4 を見よ。）
c) 版表示（参照: #2.3.0.4 を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4.0.4 を見よ。）
e) 出版表示（参照: #2.5.0.4 を見よ。）
f) 頒布表示（参照: #2.6.0.4 を見よ。）
g) 製作表示（参照: #2.7.0.4 を見よ。）
h) 非刊行物の制作表示（参照: #2.8.0.4 を見よ。）
i) 著作権日付（参照: #2.9.2 を見よ。）
j) シリーズ表示（参照: #2.10.0.4 を見よ。）

適用 #2の次のエレメントでは、特に指示のある場合を除いて、情
報源における表示を転記する。
（参照: #0.9.2を見よ。）
a) タイトル（参照: #2.1.0.4を見よ。）
b) 責任表示（参照: #2.2.0.4を見よ。）
c) 版表示（参照: #2.3.0.4を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4.0.4を見よ。）
e) 出版表示（参照: #2.5.0.4を見よ。）
f) 頒布表示（参照: #2.6.0.4を見よ。）
g) 製作表示（参照: #2.7.0.4を見よ。）
i) 著作権日付（参照: #2.9.2を見よ。）
j) シリーズ表示（参照: #2.10.0.4を見よ。）
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#1.10 転記（続） 情報源における表示を転記する場合は、文字の大小の表示は再
現せず、#1.10.1～#1.10.11 別法およびそれらの規定が参照する
付録に従って記録する。
なお、他機関が作成したデータを使用する場合、または自動的な
コピー、スキャン、ダウンロード、メタデータのハーベストなどによる
デジタル情報源を使用する場合は、データを修正せずに使用して
よい。

適用 情報源における表示を転記する場合は、文字の大小の表
示は再現せず、#1.10.1～#1.10.11別法およびそれらの規定
が参照する付録に従って記録する。
（参照: 「文字の取扱い基準（2021年1月）」を見よ。）
なお、他機関が作成したデータを使用する場合、または自
動的なコピー、スキャン、ダウンロード、メタデータのハーベ
ストなどによるデジタル情報源を使用する場合は、データを
修正せずに使用してよい。

#1.10.1 漢字、仮名 漢字は、原則として情報源に使用されている字体で記録する。楷
書以外の書体は楷書体に改める。入力できない漢字は、入力でき
る漢字に置き換えるか、読みや説明的な語句に置き換え、その旨
が分かる方法（コーディングや角がっこの使用など）で示し、必要
に応じて説明を注記として記録する。
仮名はそのまま記録するが、変体仮名は平仮名に改める。

適用 （参照: 「文字の取扱い基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.10.2 ラテン文字 ラテン文字は、原則として情報源に表示されているとおりに記録す
る。大文字使用法については、当該言語の慣用に従う。発音符号
は、情報源に表示されているとおりに記録する。
（参照: 大文字使用法については、付録#A.2 を見よ。）

適用 （参照: 「文字の取扱い基準（2021年1月）」を見よ。）
（参照: 大文字使用法については、付録#A.2を見よ。）

#1.10.2 ラテン文字　任
意追加

情報源に表示されていない発音符号は、当該言語の慣用に従っ
て追加して記録する。

非適用 非適用

#1.10.3 漢字、仮名、ラ
テン文字以外
の文字種

漢字、仮名、ラテン文字以外の文字種は、原則として情報源に使
用されているとおりに記録する。入力できない文字は、入力できる
文字に置き換えるか、説明的な語句に置き換え、その旨が分かる
方法（コーディングや角がっこの使用など）で示し、必要に応じて説
明を注記として記録する。大文字使用法については、当該言語の
慣用に従う。
（参照: 大文字使用法については、付録#A.2 を見よ。）

適用 （参照: 「文字の取扱い基準（2021年1月）」を見よ。）
（参照: 大文字使用法については、付録#A.2を見よ。）

#1.10.4 句読記号 句読記号は、原則として情報源に表示されているとおりに記録す
る。句読記号を表示されているとおりに記録することで、かえって
意味が不明確になる場合は、記録しないか、他の句読記号に置き
換える。識別のために重要な場合は、その旨を注記として記録す
る。
 【本タイトル】 Companion animal
 【タイトルに関する注記】Title appears within square brackets on
both title page and cover.
 （情報源の表示: [Companion ANIMAL]）
別のエレメントとして記録する情報との間に表示されている句読記
号は、記録しない。
 【本タイトル】 The Lidov-Kozai effect
【タイトル関連情報】 applications in exoplanet research and
dynamical astronomy
（情報源の表示: The Lidov-Kozai Effect - Applications in
Exoplanet Research and Dynamical Astronomy）

適用 句読記号は、原則として情報源に表示されているとおりに
記録する。句読記号を表示されているとおりに記録すること
で、かえって意味が不明確になる場合は、記録しないか、
他の句読記号に置き換える。
　【本タイトル】 Companion animal
　（情報源の表示: [Companion ANIMAL]）
別のエレメントとして記録する情報との間に表示されている
句読記号は、記録しない。
　【本タイトル】 The Lidov-Kozai effect
　【タイトル関連情報】 applications in exoplanet research
and dynamical
astronomy
　（情報源の表示: The Lidov-Kozai Effect - Applications in
Exoplanet Research and Dynamical Astronomy）

#1.10.4 句読記号（続） また、同一のエレメントとして記録する情報との間に表示されてい
る句読記号は、記録しない。
【出版地】 Amsterdam
【出版地】 Boston
【出版地】 Heidelberg
【出版地】 London
（情報源の表示: Amsterdam・Boston・Heidelberg・London）
改行して表示されている情報を続けて記録する場合などに、必要
に応じて句読記号を追加する。
【本タイトルに関係する責任表示】Peter Watts Jones, Peter Smith
 （情報源では、1 名ずつ改行して表示されている。）

適用 また、同一のエレメントとして記録する情報との間に表示さ
れている句読記号は、記録しない。
　【タイトル関連情報】 平成30年度研究報告書
　【タイトル関連情報】 厚生労働科学研究費補助金事業
　（情報源の表示: 平成30年度研究報告書・厚生労働科学
研究費補助金事業）
改行して表示されている情報を続けて記録する場合など
に、必要に応じて句読記号を追加する。
　【本タイトルに関係する責任表示】Peter Watts Jones,
Peter Smith
　（情報源では、1名ずつ改行して表示されている。）

#1.10.5 句読記号以外
の記号等

記号等は、原則として情報源に表示されているとおりに記録する。
再現不能な記号等は、説明的な語句に置き換え、その旨が分か
る方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。さらに必要が
ある場合は、説明を注記として記録する。記号を再現することで、
かえって意味が不明確になる場合は、記録しないか、他の記号に
置き換える。識別のために重要な場合は、その旨を注記として記
録する。他の情報と分離するためなどレイアウトに使用した記号
等は、記録しない。

適用 （参照: 「文字の取扱い基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.10.6 計量の単位 計量の単位は、情報源に表示されているとおりに記録する。 適用 適用

#1.10.7 イニシャル・頭
字語

情報源に表示されているイニシャルや頭字語の間にスペースがあ
る場合は、スペースを入れずに記録する。ピリオドは省略しない。

適用 適用

#1.10.8 再読を意図して
表示された文
字または語句

一度の表示で明らかに再読を意図して表示されている文字または
語句は、繰り返して記録する。
 【本タイトル】 視ることば聴くことば
 （情報源の表示は、次のとおり。）
 聴
 く
 こ
 と
 視ることば

適用 適用

#1.10.9 略語 略語は、付録#A.3.2 に従って記録する。 適用 適用

#1.10.10 数、日付 数または日付は、数字で表示されている場合と、語句で表示され
ている場合とがある。次のエレメントで数または日付を記録する場
合は、特に指示のある場合を除いて、#1.10.10.1～#1.10.10.5 に従
う。
a) 逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4.0.4 を見よ。）
① 初号の巻次
② 初号の年月次
③ 終号の巻次
④ 終号の年月次
⑤ 初号の別方式の巻次
⑥ 初号の別方式の年月次
⑦ 終号の別方式の巻次
⑧ 終号の別方式の年月次
b) 出版日付（参照: #2.5.5.2 を見よ。）
c) 頒布日付（参照: #2.6.5.2 を見よ。）
d) 製作日付（参照: #2.7.5.2 を見よ。）
e) 非刊行物の制作日付（参照: #2.8.5.2 を見よ。）
f) 著作権日付（参照: #2.9.2 を見よ。）
g) シリーズ内番号（参照: #2.10.8.2 を見よ。）
h) サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16.2 を見よ。）
i) 学位授与年（参照: #4.23.3 を見よ。）

適用 数または日付は、数字で表示されている場合と、語句で表
示されている場合とがある。次のエレメントで数または日付
を記録する場合は、特に指示のある場合を除いて、
#1.10.10.1～#1.10.10.5に従う。
a) 逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4.0.4を見よ。）
① 初号の巻次
② 初号の年月次
③ 終号の巻次
④ 終号の年月次
⑤ 初号の別方式の巻次
⑥ 初号の別方式の年月次
⑦ 終号の別方式の巻次
⑧ 終号の別方式の年月次
b) 出版日付（参照: #2.5.5.2を見よ。）
c) 頒布日付（参照: #2.6.5.2を見よ。）
d) 製作日付（参照: #2.7.5.2を見よ。）
f) 著作権日付（参照: #2.9.2を見よ。）
g) シリーズ内番号（参照: #2.10.8.2を見よ。）
h) サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16.2を見よ。）
i) 学位授与年（参照: #4.23.3を見よ。）
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#1.10.10 数、日付（続） その他のエレメントで数または日付を転記する場合は、情報源に
表示されているとおりに、#1.10.1～#1.10.9 に従って記録する。
和古書・漢籍については、出版日付、非刊行物の制作日付を記録
する場合に、#1.10.10.5の規定を適用せず、#2.5.5.2A、#2.8.5.2A に
従ってそれぞれ記録する。
初期印刷資料については、逐次刊行物の順序表示、出版日付、
頒布日付、製作日付、非刊行物の制作日付を記録する場合に、
#1.10.10.1～#1.10.10.5 の規定を適用せず、情報源に表示されて
いるとおりに記録することができる。

適用 その他のエレメントで数または日付を転記する場合は、特
に指示のある場合を除いて情報源に表示されているとおり
に、#1.10.1～#1.10.9に従って記録する。

#1.10.10.1 数字 数が、情報源に数字で表示されている場合に、アラビア数字に置
き換えることで理解が困難にならないときは、アラビア数字で記録
する。
【シリーズ内番号】 3
（情報源の表示: 三）
【シリーズ内番号】 2
（情報源の表示: 弐）

一部適用 数が、情報源に数字で表示されている場合は，原
則としてアラビア数字に置き換えて記録する。ただ
し，特に指示のある場合を除く。

適用

#1.10.10.2 語句で表示され
た数

数が、語句で表示されている場合は、アラビア数字に置き換えて
記録する。
【初号の巻次】 Volume 2
（情報源の表示: Volume two）

適用 適用

#1.10.10.3 省略された数 範囲を示す数または日付の一部が省略されている場合は、完全
な形で記録する。
【シリーズ内番号】 801-815
（情報源の表示: 801-15）

適用 適用

#1.10.10.4 序数 序数は、数字と語句のいずれで表示されていても、当該言語の標
準的な序数を示す表記の形式に従って、数字として記録する。
a) 日本語、中国語または韓国・朝鮮語の場合
「第」を省略せずに「第 8」、「第 3 巻」などと記録する。
b) 英語の場合
「1st」、「2nd」、「3rd」、「4th」などと記録する。
c) その他の言語の場合
フランス語は、「1er」、「1re」、「2e」、「3e」などと記録する。
ドイツ語は、「1.」、「2.」、「3.」などと記録する。
イタリア語は、「1o」、「1a」、「2o」、「2a」、「3o」、「3a」などと記録す
る。
当該言語の使用法が不明な場合は、「1.」、「2.」、「3.」などと記録す
る。

適用 序数は、数字と語句のいずれで表示されていても、当該言
語の標準的な序数を示す表記の形式に従って、数字として
記録する。
a) 日本語、中国語または韓国・朝鮮語の場合
「第」を省略せずに「第8」、「第3巻」などと記録する。
b) 英語の場合
「1st」、「2nd」、「3rd」、「4th」などと記録する。
c) その他の言語の場合
「1.」、「2.」、「3.」などと記録する。

#1.10.10.5 日付 日付は、当該エレメントの記録の方法の規定に従った暦で記録す
る。
 【初号の年月次】 平成 8 年版
 （情報源の表示: 平成八年版）
 【出版日付】 2013
 （情報源の表示: 平成 25 年 #2.5.5.2 本則を採用した場合）
西暦以外の暦で記録した場合は、必要に応じて西暦を付加するこ
とができる。この場合は、資料外の情報源から採用したことを注記
および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用な
ど）で示す。
【出版日付】 平成 2 年 [1990]
（情報源の表示: 平成 2 年 #2.5.5.2 別法を採用した場合）
情報源に表示されていない日付を記録する必要がある場合は、
資料外の情報源から採用したことを注記および（または）その他の
方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。実際の日付が
不明な場合、二つのいずれの年か不明な場合、日付が推測でき
る場合、ある期間のいずれかであることが推測できる場合、特定
の時点より以前または以降であることのみ判明している場合等
は、その旨が分かるように記録する。
【出版日付】 [2015]
 【出版日付】 [2013 または 2014]
【出版日付】 [2013 or 2014]
【出版日付】 [2008?]
 【出版日付】 [1990 年代]
 【出版日付】 [2000 から 2009 の間]
 【出版日付】 [1881 から 1886 の間?]
【出版日付】 [between 1846 and 1853?]

適用 （参照：出版年については#2.5.5.2、頒布年については
#2.6.5.2、製作年については#2.7.5.2を見よ。）

#1.10.11 誤表示 誤記または誤植は、当該エレメントに関する規定が特にない場合
は、情報源に表示されているとおりに記録する。識別またはアクセ
スに重要な場合は、正しい表記について注記する。誤記または誤
植がタイトル中に存在して、それが重要とみなされる場合は、正し
い表記を異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.0.4.1 を見よ。）

非適用 別法を適用

#1.10.11 誤表示　別法 *誤記または誤植は、当該エレメントに関する規定が特にない場合
は、正しい表記に改め、その旨を注記および（または）その他の方
法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。識別またはアクセ
スに重要な場合は、誤った表記について注記する*。

一部適用 誤記または誤植は、当該エレメントに関する規定が
特にない場合は、正しい表記に改め、訂正したこと
がわかるように記録する。必要に応じてその旨を注
記として記録する。識別またはアクセスに重要な場
合は、誤った表記を異形タイトルとして記録する。

以下、図書、単行の非図書資料、地図資料について適用。
誤記または誤植は、当該エレメントに関する規定が特にな
い場合は、正しい表記に改め、必要に応じてその旨を注記
として記録する。識別またはアクセスに重要な場合は、誤っ
た表記について注記として記録する。
以下、逐次刊行物について適用。
誤記または誤植は、当該エレメントに関する規定が特にな
い場合は、正しい表記に改め、必要に応じてその旨を注記
として記録する。識別またはアクセスに重要な場合は、誤っ
た表記を異形タイトルとして記録する。
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#1.11 統制形の記録 統制形は、#4～#12 におけるタイトルおよび名称の記録に使用す
る。統制形の記録にあたっては、データ作成機関が優先する言語
および文字種を定めておく必要がある。
（参照: #0.9.3 を見よ。）
著作の優先タイトルおよび個人・家族・団体、場所の優先名称は、
選択した言語および文字種で記録する。著作の異形タイトルおよ
び個人・家族・団体、場所の異形名称は、必要に応じて適切な言
語および文字種で記録する。
統制形は、用いる言語および文字種によって、#1.11.1～#1.11.4.3
に従って記録する。
（参照: 言語および文字種の選択については、#4.1.3C、#6.1.3.2A
～#6.1.3.2B 別法、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。）
統制形の記録にあたっては、文字の大小の表示は再現しない。略
語については、付録#A.3 に示すものを使用する。
情報源に誤表示がある場合は、正しい表記に改め優先タイトルま
たは優先名称を記録する。誤表示が重要な場合は、これを異形タ
イトルまたは異形名称として記録する。
著作、表現形、個人・家族・団体における識別要素の記録の方法
は、#4～#8 で規定する。
（参照: #4.0.3、#5.0.3、#6.0.3、#7.0.3、#8.0.3 を見よ。）

一部適用 統制形は、#4～#12 におけるタイトルおよび名称の
記録に使用する。統制形の記録にあたっては、
「コーディングマニュアル」「特殊文字・特殊言語資
料に関する取扱い」等に準じる。

統制形は、#4～#12におけるタイトルおよび名称の記録に
使用する。
（参照: 優先言語および文字種の選択については、「著作に
対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1
月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式
基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠形アクセス・ポイン
トの選択・形式基準（2021年1月）」、「国立国会図書館件名
作業指針」を見よ。）
著作の優先タイトルおよび個人・家族・団体、場所の優先名
称は、選択した言語および文字種で記録する。著作の異形
タイトルおよび個人・家族・団体、場所の異形名称は、必要
に応じて適切な言語および文字種で記録する。
統制形は、用いる言語および文字種によって、#1.11.1～
#1.11.4.3に従って記録する。
（参照: 言語および文字種の選択については、「文字の取扱
い基準（2021年1月）」、優先言語および文字種の選択につ
いては、「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）
統制形の記録にあたっては、文字の大小の表示は再現し
ない。略語については、付録#A.3に示すものを使用する。
情報源に誤表示がある場合は、正しい表記に改め優先タイ
トルまたは優先名称を記録する。誤表示が重要な場合は、
これを異形タイトルまたは異形名称として記録する。
著作、表現形、個人・家族・団体における識別要素の記録
の方法は、#4～#8で規定する。
（参照: #4.0.3、#5.0.3、#6.0.3、#7.0.3、#8.0.3を見よ。）

＜#1.11.1～
#1.11.4　言語＞

#1.11.1 日本語 日本語のタイトルまたは名称の統制形は、日本語の表示形を用
いて記録する。あわせて統制形の読みを、#1.12～#1.12.2 別法に
従って片仮名読み形および（または）ローマ字読み形で記録する。
（参照: 片仮名読み形については、#1.12.1、#1.12.1 別法を見よ。
ローマ字読み形については、#1.12.2、#1.12.2 別法を見よ。）
漢字は、原則として情報源に表示されている字体で記録する。楷
書以外の書体は楷書体に改める。入力できない漢字は、入力でき
る漢字に置き換えるか、入力できないことを示す「げた記号」（〓）
に置き換え、必要に応じて説明を注記として記録する。
仮名はそのまま記録するが、変体仮名は平仮名に改める。
その他の数字、記号、ラテン文字等の各種文字種は、情報源に表
示されているとおりに記録する。これらのうち、入力できない文字
は、入力できる文字に置き換え、必要に応じて説明を注記として
記録する。
観覧車物語
龍馬の生きざま
ぐりとぐら
タモリ
現代詩 100 周年
クイズ 123
京都・奈良宿泊&レジャーガイド

一部適用 日本語のタイトルまたは名称の統制形は、日本語
の表示形を用いて記録する。あわせて統制形の読
みを、片仮名読み形で記録する。
（参照: 片仮名読み形については、#1.12.1を見よ。）
漢字は、原則として情報源に表示されている字体
で記録する。楷書以外の書体は楷書体に改める。
入力できない漢字は、入力できる漢字に置き換え
るか、「◆◆」に置き換え、説明を注記として記録す
る。
仮名はそのまま記録するが、変体仮名は平仮名に
改める。
その他の数字、記号、ラテン文字等の各種文字種
は、情報源に表示されているとおりに記録する。こ
れらのうち、入力できない文字は、入力できる文字
に置き換え、必要に応じて説明を注記として記録す
る。

（参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.2 中国語 中国語のタイトルまたは名称の統制形は、中国語の表示形を用
いて記録する。あわせて統制形の読みを、#1.12～#1.12.2 別法に
従って片仮名読み形および（または）ローマ字読み形で記録する
ことができる。
（参照: 片仮名読み形については、#1.12.1、#1.12.1 別法を見よ。
ローマ字読み形については、#1.12.2、#1.12.2 別法を見よ。）
漢字は、原則として情報源に表示されている字体で記録する。楷
書以外の書体は楷書体に改める。入力できない漢字は、入力でき
る漢字に置き換えるか、入力できないことを示す「げた記号」（〓）
に置き換え、必要に応じて説明を注記として記録する。
その他の数字、記号、ラテン文字等の各種文字種は、情報源に表
示されているとおりに記録する。これらのうち、入力できない文字
は、入力できる文字に置き換え、必要に応じて説明を注記として
記録する。
RDA 全视角解读
漢詩用例辭典

一部適用 中国語のタイトルまたは名称の統制形は、中国語
の表示形を用いて記録する。あわせて統制形の読
みを、片仮名読み形およびローマ字読み形（ピンイ
ン）で記録する。
（参照　「中国語資料の取扱い(案)」を見よ）

（参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.3 韓国・朝鮮語 韓国・朝鮮語のタイトルまたは名称の統制形は、韓国・朝鮮語の
表示形を用いて記録する。あわせて統制形の読みを、#1.12～
#1.12.3 に従って片仮名読み形および（または）ローマ字読み形、
もしくはハングル読み形で記録することができる。
（参照: 片仮名読み形については、#1.12.1、#1.12.1 別法を見よ。
ローマ字読み形については、#1.12.2、#1.12.2 別法を見よ。ハング
ル読み形については、#1.12.3 を見よ。）
ハングルは、情報源に表示されているとおりに記録する。
漢字は、原則として情報源に表示されている字体で記録する。楷
書以外の書体は楷書体に改める。入力できない漢字は、入力でき
る漢字に置き換えるか、入力できないことを示す「げた記号」（〓）
に置き換え、必要に応じて説明を注記として記録する。
その他の数字、記号、ラテン文字等の各種文字種は、情報源に表
示されているとおりに記録する。これらのうち、入力できない文字
は、入力できる文字に置き換え、必要に応じて説明を注記として
記録する。

一部適用 韓国・朝鮮語のタイトルまたは名称の統制形は、韓
国・朝鮮語の表示形を用いて記録する。
（参照「韓国・朝鮮語資料の取扱い」」を見よ。）

（参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.4 日本語、中国
語、韓国・朝鮮
語以外の言語

日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語のタイトルまたは名称
の統制形は、表示形、翻字形、または片仮名表記形を用いて記録
する。

一部適用 「特殊文字・特殊言語資料に関する取扱い」等、各
種言語規定に準ずる。
原則として、表示形（正書法で分かち書きをしない
言語の場合は、表示形の分かち書き含む）、翻字
形を記録する。

（参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.4.1 表示形 表示形は、原則として情報源に表示されているとおりに記録する。
表示形では、読みは、原則として記録しない。入力できない文字
は、入力できる文字に置き換え、必要に応じて説明を注記として
記録する。
大文字使用法、数、アクセント・発音符号等、冒頭の冠詞、ハイフ
ン、イニシャル・頭字語の後のスペース、略語については、#1.11.5
～#1.11.11 に従う。
Library of Congress
Толстой, Лев Николаевич

適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）
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#1.11.4.2 翻字形 翻字形は、情報源に表示されている形を、データ作成機関が採用
した翻字法に従って、ラテン文字に翻字して記録する。翻字形で
は、読みは、原則として記録しない。翻字法については、必要に応
じて注記として記録する。
大文字使用法、数、アクセント・発音符号等、冒頭の冠詞、ハイフ
ン、イニシャル・頭字語の後のスペース、略語については、#1.11.5
～#1.11.11 に従う。
ただし、翻字法によって規定されている場合は、そのまま記録す
る。
Iḥyāʾ maktabat al-Iskandarīyah

非適用 「特殊文字・特殊言語資料に関する取扱い」「中国
語資料の取扱い(案)」等，各種言語規定に準じ，翻
字形は「その他の読み」として採用する。
翻字法は，"ALA-LC Romanization Tables"に基づ
く。

（参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.4.3 片仮名表記形 片仮名表記形は、情報源に表示されている形を、その発音に従っ
て、片仮名を用いて記録する。あわせて統制形の読みを、#1.12～
#1.12.2 別法 に従って片仮名読み形および（または）ローマ字読み
形で記録することができる。
（参照: 片仮名読み形については、#1.12.1、#1.12.1 別法を見よ。
ローマ字読み形については、#1.12.2、#1.12.2 別法を見よ。）
付録#A.1 に従い、適切な単位に分かち書きして記録する。
その他の数字、記号等の各種文字種は、情報源に表示されてい
るとおりに記録する。これらのうち、入力できない文字は、入力で
きる文字に置き換え、必要に応じて説明を注記として記録する。

一部適用 片仮名表記形は、情報源に表示されている形を、
その発音に従って、片仮名を用いて記録する。あわ
せて統制形の読みを、#1.12～#1.12.2 別法 に従っ
て片仮名読み形または中国語資料についてはロー
マ字読み形（ピンイン）で記録することができる。
（参照: 片仮名読み形については、#1.12.1を見よ。
ローマ字読み形については、#1.12.2を見よ。）
付録#A.1 に従い、適切な単位に分かち書きして記
録する。
その他の数字、記号等の各種文字種は、情報源に
表示されているとおりに記録する。これらのうち、入
力できない文字は、入力できる文字に置き換え、必
要に応じて説明を注記として記録する。

（参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

＜#1.11.5～
#1.11.11　統制
形の記録の補
足規定＞

#1.11.5 大文字使用法 著作のタイトルは大文字で始める。ただし、小文字を使用すべき
語で始まる場合は、小文字で始める。
 iPhone 6s 究極の快適設定
個人・家族・団体、場所の名称の大文字使用法については、次の
とおりとする。
a) 各名称の冒頭の語は、原則として大文字で始める。
b) 各名称の 2 番目以降の語は、当該言語の慣用に従って大文字
とするか小文字とするかを決定する。
c) 冒頭の語について、例外的に小文字とする場合がある。
（参照: 付録#A.2 を見よ。）

適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）
（参照: 付録#A.2を見よ。）

#1.11.6 数 著作のタイトルに含まれる数は、語句で表示されているものもアラ
ビア数字で表示されているものも、情報源に表示されているとおり
に記録する。
著作の部分の優先タイトルにおける部分の順序を表す数は、情報
源の表示にかかわらず、アラビア数字で記録する。
個人・家族・団体、場所の名称に含まれる数は、語句で表示され
ているものもアラビア数字で表示されているものも、情報源に表示
されているとおりに記録する。

適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.7 アクセント、発
音符号等

著作のタイトルに含まれるアクセント、発音符号等は、情報源に表
示されているとおりに記録する。
個人・家族・団体、場所の名称に含まれるアクセント、発音符号等
は、情報源に表示されているとおりに記録する。情報源で省略さ
れている場合でも、それが名称に不可欠である場合は、付加して
記録する。大文字使用法の規定によって、情報源に表示されてい
る大文字を小文字で記録する場合に、当該言語の慣用ではアク
セント、発音符号等が必要なときは、これを付加する。

適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.7 アクセント、発
音符号等　任意
追加

著作のタイトルに含まれるアクセント、発音符号等が、情報源に表
示されていない場合は、当該言語の慣用に従って付加して記録す
る。

非適用 非適用

#1.11.8 冒頭の冠詞 著作のタイトル、団体および場所の名称の冒頭に冠詞がある場合
は、それを省略せずに記録する。

適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国立国会図書館件
名作業指針」を見よ。）

#1.11.9 ハイフン 個人の名称に含まれるハイフンは、当該名称の保持者が使用して
いる場合は、そのまま記録する。

適用 （参照:「個人に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.11.10 イニシャル・頭
字語の後のス
ペース

著作のタイトルにイニシャルや頭字語が含まれる場合は、次のよう                                     適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.11.11 略語 著作のタイトルの記録に際して、略語はそれがタイトルの不可欠
な構成部分である場合に限って使用する。
 現代アート etc
個人・家族・団体、場所の名称の記録に際して、略語はそれが名
称の不可欠な構成部分である場合に限って使用する。
 DJ Joe T

適用 （参照: 「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形
式基準（2021年1月）」、「個人に対する典拠形アクセス・ポイ
ントの選択・形式基準（2021年1月）」、「団体に対する典拠
形アクセス・ポイントの選択・形式基準（2021年1月）」、「国
立国会図書館件名作業指針」を見よ。）

#1.12 読みの記録 統制形による記録を行うエレメントでは、使用する言語および文字
種に応じて、あわせて統制形の読みを記録する。統制形をとらな
いエレメントにおいても、必要に応じてその読みを記録することが
できる。
読みは、読みの対象となる文字列との対応が分かるように、適切
なコーディングを用いて記録する。
使用する言語および文字種により、表 1.12 に従って読みの有無
および表記の形を選択する。

一部適用 「コーディングマニュアル」「特殊文字・特殊言語資
料に関する取扱い」等に準じる。

（参照: 「読みの基準（2021年1月）」を見よ。）
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#1.12.1 片仮名読み形 片仮名読み形は、付録#A.1 に従い、適切な単位に分かち書きし
て記録する。記号、アラビア数字、ラテン文字等は、情報源に読み
が表示されている場合は、それを片仮名に置き換えて記録する。
読みが表示されていない場合は、そのまま記録する。記号につい
ては、意味を損なわない限り、省略できる。対象となる文字列が、
片仮名読み形と完全に一致する場合は、読みの記録を省略でき
る。
観覧車物語||カンランシャ モノガタリ
ぐりとぐら||グリ ト グラ
現代詩 100 周年||ゲンダイシ 100 シュウネン
クイズ 123||クイズ ワン ツー スリー
（情報源に読みが「ワン ツー スリー」と表示されている場合の例）
クイズ 123||クイズ 1 2 3
（情報源に読みが表示されていない場合の例）
新制度 Q&A||シンセイド Q & A
京都・奈良の寺社||キョウト ナラ ノ ジシャ
（記号を省略した例）
RDA 全视角解读||RDA ゼンシカク カイドク

（読みに日本語読みを選択した例）
タモリ||タモリ
（読みを記録した例）

一部適用 片仮名読み形は、付録#A.1 に従い、適切な単位に
分かち書きして記録する。記号、アラビア数字、ラテ
ン文字等は、情報源に読みが表示されている場合
は、それを片仮名に置き換えて記録する。読みが
表示されていない場合は、そのまま記録する。

（参照: 「読みの基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.12.2 ローマ字読み
形

ローマ字読み形は、適切な単位に分かち書きして記録する。*記
号、アラビア数字、ラテン文字等は、そのまま記録する*。対象とな
る文字列が、ローマ字読み形と完全に一致する場合は、読みの記
録を省略できる。
観覧車物語||Kanransha monogatari
ぐりとぐら||Guri to Gura
現代詩 100 周年||Gendaishi 100shunen
クイズ 123||Kuizu 1 2 3
新制度 Q&A||Shinseido Q & A
京都・奈良の寺社||Kyoto ・ Nara no jisha
RDA 全视角解读||RDA zenshikaku kaidoku

（読みに日本語読みを選択した場合）
中国語の表示形に対するピンインを、ローマ字読み形として扱うこ
とができる。

一部適用 中国語の表示形に対するピンインを、ローマ字読み
形として扱う。
（参照　「中国語資料の取扱い(案)」を見よ）

（参照: 「読みの基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.12.3 ハングル読み
形

ハングル読み形は、適切な単位に分かち書きして記録する。

漢詩用例辭典||한시 용례 사전
適用 （参照: 「読みの基準（2021年1月）」を見よ。）

#1.13 注記 注記は、#1.13.1～#1.13.3 に従って記録する。 適用 適用

#1.13.1 引用 資料自体またはその他の情報源からの引用を行う場合は、かぎ
かっこまたは引用符で囲んで記録し、続けて情報源を示す。ただ
し、その情報源が優先情報源である場合は、情報源を示さない。
 「本書の執筆編集は松田民俗研究所及び御殿場市教育委員会
が行った」--凡例
 "A two-volume set which is part of a project entitled
'International relations
theory and South Asia'"--Volume 1, preface.
 "With a new preface by the author."
 （優先情報源（タイトル・ページ）の表示を引用した例）

適用 以下、図書について適用。
国内刊行洋図書については、資料自体またはその他の情
報源からの引用を行う場合は、引用符で囲んで記録する。
　"held from October 27th through November 12th, 2018 at
the Nara National Museum in Nara, Japan"
以下、地図資料について適用。
資料自体またはその他の情報源からの引用を行う場合
は、かぎかっこまたは引用符で囲んで記録し、続けて情報
源を示す。ただし、その情報源が優先情報源である場合
は、情報源を示さない。
　 「本書の執筆編集は松田民俗研究所及び御殿場市教育
委員会が行った」--凡例

#1.13.2 参照 次のいずれかの場合は、資料自体またはその他の情報源にある
情報および（または）参照先を記録する。
a) 記録内容の裏付けを示す場合
 Preface signed by David Darrow, John Meacham, and Benjamin S.
Youngs, of whom the first two named "signed their names not as
authors, but as counsellors, and as sanctioning the work"--Cf. p.
xiv, 4th ed.
b) その他の情報源を参照すれば情報を容易に得られるため、情
報の内容そのものの記録を省略する場合
 Detailed description in: A Jussi Bjoerling discography / by Jack
W. Porter and Harald Henrysson.
 Table of contents http://d-nb.info/1044275677/04

適用 次の場合は、資料自体またはその他の情報源にある情報
および（または）参照先を記録する。
a) 記録内容の裏付けを示す場合
　本タイトルは「国書総目録」による
　（タイトルに関する注記）
　本タイトルは国土地理院ホームページの「古地図コレク
ション」による
　（タイトルに関する注記）

#1.13.3 対象部分の特
定

注記の内容が記述対象全体に該当しない場合は、該当する部分
またはイテレーションを識別できるように記録する。
 下巻の責任表示: マイク・アシュレイ編 ; スティーヴン・バクスター
[ほか]著 ; 日暮雅通訳
Volume 4 has subtitle: Building resilient regions

適用 適用
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NACSIS-CAT『日本目録規則2018年版』「第2部　セクション2　著作、表現形、体現形、個別資料」適用細則案（逐次
刊行物）（20XX年〇月）

＜概要＞
１．適用範囲
この適用細則案は、『日本目録規則2018年版』（以下「NCR2018」）「第2部　属性」の「セクション2　著作、表現形、体
現形、個別資料」のうち、書誌データの記録に関する部分を扱う。具体的には、第2章、第3章、第4章のうち#4.15～
#4.23（著作の内容のエレメント）、および第5章を扱う。
ただし，4章（著作）については，全般的な取扱いについて検討中であるため，今後，大幅に変更される可能性があ
る。

２．適用対象
＜書誌データ＞
「目録情報の基準」第5版　2.2.1　図書と逐次刊行物　の規定に準ずる

３．本則、別法、任意規定について
原則としてNCR2018の本則または別法を採用するが、条項によってはそのいずれでもない独自の規定を設けたり、
任意規定を敷衍したりしている場合がある。
条文をそのまま適用する場合および適用しない場合は、条文でなく「適用」、「非適用」の語句のみを示す。本則を
適用する場合は、別法については言及しない。また、別法を適用する場合は、本則については言及しない。本則・
別法のいずれも適用しない場合は、本則についてのみ「非適用」の語句を示し、別法については言及しない。本則
または別法の大意はそのままで，条文の一部のみを修正する場合には，「一部適用」の語句と共に，修正方針につ
いてのコメント，あるいは，修正条文案を示す。適用対象外の規定については，「対象外」の語句と共にグレイアウト
の表示にする。

４．出力形式および記号法について
この適用細則は書誌データの記録方法を定めることを主眼とするため、出力形式および区切り記号については原
則として言及しない。

５．凡例
・エレメント
次の記号により、エレメント、エレメント・サブタイプ、サブエレメントを示す。
E : エレメント
ES : エレメント・サブタイプ
S : サブエレメント
・コア・エレメント
NCR2018においてエレメント、エレメント・サブタイプ、サブエレメントがコア・エレメントである場合に、「*」を記載す
る。コア・エレメントの適用／非適用については「#0付表　コア・エレメント一覧」で示す。
・条項番号
NCR2018の条項番号を示す。
・条項見出し
NCR2018の各条項の見出しまたは中見出しを示す。
・対応C.M.項番
「目録システムコーディングマニュアル（CAT2020対応版）」における凡その対応項目を示す。
・適用/非適用/一部適用
NCR2018の各条項の「適用」、「非適用」「一部適用」を示す。独自の規定を設けたり、任意規定を敷衍したりしてい
る場合は、条項単位で該当条文を示す。
・適用/非適用/一部適用の理由
判断理由，「一部適用」の場合における修正方針についてコメントを示す。適用対象外については「対象外」と記載
する。
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ｴﾚﾒﾝﾄｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用/NDL準拠案の理由 NDL適用/非適用
#2 体現形 —
#2.0 通則 この章では、体現形の属性の記録について規定する。 適用 適用

#2.0.1 記録の目的 体現形の属性の記録の目的は、体現形の識別を可能とすること、な
らびに利用者のニーズに合致する体現形の選択および入手に役立
つことである。

適用 適用

#2.0.2 情報源 体現形の属性の記録にあたって、その情報を#2.0.2.1～#2.0.2.3 およ
び#2.1.0.3 をはじめとする各エレメントの情報源の規定に従って採用
する。資料外の情報源から採用する場合は、必要に応じてその情報
源を注記として記録する。

適用 旧NCRでは1.0.3.2Bで補記を示す角がっこと，必要に応じ注記で情
報の出典を示すとしている。角がっこの使用については，#2.1.0.4.1
誤表示　別法などで，「その他の方法（コーディングや角がっこの使
用など）」としており，主に別法とされている。基本的には角がっこの
使用はここで規定していない。

適用

#2.0.2.1 資料自体の範囲 情報源となる資料自体の範囲は、資料の形状により異なる。資料
（紙、テープ、フィルムなど）および資料と分かち難い収納物（カセッ
ト、カートリッジなど）は、資料自体の一部として扱う。資料刊行時の
容器は資料自体の一部として扱い、資料刊行後に作製された容器
（所有者が作製した容器等）は資料外として扱う。
また、資料自体の範囲は、記述のタイプによっても異なる。資料全体
を対象として包括的記述を作成する場合は、付属資料も資料自体
の一部として扱う。資料の一つまたは複数の部分を対象に分析的記
述を作成する場合は、その部分に対する付属資料は資料自体の一
部として、資料全体に対する付属資料は資料外（関連する資料な
ど）として扱う。
（参照: 包括的記述については、#1.5.2.1 を見よ。分析的記述につい
ては、#1.5.2.2 を見よ。）

適用 資料自体の範囲は，具体的には#2.0.5B（新規の記述が必要な変
化）を見よ。付属資料の扱いについて，逐次刊行物は包括的記述に
あたる(#1.5.2.1)ため，「付属資料も資料自体の一部として扱う」

適用

#2.0.2.2 優先情報源 優先情報源は、#2.0.2.2.1～#2.0.2.2.3.1 に従って、資料自体から選定
する。該当する優先情報源が複数存在する場合は、#2.0.2.2.4～
#2.0.2.2.4.4 に従って選定する。
体現形を識別する情報が資料自体のどの情報源にも表示されてお
らず、優先情報源を得られない場合は、#2.0.2.3 に従って、資料外の
情報源を選定する。

6.0D2 適用 適用

#2.0.2.2.1 ページ、リーフ、シート、
カードで構成される資
料

ページ、リーフ、シート、カードで構成される資料には、紙媒体の他
に、それを画像化したものを収録した媒体（マイクロフィルム、PDF を
収録したコンピュータ・ディスク等）を含む。また、同様に構成された
オンライン資料（PDF、EPUB 等）をも含む。
（参照: レイアウトが固定されていないテキストを収録したコンピュー
タ・ディスク等については、#2.0.2.2.3 を見よ。）
優先情報源の選定において、有形の電子資料およびマイクロ資料
については、#2.0.2.2.1A または#2.0.2.2.1A 別法に従う。和古書・漢
籍については、#2.0.2.2.1.3 に従う。それ以外の資料については、
#2.0.2.2.1.1～#2.0.2.2.1.2C に従う。いずれにおいても、その他の情報
源を使用することがあり、その場合は#2.0.2.2.1.4 に従う。

6.0D3 一部適用 ページ、リーフ、シート、カードで構成される資料には、紙媒体の他
に、それを画像化したものを収録した媒体（マイクロフィルム、PDF を
収録したコンピュータ・ディスク等）を含む。また、同様に構成された
オンライン資料（PDF、EPUB 等）をも含む。
（参照: レイアウトが固定されていないテキストを収録したコンピュー
タ・ディスク等については、#2.0.2.2.3 を見よ。）
優先情報源の選定において、有形の電子資料およびマイクロ資料
については、#2.0.2.2.1A または#2.0.2.2.1A 別法に従う。

ページ、リーフ、シート、カードで構成される資料には、紙媒体の他
に、それを画像化したものを収録した媒体（マイクロフィルム、PDFを
収録したコンピュータ・ディスク等）を含む。
優先情報源の選定において、電子資料およびマイクロ資料について
は#2.0.2.2.1Aに従う。それ以外の資料については、#2.0.2.2.1.1～
#2.0.2.2.1.2Cに従う。いずれにおいても、その他の情報源を使用する
ことがあり、その場合は#2.0.2.2.1.4に従う。
なお、点字資料については印刷資料と同様とする。

#2.0.2.2.1A 有形の電子資料、マイ
クロ資料

有形の電子資料、マイクロ資料については、収録されている画像か
ら#2.0.2.2.1.1～#2.0.2.2.1.3 に従って、優先情報源を選定する。
#2.0.2.2.1.1～#2.0.2.2.1.3 で規定するどの情報源も存在しない場合、
またはどの情報源にもタイトルが表示されていないか不十分な場合
は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) タイトルが表示されている、資料内部の情報源
b) タイトルが表示されている、資料に印刷または貼付されたラベル、
または肉眼で読めるヘッダー
c) 資料刊行時の容器、または資料自体の一部として扱う付属資料
（参照: #2.0.2.1 を見よ。）

6.0.2C 適用 対象外

別法 *有形の電子資料、 マイ ク ロ資料については、 次の優先順位で
優先情報源を選定する。
a)  タ イ ト ルが表示さ れている、 資料に印刷または貼付さ れた
ラ ベル、 または肉眼で読めるヘッ ダー
b)  資料刊行時の容器、 または資料自体の一部と し て扱う 付属
資料（ 参照:  #2. 0. 2. 1 を見よ。 ）
c)  タ イ ト ルが表示さ れている、 資料内部の情報源（ 参照:  
#2. 0. 2. 2. 1. 1～#2. 0. 2. 2. 1. 4 を見よ。 ） *

非適用

#2.0.2.2.1.1 タイトル・ページ等があ
る資料

資料にタイトル・ページ、タイトル・シートまたはタイトル・カード（また
はその画像）がある場合は、これを優先情報源として使用する。

6.0D2
7.2.1E

非適用

別法 資料にタイトル・ページ、タイトル・シートまたはタイトル・カード（また
はその画像）がある場合は、これを優先情報源として使用する。
*ただし、和逐次刊行物については、次の優先順位で優先情報源を
選定する。
a) 表紙
b) タイトル・ページ、タイトル・シートまたはタイトル・カード
c) キャプション
d) 奥付
e) 背またはカバー
この場合は、#2.0.2.2.1.1.1A を適用しない*。

6.0D2
6.2.1E

適用 和逐次刊行物の優先順位は旧NCR13.0.3.1では表紙，標題紙，背，
奥付。現行C.M.はこれに準拠。
奥付→背またはカバーの順に変わるが，背は製本で欠落する場合
も多く，奥付の方が背より優先とする方が合理的。

和逐次刊行物については、タイトル・ページよりも表紙を優先し、次
の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 表紙
b) タイトル・ページ
c) キャプション
d) 奥付
e) 背
洋逐次刊行物については、タイトル・ページがある場合は、これを優
先情報源として使用する。
（注）表紙には裏表紙も含む。和逐次刊行物については、タイトル・
ページにはタイトルと目次等からなるページも含む。

#2.0.2.2.1.1.1 タイトル・ページの情報
が不十分な和資料

和資料については、タイトル・ページがあっても、その情報が不十分
な場合は、#2.0.2.2.1.1.1A、#2.0.2.2.1.1.1B に従って、優先情報源を選
定することができる。

非適用 適用対象外
そもそも2.0.2.2.1.1で別法採用なら，表紙優先なので2.0.2.2.1.1.1は非
適用と考えられる

非適用

#2.0.2.2.1.1.1
A

逐次刊行物 和資料のうち逐次刊行物については、タイトル・ページがあっても、
その情報が不十分な場合は、次の優先順位で優先情報源を選定す
ることができる。
a) 背・表紙またはカバー
b) キャプション
c) 奥付

6.0D2
6.2.1E

非適用 タイトルページの情報の情報が十分かに関わらず，2.0.2.2.1.1で別法
を適用し，2.0.2.2.1.1.1は非適用

非適用

#2.0.2.2.1.1.1
B

その他の和資料 逐次刊行物以外の和資料については，＜以下略＞ 対象外 非適用

#2.0.2.2.1.2 タイトル・ページ等がな
い資料

資料にタイトル・ページ、タイトル・シート、タイトル・カード（またはそ
の画像）がない場合は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 奥付
b) 背・表紙またはカバー
c) キャプション
d) マストヘッド
ただし、逐次刊行物、洋図書等（日本国内刊行を除く）、初期印刷資
料（和古書・漢籍を除く）については、#2.0.2.2.1.2A～#2.0.2.2.1.2C に
従って優先情報源を選定する。

対象外（逐次刊行物は次項#2.0.2.2.1.2A） 非適用

#2.0.2.2.1.2A 逐次刊行物 逐次刊行物については、タイトル・ページがない場合は、次の優先
順位で優先情報源を選定する。
a) 背・表紙またはカバー
b) キャプション
c) マストヘッド
d) 奥付

6.0D2
6.2.1E

非適用

別法 逐次刊行物については、タイトル・ページがない場合は、次の優先
順位で優先情報源を選定する。
a) 表紙
b) キャプション
c) マストヘッド
d) 奥付
e) 背またはカバー

6.0D2
6.2.1E

一部適用 逐次刊行物については、タイトル・ページがない場合は、次の優先
順位で優先情報源を選定する。
a) 表紙
b) キャプション
c) マストヘッド
d) 奥付
e) 背

タイトル・ページがない場合は、次の優先順位で優先情報源を選定
する。
a) 表紙
b) キャプション
c) マストヘッド
d) 奥付
e) 背

#2.0.2.2.1.2B 洋図書等 洋図書（日本国内刊行を除く）およびアジア諸言語図書（中国語図
書、韓国・朝鮮語図書を除く）については、タイトル・ページ、タイト
ル・シート、タイトル・カードがない場合は、次の優先順位で優先情報
源を選定する。＜以下略＞

対象外 非適用

#2.0.2.2.1.2C 初期印刷資料（和古
書・漢籍を除く）

初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）については、タイトル・ページ、タ
イトル・シート、タイトル・カードがない場合は、次の優先順位で優先
情報源を選定する。＜以下略＞

対象外 非適用

#2.0.2.2.1.3 和古書・漢籍 和古書・漢籍については、おおむね次の優先順位で優先情報源を
選定する。ただし、時代、ジャンルまたは造本等の事情を考慮する。
＜以下略＞

対象外 非適用

電子資料については、 次の優先順位で優先情報源を選定する。
a)  タ イ ト ルが表示さ れている、 資料に印刷または貼付さ れた
ラ ベル
b)  資料刊行時の容器、 または資料自体の一部と し て扱う 付属
資料（ 参照:  #2. 0. 2. 1を見よ。 ）
c)  タ イ ト ルが表示さ れている、 資料内部の情報源（ 参照:  
#2. 0. 2. 2. 1. 1～#2. 0. 2. 2. 1. 4を見よ。 ）
マイ ク ロ資料については、 収録さ れている画像中にタ イ ト ル・
フ レームがある場合は、 こ れを優先情報源と し て使用する。 タ
イ ト ル・ フ レームが存在し ない場合は、 次の優先順位で優先情
報源を選定する。
d)  タ イ ト ルが表示さ れている、 肉眼で読めるヘッ ダー
e)  タ イ ト ルが表示さ れている、 資料内部の情報源
f )  資料刊行時の容器、 または資料自体の一部と し て扱う 付属
資料（ 参照:  #2. 0. 2. 1を見よ。 ）
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#2.0.2.2.1.4 その他の情報源の使用 ページ、リーフ、シート、カードで構成される資料において、
#2.0.2.2.1A～#2.0.2.2.1.3で規定するどの情報源も存在しない場合、
またはどの情報源にもタイトルが表示されていないか不十分な場合
は、タイトルが表示されている資料自体の他の情報源を優先情報源
として使用する。その場合は、表示されている形式が整った情報を
優先する。

6.0D2
6.2.1E

適用 適用

#2.0.2.2.2 動画で構成される資料 動画で構成される資料には、映画、ビデオ・ゲーム等を含む。これら
の資料については、#2.0.2.2.2A～#2.0.2.2.2B に従って、優先情報源
を選定する。いずれにおいても、その他の情報源を使用することが
あり、その場合は#2.0.2.2.2.1 に従う。

対象外 適用

#2.0.2.2.2A 有形資料 有形資料については、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) タイトル・フレームまたはタイトル・スクリーン
b) 資料に印刷または貼付された、タイトルが表示されているラベル
c) 資料刊行時の容器、または資料自体の一部として扱う付属資料
（参照: #2.0.2.1 を見よ。）
d) （電子資料の）内部情報源
複数のコンテンツが収録されている資料について、タイトル・フレー
ムまたはタイトル・スクリーンにそれら個別のタイトルしか列挙されて
いない場合は、総合タイトルが整った形式で表示されている情報源
を優先する。

対象外

別法1 *有形資料については、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料に印刷または貼付された、タイトルが表示されているラベル
b) 資料刊行時の容器、または資料自体の一部として扱う付属資料
（参照: #2.0.2.1 を見よ。）
c) タイトル・フレームまたはタイトル・スクリーン
d) （電子資料の）内部情報源*

対象外 適用

別法2 *有形資料については、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料刊行時の帯・容器、または資料自体の一部として扱う付属資
料（参照: #2.0.2.1 を見よ。）
b) 資料に印刷または貼付された、タイトルが表示されているラベル
c) タイトル・フレームまたはタイトル・スクリーン
d) （電子資料の）内部情報源*

対象外

#2.0.2.2.2B オンライン資料 オンライン資料については、次の優先順位で優先情報源を選定す
る。
a) タイトル・フレームまたはタイトル・スクリーン
b) 内容に現れる文字情報
c) 資料に埋め込まれた（タイトルを含む）メタデータ（文字情報）

対象外 非適用

#2.0.2.2.2.1 その他の情報源の使用 動画で構成される資料において、#2.0.2.2.2A～#2.0.2.2.2B で規定す
るどの情報源にもタイトルが表示されていないか不十分な場合は、
タイトルが表示されている資料自体のどの部分を優先情報源として
使用してもよい。その場合は、表示されている形式が整った情報を
優先する。

対象外 適用

#2.0.2.2.3 その他の資料 その他の資料とは、#2.0.2.2.1、#2.0.2.2.2 のいずれにも該当しない資
料である。オーディオ・ディスク、プログラムやレイアウトが固定され
ていないテキストを収録したコンピュータ・ディスク等が、これに当た
る。これらの資料については、#2.0.2.2.3A～
#2.0.2.2.3B に従って、優先情報源を選定する。いずれにおいても、
その他の情報源を使用することがあり、その場合は#2.0.2.2.3.1 に従
う。

6.0D2 適用 その他の資料とは、#2.0.2.2.1、#2.0.2.2.2のいずれにも該当しない資
料である。オーディオ・ディスク等が、これに当たる。これらの資料に
ついては、#2.0.2.2.3A～#2.0.2.2.3Bに従って、優先情報源を選定す
る。いずれにおいても、その他の情報源を使用することがあり、その
場合は#2.0.2.2.3.1に従う。

#2.0.2.2.3A 有形資料 有形資料は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料に印刷または貼付された、タイトルが表示されているラベル
b) タイトルを含む内部情報源（タイトル・スクリーンなど）
c) 資料刊行時の容器、または資料自体の一部として扱う付属資料
（参照: #2.0.2.1 を見よ。）

6.0D2 適用

別法 *有形資料は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料刊行時の帯・容器、または資料自体の一部として扱う付属資
料（参照: #2.0.2.1を見よ。）
b) 資料に印刷または貼付された、タイトルが表示されているラベル
c) 機器等によって内部情報源を確認できる場合は、タイトルが表示
されている内部情報源（タイトル・スクリーンなど）*

非適用

#2.0.2.2.3B オンライン資料 オンライン資料は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 内容に現れる文字情報
b) 資料に埋め込まれた（タイトルを含む）メタデータ（文字情報）

6.0.4C 適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.0.2.2.3.1 その他の情報源の使用 その他の資料において、#2.0.2.2.3A～#2.0.2.2.3B で規定するどの情
報源にもタイトルが表示されていないか不十分な場合は、資料を構
成するどの部分を優先情報源として使用してもよい。その場合は、
表示されている形式が整った情報を優先する。

6.0D2
6.2.1E

適用 適用

#2.0.2.2.4 複数の優先情報源 優先情報源の規定（参照: #2.0.2.2.1～#2.0.2.2.3.1 を見よ。）に該当す
る情報源が複数存在する場合は、規定に挙げられた情報源のうち
最初に出現するものを優先情報源として選定する。ただし、複数の
言語または文字種によるもの、複数の日付を表示しているもの、複
製と原資料の情報源が存在するもの、全体と部分を示すものについ
ては、#2.0.2.2.4.1～#2.0.2.2.4.4 に従う。

6.0D2
6.2.1E

適用 適用

#2.0.2.2.4.1 複数の言語・文字種 複数の言語または文字種による複数の優先情報源が存在する場合
は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料の内容（または内容の大部分）が記されている言語または文
字種による情報源
b) 同一内容を複数の言語または文字種で記した資料で、翻訳を目
的とすることが判明している場合は、翻訳言語または文字種の情報
源
c) 同一内容を含む複数の言語または文字種の資料で、原文の言語
または文字種が識別できる場合は、それによる情報源
d) 複数の情報源のうち、最初に出現するもの
e) 資料が複数の言語または文字種を同等に扱って、向かい合わせ
に製本されているような場合（テートベーシュ等）は、データ作成機関
で定める言語または文字種の情報源

適用 複数の言語または文字種による複数の優先情報源が存在する場合
は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料の内容（または内容の大部分）が記されている主な言語また
は文字種による情報源
d) 複数の情報源のうち、最初に出現するもの
e) 資料が複数の言語または文字種を扱って、向かい合わせに製本
されているような場合（テートベーシュ等）は、主な言語または文字種
の情報源

別法 *複数の言語または文字種による複数の優先情報源が存在する場
合は、データ作成機関で定める言語または文字種の情報源を優先
情報源として選定する*。

非適用

#2.0.2.2.4.2 複数の日付の表示 資料が複数の日付を表示している場合は、最新の日付を示す情報
源を優先情報源として選定する。ただし、包括的記述を行う場合の
複数巻単行資料および逐次刊行物を除く。

対象外 非適用

#2.0.2.2.4.3 複製と原資料 複製が原資料の優先情報源に相当するものと、複製の優先情報源
に相当するものの双方を有する場合は、後者を優先情報源として選
定する。

6.0.2C 非適用 適用

#2.0.2.2.4.4 全体と部分 識別の基盤（参照: #1.6 を見よ。）の全体に対する優先情報源と、そ
の部分に対する優先情報源が存在する場合は、全体に対する情報
源を優先情報源として選定する。
全体に対する優先情報源がなく各部分に対する優先情報源のみが
存在する場合は、主要な著作または内容に対する情報源があれ
ば、それを優先情報源とみなして選定する。主要な著作または内容
を特定できない場合は、各部分に対する情報源の総体を優先情報
源として扱う。

6.2.1F2 非適用 非適用

有形資料は、次の優先順位で優先情報源を選定する。
a) 資料に印刷または貼付された、タイトルが表示されているラベル
b) 資料刊行時の容器、または資料自体の一部として扱う付属資料
（参照: #2.0.2.1を見よ。）
c) タイトルを含む内部情報源（タイトル・スクリーンなど）
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#2.0.2.3 資料外の情報源 資料を識別する情報が資料自体のどの情報源にも表示されていな
い場合は、次の優先順位で情報を採用する。
a) 分析的記述を作成する場合の、資料全体に対する付属資料（参
照: #2.0.2.1 を見よ。）
b) 資料の批評・解説として刊行された資料
c) 資料刊行後に作製された容器（所有者が作製した容器など）
d) その他の資料（参考資料など）

NDL準拠 資料を識別する情報が資料自体のどの情報源にも表示されていな
い場合は、次の情報を採用する。
b) 資料の批評・解説として刊行された資料
c) 資料刊行後に作製された容器（所有者が作製した容器など）
d) その他の資料（参考資料など）

資料を識別する情報が資料自体のどの情報源にも表示されていな
い場合は、次の情報を採用する。
b) 資料の批評・解説として刊行された資料
c) 資料刊行後に作製された容器（所有者が作製した容器など）
d) その他の資料（参考資料など）

#2.0.2.3.1 情報源の記録 資料外の情報源から次に示したエレメントの情報を採用した場合
は、その旨を注記および（または）その他の方法（コーディング、角
がっこの使用等）で示す。
タイトル（本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル
関連情報）
責任表示（本タイトルに関係する責任表示、本タイトルに関係する並
列責任表示）
版表示（版次、並列版次、版に関係する責任表示、版に関係する並
列責任表示、付加的版次、並列付加的版次、付加的版に関係する
責任表示、付加的版に関係する並列責任表示）
逐次刊行物の順序表示（初号の巻次、初号の年月次、終号の巻
次、終号の年月次、初号の別方式の巻次、初号の別方式の年月
次、終号の別方式の巻次、終号の別方式の年月次）
出版表示（出版地、並列出版地、出版者、並列出版者、出版日付）
頒布表示（頒布地、並列頒布地、頒布者、並列頒布者、頒布日付）
製作表示（製作地、並列製作地、製作者、並列製作者、製作日付）
非刊行物の制作表示（非刊行物の制作地、非刊行物の並列制作
地、非刊行物の制作者、非刊行物の並列制作者、非刊行物の制作
日付）
シリーズ表示（シリーズの本タイトル、シリーズの並列タイトル、シ
リーズのタイトル関連情報、シリーズの並列タイトル関連情報、シ
リーズに関係する責任表示、シリーズに関係する並列責任表示、シ
リーズのISSN、シリーズ内番号、サブシリーズの本タイトル、サブシ
リーズの並列タイトル、サブシリーズのタイトル関連情報、サブシ
リーズの並列タイトル関連情報、サブシリーズに関係する責任表
示、サブシリーズに関係する並列責任表示、サブシリーズのISSN、
サブシリーズ内番号）

1.1.2A 適用 資料外の情報源から次に示したエレメントの情報を採用した場合
は、その旨を注記および（または）角がっこの使用で示す。
タイトル（本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル
関連情報）
責任表示（本タイトルに関係する責任表示、本タイトルに関係する並
列責任表示）
版表示（版次、版に関係する責任表示、付加的版次、付加的版に関
係する責任表示）
逐次刊行物の順序表示（初号の巻次、初号の年月次、終号の巻
次、終号の年月次、初号の別方式の巻次、初号の別方式の年月
次、終号の別方式の巻次、終号の別方式の年月次）
出版表示（出版地、出版者、並列出版者、出版日付）
頒布表示（頒布地、頒布者）
シリーズ表示（シリーズの本タイトル、シリーズの並列タイトル、シ
リーズのタイトル関連情報、シリーズに関係する責任表示、シリーズ
のISSN、シリーズ内番号、サブシリーズの本タイトル、サブシリーズ
の並列タイトル、サブシリーズのタイトル関連情報、サブシリーズの
ISSN、サブシリーズ内番号）

#2.0.2.3.2 識別情報を有しない種
類の資料

通常は識別情報を有しない種類の資料（写真、自然物、コレクション
等）については、資料外から情報を採用した旨を、注記としても、そ
の他の方法（コーディングや角がっこの使用など）によっても、記録し
ない。

対象外 非適用

#2.0.3 記録の方法 体現形の属性は、採用した情報源にある情報を、#1.9、#1.10～
#1.10.11 別法および体現形の各エレメントの記録の方法の規定に
従って記録する。

6.0A
7.0A

適用 適用

#2.0.4 複製 複製を記述対象として体現形の記述を作成する場合は、複製自体
についてのデータを記録する。原資料についてのデータは、関連す
る著作または関連する体現形のエレメントとして記録する。

非適用 適用

別法 複製を記述対象として体現形の記述を作成する場合は、複製自体
についてのデータを記録する。原資料についてのデータは、関連す
る著作または関連する体現形のエレメントとして記録する。
*ただし、逐次刊行物の複製について体現形の記述を作成する場合
は、原資料のデータを記録し、複製のデータは、注記として記録する
*。

6.0.2B 適用

#2.0.5 新規の記述が必要な変
化

複数巻単行資料、逐次刊行物、または更新資料については、何らか
の変化によって、新規の記述の作成を必要とする場合がある。
（参照: #2.0.5A～#2.0.5C を見よ。）

6.0.1 適用 適用

#2.0.5A 複数巻単行資料 次の場合に体現形に対する新規の記述を作成する。
a) 刊行方式の変化
b) 機器種別の変化（参照: #2.14.0.6 を見よ。）

対象外 非適用

#2.0.5B 逐次刊行物 次の場合に体現形に対する新規の記述を作成する。
a) 刊行方式の変化
b) 機器種別の変化（参照: #2.14.0.6 を見よ。）
c) オンライン資料のキャリア種別の変化（参照: #2.14.0.6 を見よ。）
d) 本タイトルの重要な変化（参照: #2.1.1.4、#2.1.1.4.1 を見よ。）
e) 責任表示の重要な変化（参照: #2.2.0.6 を見よ。）
f) 版表示の変化（参照: #2.3.0.6 を見よ。）

0.4.3A
0.4.3B2.2

適用 次の場合に体現形に対する新規の記述を作成する。
a) 刊行方式の変化
b) 機器種別の変化（参照: #2.14.0.6を見よ。）
c) キャリア種別の変化。ただし、機器種別が「機器不用」の場合を除
く（参照: #2.14.0.6を見よ。）
d) 本タイトルの重要な変化（参照: #2.1.1.4、#2.1.1.4.1を見よ。）
e) 責任表示の重要な変化（参照: #2.2.0.6を見よ。）
f) 版表示の変化（参照: #2.3.0.6を見よ。）

#2.0.5C 更新資料 次の場合に体現形に対する新規の記述を作成する。
a) 刊行方式の変化
b) 機器種別の変化（参照: #2.14.0.6 を見よ。）
c) 加除式資料のベースの更新
d) 版表示の変化（参照: #2.3.0.6 を見よ。）

対象外 非適用
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ｴﾚﾒﾝﾄｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用/NDL準拠案の理由 NDL適用/非適用
E #2.1 タイトル タイトルは、エレメントである。 6.2.1A 適用 適用

#2.1.0 通則 — —

#2.1.0.1 記録の範囲 体現形のタイトルを記録する。タイトルは、資料自体の情報源、カ
バーやケース、付属資料などに複数表示されている場合がある。
また、参考資料に記載されているタイトル、データ作成者が付与す
るタイトルなど、記述対象には表示されていないタイトルもある。

6.2.1D
6.2.6D

適用 適用

#2.1.0.2 エレメント・サブタイプ タイトルには、次のものがある。
a)～i)は、タイトルのエレメント・サブタイプであり、#2.1.0.3～
#2.1.9.2.2 で規定する。
a)～i)のうち、本タイトルはコア・エレメントである。
a) 本タイトル（参照: #2.1.1 を見よ。）
b) 並列タイトル（参照: #2.1.2 を見よ。）
c) タイトル関連情報（参照: #2.1.3 を見よ。）
d) 並列タイトル関連情報（参照: #2.1.4 を見よ。）
e) 先行タイトル（参照: #2.1.5 を見よ。）
f) 後続タイトル（参照: #2.1.6 を見よ。）
g) キー・タイトル（参照: #2.1.7 を見よ。）
h) 略タイトル（参照: #2.1.8 を見よ。）
i) 異形タイトル（参照: #2.1.9 を見よ。）
j)～q)については、シリーズ表示のサブエレメントであり、#2.10.0.3
～#2.10.12.2 で規定する。
j) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1 を見よ。）
k) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2 を見よ。）
l) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3 を見よ。）
m) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4 を見よ。）
n) サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9 を見よ。）
o) サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10 を見よ。）
p) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11 を見よ。）
q) サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12 を見よ。）

6.2.1A他 一部適用 a)～i)のうち、本タイトルはコア・エレメントである。
a) 本タイトル（参照: #2.1.1 を見よ。）
b) 並列タイトル（参照: #2.1.2 を見よ。）
c) タイトル関連情報（参照: #2.1.3 を見よ。）
d) 並列タイトル関連情報（参照: #2.1.4 を見よ。）
e) 先行タイトル（参照: #2.1.5 を見よ。）　【対象外】
f) 後続タイトル（参照: #2.1.6 を見よ。）
g) キー・タイトル（参照: #2.1.7 を見よ。）
h) 略タイトル（参照: #2.1.8 を見よ。）
i) 異形タイトル（参照: #2.1.9 を見よ。）
j)～q)については、シリーズ表示のサブエレメントであり、#2.10.0.3～
#2.10.12.2 で規定する。
j) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1 を見よ。）
k) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2 を見よ。）
l) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3 を見よ。）
m) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4 を見よ。）
n) サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9 を見よ。）
o) サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10 を見よ。）
p) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11 を見よ。）
q) サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12 を見よ。）

タイトルには、次のものがある。
a)～i)は、タイトルのエレメント・サブタイプであり、#2.1.0.3～
#2.1.9.2.2で規定する。
a)～i)のうち、本タイトルはコア・エレメントである。
a) 本タイトル（参照: #2.1.1を見よ。）
b) 並列タイトル（参照: #2.1.2を見よ。）
c) タイトル関連情報（参照: #2.1.3を見よ。）
d) 並列タイトル関連情報（参照: #2.1.4を見よ。）
e) 先行タイトル（参照: #2.1.5を見よ。）（非適用）
f) 後続タイトル（参照: #2.1.6を見よ。）
g)キー・タイトル（参照: #2.1.7を見よ。）
h) 略タイトル（参照: #2.1.8を見よ。）
i) 異形タイトル（参照: #2.1.9を見よ。）
j)～q)については、シリーズ表示のサブエレメントであり、#2.10.0.3
～#2.10.12.2で規定する。
j) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1を見よ。）
k) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2を見よ。）
l) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3を見よ。）
m) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4を見よ。）（非適
用）
n) サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9を見よ。）
o) サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10を見よ。）
p) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11を見よ。）
q) サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12を見よ。）
（非適用）

#2.1.0.3 情報源 本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情
報、先行タイトル、後続タイトル、キー・タイトルは、その情報源に関
する規定を各エレメントに関する規定の中で定める。
（参照: #2.1.1.1.2、#2.1.2.1.2、#2.1.3.1.2、#2.1.4.1.2、#2.1.5.1.2、
#2.1.6.1.2、
#2.1.7.1.2 を見よ。）
略タイトルおよび異形タイトルは、どの情報源に基づいて記録して
もよい。
（参照: #2.1.8.1.2、#2.1.9.1.2 を見よ。）

6.2.1E
6.2.6E

一部適用 本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情
報、後続タイトル、キー・タイトルは、その情報源に関する規定を各エ
レメントに関する規定の中で定める。
（参照: #2.1.1.1.2、#2.1.2.1.2、#2.1.3.1.2、#2.1.4.1.2、#2.1.5.1.2、
#2.1.6.1.2、
#2.1.7.1.2 を見よ。）
略タイトルおよび異形タイトルは、どの情報源に基づいて記録しても
よい。
（参照: #2.1.8.1.2、#2.1.9.1.2 を見よ。）

本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情
報、後続タイトル、キー・タイトル、略タイトルは、その情報源に関す
る規定を各エレメントに関する規定の中で定める。
（参照: #2.1.1.1.2、#2.1.2.1.2、#2.1.3.1.2、#2.1.4.1.2、#2.1.6.1.2、
#2.1.7.1.2、#2.1.8.1.2を見よ。）
異形タイトルは、どの情報源に基づいて記録してもよい。
（参照: #2.1.9.1.2を見よ。）

#2.1.0.4 記録の方法 タイトルは、情報源の表示を句読点、記号、略語、大文字使用法、
数字なども含め、#1.10～#1.10.11 別法に従って記録する。
　地球温暖化ビジネスのフロンティア
　An illustrated guide to civil procedure
　ねじれた家、建てちゃいました。
　「未納が増えると年金が破綻する」って誰が言った?
タイトルの一部として意図されていない説明的な導入句は、タイト
ルとして扱わない。
　The Beatles 50th Anniversary Special!!
　（タイトル・ページの表示: Crossbeat presents The Beatles 50th  
Anniversary Special!!）
日本語のタイトルは、原則としてスペースを入れずに続けて記録す
る。意味上の区切りがある場合や、続けて記録することによって読
解が困難になると判断される場合は、情報源に表示されているス
ペースを省略せずに記録するか、または語句の間に適宜スペース
を挿入することができる。
　福島第一原子力発電所事故その全貌と明日に向けた提言
　（スペースを入れずに続けて記録している例）
　昔噺 人買太郎兵衛
　（スペースで区切って記録している例）
長いタイトルは必要不可欠な情報を残した上で省略できる。省略部
分は省略記号（…）で示す。欧文タイトルの場合は、冒頭の5 語を
省略してはならない。
The commercial products of the animal kingdom employed in the 
arts and
manufactures, shown in the collection of the Bethnal Green 
Branch …

1.1.3A 一部適用 タイトルは、情報源の表示を句読点、記号、略語、大文字使用法、
数字なども含め、#1.10～#1.10.11別法に従って記録する。

タイトルの一部として意図されていない説明的な導入句は、タイトル
として扱わない。

日本語のタイトルは、原則としてスペースを入れずに続けて記録す
る。意味上の区切りがある場合や、続けて記録することによって読
解が困難になると判断される場合は、情報源に表示されているス
ペースを省略せずに記録するか、または語句の間に適宜スペースを
挿入することができる。

タイトルは、情報源の表示を句読点、記号、略語、大文字使用法、
数字なども含め、#1.10～#1.10.11別法に従って記録する。
　4×4 magazine
　ハマにしへ行こう!
タイトルの一部として意図されていない説明的な導入句は、タイト
ルとして扱わない。
　【本タイトル】　ファザー・オブ・ザ・イヤーinみえ
　（情報源の表示: ファザー・オブ・ザ・イヤーinみえ みえの素敵な
“育児男子”を紹介します！）
日本語のタイトルは、原則としてスペースを入れずに続けて記録す
る。意味上の区切りがある場合や、続けて記録することによって読
解が困難になると判断される場合は、情報源に表示されているス
ペースを省略せずに記録するか、または語句の間にコンマ、中点、
スペースを挿入することができる。
　大阪 京都 兵庫 新築提案
　ちいさい・おおきい・よわい・つよい

#2.1.0.4.1 誤表示 情報源に表示されているタイトルに誤記、誤植、脱字などがあって
も、そのままの形を記録し、その旨を注記として記録する。正しい
形がわかり、識別またはアクセスに重要な場合は、訂正したものを
異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.41.1.2.3、#2.1.9.1.1e)を見よ。）
　　広告ポタスー銘鑑
　　（異形タイトル: 広告ポスター銘鑑）
　　（タイトルに関する注記: 正しい本タイトル: 広告ポスター銘鑑）
　　Economic Deveploment Administration oversight
　　（異形タイトル: Economic Development Administration 
oversight）
　　（タイトルに関する注記: Title should read: Economic 
Development
Administration oversight）
ただし、逐次刊行物または更新資料の場合は、明らかな誤りは正
しい形に改めたものを記録し、情報源に表示されている形を注記と
して記録する。識別またはアクセスに重要な場合は、情報源に表
示されている形を異形タイトルとして記録する。誤りかどうか判断で
きない場合は、情報源に表示されている形をそのまま記録する。
（参照: #2.41.1.2.3、#2.1.9.1.1e)を見よ。）

6.0E 
2.0Dウ) 誤
記、誤植

7.0E 
4.0Dエ) 誤
記、誤植

NDL準拠 逐次刊行物または更新資料の場合は、明らかな誤りは正しい形に
改めたものを記録し、情報源に表示されている形を注記として記録
する。識別またはアクセスに重要な場合は、情報源に表示されてい
る形を異形タイトルとして記録する。誤りかどうか判断できない場合
は、情報源に表示されている形をそのまま記録する。
（参照: #2.41.1.2.3、#2.1.9.1.1e)を見よ。）
　　広告ポスター銘鑑
　　（異形タイトル: 広告ポタスー銘鑑）
　　（タイトルに関する注記: 表紙のタイトル (誤植): 広告ポタスー銘
鑑）

明らかな誤りは正しい形に改めたものを記録し、採用した情報源に
表示されている形を必要に応じて注記として記録する。識別または
アクセスに重要な場合は、情報源に表示されている形を異形タイト
ルとして記録する。誤りかどうか判断できない場合は、情報源に表
示されている形をそのまま記録する。
（参照: #2.41.1.2.3、#2.1.9.1.1e)を見よ。）

別法 *情報源に表示されているタイトルに誤記、誤植、脱字などがある
場合は、正しい表記に改め、その旨を注記および（または）その他
の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示した上で、情報源
に表示されている形を注記として記録する。識別またはアクセスに
重要な場合は、情報源に表示されている形を異形タイトルとして記
録する。誤りかどうか判断できない場合は、情報源に表示されてい
る形をそのまま記録する*。
（参照: #2.41.1.2.3、#2.1.9.1.1e)を見よ。）
　　広告ポ[スタ]ー銘鑑
　　（異形タイトル: 広告ポタスー銘鑑）
　　（タイトルに関する注記: 表紙のタイトル (誤植): 広告ポタスー銘
鑑）
　　Economic Deve[lop]ment Administration oversight
　　（異形タイトル: Economic Deveploment Administration 
oversight）
　　（タイトルに関する注記: Title appears on title page as: 
Economic
Deveploment Administration oversight）

非適用

#2.1.0.4.2 総称的な語句、数字、
略語

情報源に表示されている総称的な語句、数字、略語も、タイトルと
して記録する。
　　詩集
　　Selected papers
　　諸絵図
　　地図新編
　　版画集
　　構図
　　研究報告
　　紀要
　　Journal
　　1984
　　E.T.

6.0.3
7.0.3

適用 適用
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#2.1.0.4.3 不可分な数値、番号な
ど

情報源に表示されているタイトルが、不可分な数値、番号などを含
む場合は、それらを含めてタイトルとして記録する。
　　MAB1 : 図書館用機械交換フォーマット
　　Brandenburgische Konzerte 3, 5, 6
　　映画音楽ベスト14
　　退屈な風景No. 16
　　37 design & environment projects
　　婦人像Ⅱ

6.2.1F1.1
（F1.4)

一部適用 情報源に表示されているタイトルが、不可分な数値、番号などを含
む場合は、それらを含めてタイトルとして記録する。
　　MAB1 : 図書館用機械交換フォーマット
　　Brandenburgische Konzerte 3, 5, 6
　　映画音楽ベスト14
　　退屈な風景No. 16
　　37 design & environment projects
　　婦人像Ⅱ
ただし，数値，番号などが回次，日付などの場合は，#2.1.1.2.16別法
による。

適用

#2.1.0.4.4 個人・家族・団体または
場所の名称

情報源に表示されているタイトルが、個人・家族・団体または場所
の名称のみから成る場合は、それをタイトルとして記録する。
　　梅原龍三郎
　　古今亭志ん生
　　Rosa Luxemburg
　　徳川家
　　高知市民図書館
　　The British Museum
　　東京
　　横浜港近辺
本来、責任表示や出版者、頒布者等として扱われる名称が、タイト
ルの不可分な一部として表示されている場合は、それらをタイトル
に含めて記録する。
　　ヴォート基礎生化学
　　有斐閣法律用語辞典
　　Horowitz in London
（参照: #2.2.0.4、#2.5.0.4、#2.6.0.4、#2.7.0.4、#2.8.0.4 を見よ。）

6.2.1F1.3 一部適用 情報源に表示されているタイトルが、個人・家族・団体または場所の
名称のみから成る場合は、それをタイトルとして記録する。

本来、責任表示や出版者、頒布者等として扱われる名称が、タイト
ルの不可分な一部として表示されている場合は、それらをタイトルに
含めて記録する。

適用

#2.1.0.5 複製 複製については、原資料のタイトルではなく、複製自体のタイトルを
記録する。原資料のタイトルは、関連する体現形のタイトルとして
記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）
ただし、原資料のタイトルが同一の情報源に表示されている場合
は、#2.1.1.3 に従う。

非適用 適用

別法 複製については、原資料のタイトルではなく、複製自体のタイトルを
記録する。原資料のタイトルは、関連する体現形のタイトルとして
記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）
*ただし、原資料のタイトルが同一の情報源に表示されている場合
は、#2.1.1.3 別法に従う。
他の形態から変換されたマイクロ資料または逐次刊行物の複製に
ついては、原資料のタイトルを記録する。複製のタイトルが原資料
のタイトルと異なる場合は、#2.1.1.3 別法に従う*。

6.0.2C8 適用

#2.1.0.6 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、タイト
ルが変化することがある。
本タイトルの変化については、#2.1.1.4、#2.1.1.4 別法に従って記録
する。
本タイトル以外のタイトルの変化については、#2.1.2.3、#2.1.3.3、
#2.1.4.3 に従って記録する。
（参照: #2.0.5 を見よ。）

6.0.1A1 適用 適用

ES * #2.1.1 本タイトル 本タイトルは、タイトルのエレメント・サブタイプである。
本タイトルは、コア・エレメントである。

6.2.1A 適用 適用

#2.1.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.1.1.1 記録の範囲 本タイトルは、体現形を識別するための固有の名称である。情報源
に表示されている主なタイトルを本タイトルとして扱う。
複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料の場合は、記述対
象全体を通じて共通する固有の名称を本タイトルとして扱う。
資料自体と資料外の情報源のどこにもタイトルが表示されていな
い場合は、データ作成者が本タイトルを付与する。
電子資料については、ファイル名、データセット名は、本タイトルと
して扱わない。ただし、資料自体に他にタイトルが表示されていな
い場合は、本タイトルとして扱う。

6.2.1F1 適用 適用

#2.1.1.1.2 情報源 本タイトルは、#2.0.2.2 で規定する優先情報源から採用する。ペー
ジ、リーフ、シート、カードで構成される和資料（逐次刊行物を除く）
について、#2.0.2.2.1.1.1B によってタイトル・ページ以外の情報源を
優先情報源としてそこから本タイトルを採用した場合は、その旨を
注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.1.1 を見よ。）
和古書・漢籍について、#2.0.2.2.1.3 によって巻頭以外の情報源を
優先情報源としてそこから本タイトルを採用した場合は、その情報
源を注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.5 を見よ。）
資料自体のどの情報源にもタイトルが表示されていない場合は、
資料外の情報源から採用する。この場合は、その旨を注記として
記録する。
（参照: #2.0.2.3～#2.0.2.3.2 を見よ。）
（参照: #2.41.1.2.1.1 を見よ。）
優先情報源と資料自体の他の情報源で表示されているタイトルが
異なる場合は、他の情報源に表示されているタイトルは異形タイト
ルとして扱う。
（参照: #2.0.2.2、#2.1.0.3 を見よ。）
　　Official パーツマニュアル
　　（異形タイトル: K-car スペシャル・パーツマニュアル）
　　（異形タイトルの情報源は背）

6.2.1E NDL準拠 本タイトルは、#2.0.2.2で規定する優先情報源から採用する。
資料自体のどの情報源にもタイトルが表示されていない場合は、資
料外の情報源から採用する。この場合は、その旨を必要に応じて注
記として記録する。
（参照: #2.0.2.3～#2.0.2.3.2を見よ。）
（参照: #2.41.1.2.1.1を見よ。）
優先情報源と資料自体の他の情報源で表示されているタイトルが異
なる場合は、他の情報源に表示されているタイトルは異形タイトルと
して扱い、その情報源を必要に応じて注記として記録する。
（参照: #2.0.2.2、#2.1.0.3、#2.1.9.1.1、#2.41.1.2.1.3を見よ。）
　慶大俳句丘の会会報
　（異形タイトル: 丘の会会報）
　（注記: 奥付のタイトル: 丘の会会報）

本タイトルは、#2.0.2.2で規定する優先情報源から採用する。
資料自体のどの情報源にもタイトルが表示されていない場合は、
資料外の情報源から採用する。この場合は、その旨を必要に応じ
て注記として記録する。
（参照: #2.0.2.3～#2.0.2.3.2を見よ。）
（参照: #2.41.1.2.1.1を見よ。）
優先情報源と資料自体の他の情報源で表示されているタイトルが
異なる場合は、他の情報源に表示されているタイトルは異形タイト
ルとして扱い、その情報源を必要に応じて注記として記録する。
（参照: #2.0.2.2、#2.1.0.3、#2.1.9.1.1、#2.41.1.2.1.3を見よ。）
　慶大俳句丘の会会報
　（異形タイトル: 丘の会会報）
　（注記: 奥付のタイトル: 丘の会会報）

#2.1.1.2 記録の方法 本タイトルは、情報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って記録する。
　　工業技術英語入門
　　歌曲集≪美しき水車小屋の娘≫
　　Concertos for Jew’s harp, mandora and orchestra
　　West Side story

6.2.1F1
（2.2.1F）

適用 適用

#2.1.1.2.1 別タイトル 情報源に表示されている別タイトルは、本タイトルの一部として記
録する。
　　ジュリエット物語又は悪徳の栄え
　　ドン・アルバロあるいは運命の力
　　大日本驛路全圖一名皇國道路志る遍
　　Under the hill, or, The story of Venus and Tanhäuser

6.2.1F2 一部適用 情報源に表示されている別タイトルは、本タイトルの一部として表示
されている場合は本タイトル、サブタイトルとして表示されている場
合はタイトル関連情報として記録する。

情報源に表示されている別タイトルは、本タイトルの一部として表
示されている場合は本タイトル、サブタイトルとして表示されている
場合はタイトル関連情報として記録する。

別法 *情報源に表示されている別タイトルは、タイトル関連情報として扱
い、本タイトルに含めない*。
　　ジュリエット物語
　　（タイトル関連情報: 又は悪徳の栄え）
　　ドン・アルバロ
　　（タイトル関連情報: あるいは運命の力）
　　大日本驛路全圖
　　（タイトル関連情報: 一名皇國道路志る遍）

6.2.1F4 非適用

#2.1.1.2.2 上部または前方の語句 情報源において、明らかに本タイトルと判定される部分の上部また
は前方に表示されている語句は、次のように扱う。
a) 語句が、本タイトルの一部として意図されていない説明的な導入
句である場合は、本タイトルに含めない。
（参照: #2.1.0.4 を見よ。）
b) 語句が、明らかに本タイトルと判定される部分と不可分な場合
は、本タイトルの一部として記録する。複数行に割って書かれた割
書きは1 行書きとし、また文字の大小にかかわらず原則として続け
て記録する。
（参照: #2.1.0.4 を見よ。）
　　NHK 名曲アルバム
　　Digital/DMM によるルネッサンスのオルガン音楽
　　宮城県図書館蔵書目録CD-ROM
　　＜例示略＞

6.2.1F1.1
（2.2.1.F）

NDL準拠 情報源において、明らかに本タイトルと判定される部分の上部また
は前方に表示されている語句 （冠称、角書きなど、タイトルを限定修
飾するもの、またはタイトルに関連して表示されているもの）は、次
のように扱う。
a) 語句が、本タイトルの一部として意図されていない説明的な導入
句である場合は、本タイトルに含めない。
（参照: #2.1.0.4を見よ。）
b) 語句が、明らかに本タイトルと判定される部分と不可分な場合
は、本タイトルの一部として記録する。複数行に割って書かれた割
書きは1行書きとし、また文字の大小にかかわらず原則として続けて
記録する。本タイトルの一部とするかどうか判断に迷うときは、並列
タイトルや他の情報源の表示を参考にして判断する。なお、その語
句が、団体名である場合は、原則として本タイトルの一部とする。た
だし、タイトルに当該団体名が含まれる場合は除く。
（参照: #2.1.0.4.4を見よ。）
　財団法人日本分析センター四半期報
　（情報源の表示: 財団法人日本分析センター
　　　　　　　　　　　　　　　　四　半　期　報
　「財団法人日本分析センター」は小さな文字）
　要覧ちとせ
　（情報源の表示: 北海道千歳市　要覧ちとせ）」

情報源において、明らかに本タイトルと判定される部分の上部また
は前方に表示されている語句 （冠称、角書きなど、タイトルを限定
修飾するもの、またはタイトルに関連して表示されているもの）は、
次のように扱う。
a) 語句が、本タイトルの一部として意図されていない説明的な導入
句である場合は、本タイトルに含めない。
（参照: #2.1.0.4を見よ。）
b) 語句が、明らかに本タイトルと判定される部分と不可分な場合
は、本タイトルの一部として記録する。複数行に割って書かれた割
書きは1行書きとし、また文字の大小にかかわらず原則として続け
て記録する。本タイトルの一部とするかどうか判断に迷うときは、並
列タイトルや他の情報源の表示を参考にして判断する。なお、その
語句が、団体名である場合は、原則として本タイトルの一部とす
る。ただし、タイトルに当該団体名が含まれる場合は除く。
（参照: #2.1.0.4.4を見よ。）
　財団法人日本分析センター四半期報
　（情報源の表示: 財団法人日本分析センター
　　　　　　　　　　　　　　　　四　半　期　報
　「財団法人日本分析センター」は小さな文字）
　要覧ちとせ
　（情報源の表示: 北海道千歳市　要覧ちとせ）
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#2.1.1.2.2 上部または前方の語句
（続）

c) 語句が、本タイトルの一部とみなされず、タイトル関連情報、責
任表示、版次、出版者、シリーズの本タイトル等の別のエレメントと
判断される場合は、情報源に表示されている順序にかかわらず、
本タイトルに含めず、それぞれの該当するエレメントとして記録す
る。
　　お祭りの太鼓
　　（タイトル関連情報: 鈴木信太郎随筆集）
　　（タイトル・ページの表示: 鈴木信太郎随筆集 お祭りの太鼓）
　　＜例示略＞

6.2.1F1.5 NDL準拠 「c) 語句が、本タイトルの一部とみなされず、タイトル関連情報、責
任表示、版次、出版者、シリーズの本タイトル、刊行頻度等の別のエ
レメントと判断される場合は、情報源に表示されている順序にかか
わらず、本タイトルに含めず、それぞれの該当するエレメントとして記
録する。
　糖尿病医療学
　（タイトル関連情報: 日本糖尿病医療学学会誌）
　（情報源の表示: 日本糖尿病医療学学会誌　糖尿病医療学
　「日本糖尿病医療学学会誌」は小さな文字）
ただし、刊行頻度を示す語が、タイトルと一体となって表示されてい
るときは、本タイトルの一部とする。一体かどうかは文字の大きさや
形が同一であることにより判断する。判断に迷う場合は、本タイトル
の一部としない。
（参照: #2.1.1.2.17を見よ。）
　週刊朝日
　（情報源の表示: 週刊朝日）
　レジデント
　（情報源の表示: 月刊レジデント）」

c) 語句が、本タイトルの一部とみなされず、タイトル関連情報、責
任表示、版次、出版者、シリーズの本タイトル、刊行頻度等の別の
エレメントと判断される場合は、情報源に表示されている順序にか
かわらず、本タイトルに含めず、それぞれの該当するエレメントとし
て記録する。
　糖尿病医療学
　（タイトル関連情報: 日本糖尿病医療学学会誌）
　（情報源の表示: 日本糖尿病医療学学会誌　糖尿病医療学
　「日本糖尿病医療学学会誌」は小さな文字）
ただし、刊行頻度を示す語が、タイトルと一体となって表示されてい
るときは、本タイトルの一部とする。一体かどうかは文字の大きさや
形が同一であることにより判断する。判断に迷う場合は、本タイトル
の一部としない。
（参照: #2.1.1.2.17を見よ。）
　週刊朝日
　（情報源の表示: 週刊朝日）
　レジデント
　（情報源の表示: 月刊レジデント）

#2.1.1.2.2 上部または前方の語句　
任意追加

上部または前方に表示されている語句を本タイトルの一部として記
録しなかった場合に、識別またはアクセスに重要なときは、その語
句を含めた形を異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.9 を見よ。）

適用 適用

#2.1.1.2.3 ルビ 情報源に表示されたタイトルに付記されたルビは、本タイトルに含
めない。識別またはアクセスに重要な場合は、ルビを含めたタイト
ルを異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.9.1.1h)、#2.1.9.2.1 を見よ。）
　　青い思想
　　（情報源の表示: 青い思想）

適用 情報源に表示されたタイトルに付記されたルビは、本タイトルに含
めない。ルビが別の情報源でタイトルとして表示されている場合
は、異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.9.1.1h)、#2.1.9.2.1を見よ。）

#2.1.1.2.4 併記された語句 同義語による別の表現、原語形とその略語、外来語とその原語な
どが、タイトルに併記されている場合は、情報源での表示順序、配
置、デザイン等に基づいて本タイトルを選定する。この場合に、識
別またはアクセスに重要なときは、他方を異形タイトルとして記録
する。
（参照: #2.1.9.1.1i)、#2.1.9.2.2 を見よ。）
　　誰でもわかる!狂牛病対策マニュアル
　　（異形タイトル: 誰でもわかる!BSE 対策マニュアル）
　　ツイッター完全活用術
　　（異形タイトル: twitter 完全活用術）
　　Android アプリ事典
　　（異形タイトル: アンドロイドアプリ事典）
情報源でタイトル全体が、複数の言語および（または）文字種で併
記されている場合も、情報源での表示順序、配置、デザイン等に基
づいて本タイトルを選定する。この場合に、識別またはアクセスに
重要なときは、他方を並列タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.2 を見よ。）

6.2.1F 適用 同義語による別の表現、原語形とその略語、外来語とその原語な
どが、タイトルの一部に併記されている場合は、情報源での表示順
序、配置、デザイン等に基づいて、より顕著に表示されているもの
を本タイトルとして選定する。より顕著に表示されているという判断
は、原則として表示の大きさによる。表示の大きさが同等の場合
は、最初に表示されているものを本タイトルとして選定する。
装飾と判断できる表示は、本タイトルとして採用しない。
巻頭言、編集後記などから編者や出版者の意図したタイトルが容
易に判断できる場合は、本タイトル選定の参考にする。
この場合に、識別またはアクセスに重要なときは、他方を異形タイ
トルとして記録する。
（参照: #2.1.9.1.1i）、#2.1.9.2.2を見よ。）
　ぶーけデラックス
　（情報源の表示: 　        deluxe
　　　　　　　　　　　 ぶーけデラックス
　「deluxe」は小さな文字)
　（異形タイトル: ぶーけdeluxe）
情報源でタイトル全体が、複数の言語および（または）文字種で併
記されている場合は、#2.1.1.2.6別法に従って判断し、本タイトルとし
て選定する。
この場合に、識別またはアクセスに重要なときは、他方を並列タイ
トルとして記録する。
（参照: #2.1.2を見よ。）
　Ginza
　（並列タイトル: ギンザ）

#2.1.1.2.5 内容と異なる言語・文
字種によるタイトル

情報源に表示されているタイトルの言語および（または）文字種
が、主な内容で使われている言語および（または）文字種と異なっ
ていても、情報源に表示されているタイトルを本タイトルとして記録
する。
（参照: 表現形の言語については、#5.3 を見よ。内容の言語につい
ては、#5.12 を見よ。内容の文字種については、#5.13.1 を見よ。）
　　An introduction to Brazil
　　（本文は日本語）
　　Super PC engine fan deluxe
　　（本文は日本語）

6.2.1F 適用 適用

#2.1.1.2.6 複数の言語・文字種に
よるタイトル

情報源に複数の言語または文字種によるタイトルがある場合は、
主な内容で使われている言語または文字種によるタイトルを本タイ
トルとして記録する。
内容が言語表現によらない資料、または主な内容が一言語でない
資料の場合は、情報源での表示順序、配置、デザイン等に基づい
て本タイトルを選定する。
本タイトルとしなかったタイトルは、識別またはアクセスに重要な場
合は、並列タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.2 を見よ。）
　　Concerto for piano and orchestra, no. 20 in D minor, K. 466
　　（並列タイトル: ピアノ協奏曲 第20 番 ニ短調）

6.2.1F1.2 適用 適用

別法 *情報源に複数の言語または文字種によるタイトルがある場合は、
その情報源での表示順序、配置、デザイン等に基づいて本タイトル
を選定する*。
本タイトルとしなかったタイトルは、識別またはアクセスに重要な場
合は、並列タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.2 を見よ。）
　　Concerto for piano and orchestra, no. 20 in D minor, K. 466
　　（並列タイトル: ピアノ協奏曲 第20 番 ニ短調）

非適用 情報源に複数の言語または文字種によるタイトルがある場合は、
その情報源での表示順序、配置、デザイン等に基づいて、より顕著
に表示されているものを本タイトルとして選定する。より顕著に表示
されているという判断は、原則として表示の大きさによる。表示の
大きさが同等の場合は、最初に表示されているものを本タイトルと
して選定する。
また、デザイン等により判断が難しい場合は、その情報源に表示さ
れているタイトルのうち、他の情報源にも多く表示されているもの、
コンテンツの言語と一致するものを本タイトル選定の参考にする。
装飾と判断できる表示は、本タイトルとして採用しない。
巻頭言、編集後記などから編者や出版者の意図したタイトルが容
易に判断できる場合は、本タイトル選定の参考にする。
本タイトルとしなかったタイトルは、識別またはアクセスに重要な場
合は、並列タイトル、タイトル関連情報または異形タイトルとして記
録する。
（参照: #2.1.2、#2.1.3、#2.1.9を見よ。）

#2.1.1.2.7 同一の言語・文字種に
よる複数のタイトル

情報源に、一つの体現形に対して、同一の言語および文字種によ
る複数のタイトルが表示されている場合は、その情報源での表示
順序、配置、デザイン等に基づいて本タイトルを選定する。表示順
序、配置、デザイン等から判断できない場合は、最も包括的なタイ
トルを本タイトルとして記録する。
（参照: 複数の著作に対するタイトルについては、#2.1.1.2.9、
#2.1.1.2.10 を見よ。）
　　Village of Bird-in-Hand, map & visitors guide, Lancaster 
County, PA
　　（情報源の表示: Village of Bird-in-Hand, map & visitors guide, 
Lancaster
　　County, PA とVillage of Bird-in-Hand, along Route 340, a AAA 
scenic
byway）
ただし、逐次刊行物または更新資料で、情報源にイニシャルまたは
頭字語形とその展開形のタイトルの双方が表示されている場合
は、表示順序等にかかわらず、展開形を本タイトルとして記録す
る。
　　Japanese journal of parenteral and enteral nutrition
　　（情報源の表示: Japanese journal of parenteral and enteral 
nutrition
JJPEN）
いずれの場合も、本タイトルとしなかったタイトルが、識別またはア
クセスに重要な場合は、タイトル関連情報または異形タイトルとして
記録する。
（参照: #2.1.3、#2.1.9 を見よ。）

7.2.1F1.2 適用

7/70



別法 情報源に、一つの体現形に対して、同一の言語および文字種によ
る複数のタイトルが表示されている場合は、その情報源での表示
順序、配置、デザイン等に基づいて本タイトルを選定する。表示順
序、配置、デザイン等から判断できない場合は、最も包括的なタイ
トルを本タイトルとして記録する。
（参照: 複数の著作に対するタイトルについては、#2.1.1.2.9、
#2.1.1.2.10 を見よ。）
　　Village of Bird-in-Hand, map & visitors guide, Lancaster 
County, PA
　　（情報源の表示: Village of Bird-in-Hand, map & visitors guide, 
Lancaster
　　County, PA とVillage of Bird-in-Hand, along Route 340, a AAA 
scenic
byway）
*イニシャルまたは頭字語形とその展開形のタイトルの双方が表示
されている場合も、その情報源での表示順序等に基づいて本タイト
ルを選定する*。
　　JJPEN
　　（情報源の表示: Japanese journal of parenteral and enteral 
nutrition とJJPEN。JJPEN が大きく表示されている。）
いずれの場合も、本タイトルとしなかったタイトルが、識別またはア
クセスに重要な場合は、タイトル関連情報または異形タイトルとして
記録する。
（参照: #2.1.3、#2.1.9 を見よ。）

非適用 情報源に、一つの体現形に対して、同一の言語および文字種によ
る複数のタイトルが表示されている場合は、その情報源での表示
順序、配置、デザイン等に基づいて、より顕著に表示されているも
のを本タイトルとして選定する。より顕著に表示されているという判
断は、原則として表示の大きさによる。表示の大きさが同等の場合
は、最初に表示されているものを本タイトルとして選定する。
また、デザイン等により判断が難しい場合は、その情報源に表示さ
れているタイトルのうち、他の情報源にも多く表示されているものを
本タイトル選定の参考にする。
装飾と判断できる表示は、本タイトルとして採用しない。
巻頭言、編集後記などから編者や出版者の意図したタイトルが容
易に判断できる場合は、本タイトル選定の参考にする。
（参照: 複数の著作に対するタイトルについては、#2.1.1.2.9、
#2.1.1.2.10を見よ。）
　JJPEN
　（情報源の表示: Japanese journal of parenteral and enteral 
nutritionとJJPEN。JJPENが大きく表示されている。）
いずれの場合も、本タイトルとしなかったタイトルが、識別またはア
クセスに重要な場合は、タイトル関連情報または異形タイトルとして
記録する。
（参照: #2.1.3、#2.1.9を見よ。）
イニシャルまたは頭字語形を本タイトルとした場合、その展開形も
表示されている時は、展開形をタイトル関連情報として記録する。
　NIP
　（タイトル関連情報: the navigator for innovation of production）

#2.1.1.2.8 部編、補遺等のタイトル 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料で、独立して刊行さ
れた部編、補遺等を記述対象とする場合、情報源にその部編、補
遺等のタイトルと、すべての部編、補遺等に共通するタイトルの双
方が表示されているときと、一方のみが表示されているときがあ
る。
これらのときは、#2.1.1.2.8A～#2.1.1.2.8C に従っていずれのタイトル
を本タイトルとして記録するかを決定する。
その結果、選定した本タイトルが、共通タイトルと従属タイトルおよ
び（または）順序表示から構成されている場合は、次の順に記録す
る。
a) 共通タイトル、従属タイトル
b) 共通タイトル、順序表示、従属タイトル
c) 共通タイトル、順序表示
なお、部編等は複数階層になっていることがある。この場合は、
#2.1.1.2.8A～#2.1.1.2.8C に従って判断し、次の順に記録する。
d) 共通タイトル、従属タイトル、従属タイトル…
e) 共通タイトル、順序表示、従属タイトル、順序表示、従属タイトル
…
階層によって、順序表示のみ、従属タイトルのみ、または双方が存
在するなど異なっていることがある。これらの場合は、存在するも
のを同一階層内の順序表示、従属タイトルの順に記録する。
f) 共通タイトル、順序表示、順序表示…

6.2.1F2 適用 適用

#2.1.1.2.8A 共通するタイトルが表
示されていない場合 

情報源に、部編、補遺等のタイトルのみが表示されていて、すべて
の部編、補遺等に共通するタイトルが表示されていない場合は、部
編、補遺等のタイトルを本タイトルとして記録する。すべての部編、
補遺等に共通するタイトルは、シリーズ表示の一部としてまたは関
連する著作のタイトルとして記録する。
Arctic tern migration
（シリーズの本タイトル: Animal migrations）

6.2.1F2.3 適用 情報源に、部編、補遺等のタイトルのみが表示されていて、すべて
の部編、補遺等に共通するタイトルが表示されていない場合は、部
編、補遺等のタイトルを本タイトルとして記録する。すべての部編、
補遺等に共通するタイトルは、シリーズ表示の一部として記録す
る。
　漢字堂mini
　（シリーズの本タイトル: パズルメイト）
　（表紙の表示: 漢字堂mini、背の表示: パズルメイト）
ただし、部編、補遺等を従属タイトルとみなした場合は、すべての
部編、補遺等に共通するタイトルを本タイトルとして記録し、部編、
補遺等を従属タイトルとして記録する。

#2.1.1.2.8B 部編、補遺等のタイトル
と共通するタイトルの双
方が表示されている場
合

情報源に、部編、補遺等のタイトルと、すべての部編、補遺等に共
通するタイトルの双方が表示されている場合は、双方のタイトルを
次のように扱う。
a) 部編、補遺等のタイトルのみで十分識別できる複数巻単行資料
部編、補遺等のタイトルを本タイトルとして記録する。すべての部
編、補遺等に共通するタイトルは、シリーズ表示の一部として、また
は関連する著作のタイトルとして記録する。
　　<例示省略＞
b) 部編、補遺等のタイトルのみでは識別が困難な複数巻単行資料
本タイトルは、共通タイトルと従属タイトルから構成されるものとす
る。すべての部編、補遺等に共通するタイトルは共通タイトルとし
て、部編、補遺等のタイトルは従属タイトルとして扱い、共通タイト
ル、従属タイトルの順に記録する。（参照: #2.1.1.2.8a)、#2.1.1.2.8d)
を見よ。）
部編、補遺等が、タイトルだけではなく、共通するタイトルに対する
順序表示をも有する場合は、それも本タイトルに含めて、共通タイト
ル、順序表示、従属タイトルの順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8b)、#2.1.1.2.8e)を見よ。）
　　＜例示省略＞

NDL準拠 情報源に、部編、補遺等のタイトルと、すべての部編、補遺等に共
通するタイトルの双方が表示されている場合は、すべての部編、補
遺等に共通するタイトルを共通タイトルとして、部編、補遺等のタイト
ルを従属タイトルとして扱う。共通タイトルと従属タイトルをあわせて
本タイトルとして扱い、共通タイトル、従属タイトルの順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8a)、#2.1.1.2.8d)を見よ。）

部編、補遺等が、タイトルだけではなく、共通するタイトルに対する順
序表示も有する場合は、それも本タイトルに含めて、共通タイトル、
順序表示、従属タイトルの順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8b)、#2.1.1.2.8e)を見よ。）

情報源に、部編、補遺等のタイトルと、すべての部編、補遺等に共
通するタイトルの双方が表示されている場合は、すべての部編、補
遺等に共通するタイトルを共通タイトルとして、部編、補遺等のタイ
トルを従属タイトルとして扱う。共通タイトルと従属タイトルをあわせ
て本タイトルとして扱い、共通タイトル、従属タイトルの順に記録す
る。
（参照: #2.1.1.2.8a)、#2.1.1.2.8d)を見よ。）
　鹿児島県立短期大学紀要. 自然科学篇
　鹿児島県立短期大学紀要. 人文・社会科学篇
　わが国企業の経営分析. 企業別統計編. 非製造業
　（ISBD区切り記号法を用いて記録した例）
部編、補遺等が、タイトルだけではなく、共通するタイトルに対する
順序表示も有する場合は、それも本タイトルに含めて、共通タイト
ル、順序表示、従属タイトルの順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8b)、#2.1.1.2.8e)を見よ。）
　農業技術研究所報告. A, 物理統計
　農業技術研究所報告. B, 土壌・肥料
　北海道教育大学紀要. 第1部. A, 人文科学編
　電子情報通信学会論文誌. C-Ⅱ, エレクトロニクス. Ⅱ, 電子素
子・応用
　（ISBD区切り記号法を用いて記録した例）

#2.1.1.2.8B 部編、補遺等のタイトル
と共通するタイトルの双
方が表示されている場
合（続）

c) 逐次刊行物または更新資料
逐次刊行物または更新資料については、すべての部編、補遺等に
共通するタイトルを共通タイトルとして、部編、補遺等のタイトルを
従属タイトルとして扱う。共通タイトルと従属タイトルをあわせて本タ
イトルとして扱い、共通タイトル、従属タイトルの順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8a)、#2.1.1.2.8d)を見よ。）
　　鹿児島県立短期大学紀要. 自然科学篇
　　鹿児島県立短期大学紀要. 人文・社会科学篇
　　わが国企業の経営分析. 企業別統計編. 非製造業
　　電子情報通信学会技術研究報告. CS, 通信方式
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
部編、補遺等が、タイトルだけではなく、共通するタイトルに対する
順序表示をも有する場合は、それも本タイトルに含めて、共通タイト
ル、順序表示、従属タイトルの順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8b)、#2.1.1.2.8e)を見よ。）
　　農業技術研究所報告. A, 物理統計
　　農業技術研究所報告. B, 土壌・肥料
　　北海道教育大学紀要. 第1 部. A, 人文科学編
　　Historical abstracts. Part A, Modern history abstracts 1775-
1914
　　Historical abstracts. Part B, Twentieth century abstracts 
1914-1970
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
（参照: 「第2期」のような語句を、逐次刊行物の順序表示の一部ま
たは全体として扱う場合は、#2.4.1.1、#2.4.1.2.3 を見よ。）

6.2.1F2.7 NDL準拠 「別冊」「特集号」等の語が共通するタイトルのもとに表示されてい
て、固有の逐次刊行物の順序表示をもつ場合（注）は、部編、補遺
等に準じて記録する。
　海外商事法務. 別冊
　鹿児島大学南西地域研究資料センター報告. 特別号
（注）これらの語と共通するタイトルが一体となって表示されている場
合を除く。その場合は、本タイトルにそのまま記録する。一体かどう
かは文字の大きさや形が同一であることにより判断する。判断に迷
うときは従属タイトルとする。
　別冊アトリエ
ただし、すべての部編、補遺等に共通するタイトルを、シリーズ表示
とみなした場合は、部編、補遺等のタイトルを本タイトルとして記録
し、すべての部編、補遺等に共通するタイトルは、シリーズ表示の一
部として記録する。

「別冊」「特集号」等の語が共通するタイトルのもとに表示されてい
て、固有の逐次刊行物の順序表示をもつ場合（注）は、部編、補遺
等に準じて記録する。
　海外商事法務. 別冊
　鹿児島大学南西地域研究資料センター報告. 特別号
（注）これらの語と共通するタイトルが一体となって表示されている
場合を除く。その場合は、本タイトルにそのまま記録する。一体か
どうかは文字の大きさや形が同一であることにより判断する。判断
に迷うときは従属タイトルとする。
　別冊アトリエ
ただし、すべての部編、補遺等に共通するタイトルを、シリーズ表
示とみなした場合は、部編、補遺等のタイトルを本タイトルとして記
録し、すべての部編、補遺等に共通するタイトルは、シリーズ表示
の一部として記録する。
　言語文化研究
　（シリーズの本タイトル: 広島大学総合科学部紀要）
　地域文化研究
　（シリーズの本タイトル: 広島大学総合科学部紀要）

#2.1.1.2.8C 部編、補遺等のタイトル
が表示されていない場
合

情報源に共通するタイトルのみ表示されていて、部編、補遺等のタ
イトルが表示されていない場合がある。部編、補遺等にタイトルが
存在しない場合もある。これらの場合は、順序表示を本タイトルに
含めて、共通タイトル、順序表示の順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8c)、#2.1.1.2.8f)を見よ。）
　　ファウスト. 第1 部
　　琉球大学教育学部紀要. 第二部
　　満州経済年報. 昭和12 年. 下
　　Transactions of the Institute of Electronics and 
Communication Engineers of
　　Japan. Section E
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
「第2期」のような語句が、共通するタイトルとともに表示されている
場合は、順序表示の一部として扱い、本タイトルに含める。
　　世界文学全集. 第2 期 第13
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
複数巻単行資料の共通するタイトルとともに「新シリーズ」、「第2
期」などの語句が表示されていて、他に巻次がない場合は、それら
の語句を部編等のタイトルとみなし、従属タイトルとして記録する。
　　詩歌全集・作品名綜覧. 第II 期
　　New directions in the law of the sea. New series
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
（参照: 「第2期」のような語句を、複数巻単行資料のシリーズ内番
号として扱う場合は、#2.10.8.2.3 を見よ。）

6.2.1F2
6.2.6F6
6.2.6F2.7

適用 情報源に共通するタイトルのみが表示されていて、部編、補遺等に
タイトルが存在しない場合は、順序表示を本タイトルに含めて、共
通タイトル、順序表示の順に記録する。
（参照: #2.1.1.2.8c）、#2.1.1.2.8f)を見よ。）
　琉球大学教育学部紀要. 第二部
　（ISBD区切り記号法を用いて記録した例）
「第2期」のような語句が、共通するタイトルとともに表示されている
場合は、順序表示の一部として扱い、本タイトルに含める。
　新思潮. 第19次
　（ISBD区切り記号法を用いて記録した例）
（参照: #2.1.1.4.1g)を見よ。「第2期」のような語句を、逐次刊行物の
順序表示の一部または全体として扱う場合については、#2.4.1.2.3
を見よ。）
採用した情報源に、共通するタイトルのみが表示されていて、部
編、補遺等のタイトルが表示されていない場合は、同一の情報源
に表示されているかどうかにかかわらず、すべての部編、補遺等に
共通するタイトルを共通タイトルとして、部編、補遺等のタイトルを
従属タイトルとして扱う。共通タイトルと従属タイトルをあわせて本タ
イトルとして扱い、共通タイトル、従属タイトルの順に記録する。
　Photon Factory activity report. Part A, Highlights and facility 
report
　（ISBD区切り記号法を用いて記録した例）
　（タイトル・ページの表示: Photon Factory activity report、
　　表紙の表示: Photon Factory activity report
　　　　　　　　　　Part A　Highlights and facility report）

8/70



#2.1.1.2.9 総合タイトルのある資
料

— —

#2.1.1.2.9.1 包括的記述 情報源に総合タイトルと個別のタイトルの双方が表示されている場
合は、総合タイトルを本タイトルとして記録する。
　　文学逍遥の記
　　（個別のタイトル: 英語ア・ラ・カルト; 英語の万華鏡; 随想; 鳥あ
りてこそ）
識別またはアクセスに重要な場合は、個別のタイトルを関連する体
現形のタイトルとして扱う。
（参照: #43.3 を見よ。）
（参照: 関連する著作のタイトルとして扱う場合は、#43.1 を見よ。）

6.2.1F1.5 適用 適用

#2.1.1.2.9.2 分析的記述 情報源に総合タイトルと個別のタイトルの双方が表示されている場
合は、個別のタイトルを本タイトルとして記録する。総合タイトルを
記録する場合は、関連する体現形のタイトルとして扱う。
（参照: #43.3 を見よ。）
ただし、個別のタイトルだけでは記述対象を識別するために不十分
な場合は、総合タイトルと個別のタイトルをあわせて本タイトルとし
て記録する。
（参照: #2.1.1.2.8 を見よ。）
（参照: 関連する著作のタイトルとして扱う場合は、#43.1 を見よ。）

対象外 非適用

#2.1.1.2.10 総合タイトルのない資
料

資料自体のどの情報源にも総合タイトルが表示されていない場合
に、包括的記述を作成するときは、すべての個別のタイトルを本タ
イトルとして、情報源に表示されている順に記録する。
（参照: #2.1.2.2.1、#2.1.3.2.4、#2.2.1.2.2 を見よ。）
　　＜例示転記省略＞
個別のタイトルを表示する情報源がそれぞれにあり、そのすべてを
あわせて一つの包括的な情報源とみなす場合も、すべての個別の
タイトルを本タイトルとして記録する。
　　＜例示転記省略＞

対象外

任意省略 情報源の最初に表示された個別のタイトルを本タイトルに採用し、
他のタイトルは記録しない。2 番目以降の個別のタイトルを省略し
たことを、注記および（または）その他の方法（コーディングや角
がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.41.1.2.4.1 を見よ。）

対象外

別法 *資料自体のどの情報源にも総合タイトルが表示されていない場合
に、包括的記述を作成するときは、データ作成者が本タイトルを付
与する*。
（参照: #2.1.1.2.11、#2.1.1.2.11 別法を見よ。）
（参照: #2.41.1.2.6 を見よ。）
　　上院制度参考書
　　（タイトルに関する注記: 「上院改革私見」以下10 冊を合本して
「上院制度参考書」のタイトルを付与したもの）
　　救偏瑣言 10 卷 附備用良方 1 卷
　　（タイトルに関する注記: 本タイトルは国立国会図書館による）
　　（内容: 救偏瑣言10 巻 ; 瑣言備用良方1 巻）
　　各國新聞論調. 第8 輯
　　（タイトルに関する注記: 「滿洲事變ニ關スル各國新聞論調」以
下27 冊を合本して「各國新聞論調」のタイトルを付与したもの）
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
*識別またはアクセスに重要な場合は、個別のタイトルを関連する
体現形のタイトルとして扱う*。
（参照: #43.3 を見よ。

対象外 適用

#2.1.1.2.11 タイトルのない資料 資料自体のどの情報源にもタイトルが表示されていない場合は、
資料外の情報源によって本タイトルを選定する。その情報源は、注
記として記録する。本タイトルは、資料外の情報源から採用したこ
とが分かる方法（コーディングや角がっこの使用など）で示すことが
できる。
（参照: #2.1.0.3、#2.1.1.1.2 を見よ。）
（参照: #2.41.1.2.1.1 を見よ。）
　　＜例示転記省略＞
資料自体に通常はタイトルが表示されていない資料（美術作品、写
真、ポスターなど）は、公表の際に付与されたタイトル、伝来のタイ
トル、所蔵機関が付与したタイトル、および資料外の情報源（箱書、
キャプション）によるタイトルも、本タイトルとして使用できる。資料の
種類によっては、#2.1.1.2.11A～#2.1.1.2.11D も適用して本タイトルを
付与する。
（参照: 電子資料については、#2.1.1.1.1 を見よ。）
　　＜以下転記省略＞

対象外 非適用

#2.1.1.2.11A 音楽資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.11B 地図資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.11C 動画資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.11C 動画資料　任意追加 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.11D 文書、コレクション ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.12 和古書・漢籍の書誌的
巻数

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.12 和古書・漢籍の書誌的
巻数　任意省略

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.12 和古書・漢籍の書誌的
巻数　任意追加

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.13 音楽資料の楽曲形式
等

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.14 地図資料の尺度 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.2.15 逐次刊行物、更新資料
の変化前のタイトルを
示す表示

逐次刊行物または更新資料について、本タイトルが変化した場合
に、変化前のタイトルまたは吸収されたタイトルを示す表示は、そ
れが不可分な一部として表示されているとしても、本タイトルの一
部としては記録しない。省略記号（…）も使用しない。変化前のタイ
トルまたは吸収されたタイトルを示す情報は、関連する著作として
扱う。
（参照: #43.1 を見よ。）
　　The journal of fluid control
　　（情報源の表示: The Journal of Fluid Control including Fluidics 
Quarterly）

適用 適用

#2.1.1.2.16 複数巻単行資料、逐次
刊行物の巻号ごとに変
わる日付、名称、番号
等

複数巻単行資料または逐次刊行物のタイトルが、巻号ごとに変わ
る日付、名称、番号を含む場合は、本タイトルの記録においてそれ
らを省略する。省略部分は省略記号（…）で示す。
　　日韓歴史共同研究プロジェクト第…回シンポジウム報告書
　　（各巻の情報源の表示: 第11 回、第12 回などの回次が変化）
　　Report of the ... Annual conference of the Labour Party
　　（各巻の情報源の表示: second、third のように変化）

6.2.1F1.4 
7.2.1F1.5

適用

別法 複数巻単行資料または逐次刊行物のタイトルが、巻号ごとに変わ
る日付、名称、番号を含む場合は、本タイトルの記録においてそれ
らを省略する。*省略記号は使用しない*。
　　日韓歴史共同研究プロジェクトシンポジウム報告書
　　（各巻の情報源の表示: シンポジウムの前に第11 回、第12 回
などの回次が表示されている）
　　Report of the Annual conference of the Labour Party
　　（各巻の情報源の表示: conference の前にsecond、third など
が表示されている）

6.2.1F1.4 
7.2.1F1.5

非適用 逐次刊行物のタイトルが、巻号ごとに変わる日付、名称、番号を含
む場合は、本タイトルの記録においてそれらを省略する。省略記号
は使用しない。

適用
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#2.1.1.2.17 逐次刊行物の刊行頻
度

逐次刊行物について、情報源にタイトルとともに表示されている刊
行頻度は、その表示順序、配置、デザイン等に基づいて適切と判
断される場合は、本タイトルの一部として記録する。
　　月刊アドバタイジング
　　季刊人類学
　　Monthly external trade bulletin

6.2.1F1.6
7.2.1F1.6

適用 逐次刊行物について、情報源にタイトルとともに表示されている刊行
頻度は、その表示順序、配置、デザイン等に基づいて適切と判断さ
れる場合は、本タイトルの一部として記録する。
　　月刊アドバタイジング
　　季刊人類学
　　Monthly external trade bulletin

情報源にタイトルとともに表示されている刊行頻度は、その表示順
序、配置、デザイン等に基づいて、タイトルと一体と判断される場合
は、本タイトルの一部として記録する。一体かどうかは文字の大き
さや形が同一であることにより判断する。判断に迷う場合は、本タ
イトルの一部としない。
（参照: #2.1.1.2.2を見よ。）
　月刊アドバタイジング
　季刊人類学
　Monthly external trade bulletin

#2.1.1.2.18 美術資料の作品番号 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.1.3 複製 複製については、原資料のタイトルではなく、複製自体のタイトルを
本タイトルとして記録する。
原資料のタイトルが同一の情報源に表示されている場合は、原資
料のタイトルは、次のいずれかに従って記録する。
a) 複製のタイトルと異なる言語または文字種で表記されている場
合は、並列タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.2 を見よ。）
b) タイトル関連情報として記録する。
（参照: #2.1.3 を見よ。）
c) 関連する体現形のタイトルとして記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）
原資料のタイトルが、資料自体の別の情報源に表示されている場
合は、関連する体現形のタイトルとして記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.0.2C8 非適用 適用

別法 複製については、原資料のタイトルではなく、複製自体のタイトルを
本タイトルとして記録する。
原資料のタイトルが同一の情報源に表示されている場合は、原資
料のタイトルは、次のいずれかに従って記録する。
a) 複製のタイトルと異なる言語または文字種で表記されている場
合は、並列タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.2 を見よ。）
b) タイトル関連情報として記録する。
（参照: #2.1.3 を見よ。）
c) 関連する体現形のタイトルとして記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）
原資料のタイトルが、資料自体の別の情報源に表示されている場
合は、関連する体現形のタイトルとして記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）
*ただし、他の形態から変換されたマイクロ資料または逐次刊行物
の複製については、原資料のタイトルを本タイトルとして記録する。
複製のタイトルと原資料のタイトルが異なる場合は、複製のタイト
ルを次のいずれかに従って記録する。
d) 原資料のタイトルと異なる言語または文字種で表記されている
場合は、並列タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.2 を見よ。）
e) タイトル関連情報として記録する。
（参照: #2.1.3 を見よ。）
f) 異形タイトルとして記録する*。
（参照: #2.1.9 を見よ。）

6.0.2C8
6.0.2C13

適用

#2.1.1.4 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、本タイ
トルが変化することがある。
a) 複数巻単行資料については、包括的記述によって記録している
場合に、本タイトルに変化が生じても、体現形に対する新規の記述
を作成しない。本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な場
合は、変化後のタイトルを後続タイトルとして記録する。
b) 逐次刊行物については、本タイトルの変化は、重要な変化と軽
微な変化に区別する。重要な変化が生じた場合は、新しい著作の
出現とみなし、その体現形に対する新規の記述を作成する。変化
前後の体現形に対する記述は、相互に関連する著作として扱う。
軽微な変化の場合は、体現形に対する新規の記述を作成しない。
本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な場合は、変化後
のタイトルを後続タイトルとして記録する。
（参照: 逐次刊行物の本タイトルの重要な変化と軽微な変化につい
ては、#2.1.1.4.1～#2.1.1.4.2 を見よ。）
c) 更新資料については、本タイトルに変化が生じても、体現形に対
する新規の記述を作成しない。本タイトルは変化後の本タイトルに
改める。本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な場合は、
変化前の本タイトルを先行タイトルとして記録する。
（参照: #2.0.5、#2.1.0.6、#2.1.5.1.1、#2.1.6.1.1 を見よ。）

6.0.1A
6.0.1C

一部適用 逐次刊行物においては、本タイトルが変化することがある。

b) 逐次刊行物については、本タイトルの変化は、重要な変化と

軽微な変化に区別する。重要な変化が生じた場合は、新しい著

作の出現とみなし、その体現形に対する新規の記述を作成す

る。変化前後の体現形に対する記述は、相互に関連する著作と

して扱う。軽微な変化の場合は、体現形に対する新規の記述を

作成しない。本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な

場合は、変化後のタイトルを後続タイトルとして記録する。

（参照: 逐次刊行物の本タイトルの重要な変化と軽微な変化に

ついては、#2.1.1.4.1～#2.1.1.4.2 を見よ。）

逐次刊行物においては、本タイトルが変化することがある。
b) 本タイトルの変化は、重要な変化と軽微な変化に区別する。重
要な変化が生じた場合は、新しい著作の出現とみなし、その体現
形に対する新規の記述を作成する。変化前後の体現形に対する
記述は、相互に関連する著作として扱う。軽微な変化の場合は、体
現形に対する新規の記述を作成しない。本タイトルの変化が識別
またはアクセスのために重要な場合は、変化後のタイトルを後続タ
イトルとして記録する。
判断に迷う場合は、軽微な変化とする。
（参照: 逐次刊行物の本タイトルの重要な変化と軽微な変化につい
ては、#2.1.1.4.1～#2.1.1.4.2を見よ。）
（参照: #2.0.5、#2.1.0.6、#2.1.6.1.1を見よ。）

別法 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、本タイ
トルが変化することがある。
a) 複数巻単行資料については、包括的記述によって記録している
場合に、本タイトルに変化が生じても、体現形に対する新規の記述
を作成しない。*本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な
場合は、変化後のタイトルを異形タイトルとして記録する*。
b) 逐次刊行物については、本タイトルの変化は、重要な変化と軽
微な変化に区別する。重要な変化が生じた場合は、新しい著作の
出現とみなし、その体現形に対する新規の記述を作成する。変化
前後の体現形に対する記述は、相互に関連する著作として扱う。
軽微な変化の場合は、体現形に対する新規の記述を作成しない。
*本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な場合は、変化後
のタイトルを異形タイトルとして記録する*。
（参照: 逐次刊行物の本タイトルの重要な変化と軽微な変化につい
ては、#2.1.1.4.1～#2.1.1.4.2 を見よ。）
c) 更新資料については、本タイトルに変化が生じても、体現形に対
する新規の記述を作成しない。本タイトルは変化後の本タイトルに
改める。*本タイトルの変化が識別またはアクセスに重要な場合
は、変化前の本タイトルを異形タイトルとして記録する*。
（参照: #2.0.5、#2.1.0.6、#2.1.9.1.1g)を見よ。）

6.0.1A
6.0.1C

非適用 逐次刊行物まにおいては、本タイトルが変化することがある。

b) 逐次刊行物については、本タイトルの変化は、重要な変化と軽微
な変化に区別する。重要な変化が生じた場合は、新しい著作の出現
とみなし、その体現形に対する新規の記述を作成する。変化前後の
体現形に対する記述は、相互に関連する著作として扱う。軽微な変
化の場合は、体現形に対する新規の記述を作成しない。*本タイトル
の変化が識別またはアクセスに重要な場合は、変化後のタイトルを
異形タイトルとして記録する*。
（参照: 逐次刊行物の本タイトルの重要な変化と軽微な変化につい
ては、#2.1.1.4.1～#2.1.1.4.2 を見よ。）

#2.1.1.4.1 重要な変化 逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を重要な変化
とみなす。ただし、#2.1.1.4.2 に示す場合にも該当するときは軽微な
変化とみなして、この条項を適用しない。
a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、いずれかの単語に変化、追加または
削除があるか、語順の変化があり、その結果、本タイトルの意味が
変わったり、異なる主題を示すものとなったとき
b) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、冠詞を除いて先頭から5 番目までの単語に変化、
追加または削除があるか、その範囲で語順に変化があったとき
c) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、冠詞を除いて先頭から6 番目以降の単語に変化、
追加または削除があり、その結果、本タイトルの意味が変わった
り、異なる主題を示すものとなったとき
d) イニシャルまたは頭字語が変わったとき
e) 言語が変わったとき
f) 本タイトルに含まれる団体名に変化があり、変化後の団体が別
の団体を示すものとなったとき

6.0.1A1.1 NDL準拠 逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を重要な変化と
みなす。ただし、#2.1.1.4.2に示す場合にも該当するときは軽微な変
化とみなして、この条項を適用しない。
a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、いずれかの単語に変化、追加または削
除があるか、語順の変化があり、その結果、本タイトルの意味が変
わったり、異なる主題を示すものとなったとき
b) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から
成る場合に、冠詞を除いて先頭から5番目までの単語に変化、追加
または削除があるか、その範囲で語順に変化があったとき
c) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から
成る場合に、冠詞を除いて先頭から6番目以降の単語に変化、追加
または削除があり、その結果、本タイトルの意味が変わったり、異な
る主題を示すものとなったとき
d) イニシャルまたは頭字語が変わったとき
e) 言語が変わったとき
f) 本タイトルに含まれる団体名に変化があり、変化後の団体が別の
団体を示すものとなったとき
g) 「第2期」のような語句が、すでに完結した逐次刊行物と同一の共
通するタイトルとともに表示されているとき
　新思潮. 第19次
（参照: 「第2期」のような語句を、逐次刊行物の順序表示の一部また
は全体として扱う場合については、#2.4.1.1、#2.4.1.2.3を見よ。）

逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を重要な変化
とみなす。ただし、#2.1.1.4.2に示す場合にも該当するときは軽微な
変化とみなして、この条項を適用しない。
a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、いずれかの単語に変化、追加または
削除があるか、語順の変化があり、その結果、本タイトルの意味が
変わったり、異なる主題を示すものとなったとき
b) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、冠詞を除いて先頭から5番目までの単語に変化、追
加または削除があるか、その範囲で語順に変化があったとき
c) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、冠詞を除いて先頭から6番目以降の単語に変化、追
加または削除があり、その結果、本タイトルの意味が変わったり、
異なる主題を示すものとなったとき
d) イニシャルまたは頭字語が変わったとき
e) 言語が変わったとき
f) 本タイトルに含まれる団体名に変化があり、変化後の団体が別
の団体を示すものとなったとき
g) 「第2期」のような語句が、すでに完結した逐次刊行物と同一の
共通するタイトルとともに表示されているとき
　新思潮. 第19次
（参照: 「第2期」のような語句を、逐次刊行物の順序表示の一部ま
たは全体として扱う場合については、#2.4.1.1、#2.4.1.2.3を見よ。）

別法 *逐次刊行物の変化についての判断を簡明にするために、句読法
等以外の変化は、すべて重要な変化とみなす*。
東亜之光 → 東亜の光

非適用
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#2.1.1.4.2 軽微な変化 逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を軽微な変化
とみなす。判断に迷う場合は、軽微な変化とする。
a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、助詞、接続詞、接尾語に変化、追加ま
たは削除があったとき
　　原子力発電所より排出される温排水調査の結果について
　　→ 原子力発電所から排出される温排水調査の結果について
b) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、逐次刊行物の種別を示す単語につい
て、類似の単語への変化、追加または削除があったとき
　　いさはや市政概要 → いさはや市政概況
　　日本近代文学館ニュース → 日本近代文学館
c) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、逐次刊行物の刊行頻度の変化を伴わ
ずに、刊行頻度を示す単語について、同義の単語への変化、追加
または削除があったとき
　　チャペル・アワー月報 → 月刊チャペル・アワー
　　月刊海外経済データ → 海外経済データ
d) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、冠詞、前置詞、接続詞またはそれに相当する単語
に変化、追加または削除があったとき
　　Physics reports of the Kumamoto University
　　→ Physics reports of Kumamoto University

6.0.1A1.2 適用 逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を軽微な変化
とみなす。判断に迷う場合は、軽微な変化とする。
a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、助詞、接続詞、接尾語に変化、追加ま
たは削除があったとき
　事業の概要 → 事業概要
　職員の給与に関する報告及び勧告 → 職員の給与等に関する報
告及び勧告
　脳と神経 → 脳及神経
b) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、
中国語等）から成る場合に、逐次刊行物の種別等を示す単語につ
いて、類似の単語への変化、追加または削除があったとき
　あらかわ産業ニュース → あらかわ産業news
　研究実施概況報告集 → 研究実施概況報告書
　下都賀地方の農業概況 → 下都賀地方農業の概要
c) 逐次刊行物の刊行頻度の変化を伴わずに、刊行頻度を示す単
語について、同義の単語への変化、追加または削除があったとき
　チャペル・アワー月報　→　月刊チャペル・アワー
　月刊海外経済データ　→　海外経済データ
d) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、冠詞、前置詞、接続詞またはそれに相当する単語
に変化、追加または削除があったとき
　Physics reports of the Kumamoto University
　→ Physics reports of Kumamoto University
　Etude sur les idees du Djoutche → Etude des idees du Djoutche
　Kamariya life and letters → Kamariya life & letters
　Annual report on trends in forests and forestry. Summary
　→ Annual report on trends of forest and forestry. Summary

#2.1.1.4.2 軽微な変化（続） e) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、表記方法（綴りの違い、略語・記号・符号とその展開
形、数字・日付とその語句による形、ハイフンの有無、複合語の分
割形と連結形、イニシャル・頭字語とその展開形、単数形と複数形
のような文法的な違い、句読法の違いなど）に変化があったとき
　　＜例示転記省略＞
f) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、逐次刊行物の種別を示す単語に追加または削除が
あったとき
　　Fussball-Jahrbuch → Fussball
　　Japan plastics age news → Japan plastics age
g) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、順序表示と結びつける単語に変化、追加または削
除があったとき
h) 規則的なパターンに従って巻号単位で複数のタイトルを使い分
けているとき
i) 列記されている複数語について、語順の変化、単語の追加また
は削除が、本タイトルの意味や主題の変化につながらないとき
　　鹿児島大学理学部紀要. 数学・物理学・化学
　　→ 鹿児島大学理学部紀要. 数学・化学・物理学
　　Kartboken for Oslo, Brem, Lrenskog, Nesodden, Oppgrd, Ski
　　→ Kartboken for Oslo, Brem, Asker, Lrenskog, Nesodden, 
Oppgrd, Ski

6.0.1A1.2 適用 e) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、表記方法（綴りの違い、略語・記号・符号とその展開
形、数字・日付とその語句による形 、ハイフンの有無、複合語の分
割形と連結形、イニシャル・頭字語とその展開形、単数形と複数形
のような文法的な違い、句読法の違いなど）に変化があったとき
　DPRI newsletter → DPRI news letter
　GB → Guitar book
f) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、逐次刊行物の種別等を示す単語に追加または削除
があったとき
　Japan plastics age → Japan plastics age news
g) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）か
ら成る場合に、順序表示と結びつける単語に変化、追加または削
除があったとき
h) 規則的なパターンに従って巻号単位で複数のタイトルを使い分
けているとき
　文芸思潮
　（奇数号の本タイトル）
　文芸思潮ウェーブ
　（偶数号の本タイトル）
i) 列記されている複数語について、語順の変化、単語の追加また
は削除が、本タイトルの意味や主題の変化につながらないとき
　専修大学北海道短期大学紀要. 社会・人文科学編
　→ 専修大学北海道短期大学紀要. 人文・社会科学編
j) 重要な意味をもたない記号に変化、追加または削除があったとき
　農業技術研究所報告. A, 物理・統計 → 農業技術研究所報告. A, 
物理統計
　関西(ゼクシィ) → 関西ゼクシィ

#2.1.1.4.2 軽微な変化（続） j) 重要な意味をもたない記号に変化、追加または削除があったとき
k) 本タイトルと並列タイトルが入れ替わったとき
l) 言語の変化がなく、文字種の変化があったとき
　　母のくに → ははのくに
　　広報たちかわ → 広報Tachikawa
　　Four wheel fun → 4 wheel fun
m) 本タイトルに含まれる団体名の表記に微細な変化、追加または
削除があるか、他の単語との関係の変化があったとき
　　相模原市図書館だより → 相模原市立図書館だより
　　福井県立若狭歴史民俗資料館紀要→ 紀要 / 福井県立若狭歴
史民俗資料館 [編]
　　Views / Goodridge Area Historical Society→ Views from the 
GAHS
→ GAHS views

6.0.1A1.2 適用 k) 本タイトルと並列タイトルが入れ替わったとき
l) 言語の変化がなく、文字種の変化があったとき
　母のくに → ははのくに
　まんがグリム童話デラックス → まんがグリム童話DX
　ユネスコ世界遺産年報 → UNESCO世界遺産年報
m) 本タイトルに含まれる団体名の表記に微細な変化、追加または
削除があるか、他の単語との関係の変化があったとき
　相模原市図書館だより → 相模原市立図書館だより
　福井県立若狭歴史民俗資料館紀要 → 紀要 / 福井県立若狭歴
史民俗資料館 編
　埼玉県立歴史資料館研究紀要
　→ 研究紀要 / 埼玉県立歴史資料館 編
　（団体名の削除）
　Annual report / Solar-Terrestrial Environment Laboratory, 
Nagoya University
　→ STEL annual report
　（団体名の追加）
　→ Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University 
annual report
　（団体名の表記の微細な変化）
　Special paper / Bank of Japan, Economic Research Department
　→ BOJ special paper
　（団体名の追加）

ES #2.1.2 並列タイトル 並列タイトルは、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.2.1A
7.2.1A

適用 適用

#2.1.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.2.1.1 記録の範囲 並列タイトルは、本タイトルの異なる言語および（または）文字種に
よるタイトルである。並列タイトルは複数存在することもある。
　　Goodbye, Columbus
　　（本タイトル: さよならコロンバス）
　　雅楽 秋庭歌一具
　　（本タイトル: In an autumn garden）
　　Le nozze di Figaro
　　（本タイトル: 歌劇≪フィガロの結婚≫）
　　Japan japanisch
　　Japan Japanese
　　（本タイトル: ニッポンのニッポン）
（参照: #2.1.1.2.6、#2.1.1.2.6 別法を見よ。）
情報源における特定の表示を並列タイトルとみなすかどうかについ
ては、次のように扱う。
a) 並列タイトルの別タイトルは、並列タイトルの一部として扱う。
b) 本タイトルと異なる言語の原タイトルが、本タイトルと同等に表記
されている場合は、並列タイトルとして扱う。
（参照: 複製の原資料のタイトルについては、#2.1.1.3 を見よ。）
c) 本来、責任表示、版表示など他のエレメントとして扱われる情報
が、本タイトルの異なる言語および（または）文字種による表示と不
可分な場合は、それらも並列タイトルの一部として扱う。
　　ベイシー・ビッグ・バンド・オン・ザ・ロード’79
　　（本タイトル: On the road）
　　（本タイトルに関係する責任表示: Count Basie and Orchestra）

6.2.1F3
7.2.1F3

NDL準拠 並列タイトルは、本タイトルの異なる言語および（または）文字種（注
1）（注2）によるタイトルである（注3）。並列タイトルは複数存在するこ
ともある。
（参照: #2.1.1.2.6別法を見よ。）
（注1）日本語の文字（漢字・仮名）を1字でも含むタイトルは日本語の
タイトルとみなす。
（注2）本タイトルが漢字、仮名を含まない場合は、漢字、仮名を含む
タイトルを並列タイトルとすることがある。
（注3）本タイトルと対応していることを並列タイトル採用の前提条件
とする（部分的に対応している場合も含む）。
情報源における特定の表示を並列タイトルとみなすかどうかについ
ては、次のように扱う。
a) 並列タイトルの別タイトルは、並列タイトルの一部として扱う。
b) 本タイトルと異なる言語の原タイトルが、本タイトルと同等に表記
されている場合は、並列タイトルとして扱う。
（参照: 複製の原資料のタイトルについては、#2.1.1.3を見よ。）
c) 本来、責任表示、版表示など他のエレメントとして扱われる情報
が、本タイトルの異なる言語および（または）文字種による表示と不
可分な場合は、それらも並列タイトルの一部として扱う。
d) 本タイトルの異なる言語および（または）文字種による表示が、他
のエレメント（タイトル関連情報、責任表示、版表示など）と不可分な
場合は、並列タイトルとしてではなく、そのエレメントの一部として扱
う。

並列タイトルは、本タイトルの異なる言語および（または）文字種
（注1）（注2）によるタイトルである（注3）。並列タイトルは複数存在
することもある。
（参照: #2.1.1.2.6別法を見よ。）
（注1）日本語の文字（漢字・仮名）を1字でも含むタイトルは日本語
のタイトルとみなす。
（注2）本タイトルが漢字、仮名を含まない場合は、漢字、仮名を含
むタイトルを並列タイトルとすることがある。
（注3）本タイトルと対応していることを並列タイトル採用の前提条件
とする（部分的に対応している場合も含む）。
情報源における特定の表示を並列タイトルとみなすかどうかについ
ては、次のように扱う。
a) 並列タイトルの別タイトルは、並列タイトルの一部として扱う。
b) 本タイトルと異なる言語の原タイトルが、本タイトルと同等に表記
されている場合は、並列タイトルとして扱う。
（参照: 複製の原資料のタイトルについては、#2.1.1.3を見よ。）
c) 本来、責任表示、版表示など他のエレメントとして扱われる情報
が、本タイトルの異なる言語および（または）文字種による表示と不
可分な場合は、それらも並列タイトルの一部として扱う。
d) 本タイトルの異なる言語および（または）文字種による表示が、
他のエレメント（タイトル関連情報、責任表示、版表示など）と不可
分な場合は、並列タイトルとしてではなく、そのエレメントの一部とし
て扱う。

続き d) 本タイトルの異なる言語および（または）文字種による表示が、
他のエレメント（タイトル関連情報、責任表示、版表示など）と不可
分な場合は、並列タイトルとしてではなく、そのエレメントの一部とし
て扱う。
　　【本タイトルに関係する責任表示】ゼネラルデンタルカタログ
2009 編集委員会
　　（本タイトル: General dental catalog）
　　（並列タイトルとはせず、責任表示の一部とした例）
e) 音楽資料で、楽曲形式等（楽曲形式、演奏手段、調、番号、作曲
年）が本タイトルまたはその一部となり、かつ複数の言語および（ま
たは）文字種で表示されている場合は、それらを並列タイトルまた
はその一部として扱う。
（参照: #2.1.1.2.13、#2.1.1.2.13 別法を見よ。）

6.2.1F3
7.2.1F3
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#2.1.2.1.2 情報源 並列タイトルは、資料自体のどの情報源から採用してもよい。本タ
イトルと異なる情報源から採用した場合に、それが識別に重要なと
きは、その旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.1.2 を見よ。）
本タイトルを資料外の情報源から採用した場合は、並列タイトルも
同一の情報源から採用する。

6.2.1F3
6.2.1F3.2
7.2.1F3
7.2.1F3.2

一部適用 並列タイトルは，本タイトルと同一の情報源上に表示された本タイト
ルの別言語・別文字による表現である。

並列タイトルは、資料自体のどの情報源から採用してもよい。
本タイトルを資料外の情報源から採用した場合は、並列タイトルも
同一の情報源から採用する。

#2.1.2.2 記録の方法 並列タイトルは、情報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って記録す
る。
　　Depths of the adjacent of Japan
　　（本タイトル: 日本近海の深さの図）
　　Die Kunst der Fuge
　　（本タイトル: フーガの技法）
　　音楽の捧げもの
　　（本タイトル: Musikalisches Opfer）
　　Japan pictorial
　　（本タイトル: Фото-Япония）
並列タイトルが複数ある場合は、情報源での表示順序、配置、デ
ザイン等に基づいて判断した順に記録する。
　　The toccatas
　　Les toccatas
　　（本タイトル: Die Toccaten）
音楽資料で、並列タイトルとして扱う楽曲形式、演奏手段、調、番
号、作曲年は、情報源に表示されている順に記録する。
　　＜例示転記省略＞

6.2.1F3
7.2.1F3

適用 適用

#2.1.2.2.1 総合タイトルのない資
料

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.2.3 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、並列タ
イトルに変化、追加または削除が生じることがある。
a) 複数巻単行資料または逐次刊行物については、並列タイトルに
変化または追加が生じた場合に、識別またはアクセスに重要なとき
は、変化後、追加後の並列タイトルを異形タイトルとして記録する。
並列タイトルが、後続の巻号で削除された場合に、識別またはアク
セスに重要なときは、その旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.2.2 を見よ。）
b) 更新資料については、並列タイトルに変化または追加が生じた
場合は、最新のイテレーションを反映して並列タイトルの記録を改
める。この場合に、識別またはアクセスに重要なときは、変化前の
並列タイトルを異形タイトルとして記録する。並列タイトルが、後続
のイテレーションで削除された場合は、最新のイテレーションを反
映して並列タイトルの記録を削除する。この場合に、識別またはア
クセスに重要なときは、削除した並列タイトルを異形タイトルとして
記録する。
（参照: #2.1.0.6、#2.1.9.1.1g)を見よ。）

6.2.1F3.3
7.2.1F3.5

適用 適用

ES #2.1.3 タイトル関連情報 タイトル関連情報は、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.2.1A
7.2.1A

適用 適用

#2.1.3.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.3.1.1 記録の範囲 タイトル関連情報は、本タイトルを限定、説明、補完する表示であ
る。情報源における表示の位置は、本タイトルの後に続くことが多
いが、本タイトルの上部や前方の位置に表示されていることもあ
る。
情報源における特定の表示をタイトル関連情報とみなすかどうか
については、次のように扱う。
a) 明らかに本タイトルと判定される部分と不可分な場合は、本タイ
トルに含めてタイトル関連情報としては扱わない。
（参照: #2.1.1.2.2b)、#2.1.1.2.2c)を見よ。）
b) タイトル関連情報には、サブタイトルなどを含む。
c) 本タイトルに対応する別の形である背のタイトルやカバーのタイ
トルなど、または部編、補遺等の表示および（または）名称は、タイ
トル関連情報として扱わない。
（参照: #2.1.1.2.8、#2.1.9.1.1a)、#2.1.9.1.1f)を見よ。）
d) 原タイトルが本タイトルと同一の情報源に、本タイトルと同一の
言語で表示されている場合は、それをタイトル関連情報として扱う。
（参照: 複製の原資料のタイトルについては、#2.1.1.3、#2.1.1.3 別法
を見よ。）

6.2.1F4
7.2.1F4

NDL準拠 タイトル関連情報は、本タイトルを限定、説明、補完する表示であ
る。情報源における表示の位置は、本タイトルの後に続くことが多い
が、本タイトルの上部や前方の位置に表示されていることもある。
情報源における特定の表示をタイトル関連情報とみなすかどうかに
ついては、次のように扱う。
a) 明らかに本タイトルと判定される部分と不可分な場合は、本タイト
ルに含めてタイトル関連情報としては扱わない。
（参照: #2.1.1.2.2b)、#2.1.1.2.2c)を見よ。）
b) タイトル関連情報には、サブタイトルなどを含む。
c) 本タイトルに対応する別の形である背のタイトルやカバーのタイト
ルなど、または部編、補遺等の表示および（または）名称は、タイト
ル関連情報として扱わない。
（参照: #2.1.1.2.8、#2.1.9.1.1a)、#2.1.9.1.1f)を見よ。）
d) 原タイトルが本タイトルと同一の情報源に、本タイトルと同一の言
語で表示されている場合は、それをタイトル関連情報として扱う。
（参照: 複製の原資料のタイトルについては、#2.1.1.3、#2.1.1.3 別法
を見よ。）

タイトル関連情報は、本タイトルを限定、説明、補完する表示であ
る。情報源における表示の位置は、本タイトルの後に続くことが多
いが、本タイトルの上部や前方の位置に表示されていることもあ
る。
情報源における特定の表示をタイトル関連情報とみなすかどうか
については、次のように扱う。
a) 明らかに本タイトルと判定される部分と不可分な場合は、本タイ
トルに含めてタイトル関連情報としては扱わない。
（参照: #2.1.1.2.2b)、#2.1.1.2.2c)を見よ。）
b) タイトル関連情報には、サブタイトルなどを含む。
c) 本タイトルに対応する別の形である背のタイトルやカバーのタイ
トルなど、または部編、補遺等の表示および（または）名称は、タイ
トル関連情報として扱わない。
（参照: #2.1.1.2.8、#2.1.9.1.1を見よ。）
d) 原タイトルが本タイトルと同一の情報源に、本タイトルと同一の
言語で表記されている場合は、それをタイトル関連情報として扱う。
（参照: 複製の原資料のタイトルについては、#2.1.1.3を見よ。）

#2.1.3.1.1 記録の範囲（続） e) 同一の言語または文字種による複数のタイトルがある場合に、
本タイトルとしなかったタイトルが、識別またはアクセスに重要なと
きは、タイトル関連情報として扱うことができる。タイトル関連情報と
しない場合は、異形タイトルとする。
（参照: #2.1.1.2.7、#2.1.1.2.7 別法、#2.1.9.1.1 を見よ。）
f) 逐次刊行物および更新資料については、内容の刊行または更新
頻度に関する情報は、刊行頻度として扱うほかに、本タイトルの一
部とすることがあるが、タイトル関連情報としては扱わない。
（参照: #2.1.1.2.17、#2.13 を見よ。）
g) 地図資料、動画資料については、本タイトルだけでは記述対象
の情報が不十分で説明が必要な場合に、本タイトルを採用した情
報源以外からタイトル関連情報を採用すること、またはデータ作成
者が付与することがある。この場合は、#2.1.3.1.1A、#2.1.3.1.1B を
適用する。
h) 音楽資料、美術資料については、当規定に#2.1.3.1.1C、
#2.1.3.1.1D もあわせて適用する。

6.2.1F4
7.2.1F4

NDL準拠 e) 複数のタイトルがある場合
①同一の言語または文字種による複数のタイトルがある場合に、本
タイトルとしなかったタイトルが、識別またはアクセスに重要なとき
は、タイトル関連情報として扱うことができる。タイトル関連情報とし
ない場合は、異形タイトルとする。
（参照: #2.1.1.2.7別法、#2.1.9.1.1を見よ。）
　諫早自然保護協会会誌
　（本タイトル: 諫早の自然）
②本タイトルと異なる言語および（または）文字種によるタイトルが、
並列タイトルに該当しない場合に、識別またはアクセスに重要なとき
は、タイトル関連情報として扱うことができる。タイトル関連情報とし
ない場合は、異形タイトルとする。
（参照: #2.1.1.2.6別法、#2.1.9.1.1を見よ。）
　三菱自動車社内報
　（本タイトル : Reborn）
f) 刊行頻度に関する情報は、刊行頻度として扱うほかに、本タイトル
の一部とすることがあるが、タイトル関連情報としては扱わない。
（参照: #2.1.1.2.17、#2.13を見よ。）

e) 複数のタイトルがある場合
①同一の言語または文字種による複数のタイトルがある場合に、
本タイトルとしなかったタイトルが、識別またはアクセスに重要なと
きは、タイトル関連情報として扱うことができる。タイトル関連情報と
しない場合は、異形タイトルとする。
（参照: #2.1.1.2.7別法、#2.1.9.1.1を見よ。）
　諫早自然保護協会会誌
　（本タイトル: 諫早の自然）
②本タイトルと異なる言語および（または）文字種によるタイトル
が、並列タイトルに該当しない場合に、識別またはアクセスに重要
なときは、タイトル関連情報として扱うことができる。タイトル関連情
報としない場合は、異形タイトルとする。
（参照: #2.1.1.2.6別法、#2.1.9.1.1を見よ。）
　三菱自動車社内報
　（本タイトル : Reborn）
f) 刊行頻度に関する情報は、刊行頻度として扱うほかに、本タイト
ルの一部とすることがあるが、タイトル関連情報としては扱わない。
（参照: #2.1.1.2.17、#2.13を見よ。）

#2.1.3.1.1A 地図資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.3.1.1B 動画資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.3.1.1C 音楽資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.3.1.1D 美術資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.3.1.2 情報源 タイトル関連情報は、本タイトルと同一の情報源から採用する。た
だし、地図資料、動画資料については、本タイトルだけでは記述対
象の情報が不十分で説明が必要な場合は、本タイトルを採用した
情報源以外から採用すること、またはデータ作成者が付与すること
がある。
（参照: #2.1.3.1.1A、#2.1.3.1.1B を見よ。）

6.2.1F4
7.2.1F4

一部適用 タイトル関連情報は、本タイトルと同一の情報源から採用する。

別法 タイトル関連情報は、本タイトルと同一の情報源から採用する。*必
要に応じて、資料自体の他の情報源から採用することができる。ま
た、地図資料、動画資料については、本タイトルだけでは記述対象
の情報が不十分で説明が必要な場合は、資料外の情報源から採
用すること、またはデータ作成者が付与することがある*。
（参照: #2.1.3.1.1A、#2.1.3.1.1B を見よ。）

非適用 タイトル関連情報は、本タイトルと同一の情報源から採用する。必
要に応じて、資料自体の他の情報源から採用することができる。

#2.1.3.2 記録の方法 タイトル関連情報は、情報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って記録
する。
　　＜例示転記省略＞

6.2.1F4
7.2.1F4

適用 適用
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#2.1.3.2.1 複数の言語・文字種に
よるタイトル関連情報

情報源に、複数の言語または文字種によるタイトル関連情報に該
当する表示が存在する場合は、それらを次のように記録する。
a) 内容の異なる複数の表示
複数の言語または文字種による内容の異なるタイトル関連情報に
該当する表示は、それらすべてをタイトル関連情報として扱い、そ
の情報源での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順
に記録する。
b) 同一内容の複数の表示（並列タイトルがないとき）
本タイトルと同一の言語または文字種による表示をタイトル関連情
報として記録する。それがないときは、最初に表示されたものをタイ
トル関連情報として記録する。タイトル関連情報としないものを、並
列タイトル関連情報として扱う。
（参照: #2.1.4.1.1 を見よ。）
c) 同一内容の複数の表示（並列タイトルがあるとき）
本タイトルと同一の言語または文字種による表示をタイトル関連情
報として記録する。それがないときは、並列タイトルと異なる言語ま
たは文字種による最初に表示されたものをタイトル関連情報として
記録する。タイトル関連情報としないものを、並列タイトル関連情報
として扱う。
（参照: #2.1.4.1.1 を見よ。）

6.2.1F4
7.2.1F4.2

適用 適用

別法 情報源に、複数の言語または文字種によるタイトル関連情報に該
当する表示が存在する場合は、それらを次のように記録する。
a) 内容の異なる複数の表示
複数の言語または文字種による内容の異なるタイトル関連情報に
該当する表示は、それらすべてをタイトル関連情報として扱い、そ
の情報源での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順
に記録する。*ただし、本タイトルとのつながりの強弱があるとき
は、その順に記録する*。
＜以下転記省略＞

非適用

#2.1.3.2.2 同一の言語・文字種に
よる複数のタイトル関
連情報

情報源に、同一の言語または文字種による複数のタイトル関連情
報に該当する表示が存在する場合は、それらすべてをタイトル関
連情報として扱い、その情報源での表示順序、配置、デザイン等に
基づいて判断した順に記録する。
　　普通の会話
　　東京ステーションホテルにて
　　（本タイトル: オールド・ファッション）
　　18 世紀英国海軍物語
　　密航者を探せ!
　　（本タイトル: 大帆船）
　　タイトル関連情報とはせずに、異形タイトルとすることもできる。
（参照: #2.1.9.1.1 を見よ。）

6.2.1F4.3
7.2.1F4.4

適用 適用

別法 情報源に、同一の言語または文字種による複数のタイトル関連情
報に該当する表示が存在する場合は、それらすべてをタイトル関
連情報として扱い、その情報源での表示順序、配置、デザイン等に
基づいて判断した順に記録する。
　　普通の会話
　　東京ステーションホテルにて
　　（本タイトル: オールド・ファッション）
　　18 世紀英国海軍物語
　　密航者を探せ!
　　（本タイトル: 大帆船）
*ただし、本タイトルとのつながりの強弱があるときは、その順に記
録する*。
＜以下転記省略＞

非適用

#2.1.3.2.3 説明的な語句の付加 地図資料、動画資料について、#2.1.3.1.1A、#2.1.3.1.1B に従って、
タイトル関連情報として簡略で説明的な語句を本タイトルと異なる
情報源から採用した場合、またはデータ作成者が付与した場合
は、それが分かるような方法（コーディングや角がっこの使用など）
で記録する。
＜以下転記省略＞

対象外 非適用

#2.1.3.2.4 総合タイトルのない資
料

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.3.3 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、タイト
ル関連情報に変化、追加または削除が生じることがある。
a) 複数巻単行資料または逐次刊行物については、タイトル関連情
報に変化または追加が生じた場合に、識別またはアクセスに重要
なときは、変化後、追加後のタイトル関連情報を異形タイトルとして
記録する。タイトル関連情報が後続の巻号で削除された場合は、
その旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.2.2 を見よ。）
b) 更新資料については、タイトル関連情報に追加が生じた場合
に、識別またはアクセスに重要なときは、最新のイテレーションを反
映してタイトル関連情報を追加する。タイトル関連情報に変化が生
じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、最新のイテレー
ションを反映してタイトル関連情報を改め、変化前のタイトル関連
情報を異形タイトルとして記録する。タイトル関連情報が後続イテ
レーションで削除された場合は、最新のイテレーションを反映してタ
イトル関連情報の記録を削除する。この場合、識別またはアクセス
に重要なときは、削除したタイトル関連情報を異形タイトルとして記
録する。
（参照: #2.1.0.6、#2.1.9.1.1g)を見よ。）

6.2.1F4.4
7.2.1F4.6

一部適用 逐次刊行物においては、タイトル関連情報に変化、追加または削除
が生じることがある。
a) 逐次刊行物については、タイトル関連情報に変化または追加が
生じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、変化後、追加後
のタイトル関連情報を異形タイトルとして記録する。タイトル関連情
報が後続の巻号で削除された場合は、その旨を注記として記録す
る。
（参照: #2.41.1.2.2.2 を見よ。）

適用

ES #2.1.4 並列タイトル関連情報 並列タイトル関連情報は、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.2.1A
7.2.1A

適用 適用

#2.1.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.4.1.1 記録の範囲 並列タイトル関連情報は、タイトル関連情報として記録されたもの
の、異なる言語および（または）文字種による同一内容の表示であ
る。ただし、本タイトルの一部のみに並列タイトルが対応していて、
タイトル関連情報が存在しない場合は、本タイトルに対応するが並
列タイトルに含まれない表示を、並列タイトル関連情報として扱うこ
とができる。
（参照: #2.1.2.1.1 を見よ。）
タイトル関連情報に該当する同一内容の表示が、複数の言語また
は文字種で表示されている場合は、次のように並列タイトル関連情
報を扱う。
a) 並列タイトルがないとき
本タイトルと同一の言語または文字種による表示を、タイトル関連
情報として扱う。それがないときは、最初に表示されたものをタイト
ル関連情報として扱う。タイトル関連情報としないものを、並列タイ
トル関連情報として扱う。
b) 並列タイトルがあるとき
本タイトルと同一の言語または文字種による表示を、タイトル関連
情報として扱う。それがないときは、並列タイトルと異なる言語また
は文字種による最初に表示されたものを、タイトル関連情報として
扱う。タイトル関連情報としないものを、並列タイトル関連情報とし
て扱う。
（参照: #2.1.3.2.1、#2.1.3.2.1 別法を見よ。）

適用 適用

#2.1.4.1.2 情報源 並列タイトル関連情報は、対応する並列タイトルと同一の情報源か
ら採用する。対応する並列タイトルがない場合は、本タイトルと同
一の情報源から採用する。

適用

別法 並列タイトル関連情報は、対応する並列タイトルと同一の情報源か
ら採用する。対応する並列タイトルがない場合は、本タイトルと同
一の情報源から採用する。*必要に応じて、資料自体の他の情報
源から採用することができる*。

非適用 適用
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#2.1.4.2 記録の方法 並列タイトル関連情報は、情報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って
記録する。タイトル関連情報との対応が分かるような方法（コーディ
ングや等号記号（＝）の使用、記録の位置など）で記録する。
　　self-study report
　　（本タイトル: 京都大学情報環境機構年報）
　　（並列タイトル: Annual report of the Institute for Information 
Management and Communication, Kyoto University）
　　（タイトル関連情報: 自己点検評価報告書）
　　京都大学情報環境機構年報 : 自己点検評価報告書 = Annual 
report of the Institute for Information Management and 
Communication, Kyoto
University : self-study report
　　（ISBD 区切り記号法を用いて記録した例）
並列タイトル関連情報が、複数の言語または文字種で表示されて
いる場合は、並列タイトルと同様の順に記録する。並列タイトルが
ない場合、または並列タイトルから判断できない場合は、情報源で
の表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。
　　rapport
　　Bericht
　　（本タイトル: ABSE Conference, Helsinki, 2008）
　　（タイトル関連情報: report）

適用 適用

#2.1.4.3 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、並列タ
イトル関連情報に変化、追加または削除が生じることがある。
a) 複数巻単行資料または逐次刊行物については、並列タイトル関
連情報に変化または追加が生じた場合に、識別またはアクセスに
重要なときは、変化後、追加後の並列タイトル関連情報を異形タイ
トルとして記録する。並列タイトル関連情報が後続の巻号で削除さ
れた場合は、その旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.2.2 を見よ。）
b) 更新資料については、並列タイトル関連情報に追加が生じた場
合に、識別またはアクセスに重要なときは、最新のイテレーションを
反映して並列タイトル関連情報を追加する。並列タイトル関連情報
に変化が生じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、最新
のイテレーションを反映して並列タイトル関連情報を改め、変化前
の並列タイトル関連情報を異形タイトルとして記録する。並列タイト
ル関連情報が後続のイテレーションで削除された場合は、最新の
イテレーションを反映して並列タイトル関連情報の記録を削除す
る。この場合、識別またはアクセスに重要なときは、削除した並列タ
イトル関連情報を異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.0.6、#2.1.9.1.1g)を見よ。）

一部適用 逐次刊行物においては、並列タイトル関連情報に変化、追加または
削除が生じることがある。
a) 逐次刊行物については、並列タイトル関連情報に変化または追
加が生じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、変化後、追
加後の並列タイトル関連情報を異形タイトルとして記録する。並列タ
イトル関連情報が後続の巻号で削除された場合は、その旨を注記と
して記録する。
（参照: #2.41.1.2.2.2 を見よ。）

適用

ES #2.1.5 先行タイトル ＜転記省略＞ 対象外
解説）先行タイトルは更新資料についてのエレメント

非適用

#2.1.5.1 記録の範囲・情報源 先行タイトルは、更新資料の本タイトルが変化した場合の変化前の
イテレーションにおける本タイトルであり、識別またはアクセスに重
要な場合に記録する。
（参照: #2.1.1.4 を見よ。）

対象外 —

#2.1.5.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.5.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.5.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.1.5.2 記録の方法　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.1.6 後続タイトル 後続タイトルは、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.0.1A2
7.0.1A2

適用 適用

#2.1.6.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.6.1.1 記録の範囲 後続タイトルは、複数巻単行資料の本タイトルが変化した場合、ま
たは逐次刊行物の本タイトルに軽微な変化があった場合の変化後
の本タイトルであり、識別またはアクセスに重要な場合に記録す
る。
（参照: #2.1.1.4 を見よ。）

6.0.1A2
7.0.1A2

一部適用 後続タイトルは、逐次刊行物の本タイトルに軽微な変化があった場
合の変化後の本タイトルであり、識別またはアクセスに重要な場合
に記録する。
（参照: #2.1.1.4 を見よ。）

適用

#2.1.6.1.2 情報源 後続タイトルは、変化前の本タイトルを採用した情報源と対応す
る、複数巻単行資料または逐次刊行物の後続の巻号の情報源か
ら採用する。

6.0.1A2
7.0.1A2

一部適用 後続タイトルは、変化前の本タイトルを採用した情報源と対応する、
逐次刊行物の後続の巻号の情報源から採用する。

適用

#2.1.6.2 記録の方法 後続タイトルは、#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って記録する。
後続タイトルが使用されている巻号または出版日付の範囲（現在も
使用されている場合は、使用を開始した巻号または出版日付）を、
注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.1.3 を見よ。）
　　急変キャッチ達人ナース
　　（本タイトル: 達人ナース）
　　（タイトルに関する注記: 後続タイトル: 32 巻6 号 (平23. 10)より）

適用 後続タイトルは、#2.1.0.4～#2.1.0.4.4に従って記録する。
確認できるときは、後続タイトルが使用されている巻号の範囲（現
在も使用されている場合は、使用を開始した巻号）を、必要に応じ
て注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.1.3を見よ。）

#2.1.6.2 記録の方法　任意省略 変化が頻繁な場合は、変化のある旨を簡略に注記として記録す
る。
（参照: #2.41.1.2.2.1 を見よ。）

適用 非適用

ES #2.1.7 キー・タイトル キー・タイトルは、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.2.6D
7.2.6D

適用 適用

#2.1.7.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.7.1.1 記録の範囲 キー・タイトルは、ISSN 登録機関が登録する、逐次刊行物、更新
資料、または複数巻単行資料の一意のタイトルである。ISSN と1 
対1 で結びつき、多くは本タイトルと対応するが、識別要素が付加
されることがある。

6.1.15G2
付録1.4(8)

一部適用 キー・タイトルは、ISSN 登録機関が登録する、逐次刊行物の一意の
タイトルである。ISSN と1 対1 で結びつき、多くは本タイトルと対応す
るが、識別要素が付加されることがある。

キー・タイトルは、ISSN日本センターが登録する、逐次刊行物、更
新資料の一意のタイトルである。ISSNと1対1で結びつき、多くは本
タイトルと対応するが、識別要素が付加されることがある。キー・タ
イトルは、記述対象についてISSN日本センターがISSNを登録する
場合に記録する。

#2.1.7.1.2 情報源 キー・タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) ISSN レジスター
b) 資料自体の情報源
c) 資料外の情報源

適用 キー・タイトルは、原則として本タイトルまたは本タイトルの読みか
ら採用する。

#2.1.7.2 記録の方法 情報源に表示されているとおりに記録する。
逐次刊行物の本タイトルと同一であっても、キー・タイトルとして記
録することができる。
　　IFLA journal

適用 ISSN国際センターの定める規則に従って記録する。
逐次刊行物の本タイトルと同一であっても、キー・タイトルとして記
録することができる。
　Refarensu

ES #2.1.8 略タイトル 略タイトルは、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.2.6D
7.2.6D

適用 適用

#2.1.8.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.1.8.1.1 記録の範囲 略タイトルは、索引または識別を目的として省略された形のタイト
ルである。略タイトルは、データ作成機関または他の機関（ISSN 登
録機関、抄録索引サービス機関など）によって作成される。

6.1.15G2
付録1.4(1)

適用 略タイトルは、記述対象についてISSN日本センターがISSNを登録
する場合で、かつ本タイトルがラテン文字、キリル文字またはギリ
シャ文字を使用する言語の場合に、キー・タイトルを略語化するた
めに記録する。

#2.1.8.1.2 情報源 略タイトルは、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 略タイトルは、キー・タイトルから採用する。

#2.1.8.2 記録の方法 情報源に表示されているとおりに記録する。
資料自体に表示されているタイトルと同一であっても、略タイトルと
して記録することができる。
　　Can. j. infect. dis. med. microbiol.

NDL準拠 ISSN国際センターの定めるルールに従って記録する。
　KISTEC annu. rep.

ISSN国際センターの定めるルールに従って記録する。
　KISTEC annu. rep.

ES #2.1.9 異形タイトル 異形タイトルは、タイトルのエレメント・サブタイプである。 6.2.6A 適用 適用

#2.1.9.1 記録の範囲・情報源 — —
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#2.1.9.1.1 記録の範囲 異形タイトルは、本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列
タイトル関連情報、先行タイトル、後続タイトル、キー・タイトル、ま
たは略タイトルとしては記録しないが、体現形と結びついているタイ
トルであり、識別またはアクセスに重要な場合に記録する。
データ作成者が本タイトルを翻訳・翻字したタイトルも異形タイトル
として扱うことができる。
異形タイトルには、主として次のものがある。
a) 資料自体（タイトル・ページ、タイトル・フレーム、タイトル・スク
リーン、見出し、欄外、表紙、背、前書き、後書きなど）、カバー、容
器または付属資料に表示されたタイトル
　　Le capital au XXIe siècle
　　（本タイトル: 21 世紀の資本）
　　（タイトルに関する注記: 原タイトル: Le capital au XXIe siècle）
　　（タイトル・ページ裏に表示された原タイトルを異形タイトルとして
記録した例）
b) 参考資料によるタイトル
　　かぐや姫の物語
　　（本タイトル: 竹取物語）
　　（「国書総目録」により異形タイトルを記録した例）
　　民部卿家歌合
　　（本タイトル: 在民部卿家歌合）
　　（「日本古典文学大辞典 簡約版」（1986 年刊）により異形タイト
ルを記録した例）
c) 資料に関するデータの登録または整備を行う機関によって付与
されたタイトル（リポジトリ登録タイトル、データ作成者による翻訳・
翻字タイトルなど）

6.2.6D NDL準拠 異形タイトルは、本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列
タイトル関連情報、後続タイトル、キー・タイトル、または略タイトルと
しては記録しないが、体現形と結びついているタイトルであり、識別
またはアクセスに重要な場合に記録する。
データ作成者が本タイトルを翻訳・翻字したタイトルも異形タイトルと
して扱うことができる。
異形タイトルには、主として次のものがある。
a) 資料自体（タイトル・ページ、タイトル・フレーム、タイトル・スクリー
ン、見出し、欄外、表紙、背など）、カバー、容器または付属資料に
表示されたタイトル
b) 参考資料によるタイトル
c) 資料に関するデータの登録または整備を行う機関によって付与さ
れたタイトル（データ作成者による翻訳・翻字タイトルなど）

異形タイトルは、本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列
タイトル関連情報、後続タイトル、キー・タイトル、または略タイトル
としては記録しないが、体現形と結びついているタイトルであり、識
別またはアクセスに重要な場合に記録する。
データ作成者が本タイトルを翻訳・翻字したタイトルも異形タイトル
として扱うことができる。
異形タイトルには、主として次のものがある。
a) 資料自体（タイトル・ページ、タイトル・フレーム、タイトル・スク
リーン、見出し、欄外、表紙、背など）、カバー、容器または付属資
料に表示されたタイトル
b) 参考資料によるタイトル
c) 資料に関するデータの登録または整備を行う機関によって付与
されたタイトル（データ作成者による翻訳・翻字タイトルなど）

続き d) 著作者、以前の所有者・所蔵機関等によって付与されたタイトル
e) 誤記、誤植、脱字などを含むタイトルの正しい形（正しい形に訂
正した各タイトルを記録する場合は、誤記、誤植、脱字などを含む
タイトル）
（参照: #2.1.0.4.1、#2.1.0.4.1 別法を見よ。）
f) タイトルの一部（別タイトル、本タイトルの一部として記録された
部編のタイトル）
（参照: #2.1.1.2.1、#2.1.1.2.8 を見よ。）
g) 並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の異な
る形（複数巻単行資料または逐次刊行物の後続の巻号における変
化後のタイトル、更新資料の変化前のイテレーションのタイトル）
（#2.1.1.4 別法を採用する場合は、本タイトルの異なる形を含む。）
（参照: #2.1.1.4 別法、#2.1.2.3、#2.1.3.3、#2.1.4.3 を見よ。）
h) ルビを含むタイトル
（参照: #2.1.1.2.3 を見よ。）
i) 併記された語句を含むタイトル
（参照: #2.1.1.2.4 を見よ。）

6.2.6D NDL準拠 d) 著作者、以前の所有者・所蔵機関等によって付与されたタイトル
e) 誤記、誤植、脱字などを含むタイトル
（参照: #2.1.0.4.1を見よ。）
f) タイトルの一部（別タイトル、本タイトルの一部として記録された部
編のタイトル）
（参照: #2.1.1.2.1、#2.1.1.2.8を見よ。）
g) 並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の異なる
形（逐次刊行物の後続の巻号における変化後のタイトル）
（参照: #2.1.2.3、#2.1.3.3、#2.1.4.3を見よ。）
h) ルビを含むタイトル
（参照: #2.1.1.2.3を見よ。）
i) 併記された語句を含むタイトル
（参照: #2.1.1.2.4を見よ。）

d) 著作者、以前の所有者・所蔵機関等によって付与されたタイトル
e) 誤記、誤植、脱字などを含むタイトル
（参照: #2.1.0.4.1を見よ。）
f) タイトルの一部（別タイトル、本タイトルの一部として記録された
部編のタイトル）
（参照: #2.1.1.2.1、#2.1.1.2.8を見よ。）
g) 並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の異な
る形（逐次刊行物の後続の巻号における変化後のタイトル）
（参照: #2.1.2.3、#2.1.3.3、#2.1.4.3を見よ。）
h) ルビを含むタイトル
（参照: #2.1.1.2.3を見よ。）
i) 併記された語句を含むタイトル
（参照: #2.1.1.2.4を見よ。）

#2.1.9.1.2 情報源 異形タイトルは、どの情報源に基づいて記録してもよい。 6.2.6E 適用 適用

#2.1.9.2 記録の方法 異形タイトルは、#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って記録する。
識別またはアクセスに重要な場合は、異形タイトルの情報源を注
記として記録する。異なる形を異形タイトルとする場合に、識別また
はアクセスに重要なときは、その部分、巻号、またはイテレーション
を注記として記録する。
（参照: #2.41.1.2.1.3 を見よ。）
　　ガーバー流社長が会社にいなくても回る「仕組み」経営
　　（本タイトル: 社長が会社にいなくても回るガーバー流「仕組み」
経営）
　　（タイトルに関する注記: 異形タイトルの情報源は奥付）
　　二十一世紀の図書館におけるプライヴァシーと情報の自由
　　（本タイトル: 21 世紀の図書館におけるプライヴァシーと情報の
自由）
　　（タイトルに関する注記: 異形タイトルは表紙による）

6.2.6F 一部適用 異形タイトルは，該当するタイトルの種類コードを伴って記録し、特
定のコードがない場合には，コードOH(その他のタイトル)として、必
ず異形タイトルの情報源を注記として記録する。

適用

#2.1.9.2.1 ルビを含むタイトル 情報源に表示されたタイトルにルビが付記されている場合で、識別
またはアクセスに重要なときは、次のように異形タイトルを記録す
る。
（参照: #2.1.1.2.3 を見よ。）
a) 一般的な読みを示すルビ
ルビが別の情報源でタイトルとして表示されている場合は、それを
異形タイトルとして記録する。
　　がんくつおう
　　（タイトル・ページ: 巌窟王。「巌窟王」に対するルビ: がんくつお
う。奥付:
がんくつおう）
b) 特殊な読みを示すルビ
ルビを丸がっこに入れて付加した形を異形タイトルとして記録す
る。
　　青い思想 (こころ)
　　（「思想」に対するルビ: こころ）
　　私 (マコ) だけの北極点
　　（「私」に対するルビ: マコ）
　　歌時計 (うたいどけい)
　　（ルビ: うたいどけい）
　　対 (つがい)
　　（ルビ: つがい）

適用 情報源に表示されたタイトルにルビが付記されている場合で、ルビ
が別の情報源でタイトルとして表示されている場合は、それを異形
タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.1.2.3を見よ。）

#2.1.9.2.2 併記された語句を含む
タイトル

同義語による別の表現、原語形とその略語、外来語とその原語な
どが、タイトルの一部に併記されている場合は、情報源での表示順
序、配置、デザイン等に基づいて本タイトルを選定し、識別または
アクセスに重要なときは、本タイトルとしなかったものを異形タイト
ルとして記録する。
（参照: #2.1.1.2.4 を見よ。）
　　誰でもわかる!BSE 対策マニュアル
　　（本タイトル: 誰でもわかる!狂牛病対策マニュアル）
　　twitter 完全活用術
　　（本タイトル: ツイッター完全活用術）
　　アンドロイドアプリ事典
　　（本タイトル: Android アプリ事典）

適用 同義語による別の表現、原語形とその略語、外来語とその原語な
どが、タイトルの一部に併記されている場合は、情報源での表示順
序、配置、デザイン等に基づいて、より顕著に表示されているもの
を本タイトルとして選定し、識別またはアクセスに重要なときは、本
タイトルとしなかったものを異形タイトルとして記録する。
（参照: #2.1.1.2.4を見よ。）
　ぶーけdeluxe
　（情報源の表示:          deluxe
　　　　　　　　　　　ぶーけデラックス
　「deluxe」は小さな文字）
　（本タイトル: ぶーけデラックス）
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
E #2.2 責任表示 責任表示は、エレメントである。

本タイトルに関係する責任表示のうち、情報源に表示されている主
なもの、または最初のものは、コア・エレメントである。

6.2.1A
（6.2.1F5）
6.2.2F2

適用 適用

#2.2.0 通則 — —

#2.2.0.1 記録の範囲 資料の知的・芸術的内容の創作または実現に、責任を有するか寄
与した個人・家族・団体に関する表示を、責任表示として記録す
る。責任表示は、個人・家族・団体の名称と、役割を示す語句から
成る。ただし、名称が単独で表示されている場合もある。責任表示
とするものには、著者、編纂者、作曲者、編曲者、画家などのほ
か、原作者、編者、訳者、脚色者、監修者、校閲者などをも含む。
記述対象が包括的な資料の一部である場合は、全体の内容等に
責任を有する者の表示も、体現形の識別のために記録することが
ある。

6.2.1F5
6.2.1F5.6

適用 ただし，逐次刊行物は包括的な資料であり，個人の名称は全体の内
容等に責任を有するものとして扱わない。

コーディングマニュアル6.2.1F5「責任表示は，本タイトルと同一の情
報源上に表示された，逐次刊行物の知的もしくは芸術的内容の創
造，具現化に責任を有するか，寄与している団体及びその役割に関
する表示である。」およびF5.6「情報源に個人編者に関する責任表
示があっても，これを責任表示として記録しない。必要ならば，NOTE
フィールドに記録する。」を維持する。情報源に表示されている個人
の名称が逐次刊行物の全体の内容に責任を有すると判断すること
は困難であるため。

適用

#2.2.0.2 エレメント・サブタイプ 責任表示には、次の a)〜j)がある。
a)～b)は、責任表示のエレメント・サブタイプであり、#2.2.0.3～
#2.2.2.2 で規定する。
a) 本タイトルに関係する責任表示（参照: #2.2.1 を見よ。）
b) 本タイトルに関係する並列責任表示（参照: #2.2.2 を見よ。）
c)～f)については、版表示のサブエレメントであり、#2.3.3～
#2.3.8.2.1 で規定する。
c) 版に関係する責任表示（参照: #2.3.3 を見よ。）
d) 版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.4 を見よ。）
e) 付加的版に関係する責任表示（参照: #2.3.7 を見よ。）
f) 付加的版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.8 を見よ。）
g)～j)については、シリーズ表示のサブエレメントであり、#2.10.5～
#2.10.14.2 で規定する。
g) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5 を見よ。）
h) シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6 を見よ。）
i) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13 を見よ。）
j) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14 を見よ。）
（参照: 資料の出版、頒布、製作、制作に責任を有する個人・家族・
団体の表示は、#2.5～#2.8 を見よ。）

6.2.1A他 一部適用 責任表示には、次の a)〜j)がある。
a)～b)は、責任表示のエレメント・サブタイプであり、#2.2.0.3～
#2.2.2.2 で規定する。
a) 本タイトルに関係する責任表示（参照: #2.2.1 を見よ。）
b) 本タイトルに関係する並列責任表示（参照: #2.2.2 を見よ。）
c)～f)については、版表示のサブエレメントであり、#2.3.3～#2.3.8.2.1 
で規定する。
c) 版に関係する責任表示（参照: #2.3.3 を見よ。）
d) 版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.4 を見よ。）
e) 付加的版に関係する責任表示（参照: #2.3.7 を見よ。）
f) 付加的版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.8 を見よ。）（非適
用）
g)～j)については、シリーズ表示のサブエレメントであり、#2.10.5～
#2.10.14.2 で規定する。
g) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5 を見よ。）
h) シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6 を見よ。）
i) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13 を見よ。）
j) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14 を見よ。）
（参照: 資料の出版、頒布、製作、制作に責任を有する個人・家族・
団体の表示は、#2.5～#2.8 を見よ。）

責任表示には、次のa)～j)がある。
a)～b)は、責任表示のエレメント・サブタイプであり、#2.2.0.3～
#2.2.2.2で規定する。
a) 本タイトルに関係する責任表示（参照: #2.2.1を見よ。）
b) 本タイトルに関係する並列責任表示（参照: #2.2.2を見よ。）
c)～f)については、版表示のサブエレメントであり、#2.3.3～
#2.3.8.2.1で規定する。
c) 版に関係する責任表示（参照: #2.3.3を見よ。）
d) 版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.4を見よ。）（非適用）
e) 付加的版に関係する責任表示（参照: #2.3.7を見よ。）
f) 付加的版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.8を見よ。）（非
適用）
g)～j)については、シリーズ表示のサブエレメントであり、#2.10.5～
#2.10.14.2.1で規定する。
g) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5を見よ。）
h) シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6を見よ。）（非
適用）
i) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13を見よ。）（非
適用）
j) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14を見
よ。）（非適用）
（参照: 資料の出版、頒布、製作、制作に責任を有する個人、家
族、団体の表示は、#2.5～#2.8を見よ。）

#2.2.0.3 情報源 責任表示は、対応するタイトルと同一の情報源から優先して採用
する。
本タイトルに関係する責任表示の情報源は、#2.2.1.1.2 で、本タイト
ルに関係する並列責任表示の情報源は、#2.2.2.1.2 で定める。

6.2.1F5 適用 適用

#2.2.0.4 記録の方法 責任表示は、情報源に表示されている、個人・家族・団体の名称
と、その役割を示す語句を、#1.10～#1.10.11 別法に従って記録す
る。
　　野坂昭如文
　　米倉斉加年絵
　　阿川弘之, 北杜夫対談
　　竹内理三校訂・解説
　　田中吉郎作図
　　編集 国立国会図書館総務部
　　日地出版株式会社編集・著作
　　監修: 平野健次
同一の名称が、情報源に省略形と展開形等の双方で表示されてい
る場合は、詳細な形を記録する。
　　National Diet Library
　　（NDL の表示もあり）
逐次刊行物については、個人編者は、識別に重要な場合に限定し
て、責任表示として記録する。

6.2.1F5
6.2.1F5.6

一部適用 責任表示は、情報源に表示されている、個人・家族・団体の名称と、
その役割を示す語句を、#1.10～#1.10.11 別法に従って記録する。
　
同一の名称が、情報源に省略形と展開形等の双方で表示されてい
る場合は、詳細な形を記録する。

個人編者は、識別に重要な場合に限定して、注記として記録する。

責任表示は、情報源に表示されている、個人・家族・団体の名称
と、その役割を示す語句を記録する。名称は原則として#1.10～
#1.10.11別法に従って記録する。
同一の名称が、情報源に省略形と展開形等の双方で表示されて
いる場合は、詳細な形を記録する。
　National Diet Library
　（NDLの表示もあり）
和逐次刊行物について、役割を示す語句は、名称の後ろにス
ペースを挿入して記録する。
名称と役割を示す語句の間に表示された句読記号は記録しな
い。
　国立国会図書館 監修
　（情報源の表示: 監修: 国立国会図書館）
国内刊行洋逐次刊行物について、役割を示す語句は、#1.10～
#1.10.11別法に従って記録する。ただし、役割を示す語句が日本
語の場合は、和逐次刊行物と同様の方法で記録する。
情報源に表示されている団体の名称が内部組織名のみの場合
に、識別またはアクセスに重要なときは、上位の組織名を付加し、
角がっこを使用して記録する。
　[名古屋市] 総務局職員部安全衛生課 編
　（情報源の表示: 編集　総務局職員部安全衛生課）
個人編者は、識別に重要な場合に限定して、注記として記録す
る。
（参照: #2.41.2.2.3を見よ。）
名称に、巻号ごとに変わる日付、名称、番号等が含まれる場合
は、それらを省略して記録する。

#2.2.0.4 記録の方法　任意省略  省略しても基本的な情報が不足しない場合は、責任表示の一部を
省略する。省略に際して省略記号（…）は使用しない。次のような場
合がある。
a) 学位、役職名等の肩書、所属団体の名称またはそのイニシャル
など
　　Steven E. Maffeo
　　（情報源の表示: Captain Steven E. Maffeo）
　　Werner Dürbeck
　　（情報源の表示: Dr. Werner Dürbeck）
b) 団体の名称に含まれる法人組織等を示す語句など
　　日本図書館協会編
　　（情報源の表示: 公益社団法人日本図書館協会編）
責任表示に複数の名称が含まれていて、その役割（または責任の
程度）が同一の場合は、すべての名称を記録せずに一部を省略す
る。
（参照: #2.2.0.4.1 任意省略 1、任意省略 2 を見よ。）

6.2.1F5.1 適用 省略しても基本的な情報が不足しない場合は、責任表示の一部
を省略する。省略に際して省略記号（…）は使用しない。次のよう
な場合がある。
b) 団体の名称に含まれる法人組織等を示す語句など
　日本図書館協会 編
　（情報源の表示: 公益社団法人日本図書館協会編）

#2.2.0.4A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.2.0.4A 和古書・漢籍　任意省
略

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.2.0.4.1 複数の名称を含む責任
表示

複数の名称を含む責任表示は、次のように記録する。
複数の個人・家族・団体の果たす役割が同一の場合は、一つの責
任表示として記録する。ただし、同一の役割であっても分離して表
示されている場合は、それぞれ別の責任表示として記録する。
　　上田修一・蟹瀬智弘著
　　小松克彦 + オフィス 21 編著
　　edited by William G. Bowen, Harold T. Shapiro
　　 （複数の個人を一つの責任表示として記録した例）
　　田中登 [編]
　　山本登朗 [編]
　　（分離して表示されていたため、二つの責任表示として記録した
例）
複数の個人・家族・団体の果たす役割が異なっていても、一つのま
とまりとして表示されている場合は、全体を一つの責任表示として
記録する。
　　三浦徹也 with M2
　　written by Marty Rhodes Figley and illustrated by Marty Kelley
1集団に属している複数の構成員の名称が、その集団の名称ととも
に表示されている場合は、その集団の名称のみを記録して、各構
成員の名称は省略する。ただし、各構成員の名称が、識別、アクセ
スまたは選択に重要な場合は、注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.3 を見よ。）

6.2.1F5.8 一部適用 役割が同一の責任表示が複数ある場合は，個々の責任表示を，コ
ンマ，スペース（,△）で区切って記録する。異なる役割の責任表示が
複数ある場合は，役割の異なる責任表示を，スペース，セミコロン，
スペース（△;△）で区切って記録する。
（和資料の場合，複数の責任表示が改行で表示されている場合にも
どのように記録するか示す必要がある）
洋雑誌ではNCR2018適用

複数の名称を含む責任表示は、次のように記録する。
複数の個人・家族・団体の果たす役割が同一の場合は、一つの
責任表示として記録する。複数の名称は、コンマ、スペースで区
切って記録する。複数の名称の間に句読記号が表示されている
場合は、コンマ、スペースに置き換えて記録する。
　葛城市教育振興会, 葛城市教育委員会 編
　（情報源の表示: 編集　葛城市教育振興会・葛城市教育委員会）
1集団に属している複数の構成員の名称が、その集団の名称とと
もに表示されている場合は、その集団の名称のみを記録して、各
構成員の名称は省略する。ただし、各構成員の名称が、識別、ア
クセスまたは選択に重要な場合は、注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.3を見よ。）

#2.2.0.4.1 複数の名称を含む責任
表示　任意省略1

4 以上の名称を含む責任表示において、その役割（または責任の
程度）が同一の場合は、最初に表示された名称を記録し、他の名
称は省略する。データ作成機関が目録用言語として定めた言語お
よび文字種で、省略した部分を説明する語句を、情報源に表示さ
れていないことが分かる方法（コーディング、角がっこの使用など）
で記録する。
　　三木清 [ほか] 著
　　by Jerry L. Mashaw [and five others]

6.2.1F5.8 非適用 現行コーディングマニュアル6.2.1F5.8 （複数の責任表示）でも任意
省略の規定はない

非適用
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#2.2.0.4.1 複数の名称を含む責任
表示　任意省略2

データ作成機関が定める数以上の名称を含む責任表示において、
その役割（または責任の程度）が同一の場合は、最初に表示され
た名称を記録し、他の名称は省略する。データ作成機関が目録用
言語として定めた言語および文字種で、省略した部分を説明する
語句を、情報源に表示されていないことが分かる方法（コーディン
グ、角がっこの使用など）で記録する。
　　月本洋 [ほか] 著
　　（データ作成機関が 5 まで記録すると定めていて、著者が 6 名
の場合の例）

6.2.1F5.8 非適用 非適用

#2.2.0.4.2 複数の責任表示 複数の責任表示がある場合は、情報源での表示順序、配置、デザ
イン等に基づいて判断した順に記録する。表示順序、配置、デザイ
ン等から判断できない場合、または本タイトルとは別の情報源から
採用する場合は、合理的な順（著作の成立過程による順など）に記
録する。
　　チャールズ・バーチ, ジョン・B・コップ著
　　長野敬, 川口啓明訳
　　（本タイトル: 生命の解放）
　　アラン・ウォーカー編著
　　岡田進一監訳
　　山田三知子訳
　　（本タイトル: イギリスにおける高齢期の QOL）
　　OECD 教育研究革新センター編著
　　斎藤里美監訳
　　布川あゆみ, 本田伊克, 木下江美, 三浦綾希子, 藤浪海訳
　　（本タイトル: 21 世紀型学習のリーダーシップ）
＜以下例示転記省略＞

適用 （逐次刊行物の場合の責任表示は役割がほぼ編集のみなのでほと
んど該当しない）

適用

#2.2.0.4.3 役割を示す語句 情報源に表示されている個人・家族・団体の役割を示す語句は、そ
のままの形で記録する。
個人・家族・団体の名称のみが表示されていて、役割を示す語句
が表示されていない場合に、その役割を明らかにする必要がある
ときは、補ったことが分かる方法（コーディング、角がっこの使用な
ど）で記録する。
　　国立国会図書館編集
　　（本タイトル: 図説よりすぐり国会図書館）
　　＜以下例示転記省略＞
音楽資料の演奏者は、情報源に表示されているパートを、役割を
示す語句として記録することができる。
　　＜例示転記省略＞

6.2.1F5.1 適用

別法 情報源に表示されている個人・家族・団体の役割を示す語句は、そ
のままの形で記録する。
*ただし、日本語の役割を示す語句のうち、著作は「著」、編集は
「編」、翻訳は「訳」と省略して記録する。
 国立国会図書館編
 （情報源の表示: 国立国会図書館 編集）
また、役割を示す語句が外国語のみの場合は、当該語句を日本語
に訳して、情報源に表示されている形でないことが分かる方法
（コーディング、角がっこの使用など）で記録することができる。
　　 [著]
　　（情報源の表示: by）
　　[編]
　　（情報源の表示: edited by）
　　[撮影]
　　（情報源の表示: photo）
個人・家族・団体の名称のみが表示されていて、役割を示す語句
が表示されていない場合に、その役割を明らかにする必要がある
ときは、補ったことが分かる方法（コーディング、角がっこの使用な
ど）で記録する*。
音楽資料の演奏者は、情報源に表示されているパートを、役割を
示す語句として記録することができる。

非適用 情報源に表示されている個人・家族・団体の役割を示す語句は、
そのままの形で記録する。
ただし、日本語の役割を示す語句のうち、著作を意味する語句
（著作、著者等）は「著」、編集を意味する語句（編集、編輯等）は
「編」、翻訳は「訳」に省略する。その他の語句で、末尾の「者」など
省略しても意味が通じる語が含まれる場合は、その語を省略して
記録してもよい。
　国立国会図書館 編
　（情報源の表示: 国立国会図書館 編集）
　edited by NHK Broadcasting Culture Research Institute
また、和逐次刊行物について、役割を示す語句が外国語のみの
場合は、原則として当該語句を日本語に訳して、角がっこを使用
して記録する。
　[編]
　（情報源の表示: edited by）
　[編纂]
　（情報源の表示: ｃompiled by）
個人・家族・団体の名称のみが表示されていて、役割を示す語句
が表示されていない場合に、その役割を明らかにする必要がある
ときは、角がっこを使用して記録する。

#2.2.0.4.3A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.2.0.4.4 責任表示に付随してい
る他の語句

責任表示に他の語句が付随している場合、または本来、タイトル関
連情報、版表示など他のエレメントとして扱われる情報が責任表示
の一部として表示されている場合は、それらも責任表示の一部とし
て記録する。
　　Mozart
　　neue Instrumentierung von Beyer
逆に、本来、責任表示として扱われる名称が他のエレメント（本タイ
トル、タイトル関連情報、出版者等）の一部として表示されている場
合は、責任表示ではなく、そのエレメントの一部として記録する。情
報源で、他のエレメントの一部として表示され、かつ責任表示として
も表示されている場合は、双方のエレメントとして記録する。
　　高知県立文学館
　　（本タイトル: 高知県立文学館開館 15 周年記念誌）
　　ドメニコ・スカルラッティ
　　（本タイトル: スカルラッティ・ソナタ集）
　　NHK 編集
　　 （本タイトル: NHK じょうずな話し方）

6.2.1F5.7 一部適用 本来、責任表示として扱われる名称が他のエレメント（本タイトル、タ
イトル関連情報、出版者等）の一部として表示されている場合は、責
任表示ではなく、そのエレメントの一部として記録する。情報源で、他
のエレメントの一部として表示され、かつ責任表示としても表示され
ている場合は、双方のエレメントとして記録する。
　　高知県立文学館
　　（本タイトル: 高知県立文学館開館 15 周年記念誌）
　　ドメニコ・スカルラッティ
　　（本タイトル: スカルラッティ・ソナタ集）
　　NHK 編集
　　 （本タイトル: NHK じょうずな話し方）

和逐次刊行物について、責任表示に他の語句が付随している場
合は記録しない。ただし、必要に応じて、役割を示す語句として、
角がっこを使用して記録する。責任表示に付随している他の語句
が、日本語以外で表されている場合に、必要なときは、日本語の
役割を示す語句として、角がっこを使用して記録する。
国内刊行洋逐次刊行物について、責任表示に他の語句が付随し
ている場合は、それらを責任表示の一部として、#1.10～#1.10.11
別法に従って記録する。
また、本来、責任表示として扱われる名称が他のエレメント（本タ
イトル、タイトル関連情報、出版者等）の一部として表示されてい
る場合は、責任表示ではなく、そのエレメントの一部として記録す
る。情報源で、他のエレメントの一部として表示され、かつ責任表
示としても表示されている場合は、双方のエレメントとして記録す
る。
　日展 編
　（タイトル関連情報: 日展アートガイド）
　京都市建築協定連絡協議会 編
　（本タイトル: 建築協定だより）
　（タイトル関連情報: 京都市建築協定連絡協議会広報誌）

#2.2.0.4.5 語句等による個人・家
族・団体の名称を含む
責任表示

記述対象の内容との関係を示す語句等による個人・家族・団体の
名称は、責任表示として記録する。
　　ある英国の説教者著
　　湖浜馨訳
　　（本タイトル: 主よ、みこころを教えてください）

適用 適用

#2.2.0.4.6 個人・家族・団体の名
称を含まない責任表示

個人・家族・団体の名称が表示されていない場合も、資料の知的・
芸術的内容の創作または実現に対する関係を示す語句が表示さ
れていれば、それを責任表示として記録する。
　　by a group of scholars
　　by an anonymous teenager
　　with illustrations by the author
　　with a new preface by the author
資料の知的・芸術的内容の創作または実現に対する関係を示して
いない情報（利用対象を示す語句、標語、授賞の表示など）は、情
報源に表示されていても責任表示には含めない。

適用 適用

#2.2.0.5 複製 複製については、原資料の責任表示ではなく複製自体の責任表示
を記録する。原資料の責任表示は、関連する体現形の責任表示と
して記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）

非適用 適用

別法 *複製については、原資料の責任表示を記録する。複製の責任表
示は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.2.2.3 を見よ。）

6.0.2C8 適用

#2.2.0.6 変化  複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、責任
表示に変化、追加または削除が生じることがある。
複数巻単行資料または逐次刊行物では、責任表示に変化、追加ま
たは削除が生じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、変
化、追加または削除の旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.4.1 を見よ。）
　　北海道立総合研究機構花・野菜技術センター編
　　（責任表示に関する注記: 平成 20 年度から平成 21 年度まで
の編者: 北海道立花・野菜技術センター）
ただし、逐次刊行物において、責任表示に重要な変化が生じた場
合は、新しい著作とみなし、体現形に対する新規の記述を作成す
る。重要な変化とは、本タイトルが総称的な語である場合の、逐次
刊行物の識別にかかわる責任表示の変化である。
（参照: 体現形に対する新規の記述を作成する必要がある場合
は、#1.5、#2.1.1.4.1f)、#2.2.1.1.1 任意追加、#2.1.1.4.2m)を見よ。）
更新資料については、＜以下転記省略＞

6.2.1F5.3
6.2.1F5.4

一部適用 逐次刊行物においては、責任表示に変化、追加または削除が生じ
ることがある。
逐次刊行物では、責任表示に変化、追加または削除が生じた場合
に、識別またはアクセスに重要なときは、変化、追加または削除の
旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.4.1 を見よ。）
　　北海道立総合研究機構花・野菜技術センター編
　　（責任表示に関する注記: 平成 20 年度から平成 21 年度までの
編者: 北海道立花・野菜技術センター）
ただし、逐次刊行物において、責任表示に重要な変化が生じた場合
は、新しい著作とみなし、体現形に対する新規の記述を作成する。
重要な変化とは、本タイトルが総称的な語である場合の、逐次刊行
物の識別にかかわる責任表示の変化である。
（参照: 体現形に対する新規の記述を作成する必要がある場合は、
#1.5、#2.1.1.4.1f)、#2.2.1.1.1 任意追加、#2.1.1.4.2m)を見よ。）

適用
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ES * #2.2.1 本タイトルに関係する
責任表示

本タイトルに関係する責任表示は、責任表示のエレメント・サブタイ
プである。
 本タイトルに関係する責任表示は、情報源に表示されているもの
のうち、最初に記録する一つの責任表示のみがコア・エレメントで
ある。

6.2.1A 適用 適用

#2.2.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.2.1.1.1 記録の範囲 本タイトルに関係する責任表示は、責任表示のうち、本タイトルに
関係する表示である。
責任表示の範囲には、著者、編纂者、作曲者、編曲者、画家など
のほか、原作者、編者、訳者、脚色者、監修者、校閲者などをも含
む。
本タイトルに関係する責任表示として記録しなかったものは、識
別、アクセスまたは選択に重要な場合は、注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.3 を見よ。）
　　志賀直哉
　　つださうきち著
　　渡辺正臣調査・執筆
　　千秋社地図作成
　　G. Gershwin
　　武満徹編曲
　　菅野由弘
　　高橋竹山
　　Hiroko Nakamura
　　Chick Corea & Friedrich Gulda
　　天理大学附属天理図書館編
　　秋田大学大学院教育学研究科編
　　国際観光振興会企画調査部監修
邦楽楽譜において、＜以下転記省略＞

6.2.1F5
6.2.1F5.6

適用 適用

#2.2.1.1.1 記録の範囲　任意省略 情報源に責任を有するものの表示が複数ある場合は、知的・芸術
的内容の創作者の表示のみを責任表示として扱うことができる。こ
の場合に、どの表示がそれに該当するか判断できないときは、最
初に表示されているものを責任表示として扱う。また、責任表示とし
ないものを必要に応じて注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.3 を見よ。）

非適用 非適用

#2.2.1.1.1 記録の範囲　任意追加 逐次刊行物において、本タイトルが総称的な語のタイトルであり、
編者等の表示はないが出版者が同時に編者等を兼ねていると判
断できる場合は、出版者を責任表示として扱う。

6.0.3
6.2.1F5.4

適用 総称的タイトルの逐次刊行物の変遷の判断の際，責任表示の変更
は本タイトルに含まれる団体名の変更も，重要な変化とするため。
#2.1.1.4.1　f)

適用

#2.2.1.1.2 情報源 本タイトルに関係する責任表示は、次の優先順で情報源を選定す
る。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様
の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）
必要な場合は、情報源を注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.3 を見よ。）

6.2.1F5 適用 本タイトルに関係する責任表示は、次の優先順で情報源を選定
する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同
様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3を見よ。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合は、a)よりもb)を優先し
て選択する。
必要な場合は、情報源を注記として記録する。
（参照: #2.41.2.2.3を見よ。）

#2.2.1.2 記録の方法 本タイトルに関係する責任表示は、情報源に表示された情報を、
#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 に従って記録する。
　　野坂昭如文
　　米倉斉加年絵
　　阿川弘之, 北杜夫対談
　　竹内理三校訂・解説
　　田中吉郎作図
　　日地出版株式会社編集・著作

6.2.1F5
6.2.1F5.6

適用 適用

#2.2.1.2.1 複数の言語・文字種に
よる責任表示

情報源に責任を有するものの表示が複数あり、それらが同一の名
称、役割を示す語句を複数の言語または文字種で表示しているだ
けの場合は、本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記
録する。本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場
合は、最初に表示されているものを記録する。

非適用

別法 *情報源に責任を有するものの表示が複数あり、それらが同一の
名称、役割を示す語句を複数の言語または文字種で表示している
だけの場合は、内容と同一の言語または文字種によるものを記録
する。内容と同一の言語または文字種による表示がない場合は、
最初に表示されているものを記録する。
ただし、並列タイトルが存在する場合は、内容よりも本タイトルと同
一の言語または文字種によるものを優先して記録する*。

一部適用 情報源に責任を有するものの表示が複数あり、それらが同一の名
称、役割を示す語句を複数の言語または文字種で表示しているだ
けの場合は、内容と同一の言語または文字種によるものを記録す
る。内容と同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初
に表示されているものを記録する。

情報源に責任を有するものの表示が複数あり、それらが同一の
名称、役割を示す語句を複数の言語または文字種で表示してい
るだけの場合は、内容と同一の言語または文字種によるものを記
録する。内容と同一の言語または文字種による表示がない場合
は、最初に表示されているものを記録する。
ただし、本タイトルに関係する並列責任表示を記録する場合は、
内容よりも本タイトルと同一の言語または文字種によるものを優
先して記録する。

#2.2.1.2.2 総合タイトルのない資
料

＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.2.2 本タイトルに関係する
並列責任表示

本タイトルに関係する並列責任表示は、責任表示のエレメント・サ
ブタイプである。

6.2.1A 適用 適用

#2.2.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.2.2.1.1 記録の範囲 本タイトルに関係する並列責任表示は、本タイトルに関係する責任
表示として記録したものと異なる言語および（または）文字による表
示である。

適用 適用

#2.2.2.1.2 情報源 本タイトルに関係する並列責任表示は、対応する並列タイトルと同
一の情報源から採用する。対応する並列タイトルが存在しない場
合は、対応する本タイトルと同一の情報源から採用する。
（参照: #2.1.1.1.2、#2.1.2.1.2 を見よ。）

6.2.1H2 適用 本タイトルに関係する並列責任表示は、対応する並列タイトルと同
一の情報源から採用する。対応する並列タイトルが存在しない場合
は、対応する本タイトルと同一の情報源から採用する。
（参照: #2.1.1.1.2、#2.1.2.1.2 を見よ。）

別法 *本タイトルに関係する並列責任表示は、次の優先順位で情報源
を選定する。
a) 対応する並列タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.2.1.2 を見
よ。）
b) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
c) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様
の順で選定する。）*

非適用 本タイトルに関係する並列責任表示は、次の優先順位で情報源
を選定する。
a) 対応する並列タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.2.1.2を見
よ。）
b) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。）
c) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同
様の順で選定する。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合、優先順位はこの限り
ではない。

#2.2.2.2 記録の方法 本タイトルに関係する並列責任表示の記録は、情報源に表示され
た情報を、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 に従って記録する。
情報源に、本タイトルに関係する並列責任表示が複数の言語およ
び（または）文字種で表示されている場合は、対応する並列タイトル
と同一の順に記録する。対応する並列タイトルが存在しない場合な
どは、表示されている順に記録する。
　　Joji Yuasa
　　（本タイトルに関係する責任表示: 湯浅譲二）
　　Association européenne pour l'informatiom et les bibliothèques 
de santé
　　（本タイトルに関係する責任表示: European Association for 
Health
Information and Libraries）

適用 本タイトルに関係する並列責任表示の記録は、情報源に表示され
た情報を、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6に従って記録する。
情報源に、本タイトルに関係する並列責任表示が複数の言語お
よび（または）文字種で表示されている場合は、対応する並列タイ
トルと同一の順に記録する。対応する並列タイトルが存在しない
場合は記録しない。
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
E * #2.3 版表示 版表示は、エレメントである。 6.2.2A 適用 適用

#2.3.0 通則 — —

#2.3.0.1 記録の範囲 記述対象がどのような版であるかを示す表示を、版表示
として記録する。版表示は、版次、版に関係する責任表
示等から成る。版表示には、版次だけではなく、付加的版
次をも含むことがある。同様に、版に関係する責任表示
だけでなく、付加的版に関係する責任表示をも含むことが
ある。また、非刊行物に含まれる著作の版を示す表示
も、版表示として扱う。

6.2.2D 適用 適用

#2.3.0.2 サブエレメント 版表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、版
次および付加的版次は、コア・エレメントである。
a) 版次（参照: #2.3.1 を見よ。）
b) 並列版次（参照: #2.3.2 を見よ。）
c) 版に関係する責任表示（参照: #2.3.3 を見よ。）
d) 版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.4 を見よ。）
e) 付加的版次（参照: #2.3.5 を見よ。）
f) 並列付加的版次（参照: #2.3.6 を見よ。）
g) 付加的版に関係する責任表示（参照: #2.3.7 を見よ。）
h) 付加的版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.8 を見
よ。）
（参照: #2.2.0.2c)～f)を見よ。）

6.2.2A 適用 版表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、版
次および付加的版次は、コア・エレメントである。
a) 版次（参照: #2.3.1を見よ。）
b) 並列版次（参照: #2.3.2を見よ。）（非適用）
c) 版に関係する責任表示（参照: #2.3.3を見よ。）
d) 版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.4を見よ。）（非
適用）
e) 付加的版次（参照: #2.3.5を見よ。）
f) 並列付加的版次（参照: #2.3.6を見よ。）（非適用）
g) 付加的版に関係する責任表示（参照: #2.3.7を見よ。）
h) 付加的版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.8を見
よ。）（非適用）
（参照: #2.2.0.2c)～ｆ)を見よ。）

版表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、版
次および付加的版次は、コア・エレメントである。
a) 版次（参照: #2.3.1を見よ。）
b) 並列版次（参照: #2.3.2を見よ。）（非適用）
c) 版に関係する責任表示（参照: #2.3.3を見よ。）
d) 版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.4を見よ。）（非
適用）
e) 付加的版次（参照: #2.3.5を見よ。）
f) 並列付加的版次（参照: #2.3.6を見よ。）（非適用）
g) 付加的版に関係する責任表示（参照: #2.3.7を見よ。）
h) 付加的版に関係する並列責任表示（参照: #2.3.8を見
よ。）（非適用）
（参照: #2.2.0.2c)～ｆ)を見よ。）

#2.3.0.3 情報源 版表示の情報源は、サブエレメントごとに定める。 6.2.2E 適用 適用

#2.3.0.4 記録の方法 版表示は、情報源に表示されている版次などを、#1.10～
#1.10.11 別法に従って記録する。版に関係する責任表示
などは、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 に従って記録する。
複数の巻号（付属資料を含む）から成る資料全体を記述
対象とする場合は、全体に関係する版表示を記録する。
識別に重要な場合は、さらに記述対象の一部分にのみ
関係する版表示を注記として記録する。
（参照: #2.41.3.2.2 を見よ。）

6.2.2F1 適用 適用

#2.3.0.4 記録の方法　任意追加 版次などの全体または一部が資料自体に表示されてい
なくても、他の版と重要な違いがあると知られていて、そ
れが識別またはアクセスに重要な場合は、版表示として
記録する。この場合、資料外から採用したことを、注記お
よび（または）その他の方法（コーディング、角がっこの使
用など）で示す。
（参照: #2.41.3.2.1a)を見よ。）
　　[改訂版]
　　[1991] 増補新版
　　[2011 年版]

6.2.2F1 適用 適用

#2.3.0.4.1 数字 版次などは、情報源から#1.10～#1.10.11 別法に従って記
録する。アラビア数字以外の数字、ローマ字、キリル文字
等を含むものも、情報源における表示のまま記録する。
　　第二版
　　（情報源の表示: 第二版）
　　New ed.
　　（情報源の表示: New ed.）
　　Second edition
　　（情報源の表示: second edition）

6.2.2F1 非適用 別法を適用

別法 版次などは、情報源から#1.10～#1.10.11 別法に従って記
録する。*ただし、漢数字、ローマ数字、語句で表記される
数字等は、#1.10.10.1～#1.10.10.4 に従ってアラビア数字
で記録する*。
　　第 2 版
　　（情報源の表示: 第二版）
　　New ed.
　　（情報源の表示: New ed.）
　　2nd edition
　　（情報源の表示: second edition）

6.2.2F1 適用 適用

#2.3.0.5 複製 複製については、原資料の版表示ではなく複製自体の版
表示を記録する。原資料の版表示は、関連する体現形の
版表示として記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.2.2H2 適用 適用

#2.3.0.6 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料において
は、版表示に変化、追加または削除が生じることがある。
版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化が
ある場合は、別の資料とみなして体現形に対する新規の
記述を作成する。それ以外の場合は、次のとおりとする。
（参照: 体現形に対する新規の記述を作成する場合は、
#2.0.5 を見よ。）
 複数巻単行資料を包括的に記述する場合に、識別また
はアクセスに重要なときは、巻号による版表示の違いを
注記として記録する。
（参照: #2.41.3.2.4.1 を見よ。）
逐次刊行物については、版表示に変化、追加または削除
が生じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、変
化、追加または削除の旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.3.2.4.1 を見よ。）
更新資料については、版表示に変化、追加または削除が
生じた場合は、最新のイテレーションを反映して版表示の
記録を改める。
（参照: #2.41.3.2.4.2 を見よ。）

6.2.2H1 一部適用 逐次刊行物においては、版表示に変化、追加または削除
が生じることがある。版表示に対象範囲や主題が変わっ
たことを示す変化がある場合は、別の資料とみなして体
現形に対する新規の記述を作成する。それ以外の場合
は、次のとおりとする。
（参照: 体現形に対する新規の記述を作成する場合は、
#2.0.5 を見よ。）
逐次刊行物については、版表示に変化、追加または削除
が生じた場合に、識別またはアクセスに重要なときは、変
化、追加または削除の旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.3.2.4.1 を見よ。）

適用

S * #2.3.1 版次 版次は、版表示のサブエレメントである。 版次は、コア・
エレメントである。

6.2.2A 適用 適用

#2.3.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.1.1.1 記録の範囲 版次は、記述対象が属する版を示す語、数字またはこれ
らの組み合わせである。
版次には、通常、次の語、数字またはこれらの組み合わ
せが該当する。内容の変更を伴わない刷次と判断される
場合は、版次として扱わない。
a) 日本語
序数と「版」、または他の版との内容の相違を示す「改
訂」、「増補」、「新版」などの語を含むもの。
　　改訂版
　　第 1 版
　　初版
　　増補 3 版
　　リマスター版
b) 外国語
「edition」、「issue」、「release」、「level」、「state」、
「update」またはそれに相当する他の言語による語を含む
もの。省略形の場合も含む。
　　1st edition
　　2. Ausgabe
　　Ver. 2.5
また、次の相違を示すものがある。

6.2.2D(1) 一部適用 版次は、記述対象が属する版を示す語、数字またはこれ
らの組み合わせである。
版次には、通常、次の語、数字またはこれらの組み合わ
せが該当する。内容の変更を伴わない刷次と判断される
場合は、版次として扱わない。
a) 日本語
序数と「版」、または他の版との内容の相違を示す「改
訂」、「増補」、「新版」などの語を含むもの。
　　改訂版
b) 外国語
「edition」、「issue」、「release」、「level」、「state」、
「update」またはそれに相当する他の言語による語を含む
もの。省略形の場合も含む。
　　2. Ausgabe
　　Ver. 2.5
また、次の相違を示すものがある。

版次は、記述対象が属する版を示す語、数字またはこれ
らの組み合わせである。
版次には、通常、次の語、数字またはこれらの組み合わ
せが該当する。
a) 日本語
序数と「版」、または他の版との内容の相違を示す「改
訂」、「増補」、「新版」などの語を含むもの。
　改訂版
b) 外国語
「edition」、「issue」、「release」、「level」、「state」、
「update」またはそれに相当する他の言語による語を含む
もの。省略形の場合も含む。
　Englische Ausgabe
　Ver. 1
また、次の相違を示すものがある。
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#2.3.1.1.1 記録の範囲（続） h) 内容と結びつく日付の相違
i) 楽譜の特定の形式の相違
j) 楽譜の特定の声域の相違
（参照: #2.3.1.1.1B を見よ。）
（参照: 逐次刊行物または更新資料については、あわせ
て#2.3.1.1.1C を見よ。）
ただし、「版」、「edition」などと表示されていても、本タイト
ル（部編タイトルなどの従属タイトルを含む）、タイトル関
連情報または責任表示の一部として記録したものは、版
次として扱わない。
（参照: #2.1.1.2.2c)、#2.1.1.2.8Bb)を見よ。）
　　【本タイトル】新編日本の活断層
　　【本タイトル】五訂食品成分表
　　【本タイトル】Compact-size edition of Data book of 
world lake environments

6.2.2F1.2 一部適用 次のものは、版次として扱わない。
k) 内容の変更を伴わない刷次と判断される表示
l) 巻次、年月次（内容と結びつく日付の相違を含む）を示
す表示（注2）
（参照: #2.3.1.1.1Cを見よ。）
（注2）逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4を見よ。）として
扱う。
m) 定期的な改定、または頻繁な更新を示す表示
（参照: #2.3.1.1.1Cを見よ。）
n) 地理的範囲の相違を示す表示（注3）
　四国地方版
o) 特定の対象向けであることを示す表示（注3）
　ジュニア版
（注3）n)o)は、各版の内容が大幅に異なることが多いた
め、原則として版次ではなく、本タイトルの従属タイトルと
して扱う。こうした場合でも各版の内容がほぼ同一で、従
属タイトルとして扱う（本タイトルの一部とする）のが不適
当な場合は、版次とする。
p) 単に合冊したことを示す表示
　合本版
q) 「版」、「edition」などと表示されていても、本タイトル（部
編タイトルなどの従属タイトルを含む）、タイトル関連情報
または責任表示の一部として記録したもの（参照: 
#2.1.1.2.2c)、#2.1.1.2.8を見よ。）」

次のものは、版次として扱わない。
k) 内容の変更を伴わない刷次と判断される表示
l) 巻次、年月次（内容と結びつく日付の相違を含む）を示
す表示（注2）
（参照: #2.3.1.1.1Cを見よ。）
（注2）逐次刊行物の順序表示（参照: #2.4を見よ。）として
扱う。
m) 定期的な改定、または頻繁な更新を示す表示
（参照: #2.3.1.1.1Cを見よ。）
n) 地理的範囲の相違を示す表示（注3）
　四国地方版
o) 特定の対象向けであることを示す表示（注3）
　ジュニア版
（注3）n)o)は、各版の内容が大幅に異なることが多いた
め、原則として版次ではなく、本タイトルの従属タイトルと
して扱う。こうした場合でも各版の内容がほぼ同一で、従
属タイトルとして扱う（本タイトルの一部とする）のが不適
当な場合は、版次とする。
p) 単に合冊したことを示す表示
　合本版
q) 「版」、「edition」などと表示されていても、本タイトル（部
編タイトルなどの従属タイトルを含む）、タイトル関連情報
または責任表示の一部として記録したもの（参照: 
#2.1.1.2.2c)、#2.1.1.2.8を見よ。）

#2.3.1.1.1A 書写資料 対象外 非適用

#2.3.1.1.1B 楽譜 対象外 非適用

#2.3.1.1.1C 逐次刊行物および更新資
料

次に挙げるものは、版次として扱わない。
a) 逐次刊行物の巻次、年月次を示す表示
b) 定期的な改訂、または頻繁な更新を示す表示

6.2.2F1.2 一部適用 次に挙げるものは、版次として扱わない。
a) 逐次刊行物の巻次、年月次を示す表示

適用

#2.3.1.1.2 情報源 版次は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.2E 適用 適用

#2.3.1.2 記録の方法 版次は、#2.3.0.4～#2.3.0.4.1 別法に従って記録する。 6.2.2F1 適用 適用

#2.3.1.2 記録の方法　任意省略 次の版次は記録しない。
a) 初版
b) 総合タイトルのない資料の個別の著作に関係する版
次

6.2.2F1 適用 適用

#2.3.1.2.1 語句の補足 情報源に数字および（または）文字のみが表示されてい
る場合は、版であることが分かるように適切な語句を補っ
て記録する。この場合、資料外から採用したことを、注記
および（または）その他の方法（コーディング、角がっこの
使用など）で示す。
（参照: #2.41.3.2.1b)を見よ。）
　　2011 [版]
　　Revised [edition]

6.2.2F1 非適用 非適用

#2.3.1.2.2 複数の版次 情報源に複数の版次が表示されている場合は、情報源
での表示順序、配置、デザイン等に基づいた順に記録す
る。
　　第 3 版
　　2015 年版
　　（情報源に双方ともに表示されている例）
　　Philippine edition
　　Paperback edition
　　（情報源に双方ともに表示されている例）

6.2.2F3 非適用 情報源に複数の版次が表示されている場合は、適切なも
ののうち、より顕著に表示されている方を記録する。

適用

#2.3.1.2.3 複数の言語・文字種による
版次

情報源に、版次が複数の言語または文字種で表示され
ている場合は、本タイトルと同一の言語または文字種に
よるものを記録する。本タイトルと同一の言語または文字
種による表示がない場合は、最初に表示されているもの
を記録する。

7.2.2F3 適用 別法を適用

別法 *情報源に、版次が複数の言語または文字種で表示され
ている場合は、内容と同一の言語または文字種によるも
のを記録する。内容と同一の言語または文字種による表
示がない場合は、最初に表示されているものを記録する
*。

7.2.2F3 非適用 適用

S #2.3.2 並列版次 並列版次は、版表示のサブエレメントである。 6.2.2A 適用 非適用

#2.3.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.2.1.1 記録の範囲 並列版次は、版次として記録したものと異なる言語およ
び（または）文字種による表示である。

7.2.2F3 適用 非適用

#2.3.2.1.2 情報源 並列版次は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 版次と同一の情報源（参照: #2.3.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

適用 非適用

c) 内容の変更による相違
内容の変更を伴う刷次は、版次として扱う。
　　第 2 刷補訂
なお、特定の版に属する刷次の表示中に、改訂、増補な
どに相当する語がある場合は、これを付加的版次として
扱う。
（参照: #2.3.5.1.1 を見よ。）
d) 地理的範囲の相違
　　国際版欧州
　　Latin America edition
e) 言語の相違
　　中文版
f) 利用対象者の相違
　　看護学生版
g) 刊行の様式、形態等の相違
　　新装版
　　豪華版

c) 内容の変更による相違
内容の変更を伴う刷次は、版次として扱う。
なお、特定の版に属する刷次の表示中に、改訂、増補な
どに相当する語がある場合は、これを付加的版次として
扱う。
（参照: #2.3.5.1.1を見よ。）
e） 言語の相違
　中文版
　English ed.
　日本語版
　English version
g) 刊行の様式、形態等の相違
　DVD-ROM版
　CD-ROM版
　カセット版
　Windows版
　Mac版
　縮刷版
　複製版（注1）
　復刻版
　累積版
　Reprint ed.
　Reduced ed.
（注1）単なる合冊は、複製とみなさない。

#2.3.1.1.1 記録の範囲（続） c) 内容の変更による相違
　　データ更新版
　　最終草案対応版
　　ディレクターズ・カット版
　　Full version
内容の変更を伴う刷次は、版次として扱う。
　　第 2 刷補訂
なお、特定の版に属する刷次の表示中に、改訂、増補な
どに相当する語がある場合は、これを付加的版次として
扱う。
（参照: #2.3.5.1.1 を見よ。）
d) 地理的範囲の相違
　　国際版欧州
　　Latin America edition
e) 言語の相違
　　中文版
　　English ed.
　　日本語版
　　English version
f) 利用対象者の相違
　　看護学生版
g) 刊行の様式、形態等の相違
　　DVD-ROM 版
　　CD-ROM 版
　　カセット版
　　Windows 版
　　新装版
　　豪華版
　　普及版
　　限定版
　　私家版
　　縮刷版
　　複製版
　　累積版
　　Reprint ed.
　　Reduced ed.

6.2.2F1.1 一部適用
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#2.3.2.2 記録の方法 並列版次は、#2.3.0.4～#2.3.0.4.1 別法に従って記録す
る。

適用 非適用

#2.3.2.2.1 複数の並列版次 並列版次が複数ある場合は、情報源での表示順序、配
置、デザイン等に基づいた順に記録する。

7.2.2F3 適用 非適用

S #2.3.3 版に関係する責任表示 版に関係する責任表示は、版表示のサブエレメントであ
る。

6.2.2A 適用 適用

#2.3.3.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.3.1.1 記録の範囲 版に関係する責任表示は、責任表示のうちの特定の版
に関係する表示である。記述対象の責任表示のうち、属
する版（補遺資料を含む）にのみ関係する個人・家族・団
体の名称と、その役割を示す語句を記録する。次のよう
な場合がある。
a) 特定の版にのみ関係している責任表示
b) 複数の版に関係しているが、すべての版には関係して
いない責任表示（すべての版に関係する責任表示は、本
タイトルに関係する責任表示として記録する。）
責任表示が、すべての版に関係しているか、一部の版に
のみ関係しているか判断できない場合、または版次の有
無が判明しない場合は、本タイトルに関係する責任表示
として扱う。
また、記述対象が初版である場合は、すべての責任表示
を本タイトルに関係する責任表示として扱う。

6.2.2F2 適用 適用

#2.3.3.1.2 情報源 版に関係する責任表示は、版次と同一の情報源から採
用する。
（参照: #2.3.1.1.2 を見よ。）

適用 版に関係する責任表示は、版次と同一の情報源から採
用する。必要に応じて、資料自体の他の情報源から採用
する。
（参照: #2.3.1.1.2を見よ。）

#2.3.3.2 記録の方法 版に関係する責任表示は、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 に従って
記録する。
　　日本国語大辞典第二版編集委員会編集

適用 適用

#2.3.3.2.1 複数の言語・文字種による
責任表示

情報源に、版に関係する責任表示が複数の言語または
文字種で表示されている場合は、本タイトルと同一の言
語または文字種によるものを記録する。本タイトルと同一
の言語または文字種による表示がない場合は、最初に
表示されているものを記録する。

適用

　別法 *情報源に、版に関係する責任表示が複数の言語または
文字種で表示されている場合は、内容と同一の言語また
は文字種によるものを記録する。内容と同一の言語また
は文字種による表示がない場合は、最初に表示されてい
るものを記録する*。

非適用 適用

S #2.3.4 版に関係する並列責任表
示

版に関係する並列責任表示は、版表示のサブエレメント
である。

6.2.2A 適用 非適用

#2.3.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.4.1.1 記録の範囲 版に関係する並列責任表示は、版に関係する責任表示
として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による表示である。

適用 非適用

#2.3.4.1.2 情報源 版に関係する並列責任表示は、対応する並列版次と同
一の情報源から採用する。対応する並列版次が存在しな
い場合は、版次と同一の情報源から採用する。
（参照: #2.3.1.1.2、#2.3.2.1.2 を見よ。）

適用 非適用

#2.3.4.2 記録の方法 版に関係する並列責任表示は、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 に
従って記録する。

適用 非適用

#2.3.4.2.1 複数の並列責任表示 版に関係する並列責任表示が複数ある場合は、対応す
る並列版次と同じ順に記録する。
対応する並列版次が存在しない場合は、情報源に表示さ
れている順に記録する。

適用 非適用

S * #2.3.5 付加的版次 付加的版次は、版表示のサブエレメントである。
付加的版次は、コア・エレメントである。

6.2.2A 適用 適用

#2.3.5.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.5.1.1 記録の範囲 付加的版次は、ある版に変更が加えられて再発行された
ことを示す版次である。再発行 されても従前の版から変
更が加えられていない場合に、識別またはアクセスに重
要でない ときは、付加的版次として扱わない。日本語で
表示されている場合は、「改訂」、「増補」 等の表示のあ
る刷次をも含む。 （参照: #2.3.1.1.1 を見よ。）

6.2.2F3 適用 適用

#2.3.5.1.2 情報源 付加的版次は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 版次と同一の情報源（参照: #2.3.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

適用 適用

#2.3.5.2 記録の方法 付加的版次は、#2.3.0.4～#2.3.0.4.1 別法に従って記録す
る。
　　増補第二刷
　　（版次: 第一版。#2.3.0.4.1 適用の場合）
　　2 版
　　（版次: 改訂版）
　　新装版
　　（版次: 改訂版）
　　 corrected reprint
　　（版次: 1st edition）

6.2.2F3 適用 適用

#2.3.5.2.1 複数の言語・文字種による
付加的版次

情報源に、付加的版次が複数の言語または文字種で表
示されている場合は、本タイトルと同一の言語または文
字種によるものを記録する。本タイトルと同一の言語また
は文字種による表示がない場合は、最初に表示されてい
るものを記録する。

適用 別法を適用

　別法 *情報源に、付加的版次が複数の言語または文字種で表
示されている場合は、内容と同一の言語または文字種に
よるものを記録する。内容と同一の言語または文字種に
よる表示がない場合は、最初に表示されているものを記
録する*。

非適用 適用

S #2.3.6 並列付加的版次 並列付加的版次は、版表示のサブエレメントである。 6.2.2A 適用 非適用

#2.3.6.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.6.1.1 記録の範囲 並列付加的版次は、付加的版次として記録したものと異
なる言語および（または）文字種による表示である。

適用 非適用
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#2.3.6.1.2 情報源 並列付加的版次は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 付加的版次と同一の情報源（参照: #2.3.5.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

適用 非適用

#2.3.6.2 記録の方法 並列付加的版次は、#2.3.0.4～#2.3.0.4.1 別法に従って記
録する。

適用 非適用

#2.3.6.2.1 複数の並列付加的版次 並列付加的版次が複数ある場合は、情報源での表示順
序、配置、デザイン等に基づいた順に記録する。

適用 非適用

S #2.3.7 付加的版に関係する責任
表示

付加的版に関係する責任表示は、版表示のサブエレメン
トである。

6.2.2A 適用 適用

#2.3.7.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.7.1.1 記録の範囲 付加的版に関係する責任表示は、責任表示のうち、特定
の付加的版に関係する表示である。記述対象の責任表
示のうち、属する付加的版のみに関係する個人・家族・団
体の名称と、その役割を示す語句を記録する。

適用 適用

#2.3.7.1.2 情報源 付加的版に関係する責任表示は、付加的版次と同一の
情報源から採用する。
（参照: #2.3.5.1.2 を見よ。）

適用 付加的版に関係する責任表示は、付加的版次と同一の
情報源から採用する。必要に応じて、資料自体の他の情
報源から採用する。
（参照: #2.3.5.1.2を見よ。）

#2.3.7.2 記録の方法 付加的版に関係する責任表示は、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 に
従って記録する。

適用 適用

#2.3.7.2.1 複数の言語・文字種による
責任表示

付加的版に関係する責任表示が、情報源に複数の言語
または文字種で表示されている場合は、本タイトルと同一
の言語または文字種によるものを記録する。本タイトルと
同一の言語または文字種による表示がない場合は、最
初に表示されているものを記録する。

非適用 別法を適用

別法 *付加的版に関係する責任表示が、情報源に複数の言語
または文字種で表示されている場合は、内容と同一の言
語または文字種によるものを記録する。内容と同一の言
語または文字種による表示がない場合は、最初に表示さ
れているものを記録する*。

適用 適用

S #2.3.8 付加的版に関係する並列
責任表示

付加的版に関係する並列責任表示は、版表示のサブエ
レメントである。

6.2.2A 適用 非適用

#2.3.8.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.3.8.1.1 記録の範囲 付加的版に関係する並列責任表示は、付加的版に関係
する責任表示として記録したものと異なる言語および（ま
たは）文字種による表示である。

適用 非適用

#2.3.8.1.2 情報源 付加的版に関係する並列責任表示は、対応する並列付
加的版次と同一の情報源から採用する。対応する並列付
加的版次が存在しない場合は、付加的版次と同一の情
報源から採用
する。
（参照: #2.3.5.1.2、#2.3.6.1.2 を見よ。）

適用 非適用

#2.3.8.2 記録の方法 付加的版に関係する並列責任表示は、#2.2.0.4～
#2.2.0.4.6 に従って記録する。

適用 非適用

#2.3.8.2.1 複数の並列責任表示 付加的版に関係する並列責任表示が複数ある場合は、
対応する付加的並列版次と同じ順に記録する。対応する
付加的並列版次が存在しない場合は、情報源に表示さ
れている順に記録する。

適用 非適用
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
E #2.4 逐次刊行物の順序表示 逐次刊行物の順序表示は、エレメントである。 6.2.3A 適用 適用

#2.4.0 通則 — —
#2.4.0.1 記録の範囲 逐次刊行物の個々の部分（巻号）を識別する表示を、逐

次刊行物の順序表示として記録する。
順序表示には、巻次と年月次とがある。巻次は、数字、
文字などから成り、年月次は、年、月、日または時期を示
す数字、文字から成る。
順序表示の方式に変化があった場合は、 古い方式によ
る表示と新しい方式による表示の双方を記録する。
（参照: #2.4.0.6 を見よ。）
また、同時に複数の順序表示の方式を保持している場合
がある。この場合は、主な順序表示または最初に表示さ
れた順序表示を、この優先順位で初号および（または）終
号の巻次および（または）年月次として扱い、それ以外の
ものを初号および（または）終号の別方式の巻次および
（または）年月次として扱う。

6.2.3D
6.2.3F3

一部適用 逐次刊行物の個々の部分（巻号）を識別する表示を、逐
次刊行物の順序表示として記録する。
順序表示には、巻次と年月次とがある。巻次は、数字、
文字などから成り、年月次は、年、月、日または時期を示
す数字、文字から成る。
順序表示の方式に変化があった場合は、 古い方式によ
る表示と新しい方式による表示の双方を記録する。
（参照: #2.4.0.6 を見よ。）

また、同時に複数の順序表示の方式を保持している場合
がある。この場合は、主な順序表示または最初に表示さ
れた順序表示を、この優先順位で初号および（または）終
号の巻次および（または）年月次として扱い、それ以外の
ものを初号および（または）終号の別方式の巻次および
（または）年月次として扱う。

なお、主な順序表示の判断基準とは、例えば次のような
ものである。
(1)　その雑誌固有の巻次は，他の雑誌と共有する巻次よ
り優先する
　　(例：すべての部編に共通する巻次とその部編に固有
の巻次とでは，その部編に固有の巻次を優先)
(2)　変遷後に付与された巻次は，変遷前誌から引き継い
だ巻次より優先する
(3)　2階層の巻次(巻号表示など)は，1階層の巻次(通号
表示など)より優先する
(4)　(年月次は）西暦年は和暦に優先する

逐次刊行物の個々の部分（巻号）を識別する表示を、逐
次刊行物の順序表示として記録する。
順序表示には、巻次と年月次とがある。巻次は、数字、
文字などから成り、年月次は、年、月、日または時期を示
す数字、文字から成る。
順序表示の方式に変化があった場合は、古い方式によ
る表示と新しい方式による表示の号双方を記録する。
（参照: #2.4.0.6を見よ。）
また、同時に複数の順序表示の方式を保持している場合
がある。この場合は、主な順序表示または最初に表示さ
れた順序表示を、この優先順位で初号および（または）終
号の巻次および（または）年月次として扱い、それ以外の
ものを初号および（または）終号の別方式の巻次および
（または）年月次として扱う。
所蔵する巻号については複数巻単行資料、逐次刊行物、
更新資料の所蔵の詳細として扱う。
（参照: #3.7.1.2.1複数巻単行資料、逐次刊行物、更新資
料の所蔵の詳細を見よ。）

#2.4.0.2 エレメント・サブタイプ 順序表示には、次のエレメント・サブタイプがある。これら
のうち、初号の巻次、初号の年月次、終号の巻次、終号
の年月次は、コア・エレメントである。順序表示の方式が
変化した場合は、初号の巻次および（または）年月次につ
いては最初の方式のものが、終号の巻次および（または）
年月次については最後の方式のものが、コア・エレメント
である。
a) 初号の巻次（参照: #2.4.1 を見よ。）
b) 初号の年月次（参照: #2.4.2 を見よ。）
c) 終号の巻次（参照: #2.4.3 を見よ。）
d) 終号の年月次（参照: #2.4.4 を見よ。）
e) 初号の別方式の巻次（参照: #2.4.5 を見よ。）
f) 初号の別方式の年月次（参照: #2.4.6 を見よ。）
g) 終号の別方式の巻次（参照: #2.4.7 を見よ。）
h) 終号の別方式の年月次（参照: #2.4.8 を見よ。）

6.2.3A 適用 適用

#2.4.0.3 情報源 順序表示は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 初号または終号の本タイトルと同一の情報源（参照: 
#2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 初号または終号の資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の
優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.3E 一部適用 順序表示は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 初号または終号の本タイトルと同一の情報源（参照: 
#2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 初号または終号の資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の
優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合は、a)よりもb)
を優先して選択する。

順序表示は、次の優先順順位で情報源を選定する。
a) 初号または終号の本タイトルと同一の情報源（参照: 
#2.1.1.1.2を見よ。）
b) 初号または終号の資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の
優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3を見よ。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合は、a)よりもb)
を優先して選択する。

#2.4.0.4 記録の方法 順序表示は、採用した情報源に表示されているものを、
#1.10～#1.10.11 別法に従って省略せずに記録する。漢
数字、ローマ数字、語句で表記される数字等は、
#1.10.10.1～#1.10.10.4 に従ってアラビア数字に置き換え
て記録する。日付は、情報源に表示されている暦で記録
する。
　　1 巻 1 号
　　平成 8 年夏号
　　（情報源の表示: 平成八年夏号）
　　vol. 1, no. 1
　　tome 3
　　（情報源の表示: tome Ⅲ）
　　summer 1982
序数は、当該言語の標準的な序数を示す表記の形式で
記録する。例えば、日本語等では「第」を省略せず、英語
では「1st」、「2nd」、「3rd」、「4th」などの形式で記録する。
　　第 1 集
　　4th issue
　　（情報源の表示: fourth issue）
数字の一部が省略されている場合に、その意味を明確に
するために必要なときは、完全な形で記録する。
　　2000
　　（終号の情報源の表示: '00。初号の年月次: 1990）

6.2.3F 適用 順序表示は、採用した情報源に表示されているものを、
#1.10～#1.10.11別法に従って記録する。漢数字、ローマ
数字、語句で表記される数字等は、#1.10.10.1～
#1.10.10.4に従ってアラビア数字に置き換えて記録する。
「元年」「水無月」等は数字による表現に置き換える。
「卷」「號」「㐧」は、それぞれ「巻」「号」「第」に置き換える。
　1巻1号
　平成8年夏号
　（情報源の表示: 平成八年夏号）
　tome 3
　（情報源の表示: tome Ⅲ）
　summer 1982
序数は、当該言語の標準的な序数を示す表記の形式に
従って、数字として記録する。例えば、日本語等では「第」
を省略せず、英語では「1st」、「2nd」、「3rd」、「4th」などの
形式で記録する。その他の言語の場合は「1.」、「2.」、「3.」
などと記録する。
　第1集
　4th issue
　（情報源の表示: fourth issue）
表示位置を揃えるための「0」は省略する。
数字の一部が省略されている場合に、その意味を明確に
するために必要なときは、完全な形で記録する。年月次
の表示で、「年」「月」「日」にあたる表示がないときは、
「年」「月」「日」を補い、元号が省略されているときは元号
を補う。ただし、年のみの表示の場合は「年」を補わない。
　2000 
　（終号の情報源の表示: '00。初号の年月次: 1990）

#2.4.0.4 記録の方法（続） ハイフン等の記号が含まれている場合に、その意味を明
確にするために必要なときは、スラッシュに置き換える。
　　1961/1972
　　（情報源の表示: 1961-1972）
　　1981/1990
　　（情報源の表示: 1981-90）
順序表示の方式の変化とはみなせないが、表示の形が
変化しているような場合に、それが重要なときは、注記と
して記録する。
（参照: #2.41.4.2.2 を見よ。）

6.2.3F 適用 ハイフン等の記号が含まれている場合に、その意味を明
確にするために必要なときは、スラッシュに置き換える。
　1961/1972
　（情報源の表示: 1961-1972）
　1981/1990
　（情報源の表示: 1981-90）
記録上、巻レベル、号レベルを識別できないときは、ハイ
フンを補う。
合併号の場合、スラッシュで始めの号と終わりの号をつな
いで記録する。幅のある年月次も同様に記録する。
　第9/10巻
　（情報源の表示: 第9・10巻 合併号）
順序表示の方式の変化とはみなせないが、表示の形が
変化しているような場合に、それが重要なときは、注記と
して記録する。
（参照: #2.41.4.2.2を見よ。）

#2.4.0.4.1 年と号から成る巻次 巻次は通常は巻と号から構成されるが、年と号から成る
ものも巻次として記録する。この場合は、号数の前に年を
記録する。
　　2015-1
　　（情報源の表示: 1-2015）
　　2014 年 3 号
　　（情報源の表示: 3 号/2014 年）

6.2.3F 適用 適用

#2.4.0.4.2 西暦以外の暦による年月
次

年月次が西暦以外の暦によって表示されている場合は、
必要に応じて、西暦に置き換えたものを付加することがで
きる。この場合、資料外の情報源から採用したことを注記
および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの
使用など）で示す。
 　　平成 2 年 [1990]
　　（参照: #2.41.4.2.4 を見よ。）

6.2.3F 一部適用 年月次が西暦以外の暦によって表示されている場合は、
明治以降の元号は，頭1字のみに短縮し記録する。また，
年月次の「年・月・日」及び「号・版・度」などの年月日数値
に付随する文字も省略する。

年月次が皇紀、中国暦、旧満州暦等によって表示されて
いる場合は、西暦に置き換える。
　1940年
　（情報源の表示: 皇紀2600年）
　1912年
　（情報源の表示: 中華民国1年）
　1932年
　（情報源の表示: 大同1年）
　1934年
　（情報源の表示: 康徳1年）
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#2.4.0.4.3 年月次として扱う出版日
付・頒布日付

初号および（または）終号に巻次、年月次の表示がなくそ
れ以外の号からも確認できない場合は、出版日付、頒布
日付等を初号および（または）終号の年月次として記録す
る。

6.2.3F 非適用 非適用

#2.4.0.4.4 複数の言語・文字種による
巻次・年月次

巻次または年月次が採用した情報源に複数の言語また
は文字種で表示されている場合は、本タイトルと同一の
言語または文字種によるものを記録する。本タイトルと同
一の言語または文字種による表示がない場合は、最初
に表示されているものを記録する。

6.2.3F 適用 別法を適用

別法 *巻次が採用した情報源に複数の言語または文字種で表
示されている場合は、内容と同一の言語または文字種に
よるものを記録する。内容と同一の言語または文字種に
よる表示がない場合は、最初に表示されているものを記
録する。
年月次が採用した情報源に複数の言語または文字種で
表示されている場合は、刊行頻度として記録したものに
合致するものを記録する。刊行頻度として記録したものに
合致する表示がない場合は、最初に表示されているもの
を記録する*。
（参照: #2.13.3 を見よ。）

6.2.3F 非適用 巻次が採用した情報源に複数の言語または文字種で表
示されている場合は、内容と同一の言語または文字種に
よるものを記録する。内容と同一の言語または文字種に
よる表示がない場合は、より詳しい表示のものを記録す
る。それらによる判断ができない場合は、最初に表示さ
れているものを記録する。
年月次が採用した情報源に複数の言語または文字種で
表示されている場合は、刊行頻度として記録したものに
合致するものを記録する。刊行頻度として記録したものに
合致する表示が複数ある場合、または合致する表示がな
い場合は、内容と同一の言語または文字種によるものを
記録する。それらによる判断ができない場合は、最初に
表示されているものを記録する。
（参照: #2.13.3を見よ。）

#2.4.0.5 複製  複製については、原資料の順序表示を記録する。複製
自体の順序表示がある場合は、これを注記として記録す
る。
（参照: #2.41.4.2.5 を見よ。）

6.0.2C10 一部適用 複製については、原資料の順序表示を記録する。複製自
体の順序表示がある場合は、これを注記として記録す
る。ただし、順序表示が逐次的でない場合は適用しない。
（参照: #2.41.4.2.5 を見よ。）

複製については、原資料の順序表示を記録する。複製自
体の順序表示がある場合に、識別またはアクセスに重要
なときは、これを注記として記録する。
（参照: #2.41.4.2.5を見よ。）

別法 *複製にそれ自体の順序表示がある場合は、原資料では
なく複製の順序表示を記録する。原資料の順序表示は、
関連する体現形の順序表示として記録する*。
（参照: #43.3 を見よ。）

非適用

#2.4.0.6 変化 順序表示は、その方式が変化する場合がある。古い方式
の最後の号の順序表示は、終号の巻次および（または）
年月次として、新しい方式の最初の号の順序表示は、初
号の巻次および（または）年月次として記録する。順序表
示は、古い方式、新しい方式の順に記録する。
（参照: #2.4.1.2.3 を見よ。）

6.2.3F4
6.2.3F5.1
6.2.3F5.2

適用 適用

ES * #2.4.1 初号の巻次 初号の巻次は、逐次刊行物の順序表示のエレメント・サ
ブタイプである。
初号の巻次は、コア・エレメントである。順序表示の方式
が変化した場合は、最初の方式のものが、コア・エレメン
トである。

6.2.3A 適用 適用

#2.4.1.1 記録の範囲 初号に表示された巻次、および本タイトルまたは責任表
示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述を
作成した場合の、変化後の最初の号の巻次を、初号の巻
次として扱う。順序表示の方式に変化があった場合は、
新しい方式の最初の号の巻次も初号の巻次として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、初号の主な巻次または最初に表示されている
巻次を、この優先順位で初号の巻次として、その他のも
のを初号の別方式の巻次として扱う。それらが、巻号と通
号である場合は、巻号を初号の巻次として、通号を初号
の別方式の巻次として扱う。
（参照: #2.4.5.1 を見よ。）

6.2.3D
6.2.3F2

一部適用 初号に表示された巻次、および本タイトルまたは責任表
示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述を
作成した場合の、変化後の最初の号の巻次を、初号の巻
次として扱う。順序表示の方式に変化があった場合は、
新しい方式の最初の号の巻次も初号の巻次として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、初号の主な巻次または最初に表示されている
巻次を、この優先順位で初号の巻次として、その他のも
のを初号の別方式の巻次として扱う。それらが、巻号と通
号である場合は、巻号を初号の巻次として、通号を初号
の別方式の巻次として扱う。
（参照: #2.4.0.1、#2.4.5.1 を見よ。）

適用

#2.4.1.2 記録の方法 初号の巻次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に従って記録す
る。

6.2.3F2 適用 適用

#2.4.1.2.1 初号に巻次がない場合 初号に巻次が表示されていない場合は、それに続く号の
巻次に基づいて判断し、初号の巻次を記録する。この場
合は、初号を情報源としていないことを注記および（また
は）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で
示す。
（参照: #2.41.4.2.1.1 を見よ。）

6.2.3F2.4
6.2.3F2.5

適用 初号に巻次の表示がなく、年月次のみ表示されている場
合は、年月次のみを記録する。
初号の巻次が「創刊号」のみである場合は、それに続く号
の巻次に基づいて判断し、初号の巻次を記録する。この
場合は、初号を情報源としていないことが分かるように角
がっこを使用して記録する。次号以降の表示を参考にで
きないときは、「[1号]」と記録する。

#2.4.1.2.2 初号を識別の基盤としてい
ない場合

初号を入手していない場合などに、他の情報源で確認で
きるときは、初号の巻次を記録する。この場合は、初号を
情報源としていないことを注記および（または）その他の
方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
 　　[第 1 巻第 1 号]
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 非適用 適用

別法  *初号を入手していない場合などに、他の情報源で確認
できる初号の巻次は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 一部適用 初号を入手していない場合などに、初号の巻次は記録し
ない。他の情報源で確認できる初号の巻次は、注記とし
て記録することができる。

#2.4.1.2.3 順序表示の変化を示す語
句

順序表示の方式が変化して、新しい方式の最初の号の
巻次にそれを識別する語句が付されている場合は、その
語句も含めて記録する。順序表示の方式に変化があっ
て、古い方式との区別が困難な場合は、表示されていな
くても新しい方式であることを示す語句を記録する。この
場合は、その語句が情報源に表示されていないことを注
記および（または）その他の方法（コーディングや角がっこ
の使用など）で示す。
　　第 2 期第 1 巻
　　（前の順序表示: 第 1 巻-第 50 巻）
　　New series, v. 1, no. 1
　　[3rd series], no. 1
　　（前の順序表示: [2nd series], no. 1-no. 3）
（参照: 「第 2 期」のような語句を本タイトルの従属タイトル
として扱う場合については、#2.1.1.2.8Bc）を見よ。）
（参照: #2.41.4.2.6 を見よ。）

6.2.3F6
6.0.1A1.1(6)

一部適用 順序表示の方式が変化して、新しい方式の最初の号の
巻次にそれを識別する語句が付されて、それが逐次刊行
物全体の順序付けである場合は、重要な変化により体現
形に対する新規の記述を作成する。その場合、新しい方
式の最初の号の巻次を、初号の巻次として扱う。
新しい新しい方式の最初の号の巻次に付された識別する
語句が、順序表示の変化を示す語句である場合は、その
語句も含めて記録する。

順序表示の方式が変化して、新しい方式の最初の号の
巻次にそれを識別する語句が付されている場合は、その
語句も含めて記録する。順序表示の方式に変化があっ
て、古い方式との区別が困難な場合は、表示されていな
くても新しい方式であることを示す語句を必要に応じて記
録する。この場合は、その語句が情報源に表示されてい
ないことが分かるように角がっこを使用して記録する。
（参照: 「第2期」のような語句を、本タイトルの従属タイト
ルとして扱う場合については、#2.1.1.2.8C、本タイトルの
重要な変化として扱う場合については、#2.1.1.4.1g)を見
よ。）

ES * #2.4.2 初号の年月次 初号の年月次は、逐次刊行物の順序表示のエレメント・
サブタイプである。
初号の年月次は、コア・エレメントである。順序表示の方
式が変化した場合は、最初の方式のものが、コア・エレメ
ントである。

6.2.3A 適用 適用

#2.4.2.1 記録の範囲 初号に表示された年月次、および本タイトルまたは責任
表示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述
を作成した場合の、変化後の最初の号の年月次を、初号
の年月次として扱う。順序表示の方式に変化があった場
合は、新しい方式の最初の号の年月次も初号の年月次
として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が年月次で
ある場合は、初号の主な年月次または最初に表示されて
いる年月次を、この優先順位で初号の年月次として、そ
の他のものを初号の別方式の年月次として扱う。複数の
異なる暦による表示がある場合は、主なものまたは最初
に表示されているものを、この優先順位で初号の年月次
として、その他のものを初号の別方式の年月次として扱
う。
（参照: #2.4.6.1 を見よ。）

6.2.3D
6.2.3F4.4

一部適用 初号に表示された年月次、および本タイトルまたは責任
表示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述
を作成した場合の、変化後の最初の号の年月次を、初号
の年月次として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が年月次で
ある場合は、初号の主な年月次または最初に表示されて
いる年月次を、この優先順位で初号の年月次として、そ
の他のものを初号の別方式の年月次として扱うことがで
きる。複数の異なる暦による表示がある場合は、より安
定して順序付として表示されている年月次を、この優先
順位で初号の年月次として、その他のものを初号の別方
式の年月次として扱うことができる。
（参照: #2.4.6.1 を見よ。）

適用
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#2.4.2.2 記録の方法 初号の年月次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に従って記録
する。

適用 適用

#2.4.2.2.1 初号に年月次がない場合 初号に年月次が表示されていない場合は、それに続く号
の年月次に基づいて判断し、初号の年月次を記録する。
この場合は、初号を情報源としていないことを注記および
（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用な
ど）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.1 を見よ。）

6.2.3F2.6 一部適用 初号に年月次が表示されていない場合は、出版年，頒布
年などを角がっこを使用して補記する。

初号に年月次の表示がなく、巻次のみ表示されている場
合は、巻次のみを記録する。ただし、新聞扱いとしたもの
は、年月次として発行日を記録する。

#2.4.2.2.2 初号を識別の基盤としてい
ない場合

初号を入手していない場合などに、他の情報源で確認で
きるときは、初号の年月次を記録する。この場合は、初号
を情報源としていないことを注記および（または）その他
の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 非適用 適用

別法 *初号を入手していない場合などに、他の情報源で確認
できる初号の年月次は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 一部適用 初号を入手していない場合は，他の情報源で確認できる
初号の年月次は、注記として記録することができる。

ES * #2.4.3 終号の巻次 終号の巻次は、逐次刊行物の順序表示のエレメント・サ
ブタイプである。
終号の巻次は、コア・エレメントである。順序表示の方式
が変化した場合は、最後の方式のものが、コア・エレメン
トである。

6.2.3A 適用 適用

#2.4.3.1 記録の範囲 終号に表示された巻次、および本タイトルまたは責任表
示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述を
作成した場合の、変化前の最後の号の巻次を、終号の巻
次として扱う。順序表示の方式に変化があった場合は、
古い方式の最後の号の巻次も終号の巻次として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、終号の主な巻次または最初に表示されている
巻次を、この優先順位で終号の巻次として、その他のも
のを終号の別方式の巻次として扱う。それらが巻号と通
号である場合は、巻号を終号の巻次として、通号を終号
の別方式の巻次として扱う。
（参照: #2.4.7.1 を見よ。）

6.2.3D
6.2.3F2

一部適用 終号に表示された巻次、および本タイトルまたは責任表
示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述を
作成した場合の、変化前の最後の号の巻次を、終号の巻
次として扱う。順序表示の方式に変化があった場合は、
古い方式の最後の号の巻次も終号の巻次として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、終号の主な巻次または最初に表示されている
巻次を、この優先順位で終号の巻次として、その他のも
のを終号の別方式の巻次として扱う。それらが巻号と通
号である場合は、巻号を終号の巻次として、通号を終号
の別方式の巻次として扱う。
（参照: #2.4.0.1、#2.4.7.1 を見よ。）

適用

#2.4.3.2 記録の方法 終号の巻次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に従って記録す
る。

6.2.3F2 適用 適用

#2.4.3.2.1 終号に巻次がない場合 終号に巻次が表示されていない場合は、その前の号の
巻次に基づいて判断し、終号の巻次を記録する。この場
合は、終号を情報源としていないことを注記および（また
は）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で
示す。
（参照: #2.41.4.2.1.1 を見よ。）

6.2.3F2.4
6.2.3F2.5

適用 終号に巻次の表示がなく、年月次のみ表示されている場
合は、年月次のみを記録する。
終号が増刊号、特別号などの場合は、その前の号の巻
次に続けて、そのままの形を記録する。

#2.4.3.2.2 終号を識別の基盤としてい
ない場合

終号を入手していない場合などに、他の情報源で確認で
きるときは、終号の巻次を記録する。この場合は、終号を
情報源としていないことを注記および（または）その他の
方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 非適用 適用

別法 *終号を入手していない場合などに、他の情報源で確認
できる終号の巻次は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 一部適用 終号を入手していない場合は，他の情報源で確認できる
終号の巻次は、注記として記録することができる。

ES * #2.4.4 終号の年月次 終号の年月次は、逐次刊行物の順序表示のエレメント・
サブタイプである。
終号の年月次は、コア・エレメントである。順序表示の方
式が変化した場合は、最後の方式のものが、コア・エレメ
ントである。

6.2.3A 適用 適用

#2.4.4.1 記録の範囲 終号に表示された年月次、および本タイトルまたは責任
表示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述
を作成した場合の、変化前の最後の号の年月次を、終号
の年月次として扱う。順序表示の方式に変化があった場
合は、古い方式の最後の号の年月次も終号の年月次と
して扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が年月次で
ある場合は、終号の主な年月次または最初に表示されて
いる年月次を、この優先順位で終号の年月次として、そ
の他のものを終号の別方式の年月次として扱う。複数の
異なる暦による表示がある場合は、主なものまたは最初
に表示されているものを、この優先順位で終号の年月次
として、その他のものを終号の別方式の年月次として扱
う。
（参照: #2.4.8.1 を見よ。）

6.2.3D
6.2.3F4.4

一部適用 終号に表示された年月次、および本タイトルまたは責任
表示等の重要な変化により体現形に対する新規の記述
を作成した場合の、変化前の最後の号の年月次を、終号
の年月次として扱う。順序表示の方式に変化があった場
合は、古い方式の最後の号の年月次も終号の年月次と
して扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が年月次で
ある場合は、終号の主な年月次または最初に表示されて
いる年月次を、この優先順位で終号の年月次として、そ
の他のものを終号の別方式の年月次として扱う。複数の
異なる暦による表示がある場合は、主なものまたは最初
に表示されているものを、この優先順位で終号の年月次
として、その他のものを終号の別方式の年月次として扱
う。
（参照: #2.4.0.1、#2.4.8.1 を見よ。）。

適用

#2.4.4.2 記録の方法 終号の年月次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に従って記録
する。

適用 適用

#2.4.4.2.1 終号に年月次がない場合 終号に年月次が表示されていない場合は、その前の号
の年月次に基づいて判断し、終号の年月次を記録する。
この場合は、終号を情報源としていないことを注記および
（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用な
ど）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.1 を見よ。）

6.2.3F2.6 一部適用 終号に年月次が表示されていない場合は、出版年，頒布
年などを角がっこを使用して補記する。

終号に年月次の表示がなく、巻次のみ表示されている場
合は、巻次のみを記録する。ただし、新聞扱いとしたもの
は、年月次として発行日を記録する。

#2.4.4.2.2 終号を識別の基盤としてい
ない場合

終号を入手していない場合などに、他の情報源で確認で
きるときは、終号の年月次を記録する。この場合は、終号
を情報源としていないことを注記および（または）その他
の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 非適用 適用

別法 *終号を入手していない場合などに、他の情報源で確認
できる終号の年月次は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.3E 一部適用 終号を入手していない場合などに、他の情報源で確認で
きる終号の年月次は、注記として記録することができる。

ES #2.4.5 初号の別方式の巻次 初号の別方式の巻次は、逐次刊行物の順序表示のエレ
メント・サブタイプである。

6.23.3A 適用 適用

#2.4.5.1 記録の範囲 複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、初号の巻次のうち、主でない巻次または 2 番
目以降に表示されている巻次を、この優先順位で初号の
別方式の巻次として扱う。ただし、複数の方式による巻次
が、巻号と通号である場合は、通号を初号の別方式の巻
次として扱う。
（参照: 初号の巻次については、#2.4.1.1 を見よ。）

6.2.3F3 一部適用 複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、初号の巻次のうち，優先巻次に採用しなかっ
た巻次を別方式の巻次として扱う。ただし，単に巻次の呼
称が異なるだけでは別方式の巻次とはみなさない。

適用

#2.4.5.2 記録の方法 初号の別方式の巻次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に従っ
て記録する。

6.2.3F3 適用 適用

ES #2.4.6 初号の別方式の年月次 初号の別方式の年月次は、逐次刊行物の順序表示のエ
レメント・サブタイプである。

6.23.3A 一部適用 初号の別方式の年月次は、別方式の巻次を記録する場
合のみ逐次刊行物の順序表示のエレメント・サブタイプで
ある。

適用
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#2.4.6.1 記録の範囲 複数の順序表示の方式を保持していて双方が年月次で
ある場合は、初号の年月次のうち、主でない年月次また
は 2 番目以降に表示されている年月次を、この優先順位
で初号の別方式の年月次として扱う。また、複数の異な
る暦による表示がある場合は、初号の年月次としなかっ
たものを初号の別方式の年月次として扱う。
（参照: 初号の年月次については、#2.4.2.1 を見よ。）

6.2.3F3 適用 適用

#2.4.6.2 記録の方法 初号の別方式の年月次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に
従って記録する。

6.2.3F3 適用 適用

ES #2.4.7 終号の別方式の巻次 終号の別方式の巻次は、逐次刊行物の順序表示のエレ
メント・サブタイプである。

6.2.3F3 適用 適用

#2.4.7.1 記録の範囲 複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、終号の巻次のうち、主でない巻次または 2 番
目以降に表示されている巻次を、この優先順位で終号の
別方式の巻次として扱う。ただし、複数の方式による巻次
が、巻号と通号である場合は、通号を終号の別方式の巻
次として扱う。
（参照: 終号の巻次については、#2.4.3.1 を見よ。）

6.2.3F3 一部適用 複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻次であ
る場合は、終号の巻次のうち，優先巻次に採用しなかっ
た巻次を別方式の巻次として扱う。ただし，単に巻次の呼
称が異なるだけでは別方式の巻次とはみなさない。

適用

#2.4.7.2 記録の方法 終号の別方式の巻次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に従っ
て記録する。

6.2.3F3 適用 適用

ES #2.4.8 終号の別方式の年月次 終号の別方式の年月次は、逐次刊行物の順序表示のエ
レメント・サブタイプである。

6.2.3F3 一部適用 終号の別方式の年月次は、別方式の巻次を記録する場
合のみ逐次刊行物の順序表示のエレメント・サブタイプで
ある。

適用

#2.4.8.1 記録の範囲 複数の順序表示の方式を保持していて双方が年月次で
ある場合は、終号の年月次のうち、主でない年月次また
は 2 番目以降に表示されている年月次を、この優先順位
で終号の別方式の年月次として扱う。また、複数の異な
る暦による表示がある場合は、終号の年月次としなかっ
たものを終号の別方式の年月次として扱う。
（参照: 終号の年月次については、#2.4.4.1 を見よ。）

6.2.3F3 適用 適用

#2.4.8.2 記録の方法 終号の別方式の年月次は、#2.4.0.4～#2.4.0.4.4 別法に
従って記録する。

6.2.3F3 適用 適用
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
＜#2.5～#2.9　出版表示、
制作表示等＞

E #2.5 出版表示 出版表示は、エレメントである。 6.2.4A 適用 適用

#2.5.0 通則 — —

#2.5.0.1 記録の範囲 刊行物の出版、発行、公開に関して、場所、責任を有する個人・家族・
団体、日付を識別する表示を、出版表示として記録する。オンライン資
料はすべて刊行物とみなし、出版表示を記録する。非刊行物の制作に
関係する表示については、#2.8 に従って記録する。
初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）については、発売者および印刷者
に関係する表示を出版表示として扱う。

適用 適用

#2.5.0.2 サブエレメント 出版表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、出版地、出版
者および出版日付は、コア・エレメントである。
a) 出版地（参照: #2.5.1 を見よ。）
b) 並列出版地（参照: #2.5.2 を見よ。）
c) 出版者（参照: #2.5.3 を見よ。）
d) 並列出版者（参照: #2.5.4 を見よ。）
e) 出版日付（参照: #2.5.5 を見よ。）

6.2.4A 一部適用 出版表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、出版地、出版
者および出版日付は、コア・エレメントである。
a) 出版地（参照: #2.5.1 を見よ。）
b) 並列出版地（参照: #2.5.2 を見よ。）（非適用）
c) 出版者（参照: #2.5.3 を見よ。）
d) 並列出版者（参照: #2.5.4 を見よ。）（非適用）
e) 出版日付（参照: #2.5.5 を見よ。）（非適用）

出版表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、出版地、出版
者および出版日付は、コア・エレメントである。
a) 出版地（参照: #2.5.1を見よ。）
b) 並列出版地（参照: #2.5.2を見よ。）（非適用）
c) 出版者（参照: #2.5.3を見よ。）
d) 並列出版者（参照: #2.5.4を見よ。）
e) 出版日付（参照: #2.5.5を見よ。）

#2.5.0.3 情報源 出版表示の情報源は、サブエレメントごとに定める。 6.2.4E 適用 適用

#2.5.0.4 記録の方法 出版表示は、情報源に表示されているものを、#1.10～#1.10.11 別法に
従って記録する。資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記
および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で
示す。
（参照: #2.41.5.2.1 を見よ。）

6.2.4E 適用 適用

#2.5.0.5 複製 複製については、原資料の出版表示ではなく、複製自体の表示を出版
表示として記録する。原資料の出版表示は、関連する体現形の出版表
示として記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.1.2C11 適用 適用

#2.5.0.6 変化 — —

#2.5.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料、逐次刊行物の途中の巻号で、出版地が変化して、そ
の変化が識別またはアクセスに重要な場合は、それを注記として記録
する。出版地の変化が名称上のものであっても、識別に重要な場合は、
それを注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.7.1 を見よ。）
複数巻単行資料、逐次刊行物の途中の巻号で、出版者の名称が変化
したか、または出版者が他の出版者に替わった場合に、それらの変化
が識別またはアクセスに重要なときは、それを注記として記録する。出
版者の変化が表示上のみのものであっても、識別に重要な場合は、そ
れを注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.7.1 を見よ。）

6.2.4F2.3
6.2.4F3.2

適用 適用

#2.5.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

出版地の変化や、出版者の名称の変化が頻繁に生じている場合は、変
化のある旨を簡略に注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.7.1 任意省略を見よ。）

適用 適用

#2.5.0.6.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.0.6.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

S * #2.5.1 出版地 出版地は、出版表示のサブエレメントである。
出版地は、コア・エレメントである。複数の出版地が情報源に表示されて
いる場合は、最初に記録するもののみが、コア・エレメントである。

6.2.4A 適用 適用

#2.5.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.5.1.1.1 記録の範囲 出版地は、刊行物の出版、発行、公開と結びつく場所（市町村名等）で
ある。

6.2.4F1 適用 適用

#2.5.1.1.2 情報源 出版地は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 出版者と同一の情報源（参照: #2.5.3.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.4E 適用 適用

#2.5.1.2 記録の方法　任意省略1 市名は、「市」またはそれに相当する語を記録しない。
「日本」という国名は、原則として記録しない。
　　Osaka
　　（情報源の表示: Osaka City）
　　武蔵野（東京都）
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市）

適用 適用

#2.5.1.2 記録の方法　任意省略2 出版地の識別に必要でない場合は、上位の地方自治体名等および（ま
たは）国名が市町村名等とともに情報源に表示されていても、市町村名
等のみを記録する。
　　武蔵野
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市。任意省略 1 も適用した例）

適用 適用

#2.5.1.2 記録の方法　任意追加1 識別またはアクセスに重要な場合は、住所をすべて出版地として記録
する。
　　東京市本郷區曙町三番地
　　255 Sussex Drive, Ottawa, Ontario

非適用 非適用

#2.5.1.2 記録の方法　任意追加2 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。資
料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）その
他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
　　美郷町 [秋田県]
　　美郷町 [島根県]
　　Cambridge [Massachusetts]
　　Cambridge [United Kingdom]

6.2.4F2.1 一部適用 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を角がっこ[]でくるんで補記す
る。
　美郷町 [秋田県]
　美郷町 [島根県]
　Cambridge, [Massachusetts]
　Cambridge, [United Kingdom]

資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。
　美郷町 (秋田県)
　美郷町 (島根県)
　Cambridge, Massachusetts
　Cambridge, United Kingdom

#2.5.1.2 記録の方法　別法 出版地は、#2.5.0.4 に従って記録する。
*市町村名等とともに、上位の地方自治体名等および（または）国名が
情報源に表示されている場合は、それをあわせて、表示されているとお
りに記録する*。

非適用 —

#2.5.1.2 記録の方法　任意省略1　
別法

識別またはアクセスに重要な場合は、住所をすべて出版地として記録
する。

非適用 —

#2.5.1.2 記録の方法　任意追加2　
別法

資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。資
料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）その
他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。

非適用 —

#2.5.1.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.1.2 適用適用6.2.4F1
6.2.4F2.1

出版地は、#2.5.0.4 に従って記録する。
市町村名等とともに、上位の地方自治体名等および（または）国名が情
報源に表示されている場合は、それを付加する。
ただし、東京都特別区は、「東京」またはそれに相当する語のみ記録す
る。
 　北海道
 　（情報源の表示: 北海道）
　　横浜市
　　（情報源の表示: 横浜市）
　　Osaka City
　　（情報源の表示: Osaka City）
　　東京
　　（情報源の表示: 東京都文京区）
　　武蔵野市 (東京都)
　　 （情報源の表示: 東京都武蔵野市）
　　田原本町 (奈良県磯城郡)
 　　（情報源の表示: 奈良県磯城郡田原本町）
　　Hayama, Kanagawa
　　（情報源の表示: Hayama, Kanagawa）
　　西宁市 (青海省)
　　（情報源の表示: 青海省西宁市）
　　파주시 (경기도)
　　（情報源の表示: 경기도파주시）
　　Bangkok
　　Canberra, A.C.T.
　　La Habana
　　Edinburgh, Scotland
　　Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines
　　Northampton, MA, USA
前置詞があり、それを省略すると理解が困難となる場合は、あわせて記
録する。
　　V Praze

記録の方法
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#2.5.1.2.1 複数の出版地 複数の出版地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。
複数の出版者が存在して、それらが複数の出版地と結びついている場
合は、それぞれの出版者と結びついた出版地を記録する。
（参照: #2.5.3.2.2 を見よ。）

(7.2.4F2.4) 適用 別法を採用 —

別法 複数の出版地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。*日本
の出版地が含まれる場合は、これを優先して記録する*。
複数の出版者が存在して、それらが複数の出版地と結びついている場
合は、それぞれの出版者と結びついた出版地を記録する。
（参照: #2.5.3.2.2 を見よ。）

非適用 複数の出版地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源

での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した主なものを

記録する。日本の出版地が含まれる場合は、これを優先して記録

する。

複数の出版者が存在して、それらが複数の出版地と結びついてい

る場合は、それぞれの出版者と結びついた主な出版地を記録す

る。

（参照: #2.5.3.2.2を見よ。）

複数の出版地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した主なものを記録する。
日本の出版地が含まれる場合は、これを優先して記録する。
複数の出版者が存在して、それらが複数の出版地と結びついている場
合は、それぞれの出版者と結びついた主な出版地を記録する。
（参照: #2.5.3.2.2を見よ。）

#2.5.1.2.1A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.1.2.2 複数の言語・文字種による
出版地

出版地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
本タイトルと一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその出版地を記
録する。

7.2.4F2.2 適用 現コーディングマニュアル6章では，複数の言語の出版地に関する規定
はない。7章では7.2.4F2.2（複数言語）「...本タイトルと同じ言語または文
字で示されているものを記録する。これが適用できない場合は，最初に
表示されているものを記録する。」となっている。別法2（日本語の出版
地を優先）は非適用。

—

別法1 *出版地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
は、内容の言語と一致する言語または文字種で記録する*。該当する表
示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその出
版地を記録する。

非適用 出版地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
内容の言語と一致する言語または文字種で記録する。該当する表示が
ない場合は、本タイトルの言語と一致する言語または文字種で記録す
る。それらによる判断ができない場合は、情報源に最初に現れた言語ま
たは文字種でその出版地を記録する。

別法2 *出版地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示されているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字
種でその出版地を記録する。

非適用 —

#2.5.1.2.3 資料自体に表示されてい
ない出版地

 出版地が資料自体に表示されていない場合は、判明の程度に応じて次のよう
に記録する。資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（また
は）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
a) 市町村名等が判明しているとき
判明している市町村名等を記録する。識別に必要な場合は、上位の地方自治
体名等および（または）国名をあわせて記録する。
　　[名古屋市]
　　[名古屋]
　　[宮崎県美郷町]
　　[美郷町 (宮崎県)]
　　[London]
b) 市町村名等を推定したとき
出版地が確定できない場合は、推定の市町村名等を記録する。識別に必要な
場合は、上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する。
市町村名等のみを記録するときは、疑問符を付加する。
　　[八王子市?]
　　[八王子?]
　　[Paris?]
上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する場合に、出版
地がその範囲にあることは確かだが、市町村名等は確定できないときは、疑問
符を市町村名等に付加する。
　　[京都府精華町?]
　　[精華町? (京都府)]
　　[München?, Bayern]
上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する場合に、出版
地がその範囲にあることを確定できないときは、疑問符は上位の地方自治体
名等および（または）国名に付加する。ただし、双方を区切らずに記録する場合
は、その末尾に疑問符を付加する。丸がっこに入れて記録する場合は、丸がっ
この外に疑問符を付加する。
　　[宮崎県美郷町?]
　　[美郷町 (宮崎県)?]
　　[Dublin, Ireland?]

6.2.4F2.2 一部適用 出版地が資料自体に表示されておらず、資料外の情報源から採用した
場合は、角がっこを使用して記録する。
a) 市町村名
識別に必要な場合は、上位の地方自治体名等および（または）国名をあ
わせて記録する。
　[名古屋]
　[美郷町 (宮崎県)]
　[London]
c) 上位の地方自治体名等および（または）国名
出版地として市町村名等が推定できない場合は、判明または推定した
上位の地方自治体名等および（または）国名のみを記録する。
　[大阪府]
　[Australia]
e) 出版地が不明なとき
出版地が推定できない場合は、「出版地不明」または「Place of 
publication not identified」と記録する。
　[出版地不明]

出版地が資料自体に表示されておらず、資料外の情報源から採用した
場合は、角がっこを使用して記録する。
a) 市町村名
識別に必要な場合は、上位の地方自治体名等および（または）国名をあ
わせて記録する。
　[名古屋]
　[美郷町 (宮崎県)]
　[London]
c) 上位の地方自治体名等および（または）国名
出版地として市町村名等が推定できない場合は、判明または推定した
上位の地方自治体名等および（または）国名のみを記録する。
　[大阪府]
　[Australia]
e) 出版地が不明なとき
出版地が推定できない場合は、「出版地不明」と記録する。
　[出版地不明]

資料自体に表示されてい
ない出版地　（続き）

c) 上位の地方自治体名等および（または）国名が判明しているとき
出版地として市町村名等が推定できない場合は、判明した上位の地方
自治体名等および（または）国名のみを記録する。
　　[大阪府]
　　[Australia]
d) 上位の地方自治体名等および（または）国名を推定したとき
上位の地方自治体名等および（または）国名が特定できない場合は、推
定の地名を記録し、疑問符を付加する。
　　[沖縄県?]
　　[Finland?]
e) 出版地が不明なとき
出版地が推定できない場合は、「出版地不明」または「Place of 
publication not
identified」と記録する。
　　[出版地不明]

6.2.4F2.2 一部適用

#2.5.1.2.4 架空のまたは誤った出版
地

資料自体に表示された出版地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合、または 説明が必要な場合は、架空の地名または誤った地名を
記録し、実際の地名等を注記として 記録する。 （参照: #2.41.5.2.2 を見
よ。）

非適用 別法を採用 —

別法 *資料自体に表示された出版地が、架空であるか誤っていると判明して
いる場合は、実際の地名を記録し、その旨が分かる方法（コーディング
や角がっこの使用など）で示す。架空の地名または誤った地名は、注記
として記録する*。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

一部適用 資料自体に表示された出版地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合は、実際の地名を角がっこを使用して記録し、架空の地名または
誤った地名は、注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.2を見よ。）

資料自体に表示された出版地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合は、実際の地名を記録する。

#2.5.1.3 変化 出版地の変化については、#2.5.0.6 に従って記録する。 6.2.4F2.3 
6.2.4I1

適用 適用

S #2.5.2 並列出版地 並列出版地は、出版表示のサブエレメントである。 非適用 非適用

#2.5.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.5.2.1.1 記録の範囲 並列出版地は、出版地として記録したものと異なる言語および（または）
文字種による出版地である。

非適用 非適用

#2.5.2.1.2 情報源 並列出版地は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 出版地と同一の情報源（参照: #2.5.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

非適用 非適用

#2.5.2.2 記録の方法 並列出版地は、#2.5.0.4 に従って記録する。
複数の並列出版地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源
での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。

非適用 非適用

S * #2.5.3 出版者 出版者は、出版表示のサブエレメントである。出版者は、コア・エレメント
である。複数の出版者が情報源に表示されている場合は、最初に記録
するもののみが、コア・エレメントである。

6.2.4A 適用 適用

#2.5.3.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.5.3.1.1 記録の範囲 出版者は、刊行物の出版、発行、公開に責任を有する個人・家族・団体
の名称である。
その名称の代わりに個人・家族・団体を特徴付ける語句が表示されてい
ることもある。
　　The Author
録音資料のレーベル名（商標名）は、原則として出版者として扱わず、
発売番号とともに体現形の識別子として扱うか、シリーズ表示として扱
う。ただし、情報源に発行者等が表示されていない場合に、レーベル名
が表示されているときは、レーベル名を出版者として扱う。
（参照: 体現形の識別子については、#2.34 を見よ。シリーズ表示につい
ては、#2.10 を見よ。）

6.2.4F1 適用 出版者は、刊行物の出版、発行に責任を有する個人・家族・団体の名
称である。その名称の代わりに個人・家族・団体を特徴付ける語句が表
示されていることもある。

#2.5.3.1.2 情報源 出版者は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.4E 適用 出版者は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3を見よ。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合は、a)よりもb)を優先して選択
する。

#2.5.3.2 記録の方法 出版者は、#2.5.0.4 に従って記録する。
（参照: 出版者の関連については、#44.3.1 を見よ。）

6.2.4F3 適用 出版者は、#2.5.0.4に従って記録する。
採用した情報源に表示されている団体の名称が内部組織名のみの場
合に、識別またはアクセスに重要なときは、上位の組織名を付加し、角
がっこを使用して記録する。
　[大阪市] 北区
　（情報源の表示: 北区）
　[外務省] 欧亜局
　（情報源の表示: 欧亜局）
巻号ごとに変わる日付、名称、番号を含む場合は、出版者の記録にお
いてそれらを省略する。
　岩手芸術祭実行委員会
　（情報源の表示: 編集・発行 第六十六回岩手芸術祭実行委員会)
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#2.5.3.2 記録の方法　任意省略1 出版者を識別するのに必要でない組織階層は省略する。省略を示す記
号（…）は記録しない。

適用 適用

#2.5.3.2 記録の方法　任意省略2 法人組織を示す語等については省略する。省略を示す記号（…）は記録
しない。

6.2.4F3 適用 適用

#2.5.3.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.3.2.1 役割を示す語句 単に出版を示すだけでない語句は、情報源に表示されているとおりに記
録する。
　　Society for Japanese Arts in association with Hotei Publishing
　　Palgrave Macmillan on behalf of the British Film Institute
　　（情報源の表示: First published in 2013 by Palgrave Macmillan on 
behalf of the British Film Institute）

適用 非適用

#2.5.3.2.1 役割を示す語句　任意追
加

出版者の役割が情報源の表示だけでは明確でない場合は、役割を示
す語句を付加する。
資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）そ
の他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。

非適用 非適用

#2.5.3.2.2 複数の出版者 複数の出版者が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。

6.2.4G1.1 適用 適用

#2.5.3.2.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.3.2.3 複数の言語・文字種による
出版者

出版者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
本タイトルと一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその出版者を記
録する。

適用 —

別法1  *出版者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
は、内容と一致する言語または文字種で記録する*。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその出版者を記
録する。

非適用 出版者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
内容と一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がない場
合は、本タイトルの言語と一致する言語または文字種で記録する。それ
らによる判断ができない場合は、情報源に最初に現れた言語または文
字種でその出版者を記録する。

別法2 *出版者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示されているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字
種でその出版者を記録する。

非適用 —

#2.5.3.2.4 特定できない出版者 出版者が資料自体に表示されていない場合に、資料外の情報源からも
特定できないときは、その旨が分かる方法（コーディングや角がっこの
使用など）で、「出版者不明」または「publisher not identified」と記録す
る。
　　[出版者不明]

6.2.4F3.1 適用 出版者が資料自体に表示されていない場合に、資料外の情報源からも
特定できないときは、角がっこを使用して、「出版者不明」と記録する
（注）。
　[出版者不明]
（注）会議録等で主催者の表示があれば、主催者（または共催者）を出
版者として角がっこに入れて記録し、注記する。
（参照: #2.41.5を見よ。）

#2.5.3.2.5 架空のまたは誤った出版
者

資料自体に表示された出版者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合、または説明が必要な場合は、架空の名称または誤っ
た名称を記録し、実際の名称等を注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

非適用 別法を採用 —

別法 *資料自体に表示された出版者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、実際の名称を記録し、その旨が分かる方法（コー
ディングや角がっこの使用など）で示す。
架空の名称または誤った名称は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

一部適用 資料自体に表示された出版者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、実際の名称を角がっこを使用して記録し、架空の名
称または誤った名称は、注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.2を見よ。）

資料自体に表示された出版者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、実際の名称を記録する。

#2.5.3.3 変化 出版者の変化については、#2.5.0.6 に従って記録する。 6.2.4F3.2
6.2.4I1

適用 適用

S #2.5.4 並列出版者 並列出版者は、出版表示のサブエレメントである。 非適用 #2.5.0.2 参照 適用

#2.5.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.5.4.1.1 記録の範囲 並列出版者は、出版者として記録したものと異なる言語および（または）
文字種による出版者の名称である。

非適用 適用

#2.5.4.1.2 情報源 並列出版者は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 出版者と同一の情報源（参照: #2.5.3.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

非適用 並列出版者は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 出版者と同一の情報源（参照: #2.5.3.1.2を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合、優先順位はこの限りではな
い。

#2.5.4.2 記録の方法 並列出版者は、#2.5.0.4 に従って記録する。
複数の並列出版者が情報源に表示されている場合は、採用した情報源
での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。

非適用 適用

S * #2.5.5 出版日付 出版日付は、出版表示のサブエレメントである。
出版日付は、コア・エレメントである。情報源に複数の種類の暦によって
表示されている場合は、データ作成機関が優先する暦によるものが、コ
ア・エレメントである。

6.2.4A 適用 出版日付は、出版表示のサブエレメントである。
出版日付は、コア・エレメントである。情報源に複数の種類の暦によって
表示されている場合は、西暦が、コア・エレメントである。

#2.5.5.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.5.5.1.1 記録の範囲 出版日付は、刊行物の出版、発行、公開と結びつく日付である。 6.2.4F1 適用 出版日付は、刊行物の出版、発行と結びついた日付である。
最新の刷りの年ではなく、その出版物が属する版が最初に刊行された
年とする。

#2.5.5.1.2 情報源 出版日付は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）
包括的記述を作成する複数巻単行資料、逐次刊行物、更新資料につい
ては、開始および（または）終了の出版日付を、最初および（または）最
後に刊行された巻号、最初および（または）最後のイテレーション等から
選択する。

6.2.4E 適用 適用

#2.5.5.2 記録の方法 出版日付は、情報源に表示されている日付の暦が西暦の場合は、アラ
ビア数字で記録する。
情報源に表示されている日付の暦が西暦でない場合は、その日付を西
暦に置き換える。漢数字、ローマ数字、語句で表記される数字等は、ア
ラビア数字に置き換えて記録する。語句で表された暦は、アラビア数字
に置き換える。日付は、データ作成機関が定める形式で記録する。 
　　2015.9.1
　　（情報源の表示: 平成 27 年 9 月 1 日）
　　1985.6.30
　　（情報源の表示: 昭和六十年六月三十日）
　　2000.5
　　（情報源の表示: 平成 12.5）
　　2009.10.4
　　（情報源の表示: 2009 October 4）
　　1981.6
　　（情報源の表示: June 1981）
　　1832
　　（情報源の表示: MDCCCXXXII）

6.2.4F4 適用 適用

#2.5.5.2 記録の方法　任意省略 データ作成機関が定めた詳細度で日付を記録する。
　　2008.5
　　（情報源の表示: 2008 年 5 月 3 日）
　　2000
　　（情報源の表示: 平成 12.5）
　　2009
　　（情報源の表示: 2009 年 5 月）

6.2.4F4 一部適用 日付は，西暦年を記録する。必要に応じて月，日をピリオド（.）で区切っ
て記録することもできる。

日付は年のみを記録する。
　2008
　（情報源の表示: 2008年5月3日）
　2000
　（情報源の表示: 平成12.5）
　2009
　（情報源の表示: 2009年5月）
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別法  *出版日付は、#2.5.0.4 に従って、情報源に表示されている日付を記録
する*。漢数字、ローマ数字、語句で表記される数字等は、アラビア数字
に置き換えて記録する。
　　平成 27 年 9 月 1 日
　　（情報源の表示: 平成 27 年 9 月 1 日）
　　昭和 60 年 6 月 30 日
　　（情報源の表示: 昭和六十年六月三十日）
　　平成元年 3 月 3 日
　　（情報源の表示: 平成元年三月三日）
　　平成 12.5
　　（情報源の表示: 平成 12.5）
　　2009 October 4
　　（情報源の表示: 2009 October 4）
　　June 1981
　　（情報源の表示: June 1981）
　　1832
　　（情報源の表示: MDCCCXXXII）
*情報源に複数の種類の暦によって表示されている場合は、採用した情
報源での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録す
る*。
　　平成 12 年
　　2000 年
　　（情報源に和暦と西暦の双方で出版年が表示されている場合）

非適用 —

別法　任意省略 データ作成機関が定めた詳細度で日付を記録する。
　　2008 年 5 月
　　（情報源の表示: 2008 年 5 月 3 日）
　　平成 12
　　（情報源の表示: 平成 12.5）
　　2009 年
　　（情報源の表示: 2009 年 5 月）

非適用 —

別法　任意追加 情報源に表示されている日付の暦が西暦でない場合は、その日付に対
応する西暦の日付
を付加し、その旨が分かる方法（コーディングや角がっこの使用など）で
示す。
　　平成 3 年 [1991]
　　民國 104 年 1 月 [2015]

非適用 —

#2.5.5.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.5.2B 複数巻単行資料、逐次刊
行物、更新資料

包括的記述を作成する複数巻単行資料、逐次刊行物、更新資料の初
巻、初号、最初のイテレーションが入手可能な場合は、それらの出版日
付を記録し、ハイフンを付加する。
　　2000-
刊行が休止または完結している場合に、終巻、終号、最後のイテレー
ションが入手可能なときは、ハイフンに続けてそれらの出版日付を記録
する。
　　1959-1961
　　-1999
　　（最初のイテレーションが入手不可）
更新資料については、識別に重要な場合は、更新日付を付加する。
　　1968-1973 [1974 更新]
　　1990-1995 [updated 1999]
　　 （入手可能な最初と最後のイテレーションを記録した後に、さらに資
料の更新があり、その日付が判明）
全巻、全号、すべてのイテレーションが同一年に出版されている場合
は、その年を記録する。
　　1980
初巻、初号、最初のイテレーションおよび（または）終巻、終号、最後の
イテレーションが入手できない場合は、推定の出版日付を#1.10.10.5 に
従って記録する。
　　[2010]-
　　（入手できた最も古い号の出版日付から推定）
　　1985-[1999]
　　（終号は入手不可だが、終号の出版日付の情報が判明）
　　[1992-2001]
　　（初号も終号も入手不可だが、初号と終号の出版日付の情報がそれ
ぞれ判明）
出版日付が推定できない場合は、記録しない。

6.2.4F4.2 一部適用 逐次刊行物の初号が入手可能な場合は、それらの出版日付を記録し、
ハイフンを付加する。
　　2000-
刊行が休止または完結している場合に、終号が入手可能なときは、ハ
イフンに続けてそれらの出版日付を記録する。
　　1959-1961
　　-1999
全号が同一年に出版されている場合は、その年を記録する。
　　1980

逐次刊行物の初号が入手可能な場合は、それらの出版日付を記録し、
ハイフンを付加する。
　2000-
刊行が休止または完結している場合に、終号が入手可能なときは、ハ
イフンに続けてそれらの出版日付を記録する。
　1959-1961
全号が同一年に出版されている場合は、その年を記録する。
　1980
初号および（または）終号が入手できない場合は、推定の出版日付を
#1.10.10.5に従って記録する。
　[2010]-
　[2013または2014]-
　[1970頃]-
　[1901から1909の間]-
　[2010年代]-
　[1900年代]-
　（入手できた最も古い号の出版年から推定） 
　1985-[1999]
　（終号は入手不可だが、終号の出版日付の情報が判明）
　[1992-2001]
　（初号も終号も入手不可だが、初号と終号の出版日付の情報がそれ
ぞれ判明）

#2.5.5.2.1 単巻資料の特定できない
出版日付

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.5.5.2.2 架空のまたは誤った出版
日付

資料自体に表示された日付が、架空であるか誤っていると判明している
場合は、架空の日付または誤った日付を記録し、実際の日付を注記とし
て記録する。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

非適用 —

別法 *資料自体に表示された日付が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合は、実際の日付を記録し、その旨が分かる方法（コーディングや
角がっこの使用など）で示す。架空の日付または誤った日付は、注記と
して記録する*。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

一部適用 資料自体に表示された日付が、架空であるか誤っていると判明している
場合は、実際の日付を記録する。

資料自体に表示された日付が、架空であるか誤っていると判明している
場合は、実際の日付を記録する。

E #2.6 頒布表示 頒布表示は、エレメントである。 6.2.4F1
6.2.4G1.1.4

適用 適用

#2.6.0 通則 — —

#2.6.0.1 記録の範囲 刊行物の頒布、発売に関して、場所、責任を有する個人・家族・団体、
日付を識別する表示を、頒布表示として記録する。オンライン資料はす
べて刊行物とみなし、頒布表示を記録する。初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）の発売に関する表示については、#2.5～#2.5.5.2.2 別法に従っ
て記録する。

6.2.4F1 適用 適用

#2.6.0.2 サブエレメント 頒布表示には、次のサブエレメントがある。
a) 頒布地（参照: #2.6.1 を見よ。）
b) 並列頒布地（参照: #2.6.2 を見よ。）
c) 頒布者（参照: #2.6.3 を見よ。）
d) 並列頒布者（参照: #2.6.4 を見よ。）
e) 頒布日付（参照: #2.6.5 を見よ。）

NDL準拠 頒布表示には、次のサブエレメントがある。
a) 頒布地（参照: #2.6.1を見よ。）
b) 並列頒布地（参照: #2.6.2を見よ。）（非適用）
c) 頒布者（参照: #2.6.3を見よ。）
d) 並列頒布者（参照: #2.6.4を見よ。）（非適用）
e) 頒布日付（参照: #2.6.5を見よ。）（非適用）

頒布表示には、次のサブエレメントがある。
a) 頒布地（参照: #2.6.1を見よ。）
b) 並列頒布地（参照: #2.6.2を見よ。）（非適用）
c) 頒布者（参照: #2.6.3を見よ。）
d) 並列頒布者（参照: #2.6.4を見よ。）（非適用）
e) 頒布日付（参照: #2.6.5を見よ。）（非適用）

#2.6.0.3 情報源 頒布表示の情報源は、サブエレメントごとに定める。 6.2.4E 適用 適用

#2.6.0.4 記録の方法 頒布表示は、情報源に表示されているものを、#1.10～#1.10.11 別法に
従って記録する。資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記
および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で
示す。
（参照: #2.41.6.2.1 を見よ。）

6.2.4E 適用 適用

#2.6.0.5 複製 複製については、原資料の頒布表示ではなく、複製自体の表示を頒布
表示として記録する。原資料の頒布表示は、関連する体現形の頒布表
示として記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.1.2C11 適用 複製については、原資料の頒布表示ではなく、複製自体の表示を頒布
表示として記録する。原資料の頒布表示は、識別またはアクセスに重要
なときは、関連する体現形の頒布表示として記録する。
（参照: #43.3を見よ。）

#2.6.0.6 変化 — —

#2.6.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料、逐次刊行物の途中の巻号で、頒布地が変化して、そ
の変化が識別またはアクセスに重要な場合は、それを注記として記録
する。頒布地の変化が名称上のものであっても、識別に重要な場合は、
それを注記として記録する。
（参照: #2.41.6.2.4.1 を見よ。）
複数巻単行資料、逐次刊行物の途中の巻号で、頒布者の名称が変化
したか、または頒布者が他の頒布者に替わった場合に、それらの変化
が識別またはアクセスに重要なときは、それを注記として記録する。頒
布者の変化が表示上のみのものであっても、識別に重要な場合は、そ
れを注記として記録する。
（参照: #2.41.6.2.4.1 を見よ。）

6.2.4I1
6.2.4F2.3
6.2.4F3.2

適用 適用

#2.6.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

頒布地の変化や、頒布者の名称の変化が頻繁に生じている場合は、変
化のある旨を簡略に注記として記録する。
（参照: #2.41.6.2.4.1 任意省略を見よ。）

適用 適用

#2.6.0.6.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.6.0.6.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

S #2.6.1 頒布地 頒布地は、頒布表示のサブエレメントである。 適用 適用

#2.6.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.6.1.1.1 記録の範囲 頒布地は、刊行物の頒布、発売と結びつく場所（市町村名等）である。 6.2.4F1 適用 適用
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#2.6.1.1.2 情報源 頒布地は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 頒布者と同一の情報源（参照: #2.6.3.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.4E 適用 適用

#2.6.1.2 記録の方法 頒布地は、#2.6.0.4 に従って記録する。
市町村名等とともに、上位の地方自治体名等および（または）国名が情
報源に表示されている場合は、それを付加する。
ただし、東京都特別区は、「東京」またはそれに相当する語のみ記録す
る。
　　北海道
　　（情報源の表示: 北海道）
　　横浜市
　　（情報源の表示: 横浜市）
　　Osaka
　　（情報源の表示: Osaka City）
　　東京
　　（情報源の表示: 東京都文京区）
　　武蔵野市 (東京都)
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市）
　　田原本町 (奈良県磯城郡)
　　（情報源の表示: 奈良県磯城郡田原本町）
＜例示一部省略＞
前置詞があり、それを省略すると理解が困難となる場合は、あわせて記
録する。
　　V Praze

6.2.4F1
6.2.4F2.1

適用 適用

#2.6.1.2 記録の方法　任意省略1 市名は、「市」またはそれに相当する語を記録しない。
「日本」という国名は、原則として記録しない。
　　Osaka
　　（情報源の表示: Osaka City）
　　武蔵野 (東京都)
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市）

適用 適用

#2.6.1.2 記録の方法　任意省略2 頒布地の識別に必要でない場合は、上位の地方自治体名等および（ま
たは）国名が市町村名等とともに情報源に表示されている場合でも、市
町村名等のみを記録する。
　　武蔵野
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市。任意省略 1 も適用した例）

6.2.4F2.1 適用 適用

#2.6.1.2 記録の方法　任意追加1 識別またはアクセスに重要な場合は、住所をすべて頒布地として記録
する。
　　東京市本郷區曙町三番地
　　255 Sussex Drive, Ottawa, Ontario

非適用 非適用

#2.6.1.2 記録の方法　任意追加2 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。資
料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）その
他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
　　美郷町 [秋田県]
　　美郷町 [島根県]
　　Cambridge [Massachusetts]
　　Cambridge [United Kingdom]

一部適用 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。

資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。
　美郷町 (秋田県)
　美郷町 (島根県)
　Cambridge, Massachusetts
　Cambridge, United Kingdom

別法 頒布地は、#2.6.0.4 に従って記録する。
*市町村名等とともに、上位の地方自治体名等および（または）国名が
情報源に表示されている場合は、それをあわせて、表示されているとお
りに記録する*。
＜例示省略＞

非適用 —

別法　任意追加1 識別またはアクセスに重要な場合は、住所をすべて頒布地として記録
する。
＜例示省略＞

非適用 —

別法　任意追加2 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。資
料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）その
他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
＜例示省略＞

非適用 —

#2.6.1.2.1 複数の頒布地 複数の頒布地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。
複数の頒布者が存在して、それらが複数の頒布地と結びついている場
合は、それぞれの頒布者と結びついた頒布地を記録する。
（参照: #2.6.3.2.2 を見よ。）

6.2.4G1.1 適用 —

別法 複数の頒布地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。*日本
の頒布地が含まれる場合は、これを優先して記録する*。
複数の頒布者が存在して、それらが複数の頒布地と結びついている場
合は、それぞれの頒布者と結びついた頒布地を記録する。
（参照: #2.6.3.2.2 を見よ。）

非適用 複数の頒布地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した主なものを記録する。
日本の頒布地が含まれる場合は、これを優先して記録する。
複数の頒布者が存在して、それらが複数の頒布地と結びついている場
合は、それぞれの頒布者と結びついた主な頒布地を記録する。
（参照: #2.6.3.2.2を見よ。）

#2.6.1.2.2 複数の言語・文字種による
頒布地

頒布地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
本タイトルと一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその頒布地を記
録する。

適用 —

別法1 *頒布地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
は、内容の言語と一
致する言語または文字種で記録する*。該当する表示がない場合は、情
報源に最初に現れ
た言語または文字種でその頒布地を記録する。

7.2.4F2.2 非適用 頒布地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
内容の言語と一致する言語または文字種で記録する。該当する表示が
ない場合は、本タイトルの言語と一致する言語または文字種で記録す
る。それらによる判断ができない場合は、情報源に最初に現れた言語ま
たは文字種でその頒布地を記録する。

別法2 *頒布地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示されているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字
種でその頒布地を記録する。

非適用 —

#2.6.1.2.3 資料自体に表示されてい
ない頒布地

頒布地が資料自体に表示されていない場合は、判明の程度に応じて次
のように記録する。資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注
記および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）
で示す。
a) 市町村名等が判明しているとき
判明している市町村名等を記録する。識別に必要な場合は、上位の地
方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する。
＜例示省略＞
b) 市町村名等を推定したとき
頒布地が確定できない場合は、推定の市町村名等を記録する。識別に
必要な場合は、上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて
記録する。
市町村名等のみを記録するときは、疑問符を付加する。
＜例示省略＞
上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する場合
に、頒布地がその範囲にあることは確かだが、市町村名等は確定でき
ないときは、疑問符を市町村名等に付加する。
＜例示省略＞
上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する場合
に、頒布地がその範囲にあることを確定できないときは、疑問符は上位
の地方自治体名等および（または）国名に付加する。ただし、双方を区
切らずに記録する場合は、その末尾に疑問符を付加する。丸がっこに
入れて記録する場合は、丸がっこの外に疑問符を付加する。
＜例示省略＞

6.2.4F2.2 非適用 頒布地が資料自体に表示されておらず、資料外の情報源から採用した
場合は、角がっこを使用して記録する。
a) 市町村名
識別に必要な場合は、上位の地方自治体名等および（または）国名をあ
わせて記録する。
　[名古屋]
　[美郷町 (宮崎県)]
　[London]

資料自体に表示されてい
ない頒布地　（続き）

c) 上位の地方自治体名等および（または）国名が判明しているとき
頒布地として市町村名等が推定できない場合は、判明した上位の地方
自治体名等および（または）国名のみを記録する。
＜例示省略＞
d) 上位の地方自治体名等および（または）国名を推定したとき
上位の地方自治体名等および（または）国名が特定できない場合は、推
定の地名を記録し、疑問符を付加する。
＜例示省略＞
e) 頒布地が不明なとき
頒布地が推定できない場合は、「頒布地不明」または「Place of 
distribution not identified」と記録する。
[頒布地不明]

6.2.4F2.2 非適用 c) 上位の地方自治体名等および（または）国名
頒布地として市町村名等が推定できない場合は、判明または推定した
上位の地方自治体名等および（または）国名のみを記録する。
　[大阪府]
　[Australia]
e) 頒布地が不明なとき
頒布地が推定できない場合は、「頒布地不明」と記録する。
　[頒布地不明]

#2.6.1.2.4 架空のまたは誤った頒布
地

資料自体に表示された頒布地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合、または説明が必要な場合は、架空の地名または誤った地名を
記録し、実際の地名等を注記として記録する。
（参照: #2.41.6.2.2 を見よ。）

非適用 別法を採用 —

31/70



別法 *資料自体に表示された頒布地が、架空であるか誤っていると判明して
いる場合は、実際の地名を記録し、その旨が分かる方法（コーディング
や角がっこの使用など）で示す。架空の地名または誤った地名は、注記
として記録する*。
（参照: #2.41.6.2.2 を見よ。）

適用 資料自体に表示された頒布地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合は、実際の頒布地を角がっこを使用して記録する。

資料自体に表示された頒布地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合は、実際の地名を記録する。

#2.6.1.3 変化 頒布地の変化については、#2.6.0.6 に従って記録する。 6.2.4I1 適用 適用

S #2.6.2 並列頒布地 並列頒布地は、頒布表示のサブエレメントである。 非適用 #2.5.0.2 参照 非適用

#2.6.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.6.2.1.1 記録の範囲 並列頒布地は、頒布地として記録したものと異なる言語および（または）
文字種による 頒布地である。

非適用 非適用

#2.6.2.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.6.2.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

S #2.6.3 頒布者 頒布者は、頒布表示のサブエレメントである。 6.2.4A 適用 適用

#2.6.3.1 記録の範囲・情報源 —

#2.6.3.1.1 記録の範囲 頒布者は、刊行物の頒布、発売に責任を有する個人・家族・団体の名
称である。その名称の代わりに個人・家族・団体を特徴付ける語句が表
示されていることもある。 
　　Bookseller in ordinary to His Majesty 
民国以降、中国刊行の図書に併記されている出版者と発行者について
は、発行者を頒布 者として取り扱う。

6.2.4F1
6.2.4F3.1

適用 適用

#2.6.3.1.2 情報源 頒布者は、次の優先順位で情報源を選定する。 a) 本タイトルと同一の
情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。） b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 
の優先情報源の優先順と同様の順で選定する。） c) 資料外の情報源
（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.4E 適用 頒布者は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合、優先順位はこの限りではな
い。

#2.6.3.2 記録の方法 頒布者は、#2.6.0.4 に従って記録する。 （参照: 頒布者の関連について
は、#44.3.2 を見よ。）

6.2.4F3.1 適用 適用

#2.6.3.2 記録の方法　任意省略1 頒布者を識別するのに必要でない組織階層は省略する。省略を示す記
号（…）は記録しない。

適用 適用

#2.6.3.2 記録の方法　任意省略2 法人組織を示す語等については省略する。省略を示す記号（…）は記録
しない。

6.2.4F3 適用 適用

#2.6.3.2.1 役割を示す語句 頒布者の役割を示す語句は、情報源に表示されているとおりに記録す
る。 
　　For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government 
Publishing Office 
　　Marketed and distributed by Times Group Books

6.2.4G1.1.4 一部適用 頒布者の役割を示す語句は、丸がっこ（）に入れて付記する。 非適用

#2.6.3.2.1 役割を示す語句　任意追
加

頒布者の役割が情報源の表示だけでは明確でない場合は、役割を示
す語句を付加する。 資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注
記および（または）その他の方法（コー ディングや角がっこの使用など）
で示す。

非適用 非適用

#2.6.3.2.2 複数の頒布者 複数の頒布者が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、 デザイン等に基づいて判断した順に記録する。

6.2.4G1.1 適用 適用

#2.6.3.2.3 複数の言語・文字種による
頒布者

頒布者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
本タイトルと一致 する言語または文字種で記録する。該当する表示が
ない場合は、情報源に最初に現れた言 語または文字種でその頒布者
を記録する。

適用 —

別法1 *頒布者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
は、内容と一致する 言語または文字種で記録する*。該当する表示が
ない場合は、情報源に最初に現れた言語 または文字種でその頒布者
を記録する。

非適用 頒布者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
内容と一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がない場
合は、本タイトルの言語と一致する言語または文字種で記録する。それ
らによる判断ができない場合は、情報源に最初に現れた言語または文
字種でその頒布者を記録する。

別法2 *頒布者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示さ れているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源 に最初に現れた言語または文字
種でその頒布者を記録する。

非適用 —

#2.6.3.2.4 特定できない頒布者 頒布者が資料自体に表示されていない場合に、資料外の情報源からも
特定できないとき は、その旨が分かる方法（コーディングや角がっこの
使用など）で、「頒布者不明」また は「distributor not identified」と記録す
る。 [頒布者不明]

非適用 非適用

#2.6.3.2.5 架空のまたは誤った頒布
者　別法

資料自体に表示された頒布者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合、ま たは説明が必要な場合は、架空の名称または誤っ
た名称を記録し、実際の名称等を注記とし て記録する。 （参照: 
#2.41.6.2.2 を見よ。）

非適用 別法を採用 —

別法 *資料自体に表示された頒布者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、 実際の名称を記録し、その旨が分かる方法（コー
ディングや角がっこの使用など）で示す。 架空の名称または誤った名称
は、注記として記録する*。 （参照: #2.41.6.2.2 を見よ。）

適用 資料自体に表示された頒布者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、実際の頒布者を角がっこを使用して記録する。

資料自体に表示された頒布者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、実際の名称を記録する。

#2.6.3.3 変化 頒布者の変化については、#2.6.0.6 に従って記録する。 6.2.4F3.2
6.2.4I1

適用 適用

S #2.6.4 並列頒布者 並列頒布者は、頒布表示のサブエレメントである。 非適用 非適用

#2.6.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.6.4.1.1 記録の範囲 並列頒布者は、頒布者として記録したものと異なる言語および（または）
文字種による 頒布者の名称である。

非適用 非適用

#2.6.4.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.6.4.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

S #2.6.5 頒布日付 頒布日付は、頒布表示のサブエレメントである。 非適用 出版日付と別に頒布日付を記録することはできないので，頒布日付に
ついては非適用

非適用

#2.6.5.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.6.5.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.6.5.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.6.5.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.6.5.2 記録の方法　任意省略 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.6.5.2A 複数巻単行資料、逐次刊
行物、更新資料

包括的記述を作成する複数巻単行資料、逐次刊行物、更新資料の初
巻、初号、最初のイテレーションが入手可能な場合は、それらの頒布日
付を記録し、ハイフンを付加する。
　　2000-
頒布が休止または完結している場合に、終巻、終号、最後のイテレー
ションが入手可能なときは、ハイフンに続けてそれらの頒布日付を記録
する。
　　1959-1961
　　-1999
　　（最初のイテレーションが入手不可）
更新資料については、識別に重要な場合は、更新日付を付加する。
　　1968-1973 [1974 更新]
　　1990-1995 [updated 1999]
　　（入手可能な最初と最後のイテレーションを記録した後に、さらに資
料の更新があり、その日付が判明）
全巻、全号、すべてのイテレーションが同一年に頒布されている場合
は、その年を記録する。
　　1980
初巻、初号、最初のイテレーションおよび（または）終巻、終号、最後の
イテレーションが入手できない場合は、推定の頒布日付を#1.10.10.5 に
従って記録する。
　　[2010]-
　　（入手できた最も古い号の頒布日付から推定）
　　1985-[1999]
　　（終号は入手不可だが、終号の頒布日付の情報が判明）
　　[1992-2001]
　　（初号も終号も入手不可だが、初号と終号の頒布日付の情報がそれ
ぞれ判明）
頒布日付が推定できない場合は、記録しない。

非適用 発行日がなく頒布日（発売日）しか分からない場合，それを発行日として
扱う。

非適用

#2.6.5.2.1 単巻資料の特定できない
頒布日付

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.6.5.2.2 架空のまたは誤った頒布
日付

＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #2.7 製作表示 製作表示は、エレメントである。 6.2.4H 適用 非適用

#2.7.0 通則 — —

#2.7.0.1 記録の範囲 刊行物の印刷、複写、成型等に関して、場所、責任を有する個人・家
族・団体、日付を 識別する表示を、製作表示として記録する。初期印刷
資料（和古書・漢籍を除く）の印刷 に関する表示については、#2.5～
#2.5.5.2.2 別法に従って記録する。

一部適用 刊行物の印刷、複写、成型等に関して、場所、責任を有する個人・家
族・団体、日付を 識別する表示を、出版表示が不明の場合に限り、製
作表示として記録する。初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）の印刷 に
関する表示については、#2.5～#2.5.5.2.2 別法に従って記録する。

非適用
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#2.7.0.2 サブエレメント 製作表示には、次のサブエレメントがある。
 a) 製作地（参照: #2.7.1 を見よ。）
 b) 並列製作地（参照: #2.7.2 を見よ。）
 c) 製作者（参照: #2.7.3 を見よ。）
 d) 並列製作者（参照: #2.7.4 を見よ。）
 e) 製作日付（参照: #2.7.5 を見よ。）

一部適用 製作表示には、次のサブエレメントがある。
 a) 製作地（参照: #2.7.1 を見よ。）
 b) 並列製作地（参照: #2.7.2 を見よ。）（非適用）
 c) 製作者（参照: #2.7.3 を見よ。）
 d) 並列製作者（参照: #2.7.4 を見よ。）（非適用）
 e) 製作日付（参照: #2.7.5 を見よ。）

非適用

#2.7.0.3 情報源 製作表示の情報源は、サブエレメントごとに定める。 適用 非適用

#2.7.0.4 記録の方法 製作表示は、情報源に表示されているものを、#1.10～#1.10.11 別法に
従って記録す る。資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記
および（または）その他の方法 （コーディングや角がっこの使用など）で
示す。 （参照: #2.41.7.2.1 を見よ。）

一部適用 製作表示は、出版表示が不明の場合に限り、情報源に表示されている
ものを、製作表示全体を丸括弧(( )でくるんで記録する。

非適用

#2.7.0.5 複製 複製については、原資料の製作表示ではなく、複製自体の表示を製作
表示として記録す る。原資料の製作表示は、関連する体現形の製作表
示として記録する。 （参照: #43.3 を見よ。）

適用 非適用

#2.7.0.6 変化 — —

#2.7.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料、逐次刊行物の途中の巻号で、製作地が変化して、そ
の変化が識別また はアクセスに重要な場合は、それを注記として記録
する。製作地の変化が名称上のもので あっても、識別に重要な場合
は、それを注記として記録する。 （参照: #2.41.7.2.4.1 を見よ。） 複数巻
単行資料、逐次刊行物の途中の巻号で、製作者の名称が変化したか、
または製作 者が他の製作者に替わった場合に、それらの変化が識別
またはアクセスに重要なときは、 それを注記として記録する。製作者の
変化が表示上のみのものであっても、識別に重要な 場合は、それを注
記として記録する。 （参照: #2.41.7.2.4.1 を見よ。）

一部適用 途中の巻号で、資料製作地が変化して、その変化が識別また はアクセ
スに重要な場合は、それを注記として記録する。製作地の変化が名称
上のもので あっても、識別に重要な場合は、それを注記として記録す
る。 （参照: #2.41.7.2.4.1 を見よ。） 途中の巻号で、製作者の名称が変
化したか、または製作 者が他の製作者に替わった場合に、それらの変
化が識別またはアクセスに重要なときは、 それを注記として記録する。
製作者の変化が表示上のみのものであっても、識別に重要な 場合は、
それを注記として記録する。 （参照: #2.41.7.2.4.1 を見よ。）

非適用

#2.7.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

製作地の変化や、製作者の名称の変化が頻繁に生じている場合は、変
化のある旨を簡略 に注記として記録する。 （参照: #2.41.7.2.4.1 任意省
略を見よ。）

適用 非適用

#2.7.0.6.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.7.0.6.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

S #2.7.1 製作地 製作地は、製作表示のサブエレメントである。 適用 非適用

#2.7.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.7.1.1.1 記録の範囲 製作地は、刊行物の印刷、複写、成型等と結びつく場所（市町村名等）
である。

適用 非適用

#2.7.1.1.2 情報源 製作地は、次の優先順位で情報源を選定する。 a) 製作者と同一の情
報源（参照: #2.7.3.1.2 を見よ。） b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の
優先情報源の優先順と同様の順で選定する。） c) 資料外の情報源（参
照: #2.0.2.3 を見よ。）

適用 非適用

#2.7.1.2 記録の方法 製作地は、#2.7.0.4 に従って記録する。 市町村名等とともに、上位の地
方自治体名等および（または）国名が情報源に表示され ている場合
は、それを付加する。 ただし、東京都特別区は、「東京」またはそれに相
当する語のみ記録する。
＜例示省略＞

一部適用 製作地は、出版表示が不明の場合に限り、#2.7.0.4 に従って記録する。 
市町村名等とともに、上位の地方自治体名等および（または）国名が情
報源に表示され ている場合は、それを付加する。 ただし、東京都特別
区は、「東京」またはそれに相当する語のみ記録する。
＜例示省略＞

非適用

#2.7.1.2 記録の方法　任意省略1 市名は、「市」またはそれに相当する語を記録しない。
「日本」という国名は、原則として記録しない。
　　Osaka
　　（情報源の表示: Osaka City）
　　武蔵野 (東京都)
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市）市名は、「市」またはそれに相当
する語を記録しない。
「日本」という国名は、原則として記録しない。
　　Osaka
　　（情報源の表示: Osaka City）
　　武蔵野 (東京都)
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市）

適用 非適用

#2.7.1.2 記録の方法　任意省略2 製作地の識別に必要でない場合は、上位の地方自治体名等および（ま
たは）国名が市町 村名等とともに情報源に表示されている場合でも、市
町村名等のみを記録する。 
　　武蔵野 
　　（情報源の表示: 東京都武蔵野市。任意省略 1 も適用した例）

適用 非適用

#2.7.1.2 記録の方法　任意追加1 識別またはアクセスに重要な場合は、住所をすべて製作地として記録
する。
　　東京市本郷區曙町三番地
　　255 Sussex Drive, Ottawa, Ontario

非適用 非適用

#2.7.1.2 記録の方法　任意追加2 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。資
料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）その
他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
　　美郷町 [秋田県]
　　美郷町 [島根県]
　　Cambridge [Massachusetts]
　　Cambridge [United Kingdom]

一部適用 資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を角がっこ[]でくるんで補記す
る。
　　美郷町 [秋田県]
　　美郷町 [島根県]
　　Cambridge [Massachusetts]
　　Cambridge [United Kingdom]

非適用

記録の方法　別法 製作地は、#2.7.0.4 に従って記録する。
*市町村名等とともに、上位の地方自治体名等および（または）国名が
情報源に表示されている場合は、それをあわせて、表示されているとお
りに記録する*。
＜例示省略＞

非適用 —

記録の方法　別法　任意
追加1

識別またはアクセスに重要な場合は、住所をすべて製作地として記録
する。
＜例示省略＞

非適用 —

記録の方法　別法　任意
追加2

資料自体に表示がない場合に、識別またはアクセスに重要なときは、上
位の地方自治体名等および（または）国名を市町村名等に付加する。資
料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）その
他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
＜例示省略＞

非適用 —

#2.7.1.2.1 複数の製作地 複数の製作地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。
複数の製作者が存在して、それらが複数の製作地と結びついている場
合は、それぞれの製作者と結びついた製作地を記録する。
（参照: #2.7.3.2.2 を見よ。）

適用 非適用

別法 複数の製作地が情報源に表示されている場合は、採用した情報源での
表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。*日本
の製作地が含まれる場合は、これを優先して記録する*。
複数の製作者が存在して、それらが複数の製作地と結びついている場
合は、それぞれの製作者と結びついた製作地を記録する。
（参照: #2.7.3.2.2 を見よ。）

非適用 —

#2.7.1.2.2 複数の言語・文字種による
製作地

製作地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
本タイトルと一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその製作地を記
録する。

適用 非適用

別法1 *製作地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
は、内容の言語と一致する言語または文字種で記録する*。該当する表
示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその製
作地を記録する。

非適用 —

別法2 *製作地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示さ れているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源 に最初に現れた言語または文字
種でその製作地を記録する。

非適用 —

#2.7.1.2.3 資料自体に表示されてい
ない製作地

製作地が資料自体に表示されていない場合は、判明の程度に応じて次
のように記録する。資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注
記および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）
で示す。
a) 市町村名等が判明しているとき
判明している市町村名等を記録する。識別に必要な場合は、上位の地
方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する。
＜a〜dの例示省略＞
b) 市町村名等を推定したとき
製作地が確定できない場合は、推定の市町村名等を記録する。識別に
必要な場合は、上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて
記録する。
市町村名等のみを記録するときは、疑問符を付加する。
上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する場合
に、製作地がその範囲にあることは確かだが、市町村名等は確定でき
ないときは、疑問符を市町村名等に付加する。
上位の地方自治体名等および（または）国名をあわせて記録する場合
に、製作地がその範囲にあることを確定できないときは、疑問符は上位
の地方自治体名等および（または）国名に付加する。ただし、双方を区
切らずに記録する場合は、その末尾に疑問符を付加する。丸がっこに
入れて記録する場合は、丸がっこの外に疑問符を付加する。
c) 上位の地方自治体名等および（または）国名が判明しているとき
製作地として市町村名等が推定できない場合は、判明した上位の地方
自治体名等および（または）国名のみを記録する。
d) 上位の地方自治体名等および（または）国名を推定したとき
上位の地方自治体名等および（または）国名が特定できない場合は、推
定の地名を記録し、疑問符を付加する。
e) 製作地が不明なとき
製作地が推定できない場合は、「製作地不明」または「Place of 
manufacture not identified」と記録する。
[製作地不明]

非適用 非適用
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#2.7.1.2.4 架空のまたは誤った製作
地

資料自体に表示された製作地が、架空であるか誤っていると判明してい
る場合、または説明が必要な場合は、架空の地名または誤った地名を
記録し、実際の地名等を注記として記録する。
（参照: #2.41.7.2.2 を見よ。）

非適用 非適用

別法 *資料自体に表示された製作地が、架空であるか誤っていると判明して
いる場合は、実際の地名を記録し、その旨が分かる方法（コーディング
や角がっこの使用など）で示す。架空の地名または誤った地名は、注記
として記録する*。
（参照: #2.41.7.2.2 を見よ。）

非適用

#2.7.1.3 変化 製作地の変化については、#2.7.0.6 に従って記録する。 適用 非適用

S #2.7.2 並列製作地 並列製作地は、製作表示のサブエレメントである。 非適用 #2.7.0.2参照 非適用

#2.7.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.7.2.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.2.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.2.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

S #2.7.3 製作者 製作者は、製作表示のサブエレメントである。 適用 非適用

#2.7.3.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.7.3.1.1 記録の範囲 製作者は、刊行物の印刷、複写、成型等に責任を有する個人・家族・団
体の名称である。その名称の代わりに個人・家族・団体を特徴付ける語
句が表示されていることもある。
　　Harrison & sons, printers in ordinary to Her Majesty

適用 非適用

#2.7.3.1.2 情報源 製作者は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

適用 非適用

#2.7.3.2 記録の方法 製作者は、#2.7.0.4 に従って記録する。
（参照: 製作者の関連については、#44.3.3 を見よ。）

適用 非適用

#2.7.3.2 記録の方法　任意省略1 製作者を識別するのに必要でない組織階層は省略する。省略を示す記
号（…）は記録しない。

適用 非適用

#2.7.3.2 記録の方法　任意省略2 法人組織を示す語等については省略する。省略を示す記号（…）は記録
しない。

適用 非適用

#2.7.3.2.1 役割を示す語句 製作者の役割を示す語句は、情報源に表示されているとおりに記録す
る。
　　Manufactured and marketed by Universal Music Classics

適用 非適用

#2.7.3.2.1 役割を示す語句　任意追
加

製作者の役割が情報源の表示だけでは明確でない場合は、役割を示
す語句を付加する。
資料外の情報源から採用した場合は、その旨を注記および（または）そ
の他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で示す。

適用 非適用

#2.7.3.2.2 複数の製作者  複数の製作者が情報源に表示されている場合は、採用した情報源で
の表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断した順に記録する。

適用 非適用

#2.7.3.2.3 複数の言語・文字種による
製作者

製作者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
本タイトルと一致する言語または文字種で記録する。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語または文字種でその製作者を記
録する。

適用 非適用

別法1 *製作地が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示されているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字
種でその製作地を記録する。

非適用

別法2 *製作者が情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
に、日本語で表示されているものが含まれるときは、それを記録する*。
該当する表示がない場合は、情報源に最初に現れた言語または文字
種でその製作者を記録する。

非適用

#2.7.3.2.4 特定できない製作者  製作者が資料自体に表示されていない場合に、資料外の情報源から
も特定できないときは、その旨が分かる方法（コーディングや角がっこの
使用など）で、「製作者不明」または「manufacturer not identified」と記録
する。
　　 [製作者不明]

非適用 非適用

#2.7.3.2.5 架空のまたは誤った製作
者

 製作者が資料自体に表示されていない場合に、資料外の情報源から
も特定できないときは、その旨が分かる方法（コーディングや角がっこの
使用など）で、「製作者不明」または「manufacturer not identified」と記録
する。
　　 [製作者不明]

非適用 非適用

別法 *資料自体に表示された製作者の名称が、架空であるか誤っていると判
明している場合は、実際の名称を記録し、その旨が分かる方法（コー
ディングや角がっこの使用など）で示す。
架空の名称または誤った名称は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.7.2.2 を見よ。）

非適用 —

#2.7.3.3 変化 製作者の変化については、#2.7.0.6 に従って記録する。 適用 非適用

S #2.7.4 並列製作者 並列製作者は、製作表示のサブエレメントである。 非適用 #2.7.0.2参照 非適用

#2.7.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.7.4.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.4.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.4.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

S #2.7.5 製作日付 製作日付は、製作表示のサブエレメントである。 非適用 非適用

#2.7.5.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.7.5.1.1 記録の範囲 製作日付は、刊行物の印刷、複写、成型等と結びつく日付である。 非適用 非適用

#2.7.5.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.5.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.5.2 記録の方法　任意省略 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.5.2A 複数巻単行資料、逐次刊
行物、更新資料

＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.5.2.1 単巻資料の特定できない
製作日付

＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.7.5.2.2 架空のまたは誤った製作
日付

＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #2.8 非刊行物の制作表示 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.0 通則 — —
#2.8.0.1 記録の範囲 非刊行物の書写、銘刻、作製、組立等に関して、場所、責任を有する個

人・家族・団体、日付を識別する表示を、非刊行物の制作表示として記
録する。

対象外 非適用

#2.8.0.2 サブエレメント ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.0.3 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.0.4 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.0.5 複製 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.0.6 変化 — —
#2.8.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊

行物
＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.0.6.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.0.6.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.0.6.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

S #2.8.1 非刊行物の制作地 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.1 記録の範囲・情報源 ＜転記省略＞ — —
#2.8.1.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2 記録の方法　任意省略1 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2 記録の方法　任意省略2 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2 記録の方法　任意追加1 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
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#2.8.1.2 記録の方法　任意追加2 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2.1 複数の制作地 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.1.2.2 複数の言語・文字種による

制作地
＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.1.2.3 資料自体に表示されてい
ない制作地

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.1.2.4 架空のまたは誤った制作
地

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.1.3 変化 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
S #2.8.2 非刊行物の並列制作地 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.2.1 記録の範囲・情報源 — —
#2.8.2.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.2.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.2.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

S #2.8.3 非刊行物の制作者 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.1 記録の範囲・情報源 — —
#2.8.3.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2 記録の方法　任意省略1 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2 記録の方法　任意省略2 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2.1 役割を示す語句 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2.1 役割を示す語句　任意追 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2.1A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2.2 複数の制作者 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.3.2.3 複数の言語・文字種による

制作者
＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.3.2.4 特定できない制作者 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.3.2.5 架空のまたは誤った制作
者

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.3.3 変化 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
S #2.8.4 非刊行物の並列制作者 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.4.1 記録の範囲・情報源 ＜転記省略＞ 対象外 —
#2.8.4.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.4.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.4.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

S * #2.8.5 非刊行物の制作日付 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.1 記録の範囲・情報源 ＜転記省略＞ 対象外 —
#2.8.5.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.2 記録の方法　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.2B 複数巻単行資料、逐次刊

行物、更新資料
＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.5.2C 文書、コレクション ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#2.8.5.2C 文書、コレクション　任意追

加
＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.5.2.1 単巻資料の特定できない
制作日付

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.8.5.2.2 架空のまたは誤った制作
日付

＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.9 著作権日付 著作権日付は、エレメントである。 非適用 非適用

#2.9.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.9.1.1 記録の範囲 著作権日付は、記述対象の著作権または著作権に相当する権利の発
生と結びつく日付で ある。著作権日付には、原盤権日付（録音の権利
保護と結びつく日付）も含まれる。

非適用 非適用

#2.9.1.2 情報源 著作権日付は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 非適用 非適用

#2.9.2 記録の方法 著作権日付は、情報源に表示されている日付を、#2.5.5.2 に従って記録
する。
著作権日付の冒頭に「©」、「Ⓟ」が表示されていて記録できない場合、
または記録することが不適切な場合は、「c」、「p」に置き換えて記録す
る。目録用言語として英語を用いる場合は、「copyright」、「phonogram 
copyright」を用いて記録する。
　　©1955
　　copyright 2000
　　c1955
　　Ⓟ2014
　　phonogram copyright 2015
著作権日付が、情報源に複数の種類の暦によって表示されている場合
は、採用した情報源での表示順序、配置、デザイン等に基づいて判断し
た順に記録する。
文章、音楽、画像等のそれぞれに対する著作権日付が表示されている
場合は、識別または選択のために重要なものをすべて記録する。
文章、音楽、画像等のいずれか一つに対して複数の著作権日付が表示
されている場合は、最新の著作権日付のみを記録する。

非適用 非適用

#2.9.2 記録の方法　任意追加 記録しなかった著作権日付は、注記として記録する。 （参照: #2.41.9.2.1 
を見よ。） または関連する体現形の著作権日付として記録する。 （参照: 
#43.3 を見よ。）

非適用 非適用
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
E #2.10 シリーズ表示 シリーズ表示は、エレメントである。 （基準第5版　

6.2）
適用

#2.10.0 通則 — —

#2.10.0.1 記録の範囲 単行資料、逐次刊行物、更新資料に対するシリーズについての表示を
記録する。シリーズは、記述対象より上位の書誌レベルに位置する体
現形である。
＜例示一部省略＞
　　広島大学総合科学部紀要
　　（記述対象: 言語文化研究（「広島大学総合科学部紀要」の中の逐次
刊行物 1 部編））
記述対象が単行資料、逐次刊行物、更新資料の構成部分（雑誌論文
等）である場合は、上位の書誌レベルの情報（収録誌紙等）はシリーズ
表示とは扱わず、体現形間の関連として記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）
シリーズは、複数階層のレベルから成ることがある。最上位のレベルを
シリーズとして、それ以外のレベルをサブシリーズとして扱う。複数のレ
ベルのサブシリーズが存在することもある。
　　【シリーズ】 書誌書目シリーズ
　　【サブシリーズ】 未刊史料による日本出版文化
　　（記述対象: 出版の起源と京都の本屋）
一つのシリーズに関する記録、または一つのシリーズと一つまたは複数
のサブシリーズに関する記録を、一組のシリーズ表示とする。
記述対象が属するシリーズまたはサブシリーズを、関連する著作として
扱う場合は、#43.1 に従って記録する。

適用 シリーズについての表示を記録する。シリーズは、記述対象より上位の
書誌レベルに位置する体現形である。
　半導体規格表シリーズ
シリーズは、複数階層のレベルから成ることがある。最上位のレベルを
シリーズとして、それ以外のレベルをサブシリーズとして扱う。複数のレ
ベルのサブシリーズが存在することもある。
　【シリーズ】　NHKラジオ学校放送
　【サブシリーズ】　社会科4年
　（記述対象: あの村この町）
　【シリーズ】　国際基督教大学学報
　【サブシリーズ】　1
　【サブシリーズ】　A
　（記述対象: 教育研究）
一つのシリーズに関する記録、または一つのシリーズと一つまたは複数
のサブシリーズに関する記録を、一組のシリーズ表示とする。

#2.10.0.2 サブエレメント シリーズ表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、シリーズ
の本タイト
ル、シリーズ内番号、サブシリーズの本タイトル、サブシリーズ内番号
は、コア・エレメントである。
a) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1 を見よ。）
b) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2 を見よ。）
c) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3 を見よ。）
d) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4 を見よ。）
e) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5 を見よ。）
f) シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6 を見よ。）
g) シリーズの ISSN（参照: #2.10.7 を見よ。）
h) シリーズ内番号（参照: #2.10.8 を見よ。）
i) サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9 を見よ。）
j) サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10 を見よ。）
k) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11 を見よ。）
l) サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12 を見よ。）
m) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13 を見よ。）
n) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14 を見よ。）
o) サブシリーズの ISSN（参照: #2.10.15 を見よ。）
p) サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16 を見よ。）
（参照: #2.1.0.2j)～q)、#2.2.0.2g)～j)を見よ。）

6.2.6D2他 一部適用 シリーズ表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、シリーズ
の本タイトル、シリーズ内番号、サブシリーズの本タイトル、サブシリー
ズ内番号は、コア・エレメントである。
a) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1を見よ。）
b) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2を見よ。）
c) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3を見よ。）
d) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4を見よ。）
e) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5を見よ。）（非適用）
f) シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6を見よ。）（非適用）
g) シリーズのISSN（参照: #2.10.7を見よ。）（非適用）
h) シリーズ内番号（参照: #2.10.8を見よ。）
i) サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9を見よ。）
j) サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10を見よ。）
k) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11を見よ。）
l) サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12を見よ。）（非適
用）
m) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13を見よ。）（非適用）
n) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14を見よ。）（非
適用）
o) サブシリーズのISSN（参照: #2.10.15を見よ。）（非適用）
p) サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16を見よ。）（非適用）

シリーズ表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、シリーズ
の本タイトル、シリーズ内番号、サブシリーズの本タイトル、サブシリー
ズ内番号は、コア・エレメントである。
a) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1を見よ。）
b) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2を見よ。）
c) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3を見よ。）
d) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4を見よ。）（非適用）
e) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5を見よ。）
f) シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6を見よ。）（非適用）
g) シリーズのISSN（参照: #2.10.7を見よ。）
h) シリーズ内番号（参照: #2.10.8を見よ。）
i) サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9を見よ。）
j) サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10を見よ。）
k) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11を見よ。）
l) サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12を見よ。）（非適
用）
m) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13を見よ。）（非適用）
n) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14を見よ。）（非
適用）
o) サブシリーズのISSN（参照: #2.10.15を見よ。）
p) サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16を見よ。）
（参照: #2.1.0.2j)～q)、#2.2.0.2g)～j)を見よ。）

#2.10.0.3 情報源 情報源は、シリーズ表示の各エレメントの規定に従う。 適用 適用

#2.10.0.4 記録の方法 シリーズ表示の各エレメントは、句読点、記号、略語、大文字使用法、
数字なども含め、情報源の表示を#1.10～#1.10.11 別法に従って記録す
る。

適用 適用

#2.10.0.4.1 サブシリーズ サブシリーズがある場合は、シリーズとサブシリーズの関係が分かるよ
うに記録する。
また、サブシリーズが複数あり、その間に上位・下位の関係がある場合
は、その関係が分かるように記録する。

適用 適用

#2.10.0.4.2 複数のシリーズ 記述対象が複数のシリーズに属する場合は、シリーズ表示ごとに、
#2.10.1～#2.10.16 に従って記録する。
　　現代俳句選集
　　河叢書
記述対象の個々の部分が異なるシリーズに属し、かつその関係をシ
リーズ表示において的確に記録できない場合は、シリーズに関する具
体的な情報を注記として記録する。
（参照: #2.41.10.2.1 を見よ。）

適用 適用

#2.10.0.5 複製 複製については、原資料のシリーズ表示ではなく、複製自体のシリーズ
表示を記録する。原資料のシリーズ表示が、資料自体に表示されてい
る場合は、関連する体現形のシリーズ表示として記録する。
（参照: #2.0.4、#43.3 を見よ。）

非適用 複製については、原資料のシリーズ表示ではなく、複製自体のシリーズ
表示を記録する。

#2.10.0.6 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、シリーズ表
示に変化、追加または削除が生じることがある。
複数巻単行資料または逐次刊行物では、シリーズ表示に変化または追
加が生じた場合は、そのシリーズ表示を追加して記録する。変化または
追加をシリーズ表示の中で的確に記録できず、かつ識別またはアクセ
スに重要な場合は、変化または追加の旨を注記として記録する。削除
が生じ、かつ識別またはアクセスに重要な場合は、削除の旨を注記とし
て記録する。
（参照: #2.41.10.2.3.1 を見よ。）
　　Routledge-Cavendish questions & answer series
　　Routledge questions & answer series
　　（後者は途中の巻次 2013/2014 で変化したシリーズ表示）
更新資料では、シリーズ表示に変化、追加または削除が生じた場合
は、最新のイテレーションを反映してシリーズ表示の記録を改める。この
場合、識別またはアクセスに重要なときは、変化、追加または削除の旨
を注記として記録する。
（参照: #2.41.10.2.3.2 を見よ。）
複数のシリーズに属する記述対象については、シリーズごとに上記の
規定を適用する。

NDL準拠 逐次刊行物においては、シリーズ表示に変化、追加または削除が生じ
ることがある。
シリーズ表示に変化または追加が生じ、識別またはアクセスに重要な
場合は、変化または追加の旨を注記として記録する。削除が生じ、かつ
識別またはアクセスに重要な場合は、削除の旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.10.2.3.1を見よ。）
　Roman album
　（注記: v. 2以降のシリーズ名: ロマンアルバム）
複数のシリーズに属する記述対象については、シリーズごとに上記の
規定を適用する

逐次刊行物においては、シリーズ表示に変化、追加または削除が生じ
ることがある。
シリーズ表示に変化または追加が生じ、識別またはアクセスに重要な
場合は、変化または追加の旨を注記として記録する。削除が生じ、かつ
識別またはアクセスに重要な場合は、削除の旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.10.2.3.1を見よ。）
　Roman album
　（注記: v. 2以降のシリーズ名: ロマンアルバム）
複数のシリーズに属する記述対象については、シリーズごとに上記の
規定を適用する。

S * #2.10.1 シリーズの本タイトル シリーズの本タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。
シリーズの本タイトルは、コア・エレメントである。

適用 適用

#2.10.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.1.1.1 記録の範囲 シリーズの本タイトルは、シリーズを識別する主な名称である。 適用 適用

#2.10.1.1.2 情報源 シリーズの本タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。ただし、シリー
ズ・タイトル・ページがある場合は、それを優先する。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

6.2.6F6.1
6.2.6F6.2

一部適用 シリーズの本タイトルの情報源は，資料自体の情報源である。
ただし，本タイトルと同一の情報源上に表示された上位タイトルは，共通
タイトルとなるため，シリーズタイトルの情報源からは除く。

シリーズの本タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。ただし、シリーズ・
タイトル・ページがある場合は、それを優先する。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合は、a)よりもb)を優先して選択
する。

#2.10.1.2 記録の方法 シリーズの本タイトルは、情報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 および
#2.10.0.4～#2.10.0.4.2に従って記録する。
　　角川文庫
　　Cambridge Middle East studies
　　日本図書館学講座

適用 適用

#2.10.1.2.1 シリーズの別タイトル 情報源に表示されているシリーズの別タイトルは、シリーズの本タイトル
の一部として扱う。

NDL準拠 情報源に表示されているシリーズの別タイトルは、シリーズの本タイトル
の一部として表示されている場合はシリーズの本タイトル、サブタイトル
として表示されている場合はシリーズのタイトル関連情報として扱う。

情報源に表示されているシリーズの別タイトルは、シリーズの本タイトル
の一部として表示されている場合はシリーズの本タイトル、サブタイトル
として表示されている場合はシリーズのタイトル関連情報として扱う。

別法 *情報源に表示されているシリーズの別タイトルは、シリーズのタイトル
関連情報として扱い、シリーズの本タイトルに含めない*。

非適用 -

#2.10.1.2.2 複数の言語・文字種による
表示

シリーズの本タイトルが、情報源に複数の言語または文字種で表示さ
れている場合は、#2.1.1.2.6 または#2.1.1.2.6 別法に従って、選定し、記
録する。

適用 シリーズの本タイトルが、情報源に複数の言語または文字種で表示さ
れている場合は、#2.1.1.2.6別法に従って、選定し、記録する。

#2.10.1.2.3 同一の言語・文字種による
複数のタイトル

情報源に、一つのシリーズに対して、同一の言語および文字種による複
数のタイトルが表示されている場合は、#2.1.1.2.7 または#2.1.1.2.7 別法
に従って、シリーズの本タイトルを選定して記録する。
　　Routledge global institutions series
　　（シリーズ・タイトル・ページに「Routledge global institutions series」と
「Global institutions series」の双方の表示がある。）

適用 情報源に、一つのシリーズに対して、同一の言語および文字種による複
数のタイトルが表示されている場合は、#2.1.1.2.7別法に従って、シリー
ズの本タイトルを選定して記録する。
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#2.10.1.2.4 不可分な一部として含ま
れるシリーズ内番号

シリーズ内番号がシリーズの本タイトルに含まれる場合は、その番号を
シリーズの本タイトルの一部として記録する。
　　Proceedings of the seventh invitation symposium
ただし、複数巻を対象にした包括的記述において、シリーズ内番号がシ
リーズの本タイトルに含まれ、かつ番号の表示が巻号ごとに異なる場合
は、その番号をシリーズの本タイトルに記録せず、省略する。
省略部分は省略記号（...）で示し、その番号はシリーズ内番号として記
録する。
（参照: #2.1.1.2.16、#2.10.8.2 を見よ。）
　　Monograph ... of the American Orthopsychiatric Association

非適用 —

別法 シリーズ内番号がシリーズの本タイトルに含まれる場合は、その番号を
シリーズの本タイトルの一部として記録する。
　　Proceedings of the seventh invitation symposium
ただし、複数巻を対象にした包括的記述において、シリーズ内番号がシ
リーズの本タイトルに含まれ、かつ番号の表示が巻号ごとに異なる場合
は、その番号をシリーズの本タイトルに記録せず、省略する。
*省略記号は使用せずに、その番号はシリーズ内番号として記録する
*。
（参照: #2.1.1.2.16 別法、#2.10.8.2 を見よ。）
　　Monograph of the American Orthopsychiatric Association

適用 適用

S #2.10.2 シリーズの並列タイトル シリーズの並列タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。 適用 適用

#2.10.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.2.1.1 記録の範囲 シリーズの並列タイトルは、シリーズの本タイトルとして記録したものと
異なる言語および（または）文字種によるタイトルである。

適用 適用

#2.10.2.1.2 情報源 シリーズの並列タイトルは、資料自体のどの情報源から採用してもよ
い。

一部適用 シリーズのタイトル関連情報は、シリーズの本タイトルと同一の情報源
から採用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。）

適用

#2.10.2.2 記録の方法 シリーズの並列タイトルは、情報源から#2.1.2.2 および#2.10.0.4～
#2.10.0.4.2 に従って記録する。
　　Steuerrechtswissenschaft
　　（シリーズの本タイトル: 税法学）
　　The galaxy of contemporary Japanese music
　　（シリーズの本タイトル: 現代日本音楽選）

適用 適用

S #2.10.3 シリーズのタイトル関連情
報

シリーズのタイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントである。 適用 適用

#2.10.3.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.3.1.1 記録の範囲 シリーズのタイトル関連情報は、シリーズの本タイトルを限定、説明、補
完する表示である。情報源における表示の位置は、シリーズの本タイト
ルの後に続くものが多いが、その上部や前方の位置に表示されている
こともある。
シリーズに関係する版表示は、シリーズのタイトル関連情報として記録
する。

適用 適用

#2.10.3.1.2 情報源 シリーズのタイトル関連情報は、シリーズの本タイトルと同一の情報源
から採用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。）

適用 適用

#2.10.3.2 記録の方法 シリーズのタイトル関連情報は、情報源から#2.1.3.2 および#2.10.0.4～
#2.10.0.4.2 に従って記録する。
　　経済・貿易・産業報告書
　　（シリーズの本タイトル: ARC レポート）
　　interdisciplinary studies in early modern culture
　　（シリーズの本タイトル: Intersections）

適用 適用

#2.10.3.2.1 複数の言語・文字種による
表示

シリーズのタイトル関連情報が、情報源に複数の言語または文字種で
表示されている場合は、シリーズの本タイトルと同一の言語または文字
種によるものを記録する。シリーズの本タイトルと同一の言語または文
字種による表示がない場合は、最初に表示されているものを記録する。

適用 適用

S #2.10.4 シリーズの並列タイトル関
連情報 シリーズの並列タイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントであ

る。

適用 非適用

#2.10.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.4.1.1 記録の範囲 シリーズの並列タイトル関連情報は、シリーズのタイトル関連情報として
記録したものと異なる言語および（または）文字種による同一内容の表
示である。

非適用

#2.10.4.1.2 情報源 シリーズの並列タイトル関連情報は、対応するシリーズの並列タイトル
と同一の情報源から採用する。
（参照: #2.10.2.1.2 を見よ。）
対応するシリーズの並列タイトルがない場合は、シリーズの本タイトルと
同一の情報源から採用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。）

一部適用 シリーズの並列タイトル関連情報は、対応するシリーズの並列タイトル
と同一の情報源から採用する。
（参照: #2.10.2.1.2 を見よ。）

非適用

#2.10.4.2 記録の方法 シリーズの並列タイトル関連情報は、情報源から#2.1.4.2 および
#2.10.0.4～#2.10.0.4.2に従って記録する。
　　documentation and interpretation
　　（シリーズの本タイトル: Schriftenreihe zur Geschichte der 
Versammlungen
　　deutscher Naturforscher und Ärzte）
　　（シリーズの並列タイトル: Series on the history of the meetings of 
German
　　naturalists and physicians）
　　（シリーズのタイトル関連情報: Dokumentation und Analyse）

適用 非適用

S #2.10.5 シリーズに関係する責任
表示

＜以下，シリーズに関する責任表示については，転記省略＞ 非適用 以下，VT:PTの場合
#2.10.0.2 参照

適用

#2.10.5.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.5.1.1 記録の範囲 非適用 #2.10.0.2 参照 適用

#2.10.5.1.2 情報源 非適用 #2.10.0.2 参照 適用

#2.10.5.2 記録の方法 非適用 #2.10.0.2 参照 適用

#2.10.5.2.1 複数の言語・文字種による
表示

非適用 #2.10.0.2 参照 適用

S #2.10.6 シリーズに関係する並列
責任表示

＜以下，シリーズに関する並列責任表示については，転記省略＞ 非適用 #2.10.0.2 参照 非適用

#2.10.6.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.6.1.1 記録の範囲 非適用 #2.10.0.2 参照 非適用

#2.10.6.1.2 情報源 非適用 #2.10.0.2 参照 非適用

#2.10.6.2 記録の方法 非適用 #2.10.0.2 参照 非適用

S #2.10.7 シリーズのISSN ＜以下，シリーズのISSNについては，転記省略＞ 非適用 #2.10.0.2 参照
シリーズの ISSN は、シリーズ表示のサブエレメントではなく，体現形の
識別子のサブエレメントとして扱う。

適用

#2.10.7.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.7.1.1 記録の範囲 非適用 #2.10.0.2 参照 適用

#2.10.7.1.2 情報源 非適用 #2.10.0.2 参照 シリーズのISSNは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。ただし、シリーズ・
タイトル・ページがある場合は、それを優先する。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3を見よ。）
ただし、表示されているISSNが誤ったISSNと判明し、正しいISSNがわか
る場合は、a)b)よりもc)を優先して選択する。

#2.10.7.2 記録の方法 非適用 #2.10.0.2 参照 定められた表示形式に従って記録する。表示されているISSNが誤った
ISSNと判明し、正しいISSNがわかる場合は、正しいISSNを記録する。

#2.10.7.2 記録の方法　任意省略 非適用 #2.10.0.2 参照 非適用

S * #2.10.8 シリーズ内番号 シリーズ内番号は、シリーズ表示のサブエレメントである。
シリーズ内番号は、コア・エレメントである。

6.2.1F2 適用 適用

#2.10.8.1 記録の範囲・情報源 — —
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#2.10.8.1.1 記録の範囲 シリーズ内番号は、記述対象のシリーズ内の個々の資料に与えられて
いる番号付けである。この番号は、単独の数字・文字・記号か、または
それらの組み合わせである。前後にそれを修飾する語句が付いている
ものもある。
　　7
　　中
　　A
　　★★
　　D12
　　第 2 巻
＜以下例示転記省略＞

適用 適用

#2.10.8.1.2 情報源 シリーズ内番号は、資料自体のどの情報源から採用してもよい。 適用 適用

#2.10.8.2 記録の方法 シリーズ内番号は、情報源に表示されているものを、#1.10～#1.10.11 
別法に従って記録する。また、ハイフンが含まれている場合に、その意
味を明確にするために必要なときは、スラッシュに置き換える。

適用 適用

#2.10.8.2.1 年月次 シリーズ内番号が年月次とその細分である番号とから成る場合は、そ
の順に記録する。
（参照: 年月次については、#2.4.0.2 を見よ。）
　　2008, no. 2
　　1997-1
シリーズ内番号と年月次とが表示されている場合は、その双方を記録
する。ただし、出版・頒布・製作・制作の日付は、年月次として扱わな
い。
　　no. 7
　　2008

非適用 非適用

#2.10.8.2.2 複数の言語・文字種による
表示

シリーズ内番号が、情報源に複数の言語または文字種で表示されてい
る場合は、シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるもの
を記録する。シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種による表
示がない場合は、最初に表示されているものを記録する。

適用 適用

#2.10.8.2.3 新しい連番を示す語句 シリーズ内番号に従前と同じ付番方式による新しい連番が開始され、か
つ以前の連番と区別するための「第 2 期」などの語句を伴う場合は、そ
れをもあわせて記録する。
　　第 2 期 3
　　new series, 196
従前の連番と区別するための語句を伴わない場合は、適切な語句を付
加する。この場合、その語句が情報源に表示されていないことを、注記
および（または）その他の方法（コーディングや角がっこの使用など）で
示す。
（参照: #2.10.9.2.1 を見よ。）
　　 [第 2 次] 1
　　 [new series], no. 1

適用 非適用

#2.10.8.2.4 複数の付番方式 シリーズ内番号に同時に複数の付番方式が用いられている場合は、表
示されている順に記録する。

適用 シリーズ内番号に同時に複数の付番方式が用いられている場合は、主
要なものを一つ記録する。複数記録する場合は、表示されている順に
記録する。

#2.10.8.2.5 複数巻のシリーズ内番号 — —

#2.10.8.2.5A 複数巻単行資料 対象外 非適用

#2.10.8.2.5B 逐次刊行物 記述対象とする逐次刊行物の各巻号に、全体を通して同じシリーズ内
番号が付されている場合に限って記録する。
　　207
　　（逐次刊行物が属するシリーズの本タイトル: 精選近代文芸雑誌集）

適用 適用

S * #2.10.9 サブシリーズの本タイトル サブシリーズの本タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。
サブシリーズの本タイトルは、コア・エレメントである。

適用 適用

#2.10.9.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.9.1.1 記録の範囲 サブシリーズの本タイトルは、サブシリーズを識別する主な名称である。
サブシリーズか別のシリーズか判断できない場合は、別のシリーズとし
て扱う。
（参照: #2.10.0.4.1、#2.10.0.4.2 を見よ。）

適用 適用

#2.10.9.1.2 情報源 サブシリーズの本タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。ただし、シリー
ズ・タイト
ル・ページがある場合は、それを優先する。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

一部適用 サブシリーズの本タイトルの情報源は、資料自体の情報源である。
ただし，本タイトルと同一の情報源上に表示されたタイトルは除く。

サブシリーズの本タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。ただし、シリーズ・
タイトル・ページがある場合は、それを優先する。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
ただし、識別またはアクセスに重要な場合は、a)よりもb)を優先して選択
する。

#2.10.9.2 記録の方法 サブシリーズの本タイトルは、情報源から#2.10.0.4～#2.10.0.4.1 および
#2.10.1.2～#2.10.1.2.4 別法に従って記録する。
　　スポーツ・ビギニング・シリーズ
　　（シリーズの本タイトル: スポーツ叢書）
　　声楽編
　　（シリーズの本タイトル: 世界大音楽全集）
　　新書東洋史
　　中国の歴史
　　（シリーズの本タイトル: 講談社現代新書）

適用 適用

#2.10.9.2.1 「第2期」、「new series」等 シリーズが番号付けされておらず、「第 2 期」、「new series」等が情報源
に表示されている場合は、それをサブシリーズの本タイトルとして記録
する。
　　第 2 期
　　（シリーズの本タイトル: アジアにおける日本の軍・学校・宗教関係資
料。この
シリーズにシリーズ内番号はない。）
シリーズが番号付けされていて、「第 2 期」、「new series」等が情報源に
表示されている場合は、それをシリーズ内番号の一部として記録する。
（参照: #2.10.8.2.3 を見よ。）

適用 非適用

#2.10.9.2.2 サブシリーズの巻次 サブシリーズが巻次のみから成り、タイトルがない場合は、巻次をサブ
シリーズの本タイトルとして記録する。
　　Series 3
サブシリーズが巻次とタイトルから成る場合は、両者の対応関係を維持
するように、巻次に続けてタイトルを記録する。
　　A, 物理統計
　　（シリーズの本タイトル: 農業技術研究所報告）

適用 適用

#2.10.9.2.3 複数の言語・文字種による
表示

サブシリーズの本タイトルが、情報源に複数の言語または文字種で表
示されている場合は、シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種
によるものを記録する。シリーズの本タイトルと同一の言語または文字
種による表示がない場合は、最初に表示されているものを記録する。

適用 適用

S #2.10.10 サブシリーズの並列タイト
ル

サブシリーズの並列タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。 適用 適用

#2.10.10.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.10.1.1 記録の範囲 サブシリーズの並列タイトルは、サブシリーズの本タイトルとして記録し
たものと異なる言語および（または）文字種によるタイトルである。

適用 適用

#2.10.10.1.2 情報源 サブシリーズの並列タイトルは、資料自体のどの情報源から採用しても
よい。

一部適用 サブシリーズの並列タイトルは、サブシリーズと同一の情報源から採用
する。

適用

#2.10.10.2 記録の方法 サブシリーズの並列タイトルは、情報源から#2.1.2.2 および#2.10.0.4～
#2.10.0.4.2 に従って記録する。
　　MEIS series
　　（シリーズの本タイトル: イスラム文化研究）
　　（サブシリーズの本タイトル: 中東イスラーム研究シリーズ）
　　（シリーズの並列タイトル: Studia culturae Islamicae）

適用 適用

S #2.10.11 サブシリーズのタイトル関
連情報

サブシリーズのタイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントであ
る。

適用 適用

#2.10.11.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.11.1.1 記録の範囲 サブシリーズのタイトル関連情報は、サブシリーズの本タイトルを限定、
説明、補完する表示である。情報源における表示の位置は、サブシリー
ズの本タイトルの後に続くものが多いが、その上部や前方の位置に表
示されていることもある。

適用 適用

#2.10.11.1.2 情報源 サブシリーズのタイトル関連情報は、サブシリーズの本タイトルと同一の
情報源から採用する。
（参照: #2.10.9.1.2 を見よ。）

適用 適用

#2.10.11.2 記録の方法 サブシリーズのタイトル関連情報は、情報源から#2.1.3.2 および
#2.10.0.4～#2.10.0.4.2に従って記録する。

適用 適用
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#2.10.11.2.1 複数の言語・文字種による
表示

サブシリーズのタイトル関連情報が、情報源に複数の言語または文字
種で表示されている場合は、サブシリーズの本タイトルと同一の言語ま
たは文字種によるものを記録する。
サブシリーズの本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない
場合は、最初に表示されているものを記録する。

適用 適用

S #2.10.12 サブシリーズの並列タイト
ル関連情報

サブシリーズの並列タイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメント
である。

非適用 非適用

#2.10.12.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.12.1.1 記録の範囲 サブシリーズの並列タイトル関連情報は、サブシリーズのタイトル関連
情報として記録したものと異なる言語および（または）文字種による同一
内容の表示である。

非適用 非適用

#2.10.12.1.2 情報源 サブシリーズの並列タイトル関連情報は、対応するサブシリーズの並列
タイトルと同一の情報源から採用する。
（参照: #2.10.10.1.2 を見よ。）
対応するサブシリーズの並列タイトルがない場合は、サブシリーズの本
タイトルと同一の情報源から採用する。
（参照: #2.10.9.1.2 を見よ。）

非適用 非適用

#2.10.12.2 記録の方法 サブシリーズの並列タイトル関連情報は、#2.1.4.2 および#2.10.0.4～
#2.10.0.4.2 に従って記録する。

非適用 非適用

S #2.10.13 サブシリーズに関係する
責任表示

＜以下，サブシリーズに関する責任表示については，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.10.13.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.13.1.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.10.13.1.2 情報源 非適用 非適用

#2.10.13.2 記録の方法 非適用 非適用

#2.10.13.2.1 複数の言語・文字種による
表示

非適用 非適用

S #2.10.14 サブシリーズに関係する
並列責任表示

＜以下，サブシリーズに関する並列責任表示については，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.10.14.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.14.1.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.10.14.1.2 情報源 非適用 非適用

#2.10.14.2 記録の方法 非適用 非適用

S #2.10.15 サブシリーズのISSN ＜以下，サブシリーズのISSNについては，転記省略＞ 非適用 適用

#2.10.15.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.15.1.1 記録の範囲 非適用 適用

#2.10.15.1.2 情報源 非適用 サブシリーズのISSNは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2を見よ。ただし、シリーズ・
タイトル・ページがある場合は、それを優先する。）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2の優先情報源の優先順と同様の順
で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3を見よ。）
ただし、表示されているISSNが誤ったISSNと判明し、正しいISSNがわか
る場合は、a)b)よりもc)を優先して選択する。

#2.10.15.2 記録の方法 非適用 定められた表示形式に従って記録する。表示されているISSNが誤った
ISSNと判明し、正しいISSNがわかる場合は、正しいISSNを記録する。

S * #2.10.16 サブシリーズ内番号 サブシリーズ内番号は、シリーズ表示のサブエレメントである。
サブシリーズ内番号は、コア・エレメントである。

非適用 適用

#2.10.16.1 記録の範囲・情報源 — —

#2.10.16.1.1 記録の範囲 サブシリーズ内番号は、記述対象のサブシリーズ内の個々の資料に与
えられている番号付けである。この番号は、単独の数字・文字・記号か、
またはそれらの組み合わせである。前後にそれを修飾する語句が付い
ているものもある。

非適用 適用

#2.10.16.1.2 情報源 サブシリーズ内番号は、資料自体のどの情報源から採用してもよい。 適用

#2.10.16.2 記録の方法 サブシリーズ内番号は、情報源から#2.10.8.2～#2.10.8.2.5B に従って記
録する。
  1
  （サブシリーズの本タイトル: シリーズ選書日本中世史）
  （シリーズの本タイトルとシリーズ内番号: 講談社選書メチエ ; 467）
  第 97 巻
  （サブシリーズの本タイトル: 言語編）
  （シリーズの本タイトル: ひつじ研究叢書）

非適用 適用

#2.10.16.2.1 複数の言語・文字種による
表示

サブシリーズ内番号が、情報源に複数の言語または文字種で表示され
ている場合は、サブシリーズの本タイトルと同一の言語または文字種に
よるものを記録する。サブシリーズの本タイトルと同一の言語または文
字種による表示がない場合は、最初に表示されているものを記録する。

非適用 適用

#2.11 下位レベルの記録 内容細目などの下位レベルの記録については、体現形間の関連として
扱う。
（参照: #43.3 を見よ。）

非適用 非適用

E #2.12 刊行方式 刊行方式は、エレメントである。 適用 適用

#2.12.1 記録の範囲 刊行方式は、体現形の刊行単位、継続性、更新の有無などによる、刊
行形態の区分である。

適用 適用

#2.12.2 情報源 刊行方式は、資料自体に基づいて記録する。さらに必要がある場合
は、資料外のどの情報源に基づいて記録してもよい。
（参照: 資料自体の範囲については、#2.0.2.1 を見よ。）

適用 適用

#2.12.3 記録の方法 刊行方式は、表 2.12.3 の用語を使用して記録する。目録用言語として
英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用いる。複数の刊行方式が
該当する場合は、それらをすべて記録する。

非適用 刊行方式は、表2.12.3の用語「逐次刊行物」を使用して記録する。

E #2.13 刊行頻度 刊行頻度は、エレメントである。 適用 適用

#2.13.1 記録の範囲 刊行頻度は、逐次刊行物の各巻号の刊行の間隔、または更新資料の
更新の間隔を表すものである。

適用 適用

#2.13.2 情報源 刊行頻度は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#2.13.3 記録の方法 刊行頻度が判明している場合は、表 2.13.3 の用語を使用して記録す
る。目録用言語として英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用い
る。

非適用 刊行頻度が判明している場合は、表 2.13.3 の用語をコード化して記録
する。

#2.13.3 別法 刊行頻度が判明している場合は、表 2.13.3 の用語を使用して記録す
る。目録用言語として英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用い
る。
*表 2.13.3 に適切な用語がない場合は、データ作成機関が刊行頻度を
示す簡略な用語を定めて記録する。
　　年 8 回刊
刊行頻度の詳細は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.11.2.1 を見よ。）

非適用 刊行頻度が判明している場合は、表 2.13.3 の用語をコード化して記録
する。
目録対象資料の刊行頻度に完全に合致対応する刊行頻度コードがな
ければ、最も近い刊行頻度を示すコードを採択する。（現コーディングマ
ニュアル6.1.12E3）

刊行頻度が判明している場合は、表2.13.3の用語を使用して記録する。
表2.13.3に適切な用語がない場合は、適切な語を記録する。
　年8回刊

#2.13.4 変化 刊行頻度に変化が生じた場合は、その旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.11.2.2 を見よ。）

非適用 刊行頻度に変化が生じた場合は、新たな刊行頻度を記録し，必要に応
じて変化前の刊行頻度を注記として記録する。（現コーディングマニュア
ル6.1.12F2）

適用
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＜#2.14～#2.33　キャリア
に関する情報＞

#2.14 キャリアに関する情報 —

#2.14.0 通則 —

#2.14.0.1 記録の目的 キャリアに関する情報は、記述対象を物理的側面から識別する上で重
要である。利用者のニーズに合致する体現形を選択し、利用するため
に使用される。また、記述対象の管理・保全にも重要である。

6.2.5D 適用 適用

#2.14.0.2 記録の範囲 キャリアに関する情報は、記述対象の物理的側面に関する情報であ
る。可視のものだけではなく、不可視のものもある。
キャリアに関する情報には、次のエレメントがある。
a) 機器種別（参照: #2.15 を見よ。）
b) キャリア種別（参照: #2.16 を見よ。）
c) 数量（参照: #2.17 を見よ。）
d) 大きさ（参照: #2.18 を見よ。）
e) 基底材（参照: #2.19 を見よ。）
f) 付加材（参照: #2.20 を見よ。）
g) マウント（参照: #2.21 を見よ。）
h) 制作手段（参照: #2.22 を見よ。）
i) 世代（参照: #2.23 を見よ。）
j) レイアウト（参照: #2.24 を見よ。）
k) 書型・判型（参照: #2.25 を見よ。）
l) フォント・サイズ（参照: #2.26 を見よ。）
m) 極性（参照: #2.27 を見よ。）
n) 縮率（参照: #2.28 を見よ。）
o) 録音の特性（参照: #2.29 を見よ。）
p) 映画フィルムの映写特性（参照: #2.30 を見よ。）
q) ビデオの特性（参照: #2.31 を見よ。）
r) デジタル・ファイルの特性（参照: #2.32 を見よ。）
s) 装置・システム要件（参照: #2.33 を見よ。）
これらのうち、キャリア種別および数量は、コア・エレメントである。
機器種別、キャリア種別、数量は、すべての種類のキャリアについて記
録する。大きさは、オンライン資料を除くすべての種類のキャリアについ
て記録する。その他のエレメントは、基本的に記述対象のキャリアが該
当する場合に限って記録する。

6.2.5A 一部適用 キャリアに関する情報は、記述対象の物理的側面に関する情報であ
る。可視のものだけではなく、不可視のものもある。
キャリアに関する情報で，逐次刊行物では次のエレメントがある。
a) 機器種別（参照: #2.15 を見よ。）
b) キャリア種別（参照: #2.16 を見よ。）
c) 数量（参照: #2.17 を見よ。）
d) 大きさ（参照: #2.18 を見よ。）
e) 基底材（参照: #2.19 を見よ。）
f) 付加材（参照: #2.20 を見よ。）（非適用）
g) マウント（参照: #2.21 を見よ。）（非適用）
h) 制作手段（参照: #2.22 を見よ。）
i) 世代（参照: #2.23 を見よ。）（非適用）
j) レイアウト（参照: #2.24 を見よ。）（非適用）
k) 書型・判型（参照: #2.25 を見よ。）（非適用）
l) フォント・サイズ（参照: #2.26 を見よ。）
m) 極性（参照: #2.27 を見よ。）（非適用）
n) 縮率（参照: #2.28 を見よ。）（非適用）
o) 録音の特性（参照: #2.29 を見よ。）（非適用）
p) 映画フィルムの映写特性（参照: #2.30 を見よ。（非適用））
q) ビデオの特性（参照: #2.31 を見よ。）（非適用）
r) デジタル・ファイルの特性（参照: #2.32 を見よ。）
s) 装置・システム要件（参照: #2.33 を見よ。）（非適用）
これらのうち、キャリア種別および数量は、コア・エレメントである。
機器種別、キャリア種別、数量は、すべての種類のキャリアについて記
録する。大きさは、オンライン資料を除くすべての種類のキャリアについ
て記録する。その他のエレメントは、基本的に記述対象のキャリアが該
当する場合に限って記録する。

キャリアに関する情報は、記述対象の物理的側面に関する情報であ
る。可視のものだけではなく、不可視のものもある。
キャリアに関する情報には、次のエレメントがある。
a) 機器種別（参照: #2.15を見よ。）
b) キャリア種別（参照: #2.16を見よ。）
c) 数量（参照: #2.17を見よ。）
d) 大きさ（参照: #2.18を見よ。）
e) 基底材（参照: #2.19を見よ。）
f) 付加材（参照: #2.20を見よ。）（非適用）
g) マウント（参照: #2.21を見よ。）（非適用）
h) 制作手段（参照: #2.22を見よ。）
i) 世代（参照: #2.23を見よ。）（非適用）
j) レイアウト（参照: #2.24を見よ。）（非適用）
k) 書型・判型（参照: #2.25を見よ。）（非適用）
l) フォント・サイズ（参照: #2.26を見よ。）
m) 極性（参照: #2.27を見よ。）（非適用）
n) 縮率（参照: #2.28を見よ。）（非適用）
o) 録音の特性（参照: #2.29を見よ。）（非適用）
p) 映画フィルムの映写特性（参照: #2.30を見よ。）（非適用）
q) ビデオの特性（参照: #2.31を見よ。）
r) デジタル・ファイルの特性（参照: #2.32を見よ。）
s) 装置・システム要件（参照: #2.33を見よ。）
これらのうち、キャリア種別および数量は、コア・エレメントである。
機器種別、キャリア種別、数量は、すべての種類のキャリアについて
記録する。大きさは、オンライン資料を除くすべての種類のキャリアに
ついて記録する。その他のエレメントは、基本的に記述対象のキャリア
が該当する場合に限って記録する。

#2.14.0.3 情報源 キャリアに関する情報は、資料自体に基づいて記録する。さらに識別ま
たは選択に重要な情報がある場合は、資料外のどの情報源に基づいて
記録してもよい。
（参照: 資料自体の範囲については、#2.0.2.1 を見よ。）

6.2.5E 適用 適用

#2.14.0.4 記録の方法 キャリアに関する情報は、#1.9c)～e)に従って記録する。
ある著作に対して、相互に異なるキャリアによって体現形が複数存在す
ることがある。
その場合は、記述対象のキャリアについて記録する。
（参照: 異なるキャリアとの関連の記録については、#43.3 を見よ。）

適用 適用

#2.14.0.4.1 複数のキャリア種別から成
る体現形

複数のキャリア種別から成る体現形を包括的に記述する場合は、記述
対象の特徴と記録の必要に応じて、次のいずれかの方法を適用する。
（参照: コレクションの数量については、#2.17.0.2.6 を見よ。）
（参照: 付属資料のキャリアに関する情報については、#43.3 を見よ。）
a) キャリア種別ごとに、キャリア種別と数量を記録し、必要に応じてその
他のエレメントも対応させて記録する。
（参照: #2.16～#2.33 を見よ。）
＜例示転記省略＞
b) 多くの異なるキャリア種別から成る体現形について、主なキャリア種
別のみを記録し、包括的な表現で数量を記録する。
（参照: #2.16.0.2.1 別法、#2.17.0.2.3 を見よ。）
＜例示転記省略＞
識別または選択に重要な場合は、構成の詳細を注記として記録する。
（参照: #2.42.1.2.1 を見よ。）

(0.4.3) 一部適用 複数のキャリア種別から成る体現形を包括的に記述する場合は、記述
対象の特徴と記録の必要に応じて、次の方法を適用する。記述対象資
料のうちの一部を付属資料として扱うこともある。
（参照: #43.3を見よ。）
a) キャリア種別ごとに、キャリア種別と数量を記録し、必要に応じてその
他のエレメントも対応させて記録する。機器種別が「機器不用」の資料
が付属資料の場合は、キャリア種別は記録せず、必要に応じて数量お
よびその他のエレメントを対応させて記録する。

複数のキャリア種別から成る体現形を包括的に記述する場合は、記述
対象の特徴と記録の必要に応じて、次の方法を適用する。記述対象
資料のうちの一部を付属資料として扱うこともある。
（参照: #43.3を見よ。）
(参照: 付属資料を関連の記録（著作間の付属・付加の関連）として扱う
場合は、#43.1を見よ。)
a) キャリア種別ごとに、キャリア種別と数量を記録し、必要に応じてそ
の他のエレメントも対応させて記録する。機器種別が「機器不用」の資
料が付属資料の場合は、キャリア種別は記録せず、必要に応じて数量
およびその他のエレメントを対応させて記録する。
（参照: #2.16～#2.33を見よ。）
　【機器種別】　機器不用
　【キャリア種別】　冊子
　【数量】　冊
　【大きさ】　30 cm
　【機器種別（付属資料）】　コンピュータ
　【キャリア種別（付属資料）】　コンピュータ・ディスク
　【数量(付属資料)】　DVD-ROM
　（冊子にコンピュータ・ディスクが付属する資料）
　【機器種別】　コンピュータ
　【キャリア種別】　コンピュータ・ディスク
　【数量】　CD-ROM
　【大きさ】　12 cm
　【ファイル種別】　テキスト・ファイル
　【数量(付属資料)】　別冊
　（コンピュータ・ディスクに冊子が付属する資料）

#2.14.0.4.1 複数のキャリア種別から成
る体現形　任意追加

記述対象が容器に収納されているときは、容器の種類と大きさも記録す
る。
（参照: #2.18.0.2.2 を見よ。）
　　【キャリア種別】 コンピュータ・ディスク
　　【数量】 コンピュータ・ディスク 1 枚
　　【大きさ】 12 cm
　　【ファイル種別】 プログラム・ファイル
　　【キャリア種別】 オーディオ・ディスク
　　【数量】 オーディオ・ディスク 1 枚
　　【大きさ】 12 cm
　　【デジタル・コンテンツ・フォーマット】　CD audio
　　【キャリア種別】 冊子
　　【数量】 2 冊
　　【大きさ】 27 cm
　　【大きさ】 箱 29 × 20 × 11 cm
　　（コンピュータ・ディスク、オーディオ・ディスク各 1 枚と冊子 2 冊が箱
に収納
された記述対象について、キャリア種別、数量、その他のエレメント、容
器に
関する情報を記録する場合）

非適用 記述対象が容器に収納されているときは、容器の種類と大きさも記録
する。
（参照: #2.18.0.2.2を見よ。）
　【機器種別】　コンピュータ
　【キャリア種別】　コンピュータ・ディスク
　【数量】　Blu-ray Disc
　【大きさ】　12 cm
　【ファイル種別】　テキスト・ファイル
　【大きさ】　ホルダー入 (19 cm)
（コンピュータ・ディスクがホルダーに収納された記述対象について、
キャリア種別、数量、その他のエレメント、容器に関する情報を記録す
る場合）

#2.14.0.5 複製  複製については、原資料のキャリアではなく、複製自体のキャリアにつ
いて記録する。原資料のキャリアについては、関連する体現形のキャリ
アに関する記録として扱う。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.0.2C12 適用 適用

#2.14.0.6 変化 複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、キャリアに
変化が生じることがある。
複数巻単行資料または逐次刊行物の刊行途中で次のいずれかの変化
が生じた場合は、体現形に対する新規の記述を作成する。
a) 機器種別が変化した場合
b) 逐次刊行物のキャリア種別が、他の種別からオンライン資料に、また
はオンライン資料から他の種別に変化した場合
その他の変化が生じた場合は、次のように扱う。
c) 大きさが変化した場合は、#2.18.0.2.5 に従って記録する。
d) キャリア種別や#2.19～#2.33 に規定するエレメントに変化が生じた場
合は、各エレメントの規定に従って変化後の情報を追加して記録する。
記述対象の識別または選択に重要な場合は、変化に関する情報を注
記として記録する。
 （参照: #2.42.3.2.1、#2.42.3.2.1 任意省略を見よ。）
更新資料の刊行途中で機器種別が変化した場合は、体現形に対する
新規の記述を作成する。大きさが変化した場合は、#2.18.0.2.5 に従って
記録する。キャリア種別や#2.19～#2.33 に規定するエレメントに変化が
生じた場合は、最新のイテレーションの情報に改める。記述対象の識別
または選択に重要な場合は、変化に関する情報を注記として記録する。
（参照: #2.42.3.2.2 を見よ。）

0.4.3.B B1 NDL準拠 逐次刊行物においては、キャリアに変化が生じることがある。
刊行途中で次のいずれかの変化が生じた場合は、体現形に対する新
規の記述を作成する。
a) 機器種別が変化した場合
（参照: #2.0.5Bを見よ。）
b) 機器種別は変化せず、キャリア種別が変化した場合。ただし、機器種
別が「機器不用」の場合を除く。
（参照: #2.0.5Bを見よ。）
その他の変化が生じた場合は、次のように扱う。
c) 大きさが変化した場合は、#2.18.0.2.5に従って記録する。
d) a)～c)以外のキャリア種別や#2.19～#2.33に規定するエレメントに変
化が生じた場合は、各エレメントの規定に従って変化後の情報を追加し
て記録する。記述対象の識別または選択に重要な場合は、変化に関す
る情報を注記として記録する。
（参照: #2.42.3.2.1を見よ。）

逐次刊行物においては、キャリアに変化が生じることがある。
刊行途中で次のいずれかの変化が生じた場合は、体現形に対する新
規の記述を作成する。
a) 機器種別が変化した場合
（参照: #2.0.5Bを見よ。）
b) 機器種別は変化せず、キャリア種別が変化した場合。ただし、機器
種別が「機器不用」の場合を除く。
（参照: #2.0.5Bを見よ。）
その他の変化が生じた場合は、次のように扱う。
c) 大きさが変化した場合は、#2.18.0.2.5に従って記録する。
d) a)～c)以外のキャリア種別や#2.19～#2.33に規定するエレメントに変
化が生じた場合は、各エレメントの規定に従って変化後の情報を追加
して記録する。記述対象の識別または選択に重要な場合は、変化に
関する情報を注記として記録する。
（参照: #2.42.3.2.1を見よ。）

＜#2.15～#2.33　キャリア
に関する情報のエレメント
＞

—
—

E #2.15 機器種別 機器種別は、エレメントである。 適用 適用

#2.15.0 通則 — —

#2.15.0.1 記録の範囲 記述対象の内容を利用（表示、再生、実行など）するために必要な機器
の種類を示す用語を、機器種別として記録する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

適用 適用
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#2.15.0.2 記録の方法 機器種別は、キャリア種別と組み合わせて記録する。
（参照: #2.16.0.2を見よ。）
機器種別として記録する用語は、表2.15.0.2から選択する。目録用言語
として英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用いる。
　　オーディオ
　　（音声再生機器が必要な場合）
　　機器不用
　　（図書など）
表 2.15.0.2 機器種別の用語 　＜別シートに転記＞
該当する機器種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録
する。
該当する機器種別が容易に判明しない場合は、「不明」または
「unspecified」と記録する。

適用 機器種別は、キャリア種別と組み合わせて記録する。
（参照: #2.16.0.2を見よ。）
機器種別として記録する用語は、表2.15.0.2から選択する。
　オーディオ
　（音声再生機器が必要な場合）
　機器不用
　（冊子など）

#2.15.0.2.1 複数の機器種別 複数の機器種別が該当する場合は、それらをすべて記録する。 非適用 —

別法 *複数の機器種別が該当する場合は、次のいずれかの機器種別のみを
記録する。
a) 記述対象の最も重要な構成要素が該当する機器種別
b) 記述対象の実質的な構成要素（最も重要な構成要素がある場合は、
これを含む）が該当するそれぞれの機器種別*

適用 適用

E * #2.16 キャリア種別 キャリア種別は、エレメントである。
キャリア種別は、コア・エレメントである。

適用 適用

#2.16.0 通則 — —

#2.16.0.1 記録の範囲 記述対象の内容を記録した媒体およびその形状を示す用語を、キャリ
ア種別として記録する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

適用 適用

#2.16.0.2 記録の方法 キャリア種別として記録する用語は、表2.16.0.2から選択する。目録用言
語として英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用いる。
　　冊子
　　（図書など）
　　オーディオ・ディスク
　　（音楽 CD など）
表 2.16.0.2 キャリア種別の用語　＜別シートに転記＞
該当するキャリア種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と
記録する。
該当するキャリア種別が容易に判明しない場合は、「不明」または
「unspecified」と記録する。
*表 2.16.0.2 は機器種別とキャリア種別の一般的な対応関係を示したも
のであり、例外的に、この表に記載されていなくても適切な用語の選択
が必要となる場合がある。
　　【機器種別】 オーディオ

適用 キャリア種別として記録する用語は、表2.16.0.2から選択する。
　冊子
　（点字資料など）
　オーディオ・ディスク
　（音楽CDなど）

#2.16.0.2.1 複数のキャリア種別 複数のキャリア種別が該当する場合は、それらをすべて記録する。 非適用 —

別法 *複数のキャリア種別が該当する場合は、次のいずれかのキャリア種別
のみを記録する。
a) 記述対象の最も重要な構成要素が該当するキャリア種別
b) 記述対象の実質的な構成要素（最も重要な構成要素がある場合は、
これを含む）が該当するそれぞれのキャリア種別*

適用 適用

E * #2.17 数量 数量は、エレメントである。
数量は、資料が完結している場合、または総数が判明している場合は、
コア・エレメントである。

適用 適用

#2.17.0 通則 —

#2.17.0.1 記録の範囲 記述対象のユニット数を、キャリアの種類を示す語とともに、数量として
記録する。ユニット数に代えてまたはユニット数に加えて、下位ユニット
数を記録することがある。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。
（参照: 所要時間については、#5.22 を見よ。）

適用 記述対象のユニット数を、キャリアの種類を示す語とともに、数量とし
て記録する。ユニット数に代えてまたはユニット数に加えて、下位ユ
ニット数を記録することがある。
情報源は、#2.14.0.3に従う。

#2.17.0.2 記録の方法 表 2.16.0.2 の適切なキャリア種別の用語に続けて、ユニット数を記録す
る。単位を示す助数詞は、キャリア種別に応じて表 2.17.0.2 の語を用い
る。
目録用言語として英語を用いる場合は、ユニット数を記録し、キャリア種
別の用語を付加する。
印刷または手書きされている場合、テキストは#2.17.1、楽譜は#2.17.2、
地図（三次元の資料を含む）は#2.17.3 に従って記録する。静止画は
#2.17.4、三次元資料は#2.17.5 に従って記録する。
　　スライド 24 枚
　　フィルム・リール 1 巻
　　オーディオカセット 3 巻
　　オーディオ・ディスク 2 枚
　　コンピュータ・ディスク 5 枚
　　コンピュータ・ディスク・カートリッジ 1 個
　　ビデオディスク 1 枚
　　アパーチュア・カード 25 枚
　　マイクロフィルム・リール 1 巻
　　カード 4 枚
　　24 slides
　　1 film reel
オンライン資料の場合は、「オンライン資料 1 件」または「1 online 
resource」と記録する。
（参照: ファイル・サイズについては、#2.32.3 を見よ。）
　　オンライン資料 1 件

適用 表 2.16.0.2 の適切なキャリア種別の用語に続けて、ユニット数を記録
する。単位を示す助数詞は、キャリア種別に応じて表2.17.0.2の語を用
いる。
印刷されている場合、テキストは#2.17.1、地図は#2.17.3、静止画は
#2.17.4に従って記録する。
　マイクロフィッシュ 2枚
　マイクロフィルム・リール 1巻

表 2.17.0.2 数量に用いる助数詞は＜別シートに転記＞

記述対象のキャリアの種類を示す適切な用語が表 2.16.0.2 にない場
合、または必要に応じて、データ作成機関がキャリアの種類を示す簡略
な用語を定め、その用語と適切な助数詞を用いて記録する。
　　音帯 1 本
　　（記述対象は、フィルモンレコード）
　　DVD-ROM 1 枚
 　　（キャリア種別は「コンピュータ・ディスク」）
　　VHS 1 巻
　　（キャリア種別は「ビデオカセット」）
　　フレキシブル・ディスク 1 枚
　　（キャリア種別は「コンピュータ・ディスク・カートリッジ」）

適用 記述対象のキャリアの種類を示す適切な用語が表2.16.0.2にない場
合、または必要に応じて、キャリアの種類を示す適切な用語を定め、そ
の用語と助数詞を用いて記録する。
　DVD-ROM 1枚
　（キャリア種別は「コンピュータ・ディスク」）
　USBメモリ 10個
　（キャリア種別は「コンピュータ・チップ・カートリッジ」）

#2.17.0.2A 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.0.2.1 下位ユニット 識別または選択に重要な場合に、容易に判明するときは、キャリアの種
類を示す用語とユニット数に続けて、下位ユニット数を丸がっこに入れて
付加する。表 2.17.0.2.1 に挙げたキャリア種別に該当する場合は、対応
する下位ユニットの数量に付加する語を用いる。
（参照: キャリア種別が「冊子」の場合は、#2.17.1.2.1 を見よ。）
　　トランスペアレンシー 1 枚 (5 オーバーレイ)
　　立体視ディスク 1 枚 (7 フレーム)
　　1 overhead transparency (5 overlays)
　　1 stereograph disc (7 pairs of frames)
フィルムストリップまたはフィルムスリップは、シングル・フレーム、ダブ
ル・フレー
ムの別とともにフレームの数を記録する。
フィルムストリップ 1 巻 (ダブル・フレーム 56 フレーム)
1 filmstrip (10 double frames)
表 2.17.0.2.1 下位ユニットの数量に付加する語　＜転記省略＞

(6.2.5F5.1) 非適用 適用

#2.17.0.2.1A コンピュータ・ディスク等 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.17.0.2.1A コンピュータ・ディスク等　
任意追加

＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.17.0.2.1B マイクロフィッシュ、マイク
ロフィルム

＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.17.0.2.1.1 複数のユニットから成る場
合

＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.17.0.2.2 正確なユニット数が不明な
場合

正確な数が容易に判明しない場合は、「約」または「approximately」の語
に続けて、概数を記録する。
　　スライド 約 600 枚
　　approximately 600 slides
　　コンピュータ・ディスク 1 枚 (地図 約 100 図)

非適用 非適用
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#2.17.0.2.2 正確なユニット数が不明な
場合　任意省略

ユニット数が容易に判明しない場合は、キャリアの種類を示す用語と単
位を示す助数詞のみを記録する。目録用言語として英語を用いる場合
は、キャリアの種類を示す用語のみを記録する。
（参照: キャリア種別が「冊子」の場合は、#2.17.1.2.2 を見よ。）
　　スライド 枚
　　slides

6.2.5F2.1 非適用 非適用

#2.17.0.2.3 多種類のキャリアから成る
場合

多種類のキャリアから成り、種類ごとの記録が困難な場合は、「各種資
料」または「various pieces」の語を用いて、キャリア数を包括的に記録す
る。
（参照: 複数のキャリア種別から成る体現形については、#2.14.0.4.1 を
見よ。）
　　各種資料 25 個
　　25 various pieces
識別または選択に重要な場合は、数量の詳細を注記として記録する。
（参照: #2.42.1.2.1 を見よ。）

非適用 非適用

#2.17.0.2.3 多種類のキャリアから成る
場合　任意省略

キャリア数または概数が容易に判明しない場合は、数を省略する。
　　各種資料
　　various pieces

非適用 非適用

#2.17.0.2.4 刊行が完結していない資
料、全体のユニット数が不
明な資料

刊行が完結していない資料、または完結していても全体のユニット数が
不明な資料を包括的に記述する場合は、キャリアの種類を示す用語と
単位を示す助数詞のみを記録する。
目録用言語として英語を用いる場合は、キャリアの種類を示す用語の
みを記録する。ユニット数は、刊行が完結し、全体のユニット数が明らか
になってから記録する。
（参照: キャリア種別が「冊子」の場合は、#2.17.1.2.2 を見よ。）
　　コンピュータ・ディスク 枚
　　computer discs
複数のユニットから成る予定の資料がまだすべて刊行されていない場
合に、今後刊行されないことが明らかなときは、刊行済のユニット数を
記録し、これ以上刊行されないことを注記として記録する。
（参照: #2.42.1.2.2 を見よ。）

6.2.5F2.1 適用 刊行が完結していない資料、または完結していても全体のユニット数
が不明な資料を包括的に記述する場合は、キャリアの種類を示す用
語のみを記録する。ユニット数は、刊行が完結し、全体のユニット数が
容易に判明する場合は記録する。
（参照: キャリア種別が「冊子」の場合は、#2.17.1.2.2を見よ。）
　CD-ROM

別法 *刊行が完結していない資料、または完結していても全体のユニット数
が不明な資料を包括的に記述する場合は、数量を記録しない。ユニット
数は、刊行が完結し、全体のユニット数が明らかになってから、キャリア
の種類を示す用語と単位を示す助数詞を用いて記録する*。
（参照: キャリア種別が「冊子」の場合は、#2.17.1.2.2 別法を見よ。）
複数のユニットから成る予定の資料がまだすべて刊行されていない場
合に、今後刊行されないことが明らかなときは、刊行済のユニット数を
記録し、これ以上刊行されないことを注記として記録する。
（参照: #2.42.1.2.2 を見よ。）

非適用 ー

#2.17.0.2.5 同一内容の複数セットから
成る場合

同一内容の複数セットから成る場合は、「同一」の語を用いて記録する。
目録用言語として英語を用いる場合は、「identical」の語を用いて記録す
る。
　　同一スライド 30 枚
 　　（同一のスライド 30 枚から成る資料）
　　同一セット 10 組 (スライド 各 12 枚)
 　　（1 セットがスライド 12 枚から成り、10 セット同一のものである資料
（計 120
枚））
　　30 identical slides
　　10 identical sets of 12 slides

非適用 非適用

#2.17.0.2.6 コレクションを包括的に記
述する場合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.0.2.6 コレクションを包括的に記
述する場合　任意追加1

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.0.2.6 コレクションを包括的に記
述する場合　任意追加2

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.0.2.7 資料の部分を分析的に記
述する場合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

＜#2.17.1～#2.17.5　各種
の資料の数量＞

#2.17.1 テキストの数量 テキストから成る印刷資料または書写資料は、挿絵の有無によらず、
#2.17.1.1～#2.17.1.5 任意追加に従って、テキストの数量を記録する。
（参照: 機器種別が「コンピュータ」の場合は、#2.17.0.2.1A、#2.17.0.2.1A 
任意追加を見よ。マイクロフィッシュまたはマイクロフィルムの場合は、
#2.17.0.2.1B を見よ。）

適用 テキストから成る印刷資料は、挿絵の有無によらず、#2.17.1.1～
#2.17.1.5任意追加に従って、テキストの数量を記録する。

#2.17.1.1 冊子1冊の資料 ＜転記省略＞ 対象外 冊子1冊の資料は、#2.17.1.2Aに従って記録する。

#2.17.1.1.1 ページ数等 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.1A 初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.2 数字等 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.2 数字等　任意追加 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.3 ページ付のない資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.4 複数のページ付 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.4A 初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.5 複雑または不規則なペー
ジ付

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.5A 初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.6 誤解の恐れのあるページ
付

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.7 不完全な資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.8 途中から始まるページ付 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.9 図版 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.9.1 ページ付のある図版 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.9.2 ページ付のない図版 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.10 折り込まれた紙葉 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.11 袋綴じの紙葉 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.12 重複したページ付 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.1.13 左右両側からのページ付 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.2 複数の冊子から成る資料 複数の冊子から成る資料は、「冊」または「volumes」の語を用いて冊数
を記録する。
　　5 冊
　　5 volumes

適用 複数の冊子から成る資料は、「冊」の語を用いて冊数を記録する。
　5冊
付属資料として記録する場合、「別冊」等の語とともに冊数を記録す
る。
　別冊 2冊

#2.17.1.2A 刊行が完結した逐次刊行
物

刊行が完結した逐次刊行物は、冊数を記録する。 6.2.5F2.2 一部適用 刊行が完結した逐次刊行物は、容易に判明する場合は冊数を記録する
ことができる。

刊行が完結した逐次刊行物は、容易に判明する場合は冊数を記録す
る。

別法 *刊行が完結した逐次刊行物は、物理的な冊数の代わりに、順序表示
に従って、書誌的巻数を記録する*。
（参照: 逐次刊行物の順序表示については、#2.4 を見よ。）

7.2.5F2.2 非適用 ー

#2.17.1.2.1 下位ユニット 必要に応じて、下位ユニットとして、ページ数等を#2.17.1.1～#2.17.1.1.13 
に従って記録する。
複数の冊子に連続したページ付がある場合は、下位ユニットとして、全
体のページ数等を記録する。
　　3 冊 (800 p)
　　3 volumes (800 pages)
複数の冊子にそれぞれ独立したページ付がある場合は、下位ユニットと
して各冊のページ数等を記録する。
　　2 冊 (329; 412 p)
　　2 volumes (329; 412 pages)

非適用 記録した冊数に別冊等が含まれる場合は、下位ユニットとして記録す
る。
　2冊 (別冊あり)
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#2.17.1.2.2 刊行が完結していない資
料、全体の冊数が不明な
資料

刊行が完結していない資料、または完結していても全体の冊数が不明
な資料を包括的に記述する場合は、「冊」または「volumes」の語のみを
記録する。
（参照: 加除式資料については、#2.17.1.3 を見よ。）
　　冊
　　volumes
複数の冊子から成る予定の資料がまだすべて刊行されていない場合
に、今後刊行されないことが明らかなときは、「冊」または「volumes」の
語を用いて刊行済の冊数を記録し、これ以上刊行されないことを注記と
して記録する。
（参照: #2.42.1.2.2 を見よ。）

(6.2.5F5.1) 適用 刊行が完結していない資料、または完結していても全体の冊数が不明
な資料を包括的に記述する場合は、「冊」の語のみを記録する。
　冊
付属資料として記録する場合、「別冊」等の語を用いる。
　別冊

別法 *刊行が完結していない資料、または完結していても全体の冊数が不明
な資料を包括的に記述する場合は、数量を記録しない*。
複数の冊子から成る予定の資料がまだすべて刊行されていない場合
に、今後刊行されないことが明らかなときは、「冊」または「volumes」の
語を用いて刊行済の冊数を記録し、これ以上刊行されないことを注記と
して記録する。
（参照: #2.42.1.2.2 を見よ。）

非適用 ー

#2.17.1.3 加除式資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.4 シートまたはカードから成
る資料

シートまたはカードから成る資料は、キャリアの種類を示す用語とともに
枚数を記録する。目録用言語として英語を用いる場合は、「1 sheet」、
「sheets」、「1 card」または「cards」の語を用いる。
（参照: 複数のシートまたはカードから成り、ポートフォリオまたはケース
に収納されている場合は、#2.17.1.5 を見よ。）
　　シート 1 枚
　　シート 5 枚
　　カード 10 枚
　　1 sheet
　　5 sheets
　　10 cards
折りたたんだ状態でページ順に読むことが想定されている 1 枚のシート
（例えば、折本）は、枚数を記録し、「折りたたみ」を丸がっこに入れて付
加する。目録用言語として英語を用いる場合は、「folded」の語を用い
る。ただし、この種の資料は、冊子として扱うことがある。
　　シート 1 枚 (折りたたみ)
　　シート 1 枚 (折りたたみ 8 p)
　　1 folded sheet
　　1 folded sheet (8 pages)

適用 シートから成る資料は、キャリアの種類を示す用語を記録する。必要に
応じ、キャリアの種類を示す用語とともに枚数を記録する。
　シート
折りたたんだ状態でページ順に読むことが想定されている1枚のシート
（例えば、折本）は、冊子として扱う。

#2.17.1.4A 初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.5 ポートフォリオまたはケー
スに収納されている場合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.1.5 ポートフォリオまたはケー
スに収納されている場合　
任意追加

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.2 楽譜の数量 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.2.1 複数の形式の楽譜から成
る場合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.3 地図資料の数量　別法 ＜転記省略＞ 対象外 付属資料とする地図資料は、必要に応じて、「地図」の語に続けて枚数
を記録する。
　地図 1枚

#2.17.3.1 地図帳 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.3.2 シートが複数の図から成る
場合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.3.3 複数の部分図から成る場
合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.4 静止画の数量　別法 ＜転記省略＞ 対象外 付属資料とする静止画は、必要に応じて、その種類を示す用語に続け
てキャリア数（記録媒体である紙等の枚数）を記録する。種類は、表
2.17.4に示す用語を用いる。単位を示す助数詞は、一枚ものには「枚」
を用いる。
　図表 2枚
表2.17.4に適切な用語がない場合は、記述対象の種類を適切に表す
用語を用いて記録する。

#2.17.4.1 セット ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.4.1 セット　任意追加 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.4.2 静止画の数とキャリア数が
一致しない場合等

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.5 三次元資料の数量 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.17.5.1 下位ユニット ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.18 大きさ 大きさは、エレメントである。 6.2.5A 適用 適用

#2.18.0 通則 — —

#2.18.0.1 記録の範囲 記述対象のキャリアおよび（または）容器の寸法（高さ、幅、奥行など）
を、大きさとして記録する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

6.2.5F4.1 適用 適用

#2.18.0.1.1 エレメント・サブタイプ（各
種の資料）

大きさには、資料の種類によって、次のエレメント・サブタイプがある。
a) 地図等の大きさ（参照: #2.18.1、#2.18.1 別法を見よ。）
b) 静止画の大きさ（参照: #2.18.2、#2.18.2 別法を見よ。）

対象外 適用

#2.18.0.2 記録の方法 キャリアまたは容器の外側の寸法を、別途指示のない限り、センチメー
トルの単位で小数点以下の端数を切り上げて記録する。キャリアを計測
する箇所は、キャリア種別ごとに定めた#2.18.0.2.1A～#2.18.0.2.1O に従
う。また、シート（巻物を含む）から成る地図等は#2.18.1、静止画は
#2.18.2 に従う。

6.2.5F4.1 適用 適用

別法 *キャリアまたは容器の外側の寸法を、データ作成機関の使用する単
位、計測法で記録する。単位を示す用語は、付録#A.3 に従って略語を
使用する*。キャリアを計測する箇所は、キャリア種別ごとに定めた
#2.18.0.2.1A～#2.18.0.2.1O に従う。また、シート（巻物を含む）から成る
地図等は#2.18.1、静止画は#2.18.2 に従う。

非適用 —

#2.18.0.2.1 各キャリア種別の大きさ — —

#2.18.0.2.1A 冊子 冊子は、外形の高さを記録する。外形の高さが 10cm 未満のものは、セ
ンチメートルの単位で小数点以下 1 桁まで端数を切り上げて記録する。
縦長本、横長本、枡型本は、縦、横の長さを「×」で結んで記録する。
　　22 cm
　　8.7 cm
　　21 × 9 cm
　　15 × 25 cm
　　15 × 15 cm
テキスト・ブロック（冊子の表紙・背などの外装を除いた本体部分）の大
きさと製本状態の大きさに無視できない違いがある場合に、識別または
選択に重要なときは、テキスト・ブロックの大きさを記録し、製本状態の
大きさを丸がっこに入れて付加する。目録用言語として英語を用いる場
合は、「in」の語に続けて製本状態の大きさを付加する。
　　20 cm (製本 25 cm)
　　20 cm in binding 25 cm
テキスト・ブロックの大きさが異なるものを合冊している場合は、製本状
態の大きさのみを記録する。識別または選択に重要な場合は、テキス
ト・ブロックの大きさについて注記として記録する。
（参照: #2.42.2.2.1、#3.7.2 を見よ。）
製本が刊行後のものである場合（所蔵機関での再製本など）は、そのこ
とを注記として記録する。
（参照: #3.7.2 を見よ。）

6.2.5F4.1 NDL準拠 冊子は、外形の高さを記録する。外形の高さが10cm未満のものは、セ
ンチメートルの単位で小数点以下1桁まで端数を切り上げて記録する。
縦長本、横長本、枡型本は、縦、横の長さを｢×｣で結んで記録する。
　22 cm
　8.7 cm
　21 × 9 cm
　15 × 25 cm
　15 × 15 cm
付属資料とする場合は、管理に必要なときに記録する。

冊子は、外形の高さを記録する。外形の高さが10cm未満のものは、セ
ンチメートルの単位で小数点以下1桁まで端数を切り上げて記録する。
縦長本、横長本、枡型本は、縦、横の長さを｢×｣で結んで記録する。
　22 cm
　8.7 cm
　21 × 9 cm
　15 × 25 cm
　15 × 15 cm
付属資料とする場合は、管理に必要なときに記録する。

#2.18.0.2.1A 冊子　任意追加1 和古書・漢籍については、常にセンチメートルの単位で、小数点以下 1 
桁まで端数を切り上げて記録する。
　　21.6 cm

対象外 非適用

#2.18.0.2.1A 冊子　任意追加2 和古書・漢籍については、常に縦、横の長さを「×」で結んで記録する。
　　26.8 × 19.8 cm

対象外 非適用

#2.18.0.2.1A 冊子　任意省略 枡型本の横の長さは記録しない。
　　15 cm

対象外 非適用
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#2.18.0.2.1B カード等 カード、コンピュータ・カード、アパーチュア・カード、立体視カードは、
縦、横の長
さを「×」で結んで記録する。
　　9 × 29 cm
　　（記述対象は、アパーチュア・カード）

対象外 非適用

#2.18.0.2.1C シート シートは、本体の縦、横の長さを「×」で結んで記録する。
　　20 × 25 cm
畳ものは広げた形の縦、横の長さを「×」で結んで記録し、折りたたんだ
ときの外形の縦、横の長さを付加する。
　　48 × 30 cm (折りたたみ 24 × 15 cm)
　　48 × 30 cm folded to 24 × 15 cm
折りたたんだ状態でページ順に読むことが想定されている 1 枚のシート
（例えば、折本）は、縦の長さを記録する。ただし、この種の資料は、冊
子として扱うことがある。
地図等は#2.18.1、静止画は#2.18.2 に従う。

一部適用 シートは、本体の縦の長さを記録する。縦長、横長、枡型の場合は、
縦、横の長さを｢×｣で結んで記録する。
　30 cm
　20 × 25 cm
畳ものは広げた形の縦、横の長さを｢×｣で結んで記録し、折りたたんだ
ときの外形の縦、横の長さを付加する。
　48 × 30 cm (折りたたみ24 × 15 cm)
折りたたんだ状態でページ順に読むことが想定されている1枚のシート
（例えば、折本）は、冊子として扱う。

シートは、本体の縦の長さを記録する。縦長、横長、枡型の場合は、
縦、横の長さを｢×｣で結んで記録する。
　30 cm
　20 × 25 cm
畳ものは広げた形の縦、横の長さを｢×｣で結んで記録し、折りたたん
だときの外形の縦、横の長さを付加する。
　48 × 30 cm (折りたたみ24 × 15 cm)
折りたたんだ状態でページ順に読むことが想定されている1枚のシート
（例えば、折本）は、冊子として扱う。
付属資料とする場合は、管理に必要なときに記録する。

#2.18.0.2.1D フリップチャート ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1E 巻物 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1F オブジェクト ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1F オブジェクト　任意追加 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1G カセット カセットは、その種類に応じて、次のとおりに記録する。
a) オーディオカセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。続けてコンマで区切り、テープの幅をミリメート
ルの単位で小数点以下の端数を切り上げて記録する。
　　10 × 7 cm, 4 mm テープ
　　（記述対象は、カセットテープ）
　　5 × 4 cm, 4 mm テープ
　　（記述対象は、マイクロカセット）
　　10 × 7 cm, 4 mm tape
b) コンピュータ・テープ・カセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。
　　10 × 7 cm
c) ビデオカセット、フィルム・カセット
横、縦の長さは記録せず、テープまたはフィルムの幅のみをミリメートル
の単位で記録する。8 ミリフィルムについては、その種類を、「スタンダー
ド」、「シングル」、「スーパー」、「マウラー」のいずれかの語を用いて記
録する。目録用言語として英語を用いる場合は、「standard」、「single」、
「super」、「Maurer」のいずれかの語を用いる。識別または選択に重要な
場合は、テープまたはフィルムの長さについて注記として記録する。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
　　16 mm
　　シングル 8 mm
d) マイクロフィッシュ・カセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。
e) マイクロフィルム・カセット
横、縦の長さは記録せず、フィルムの幅のみをミリメートルの単位で記
録する。

対象外 —

別法 カセットは、その種類に応じて、次のとおりに記録する。
a) オーディオカセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。続けてコンマで区切り、テープの幅をミリメート
ルの単位で小数点以下の端数を切り上げて記録する。
　　10 × 7 cm, 4 mm テープ
　　（記述対象は、カセットテープ）
　　5 × 4 cm, 4 mm テープ
　　（記述対象は、マイクロカセット）
　　10 × 7 cm, 4 mm tape
b) コンピュータ・テープ・カセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。
　　10 × 7 cm

対象外 カセットは、その種類に応じて、次のとおりに記録する。
a) オーディオカセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端
数を切り上げて記録する。続けてコンマで区切り、テープの幅をミリメー
トルの単位で小数点以下の端数を切り上げて記録する。ただし、標準
規格のもの（10×6.4×1.2cmまたは7.3×5.4×1.05cm）は記録しない。
　5 × 4 cm, 4 mmテープ
　（記述対象は、マイクロカセット）

別法　続き c) *ビデオカセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。識別または選択に必要な場合は、続けてコンマ
で区切り、テープの幅をミリメートルの単位で記録する。識別または選択
に重要な場合は、テープの長さについて注記として記録する*。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
d) *フィルム・カセット
横、縦の長さは記録せず、フィルムの幅のみをミリメートルの単位で記
録する*。8 ミリフィルムについては、その種類を、「スタンダード」、「シン
グル」、「スーパー」、「マウラー」のいずれかの語を用いて記録する。目
録用言語として英語を用いる場合は、「standard」、「single」、「super」、
「Maurer」のいずれかの語を用いる。*識別または選択に重要な場合
は、フィルムの長さについて注記として記録する*。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
　　16 mm
　　シングル 8 mm
e) マイクロフィッシュ・カセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。
f) マイクロフィルム・カセット
横、縦の長さは記録せず、フィルムの幅のみをミリメートルの単位で記
録する。

適用 対象外 c) ビデオカセット
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端
数を切り上げて記録する。ただし、標準規格のもの（18.8×10.4cm
（VHS））は記録しない。
　16 × 10 cm
　（記述対象は、ベータ）

#2.18.0.2.1H カートリッジ カートリッジは、その種類に応じて、次のとおりに記録する。
a) オーディオ・カートリッジ
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。続けてコンマで区切り、テープの幅をミリメート
ルの単位で小数点以下の端数を切り上げて記録する。
＜例示省略＞
b) コンピュータ・チップ・カートリッジ、コンピュータ・ディスク・カートリッ
ジ、コンピュータ・テープ・カートリッジ機器に挿入される辺の長さを記録
する。
　　10 cm
c) ビデオ・カートリッジ、フィルム・カートリッジ、フィルムストリップ・カート
リ
ッジ横、縦の長さは記録せず、テープまたはフィルムの幅のみをミリメー
トルの単位で記録する。8 ミリフィルムについては、その種類を、「スタン
ダード」、「シングル」、「スーパー」、「マウラー」のいずれかの語を用い
て記録する。目録用言語として英語を用いる場合は、「standard」、
「single」、「super」、「Maurer」のいずれかの語を用いる。識別または選
択に重要な場合は、テープまたはフィルムの長さについて注記として記
録する。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
　　16 mm
　　シングル 8 mm
d) マイクロフィルム・カートリッジ
横、縦の長さは記録せず、フィルムの幅のみをミリメートルの単位で記
録する。

対象外 —
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別法 カートリッジは、その種類に応じて、次のとおりに記録する。
a) オーディオ・カートリッジ
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。*オーディオテープ・カートリッジは、続けてコン
マで区切り、テープの幅をミリメートルの単位で小数点以下の端数を切
り上げて記録する*。
＜例示省略＞
b) コンピュータ・チップ・カートリッジ、コンピュータ・ディスク・カートリッ
ジ、コンピュータ・テープ・カートリッジ
*横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で、必要に応じて小
数点以下第1 位まで記録する*。
　　6 × 9 cm
　　3.5 × 3.5 cm
c) *ビデオ・カートリッジ
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で小数点以下の端数
を切り上げて記録する。ビデオテープ・カートリッジは、識別または選択
に必要な場合は、続けてコンマで区切り、テープの幅をミリメートルの単
位で記録する*。
　　13 × 13 cm
d) *フィルム・カートリッジ、フィルムストリップ・カートリッジ
横、縦の長さは記録せず、フィルムの幅のみをミリメートルの単位で記
録する*。8 ミリフィルムについては、その種類を、「スタンダード」、「シン
グル」、「スーパー」、「マウラー」のいずれかの語を用いて記録する。目
録用言語として英語を用いる場合は、「standard」、「single」、「super」、
「Maurer」のいずれかの語を用いる。*識別または選択に重要な場合
は、フィルムの長さについて注記として記録する*。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
　　16 mm
　　シングル 8 mm
e) マイクロフィルム・カートリッジ
横、縦の長さは記録せず、フィルムの幅のみをミリメートルの単位で記
録する。

対象外 カートリッジは、その種類に応じて、次のとおりに記録する。
b) コンピュータ・チップ・カートリッジ、コンピュータ・ディスク・カートリッジ
横、縦の長さを「×」で結び、センチメートルの単位で、必要に応じて小
数点以下第1位まで記録する。
　1.7 × 5.6 cm
　9 × 9.4 cm
付属資料とする場合は、管理に必要なときに記録する。

#2.18.0.2.1I ディスク ディスクは、直径を記録する。
　　30 cm
　　12 cm
ディスクの形状が標準でない場合（例: ディスクが円形でない）は、記録
面の大きさを記録し、外形の寸法は注記として記録する。
（参照: #2.42.2.2.3 を見よ。）
　　18 cm
　　（ディスクの外形は 20 × 20 cm の正方形）

対象外 ディスクは、直径の寸法を記録する。
　12 cm
ディスクの形状が標準でない場合 （例: ディスクが円形でない）は、記
録面の大きさを記録し、外形寸法は注記として記録する。
（参照: #2.42.2.2.3を見よ。）
　18 cm
　（ディスクの外形は20 × 20 cmの正方形）
付属資料とする場合は、管理に必要なときに記録する。

#2.18.0.2.1J リール リールは、直径を記録する。続けてコンマで区切り、フィルムまたはテー
プの幅をミリメートルの単位で記録する。フィルム・リール、ビデオテー
プ・リールの 8 ミリフィルムについては、その種類を、「スタンダード」、
「シングル」、「スーパー」、「マウラー」のいずれかの語を用いて記録す
る。目録用言語として英語を用いる場合は、「standard」、「single」、
「super」、「Maurer」のいずれかの語を用いる。フィルム・リール、ビデオ
テープ・リールは、識別または選択に重要な場合は、フィルムまたは
テープの長さについて注記として記録する。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
　　13 cm, 7 mm テープ
　　13 cm, 7 mm tape
　　（記述対象は、オーディオテープ・リール）
　　13 cm, 35 mm
　　（記述対象は、マイクロフィルム・リール）

対象外 リールは、直径を記録する。続けてコンマで区切り、フィルムまたは
テープの幅をミリメートルの単位で記録する。
　10 cm, 35 mm
　（記述対象は、マイクロフィルム・リール）

#2.18.0.2.1J リール　任意省略 テープ幅 6.3 mm の規格のオーディオテープ・リール、サウンドトラック・
リールは、テープの幅の記録を省略する。
直径 7.5 cm の規格のマイクロフィルム・リールは、直径の記録を省略す
る。

対象外 直径7.5cmおよび9.2cmの規格のマイクロフィルム・リールは、直径の記
録を省略する。
　35 mm

#2.18.0.2.1K ロール ロールは、フィルムの幅をミリメートルの単位で記録する。8 ミリフィルム
について
は、その種類を、「スタンダード」、「シングル」、「スーパー」、「マウラー」
のいずれかの語を用いて記録する。目録用言語として英語を用いる場
合は、「standard」、「single」、「super」、「Maurer」のいずれかの語を用い
る。識別または選択に重要な場合は、フィルムの長さについて注記とし
て記録する。
（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
  35 mm
  シングル 8 mm

対象外

マイクロフィルム・リールとマイクロフィルム・ロールの違いがD.用語解説
で不明確。マイクロフィルム・ロールには，マイクロフィルム・リールとマイ
クロフィルム・カートリッジがあるとすると，ロールはリールを含むのでは
ないか？
ここでは，オーディオロールとフィルムロールを指すのであれば，対象
外。

非適用

#2.18.0.2.1L スライド ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1M トランスペアレンシー ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1N フィルムストリップ、フィル
ムスリップ

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.0.2.1O マイクロオペーク、マイクロ
フィッシュ

マイクロオペークおよびマイクロフィッシュは、縦、横の長さを「×」で結
んで記録する。
10 × 15 cm

対象外 適用

#2.18.0.2.2 容器に収納された記述対
象

記述対象が容器に収納されている場合に、識別または選択に重要なと
き、または管理に必要なときは、容器の種類と大きさを、次のいずれか
の方法で記録する。容器の大きさは、高さ、幅、奥行を「×」で結んで記
録する。
a) キャリアの大きさを記録し、さらに容器の大きさを記録する。
　　径 13 cm
　　箱 21 × 21 × 14 cm
　　（箱入りの地球儀）
b) 容器の大きさのみを記録する。
　　箱 20 × 25 × 20 cm
　　（記述対象が多種類の資料から成る場合）

非適用 記述対象が容器に収納されている場合に、識別または選択に重要な
とき、または管理に必要なときは、 容器の種類と大きさを、次の方法で
記録する。容器の大きさは、外形の高さを記録する。
a) キャリアの大きさを記録し、さらに容器の大きさを記録する。
　12 cm
　ホルダー入 （19 cm）
　（ホルダー入りのCD-ROM）

#2.18.0.2.3 複数のキャリアから成る体
現形

記述対象が、同一キャリア種別の複数のキャリアから成り、かつ各キャ
リアの大きさが同じ場合は、キャリア 1 点の大きさを記録する。
　　10 × 15 cm
　　（この大きさのマイクロフィッシュ 30 枚から成る。）
ただし、製本されていない複数のシートから成るテキスト資料の大きさ
は、冊子と同じく、#2.18.0.2.1A に従って記録する。シートが常に折りた
たんだ状態である場合は、折りたたんだときの大きさを付加する。
　　50 × 69 cm (折りたたみ 25 × 23 cm)
　　50 × 69 cm folded to 25 × 23 cm
　　（テキストによる一連のシート 20 枚を帙に収めたセット）
記述対象が、同一キャリア種別の複数のキャリアから成り、かつ各キャ
リアの大きさが異なる場合は、最も小さいものと最も大きいものの大きさ
を、ハイフンで結んで記録する。
　　20-26 cm
　　18 × 24 cm-24 × 30 cm
複数の形式から成る楽譜で、形式によって大きさが異なる場合は、それ
ぞれの大きさを記録する。
（参照: #2.17.2.1、#2.17.2.1 別法を見よ。）
　　22 cm
　　26 cm
　　 （スコアとパート譜から成る資料。数量として「スコア 1 部」、「パート
譜 45
部」を記録した場合（スコアの高さが 22cm、パート譜の高さが 26cm））
記述対象が、キャリア種別の異なる複数のキャリアから成る場合は、
#2.14.0.4.1 に従って記録する。

NDL準拠 記述対象が、同一キャリア種別の複数のキャリアから成り、かつ各キャ
リアの大きさが同じ場合は、キャリア1点の大きさを記録する。

記述対象が、同一キャリア種別の複数のキャリアから成り、かつ各キャ
リアの大きさが異なる場合は、最も小さいものと最も大きいものの大きさ
を、ハイフンで結んで記録する。
　20-26 cm
　18 × 24 cm-24 × 30 cm
記述対象が、キャリア種別の異なる複数のキャリアから成る場合は、
#2.14.0.4.1に従って記録する。

記述対象が、同一キャリア種別の複数のキャリアから成り、かつ各
キャリアの大きさが同じ場合は、キャリア1点の大きさを記録する。
　10 × 15 cm
　（この大きさのマイクロフィッシュ30枚から成る。）
記述対象が、同一キャリア種別の複数のキャリアから成り、かつ各
キャリアの大きさが異なる場合は、最も小さいものと最も大きいものの
大きさを、ハイフンで結んで記録する。
　20-26 cm
　18 × 24 cm-24 × 30 cm
記述対象が、キャリア種別の異なる複数のキャリアから成る場合は、
#2.14.0.4.1に従って記録する。

#2.18.0.2.3 複数のキャリアから成る体
現形　任意省略

記述対象が、同一キャリア種別の 3 種類以上の大きさのキャリアから
成る場合は、最大のキャリアの大きさのみを記録した後に、「最大」の語
を丸がっこに入れて付加する。目録用言語として英語を用いる場合は、
「or smaller」の語を付加する。
　　25 × 40 cm (最大)
　　25 × 40 cm or smaller

非適用 非適用

#2.18.0.2.4 複数の容器に収納された
記述対象

記述対象が、大きさの同じ複数の容器に収納されている場合は、容器 
1 点の大きさを、#2.18.0.2.2 に従って記録する。
　　箱 20 × 15 × 15 cm
　　（この大きさの容器 5 箱から成る。）
記述対象が、大きさの異なる複数の容器に収納されている場合は、最
も小さな容器の大きさと、最も大きな容器の大きさを、ハイフンで結んで
記録する。
　　箱 20 × 15 × 15 cm-30 × 24 × 20 cm

非適用 非適用

#2.18.0.2.5 変化 記述対象が複数巻単行資料または逐次刊行物で、刊行途中で大きさ
の変化が生じた場合は、#2.18.0.2.3 に従って記録する。
　　18-24 cm
記述対象が更新資料で、刊行途中で大きさの変化が生じた場合は、最
新のイテレーションの大きさに改める。
いずれの場合も、識別または選択に重要なときは、変化が生じたことを
注記として記録する。
（参照: #2.42.2.2.5.1、#2.42.2.2.5.1 任意省略、#2.42.2.2.5.2、#2.42.2.2.5.2 
任意省略を見よ。）

NDL準拠 刊行途中で大きさの変化が生じた場合は、#2.18.0.2.3に従って記録す
る。
　18-24 cm

刊行途中で大きさの変化が生じた場合は、#2.18.0.2.3に従って記録す
る。
　18-24 cm

＜#2.18.1～#2.18.2　各種
の資料の大きさ＞

— —
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ES #2.18.1 地図等の大きさ ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.1.1 計測の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.1.1 計測の方法　任意追加 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.1.2 大きさの異なる複数の
シートから成る場合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.1.3 複数の部分図から成る場
合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.1.4 折りたたまれるシートの場
合

＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.18.2 静止画の大きさ ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.18.2.1 計測の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.19 基底材 基底材は、エレメントである。 適用 適用

#2.19.0 通則 — —

#2.19.0.1 記録の範囲 記述対象の識別または選択に重要な場合は、その基底となる物理的な
材料を、基底材として記録する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

適用 適用

#2.19.0.2 記録の方法 基底材は、表 2.19.0.2 の用語を用いて記録する。
  硝酸エステル
  （セルロイド製の写真フィルム）
＜表 2.19.0.2　は別シートに転記＞
表 2.19.0.2 に適切な用語がない場合は、データ作成機関が基底材の種
類を示す簡略な用語を定めて記録する。
  竹皮

適用 適用

E #2.19.0.3 基底材の詳細 基底材の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、基底材の詳細を記録する。
　　Cream-color unpolished laid paper with horizontal chain lines and no 
visible watermarks
　　Paper watermarked: RIVES

適用 非適用

E #2.20 付加材 付加材は、エレメントである。 非適用 非適用

#2.20.0 通則 — —

#2.20.0.1 記録の範囲 ＜以下，付加材については，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.20.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #2.20.0.3 付加材の詳細 非適用 非適用

ES #2.20.1 マイクロフィルム・マイクロ
フィッシュの感光剤

非適用 非適用

E #2.20.1.1 マイクロフィルム・マイクロ
フィッシュの感光剤の詳細

非適用 非適用

E #2.21 マウント ＜以下，マウントについては，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.21.0 通則 — —

#2.21.0.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.21.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #2.21.0.3 マウントの詳細 非適用 非適用

E #2.22 制作手段 制作手段は、エレメントである。 適用 適用（点字資料のみ）

#2.22.0 通則 — —

#2.22.0.1 記録の範囲 記述対象の識別または選択に重要な場合は、それを制作するときに使
用された手段を、制作手段として記録する。刊行物、非刊行物の双方に
用いる。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

適用 適用（点字資料のみ）

#2.22.0.2 記録の方法 制作手段は、表 2.22.0.2 の用語を用いて記録する。
　　青焼き
　　（参照: 書写資料については、#2.22.0.2A を見よ。）
＜表 2.22.0.2 制作手段の種類を示す用語 は別シートに転記＞
表 2.22.0.2 に適切な用語がない場合は、データ作成機関が制作手段の
種類を示す簡略な用語を定めて記録する。
　　謄写版
　　模写
　　刺繍
　　石印本
　　拓本
　　点字シルク・スクリーン

適用 適用（点字資料のみ）

#2.22.0.2A 書写資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.22.0.3 制作手段の詳細 制作手段の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、制作手段の詳細を記録する。

適用 非適用

E #2.23 世代 ＜以下，世代については，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.23.0 通則 非適用 —

#2.23.0.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.23.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #2.23.0.3 世代の詳細 非適用 非適用

E #2.24 レイアウト ＜以下，レイアウトについては，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.24.0 通則 非適用 —

#2.24.0.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.24.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #2.24.0.3 レイアウトの詳細 非適用 非適用

E #2.25 書型・判型 ＜以下，書型・判型については，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.25.0 通則 非適用 —

#2.25.0.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.25.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #2.25.0.3 書型・判型の詳細 非適用 非適用

E #2.26 フォント・サイズ フォント・サイズは、エレメントである。 付録1.1 適用 適用

#2.26.0 通則 — —

#2.26.0.1 記録の範囲 記述対象の識別または選択に重要な場合は、記述対象中の文字や記
号（点字を含む）の大きさを、フォント・サイズとして記録する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

付録1.1 適用 適用

#2.26.0.2 記録の方法 フォント・サイズは、簡略な用語を用いて記録する。
　　14 ポイント
　　1.0rem
　　pearl
弱視者向け資料のフォント・サイズは、表 2.26.0.2 の用語を用いて記録
する。
　　特大活字

表 2.26.0.2 フォント・サイズの種類を示す用語
大活字 large print
特大活字 giant print
ジャンボ・ブレイル jumbo braille
表 2.26.0.2 に適切な用語がない場合は、データ作成機関がフォント・サ
イズの種類を示す簡略な用語を定めて記録する。

付録1.1 一部適用 フォント・サイズは、簡略な用語を用いて記録する。
　　14 ポイント
　　1.0rem
　　pearl
なお、弱視者向け資料のフォント・サイズおよび点字は、SMDフィールド
にコードで記録することができる。
大活字本　「l」（SMDコード）
点字　「t」（SMDコード）

弱視者向け資料のフォント・サイズは、「大活字」と記録する。

#2.26.0.2 記録の方法　任意追加 フォントの大きさをポイントの単位で、丸がっこに入れて付加する。
　　大活字 (20 ポイント)
　　large print (20 point)

非適用 非適用

E #2.26.0.3 フォント・サイズの詳細 フォント・サイズの詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、フォント・サイズの詳細を記録する。

非適用 非適用
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E #2.27 極性 極性は、エレメントである。 適用 非適用

#2.27.0 通則 - —

#2.27.0.1 記録の範囲 識別または選択に重要な場合は、映画フィルム、写真、マイクロ資料の
画像における色彩および色調と、複製されたものの色彩および色調との
関係を、極性として記録する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

適用 非適用

#2.27.0.2 記録の方法 極性は、表 2.27.0.2 の用語を用いて記録する。
　ネガ

適用 非適用

E #2.27.0.3 極性の詳細 極性の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、極性の詳細を記録する。

適用 非適用

E #2.28 縮率 ＜以下，縮率については，転記省略＞ 非適用 非適用

#2.28.0 通則 非適用 —

#2.28.0.1 記録の範囲 非適用 非適用

#2.28.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #2.28.1 縮率を示す語句 非適用 非適用

E #2.28.2 縮率を示す語句の詳細 非適用 非適用

E #2.29 録音の特性 ＜以下，録音の特性については，転記省略＞ 対象外 非適用

#2.29.0 通則 対象外 —

#2.29.0.1 記録の範囲 対象外 非適用

#2.29.0.2 記録の方法 対象外 非適用

#2.29.0.2 記録の方法　任意追加 対象外 非適用

E #2.29.0.3 録音の特性の詳細 対象外 非適用

ES #2.29.1 録音の方式 対象外 非適用

E #2.29.1.1 録音の方式の詳細 対象外 非適用

ES #2.29.2 録音の手段 対象外 非適用

E #2.29.2.1 録音の手段の詳細 対象外 非適用

ES #2.29.3 再生速度 対象外 非適用

E #2.29.3.1 再生速度の詳細 対象外 非適用

ES #2.29.4 音溝の特性 対象外 非適用

#2.29.4A アナログ・ディスク 対象外 非適用

#2.29.4A アナログ・ディスク　任意追
加

対象外 非適用

#2.29.4B アナログ・シリンダー 対象外 非適用

E #2.29.4.1 音溝の特性の詳細 対象外 非適用

ES #2.29.5 フィルムのトラック構成 対象外 非適用

E #2.29.5.1 フィルムのトラック構成の
詳細

対象外 非適用

ES #2.29.6 テープのトラック構成 対象外 非適用

E #2.29.6.1 テープのトラック構成の詳
細

対象外 非適用

ES #2.29.7 再生チャンネル 対象外 非適用

E #2.29.7.1 再生チャンネルの詳細 対象外 非適用

ES #2.29.8 特定の再生仕様 対象外 非適用

E #2.29.8.1 特定の再生仕様の詳細 対象外 非適用

E #2.30 映画フィルムの映写特性 ＜以下，映画フィルムの映写特性については，転記省略＞ 対象外 非適用

#2.30.0 通則 対象外 —

#2.30.0.1 記録の範囲 対象外 非適用

#2.30.0.2 記録の方法 対象外 非適用

E #2.30.0.3 映画フィルムの映写特性
の詳細

対象外 非適用

ES #2.30.1 映写方式 対象外 非適用

E #2.30.1.1 映写方式の詳細 対象外 非適用

ES #2.30.2 映写速度 対象外 非適用

E #2.30.2.1 映写速度の詳細 対象外 非適用

E #2.31 ビデオの特性 ＜以下，ビデオの特性については，転記省略＞ 対象外 適用

#2.31.0 通則 対象外 —

#2.31.0.1 記録の範囲 対象外 適用

#2.31.0.2 記録の方法 対象外 適用

E #2.31.0.3 ビデオの特性の詳細 対象外 非適用

ES #2.31.1 ビデオ・フォーマット 対象外 適用

E #2.31.1.1 ビデオ・フォーマットの詳細 対象外 非適用

ES #2.31.2 テレビ放送の標準方式 対象外 非適用

E #2.31.2.1 テレビ放送の標準方式の
詳細

対象外 非適用

E #2.32 デジタル・ファイルの特性 デジタル・ファイルの特性は、エレメントである。 適用 適用

#2.32.0 通則 — —

#2.32.0.1 記録の範囲 記述対象の識別または選択に重要な場合は、オーディオ、画像、テキ
スト、ビデオなど のデータのデジタル変換にかかわる技術的仕様を、デ
ジタル・ファイルの特性として記録 する。 （参照: 特定の装置要件の詳
細については、#2.33 を見よ。） 情報源は、#2.14.0.3 に従う。

適用 適用

#2.32.0.2 記録の方法 #2.32.1～#2.32.7 に従って、ファイル種別、デジタル・コンテンツ・フォー
マット、ファイル・サイズ、解像度、リージョン・コード、ビットレートおよび
地図資料のデジタル表現を記録する。

適用 #2.32.1～#2.32.2に従って、ファイル種別、デジタル・コンテンツ・フォー
マットを記録する。

E #2.32.0.3 デジタル・ファイルの特性
の詳細

デジタル・ファイルの特性の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、デジタル・ファイルの特性の詳細を記
録する。
　　Copy Control CD

適用 非適用
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ES #2.32.1 ファイル種別 ファイル種別は、デジタル・ファイルの特性のエレメント・サブタイプであ
る。
容易に確認できる場合は、デジタル・ファイル内のデータ・コンテンツの
種類を、表2.32.1 の用語を用いて記録する。
　　テキスト・ファイル

表 2.32.1 ファイル種別を示す用語
オーディオ・ファイル audio file
画像ファイル image file
テキスト・ファイル text file
データ・ファイル data file
ビデオ・ファイル video file
プログラム・ファイル program file

表 2.32.1 に適切な用語がない場合は、データ作成機関がファイル種別
を示す簡略な用語を定めて記録する。

非適用 適用（電子資料のみ）

E #2.32.1.1 ファイル種別の詳細 ファイル種別の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、ファイル種別の詳細を記録する。

非適用 非適用

ES #2.32.2 デジタル・コンテンツ・
フォーマット

デジタル・コンテンツ・フォーマットは、デジタル・ファイルの特性のエレメ
ント・サ
ブタイプである。
容易に確認できる場合は、記述対象においてデジタル・コンテンツの
フォーマットに用いられているスキーマや標準を、できる限り標準的なリ
ストの用語を用いて記録する。
　　Excel
　　HTML
　　JPEG
記述対象の利用に影響がある場合は、デジタル・コンテンツ・フォーマッ
トのバージョンを記録する。
　　Access 2016
　　DAISY 2.02

非適用 適用

E #2.32.2.1 デジタル・コンテンツ・
フォーマットの詳細

デジタル・コンテンツ・フォーマットの詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、デジタル・コンテンツ・フォーマットの
詳細を記録する。

非適用 非適用

ES #2.32.3 ファイル・サイズ ファイル・サイズは、デジタル・ファイルの特性のエレメント・サブタイプで
ある。
容易に確認できる場合は、デジタル・ファイルの容量を、「KB」、「MB」、
「GB」などの単位で記録する。
（参照: オンライン資料の数量については、#2.17.0.2、#2.17.0.2.1 を見
よ。）
　　35 MB

非適用 非適用

ES #2.32.4 解像度 解像度は、デジタル・ファイルの特性のエレメント・サブタイプである。
容易に確認できる場合は、画素数を示して解像度を記録する。
　　3000 × 4000 ピクセル
　　12.1 メガピクセル
　　3000 × 4000 pixels

非適用 非適用

ES #2.32.5 リージョン・コード リージョン・コードは、デジタル・ファイルの特性のエレメント・サブタイプ
である。
ビデオディスクの再生可能な地域を限定するコードを記録する。
　　リージョン 2
　　リージョン ALL

非適用 非適用

ES #2.32.6 ビットレート ビットレートは、デジタル・ファイルの特性のエレメント・サブタイプであ
る。
容易に確認できる場合は、ストリーミング・オーディオまたはストリーミン
グ・ビデオの再生速度を記録する。1 秒ごとの処理データ量を「kbps」、
「Mbps」などの単位で記録する。
　　300 kbps
　　1 Mbps

非適用 非適用

ES #2.32.7 地図資料のデジタル表現 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.32.7.1 地図資料のデジタル表現
の詳細

＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.32.7.2 地図データ種別 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.32.7.2.1 地図データ種別の詳細 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.33 装置・システム要件 装置・システム要件は、エレメントである。 非適用 適用（電子資料のみ）

#2.33.0 通則 — —

#2.33.0.1 記録の範囲 記述対象の利用や再生に必要な装置やシステムに関する情報を記録
する。
情報源は、#2.14.0.3 に従う。

非適用 適用（電子資料のみ）

#2.33.0.2 記録の方法 キャリア種別やファイル種別から明らかに必要と考えられるもの以外
の、記述対象の利用や再生に必要な要件を記録する。装置またはハー
ドウェア、OS、メモリ容量、プログラミング言語、必須ソフトウェア、プラグ
イン、周辺機器などを記録する。
　　OS: Windows 8.1 Update/7 (SP1) /Vista (SP2) 各日本語版
　　CPU: Windows 8.1 Update/7/Vista: 1GHz 以上
　　メモリ: Windows 8.1 Update/7 の 64 ビット版: 2GB 以上, Windows 8.1
　　Update/7 の 32 ビット版: 1GB 以上, Vista: 512MB 以上
　　HDD: 300MB 以上の空き容量
　　ディスプレイ: HighColor (16 ビット) 以上, 1024 × 768 ドット以上
　　Internet Explorer 7.0 以上
　　 （記述対象は、CD-ROM）
　　縦振動対応の再生機
　　（記述対象は、音溝の方向がヴァーチカルの SP レコード）
　　PlayStation 4
　　HDD 必須容量: 12GB 以上
　　（記述対象は、ゲームソフトの Blu-ray ディスク）

非適用 適用（電子資料のみ）

別法
*装置・システム要件は、記述対象に表示されているとおりに記録する
*。

非適用

—
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
E * #2.34 体現形の識別子 体現形の識別子は、エレメントである。

体現形の識別子は、コア・エレメントである。複数の識別子が存在する
場合は、国際標準の識別子がコア・エレメントである。

適用 適用

#2.34.0 通則 — —

#2.34.0.1 記録の範囲 体現形の識別子は、その体現形と結びつけられ、他の体現形との判別
を可能とする文字列および（または）番号である。資料の体現形に付与
された ISBN、ISSN 等の国際標準番号、出版者等による番号、公文書
館等が独自の体系に基づき割り当てた番号等がある。
出版者等による番号には、録音・映像資料の発売番号（参照: #2.34.0.6 
を見よ。）、楽譜の出版者番号およびプレート番号（参照: #2.34.1、
#2.34.2 を見よ。）を含む。
複数の識別子が存在し、そのなかに国際標準の識別子がある場合は、
国際標準の識別子を優先する。その他の識別子は任意で追加する。
（参照: 標準的なインターネット・ブラウザを用いて、資料にオンライン・ア
クセスするための識別子については、#2.39 を見よ。）

6.1.15 A
6.1.1 A
6.1.17A
6.1.18A
6.1.19A 
6.1.20A

NDL準拠 体現形の識別子は、その体現形と結びつけられ、他の体現形との判別
を可能とする文字列および（または）番号である。資料の体現形に付与
されたISBN、ISSN等の国際標準番号、出版者等による番号、公文書館
等が独自の体系に基づき割り当てた番号等がある。
複数の識別子が存在し、そのなかに国際標準の識別子がある場合は、
国際標準の識別子を優先する。その他の識別子は任意で追加する。

体現形の識別子は、その体現形と結びつけられ、他の体現形との判別
を可能とする文字列および（または）番号である。資料の体現形に付与
されたISBN、ISSN等の国際標準番号、出版者等による番号、公文書館
等が独自の体系に基づき割り当てた番号等がある。
複数の識別子が存在し、そのなかに国際標準の識別子がある場合は、
国際標準の識別子を優先する。その他の識別子は任意で追加する。

#2.34.0.2 エレメント・サブタイプ（楽
譜）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.34.0.3 情報源 体現形の識別子は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#2.34.0.4 記録の方法 体現形の識別子に定められた表示形式（ISBN、ISSN、ISMN 等）がある
場合は、その形式に従って記録する。
　　ISBN 978-4-8204-0602-0
　　ISBN 4-8204-0602-7
　　ISSN 0385-4000
　　ISMN 979-0-69200-628-2
　　doi: 10.1241/johokanri.55.383
　　（逐次刊行物「情報管理」の 1 記事に対する DOI（デジタル・オブジェ
クト識別
子））
体現形の識別子に定められた表示形式がない場合は、情報源に表示さ
れているとおりに記録する。容易に判明する場合は、必要に応じて、管
理主体の商号または名称、識別子の種類を特定できる語句等に続け
て、識別子を記録する。
　　全国書誌番号 21061415
　　European Commission: CA-23-99-031-EN-C
識別またはアクセスに重要な場合は、体現形の識別子に関する詳細を
注記として記録する。
（参照: #2.41.13.2.1 を見よ。）

（6.1.15F） 一部適用 体現形の識別子に定められた表示形式（ISBN、ISSN、ISMN 等）がある
場合は、その形式に従って記録する。
ハイフンは記録しなくてよいが、記録してもシステムの正規化により削除
される。
　　ISSN 03854000

体現形の識別子に定められた表示形式（ISBN、ISSN等）がある場合
は、その形式に従って記録する。
　0385-4000
　（ISSN）
国立国会図書館で付与した識別子は、その番号を記録する。
　21061415
　（全国書誌番号）
　029615097
　（書誌データのレコード管理番号）

#2.34.0.4.1 全体と部分に対する識別
子

複数の部分から成る資料が、全体に対する識別子と部分に対する識別
子の双方をもつ場合に、全体を記述対象とするときは、全体に対する識
別子を記録する。
　　ISBN 4-477-00376-5 (セット)
　　（全 3 巻から構成される資料の全体に対する ISBN）
一つの部分のみを記述対象とするときは、その部分に対する識別子を
記録する。

一部適用 複数の部分から成る資料が、全体に対する識別子と部分に対する識別
子の双方をもつ場合に、全体を記述対象とするときは、全体に対する識
別子を記録する。
ただし、ISSNとISSN-Lがある場合は，ISSNをその資料の識別子として
記録する。

複数の部分から成る資料が、全体に対する識別子と部分に対する識別
子の双方をもつ場合に、全体を記述対象とするときは、全体に対する識
別子を記録する。ISBNは複製物に付与されたセットもののISBNのみを
対象とし、「(セット)」と付記して記録する。
　978-4-8350-8035-2 (セット)
　（全4巻から構成される資料の全体に対するISBN）

#2.34.0.4.1 全体と部分に対する識別
子　任意追加

全体に対する識別子と部分に対する識別子の双方を記録する。必要に
応じて、#2.34.0.4.3 に従って、限定語を付加する。
 ISBN 978-4-284-10193-6 (セット)
 ISBN 978-4-284-10194-3 (第 1 巻)
 ISBN 978-4-284-10195-0 (第 2 巻)
 ISBN 978-4-284-10196-7 (第 3 巻)
 （全体を記述対象とするとき）
 ISBN 978-4-284-20236-7
ISBN 978-4-284-20235-0 (セット)
 （一つの部分のみを記述対象とするとき）
ただし、部分に対する識別子が 4 以上の場合は、最初と最後の識別子
のみを記録し、他は省略することができる。識別子が連続しているとき
は、最初と最後の識別子をハイフンで結ぶ。連続していないときは、ス
ラッシュで区切る。

一部適用 全体に対する識別子と部分に対する識別子の双方を記録する。 全体に対する識別子と部分に対する識別子の双方を記録する。必要に
応じて、#2.34.0.4.3に従って、限定語を付加する。
　978-4-8433-4281-7 (セット)
　978-4-8433-4282-4 (セット: 1号-24号)
　978-4-8433-4283-1 (セット: 25号-48号)
　（ISBN）

#2.34.0.4.2 不正確な識別子 資料に表示されている識別子が不正確であることが判明している場合
は、表示されているとおりに番号を記録し、続けて、文字列および（また
は）番号が次のいずれかであることを示す語句を付加する。
a) 不正確である
b) 取り消されている
c) 無効である
　　ISBN 978-4-902319-02-0 (エラーコード)
　　ISSN 0891-4746 (エラーコード)
　　ISBN 0-87068-430-2 (invalid)
　　ISSN 1891-4755 (incorrect)

6.1.16G3 一部適用 資料に表示されている識別子が不正確であることが判明している場合
は、表示されているとおりの番号をXISSNに記録し，それがいかなる対
象に付与された、あるいは表示されたものであるのかをNOTEフィールド
に記録する。

資料に表示されている識別子が不正確であることが判明している場合
は、次のいずれかであることを示し、定められた表示形式に従って、表
示されているとおりに番号を記録する。 
a) 不正確である
b) 取り消されている
c) 無効である

#2.34.0.4.3 限定語 記述対象に同一の体現形に対する同種の識別子が複数表示されてい
る場合に、識別に重要なときは、簡略な限定語を付加する。
　　ISBN 9789525889093 (Finland)
　　ISBN 9789197135160 (Sweden)
　　ISBN 978-4-8419-3080-1 (並製)
　　ISBN 9784501955809 (eISBN)
　　ISBN 978-4-540-00008-9 (加除式)
　　ISBN 978-981-236-888-1 (loose-leaf)
　　ISSN 1881-6096 (Print)
　　ISSN 1334-8129 (Online)
　　（情報源に出版国によって異なる ISBN が併記されている）
記述対象に一つの識別子しか表示されていない場合でも、識別に重要
なときは、刊行形態を示す限定語を付加する。
　　ISBN 978-4-9905587-2-7 (ペーパーバック)
　　ISBN 978-4-8419-3079-5 (上製) 
記述対象の一部に対して付与された識別子を記録する場合は、各識別
子の後に、対象部分を示す限定語を付加する。
　　ISBN 4-469-03081-3 (上巻)
　　ISBN 4-469-03084-8 (索引)
装丁の相違等、記述対象に体現形によって異なる同種の識別子が表示
され、それらをともに記録する場合は、必要に応じて、簡略な限定語を
付加する。
　　ISBN 1-55608-030-1 (ハードカバー)
　　ISBN 1-55608-031-X (ペーパーバック)
　　（情報源に装丁によって異なる ISBN が併記されている。記述対象
はハードカバーだが、異なる体現形であるペーパーバックの ISBN をあ
わせて記録する例）

非適用 記述対象の一部に対して付与された識別子を記録する場合は、各識別
子の後に、対象部分を示す限定語を付加する。
　978-4-8433-4282-4 (セット: 1号-24号)
　978-4-8433-4283-1 (セット: 25号-48号)
　（ISBN）

#2.34.0.5 複製 複製については、原資料ではなく、複製物自体の識別子を記録する。原
資料の識別子は、関連する体現形の識別子として記録する。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.0.2C7 一部適用 複製については、原資料ではなく、複製物自体の識別子を記録する。原
資料の識別子は、複製物の体現形のXISSNフィールドに記録する。

適用

#2.34.0.6 録音・映像資料の発売番
号

＜転記省略＞ 対象外 非適用

＜#2.34.1～#2.34.2　楽譜
の識別子＞

＜転記省略＞ 対象外

ES #2.34.1 楽譜の出版者番号 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.34.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.34.1.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.34.2 楽譜のプレート番号 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.34.2.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.34.2.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

E #2.35 入手条件 入手条件は、エレメントである。 6.2.8A 適用 非適用

#2.35.1 記録の範囲 入手条件は、記述対象に表示されている定価および（または）その入手
可能性を示す情報である。

6.2.8D 適用 非適用

#2.35.2 情報源 入手条件に関する情報は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 6.2.8E
6.2.8F1.1

適用 非適用
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#2.35.3 記録の方法 販売されている資料については、情報源に表示されている価格を、アラ
ビア数字で記録する。価格は、それを表す語または一般に使用される
記号とあわせて記録する。販売されていない資料については、入手可
能性を示す語句を簡略に記録する。
　　2400 円
　　（価格であることを表す語を使用した例）
　　JPY 950USD 32.50
　　GBP 8.50
　　（ISO 4217 による通貨コードを使用した例）
　　¥3800
　　$37.50
　　£9.25 per year
　　（通貨記号を使用した例）
　　非売品レンタル用
　　Not for sale, for promotion only
入手条件に説明を付加する必要がある場合は、簡略に記録する。
　　1000 円 (税込)
　　JPY 4000 (初回プレスのみ JPY 3200)
　　GBP 2.00 (GBP 1.00 to members)

6.2.8F 適用 非適用

E #2.36 連絡先情報 連絡先情報は、エレメントである。 非適用 非適用

#2.36.1 記録の範囲 連絡先情報は、資料が入手可能な機関等に関する情報である。
刊行物については、連絡先情報に、資料の出版者・頒布者の名称、住
所・アドレス等を含む。文書、コレクションについては、連絡先情報に、
資料を管理する機関の名称、住所・アドレス等を含む。

非適用 非適用

#2.36.2 情報源 連絡先情報は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 非適用 非適用

#2.36.3 記録の方法 — —

#2.36.3.1 刊行物
資料の入手およびアクセスに重要な場合は、出版者、頒布者等の連絡
先を記録する。 
　　〒104-0033 東京都中央区新川 1-11-14 
　　http://www.jla.or.jp/

非適用 非適用

#2.36.3.2 文書、コレクション 文書、コレクションについては、資料を管理する機関の名称と所在地を
記録する。アクセスに重要な場合は、電子メール・アドレス等の連絡先
情報を含める。
　　国立公文書館
　　〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 3-2

非適用 非適用

E #2.37 アクセス制限 アクセス制限は、エレメントである。 6.0.4D4.4 一部適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.37.1 記録の範囲 アクセス制限は、資料へのアクセスに関する制限についての情報であ
る。
アクセス制限は、個別資料の属性にも該当する。

6.0.4D4.4
17.0.1B2

一部適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.37.2 情報源 アクセス制限は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 一部適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.37.3 記録の方法 資料へのあらゆるアクセス制限について、制限の性質や期間を含め、
可能な限り具体的に記録する。制約がないことについては、必要に応じ
て記録する。
　　2014 年以降アクセス可能
　　ユーザ名とパスワードによるアクセス制限
　　登録機関のみアクセス可能
　　アクセス制限中（詳細は管理者に問い合わせのこと）

適用 （電子資料　要検討） 非適用

E #2.38 利用制限 利用制限は、エレメントである。 適用 非適用

#2.38.1 記録の範囲 利用制限は、複写、出版、展示のような、資料の利用に関する制限につ
いての情報である。
利用制限は、個別資料の属性にも該当する。

適用 非適用

#2.38.2 情報源 利用制限は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 非適用

#2.38.3 記録の方法 資料のあらゆる利用制限について、制限の性質や期間を含め、可能な
限り具体的に記録する。
　　付属 CD-ROM の館外貸出不可
　　（付属資料の CD-ROM について、公共図書館の貸出を不可とする
ために出版者が与えた資料上の表示に基づく）
　　複製および利用には提供者の許諾書が必要
　　1 学校内（同一敷地内に限る）フリーライセンス
　　非刊行物について、一定の著作権保護期間を有すること、著作権が
放棄され自由な利用が可能であること等、著作権に関して明記された
文書を入手可能な場合は、その情報を記録する。

一部適用 資料のあらゆる利用制限について、制限の性質や期間を含め、可能な
限り具体的に記録する。
　　付属 CD-ROM の館外貸出不可
　　（付属資料の CD-ROM について、公共図書館の貸出を不可とする
ために出版者が与えた資料上の表示に基づく）

非適用

E #2.39 URL URL は、エレメントである。 6.2.9 A 適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.39.1 記録の範囲 URL は、記述対象であるインターネット上の資料の所在を特定するアド
レスであり、標準的なインターネット・ブラウザを通じて、資料へのオンラ
イン・アクセスを提供するための識別子全般を含む。

6.2.9C 適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.39.2 情報源 URL は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 6.0.4D3 適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.39.3 記録の方法 記述対象の URL を記録する。
　　http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/newsletter/
　　http://hdl.handle.net/2433/8987
　　http://dx.doi.org/10.1241/johokanri.55.383
　　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2943205
複数の URL が存在する場合は、データ作成機関の方針に従って、1 ま
たは複数の URLを記録する。
関連する資料の URL は、関連する体現形の記述の一部として記録す
る。
（参照: #43.3 を見よ。）

6.0.4D3 適用 （電子資料　要検討） 非適用

#2.39.4 URLの追加、更新、削除 記述対象の URL が追加または更新された場合は、記録を追加または
更新する。
すでに資料へのアクセスが不可となっている URL は、その URL に「不
正確」または「incorrect」、「無効」または「invalid」を、丸がっこに入れて
付加する。容易に判明する場合は、アクセス可能な URL を記録する。
　　http://japanese.japan.usembassy.gov/j/tamcj-main.htm (不正確)
　　http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/catmanual.html (無効)
　　http://disneyworld.go.com/resorts/ (incorrect)
　　http://www.humi.keio.ac.jp (invalid)

6.0.4D3.3 一部適用 （電子資料　要検討）

記述対象の URL が追加または更新された場合は、記録を追加または
更新する。
すでに資料へのアクセスが不可となっている URL は削除し、NOTE
フィールドに記録する。

非適用

E #2.40 優先引用形 優先引用形は、エレメントである。 非適用 非適用

#2.40.1 記録の範囲 優先引用形は、資料の著作者、出版者、管理者、抄録索引サービス機
関などが推奨する、当該資料の引用形式である。

非適用 非適用

#2.40.2 情報源 優先引用形は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 非適用 非適用

#2.40.3 記録の方法 優先引用形は、情報源に表示されているとおりの形式で記録する。
　　後藤秀昭・岡田真介・楮原京子・杉戸信彦（2015）：1:25,000 都市圏
活断層図砺波平野断層帯とその周辺「高岡」解説書．国土地理院技術
資料 D1-No.736，
22p．
　　（当該資料に、引用する場合の記載例として表示されている例）
　　Doğan Atılgan, Nevzat Özel & Tolga Çakmak (2014) Awareness, 
Perceptions,
and Expectations of Academic Librarians in Turkey about Resource 
Description and Access (RDA), Cataloging & Classification Quarterly, 
52:6-7,
660-676, DOI: 10.1080/01639374.2014.945023
　　（当該資料に、To cite this article という指示とともに表示されている
例）
　　Janus Press Archive, Rare Book and Special Collections Division, 
Library of
Congress.
　　（米国議会図書館が自館の所蔵資料について記録している例）

非適用 非適用

E #2.41 体現形に関する注記 体現形に関する注記は、エレメントである。 6.2.7A 適用 適用

#2.41.0 通則 — —

#2.41.0.1 記録の範囲 体現形に関する注記は、#2.1～#2.13、#2.34～#2.40 の体現形のエレメ
ントとして記録しなかった、体現形の識別、選択またはアクセスに必要な
情報を提供する注記である。
#2.14～#2.33 のキャリアに関するエレメントとして記録しなかった情報に
ついては、#2.42 に従う。
（参照: 個別資料に関する注記は、#3.6 を見よ。）

6.2.7D 適用 適用
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#2.41.0.1.1 エレメント・サブタイプ 体現形に関する注記には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) タイトルに関する注記（参照: #2.41.1 を見よ。）
b) 責任表示に関する注記（参照: #2.41.2 を見よ。）
c) 版表示に関する注記（参照: #2.41.3 を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示に関する注記（参照: #2.41.4 を見よ。）
e) 出版表示に関する注記（参照: #2.41.5 を見よ。）
f) 頒布表示に関する注記（参照: #2.41.6 を見よ。）
g) 製作表示に関する注記（参照: #2.41.7 を見よ。）
h) 非刊行物の制作表示に関する注記（参照: #2.41.8 を見よ。）
i) 著作権日付に関する注記（参照: #2.41.9 を見よ。）
j) シリーズ表示に関する注記（参照: #2.41.10 を見よ。）
k) 刊行頻度に関する注記（参照: #2.41.11 を見よ。）
l) 識別の基盤に関する注記（参照: #2.41.12 を見よ。）
m) 体現形の識別子に関する注記（参照: #2.41.13 を見よ。）

6.2.7D 一部適用 体現形に関する注記には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) タイトルに関する注記（参照: #2.41.1を見よ。）
b) 責任表示に関する注記（参照: #2.41.2を見よ。）
c) 版表示に関する注記（参照: #2.41.3を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示に関する注記（参照: #2.41.4を見よ。）
e) 出版表示に関する注記（参照: #2.41.5を見よ。）
f) 頒布表示に関する注記（参照: #2.41.6を見よ。）
g) 製作表示に関する注記（参照: #2.41.7を見よ。）
h) 非刊行物の制作表示に関する注記（参照: #2.41.8を見よ。）（非適用）
i) 著作権日付に関する注記（参照: #2.41.9を見よ。）（非適用）
j) シリーズ表示に関する注記（参照: #2.41.10を見よ。）
k) 刊行頻度に関する注記（参照: #2.41.11を見よ。）
l) 識別の基盤に関する注記（参照: #2.41.12を見よ。）
m) 体現形の識別子に関する注記（参照: #2.41.13を見よ。）

体現形に関する注記には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) タイトルに関する注記（参照: #2.41.1を見よ。）
b) 責任表示に関する注記（参照: #2.41.2を見よ。）
c) 版表示に関する注記（参照: #2.41.3を見よ。）
d) 逐次刊行物の順序表示に関する注記（参照: #2.41.4を見よ。）
e) 出版表示に関する注記（参照: #2.41.5を見よ。）
f) 頒布表示に関する注記（参照: #2.41.6を見よ。）
g) 製作表示に関する注記（参照: #2.41.7を見よ。）（非適用）
h) 非刊行物の制作表示に関する注記（参照: #2.41.8を見よ。）（非適用）
i) 著作権日付に関する注記（参照: #2.41.9を見よ。）（非適用）
j) シリーズ表示に関する注記（参照: #2.41.10を見よ。）
k) 刊行頻度に関する注記（参照: #2.41.11を見よ。）
l) 識別の基盤に関する注記（参照: #2.41.12を見よ。）
m) 体現形の識別子に関する注記（参照: #2.41.13を見よ。）

#2.41.0.2 情報源 体現形に関する注記は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 6.2.7E 適用 適用

#2.41.0.3 記録の方法 体現形に関する注記について、引用もしくは参照する場合、または注記
の内容が記述対象の一部にのみ該当する場合は、#1.13 に従って記録
する。

適用 適用

#2.41.0.3.1 誤表示に関する注記 情報源にある誤表示については、#1.10.11、#1.10.11 別法のどちらを適
用するかによって、記録の方法が異なる。#1.10.11 を適用する場合は、
そのエレメントとして誤表示をそのまま記録し、識別またはアクセスに重
要なときに、正しい形について注記として記録する。#1.10.11 別法を適
用する場合は、そのエレメントとして正しい形に改めたものを記録し、識
別またはアクセスに重要なときに、誤表示について注記として記録す
る。
タイトルについては#2.41.1.2.3 に、逐次刊行物の順序表示については
#2.41.4.2.2 に、出版表示については#2.41.5.2.2 に、頒布表示について
は#2.41.6.2.2 に、製作表示については#2.41.7.2.2 に、非刊行物の制作
表示については#2.41.8.2.2 にそれぞれ従う。

適用 情報源にある誤表示については、#1.10.11別法を適用する。そのエレメ
ントとして正しい形に改めたものを記録し、識別またはアクセスに重要な
ときに、誤表示について注記として記録する。
タイトルについては#2.41.1.2.3に、逐次刊行物の順序表示については
#2.41.4.2.2にそれぞれ従う。

ES #2.41.1 タイトルに関する注記 タイトルに関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイプ
である。

適用 適用

#2.41.1.1 記録の範囲 タイトルに関する注記とは、次の情報を提供する注記である。
a) タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1 を見よ。）
b) タイトルの変化・削除（参照: #2.41.1.2.2 を見よ。）
c) タイトルの誤表示（参照: #2.41.1.2.3 を見よ。）
d) 個別のタイトルを本タイトルに採用した総合タイトルのない資料（参照:
#2.41.1.2.4 を見よ。）
e) 和古書・漢籍のタイトル（参照: #2.41.1.2.5 を見よ。）
f) タイトルに関するその他の情報（参照: #2.41.1.2.6 を見よ。）

NDL準拠 タイトルに関する注記とは、次の情報を提供する注記である。
a) タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1を見よ。）
b) タイトルの変化・削除（参照: #2.41.1.2.2を見よ。）
c) タイトルの誤表示（参照: #2.41.1.2.3を見よ。）
d) 個別のタイトルを本タイトルに採用した総合タイトルのない資料（参照: 
#2.41.1.2.4を見よ。）（非適用）
e) 和古書・漢籍のタイトル（参照: #2.41.1.2.5を見よ。）（非適用）
f) タイトルに関するその他の情報（参照: #2.41.1.2.6を見よ。）

タイトルに関する注記とは、次の情報を提供する注記である。
a) タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1を見よ。）
b) タイトルの変化・削除（参照: #2.41.1.2.2を見よ。）
c) タイトルの誤表示（参照: #2.41.1.2.3を見よ。）
d) 個別のタイトルを本タイトルに採用した総合タイトルのない資料（参照: 
#2.41.1.2.4を見よ。）（非適用）
e) 和古書・漢籍のタイトル（参照: #2.41.1.2.5を見よ。）（非適用）
f) タイトルに関するその他の情報（参照: #2.41.1.2.6を見よ。）

#2.41.1.2 記録の方法 タイトルに関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.1.2.1 タイトルの情報源 タイトルを#2.0.2.2 で規定する優先情報源以外から採用した場合は、次
の規定に従って情報源を記録する。
a) 本タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1.1 を見よ。）
b) 並列タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1.2 を見よ。）
c) その他のタイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1.3 を見よ。）
オンライン資料については、その資料へのアクセス日付を別の注記とし
て記録する。（参照: #2.41.12.2.3 を見よ。）

適用 タイトルを#2.0.2.2で規定する優先情報源以外から採用した場合は、次
の規定に従って情報源を記録する。
a) 本タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1.1を見よ。）
b) 並列タイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1.2を見よ。）（非適用）
c) その他のタイトルの情報源（参照: #2.41.1.2.1.3を見よ。）

#2.41.1.2.1.1 本タイトルの情報源 本タイトルを#2.0.2.2 で規定する優先情報源以外から採用した場合は、
その情報源を記録する。また、データ作成者が本タイトルを付与した場
合は、その旨を記録する。
（参照: #2.1.1.1.2、#2.1.1.2.11、#2.1.1.2.11 別法を見よ。）
　　本タイトルは PDF のカバーページによる
　　本タイトルは付属解説書のタイトル・ページによる
　　本タイトルは『国立国会図書館支部上野図書館所蔵本草関係図書
目録』による
　　本タイトルはデータ作成機関による
　　本タイトルは国立国会図書館による
　　（データ作成者の名称を記録した例）
本タイトルを#2.0.2.2 で規定する優先情報源から採用した場合でも、必
要に応じてその情報源を記録する。
　　本タイトルは奥付による
　　本タイトルはタイトル・スクリーンによる
　　本タイトルは容器による
　　本タイトルはメニューによる
　　Caption title

6.2.7F3.5 一部適用 本タイトルを#2.0.2.2 で規定する優先情報源以外から採用した場合は、
その情報源を記録する。
本タイトルを#2.0.2.2 で規定する優先情報源から採用した場合でも、必
要に応じてその情報源を記録する。

本タイトルを#2.0.2.2で規定する優先情報源以外から採用した場合は、
その情報源を記録する。
（参照: #2.1.1.1.2を見よ。）
本タイトルを#2.0.2.2で規定する優先情報源から採用した場合でも、必要
に応じてその情報源を記録する。
　本タイトルは奥付による
　本タイトルはタイトル画面による

#2.41.1.2.1.1 本タイトルの情報源　任意
省略

資料に表示されたタイトルの形が 1 種類の場合は、その情報源を記録
しない。

非適用 非適用

#2.41.1.2.1.2 並列タイトルの情報源 並列タイトルが本タイトルと異なる情報源に表示されている場合に、そ
れが識別またはアクセスに重要なときは、並列タイトルの情報源を記録
する。
（参照: #2.1.2.1.2 を見よ。）
イタリア語の並列タイトルは表紙による

適用 非適用

#2.41.1.2.1.3 その他のタイトルの情報源 識別またはアクセスに重要な場合は、異形タイトルの情報源を記録す
る。
（参照: #2.1.9.2 を見よ。）
　　奥付のタイトル: 名古屋市消費生活センター事業概要
並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報等の異なる形を
異形タイトルとして記録した場合に、識別またはアクセスに重要なとき
は、異なる形が表示されている部分、巻号、またはイテレーションを記録
する。
（参照: #2.1.9.2 を見よ。）
　　No. 2 以降のタイトル関連情報: 資源エネルギー庁がお届けするエネ
ルギー情報誌
先行タイトルが使用されていたイテレーションを記録する。オンライン資
料については、先行タイトルが見られた日付を記録する。
（参照: #2.1.5.2 を見よ。）
　　先行タイトルの表示期間: 2003-2005
　　2001 年までの本タイトル: 破産・和議の実務
後続タイトルが使用されている巻号または出版日付の範囲（現在も使用
されている場合は、使用を開始した巻号または出版日付）を記録する。
（参照: #2.1.6.2 を見よ。）
　　後続タイトルは 32 巻 6 号 (平 23. 10)から
　　11 号から 13 号までの本タイトル: 公益財団法人土佐山内家宝物資
料館年報, 14号以降の本タイトル: 土佐山内家宝物資料館年報

6.2.7F3.6 一部適用 識別またはアクセスに重要な場合は、異形タイトルの情報源を巻次・年
月次と共に記録する。
逐次刊行物における軽微な変化後のタイトルは，開始した巻次・年月次
（出版日付ではなく）とともに記録する。
並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報等の異なる形を
異形タイトルとして記録した場合に、識別またはアクセスに重要なとき
は、異なる形が表示されている巻号を記録する。
（参照: #2.1.9.2を見よ。）
　No. 3以降のタイトル関連情報: 講演会・展示会記録

識別またはアクセスに重要な場合は、異形タイトルの情報源を記録す
る。
（参照: #2.1.9.2を見よ。）
　奥付のタイトル: 名古屋市消費生活センター事業概要
並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報等の異なる形を
異形タイトルとして記録した場合に、識別またはアクセスに重要なとき
は、異なる形が表示されている巻号を記録する。
（参照: #2.1.9.2を見よ。）
　No. 3以降のタイトル関連情報: 講演会・展示会記録
後続タイトルが使用されている巻号の範囲（現在も使用されている場合
は、使用を開始した巻号）を記録する。
（参照: #2.1.6.2を見よ。）
　22号以降の本タイトル: 岡山実験動物研究会

#2.41.1.2.2 タイトルの変化・削除 タイトルの変化・削除については、次の規定に従って記録する。
a) タイトルの変化（参照: #2.41.1.2.2.1 を見よ。）
b) 並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の削除（参照:
#2.41.1.2.2.2 を見よ。）

適用 適用

#2.41.1.2.2.1 タイトルの変化 本タイトルの変化について、それが頻繁に生じている場合や、識別また
はアクセスに重要でないと判断される場合に、先行タイトルまたは後続
タイトルとして記録しなかったときは、変化のある旨を簡略に記録し、
個々の変化については記録しない。
（参照: #2.1.5.2 任意省略、#2.1.6.2 任意省略を見よ。）
　　本タイトルは微細な変更あり
並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の変化につい
て、識別またはアクセスに重要でないと判断される場合に、異形タイトル
として記録しなかったときは、変化のある旨を簡略に記録し、個々の変
化については記録しない。
　　タイトル関連情報の変更あり
　　Subtitle varies

NDL準拠 本タイトルの変化について、それが頻繁に生じている場合や、識別また
はアクセスに重要でないと判断される場合に、後続タイトルとして記録し
なかったときは、必要に応じて異形タイトルとして記録した上で、変化の
ある旨を簡略に記録する。
　本タイトルは「ショートストーリーなごや」のこともあり
並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の変化につい
て、識別またはアクセスに重要でないと判断される場合は、必要に応じ
て異形タイトルとして記録した上で、変化のある旨を簡略に記録する。
　並列タイトルは「Research reports of Faculty of Engineering, Toyo 
University」のこともあり

本タイトルの変化について、それが頻繁に生じている場合や、識別また
はアクセスに重要でないと判断される場合に、後続タイトルとして記録し
なかったときは、必要に応じて異形タイトルとして記録した上で、変化の
ある旨を簡略に記録する。
　本タイトルは「ショートストーリーなごや」のこともあり
並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報の変化につい
て、識別またはアクセスに重要でないと判断される場合は、必要に応じ
て異形タイトルとして記録した上で、変化のある旨を簡略に記録する。
　並列タイトルは「Research reports of Faculty of Engineering, Toyo 
University」のこともあり

#2.41.1.2.2.2 並列タイトル、タイトル関連
情報、並列タイトル関連情
報の削除

複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、並列タイトル、タイ
トル関連情報、並列タイトル関連情報の表示がなくなった場合に、識別
またはアクセスに重要なときは、表示が削除された巻号または出版日
付が明らかになるように記録する。
（参照: #2.1.2.3a）、#2.1.3.3a)、#2.1.4.3a)を見よ。）
　　英語の並列タイトル関連情報は 15 号まで表示あり
　　タイトル関連情報の削除 (Vol. 2 (2013.7.20)-)

一部適用 逐次刊行物の途中の巻号で、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タ
イトル関連情報の表示がなくなった場合に、識別またはアクセスに重要
なときは、表示が削除された巻号・年月次と共に記録する。
（参照: #2.1.2.3a）、#2.1.3.3a)、#2.1.4.3a)を見よ。）
　　英語の並列タイトル関連情報は 15 号まで表示あり
　　タイトル関連情報の削除 (Vol. 2 (2013.7.20)-)

途中の巻号で、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連情報
の表示がなくなった場合に、識別またはアクセスに重要なときは、表示
が削除された巻号が明らかになるように記録する。
（参照: #2.1.2.3a)、#2.1.3.3a)、#2.1.4.3a)を見よ。）
　1巻1号から4巻12号までのタイトル関連情報: 未来形コミック
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#2.41.1.2.3 タイトルの誤表示 誤記、誤植、脱字などがあるタイトルを、表示されているとおりにタイトル
のエレメントとして記録した場合は、その旨を記録する。
　　正しい本タイトル: 故事熟語ことわざ新解
　　（本タイトル: 故事塾語ことわざ新解）
逐次刊行物または更新資料のタイトルに明らかな誤りがあり、正しい形
に改めたものをタイトルのエレメントとして記録した場合は、採用した情
報源に表示されている形を記録する。
（参照: #2.1.0.4.1 を見よ。）
　　1 巻 1 号の本タイトル (誤植): プロフェッショナルがんナーンシグ
　　（本タイトル: プロフェッショナルがんナーシング）
誤記、誤植、脱字などを正しい形に改めてタイトルのエレメントとして記
録した場合は、採用した情報源に表示されている形を記録する。
（参照: #2.1.0.4.1 別法を見よ。）
　　タイトル・ページのタイトル (誤植): 故事塾語ことわざ新解
　　（本タイトル: 故事熟語ことわざ新解）

一部適用 誤記、誤植、脱字などを正しい形に改めてタイトルのエレメントとして記
録した場合は、採用した情報源に表示されている形を異形タイトルとし
て記録した上、注記する。
（参照: #2.1.0.4.1別法を見よ。）

タイトルに明らかな誤りがあり、正しい形に改めたものをタイトルのエレメ
ントとして記録した場合に、識別またはアクセスに重要なときは、採用し
た情報源に表示されている形を記録する。
（参照: #2.1.0.4.1を見よ。）

#2.41.1.2.4 個別のタイトルを本タイト
ルに採用した総合タイトル
のない資料

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.1.2.4.1 2番目以降の個別のタイト
ルの省略

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.1.2.4.2 総合タイトルのない資料の
タイトル関連情報

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.1.2.5 和古書・漢籍のタイトル ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.1.2.6 タイトルに関するその他の
情報

識別またはアクセスに重要な場合は、タイトルに関するその他の詳細な
情報を記録する。
　　本タイトルの[ラブ]は記号のハートで表示
　　（本タイトル: 直島銭湯 I[ラブ]湯）

6.2.7F3.5〜
F3.10

適用 適用

ES #2.41.2 責任表示に関する注記 責任表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイ
プである。

6.2.7F3.11 適用 適用

#2.41.2.1 記録の範囲 責任表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料の知的・芸術的内容への関与があったとされる個人・家族・団体
（参照:
#2.41.2.2.1 を見よ。）
b) 名称の異なる形（参照: #2.41.2.2.2 を見よ。）
c) 責任表示に関するその他の情報（参照: #2.41.2.2.3 を見よ。）
d) 責任表示の変化（参照: #2.41.2.2.4 を見よ。）

適用 責任表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料の知的・芸術的内容への関与があったとされる個人・家族・団体
（参照: #2.41.2.2.1を見よ。）（非適用）
b) 名称の異なる形（参照: #2.41.2.2.2を見よ。）
c) 責任表示に関するその他の情報（参照: #2.41.2.2.3を見よ。）
d) 責任表示の変化（参照: #2.41.2.2.4を見よ。）

#2.41.2.2 記録の方法 責任表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.2.2.1 資料の知的・芸術的内容
への関与があったとされる
個人・家族・団体

資料の知的・芸術的内容に関する責任を有するか寄与するところが
あったとされる個人・家族・団体について、責任表示のエレメントとして記
録しなかった場合は、それを記録する。
　　以前は W.A. モーツァルトの作とされていた
　　伝: 菅原孝標女作

適用 非適用

#2.41.2.2.2 名称の異なる形 個人・家族・団体の名称が、責任表示のエレメントとして記録した形と異
なる形でも資料に表示されている場合に、識別に重要なときは、それを
記録する。
　　奥付の責任表示: 倉橋裕紀子
　　（責任表示: 山中裕起子）

適用 適用

#2.41.2.2.3 責任表示に関するその他
の情報

識別、アクセスまたは選択に重要な場合は、責任表示のエレメントとし
て記録しなかった個人・家族・団体に関する表示や、責任表示に関する
その他の詳細な情報を記録する。
　　編集・制作協力: エフビーアイ・コミュニケーションズ, 森部信次
　　監修: チャイナワーク
　　総監修: 行天豊雄
　　翻訳監修: 金児昭, 田原沖志, 山田晴信, 沖本美幸
　　演奏: 東京クヮルテット (マーティン・ビーヴァー, 池田菊衛 (バイオリ
ン); 磯村和英 (ビオラ); クライヴ・グリーンスミス (チェロ))
　　表紙の責任表示 (誤植): 奥陸明
　　（責任表示: 陸奥明）

適用 適用

#2.41.2.2.4 責任表示の変化 責任表示に変化が生じた場合は、次の規定に従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.41.2.2.4.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.41.2.2.4.2 を見よ。）

適用 適用

#2.41.2.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

識別またはアクセスに重要な場合は、複数巻単行資料または逐次刊行
物の途中の巻号で生じた、責任表示の変化について記録する。
（参照: #2.2.0.6 を見よ。）
　　3 巻の編者: 広渡俊哉, 那須義次, 坂巻祥孝, 岸田泰則
　　編者変遷: 自然科学研究機構岡崎統合事務センター (no. 15-no. 18)
　　編集者の変更: 韓国思想講座編輯委員会 (講座 4[1962.8]), 韓国思
想研究会 (講座6[1963.8]〜)
　　責任表示の変更: 江戸前 ESD 協議会 (8 号[2009.10])→東京海洋大
学江戸前 ESD協議会 (10 号 [2009.12])

一部適用 識別またはアクセスに重要な場合は、逐次刊行物の途中の巻号で生じ
た、責任表示の変化について記録する。
（参照: #2.2.0.6 を見よ。）
　　3 巻の編者: 広渡俊哉, 那須義次, 坂巻祥孝, 岸田泰則
　　編者変遷: 自然科学研究機構岡崎統合事務センター (no. 15-no. 18)
　　編集者の変更: 韓国思想講座編輯委員会 (講座 4[1962.8]), 韓国思
想研究会 (講座6[1963.8]〜)
　　責任表示の変更: 江戸前 ESD 協議会 (8 号[2009.10])→東京海洋大
学江戸前 ESD協議会 (10 号 [2009.12])

適用

#2.41.2.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
（参照: #2.2.0.6 を見よ。）
　　監修者の変更あり
　　編者の変更あり

適用 適用

#2.41.2.2.4.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.2.2.4.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.3 版表示に関する注記 版表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイプ
である。

6.2.7F3.17 適用 適用

#2.41.3.1 記録の範囲 版表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.3.2.1 を見よ。）
b) 記述対象の部分にのみ関係する版表示（参照: #2.41.3.2.2 を見よ。）
c) 版表示に関するその他の情報（参照: #2.41.3.2.3 を見よ。）
d) 版表示の変化（参照: #2.41.3.2.4 を見よ。）

一部適用 版表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.3.2.1 を見よ。）
b) 記述対象の部分にのみ関係する版表示（参照: #2.41.3.2.2 を見よ。）
（非適用）
c) 版表示に関するその他の情報（参照: #2.41.3.2.3 を見よ。）
d) 版表示の変化（参照: #2.41.3.2.4 を見よ。）

版表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.3.2.1を見よ。）（非適用）
b) 記述対象の部分にのみ関係する版表示（参照: #2.41.3.2.2を見よ。）
c) 版表示に関するその他の情報（参照: #2.41.3.2.3を見よ。）
d) 版表示の変化（参照: #2.41.3.2.4を見よ。）

#2.41.3.2 記録の方法 版表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.3.2.1 資料外からの採用 次の場合は、版表示を資料外から採用した旨を記録する。
a) 版表示を資料外の情報源から採用した場合（参照: #2.3.0.4 任意追加
を見よ。）
b) 版次であることが分かるように適切な語句を補って記録した場合（参
照: #2.3.1.2.1を見よ。）

適用 非適用

#2.41.3.2.2 記述対象の部分にのみ関
係する版表示

複数の巻号（付属資料を含む）から成る資料全体を記述対象とする場
合に、記述対象の一部分にのみ関係する版表示が、全体に関係する版
表示と異なるときは、その版表示を記録する。
（参照: #2.3.0.4 を見よ。）

非適用 適用

#2.41.3.2.3 版表示に関するその他の
情報

識別またはアクセスに重要な場合は、版表示のエレメントとして記録し
なかった、版表示に関するその他の詳細な情報を記録する。
　　奥付の版表示 (誤植): 改訂第 31 版
　　（版表示: 改訂第 32 版）
　　Edition statement from cover. Title page erroneously states 2010 
edition

適用 適用

#2.41.3.2.4 版表示の変化 版表示に変化が生じた場合は、次の規定に従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.41.3.2.4.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.41.3.2.4.2 を見よ。）

6.2.7F3.20 適用 適用

#2.41.3.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

識別またはアクセスに重要な場合は、複数巻単行資料または逐次刊行
物の途中の巻号で生じた、版表示の変化について記録する。
（参照: #2.3.0.6 を見よ。）
　　volume 2 の版表示: 特別日本版
　　1999 から 2006 までの版表示: 日本語版
　　Volume 2 lacks edition statement

適用 適用

#2.41.3.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
　　版表示の変更あり
　　Edition statement varies

適用 適用
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#2.41.3.2.4.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.3.2.4.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.4 逐次刊行物の順序表示に
関する注記

逐次刊行物の順序表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメ
ント・サブタイプである。

6.2.7F3.12 適用 適用

#2.41.4.1 記録の範囲 逐次刊行物の順序表示に関する注記は、次の情報を提供する注記で
ある。
a) 逐次刊行物の順序表示の初号および（または）終号（参照: 
#2.41.4.2.1 を見よ。）
b) 複雑または不規則な順序表示、誤表示（参照: #2.41.4.2.2 を見よ。）
c) 対象期間（参照: #2.41.4.2.3 を見よ。）
d) 西暦以外の暦による年月次（参照: #2.41.4.2.4 を見よ。）
e) 複製の順序表示（参照: #2.41.4.2.5 を見よ。）
f) 順序表示の変化を示す語句（参照: #2.41.4.2.6 を見よ。）
g) 逐次刊行物の順序表示に関するその他の情報（参照: #2.41.4.2.7 を
見よ。）

適用 逐次刊行物の順序表示に関する注記は、次の情報を提供する注記で
ある。
a) 逐次刊行物の順序表示の初号および（または）終号（参照: 
#2.41.4.2.1を見よ。）（非適用）
b) 複雑または不規則な順序表示、誤表示（参照: #2.41.4.2.2を見よ。）
c) 対象期間（参照: #2.41.4.2.3を見よ。）（非適用）
d) 西暦以外の暦による年月次（参照: #2.41.4.2.4を見よ。）（非適用）
e) 複製の順序表示（参照: #2.41.4.2.5を見よ。）
f) 順序表示の変化を示す語句（参照: #2.41.4.2.6を見よ。）（非適用）
g) 逐次刊行物の順序表示に関するその他の情報（参照: #2.41.4.2.7を
見よ。）

#2.41.4.2 記録の方法 逐次刊行物の順序表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従っ
て記録する。

適用 適用

#2.41.4.2.1 逐次刊行物の順序表示の
初号および（または）終号

逐次刊行物の順序表示の初号および（または）終号は、次の規定に
従って記録する。
a) 初号および（または）終号に巻次、年月次がない場合（参照: 
#2.41.4.2.1.1 を見
よ。）
b) 初号および（または）終号を識別の基盤としていない場合（参照: 
#2.41.4.2.1.2 を見よ。）

6.2.7F3.1 適用 非適用

#2.41.4.2.1.1 初号および（または）終号
に巻次、年月次がない場
合

初号および（または）終号の巻次、年月次が資料に表示されていない場
合に、その前後の号の巻次、年月次に基づいて判断して順序表示を記
録したときは、その初号および（または）終号以外を情報源とした旨を記
録する。
（参照: #2.4.1.2.1、#2.4.2.2.1、#2.4.3.2.1、#2.4.4.2.1 を見よ。）
　　初号の巻次は第 2 号からの推定による

適用 非適用

#2.41.4.2.1.2 初号および（または）終号
を識別の基盤としていない
場合

初号および（または）終号を識別の基盤としていない場合は、次の規定
に従って記録する。
（識別の基盤に関する注記については、#2.41.12 を見よ。）
a) 初号および（または）終号を入手していない場合などに、他の情報源
で確認できた巻次、年月次を逐次刊行物の順序表示のエレメントとして
記録したときは、その初号および（または）終号以外を情報源とした旨を
記録する。
（参照: #2.4.1.2.2、#2.4.2.2.2、#2.4.3.2.2、#2.4.4.2.2 を見よ。）
　　終号の年次は出版カタログによる
b) 初号および（または）終号を入手していない場合などに、他の情報源
で確認できた巻次、年月次を逐次刊行物の順序表示のエレメントとして
記録しないときは、初号および（または）終号の巻次、年月次を記録す
る。
（参照: #2.4.1.2.2 別法、#2.4.2.2.2 別法、#2.4.3.2.2 別法、#2.4.4.2.2 別法
を見
よ。）
　　初号の巻次: 第 1 巻第 1 号

6.2.7F3.19 一部適用 初号および（または）終号を入手していない場合などに、他の情報源で
確認できた巻次、年月次を逐次刊行物の順序表示のエレメントとして記
録しないときは、初号および（または）終号の巻次、年月次を記録する。
（参照: #2.4.1.2.2 別法、#2.4.2.2.2 別法、#2.4.3.2.2 別法、#2.4.4.2.2 別法
を見
よ。）
　　初号の巻次: 第 1 巻第 1 号

非適用

#2.41.4.2.2 複雑または不規則な順序
表示、誤表示

順序表示が複雑または不規則であるが、順序表示の方式の変化とは
みなせない場合に、識別に重要なときは、その旨を記録する。
（参照: #2.4.0.4 を見よ。）
また、逐次刊行物の順序表示に記録した情報だけでは識別が困難な場
合や、誤表示がある場合は、その旨を記録する。
　　巻次は毎年 Volume 1 から始まる
　　29 号が創刊号
　　巻次に乱れあり

6.2.7F3.12 適用 適用

#2.41.4.2.3 対象期間 逐次刊行物の刊行頻度が年 1 回以下で、かつ各巻号の対象期間が暦
年または年度ではない場合は、対象期間について記録する。また、暦
年または年度であっても、必要に応じて対象期間について記録する。
　　各巻の収録内容は 9 月～8 月

適用 非適用

#2.41.4.2.4 西暦以外の暦による年月
次

西暦以外の暦によって表示されている年月次に、西暦に置き換えたも
のを付加した場合は、その旨を記録する。
（参照: #2.4.0.4.2 を見よ。）
　　西暦の表示は情報源になし

非適用 非適用

#2.41.4.2.5 複製の順序表示 原資料の順序表示を、逐次刊行物の順序表示のエレメントとして記録し
た場合に、複製自体の順序表示があるときは、それを記録する。
（参照: #2.4.0.5 を見よ。）
　　複製資料の順序表示: 1 巻-6 巻

(6.2.7F3.17) NDL準拠 原資料の順序表示を、逐次刊行物の順序表示のエレメントとして記録し
た場合に、複製自体の順序表示が識別またはアクセスに重要なとき
は、それを記録する。
（参照: #2.4.0.5を見よ。）
　複製資料の順序表示: 1集 (1972年)-10集 (1981年)

原資料の順序表示を、逐次刊行物の順序表示のエレメントとして記録し
た場合に、複製自体の順序表示が識別またはアクセスに重要なとき
は、それを記録する。
（参照: #2.4.0.5を見よ。）
　複製資料の順序表示: 1集 (1972年)-10集 (1981年)

#2.41.4.2.6 順序表示の変化を示す語
句

順序表示の方式に変化があり、情報源に表示されていない新しい方式
であることを示す語句を記録した場合は、その旨を記録する。
（参照: #2.4.1.2.3 を見よ。）
　　巻次の「第 2 期」は情報源に表示なし

非適用 非適用

#2.41.4.2.7 逐次刊行物の順序表示に
関するその他の情報

識別またはアクセスに重要な場合は、逐次刊行物の順序表示に関する
その他の詳細な情報を記録する。
　　巻次は表紙による
　　20 号限り廃刊

6.2.7F3.12 適用 適用

ES #2.41.5 出版表示に関する注記 出版表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイ
プである。

適用 適用

#2.41.5.1 記録の範囲 出版表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.5.2.1 を見よ。）
b) 架空のまたは誤った出版表示（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）
c) 複数巻単行資料、逐次刊行物における出版の開始日、終了日（参照: 
#2.41.5.2.3 を見よ。）
d) 和古書・漢籍の出版表示（参照: #2.41.5.2.4 を見よ。）
e) 出版表示に関する詳細（参照: #2.41.5.2.5 を見よ。）
f) 休刊（参照: #2.41.5.2.6 を見よ。）
g) 出版表示の変化（参照: #2.41.5.2.7 を見よ。）

6.2.7F3.13 一部適用 出版表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.5.2.1 を見よ。）
b) 架空のまたは誤った出版表示（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）
c) 複数巻単行資料、逐次刊行物における出版の開始日、終了日（参照: 
#2.41.5.2.3 を見よ。）（非適用）
d) 和古書・漢籍の出版表示（参照: #2.41.5.2.4 を見よ。）（非適用）
e) 出版表示に関する詳細（参照: #2.41.5.2.5 を見よ。）
f) 休刊（参照: #2.41.5.2.6 を見よ。）
g) 出版表示の変化（参照: #2.41.5.2.7 を見よ。）

出版表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.5.2.1を見よ。）（非適用）
b) 架空のまたは誤った出版表示（参照: #2.41.5.2.2を見よ。）（非適用）
c) 複数巻単行資料、逐次刊行物における出版の開始日、終了日（参照: 
#2.41.5.2.3を見よ。）（非適用）
d) 和古書・漢籍の出版表示（参照: #2.41.5.2.4を見よ。）（非適用）
e) 出版表示に関する詳細（参照: #2.41.5.2.5を見よ。）
f) 休刊（参照: #2.41.5.2.6を見よ。）
g) 出版表示の変化（参照: #2.41.5.2.7を見よ。）

#2.41.5.2 記録の方法 出版表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.5.2.1 資料外からの採用 出版表示について、資料外から採用した旨を記録する。
（参照: #2.5.0.4 を見よ。）
　　出版日付は出版者のホームページによる

非適用 非適用

#2.41.5.2.2 架空のまたは誤った出版
表示

資料に表示された架空のまたは誤った出版地、出版者の名称、出版日
付を出版表示のエレメントとして記録した場合は、実際の情報を記録す
る。実際の情報が不明な場合は、架空のまたは誤った表示である旨を
記録する。
（参照: #2.5.1.2.4、#2.5.3.2.5、#2.5.5.2.2 を見よ。）
　　標題紙等の出版者は誤植, 正しい出版者: 機械振興協会経済研究
所
　　（出版者: 機械振興会経済研究所）
　　Actually published by Moens
　　（出版者: Impr. Vincent）
資料に表示された出版地、出版者の名称、出版日付が架空であるか
誤っていると判明し、実際の情報を出版表示のエレメントとして記録した
場合は、架空のまたは誤った出版地、出版者の名称、出版日付を記録
する。
（参照: #2.5.1.2.4 別法、#2.5.3.2.5 別法、#2.5.5.2.2 別法を見よ。）
　　タイトル・ページの出版日付 (誤植): 1936
　　（出版日付: [1963]）

適用 非適用

#2.41.5.2.3 複数巻単行資料、逐次刊
行物における出版の開始
日および終了日

資料の識別の基盤が、初巻、初号および（または）終巻、終号以外に基
づく場合は、出版の開始日および（または）終了日を記録する。
　　Began in 2002
　　Began in 1985; ceased in 1999
　　Ceased publication in 2010

非適用 非適用

#2.41.5.2.4 和古書・漢籍の出版表示 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.5.2.5 出版表示に関する詳細 識別またはアクセスに重要な場合は、出版表示のエレメントとして記録
しなかった、出版地、出版者、出版日付に関する詳細な情報を記録す
る。
　　出版日付は出版者の活動期間から推定

適用 適用

#2.41.5.2.6 休刊 複数巻単行資料、逐次刊行物、更新資料が、後日再開する予定で休刊
した場合は、その旨を記録する。
出版が再開された場合は、休刊期間がわかる日付や巻号などを記録す
る。
　　休刊: 2012-2013
　　Suspended with volume 20
　　No updates issued from 1981 to 1992

6.2.7F3.12 適用 適用
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#2.41.5.2.7 出版表示の変化 出版地および（または）出版者の名称に変化が生じた場合は、次の規定
に従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.41.5.2.7.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.41.5.2.7.2 を見よ。）

適用 適用

#2.41.5.2.7.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、出版地が変化し
て、その変化が識別またはアクセスに重要な場合は、それを記録する。
出版地の変化が名称上のものであっても、識別に重要な場合は、それ
を記録する。
複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、出版者の名称が
変化したか、または出版者が他の出版者に替わった場合に、それらの
変化が識別またはアクセスに重要なときは、それを記録する。出版者の
変化が表示上のものであっても、識別に重要な場合は、それを記録す
る。
（参照: #2.5.0.6.1 を見よ。）
　　出版者変遷: 自然科学研究機構岡崎統合事務センター (no. 15-no. 
36) →自然科学研究機構 (no. 37-)

6.2.7F3.13 適用 適用

#2.41.5.2.7.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
（参照: #2.5.0.6.1 任意省略を見よ。）
　　出版者の変更あり

適用 適用

#2.41.5.2.7.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.5.2.7.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.6 頒布表示に関する注記 頒布表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイ
プである。

適用 適用

#2.41.6.1 記録の範囲 頒布表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.6.2.1 を見よ。）
b) 架空のまたは誤った頒布表示（参照: #2.41.6.2.2 を見よ。）
c) 頒布表示に関する詳細（参照: #2.41.6.2.3 を見よ。）
d) 頒布表示の変化（参照: #2.41.6.2.4 を見よ。）

適用 頒布表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.6.2.1を見よ。）（非適用）
b) 架空のまたは誤った頒布表示（参照: #2.41.6.2.2を見よ。）（非適用）
c) 頒布表示に関する詳細（参照: #2.41.6.2.3を見よ。）（非適用）
d) 頒布表示の変化（参照: #2.41.6.2.4を見よ。）

#2.41.6.2 記録の方法 頒布表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.6.2.1 資料外からの採用 頒布表示について、資料外から採用した旨を記録する。
（参照: #2.6.0.4 を見よ。）

適用 非適用

#2.41.6.2.2 架空のまたは誤った頒布
表示

資料に表示された架空のまたは誤った頒布地、頒布者の名称、頒布日
付を頒布表示のエレメントとして記録した場合は、実際の情報を記録す
る。実際の情報が不明な場合は、架空のまたは誤った表示である旨を
記録する。
（参照: #2.6.1.2.4、#2.6.3.2.5、#2.6.5.2.2 を見よ。）
資料に表示された頒布地、頒布者の名称、頒布日付が架空であるか
誤っていると判明し、実際の情報を頒布表示のエレメントとして記録した
場合は、架空のまたは誤った頒布地、頒布者の名称、頒布日付を記録
する。
（参照: #2.6.1.2.4 別法、#2.6.3.2.5 別法、#2.6.5.2.2 別法を見よ。）

適用 非適用

#2.41.6.2.3 頒布表示に関する詳細 識別またはアクセスに重要な場合は、頒布表示のエレメントとして記録
しなかった、頒布地、頒布者、頒布日付に関する詳細な情報を記録す
る。
　　共同頒布者: 三省堂書店
　　頒布地、頒布者: 1 号-No.2 表示なし

適用 非適用

#2.41.6.2.4 頒布表示の変化 頒布地および（または）頒布者の名称に変化が生じた場合は、次の規定
に従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.41.6.2.4.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.41.6.2.4.2 を見よ。）

適用 適用

#2.41.6.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、頒布地が変化し
て、その変化が識別またはアクセスに重要な場合は、それを記録する。
頒布地の変化が名称上のものであっても、識別に重要な場合は、それ
を記録する。
複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、頒布者の名称が
変化したか、または頒布者が他の頒布者に替わった場合に、それらの
変化が識別またはアクセスに重要なときは、それを記録する。頒布者の
変化が表示上のものであっても、識別に重要な場合は、それを記録す
る。
（参照: #2.6.0.6.1 を見よ。）
　　29 巻 1 号から 30 巻 4 号までの頒布者: 防衛弘済会

適用 適用

#2.41.6.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
（参照: #2.6.0.6.1 任意省略を見よ。）

適用 適用

#2.41.6.2.4.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.6.2.4.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.7 製作表示に関する注記 製作表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイ
プである。

非適用 非適用

#2.41.7.1 記録の範囲 製作表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 資料外からの採用（参照: #2.41.7.2.1 を見よ。）
b) 架空のまたは誤った製作表示（参照: #2.41.7.2.2 を見よ。）
c) 製作表示に関する詳細（参照: #2.41.7.2.3 を見よ。）
d) 製作表示の変化（参照: #2.41.7.2.4 を見よ。）

非適用 非適用

#2.41.7.2 記録の方法 製作表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 非適用 非適用

#2.41.7.2.1 資料外からの採用 製作表示について、資料外から採用した旨を記録する。
（参照: #2.7.0.4 を見よ。）

非適用 非適用

#2.41.7.2.2 架空のまたは誤った製作
表示

資料に表示された架空のまたは誤った製作地、製作者の名称、製作日
付を製作表示のエレメントとして記録した場合は、実際の情報を記録す
る。実際の情報が不明な場合は、架空のまたは誤った表示である旨を
記録する。
（参照: #2.7.1.2.4、#2.7.3.2.5、#2.7.5.2.2 を見よ。）
資料に表示された製作地、製作者の名称、製作日付が架空であるか
誤っていると判明し、実際の情報を製作表示のエレメントとして記録した
場合は、架空のまたは誤った製作地、製作者の名称、製作日付を記録
する。
（参照: #2.7.1.2.4 別法、#2.7.3.2.5 別法、#2.7.5.2.2 別法を見よ。）

非適用 非適用

#2.41.7.2.3 製作表示に関する詳細 識別またはアクセスに重要な場合は、製作表示のエレメントとして記録
しなかった、製作地、製作者、製作日付に関する詳細な情報を記録す
る。

非適用 非適用

#2.41.7.2.4 製作表示の変化
製作地および（または）製作者の名称に変化が生じた場合は、次の規定
に従って記録す る。 
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.41.7.2.4.1 を見よ。） 
b) 更新資料（参照: #2.41.7.2.4.2 を見よ。）

非適用 非適用

#2.41.7.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、製作地が変化し
て、その変化が識別またはアクセスに重要な場合は、それを記録する。
製作地の変化が名称上のものであっても、識別に重要な場合は、それ
を記録する。
複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、製作者の名称が
変化したか、または製作者が他の製作者に替わった場合に、それらの
変化が識別またはアクセスに重要なときは、それを記録する。製作者の
変化が表示上のものであっても、識別に重要な場合は、それを記録す
る。
（参照: #2.7.0.6.1 を見よ。）

非適用 非適用

#2.41.7.2.4.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
（参照: #2.7.0.6.1 任意省略を見よ。）

非適用 非適用

#2.41.7.2.4.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.7.2.4.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.8 非刊行物の制作表示に関
する注記

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.1 資料外からの採用 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
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#2.41.8.2.2 架空のまたは誤った制作
表示

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.3 和古書・漢籍の制作表示 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.4 非刊行物の制作表示に関
する詳細

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.5 制作表示の変化 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.5.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.5.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.5.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.8.2.5.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.9 著作権日付に関する注記 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.41.9.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.41.9.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#2.41.9.2.1 著作権日付に関する詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES #2.41.10 シリーズ表示に関する注
記

シリーズ表示に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタ
イプである。

適用 適用

#2.41.10.1 記録の範囲 シリーズ表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 部分によってシリーズ表示が異なり複雑な場合（参照: #2.41.10.2.1 を
見よ。）
b) シリーズ表示に関するその他の情報（参照: #2.41.10.2.2 を見よ。）
c) シリーズ表示の変化（参照: #2.41.10.2.3 を見よ。）

適用 シリーズ表示に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 部分によってシリーズ表示が異なり複雑な場合（参照: #2.41.10.2.1を
見よ。）
b) シリーズ表示に関するその他の情報（参照: #2.41.10.2.2を見よ。）（非
適用）
c) シリーズ表示の変化（参照: #2.41.10.2.3を見よ。）

#2.41.10.2 記録の方法 シリーズ表示に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録す
る。

適用 適用

#2.41.10.2.1 部分によってシリーズ表示
が異なり複雑な場合

包括的記述において、記述対象の個々の部分が異なるシリーズに属
し、かつその複数のシリーズの関係が複雑なためにシリーズ表示のエ
レメントとして的確に記録できない場合は、シリーズに関する具体的な
情報を記録する。
（参照: #2.10.0.4.2 を見よ。）
　　第1巻から第3巻まで: シリーズ A, 第4巻はシリーズ表示なし, 第5巻
から7巻まで: シリーズ B, 第8巻: シリーズ A, シリーズ B

適用 適用

#2.41.10.2.2 シリーズ表示に関するそ
の他の情報

識別またはアクセスに重要な場合は、シリーズ表示に関するその他の
詳細な情報を記録する。
　　シリーズの本タイトルはブックジャケットによる
　　シリーズの並列タイトルはネパール語からの翻訳
　　奥付のシリーズの本タイトル (誤植): 早稲田大学現代中国研究叢書

適用 非適用

#2.41.10.2.3 シリーズ表示の変化 シリーズ表示に変化が生じた場合は、次の規定に従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.41.10.2.3.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.41.10.2.3.2 を見よ。）

適用 適用

#2.41.10.2.3.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の巻号で、シリーズ表示の
変化または追加が生じた場合に、それをシリーズ表示のエレメントとして
的確に記録できず、かつ識別またはアクセスに重要なときは、変化また
は追加の旨を記録する。削除が生じ、かつ識別またはアクセスに重要
な場合は、削除の旨を記録する。
（参照: #2.10.0.6 を見よ。）
　　シリーズの本タイトルの変更: 労政時報選書. 賃金資料シリーズ. 4 (-
2013 年版(2013))→賃金資料シリーズ. 4 (2014 年版 (2014)-)

適用 逐次刊行物の途中の巻号で、シリーズ表示の変化または追加が生じ、
かつ識別またはアクセスに重要な場合は、変化または追加の旨を記録
する。削除が生じ、かつ識別またはアクセスに重要な場合は、削除の旨
を記録する。
（参照: #2.10.0.6を見よ。）
　シリーズ名変遷: 農学部紀要別冊 (22集-55集)→ 大学院農学研究科
紀要別冊 (56集-62集)

#2.41.10.2.3.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。

適用 適用

#2.41.10.2.3.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.10.2.3.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.41.11 刊行頻度に関する注記 刊行頻度に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタイ
プである。

適用 適用

#2.41.11.1 記録の範囲 刊行頻度に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 刊行頻度の詳細（参照: #2.41.11.2.1 を見よ。）
b) 刊行頻度の変化（参照: #2.41.11.2.2 を見よ。）

適用 刊行頻度に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 刊行頻度の詳細（参照: #2.41.11.2.1を見よ。）（非適用）
b) 刊行頻度の変化（参照: #2.41.11.2.2を見よ。）

#2.41.11.2 記録の方法 刊行頻度に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.11.2.1 刊行頻度の詳細 次の事項について、表 2.13.3 に適切な用語がない場合は、刊行頻度の
詳細な情報を記録する。
a) 逐次刊行物の巻号の刊行の間隔
b) 更新資料の更新の間隔
c) 内容の最新の更新状況
　　月刊 (8-9 月は刊行せず)
　　年 9 回刊
　　偶数月ごとに更新 (12 月を除く)
　　Monthly (except June and July)
　　Monthly, with annual supplements
　　Updated every 4 weeks

6.2.7F3.3 一部適用 次の事項について、表 2.13.3 に適切な用語がない場合は、刊行頻度の
詳細な情報を記録する。
a) 逐次刊行物の巻号の刊行の間隔

非適用

#2.41.11.2.2 刊行頻度の変化 刊行頻度の変化については、頻度とその頻度で刊行または更新された
期間を、年代順に記録する。
（参照: #2.13.4 を見よ。）
　　1 巻 1 号から 13 巻 10 号までは月刊
　　227 号から 281 号までは隔週刊, 282 号から 300 号までは月刊
　　月刊, 379 号 (1979.11)-562 号 (1995.3)→隔月刊, 563 号 (1995.5)-
　　隔月刊, 1969-1985; 月刊, 1986-
　　Quarterly, 1948-1952; bimonthly, 1953-1973; quarterly, 1974

適用 同上 刊行頻度の変化については、変化のある旨を簡略に記録し、個々の変
化については記録しない。
（参照: #2.13.4を見よ。）
　刊行頻度の変更あり

#2.41.11.2.2 刊行頻度の変化　任意省
略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
（参照: #2.13.4 を見よ。）
　　刊行頻度の変更あり
　　Frequency varies

適用 同上 非適用

ES #2.41.12 識別の基盤に関する注記 識別の基盤に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サブタ
イプである。

適用 適用

#2.41.12.1 記録の範囲 識別の基盤に関する注記は、体現形の識別に使用した次の情報を提
供する注記である。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物の部分（参照: #2.41.12.2.1 を見よ。）
b) 更新資料のイテレーション（参照: #2.41.12.2.2 を見よ。）
オンライン資料については、記述のためにその資料が見られた日付を
含めることができる。
（参照: #2.41.12.2.3 を見よ。）

一部適用 識別の基盤に関する注記は、体現形の識別に使用した次の情報を提
供する注記である。
a) 逐次刊行物の部分（参照: #2.41.12.2.1 を見よ。）

識別の基盤に関する注記は、体現形の識別に使用した次の情報を提
供する注記である。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物の部分（参照: #2.41.12.2.1を見よ。）
b) 更新資料のイテレーション（参照: #2.41.12.2.2を見よ。）（非適用）

#2.41.12.2 記録の方法 識別の基盤に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録する。 適用 適用

#2.41.12.2.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物の識別の基盤とした
部分

複数巻単行資料または逐次刊行物について、最初の巻号を識別の基
盤としなかった場合は、識別の基盤とした部分について記録する。
（参照: #1.6.1a）、#1.6.1b）を見よ。）
次の資料に該当する場合は、それぞれの規定も適用する。
a) 複数巻単行資料（参照: #2.41.12.2.1.1 を見よ。）
b) 順序表示のある逐次刊行物（参照: #2.41.12.2.1.2 を見よ。）
c) 順序表示のない逐次刊行物（参照: #2.41.12.2.1.3 を見よ。）
　　識別の基盤は 15 巻 3 号による
　　識別の基盤は 12660 号 (平成 27 年 7 月 22 日) による
　　Description based on 2005
　　Latest issue consulted: 2008

6.2.7F3.1 一部適用 最初の巻号を識別の基盤としなかった場合は、識別の基盤とした部分
について記録する。
（参照: #1.6.1a）を見よ。）
　記述は15 巻 3 号による

最初の巻号を識別の基盤としなかった場合は、識別の基盤とした部分
について記録する。
（参照: #1.6.1a）を見よ。）
　識別の基盤は15巻3号による

#2.41.12.2.1.1 複数巻単行資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.12.2.1.2 順序表示のある逐次刊行
物

複数の巻号を参照した場合は、参照した最新の巻号を、識別の基盤と
した巻号に関する注記とは別に記録する。
　　識別の基盤は 5 号による
　　参照した最新の号: 10 号
ただし、逐次刊行物の順序表示のエレメントとして記録した初号および
（または）終号の部分については、記録しない。
（参照: #2.4 を見よ。）
　　参照した最新の号: 8 巻 12 号 (1988.12)
　　（識別の基盤: 1 巻 1 号）

非適用 非適用
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#2.41.12.2.1.3 順序表示のない逐次刊行
物

参照した最も古い部分とその出版等の日付を記録する。
複数の部分を参照した場合は、参照した最新の部分とその日付を、識
別の基盤とした部分に関する注記とは別に記録する。
　　参照した最新の巻: スコットランドの民話, 1989

非適用 非適用

#2.41.12.2.2 更新資料の識別の基盤と
したイテレーション

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.41.12.2.3 オンライン資料へのアクセ
ス日付

オンライン資料については、最新のアクセス日付を記録する。
　　最終アクセス: 2015 年 6 月 10 日
　　閲覧日: 2014 年 11 月 5 日

6.0.4D4.7
6.2.7F3.21

適用 （電子資料　要検討） 非適用

ES #2.41.13 体現形の識別子に関する
注記

体現形の識別子に関する注記は、体現形に関する注記のエレメント・サ
ブタイプである。

適用 適用

#2.41.13.1 記録の範囲 体現形の識別子に関する注記は、体現形の識別子として記録しなかっ
た、体現形の識別子に関する情報を提供する注記である。

適用 適用

#2.41.13.2 記録の方法 体現形の識別子に関する注記は、#2.41.0.3、#2.41.0.3.1 に従って記録
する。

適用 適用

#2.41.13.2.1 体現形の識別子に関する
詳細

識別またはアクセスに必要な場合は、体現形の識別子として記録しな
かった、体現形の識別子に関する詳細な情報を記録する。
（参照: #2.34.0.4 を見よ。）
　　ISBN はケースによる
　　ISSN は出版者の Web サイトによる (2015.9.20 参照)

6.1.16G2 適用 非適用

E #2.42 キャリアに関する注記 キャリアに関する注記は、エレメントである。 適用 適用

#2.42.0 通則 — —

#2.42.0.1 記録の範囲 キャリアに関する注記は、#2.14～#2.33 のキャリアに関する情報に記録
しなかった、体現形のキャリアの識別または選択に必要な情報を提供
する注記である。
（参照: 個別資料のキャリアに関する注記は、#3.7 を見よ。）

適用 適用

#2.42.0.1.1 エレメント・サブタイプ キャリアに関する注記には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) 数量に関する注記（参照: #2.42.1 を見よ。）
b) 大きさに関する注記（参照: #2.42.2 を見よ。）
c) キャリアに関するその他の情報の変化に関する注記（参照: #2.42.3 
を見よ。）

適用 適用

#2.42.0.2 情報源 キャリアに関する注記は、資料自体に基づいて記録する。さらに必要が
ある場合は、資料外のどの情報源に基づいて記録してもよい。

適用 適用

#2.42.0.3 記録の方法 キャリアに関する注記について、引用もしくは参照する場合、または注
記の内容が記述対象の一部にのみ該当する場合は、#1.13 に従って記
録する。

適用 適用

#2.42.0.3.1 装丁に関する注記 装丁について、必要な場合は記録する。
　　箱入
　　帙入
　　ホルダー入

(6.2.7F3.17) 適用 非適用

#2.42.0.3.2 和古書・漢籍に関する注
記

＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.42.1 数量に関する注記 数量に関する注記は、キャリアに関する注記のエレメント・サブタイプで
ある。

適用 適用

#2.42.1.1 記録の範囲 数量に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 多種類のキャリアから成る資料の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.1 を見
よ。）
b) 刊行中止の資料（参照: #2.42.1.2.2 を見よ。）
c) 全体のページ付（参照: #2.42.1.2.3 を見よ。）
d) 重複したページ付（参照: #2.42.1.2.4 を見よ。）
e) 冊数と異なる書誌的巻数（参照: #2.42.1.2.5 を見よ。）
f) 和古書・漢籍の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.6 を見よ。）
g) 初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.7 
を見よ。）
h) 単一のキャリアに収められた複数の楽譜の数量の詳細（参照: 
#2.42.1.2.8 を見よ。）
i) 数量のその他の詳細（参照: #2.42.1.2.9 を見よ。）

NDL準拠 数量に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 多種類のキャリアから成る資料の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.1を見
よ。）（非適用）
b) 刊行中止の資料（参照: #2.42.1.2.2を見よ。）（非適用）
c) 全体のページ付（参照: #2.42.1.2.3を見よ。）（非適用）
d) 重複したページ付（参照: #2.42.1.2.4を見よ。）（非適用）
e) 冊数と異なる書誌的巻数（参照: #2.42.1.2.5を見よ。）（非適用）
f) 和古書・漢籍の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.6を見よ。）（非適用）
g) 初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.7
を見よ。）（非適用）
h) 単一のキャリアに収められた複数の楽譜の数量の詳細（参照: 
#2.42.1.2.8を見よ。）（非適用）
i) 数量のその他の詳細（参照: #2.42.1.2.9を見よ。）

数量に関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) 多種類のキャリアから成る資料の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.1を見
よ。）（非適用）
b) 刊行中止の資料（参照: #2.42.1.2.2を見よ。）（非適用）
c) 全体のページ付（参照: #2.42.1.2.3を見よ。）（非適用）
d) 重複したページ付（参照: #2.42.1.2.4を見よ。）（非適用）
e) 冊数と異なる書誌的巻数（参照: #2.42.1.2.5を見よ。）（非適用）
f) 和古書・漢籍の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.6を見よ。）（非適用）
g) 初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）の数量の詳細（参照: #2.42.1.2.7
を見よ。）（非適用）
h) 単一のキャリアに収められた複数の楽譜の数量の詳細（参照: 
#2.42.1.2.8を見よ。）（非適用）
i) 数量のその他の詳細（参照: #2.42.1.2.9を見よ。）

#2.42.1.2 記録の方法 — —

#2.42.1.2.1 多種類のキャリアから成る
資料

多種類のキャリアから成り、「各種資料」、「various pieces」等の語を用
いて数量を包括的に記録した場合に、識別または選択に重要なときは、
数量の詳細をキャリア別に記録する。
（参照: #2.17.0.2.3、#2.17.5.1 を見よ。）
　　シート 20 枚, コップ 1 個, プレート 2 枚, フォーク 1 本, スプーン 1 本
　　（数量: 各種資料 25 個）
　　機関車 1 両, 客車 6 両, 貨車 3 両, レール 50 本
　　（数量: 模型機関車キット 1 組 (各種構成物あり)）
　　絵はがき 16 枚, トランプ 1 組, カード 16 枚, 冊子 31 p
　　（数量: ゲーム 1 組（各種構成物あり））

対象外 非適用

#2.42.1.2.2 刊行中止の資料 複数のユニットから成る予定の資料がまだすべて刊行されていない場
合に、今後刊行されないことが明らかとなり、刊行済のユニット数を数量
として記録したときは、これ以上刊行されない旨を記録する。
（参照: #2.17.0.2.4、#2.17.0.2.4 別法、#2.17.1.2.2、#2.17.1.2.2 別法を見
よ。）
　　刊行中止
　　No more volumes published

対象外（複数のユニットで刊行を予定している資料） 非適用

#2.42.1.2.3 全体のページ付 全体の一部が記述対象である場合に、その部分自体のページ付に加
えて全体のページ付もあるときは、必要に応じて、全体のページ付を記
録する。
（参照: #2.17.1.1.8 を見よ。）
　　p 131-248 のページ付もあり
　　（数量: 118 p）
　　（1-118 のページ付と、131-248 という全体の中のページ付があ
る。）

対象外 非適用

#2.42.1.2.4 重複したページ付 複数言語のテキスト等でページ付が重複している場合は、その旨を記
録する。
（参照: #2.17.1.1.12 を見よ。）
　　左右同一ページ付
　　（数量: 60, 60 p）

対象外 非適用

#2.42.1.2.5 冊数と異なる書誌的巻数 書誌的巻数が冊数と異なる場合は、その旨を記録する。
　　2 bibliographic volumes in 1 physical volume
ただし、次の場合は記録しない。
a) 和古書・漢籍（参照: #2.1.1.2.12 を見よ。）
b) 刊行が完結した逐次刊行物について、数量として書誌的巻数を記録
した場合（参照:#2.17.1.2A 別法を見よ。）

非適用 非適用

#2.42.1.2.6 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.42.1.2.7 初期印刷資料（和古書・漢
籍を除く）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.42.1.2.8 単一のキャリアに収められ
た複数の楽譜

＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.42.1.2.9 数量のその他の詳細 識別または選択に重要な場合は、数量として記録しなかったその他の
詳細な情報を記録する。
　　251-269 ページは存在していない
　　89-93 ページが重複して現れる
　　片面印刷
　　（ページ数は両面分カウントされているが、片面印刷の資料）
　　図版は両面印刷
　　（図版が丁付けされた紙葉の両面に印刷され、数量として丁数のみ
を記録した場合）

(6.2.5F3) 適用 適用

ES #2.42.2 大きさに関する注記 大きさに関する注記は、キャリアに関する注記のエレメント・サブタイプ
である。

適用 適用

#2.42.2.1 記録の範囲 大きさに関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) テキスト・ブロックの大きさ（参照: #2.42.2.2.1 を見よ。）
b) テープまたはフィルムの長さ（参照: #2.42.2.2.2 を見よ。）
c) 外形の寸法（参照: #2.42.2.2.3 を見よ。）
d) 大きさのその他の詳細（参照: #2.42.2.2.4 を見よ。）
e) 大きさの変化（参照: #2.42.2.2.5 を見よ。）

NDL準拠 大きさに関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) テキスト・ブロックの大きさ（参照: #2.42.2.2.1を見よ。）（非適用）
b) テープまたはフィルムの長さ（参照: #2.42.2.2.2を見よ。）（非適用）
c) 外形の寸法（参照: #2.42.2.2.3を見よ。）
d) 大きさのその他の詳細（参照: #2.42.2.2.4を見よ。）
e) 大きさの変化（参照: #2.42.2.2.5を見よ。）

大きさに関する注記は、次の情報を提供する注記である。
a) テキスト・ブロックの大きさ（参照: #2.42.2.2.1を見よ。）（非適用）
b) テープまたはフィルムの長さ（参照: #2.42.2.2.2を見よ。）（非適用）
c) 外形の寸法（参照: #2.42.2.2.3を見よ。）
d) 大きさのその他の詳細（参照: #2.42.2.2.4を見よ。）
e) 大きさの変化（参照: #2.42.2.2.5を見よ。）
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#2.42.2.2 記録の方法 — —

#2.42.2.2.1 テキスト・ブロックの大きさ テキスト・ブロックの大きさが異なるものを合冊している場合に、識別ま
たは選択に重要なときは、テキスト・ブロックの大きさについて記録す
る。
（参照: #2.18.0.2.1A を見よ。）
　　テキスト・ブロックは 20-26 cm
　　Text block height varies, 13 cm to 26 cm

非適用 非適用

#2.42.2.2.2 テープまたはフィルムの長
さ

記述対象が、ビデオカセット、フィルム・カセット、ビデオ・カートリッジ、
フィル
ム・カートリッジ、フィルムストリップ・カートリッジ、フィルム・リール、ビデ
オテープ・リール、ロールのいずれかの場合に、識別または選択に重要
なときは、テープまたはフィルムの長さを記録する。
（参照: #2.18.0.2.1G、#2.18.0.2.1G 別法、#2.18.0.2.1H、#2.18.0.2.1H 別
法、
#2.18.0.2.1J、#2.18.0.2.1K を見よ。）
　　テープの長さは 247 m

非適用 非適用

#2.42.2.2.3 外形の寸法 ディスクの形状が標準でない場合（例えば、ディスクが円形でない）は、
外形の寸法を記録する。
（参照: #2.18.0.2.1I を見よ。）
　　ディスクの盤面は正方形, 20 × 20 cm
トランスペアレンシーについて、識別または選択に重要な場合は、フ
レームまたは台紙を含めた大きさを記録する。
（参照: #2.18.0.2.1M を見よ。）
　　台紙を含めた大きさは 25 × 32 cm

適用 ディスクの形状が標準でない場合（例えば、ディスクが円形でない）は、
外形の寸法を記録する。
（参照: #2.18.0.2.1Iを見よ。）
　ディスクの盤面は正方形, 20 × 20 cm

#2.42.2.2.4 大きさのその他の詳細 識別または選択に重要な場合は、大きさとして記録しなかったその他の
詳細な情報を記録する。
　　直径 26cm の円形本

適用 適用

#2.42.2.2.5 大きさの変化 識別または選択に重要な場合は、大きさの変化について、次の規定に
従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.42.2.2.5.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.42.2.2.5.2 を見よ。）

一部適用 識別または選択に重要な場合は、大きさの変化について、次の規定に
従って記録する。
a) 逐次刊行物（参照: #2.42.2.2.5.1 を見よ。）

適用

#2.42.2.2.5.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

識別または選択に重要な場合は、複数巻単行資料または逐次刊行物
の途中の巻号で生じた、大きさの変化について記録する。
（参照: #2.18.0.2.5 を見よ。）
　　大きさの変化: 26 cm (-49 巻 12 号 (2002.12))→30 cm (50 巻 1 号 
(2003.1)-)

一部適用 逐次刊行物の途中の巻号で生じた、大きさの変化について記録する。
（参照: #2.18.0.2.5 を見よ。）
　　大きさの変化: 26 cm (-49 巻 12 号 (2002.12))→30 cm (50 巻 1 号 
(2003.1)-)

適用

#2.42.2.2.5.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、変化のある旨を簡略に記録し、個々
の変化については記録しない。
（参照: #2.18.0.2.5 を見よ。）
　　大きさは 20-26 cm の範囲で号ごとに異なる
　　大きさの変更あり
　　Size varies

適用 非適用

#2.42.2.2.5.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.42.2.2.5.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #2.42.3 キャリアに関するその他の
情報の変化に関する注記

キャリアに関するその他の情報の変化に関する注記は、キャリアに関す
る注記のエレメント・サブタイプである。

適用 適用

#2.42.3.1 記録の範囲 キャリアに関するその他の情報の変化に関する注記は、#2.16 および
#2.19～#2.33 に規定するエレメントの、刊行途中の変化に関する情報を
提供する注記である。

適用 適用

#2.42.3.2 記録の方法 キャリアに関するその他の情報の変化に関する注記は、次の規定に
従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #2.42.3.2.1 を見よ。）
b) 更新資料（参照: #2.42.3.2.2 を見よ。）

一部適用 キャリアに関するその他の情報の変化に関する注記は、次の規定に
従って記録する。
a) 逐次刊行物（参照: #2.42.3.2.1 を見よ。）

適用

#2.42.3.2.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物

識別または選択に重要な場合は、複数巻単行資料または逐次刊行物
の途中の巻号で生じた、#2.16 および#2.19～#2.33 に規定するエレメン
トの変化について記録する。
（参照: #2.14.0.6 を見よ。）

適用 適用

#2.42.3.2.1 複数巻単行資料、逐次刊
行物　任意省略

変化が頻繁に生じている場合は、その旨を簡略に記録し、個々の変化
については記録しない。
（参照: #2.14.0.6 を見よ。）

適用 非適用

#2.42.3.2.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#2.42.3.2.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
#3 個別資料 個別資料に関する注記については参加組織が自由に定めるので，ここ

では特に記録の方法を規定しない。
—

#3.0 通則 この章では、個別資料の属性の記録について規定する。 適用 適用

#3.0.1 記録の目的 個別資料の属性の記録の目的は、個別資料の識別を可能とすること、ならびに
利用者のニーズに合致する個別資料の選択および入手に役立つことである。

17.2.1C
17.2.2C
17.2.3C
17.2.4C
17.2.5C

適用 適用

#3.0.2 情報源 個別資料の属性は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#3.0.3 記録の方法 個別資料の属性は、#0.9.4 に従って、データ作成機関が定めた目録用言語で記
録する。

一部適用 個別資料の属性は、#0.9.4 に従って、日本語で記録する。 適用

E #3.1 所有・管理履歴 所有・管理履歴は、エレメントである。 非適用 非適用

#3.1.1 記録の範囲 所有・管理履歴は、その個別資料の過去の所有、責任、保管などの変遷に関す
る情報である。

非適用 非適用

#3.1.2 記録の方法 旧蔵者の名称および所有等に関する年を記録する。
　　岡田希雄旧蔵
　　印記: 醍醐蔵書, 忠順之印
　　The George Korson Folklore Archive was presented by George Korson to 
King's College, Wilkes Barre, Pennsylvania in 1965 and donated by King's 
College to the American Folklife Center in 2003

非適用 非適用

E #3.2 直接入手元 直接入手元は、エレメントである。 非適用 非適用

#3.2.1 記録の範囲 直接入手元は、その個別資料の直接の入手元、入手日付および入手方法であ
る。

非適用 非適用

#3.2.2 記録の方法 個別資料の直接の入手元、入手日付および入手方法を公表できる範囲で記録
する。
　　梅原龍三郎氏より寄贈
　　1974 年 8 月, 個人より寄託
　　Purchased from: Walnut's Antiques, Brewster, Mass., 2011

非適用 非適用

#3.3 アクセス制限 アクセス制限については、#2.37 に従う。 17.0.1B 適用 非適用

#3.4 利用制限 利用制限については、#2.38 に従う。 17.2.5D 適用 非適用

E #3.5 個別資料の識別子 個別資料の識別子は、エレメントである。 17.2.4C 適用 非適用

#3.5.1 記録の範囲 個別資料の識別子は、その個別資料と結びつけられ、他の個別資料との判別を
可能とする文字列および（または）番号である。

適用 非適用

#3.5.2 記録の方法 個別資料の識別子に定められた表示形式がある場合は、その形式に従って記録
する。
個別資料の識別子に定められた表示形式がない場合は、情報源に表示されてい
るとおりに記録する。容易に判明するときは、必要に応じて、識別子の名称また
は識別子に責任を有する機関等の名称等に続けて、識別子を記録する。
　　憲政資料室収集文書 1235
　　（国立国会図書館憲政資料室が所蔵する「米軍投下ビラ」の資料番号）

適用 非適用

#3.5.2.1 不正確な識別子 個別資料に表示されている識別子が不正確であることが判明している場合は、
表示されているとおりに記録し、続けて、文字列および（または）番号が、次のい
ずれかであることを示す語句を付加する。
a) 不正確である
b) 取り消されている
c) 無効である

非適用 非適用

#3.5.3 複製 複製については、原資料ではなく、複製物自体の識別子を記録する。原資料の
識別子は、関連する個別資料の識別子として記録する。
（参照: #43.4 を見よ。）

適用 非適用

E #3.6 個別資料に関する注記 個別資料に関する注記は、エレメントである。 17.0.1B 適用 非適用

#3.6.1 記録の範囲 個別資料に関する注記とは、#3.1～#3.5 の個別資料のエレメントに記録しなかっ
た、個別資料の識別、選択またはアクセスに必要な情報を提供する注記である。
（参照: 個別資料のキャリアに関する注記は、#3.7 を見よ。）

適用 非適用

#3.6.2 記録の方法 個別資料に関する注記について、引用または参照する場合、または注記の内容
が記述対象の一部にのみ該当する場合は、#1.13 に従って記録する。

非適用 非適用

E #3.7 個別資料のキャリアに関する
注記

個別資料のキャリアに関する注記は、エレメントである。 適用 適用

#3.7.0 通則 — —

#3.7.0.1 記録の範囲 個別資料のキャリアに関する注記とは、その個別資料に固有で、同一の体現形
に属する他の個別資料が有しないキャリアの特性について、付加的な情報を提
供する注記である。

（参照: 個別資料に関する注記は、#3.6 を見よ。）
（参照: 体現形のキャリアに関する注記は、#2.42 を見よ。）

非適用 個別資料のキャリアに関する注記とは、その個別資料に固有で、同一の体現形
に属する他の個別資料が有しないキャリアの特性について、付加的な情報を提
供する注記である。
（参照: 体現形のキャリアに関する注記は、#2.42を見よ。）

#3.7.0.1.1 エレメント・サブタイプ 個別資料のキャリアに関する注記には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) 個別資料の数量に関する注記（参照: #3.7.1 を見よ。）
b) 個別資料の大きさに関する注記（参照: #3.7.2 を見よ。）

非適用 個別資料のキャリアに関する注記には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) 個別資料の数量に関する注記（参照: #3.7.1を見よ。）

b) 個別資料の大きさに関する注記（参照: #3.7.2を見よ。）（非適用）

#3.7.0.2 情報源 個別資料のキャリアに関する注記は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#3.7.0.3 記録の方法 個別資料のキャリアに関する注記について、引用または参照する場合、または
注記の内容が記述対象の一部にのみ該当する場合は、#1.13 に従って記録す
る。
　　指揮者の署名付 (スリーブ裏)
　　著者署名入り
和古書・漢籍は#3.7.0.3.2 に、初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）は#3.7.0.3.3 に
従って記録する。

非適用 適用

#3.7.0.3.1 破損・虫損等 破損・虫損等で保存状態がよくないものや補修があるものについて、その旨を記
録する。
　　虫損あり (裏打ち補修あり)
　　破損・汚損あり

非適用 非適用

#3.7.0.3.2 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#3.7.0.3.3 初期印刷資料（和古書・漢籍
を除く）

＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #3.7.1 個別資料の数量に関する注記 個別資料の数量に関する注記は、個別資料のキャリアに関する注記のエレメン
ト・サブタイプである。

適用 適用

#3.7.1.1 記録の範囲 個別資料の数量に関する注記とは、数量として記録しなかった、その個別資料に
固有の数量の注記である。
（参照: #2.17 を見よ。）

非適用 適用

#3.7.1.2 記録の方法 識別または選択に重要な場合は、数量として記録しなかった、個別資料の数量
に関する詳細な情報を記録する。
（参照: #2.17 を見よ。）
　　図版 7, 10, 付図「臺灣地圖」を欠く

非適用 適用

#3.7.1.2.1 複数巻単行資料、逐次刊行
物、更新資料の所蔵の詳細

複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料の所蔵の詳細な情報について記
録する。
　　12 号欠号, 15 号に欠落あり

一部適用 逐次刊行物の所蔵の詳細な情報について記録する。
逐次刊行物の所蔵する巻号の順序表示については、NACSIS-CATが別途定め
る規定に従う。

逐次刊行物の所蔵の詳細な情報について記録する。
逐次刊行物の所蔵する巻号の順序表示については、#2.4に従う。年月次の表示
がない場合は、発行日の表示を簡略形にして記録する。ただし、新聞扱いとした
ものは、簡略形とせず発行日を記録する。
　1号 (2010年8月)-
　2006-
　v. 66, no. 1 (2010)-v. 70, no. 2 (2014)
　平成21年度-平成27年度
　[1号] (平19.3)-
　（初号に年月次の表示がないため発行日の簡略形を記録したもの）
　1号 (2007)-4号 (2011.3)
　（終号に年月次の表示がないため発行日の簡略形を記録したもの）
　欠: 4, 5, 8号

#3.7.1.2.2 和古書・漢籍 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

ES #3.7.2 個別資料の大きさに関する注
記

個別資料の大きさに関する注記は、個別資料のキャリアに関する注記のエレメン
ト・サブタイプである。

適用 非適用

#3.7.2.1 記録の範囲 個別資料の大きさに関する注記とは、大きさとして記録しなかった、その個別資
料に固有の大きさの注記である。
（参照: #2.18 を見よ。）

非適用 非適用

#3.7.2.2 記録の方法 識別または選択に重要な場合は、大きさとして記録しなかった、個別資料の大き
さに関する詳細な情報を記録する。
（参照: #2.18 を見よ。）
　　額装時の大きさ: 50 × 40 cm
　　土台取付け時の大きさ: 45 × 60 cm

非適用 非適用
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#4 著作 取扱いについて検討中 —

#4.0 通則 この章では、著作の属性の記録について規定する。
記録する要素として、著作のタイトル、著作のタイトル以外の識別要素、説明・管
理要素、著作の内容がある。
著作のタイトルには、第一の識別要素である著作の優先タイトルと、著作の異形
タイトルとがある。なお、この章では、「著作のタイトル」、「著作の異形タイトル」を
それぞれ単に「タイトル」、「異形タイトル」と記載することがある。

非適用 逐次刊行物はIFLA LRMでは著作＋表現形＋体現形を1つに，WEM Lockとして
捉えている。NCR2018でも逐次刊行物の記録は体現形に規定されていること，
NACSIS-CATでも統一書名典拠データは図書のみであることから，#4著作の規
定はすべて逐次刊行物では非適用とする。

—

＜#4.15～#4.23　著作の内容
＞

#4.15 著作の内容に関する記録 — —

#4.15.0 通則 — —
#4.15.0.1 記録の目的 非適用 非適用
#4.15.0.2 記録の範囲 非適用 非適用
#4.15.0.3 情報源 非適用 非適用
#4.15.0.4 記録の方法 非適用 非適用

＜#4.16～#4.23　著作の内容
のエレメント＞

非適用

E #4.16 内容の性質 非適用 非適用
#4.16.0 通則 — —
#4.16.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.16.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.16.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.16.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.17 内容の対象範囲 非適用 非適用
#4.17.0 通則 — —
#4.17.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.17.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.17.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.17.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.18 地図の座標 非適用 非適用
#4.18.0 通則 — —
#4.18.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.18.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.18.0.1.1.1 エレメント・サブタイプ 非適用 非適用
#4.18.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.18.0.2 記録の方法 非適用 非適用

ES #4.18.1 経緯度 非適用 非適用
#4.18.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.18.1.2 記録の方法 非適用 非適用
#4.18.1.2 記録の方法　任意追加 非適用 非適用

ES #4.18.2 頂点座標 非適用 非適用
#4.18.2.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.18.2.2 記録の方法 非適用 非適用

ES #4.18.3 赤経・赤緯 非適用 非適用
#4.18.3.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.18.3.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.19 分点 非適用 非適用
#4.19.0 通則 — —
#4.19.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.19.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.19.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.19.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.20 元期 非適用 非適用
#4.20.0 通則 — —
#4.20.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.20.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.20.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.20.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.21 対象利用者 非適用 非適用
#4.21.0 通則 — —
#4.21.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.21.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.21.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.21.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.22 文書・コレクションの組織化 非適用 非適用

#4.22.0 通則 — —
#4.22.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.22.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.22.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.22.0.2 記録の方法 非適用 非適用

E #4.23 学位論文情報 非適用 非適用
#4.23.0 通則 — —
#4.23.0.1 記録の範囲・情報源 — —
#4.23.0.1.1 記録の範囲 非適用 非適用
#4.23.0.1.1.1 サブエレメント 非適用 非適用
#4.23.0.1.2 情報源 非適用 非適用
#4.23.0.2 記録の方法 非適用 非適用

S #4.23.1 学位 非適用 非適用
S #4.23.2 学位授与機関 非適用 非適用
S #4.23.3 学位授与年 非適用 非適用

#4.23.3 学位授与年　任意追加 非適用 非適用
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ｴﾚﾒﾝﾄ ｺｱ 条項番号 条項見出し NCR2018 対応C.M.項番 適用/一部適用/非適用の理由 NDL適用/非適用
#5 表現形 — —
#5.0 通則 この章では、表現形の属性の記録について規定する。

記録する要素として、表現形の識別要素、説明・管理要素、表現形の内容があ
る。

適用 適用

#5.0.1 記録の目的 表現形の属性の記録の目的は、同一著作の複数の表現形の識別を可能とする
こと、および表現形の観点から利用者のニーズに合致する資料の選択に役立つ
ことである。

適用 適用

#5.0.1.1 規定の構成 表現形の属性については、その通則を#5.0 で、識別要素を#5.1～#5.4 で、説明・
管理要素を#5.5～#5.8 で規定する。
表現形の内容は、#5.9～#5.27 で規定する。
（参照: 表現形に対する典拠形アクセス・ポイントの構築については、#23 を見
よ。）

適用 適用

#5.0.2 情報源 表現形の属性を記録するにあたって、その情報源はどこでもよい。 適用 適用

#5.0.3 記録の方法 識別要素は、#5.1.3～#5.4.3C に従って記録する。
説明・管理要素は、#5.5.3~#5.8 に従って記録する。
表現形の内容は、#5.9.0.4~#5.27.1.2 に従って記録する。

適用 適用

＜#5.1～#5.4　識別要素＞
E * #5.1 表現種別 表現種別は、エレメントである。

表現種別は、コア・エレメントである。
適用 適用

#5.1.1 記録の範囲 表現形の内容を表現する基本的な形式を示す用語を記録する。用語には、動き
の有無、次元、内容を知覚するための人間の感覚器官に対応する語句を含む。
表現種別は、その表現形に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、または
独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。
（参照: #23.1 を見よ。）

6.0.4D4.5 一部適用 表現形の内容を表現する基本的な形式を示す用語を記録する。用語には、動き
の有無、次元、内容を知覚するための人間の感覚器官に対応する語句を含む。
表現種別は、体現形の注記として記録する。

適用

#5.1.2 情報源 表現種別は、どの情報源に基づいて記録してもよい。
（参照: #5.0.2 を見よ。）

適用 適用

#5.1.3 記録の方法 表現種別として記録する用語は、表 5.1.3 から選択する。目録用言語として英語
を用いる場合は、表中の英語の用語を用いる。
　　演奏
　　（楽曲の場合）
　　テキスト
　　（印刷文字資料などの場合）

適用 表現種別として記録する用語は、表5.1.3から選択する。
　テキスト
　（印刷文字資料などの場合）

該当する表現種別が存在しない場合は、「その他」と記録する。
該当する表現種別が容易に判明しない場合は、「不明」と記録する。

#5.1.3.1 複数の表現種別 複数の表現種別が該当する場合は、それらをすべて記録する。 適用 —

別法 *複数の表現種別が該当する場合は、次の表現種別のみを記録する。
a) 記述対象の最も重要な構成要素が該当する表現種別
または
b) 記述対象の実質的な構成要素（最も重要な構成要素がある場合は、これを含
む）が該当するそれぞれの表現種別*

非適用 適用

E * #5.2 表現形の日付 表現形の日付は、エレメントである。
表現形の日付は、同一著作の他の表現形と判別するために必要な場合は、コ
ア・エレメントである。

非適用 非適用

#5.2.1 記録の範囲 表現形の日付は、その表現形に関係する最も早い日付である。表現形を具体化
する最も早い体現形の日付を、表現形の日付として扱うことができる。
表現形の日付は、その表現形に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、
または独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。
（参照: #23.1 を見よ。）

非適用 非適用

#5.2.2 情報源 表現形の日付は、どの情報源に基づいて記録してもよい。
（参照: #5.0.2 を見よ。）

非適用 非適用

#5.2.3 記録の方法 表現形の日付は、原則として西暦年をアラビア数字で記録する。他の表現形と判
別するために必要な場合は、月または月日まで記録する。
　　1923
　　（鴎外全集 / 森林太郎著. ― 東京 : 鴎外全集刊行会, 1923-1927）
　　1936
　　（鴎外全集 / 森林太郎著. ― 東京 : 岩波書店, 1936-1939）
　　1959
　　（森鴎外全集 / 森鴎外著. ― 東京 : 筑摩書房, 1959-1962）

非適用 非適用

E * #5.3 表現形の言語 表現形の言語は、エレメントである。
表現形の言語は、記述対象が言語を含む内容から成る場合は、コア・エレメント
である。

6.1.8A 適用 適用

#5.3.1 記録の範囲 表現形の言語は、著作を表現している言語である。
表現形の言語は、その表現形に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、
または独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。
（参照: #23.1 を見よ。）

6.1.8C 適用 適用

#5.3.2 情報源 表現形の言語は、どの情報源に基づいて記録してもよい。
（参照: #5.0.2 を見よ。）

6.1.8A 適用 適用

#5.3.3 記録の方法 表現形の言語を、データ作成機関で定める用語で記録する。言語の名称の適切
なリストが利用可能ならば、そのリストから用語を選択して記録する。
　　ロシア語
その表現形が複数の言語を含む場合は、それぞれの言語を記録する。
（参照: 表現形の言語に関する詳細については、#5.12 を見よ。）

6.1.8E 一部適用 表現形の言語を、体現形の本文の言語コードフィールド（TXTL）に言語コードを
用いて記録する。
その表現形が複数の言語を含む場合は、それぞれの言語を記録する。
（参照: 表現形の言語に関する詳細については、#5.12 を見よ。）

適用

E * #5.4 表現形のその他の特性 表現形のその他の特性は、エレメントである。
表現形のその他の特性は、同一著作の他の表現形と判別するために必要な場
合は、コア・エレメントである。

非適用 非適用

#5.4.1 記録の範囲 表現形のその他の特性は、#5.1～#5.3 で規定した要素以外の表現形と結びつく
情報である。
表現形のその他の特性は、その表現形に対する統制形アクセス・ポイントの一部
として、または独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。
（参照: #23.1 を見よ。）
　　増補改訂版
　　（怪物のユートピア / 種村季弘著. ― 増補改訂版. ― 東京 : 西沢書店, 　　
1974.― 初版: 三一書房 1968 年刊）
　　Extended director’s cut
　　（Once upon a time in America (Motion picture) の版の一つ）
　　村上春樹
　　（グレート・ギャツビー / スコット・フィッツジェラルド著 ; 村上春樹訳）

非適用 非適用

#5.4.2 情報源 表現形のその他の特性は、どの情報源に基づいて記録してもよい。
（参照: #5.0.2 を見よ。）

非適用 非適用

#5.4.3 記録の方法 表現形のその他の特性は、データ作成機関で定める言語で記録する。 非適用 非適用

#5.4.3A 編曲等 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#5.4.3B スケッチ ＜転記省略＞ 対象外 非適用
#5.4.3C ヴォーカル・スコア、コーラス・

スコア
＜転記省略＞ 対象外 非適用

＜#5.5～#5.8　説明・管理要素
＞

E * #5.5 表現形の識別子 表現形の識別子は、エレメントである。
表現形の識別子は、コア・エレメントである。

非適用 非適用

#5.5.1 記録の範囲 表現形の識別子は、表現形またはその表現形に代わる情報（典拠レコードなど）
と結びつく一意の文字列である。識別子は、表現形を他の表現形と判別するため
に有効である。

非適用 非適用

#5.5.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.5.3 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.6 確定状況 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.6.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.6.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.6.3 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.7 出典 出典は、エレメントである。 非適用 非適用

#5.7.1 記録の範囲 出典は、表現形の識別要素を決定する際に使用した情報源である。 非適用 非適用

#5.7.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.7.3 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用
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E #5.8 データ作成者の注記 データ作成者の注記は、エレメントである。
データ作成者の注記は、表現形に対する典拠形アクセス・ポイントを使用または
更新するデータ作成者にとって、または関連する著作や表現形に対する典拠形
アクセス・ポイントを構築する者に役立つ説明である。
必要に応じて、次のような注記を記録する。
a) 典拠形アクセス・ポイントの構築に適用する、特定の規定に関する注記
b) 典拠形アクセス・ポイントの形等の根拠に関する注記
c) 典拠形アクセス・ポイントの使用を限定する注記
d) その他の重要な情報を説明する注記

非適用 非適用

＜#5.9～#5.27　表現形の内容
＞

#5.9 表現形の内容に関する記録 — —

#5.9.0 通則 — —

#5.9.0.1 記録の目的 表現形の内容に関する記録の目的は、利用者のニーズに合致する資料の選択
に役立つことである。

適用 適用

#5.9.0.2 記録の範囲 表現形の内容は、資料の知的・芸術的内容と結びつく表現形の属性である。
表現形の内容には、次のエレメントがある。これらのうち、尺度は、地図に限り、
コア・エレメントである。
a) 内容の要約 （参照: #5.10 を見よ。）
b) 収録の日付・場所（参照: #5.11 を見よ。）

c) 内容の言語 （参照: #5.12 を見よ。）
d) 表記法（参照: #5.13 を見よ。）
e) アクセシビリティ（参照: #5.14 を見よ。）
f) 図 （参照: #5.15 を見よ。）

g) 付加的内容（参照: #5.16 を見よ。）
h) 色彩（参照: #5.17 を見よ。）
i) 音声（参照: #5.18 を見よ。）
j) 画面アスペクト比（参照: #5.19 を見よ。）
k) 楽譜の形式 （参照: #5.20 を見よ。）
l) 音楽の演奏手段（参照: #5.21 を見よ。）
m) 所要時間（参照: #5.22 を見よ。）
n) 尺度（参照: #5.23 を見よ。）
o) 地図の投影法（参照: #5.24 を見よ。）
p) 地図のその他の詳細（参照: #5.25 を見よ。）
q) 賞（参照: #5.26 を見よ。）

r) 表現形に関する注記（参照: #5.27 を見よ。）

一部適用 表現形の内容は、資料の知的・芸術的内容と結びつく表現形の属性である。
表現形の内容には、次のエレメントがある。これらのうち、尺度は、地図に限り、
コア・エレメントである。
a) 内容の要約 （参照: #5.10を見よ。）（非適用）
b) 収録の日付・場所（参照: #5.11を見よ。）（非適用）
c) 内容の言語 （参照: #5.12を見よ。）
d) 表記法（参照: #5.13を見よ。）（非適用）
e) アクセシビリティ（参照: #5.14を見よ。）（非適用）
f) 図 （参照: #5.15を見よ。）（非適用）
g) 付加的内容（参照: #5.16を見よ。）
h) 色彩（参照: #5.17を見よ。）（非適用）
i) 音声（参照: #5.18を見よ。）（非適用）
j) 画面アスペクト比（参照: #5.19を見よ。）（非適用）
k) 楽譜の形式 （参照: #5.20を見よ。）（非適用）
l) 音楽の演奏手段（参照: #5.21を見よ。）（非適用）
m) 所要時間（参照: #5.22を見よ。）（非適用）
n) 尺度（参照: #5.23を見よ。）（非適用）
o) 地図の投影法（参照: #5.24を見よ。）（非適用）
p) 地図のその他の詳細（参照: #5.25を見よ。）（非適用）
q) 賞（参照: #5.26を見よ。）（非適用）
r) 表現形に関する注記（参照: #5.27を見よ。）

表現形の内容は、資料の知的・芸術的内容と結びつく表現形の属性である。
表現形の内容には、次のエレメントがある。これらのうち、尺度は、地図に限り、
コア・エレメントである。

a) 内容の要約 （参照: #5.10を見よ。）（非適用）
b) 収録の日付・場所（参照: #5.11を見よ。）（非適用）
c) 内容の言語 （参照: #5.12を見よ。）
d) 表記法（参照: #5.13を見よ。）

e) アクセシビリティ（参照: #5.14を見よ。）（非適用）
f) 図 （参照: #5.15を見よ。）（非適用）
g) 付加的内容（参照: #5.16を見よ。）

h) 色彩（参照: #5.17を見よ。）（非適用）
i) 音声（参照: #5.18を見よ。）（非適用）
j) 画面アスペクト比（参照: #5.19を見よ。）（非適用）
k) 楽譜の形式 （参照: #5.20を見よ。）（非適用）
l) 音楽の演奏手段（参照: #5.21を見よ。）（非適用）
m) 所要時間（参照: #5.22を見よ。）（非適用）
n) 尺度（参照: #5.23を見よ。）（非適用）
o) 地図の投影法（参照: #5.24を見よ。）（非適用）
p) 地図のその他の詳細（参照: #5.25を見よ。）（非適用）
q) 賞（参照: #5.26を見よ。）（非適用）
r) 表現形に関する注記（参照: #5.27を見よ。）

#5.9.0.3 情報源 表現形の内容の情報源は、#5.10.0.1.2～#5.27.0.1.2 で規定する。 適用 適用

#5.9.0.4 記録の方法 表現形の内容は、採用した情報源に基づき、#5.10.0.2～#5.27.1.2 に従って記録
する。

適用 適用

＜#5.10～#5.27　表現形の内
容のエレメント＞

E #5.10 内容の要約 内容の要約は、エレメントである。 非適用 非適用

#5.10.0 通則 — —

#5.10.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.10.0.1.1 記録の範囲 内容の要約は、資料の内容の抄録、要旨、あらすじなどである。
識別または選択に重要で、他のエレメントについて十分な情報が記録されない場
合に記録する。
（参照: 全体と部分の関連として記録する場合の規定については、#43.1 を見
よ。）

非適用 非適用

#5.10.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.10.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.11 収録の日付・場所 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.11.0 通則 — —

#5.11.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.11.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.11.0.1.1.1 サブエレメント ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.11.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.11.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

S #5.11.1 収録の日付 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

S #5.11.2 収録の場所 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.12 内容の言語 内容の言語は、エレメントである。 6.1.8 A 適用 適用

#5.12.0 通則 — —

#5.12.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.12.0.1.1 記録の範囲 内容の言語は、資料の内容を表現する言語に関する情報である。
表現形の識別要素（統制形アクセス・ポイントの一部になることがある）としての
言語の記録については、#5.3 を見よ。
プログラミング言語の記録については、#2.33 を見よ。

適用 内容の言語は、資料の内容を表現する言語に関する情報である。
表現形の識別要素（統制形アクセス・ポイントの一部になることがある）としての
言語の記録については、#5.3を見よ。

#5.12.0.1.2 情報源 内容の言語は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#5.12.0.2 記録の方法 内容の言語は、その詳細を記録する。
　　注釈は日本語
　　本文はラテン語, 英訳併記
　　音声: フランス語, 字幕: 英語

適用 内容の言語は，体現形の記述（TXTLフィールド）にコードを用いて記録する。 適用

E #5.13 表記法 ＜転記省略＞ 非適用 適用

#5.13.0 通則 — —

#5.13.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.13.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 適用

#5.13.0.1.1.1 エレメント・サブタイプ ＜転記省略＞ 非適用 表記法には、次のエレメント・サブタイプがある。
a) 文字種（参照: #5.13.1を見よ。）（非適用）
b) 楽譜の記譜法（参照: #5.13.2を見よ。）（非適用）
c) 触知資料の表記法（参照: #5.13.3を見よ。）
d) 運動譜の記譜法（参照: #5.13.4を見よ。）（非適用）

#5.13.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 適用

#5.13.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 適用

ES #5.13.1 文字種 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.1.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.13.1.3 文字種の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES #5.13.2 楽譜の記譜法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.2.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.2.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.13.2.3 楽譜の記譜法の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES #5.13.3 触知資料の表記法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.3.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.3.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.13.3.3 触知資料の表記法の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 触知資料の表記法の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、触知資料の表記法に関する詳細を記録する。
　墨字併記

ES #5.13.4 運動譜の記譜法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.4.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.13.4.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.13.4.3 運動譜の記譜法の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.14 アクセシビリティ ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.14.0 通則 — —

#5.14.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.14.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.14.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.14.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.15 図 図は、エレメントである。 適用 非適用

#5.15.0 通則 - —

#5.15.0.1 記録の範囲・情報源 - —

#5.15.0.1.1 記録の範囲 図は、資料の主要な内容を表す、または説明する図、絵、写真などである。文字
および（ま
たは）数字のみから成る表は、図として扱わない。タイトル・ページなどにある図
や、重要
でない図は無視する。
（参照: 資料の主要な内容の性質の記録については、#4.16 を見よ。）
（参照: 資料の内容の色彩の記録については、#5.17 を見よ。）

適用 非適用

#5.15.0.1.2 情報源 図は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 非適用

#5.15.0.2 記録の方法 図は、包括的な用語「図あり」または「illustration」を記録するか、その代わりに、
また
はこれに付加して、表5.15.0.2の用語を用いて図の種類を記録する。目録用言語
として英語を用いる場合は、必要に応じて複数形を用いる。
表5.15.0.2に適切な用語がないか、十分に表す用語がない場合は、データ作成機
関が図の種類を示す簡略な用語を定めて記録する。

一部適用 図は、包括的な用語「挿図」「図あり」または「illustration」を記録するか、その代
わりに、またはこれに付加して、表5.15.0.2の用語を用いて図の種類を記録する。
目録用言語として英語を用いる場合は、必要に応じて複数形を用いる。

非適用

#5.15.0.2 記録の方法　任意追加 図に番号が付されているなど、容易に確認できる場合は、図数を記録する。
図あり (12 点)
24 illustrations
地図 (8 図)
1 map

適用 非適用

#5.15.0.3 図の詳細 図の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、図に関する詳細を記録する。
見返しに日本地図あり

適用 非適用
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E #5.16 付加的内容 付加的内容は、エレメントである。 6.2.7F3.15 適用 適用

#5.16.0 通則 — —

#5.16.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.16.0.1.1 記録の範囲 付加的内容は、資料の主要な内容に付加することを意図した内容である。索引、
参考文献、表、付録などがある。
（参照: 付加的内容を関連する著作として記録する場合は、#43.1 の規定を見
よ。）

適用 適用

#5.16.0.1.2 情報源 付加的内容は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#5.16.0.2 記録の方法 付加的内容は、その種類、数量、資料内の位置などを記録する。

　　索引あり
　　参考書誌: p 597-784
　　付: 解説
　　Includes index
　　Bibliography: pages 247-258

一部適用 識別のために必要である場合、付加的内容は、その種類、数量、資料内の位置
などを記録することができる。

付加的内容は、その種類、資料内の位置などを記録する。
　付図あり
　付表あり　
　総目次: 21巻3号, 34巻3号収載
　

E #5.17 色彩 色彩は、エレメントである。 適用 非適用

#5.17.0 通則 — —

#5.17.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.17.0.1.1 記録の範囲 色彩は、資料に存在する特定の色、色調などである。
黒、白、黒系色、白系色、グレーの色調は、単一色とみなす。
（参照: 個別資料の色彩については、#3.7 を見よ。）
（参照: 資料の図については、#5.15 を見よ。）

適用 非適用

#5.17.0.1.2 情報源 色彩は、資料自体に基づいて記録する。さらに必要がある場合は、資料外のど
の情報源に基づいて記録してもよい。

適用 非適用

#5.17.0.2 記録の方法 色彩は、表 5.17.0.2 の用語を用いて記録する。
表5.17.0.2に適切な用語がないか、十分に表す用語がない場合は、色彩の詳細
を#5.17.0.3に従って記録する。

非適用 非適用

#5.17.0.2 記録の方法　別法 *色彩は、データ作成機関で定める語彙を用いて記録する。
（参照: #0.5.8 を見よ。）
カラー
（写真フィルムの色彩）
白黒
black and white
（映画フィルムの色彩）
データ作成機関で定める語彙に適切な用語がないか、十分に表す用語がない場
合は、色彩の詳細を#5.17.0.3 に従って記録する*。

適用

#5.17.0.3 色彩の詳細 色彩の詳細は、エレメントである。
識別または選択に重要な場合は、色彩に関する詳細を記録する。
セピア色
2 色刷
カラー (一部白黒)
一部カラー
主にカラー
主にカラー, うち 2 点白黒
青色
グレー・スケール
緑, 青, 紫の泥彩
背景色 4 種: 白色, 黄色, 青色, 黒色
『日本目録規則 2018 年版』第 5 章
25 / 36
（視覚障害者用資料の色彩の詳細）
Chiefly colou

一部適用 必要に応じて、色彩についての情報をデータ要素として記録することができる。

　肖像 (一部カラー)
　地図 (グレー・スケール)
　illustrations (some color)

非適用

E #5.18 音声 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.18.0 通則 — —

#5.18.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.18.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.18.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.18.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.19 画面アスペクト比 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.19.0 通則 — —

#5.19.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.19.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.19.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.19.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.19.0.3 画面アスペクト比の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.20 楽譜の形式 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.20.0 通則 — —

#5.20.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.20.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.20.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.20.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.20.0.3 楽譜の形式の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.21 音楽の演奏手段 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.21.0 通則 — —

#5.21.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.21.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.21.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.21.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.22 所要時間 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.22.0 通則 — —

#5.22.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.22.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.22.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.22.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.22.0.2.1 構成部分の所要時間 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.22.0.3 所要時間の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E * #5.23 尺度 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0 通則 — —

#5.23.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.23.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.1.1.1 エレメント・サブタイプ ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.2.1 尺度表示がない資料 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.2.2 尺度に応じて作製されていな ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.2.3 電子資料 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.2.4 複数の尺度 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.0.2.5 非線形尺度 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES #5.23.1 静止画または三次元資料の ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.23.1.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.1.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.1.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES * #5.23.2 地図の水平尺度 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.2.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.23.2.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.2.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.2.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES * #5.23.3 地図の垂直尺度 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.3.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.23.3.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.3.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.3.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

ES #5.23.4 尺度の付加的情報 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.4.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.23.4.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.4.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.23.4.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.24 地図の投影法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.24.0 通則 — —

#5.24.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.24.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.24.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.24.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.24.0.2 記録の方法　任意追加 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.25 地図のその他の詳細 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.25.0 通則 — —

#5.25.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.25.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.25.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.25.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.26 賞 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.26.0 通則 — —

#5.26.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.26.0.1.1 記録の範囲 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.26.0.1.2 情報源 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

#5.26.0.2 記録の方法 ＜転記省略＞ 非適用 非適用

E #5.27 表現形に関する注記 表現形に関する注記は、エレメントである。 適用 適用

#5.27.0 通則 — —

#5.27.0.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.27.0.1.1 記録の範囲 表現形に関する注記とは、表現形のエレメントとして記録した内容に、付加的情
報を提供する注記である。

6.2.7F3.9 適用 適用

#5.27.0.1.2 情報源 表現形に関する注記は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 適用 適用

#5.27.0.2 記録の方法 表現形に関する注記について、引用または参照する場合、または注記の内容が
記述対象の一部にのみ該当する場合は、#1.13 に従って記録する。
内容の特性の変化に関する注記は、#5.27.1 に従って記録する。

適用 適用
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ES #5.27.1 内容の特性の変化に関する注
記

内容の特性の変化に関する注記は、表現形に関する注記のエレメント・サブタイ
プである。

適用 適用

#5.27.1.1 記録の範囲・情報源 — —

#5.27.1.1.1 記録の範囲 内容の特性の変化に関する注記とは、#5.10～#5.26 に規定する表現形の内容
のエレメントの、刊行途中の変化に関する情報を提供する注記である。

適用 適用

#5.27.1.1.2 情報源 内容の特性の変化に関する注記は、資料自体に基づいて記録する。さらに必要
がある場合は、資料外のどの情報源に基づいて記録してもよい。

適用 適用

#5.27.1.2 記録の方法 内容の特性の変化に関する注記は、次の規定に従って記録する。
a) 複数巻単行資料、逐次刊行物（参照: #5.27.1.2.1、#5.27.1.2.1 任意省略を見
よ。）
b) 更新資料（参照: 5.27.1.2.2、#5.27.1.2.2 任意省略を見よ。）

一部適用 内容の特性の変化に関する注記は、次の規定に従って記録する。
a) 逐次刊行物（参照: #5.27.1.2.1 任意省略を見よ。）

適用

#5.27.1.2.1 複数巻単行資料、逐次刊行物 識別または選択に重要な場合は、複数巻単行資料または逐次刊行物の途中の
巻号で生じた、#5.10～#5.26 に規定する表現形の内容のエレメントの変化につい
て記録する。
　　1-4 巻はフランス語, 5-7 巻は日本語
　　1885-1886 年次は漢字ハングル混用文, 1887 からハングル専用文
　　第 8 巻は主に図版
　　Volumes 1 in Devanagari script, volumes 2- in Arabic script

6.2.7F3.4 一部適用 識別または選択に重要な場合は、逐次刊行物の途中の巻号で生じた表現形の
内容のエレメントの変化について記録する。

適用

#5.27.1.2.1 複数巻単行資料、逐次刊行物　
任意省略

内容の特性の変化について記録する場合に、変化が頻繁に生じているときは、
変化のある旨を簡略に記録し、個々の変化については記録しない。
　　本文は号により英語のこともあり

適用 適用

#5.27.1.2.2 更新資料 ＜転記省略＞ 対象外 非適用

#5.27.1.2.2 更新資料　任意省略 ＜転記省略＞ 対象外 非適用
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#2.0 #2.1.1 #2.2 #2.3 #2.4 #2.5.1 #2.5.3 #2.5.5 #2.6 #2.7
本タイトル 責任表示 版次 順序表示 出版地 出版者 出版日付 頒布表示 製作表示

頒布地，頒布者は出版
地，出版者の表示がな
い場合はその代わりに
出版表示として記録し，
出版地，出版者の表示
があって記録する際は
頒布者の後ろに役割（発
売）を付記する。
頒布日付は出版日付と
別に記録しない。

出版項目が不明の場合
は，[出版地不明] : [出
版者不明]と補記し，新
たに別のフィールドに全
体を丸がっこに入れて製
作などに関する事項を記
録する。
出版年は最後の出版者
に続けて記録する。（出
版年と別に製作年を記
録できない。）

情報源

#2.0.2.2.1.1　タイトル・ページ等
がある資料（洋雑誌のみ適用）
資料にタイトル・ページ、タイト
ル・シートまたはタイトル・カー
ド（またはその画像）がある場
合は、これを優先情報源として
使用する。

責任表示は、対応するタイト
ルと同一の情報源から優先
して採用する。
本タイトルに関係する責任表
示の情報源は、#2.2.1.1.2 
で、本タイトルに関係する並
列責任表示の情報源は、
#2.2.2.1.2 で定める。

版次は、次の優先順位で情報
源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源
（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源
（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: 
#2.0.2.3 を見よ。）

順序表示は、次の優先順位
で情報源を選定する。
a) 初号または終号の資料全
体
c) 資料外の情報源（参照: 
#2.0.2.3 を見よ。）
ただし，資料外の情報源か
ら得た情報は角がっこの使
用で示す。

出版地は、次の優先順位で
情報源を選定する。
a) 出版者と同一の情報源
（参照: #2.5.3.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源
（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定す
る。）
c) 資料外の情報源（参照: 
#2.0.2.3 を見よ。）

出版者は、次の優先順位で
情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源
（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源
（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定す
る。）
c) 資料外の情報源（参照: 
#2.0.2.3 を見よ。）

出版日付は、次の優先順位
で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源
（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 資料自体の他の情報源
（#2.0.2.2 の優先情報源の優
先順と同様の順で選定す
る。）
c) 資料外の情報源（参照: 
#2.0.2.3 を見よ。）

#2.5 出版表示と同じ #2.5 出版表示と同じ

#2.0.2.2.1.1　タイトル・ページ等
がある資料　別法　適用
*ただし、和逐次刊行物につい
ては、次の優先順位で優先情
報源を選定する。
a) 表紙
b) タイトル・ページ、タイトル・
シートまたはタイトル・カード
c) キャプション
d) 奥付
e) 背またはカバー
この場合は、#2.0.2.2.1.1.1A を
適用しない*。

本タイトルは、#2.0.2.2 で規定
する優先情報源から採用す
る。

#2.4.0.3 は非採用
順序表示は、次の優先順位
で情報源を選定する。
a) 初号または終号の本タイ
トルと同一の情報源（参照: 
#2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 初号または終号の資料
自体の他の情報源（#2.0.2.2 
の優先情報源の優先順と同
様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: 
#2.0.2.3 を見よ。）

#2.0.2.2.1.2A　逐次刊行物　別
法　NDL適用細則準拠
タイトル・ページがない場合
は、次の優先順位で優先情報
源を選定する。
a) 表紙
b) キャプション
c) マストヘッド
d) 奥付
e) 背

同じエレメントに複数の情報がある場合 日本語を優先するという別法は非適用とした
採用した情報源での表示順序、配置、デザ
イン等に基づいて判断した順に記録する。 適用 適用 規定なし 規定なし 適用 適用 適用 適用 適用

別法
採用した情報源での表示順序、配置、デザ
イン等に基づいて判断した順に記録する。*
日本の出版地が含まれる場合は、これを優
先して記録する*。

非適用 非適用 非適用 非適用 非適用

複数の言語・文字種による情報がある場合 本タイトルは主な内容に使われている言語を記録。その他は本タイトルと一致する言語，すなわち内容の言語と一致する言語なので，本則，別法とも適用
本タイトルと一致する言語または文字種で記
録する。該当する表示がない場合は、情報
源に最初に現れた言語または文字種でその
出版地を記録する。

情報源に複数の言語または
文字種によるタイトルがある
場合は、主な内容で使われて
いる言語または文字種による
タイトルを本タイトルとして記
録する。

適用 適用 非適用 適用 適用 適用 適用 適用

別法1
*内容の言語と一致する言語または文字種
で記録する*。該当する表示がない場合は、
情報源に最初に現れた言語または文字種で
その出版地を記録する。

別法は非適用
*情報源に複数の言語または
文字種によるタイトルがある
場合は、その情報源での表
示順序、配置、デザイン等に
基づいて本タイトルを選定す
る*。

適用 適用 要検討 適用 適用 適用 適用 適用

別法2
*日本語で表示されているものが含まれると
きは、それを記録する*。該当する表示がな
い場合は、情報源に最初に現れた言語また
は文字種でその出版地を記録する。

要検討 非適用 非適用 非適用 非適用 非適用

架空のまたは誤った情報が表示されている
場合

架空と誤った情報が同じ項目になっている。IFLA LRM以降架空の行為主体は実体のインスタンスではない（LRM-E7)。誤った情報が表示されている場合は表示のまま記録して，正しいものを注記するでよいか。NDLは逆。

架空の情報または誤った情報を記録し、実
際の情報を注記として記録する。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

規定なし 規定なし 規定なし 適用 適用 非適用 適用 適用

別法
*実際の情報を記録し、その旨が分かる方法
（コーディングや角がっこの使用など）で示
す。架空の情報または誤った情報は、注記
として記録する*。
（参照: #2.41.5.2.2 を見よ。）

非適用 非適用 適用 非適用 非適用

出版日付は転記ではなく，西暦で構造化された記述の要素
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NCR2018
現行コーディングマニュアルで対応する項目
赤は第6章和雑誌6.0.1に対応，緑は第7章洋雑誌7.0.1に対応項目あり

NDL適用細則

#2.1.1.4.1 重要な変化 逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を重要な変化とみなす。
ただし、#2.1.1.4.2 に示す場合にも該当するときは軽微な変化とみなして、この
条項を適用しない。

本タイトルの変化に関しては，NCR87R3　第13章継続資料に準拠する。本タ
イトルの変化には重要な変化と軽微な変化があり，軽微な変化に該当しない
重要な変化の場合にタイトル変遷と判断する。
判断に迷う場合は，軽微な変化とする。ただし，出版者によるタイトルの変更
の意思を示す証拠がない場合に限る。各条項番号およびその採否について
は，以下のとおり。

解説）現行コーディングマニュアル6章和雑誌の6.0.1A1の(1)-(5)はNCR87R3
の13.1.1.3Aのア，イ，オ，カ，キに従っており，(6)はNACSIS独自規定。（「継続
資料の取扱いに関する小委員会」での検討の結果2006年4月から適用）
https://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl2/No17/p26.html

逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を重要な変化とみなす。
ただし、#2.1.1.4.2に示す場合にも該当するときは軽微な変化とみなして、この
条項を適用しない。

a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、いずれかの単語に変化、追加または削除があるか、語順の
変化があり、その結果、本タイトルの意味が変わったり、異なる主題を示すも
のとなったとき

（1） 主要な語の変化　→a)意味が変わったり、異なる主題を示すのは主要な
語と同意？
（2） 語順の変化　→a)

a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、いずれかの単語に変化、追加または削除があるか、語順の
変化があり、その結果、本タイトルの意味が変わったり、異なる主題を示すも
のとなったとき

b) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、冠詞を除いて先頭から5 番目までの単語に変化、追加または削除がある
か、その範囲で語順に変化があったとき

 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合は
6章和雑誌コーディングマニュアルにはない。
7章洋雑誌（1） 冒頭の5語以内の変化（その範囲内の語順の変化も含まれて
いる）

b) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、冠詞を除いて先頭から5番目までの単語に変化、追加または削除がある
か、その範囲で語順に変化があったとき

c) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、冠詞を除いて先頭から6 番目以降の単語に変化、追加または削除があ
り、その結果、本タイトルの意味が変わったり、異なる主題を示すものとなった
とき

 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合は
6章和雑誌コーディングマニュアルにはない。
7章洋雑誌（2） 冒頭の5語より後での意味・主題に関わる変化

c) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、冠詞を除いて先頭から6番目以降の単語に変化、追加または削除があ
り、その結果、本タイトルの意味が変わったり、異なる主題を示すものとなった
とき

d) イニシャルまたは頭字語が変わったとき （3） イニシアルまたは頭字語の変化 d) イニシャルまたは頭字語が変わったとき

e) 言語が変わったとき （4） 言語の変化 e) 言語が変わったとき

f) 本タイトルに含まれる団体名に変化があり、変化後の団体が別の団体を示
すものとなったとき

（5） 本タイトルに含まれる団体名の変化 f) 本タイトルに含まれる団体名に変化があり、変化後の団体が別の団体を示
すものとなったとき

（6） 逐次刊行物全体の順序づけを表す表示の変化 g) 「第2期」のような語句が、すでに完結した逐次刊行物と同一の共通するタ
イトルとともに表示されているとき
　新思潮. 第19次
（参照: 「第2期」のような語句を、逐次刊行物の順序表示の一部または全体と
して扱う場合については、#2.4.1.1、#2.4.1.2.3を見よ。）

#2.1.1.4.2 軽微な変化 逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を軽微な変化とみなす。
判断に迷う場合は、軽微な変化とする。

逐次刊行物の本タイトルの変化において、次の場合を軽微な変化とみなす。
判断に迷う場合は、軽微な変化とする。

a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、助詞、接続詞、接尾語に変化、追加または削除があったと
き
　　原子力発電所より排出される温排水調査の結果について
　　→ 原子力発電所から排出される温排水調査の結果について

（1） 助詞等の変化　→a)「等」が具体的に接続詞，接尾語に a) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、助詞、接続詞、接尾語に変化、追加または削除があったと
き
　事業の概要 → 事業概要
　職員の給与に関する報告及び勧告 → 職員の給与等に関する報告及び勧
告
　脳と神経 → 脳及神経

b) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、逐次刊行物の種別を示す単語について、類似の単語への
変化、追加または削除があったとき
　　いさはや市政概要 → いさはや市政概況
　　日本近代文学館ニュース → 日本近代文学館

（3） 逐次刊行物の種別を示す語の変化 b) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、逐次刊行物の種別等を示す単語について、類似の単語へ
の変化、追加または削除があったとき
　あらかわ産業ニュース → あらかわ産業news
　研究実施概況報告集 → 研究実施概況報告書
　下都賀地方の農業概況 → 下都賀地方農業の概要

c) 本タイトルが単語に区切らずに表記する言語・文字種（日本語、中国語等）
から成る場合に、逐次刊行物の刊行頻度の変化を伴わずに、刊行頻度を示
す単語について、同義の単語への変化、追加または削除があったとき
　　チャペル・アワー月報 → 月刊チャペル・アワー
　　月刊海外経済データ → 海外経済データ

（3） 逐次刊行物の種別を示す語の変化　に準じる運用をしたケースもあり
（和雑誌の場合は，月刊を月刊誌，季刊を季刊誌を意味する単語と解釈。た
だし，刊行頻度の変化を伴わない場合。）

洋雑誌の場合は刊行頻度を逐次刊行物の種別を示すごとは捉えない。
CONSER Cataloging Manual CCMにより，洋雑誌では慣例として刊行頻度は
逐次刊行物の種別をは扱わない（参照　
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/more-documentation.html）
7章洋雑誌にも対応する項目なし。
参考までにISSNおよびRDA 3Rの該当部分を転記。

c) 逐次刊行物の刊行頻度の変化を伴わずに、刊行頻度を示す単語につい
て、同義の単語への変化、追加または削除があったとき
　チャペル・アワー月報　→　月刊チャペル・アワー
　月刊海外経済データ　→　海外経済データ

d) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、冠詞、前置詞、接続詞またはそれに相当する単語に変化、追加または削
除があったとき
　　Physics reports of the Kumamoto University
　　→ Physics reports of Kumamoto University

 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合は
6章和雑誌コーディングマニュアルにはない。
7章洋雑誌（2） 冠詞，前置詞，接続詞の追加，削除，変化

d) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、冠詞、前置詞、接続詞またはそれに相当する単語に変化、追加または削
除があったとき
　Physics reports of the Kumamoto University
　→ Physics reports of Kumamoto University
　Etude sur les idees du Djoutche → Etude des idees du Djoutche
　Kamariya life and letters → Kamariya life & letters
　Annual report on trends in forests and forestry. Summary
　→ Annual report on trends of forest and forestry. Summary

e) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、表記方法（綴りの違い、略語・記号・符号とその展開形、数字・日付とその
語句による形、ハイフンの有無、複合語の分割形と連結形、イニシャル・頭字
語とその展開形、単数形と複数形のような文法的な違い、句読法の違いな
ど）に変化があったとき
　　GBB → G. BB.
　　Labour history → Labor history
　　Openhouse → Open house
　　Accommodations and travel services → Accommodations & travel 
services
　　Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeitung
→ GMD-Berichte
　　Constructions neuves & anciennes → Construction neuve & ancienne

 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合は
6章和雑誌コーディングマニュアルにはない。
7章洋雑誌（1） 語の表記の変化
および　　（4） 句読記号の追加，削除，変化

e) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、表記方法（綴りの違い、略語・記号・符号とその展開形、数字・日付とその
語句による形 、ハイフンの有無、複合語の分割形と連結形、イニシャル・頭字
語とその展開形、単数形と複数形のような文法的な違い、句読法の違いな
ど）に変化があったとき
　DPRI newsletter → DPRI news letter
　GB → Guitar book

f) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、逐次刊行物の種別を示す単語に追加または削除があったとき
　　Fussball-Jahrbuch → Fussball
　　Japan plastics age news → Japan plastics age

 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合は
6章和雑誌コーディングマニュアルにはない。
7章洋雑誌（9） 逐次刊行物の種別を示す語の追加，削除

f) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、逐次刊行物の種別等を示す単語に追加または削除があったとき
　Japan plastics age → Japan plastics age news

g) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、順序表示と結びつける単語に変化、追加または削除があったとき

 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合は
6章和雑誌コーディングマニュアルにはない。
7章洋雑誌（6） タイトルと順序表示の結合の変化

g) 本タイトルが単語に区切って表記する言語・文字種（英語等）から成る場合
に、順序表示と結びつける単語に変化、追加または削除があったとき

h) 規則的なパターンに従って巻号単位で複数のタイトルを使い分けていると
き

6章和雑誌にはない。
7章洋雑誌（7） 規則的なタイトルの変化

h) 規則的なパターンに従って巻号単位で複数のタイトルを使い分けていると
き
　文芸思潮
　（奇数号の本タイトル）
　文芸思潮ウェーブ
　（偶数号の本タイトル）

i) 列記されている複数語について、語順の変化、単語の追加または削除が、
本タイトルの意味や主題の変化につながらないとき
　　鹿児島大学理学部紀要. 数学・物理学・化学
　　→ 鹿児島大学理学部紀要. 数学・化学・物理学
　　Kartboken for Oslo, Brem, Lrenskog, Nesodden, Oppgrd, Ski
　　→ Kartboken for Oslo, Brem, Asker, Lrenskog, Nesodden, Oppgrd, Ski

（4） 語順の変化（名称が列記されている部分における変化の場合のみ） i) 列記されている複数語について、語順の変化、単語の追加または削除が、
本タイトルの意味や主題の変化につながらないとき
　専修大学北海道短期大学紀要. 社会・人文科学編
　→ 専修大学北海道短期大学紀要. 人文・社会科学編

j) 重要な意味をもたない記号に変化、追加または削除があったとき （2） 記号の変化（重要な意味をもたない記号に変化、追加または削除） j) 重要な意味をもたない記号に変化、追加または削除があったとき
　農業技術研究所報告. A, 物理・統計 → 農業技術研究所報告. A, 物理統計
　関西(ゼクシィ) → 関西ゼクシィ

k) 本タイトルと並列タイトルが入れ替わったとき （6） 顕著に表示されているタイトルの交替（NCR87R3では本タイトル/並列タ
イトルの交替にかぎっているが，顕著に表示されているタイトルの交替全般に
適用する。） （NACSIS独自規定）

k) 本タイトルと並列タイトルが入れ替わったとき
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l) 言語の変化がなく、文字種の変化があったとき
　　母のくに → ははのくに
　　広報たちかわ → 広報Tachikawa
　　Four wheel fun → 4 wheel fun

（7） 文字種の変化
（「言語の変化がなく」の前提がないが，言語の変化は重要な変化(4)なので，
本タイトルの言語が変化した場合は除くとして運用。ジャーナル→Journal 等
がタイトルの部分である場合には，コーディングマニュアル6.1.7Eによってタイ
トルの言語の変化か判断する。

l) 言語の変化がなく、文字種の変化があったとき
　母のくに → ははのくに
　まんがグリム童話デラックス → まんがグリム童話DX
　ユネスコ世界遺産年報 → UNESCO世界遺産年報

m) 本タイトルに含まれる団体名の表記に微細な変化、追加または削除があ
るか、他の単語との関係の変化があったとき
　　相模原市図書館だより → 相模原市立図書館だより
　　福井県立若狭歴史民俗資料館紀要→ 紀要 / 福井県立若狭歴史民俗資
料館 [編]
　　Views / Goodridge Area Historical Society→ Views from the GAHS
→ GAHS views

（8） 本タイトルに含まれる団体名の表記の変化（表記に微細な変化，追加ま
たは削除があったり，他の語との関連が変化した場合）

m)については，「ただし，微細な変化，追加または削除であっても，団体名称
の変更に伴うものである場合は，軽微な変化とみなさない。」を追加するか？
重要な変化のf)に「変化後の団体が別の団体を示すものとなったとき」とある
ので，そのままでよいか？

m) 本タイトルに含まれる団体名の表記に微細な変化、追加または削除があ
るか、他の単語との関係の変化があったとき
　相模原市図書館だより → 相模原市立図書館だより
　福井県立若狭歴史民俗資料館紀要 → 紀要 / 福井県立若狭歴史民俗資
料館 編
　埼玉県立歴史資料館研究紀要
　→ 研究紀要 / 埼玉県立歴史資料館 編
　（団体名の削除）
　Annual report / Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya 
University
　→ STEL annual report
　（団体名の追加）
　→ Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University annual 
report
　（団体名の表記の微細な変化）
　Special paper / Bank of Japan, Economic Research Department
　→ BOJ special paper
　（団体名の追加）

2.4 Changes in continuing resources not requiring a new ISSN assignment
2.4.1 Minor changes in title proper of continuing resources
a) The change is in the representation of a word or words (a component or 
components of the title for those languages and scripts that do not divide 
text into words);
　　Change in the form of the character
　　Abbreviated word or sign or symbol (e.g. “&”) vs. spelled-out form
　　Arabic numeral vs. Roman numeral
　　Number or date vs. spelled-out form
　　Hyphenated word vs. unhyphenated word
　　One-word compound vs. two-word compound, whether hyphenated or 
not
b) The change involves an acronym or initialism vs. the full form;
c) The change is in the inflexion of a word, for example from singular to 
plural form;
d) The change is the addition, deletion, or change of articles, prepositions, 
and conjunctions (or any ” function elements ” [14] for those languages 
which do not use these categories) anywhere in the title, provided that 
there is no significant change in the subject matter;
e) The change involves the name of the same corporate body and elements 
of its hierarchy or their grammatical connection anywhere in the title (e.g. 
the addition, deletion, or rearrangement of the name of the corporate body 
or the substitution of a variant form, including an abbreviation);
f) the change is the addition, deletion, or change of punctuation, including 
initialisms and letters with separating punctuation vs. those without 
separating punctuation, anywhere in the title;

g) The change is in the order of titles when the title is given in more than 
one language on the chief source of information, provided that the title 
chosen as title proper still appears as a parallel title;
h) The change is the addition, deletion, or change of words (or components 
of the title for those languages and scripts that do not divide text into 
words ) anywhere in the title that link the title to the numbering;
i) Two or more titles proper are used on different issues of a continuing 
resource according to a regular pattern;
j) The addition to, deletion from, or change in the order of words (or 
components of the title for those languages and scripts that do not divide 
text into words ) in a list anywhere in the title, provided that there is no 
significant change in the subject matter;
k) The addition, deletion or re-arrangement anywhere in the title of words 
(or components of the title for those languages and scripts that do not 
divide text into words ) that indicate the type of continuing resource such 
as “magazine”, “journal”, “notebook”, or “newsletter”, or their equivalent 
in other languages;

ISSN mmanual
https://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual/

2.3 Changes in continuing resources requiring a new ISSN assignment
When the wording of a title, as it appears in the title source, is changed, a 
new ISSN and key title may be assigned depending on whether the change 
is a major or a minor one. Other changes in continuing resources, like the 
physical medium are also considered as major changes.
A major change will result in a new ISSN and key title being assigned, 
whereas a minor change will not. In all cases each Centre will decide, so far 
as the continuing resources within its jurisdiction are concerned, whether a 
change in a continuing resource necessitates the assignment of a new ISSN 
and key title.
In case of doubt a title change should be regarded as minor and be recorded 
as a variant title.

2.3.1 Major changes in title proper of continuing resources
　2.3.1.1 For languages and scripts that divide text into words
a) when the addition, deletion, change or reordering of any word occurs 
within the first five words (the first six words if the title begins with an 
article) of the title proper;
b) When the addition, deletion or change of any word occurs after the first 
five words (the first six words if the title begins with an article) and changes 
the meaning of the title proper or indicates a different subject matter;
c) When a corporate body, named anywhere in the title proper, changes, 
unless the change belongs to one or more of the categories listed as minor 
changes.
　2.3.1.2 For languages and scripts that do not divide text into words
a) When an addition, deletion, change or reordering of any component[13] of 
the title proper changes the meaning of the title or indicates a different 
subject matter;
b) When a corporate body, named anywhere in the title proper, changes, 
unless the change belongs to one or more of the categories listed as minor 
changes.
2.3.2 Other major changes to continuing resources
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LC-PCC

Change in a title proper
CONDITION
A manifestation embodies a part, issue, or iteration of a diachronic work.

A value of Manifestation: title proper varies from the gloss that appears on 
other manifestations that embody parts, issues, or iterations of a diachronic 
work in the following cases:

a difference in the representation of a word or character anywhere in the 
title, including 
 ・change in the form of the character
 ・one spelling vs. another
 ・abbreviated word or sign or symbol vs. spelled-out form
 ・arabic numeral vs. roman
 ・numeral number or date vs. spelled-out form
 ・hyphenated word vs. unhyphenated word
 ・one-word compound vs. two-word compound, whether hyphenated or not
 ・acronym or initialism vs. full form
 ・change in grammatical form (e.g., singular vs. plural)

the addition, deletion, or change of articles, prepositions, or conjunctions 
(or, in languages which do not use those, analogous parts of speech that 
have little lexical meaning but express grammatical relationships) anywhere 
in the title

a difference that involves the name of the same corporate body and 
elements of its hierarchy or their grammatical connection anywhere in the 
title (e.g., the addition, deletion, or rearrangement of the name of the same 
corporate body, the substitution of a variant form)

the addition, deletion, or change of punctuation, including initialisms and 
letters with separating punctuation vs. those without separating 
punctuation, anywhere in the title

a different order of titles when the title is given in two or more languages on 
the source of information, provided that the title chosen as a title proper 
still appears as a parallel title proper

the addition, deletion, or change of a word, words, or other component (i.e., 
a character or group of characters) anywhere in the title that links the title 
to the numbering

two or more titles proper used on different issues of a serial in a regular 
pattern

the addition to, deletion from, or change in the order of a word, words, or 
other component (i.e., a character or group of characters) in a list anywhere 
in the title, provided that there is no significant change in the subject 
matter

the addition, deletion, or rearrangement anywhere in the title of a word, 
words, or other component (i.e., a character or group of characters) that 
indicates the type of resource, such as “magazine,” “journal,” or 
“newsletter” or their equivalent in other languages

RDA 3R 
Entities > Manifestation > title proper

Consider that "one spelling vs. another" applies both in the case of ordinary 
orthographic variations and in the case of official orthographic changes. 
Consider that "a change in grammatical form" includes singular vs. plural, 
adjective vs. noun, and genitive vs. nominative case.
n/a
If the change is in the name of a body that is part of the title proper and 
the change requires the creation of a new heading for the body Corporate 
Body: Different names or forms of name for the same corporate body, 
consider such a change to be a major change. Consider the presence or 
absence of the name or title of the official of the body to be a minor 
change. Consider the presence or absence of the body to whom a 
publication is presented to be a minor change.
n/a
Also apply the category when the title is given in more than one script. Do 
not consider there to be a major change even if the addition of the title in 
another language or script on a later issue would affect the choice of title 
proper if the description were based on that issue. However, consider that 
there has been a major change if there is evidence that the publisher 
intentionally changed the title; such evidence may include, for example, a 
statement by the publisher or a new ISSN printed on the publication.
n/a
Also apply the category when the language of the title varies according to 
the language of the text. However, consider that there has been a major 
change if there is evidence that the publisher intentionally changed the title; 
such evidence may include, for example, a statement by the publisher or a 
new ISSN printed on the publication.
Consider that "a list" means at least three terms.
The change from one word to another (e.g., the change from "magazine" to 
"journal") is a major change. The word "series" does indicate a type of 
resource. A word denoting frequency (e.g., "monthly") does not indicate a 
type of resource.
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C,M,変更の検討事項 NCR2018 適用案
6.2.3D 〔フィールド内容とデータ要素〕 　VLYRフィールドには，逐次刊行物の各出版物理単位を

順序付けする巻次及び年月次表示を記録する。
　巻次は番号などにより順序付けを示すものであり，年月
次は年月日あるいはそれに準じた暦に関連する記号によ
り順序付けを示す。これに対して出版日付は，出版年や出
版日を明示したものであり，年月次と基本的に性格を異に
する。巻次・年月次を持たない資料は，逐次刊行物として
扱うことはできない。

C.Mを維持 #2.4.0.1
逐次刊行物の個々の部分（巻号）を識別する表
示を、逐次刊行物の順序表示として記録する。
順序表示には、巻次と年月次とがある。巻次は、
数字、文字などから成り、年月次は、年、月、日
または時期を示す数字、文字から成る。

適用

6.2.3E 〔データ要素の情報源〕 　VLYRフィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物
全体とする。（→ NCR87R3 13.0.3.2）
　ただし，初号（あるいは変遷直後号）と終号（あるいは変
遷直前号）によってのみ，記録が可能である。初号も終号
も所蔵していない場合は，このフィールドには記録できな
い。（→ NCR87R3 13.3.1）

C.Mを維持 #2.4.0.3
順序表示は、次の優先順位で情報源を選定す
る。
a) 初号または終号の本タイトルと同一の情報源
（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。）
b) 初号または終号の資料自体の他の情報源
（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順で
選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。）

非適用

6.2.3F 〔データ記入及び記入例〕

F1 （データ記入の原則）

F1.1 （巻次の転記） 巻次の転記は，数詞・数字は原則としてアラビア数字を用
いる。巻次の「第」の字は省略する。（NACSIS独自規定）
　欧文表記の場合は，各言語の大文字使用法，標準的な
略語・数詞に変換して記録する。（→ NCR87R3 付録2）

「第」の省略をやめる

F1.2 （年月次の転記） 年月次は，対応する巻次に続けて丸がっこ（（ ））内に記録
する。転記にあたっては，数詞・数字は原則としてアラビア
数字を用いる。
　明治以降の元号は，頭1字のみに短縮する。「年・月・日」
「号・版・度」など年月次の数字に付随する文字は，省略す
る。（NACSIS独自規定）
　欧文表記の場合は，各言語の大文字使用法，標準的な
略語を使用して記録する。（→ NCR87R3 付録2）

年月次の転記につい
て，NCR2018では巻次
と分けて規定していな
い。そのため，C.M.をそ
のまま維持する？もしく
は情報源に表示されて
いるまま転記することに
C.M.を変更する？欧文
表記の略語や大文字使
用法もNCR2018には規
定がない。

F2 （巻次・年月次の記述）

F2.1 （初号・変遷直後号の記録） 初号・変遷直後号の巻次年月次とハイフン（-）を記録す
る。

NCR2018では規定して
いない。

F2.2 （継続刊行途中号の記録） 初号の巻次・年月次が既に記録されている場合は，何も
記録しない。

C.Mを維持 #2.4.3.2.2
終号を入手していない場合などに、他の情報源
で確認できるときは、終号の巻次を記録する。こ
の場合は、終号を情報源としていないことを注記
および（または）その他の方法（コーディングや角
がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。） 
#2.4.3.2.2別法
*終号を入手していない場合などに、他の情報源
で確認できる終号の巻次は、注記として記録する
*。
（参照: #2.41.4.2.1.2 を見よ。）

別法採用

F2.3 （終号・変遷直前号の記録） ハイフン（-）と終号・変遷直前号の巻次・年月次を記録す
る。

NCR2018では規定して
いない。

F2.4 （初号に巻次・年月次の表示
がないもので推測可）

初号に巻次・年月次の表示がない場合，それに続く号で順
序づけと見なせる数字・記号が出現する場合，その表示
方法に従って，初号の巻次・年月次を補記することができ
る。（→ NCR87R3 13.3.1.1）

C.Mを維持 #2.4.1.2.1
初号に巻次が表示されていない場合は、それに
続く号の巻次に基づいて判断し、初号の巻次を
記録する。この場合は、初号を情報源としていな
いことを注記および（または）その他の方法（コー
ディングや角がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.41.4.2.1.1 を見よ。）

適用

F2.5 （巻次がない場合） 巻次の表記が全く現れない場合は，年月次を代用して記
録する。（NACSIS独自規定）
巻次が途中で消滅した場合には，巻次変更の扱いが必要
である。

C.Mを維持 #2.4.0.4.1
巻次は通常は巻と号から構成されるが、年と号
から成るものも巻次として記録する。この場合
は、号数の前に年を記録する。

適用

現コーディングマニュアル

#2.4.0.4
順序表示は、採用した情報源に表示されている
ものを、#1.10～#1.10.11 別法に従って省略せず
に記録する。漢数字、ローマ数字、語句で表記さ
れる数字等は、#1.10.10.1～#1.10.10.4 に従って
アラビア数字に置き換えて記録する。日付は、情
報源に表示されている暦で記録する。
序数は、当該言語の標準的な序数を示す表記の
形式で記録する。例えば、日本語等では「第」を
省略せず、英語では「1st」、「2nd」、「3rd」、「4th」
などの形式で記録する。
数字の一部が省略されている場合に、その意味
を明確にするために必要なときは、完全な形で記
録する。
ハイフン等の記号が含まれている場合に、その
意味を明確にするために必要なときは、スラッ
シュに置き換える。
順序表示の方式の変化とはみなせないが、表示
の形が変化しているような場合に、それが重要な
ときは、注記として記録する。

適用？
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F2.6 （年月次がない場合） 年月次の表示が全く現れない場合や，途中で消滅した場
合には，出版年，頒布年などを補記する。（→ NCR87R3 
13.3.2　補記についてはNACSIS独自規定）

C.Mを維持（補記が適
切）

#2.4.0.4.3
初号および（または）終号に巻次、年月次の表示
がなくそれ以外の号からも確認できない場合は、
出版日付、頒布日付等を初号および（または）終
号の年月次として記録する。

一部適用

F2.7 （合併号の場合） 記入すべき号が合併号である場合，合併号を一つの号で
あると見なし，号を切り分けては記録しない。その場合の
接続記号は，表紙などに用いられている表示をそのまま
記録する。

C.M.7.2.3F2.7に合わせ，
NCR2018を適用して
C.M.を修正？
「記入すべき号が合併
号である場合，合併号
を一つの号であると見
なし，号を切り分けては
記録しない。その場合，
対応する年月次間の接
続記号は，スラッシュ
（/）を使用する。（スラッ
シュの使用は，NACSIS
独自規定）」

#2.4.0.4
ハイフン等の記号が含まれている場合に、その
意味を明確にするために必要なときは、スラッ
シュに置き換える。

適用

F2.8 （単一の号しか刊行されなかっ
た場合）

単一の号しか刊行されなかった場合は，その号が初号で
ありまた終号であると見なし，その号の巻次・年月次を2つ
記入し，ハイフン（-）でそれらをつなぐ。（NACSIS独自規
定）

NCR2018では規定して
いない。

F3 （別形式の巻次・年月次表示が
ある場合の優先順位）

2以上の巻次・年月次の表示方式がある場合，表示されて
いる順序でそれらを記録する。（→ NCR87R3 13.3.1.2）
ただし，以下のような場合は，優先順位に従うこととする。
（NACSIS独自規定）

★複数の方式による「巻
次」の優先順位につい
ては要検討

#2.4.0.1
同時に複数の順序表示の方式を保持している場
合がある。この場合は、主な順序表示または最
初に表示された順序表示を、この優先順位で初
号および（または）終号の巻次および（または）年
月次として扱い、それ以外のものを初号および
（または）終号の別方式の巻次および（または）年
月次として扱う。

一部適用

F3.1 （タイトル変遷後の巻次） 変遷後に付与された巻次は，変遷前誌より引き継いだ巻
次より優先使用する。

★複数の方式による「巻
次」の優先順位につい
ては要検討

#2.4.1.1
初号に表示された巻次、および本タイトルまたは
責任表示等の重要な変化により体現形に対する
新規の記述を作成した場合の、変化後の最初の
号の巻次を、初号の巻次として扱う。順序表示の
方式に変化があった場合は、新しい方式の最初
の号の巻次も初号の巻次として扱う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が巻
次である場合は、初号の主な巻次または最初に
表示されている巻次を、この優先順位で初号の
巻次として、その他のものを初号の別方式の巻
次として扱う。それらが、巻号と通号である場合
は、巻号を初号の巻次として、通号を初号の別方
式の巻次として扱う。
（参照: #2.4.5.1 を見よ。）

要検討

F3.2 （固有の巻次） 当該の逐次刊行物固有の巻次は，他の逐次刊行物と共
有する巻次より優先して使用する。また，全ての部編に共
通する巻次とその部編に固有の巻次とでは，その部編に
固有の巻次を優先使用する。

★複数の方式による「巻
次」の優先順位につい
ては要検討

F3.3 （日本語の表示） 巻次の採り方が同一の，日本語と別言語（別文字）による
表示がある場合，日本語表示のみを採用する。

★複数の方式による「巻
次」の優先順位につい
ては要検討

#2.4.0.4.4
巻次または年月次が採用した情報源に複数の言
語または文字種で表示されている場合は、本タイ
トルと同一の言語または文字種によるものを記録
する。本タイトルと同一の言語または文字種によ
る表示がない場合は、最初に表示されているも
のを記録する。
#2.4.0.4.4別法
*巻次が採用した情報源に複数の言語または文
字種で表示されている場合は、内容と同一の言
語または文字種によるものを記録する。内容と同
一の言語または文字種による表示がない場合
は、最初に表示されているものを記録する。
年月次が採用した情報源に複数の言語または文
字種で表示されている場合は、刊行頻度として記
録したものに合致するものを記録する。刊行頻度
として記録したものに合致する表示がない場合
は、最初に表示されているものを記録する*。
（参照: #2.13.3 を見よ。）

検討

F3.4 （2階層の巻次） 2階層の巻次（巻号表示など）は，1階層の巻次（通号表示
など）より優先使用する。

★複数の方式による「巻
次」の優先順位につい
ては要検討

F3.5 （非優先使用の巻次の表現） 上記の優先して使用する巻次表示以外の表示も併記する
ことができる。併記する場合は各方式間をスペース，等
号，スペース（△=△）でつないで表示する。

NCR2018では規定して
いない。

F4 （巻次・年月次表示の変更） 巻次の取り方が変更になった場合，旧方式による初号，終
号の巻次・年月次を記録したあと，スペース，セミコロン，
スペース（△;△）に続いて新方式による巻次・年月次を記
録する。（→ NCR87R3 13.3.1.3）

C.M.を維持 #2.4.0.1
順序表示の方式に変化があった場合は、 古い方
式による表示と新しい方式による表示の双方を
記録する。
（参照: #2.4.0.6 を見よ。）

一部適用
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F4.1 （優先順位が上位の表示方法
が出現した場合）

優先順位が下位であった表現方法を繰り上げて使用す
る。

NCR2018では規定して
いない。

F4.2 （優先順位が上位の表示方法
が消滅した場合）

優先順位が下位であった表現方法を繰り上げて使用す
る。

NCR2018では規定して
いない。

F4.3 （巻次の数字が後退，反復，極
端に飛躍した場合）

このような場合，別に書誌データを作成すべき場合もあ
る。出版者や編集者の意図から継続関係の十分な調査が
必要である。

NCR2018では規定して
いない。

F4.4 （年月次表示形式が変更の場
合）

年月次の変更は巻次変更とは見なさず，記録しない。ただ
し，巻次表示がないために，年月次を代用して巻次として
いる場合には，巻次変更と同様の扱いとし，スペース，セミ
コロン，スペース（△;△）に続けて，新しい年次を記録す
る。
　年号が年次となっている場合で，改元前と改元後の年号
の双方が併記されている場合は，原則として改元後の年
号を記録する。双方が併記されている期間については，
NOTEフィールドに記録する。

C.M.維持
巻次の変化は巻次変更
として扱うが，年月次の
表示の方式に変化が
あっても，変化後の方式
は記録しない（識別，ア
クセスに必要ない）。

＃2.4.2.1
初号に表示された年月次、および本タイトルまた
は責任表示等の重要な変化により体現形に対す
る新規の記述を作成した場合の、変化後の最初
の号の年月次を、初号の年月次として扱う。順序
表示の方式に変化があった場合は、新しい方式
の最初の号の年月次も初号の年月次として扱
う。
複数の順序表示の方式を保持していて双方が年
月次である場合は、初号の主な年月次または最
初に表示されている年月次を、この優先順位で
初号の年月次として、その他のものを初号の別
方式の年月次として扱う。複数の異なる暦による
表示がある場合は、主なものまたは最初に表示
されているものを、この優先順位で初号の年月次
として、その他のものを初号の別方式の年月次と
して扱う。
（参照: #2.4.6.1 を見よ。）

一部適用

F5 （巻次変更とは見なさない場合）

F5.1 （巻次の呼称の変化） 単なる呼称の変化は，巻次変更とはしない。 NCR2018では規定して
いない。

F5.2 （巻次体系の階層は変化する
が，巻レベルの数値が一貫している
場合）

NCR2018では規定して
いない。

F5.3 （他の逐次刊行物と巻次体系
を共有している場合）

他の逐次刊行物と巻次体系を共有しており，そのために
巻次が不連続になる場合は，巻次変更とはしないで，
NOTEフィールドにその事実を記録する。

NCR2018では規定して
いない。

F5.4 （誤植による巻次の数値の後
退，反復，飛躍の場合）

誤植による巻次の乱れは，巻次変更としない。誤植の事
実については，NOTEフィールドに記録する。

NCR2018では規定して
いない。

F5.5 （巻次が反復する場合） 「巻」に相当するものがなく，号数のみが反復する場合に
は，号数が元に戻るたびに巻次変更とはせず，適宜の巻
（年次など）を補記し，巻次が一貫するように記録する。

NCR2018では規定して
いない。

F6 （資料全体の順序づけを示す表
示）

資料全体の順序づけを示す表示（「II」，「第2次」など）の変
更・追加は，巻次変更とはせず，タイトル変遷と見なし，別
書誌を作成する。（NACSIS独自規定）

NCR2018を適用すれ
ば，変遷とはしない（巻
次変更とする）方向に改
訂

#2.4.1.2.3
順序表示の方式が変化して、新しい方式の最初
の号の巻次にそれを識別する語句が付されてい
る場合は、その語句も含めて記録する。順序表
示の方式に変化があって、古い方式との区別が
困難な場合は、表示されていなくても新しい方式
であることを示す語句を記録する。この場合は、
その語句が情報源に表示されていないことを注
記および（または）その他の方法（コーディングや
角がっこの使用など）で示す。
　　第 2 期第 1 巻
　　（前の順序表示: 第 1 巻-第 50 巻）
　　New series, v. 1, no. 1
　　[3rd series], no. 1
　　（前の順序表示: [2nd series], no. 1-no. 3）
（参照: 「第 2 期」のような語句を本タイトルの従
属タイトルとして扱う場合については、
#2.1.1.2.8Bc）を見よ。）
（参照: #2.41.4.2.6 を見よ。）

適用

F7 （巻次・年月次に関する注記） 巻次・年月次について説明する必要があるときは，NOTE
フィールドに記録する。

C.M.を維持 #2.4.0.4
...順序表示の方式の変化とはみなせないが、表
示の形が変化しているような場合に、それが重要
なときは、注記として記録する。

適用
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付録 1.1 資料種別コード表 
〔コード表〕 
 以下では、左欄に、コードのアルファベット順に一般資料種別コードを示す。右欄には、
それぞれの一般資料種別コードに対応する特定資料種別コードを示す。 
 
コ ー
ド 

一般資料種別 コ ー
ド 

特定資料種別 

なし 下記のいずれでもないもの なし 下記のいずれでもないもの 
l 大活字本（largeprint) 
t 触知資料（tactile） 

a 地 図 資 料 
(cartographic material) 

a 天体儀 (celestial globe) 
b 惑星儀 / 月球儀 (planetary or lunar globe) 
c 地球儀 (terrestrial globe) 
d 地図帳 (atlas) 
g ダイアグラム (diagram) 
j 地図 (map) 
k 側面図 (profile) 
q 模型 (model) 
r リ モ ー ト ・ セ ン シ ン グ 画 像 

(remote-sensing image) 
s 断面図 (section) 
y 景観図 (view) 
z 上記のいずれでもないもの 

b 文 字 資 料  ( 点 字 ) 
(braille) 

なし   

c 楽 譜  ( 印 刷 ) 
(printed music) 

a スコア (full score) 
b ミ ニ チ ュ ア ス コ ア 

(full score, miniature or study size) 
c 鍵 盤 楽 器 伴 奏 譜 

(accompaniment reduced for keyboard) 
d ヴォイススコア (voice score) 
e コンデンススコア / ピアノコンダクター

ス コ ア 
(condensed score or piano-conductor 
score) 

g クローススコア (close score) 



h 邦楽譜 
m 複合形態の楽譜 (multiple score format) 
u 不明 (unknown) 
z 上 記 の い ず れ で も な い も の 

(other than score format) 
d 文 字 資 料  ( 書 写 資 料 ) 

(manuscript text) 
  GMD「なし」に対応する SMDのうち適

切なコードを用いる 
e 地 図  ( 書 写 資 料 ) 

(manuscript map) 
  GMD「a」に対応する SMD のうち適切

なコードを用いる 
f 楽 譜  ( 書 写 資 料 ) 

(manuscript music) 
  GMD「c」に対応する SMD のうち適切

なコードを用いる 
g 静 止 画 像 ( 投 影 ) 

(projected graphic) 
c フィルムストリップ  (カートリッジ) 

(filmstrip cartridge) 
d フィルムストリップ (filmstrip) 
f フ ィ ル ム ス ト リ ッ プ  ( そ の 他 ) 

(other filmstrip type) 
o フィルムストリップ (ロール) (filmstrip 

roll) 
s スライド (slide) 
t トランスペアレンシー (transparency) 
z 上記のいずれでもないもの 

h マイクロ形態 (microform) a アパチャー・カード (aperture card) 
b マイクロフィルム  (カートリッジ ) 

(microfilm cartridge) 
c マ イ ク ロ フ ィ ル ム  ( カ セ ッ ト ) 

(microfilm cassette) 
d マイクロフィルム (リール) (microfilm 

reel) 
e マイクロフィッシュ (microfiche) 
f マイクロフィッシュ  ( カセット ) 

(microfiche cassette) 
g マイクロオペーク (microopaque) 
z 上記のいずれでもないもの 

k 静 止 画 像 ( 非 投 影 ) 
(nonprojected graphic) 

c コラージュ (collage) 
d 図画 (drawing) 
e 絵画 (painting) 



f 写真製版画 (photomechanical print) 
g ネガ (photonegative) 
h 写真印画 (photoprint) 
i 画 (picture) 
j 版画 (printing) 
l 設計図表類 (technicaldrawing) 
n 図表 (chart) 
o フラッシュ・カード (flash card) 
z 上記のいずれでもないもの 

m 映画 (motion picture) c フィルム (カートリッジ) (film cartridge) 
f フィルム (カセット) (film cassette) 
r フィルム (リール) (film reel) 
z 上記のいずれでもないもの 

s 録 音 資 料  ( 音 楽 ) 
(musical 
sound recording) 

b LP レコード盤 (sound disc,33 1/3 rpm) 
c CD (compact audio disc) 
d そ の 他 の レ コ ー ド 盤 

(other sound disc type) 
e ろう管 (cylinder) 
g テープ (カートリッジ) (sound cartridge) 
i フィルム  ( サウンド・トラック ) 

(sound-track film) 
q ロール (roll) 
s テープ (カセット) (sound cassette) 
t テープ (オープン・リール) (sound-tape 

reel) 
w 針金磁気録音 (wire recording) 
z 上記のいずれでもないもの 

t 録 音 資 料 ( 非 音 楽 ) 
(non-musical 
sound recording) 

  GMD「s」に対応する SMD のうち適切
なコードを用いる 

v ビ デ オ レ コ ー ド 
(videorecording) 

c ビデオ (カートリッジ) (videocartridge) 
d ビデオ (ディスク) (videodisc) 
f ビデオ (カセット) (videocassette) 
r ビデオ (リール) (videoreel) 
z 上記のいずれでもないもの 

w 機械可読データファイル a テープカートリッジ(tape cartridge) 



(computer file) b 電子チップカートリッジ(chip cartridge) 
c 光 学 デ ィ ス ク カ ー ト リ ッ ジ 

(computer optical disc cartridge) 
f テープカセット(tape cassette) 
h テープリール(tape reel) 
j 磁気ディスク(magnetic disk) 
m 光磁気ディスク(magneto-optical disc) 
o 光ディスク(optical disc) 
r リモートファイル(remote) 
u 不定(unspecified) 
z 上記のいずれでもないもの 

x 3 次元工芸品、自然の事物 
(three-dimensional 
artcraft or naturally 
occurring object) 

  未定(特定資料種別コードを記入しない) 

y キット(kit)   未定(特定資料種別コードを記入しない) 
 
《注意事項》 
 弱視者向け資料のフォント・サイズは、SMD フィールドにコード「l」を記録する。 
 
 マイクロ形態(microform)と他の一般資料種別とが競合するときは、マイクロ形態 
(microform)に対応する一般資料種別コード「h」を記録する。 
 
 本表に挙げた資料種別の英語形及び定義は、「MARC21 Format for Bibliographic Data 」
に準拠している。 
 
 資料種別の範囲等については、下記の表で対応するフィールドを確認の上、「 MARC21 
Format for Bibliographic Data 」の「Leader/06 Type of record」、「007/00 Category of 
material」、「007/01 Specific material designation」及び「008/20(Music)Format of music」
を参照のこと。 
 
一般資料種別コード 対応するフィールド 

一般資料種別 特定資料種別 
なし   b － － 
a d e s t   w x y  Leader/06 

*注 
007/01 



c   f  Leader/06 
*注 

008/20 
(Music) 

a g h k m   v  007/00 007/01 
 
 *注 マイクロ形態(microform)には、一般資料種別コード「h」を記録するので、適用
しない。 
 
 例えば、「静止画像」の範囲に関しては、次のような規定がある。 
 
1) 静止画像(投影)(projected graphic) 
    2 次元画像のうち、光学的装置によって静止したまま投影されることを意図されている
もの  
2) 静止画像(非投影)(nonprojected graphic) 
    2 次元画像のうち、「静止画像(投影)」以外のもの 



付録 1.2 出版国コード表 
 
〔コード表〕 
 以下では、国名・地域名の英語形アルファベット順に出版国コードを示す。 

コード 国名・地域名 
af Afghanistan (アフガニスタン) 
aa Albania (アルバニア) 
ae Algeria (アルジェリア) 
as American Samoa (米領サモア) 
an Andorra (アンドラ) 
ao Angola (アンゴラ) 
am Anguilla (アンギラ) 
ay Antarctica (南極地域) 
aq Antigua and Barbuda (アンチグア・バーブーダ) 
ag Argentina (アルゼンチン) 
ai Armenia (Republic) (アルメニア共和国) 
aw Aruba (アルバ) 
at Australia (オーストラリア) 
au Austria (オーストリア) 
aj Azerbaijan (アゼルバイジャン共和国) 
bf Bahamas (バハマ) 
ba Bahrain (バーレーン) 
bg Bangladesh (バングラデシュ) 
bb Barbados (バルバドス) 
bw Belarus (ベラルーシ共和国) 
be Belgium (ベルギー) 
bh Belize (ベリーズ) 
dm Benin (ベナン) 
bm Bermuda Islands(バーミューダ諸島) 
bt Bhutan (ブータン) 
bo Bolivia (ボリビア) 
bn Bosnia and Herzegovina (ボスニア・ヘルツェゴビナ) 
bs Botswana (ボツワナ) 
bv Bouvet Island (ブーベ島) 
bl Brazil (ブラジル) 
bi British Indian Ocean Territory (英領インド洋地域) 



vb British Virgin Islands (英領ヴァージン諸島) 
bx Brunei (ブルネイ) 
bu Bulgaria (ブルガリア) 
uv Burkina Faso (ブルキナファソ) 
br Burma (ビルマ) 
bd Burundi (ブルンジ) 
cb Cambodia (カンボジア) 
cm Cameroon (カメルーン) 
cn Canada (カナダ) 
cv Cabo Verde (カーボベルデ) 
ca Caribbean Netherlands(オランダカリブ領域) 
cj Cayman Islands (ケイマン諸島) 
cx Central African Republic (中央アフリカ) 
cd Chad (チャド) 
cl Chile (チリ) 
cc China (中華人民共和国) 
xa Christmas Island (クリスマス島) 
xb Cocos (Keeling) Islands (ココス諸島) 
ck Colombia (コロンビア) 
cq Comoros (コモロ) 
cf Congo (Brazzaville)(コンゴ共和国) 
cg Congo (Democratic Republic)(コンゴ民主共和国) 
cw Cook Islands (クック諸島) 
cr Costa Rica (コスタリカ) 
ci Croatia (クロアチア) 
cu Cuba (キューバ) 
co Curaçao (キュラソー) 
cy Cyprus (キプロス) 
xr Czech Republic (チェコ) 
dk Denmark (デンマーク) 
ft Djibouti (ジブチ) 
dq Dominica (ドミニカ国) 
dr Dominican Republic (ドミニカ共和国) 
em Timor-Leste (東チモール) 
ec Ecuador (エクアドル) 
ua Egypt (エジプト) 



es El Salvador (エルサルバドル) 
eg Equatorial Guinea (赤道ギニア) 
ea Eritrea (エリトリア) 
er Estonia (エストニア共和国) 
et Ethiopia (エチオピア) 
fk Falkland Islands (フォークランド諸島) 
fa Faroe Islands (フェロー諸島) 
fj Fiji (フィジー) 
fi Finland (フィンランド) 
fr France (フランス) 
fg French Guiana (仏領ギアナ) 
fp French Polynesia (仏領ポリネシア) 
go Gabon (ガボン) 
gm Gambia (ガンビア) 
gz Gaza Strip (ガザ地帯) 
gs Georgia (Republic)  (ジョージア) 
gw Germany (ドイツ = ドイツ連邦共和国) 
gh Ghana (ガーナ) 
gi Gibraltar (ジブラルタル) 
gr Greece (ギリシャ) 
gl Greenland (グリーンランド) 
gd Grenada (グレナダ) 
gp Guadeloupe (グアドループ島) 
gu Guam (グアム) 
gt Guatemala (グアテマラ) 
gg Guernsey (ガーンジー) 
gv Guinea (ギニア) 
pg Guinea - Bissau (ギニアビサオ) 
gy Guyana (ガイアナ) 
ht Haiti (ハイチ) 
hm Heard and McDonald Islands (ヘアド島・マクドナルド島) 
ho Honduras (ホンジュラス) 
hu Hungary (ハンガリー) 
ic Iceland (アイスランド) 
ii India (インド) 
io Indonesia (インドネシア) 



ir Iran (イラン) 
iq Iraq (イラク) 
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone (イラク-サウジアラビア中立地帯) 
ie Ireland (アイルランド) 
is Israel (イスラエル) 
im Isle of Man (マン島) 
it Italy (イタリア) 
iv Côte d'Ivoire (コートジボワール) 
jm Jamaica (ジャマイカ) 
ja Japan (日本) 
ji Johnston Atoll (ジョンストン・アトール) 
jo Jordan (ヨルダン) 
je Jersey (ジャージー) 
kz Kazakhstan (カザフ共和国) 
ke Kenya (ケニア) 
gb Kiribati (キリバス) 
kn Korea (North) (北朝鮮 = 朝鮮民主主義人民共和国) 
ko Korea (South) (大韓民国) 
kv Kosovo (コソボ) 
ku Kuwait (クウェート) 
kg Kyrgyzstan (キルギス共和国) 
ls Laos (ラオス) 
lv Latvia (ラトビア共和国) 
le Lebanon (レバノン) 
lo Lesotho (レソト) 
lb Liberia (リベリア) 
ly Libya (リビア) 
lh Liechtenstein (リヒテンシュタイン) 
li Lithuania (リトアニア共和国) 
lu Luxembourg (ルクセンブルク) 
xn North Macedonia (北マケドニア) 
mg Madagascar (マダガスカル) 
mw Malawi (マラウイ) 
my Malaysia (マレーシア) 
xc Maldives (モルジブ) 
ml Mali (マリ) 



mm Malta (マルタ) 
xe Marshall Islands (マーシャル諸島) 
mq Martinique (マルチニーク島) 
mu Mauritania (モーリタニア) 
mf Mauritius (モーリシャス) 
ot Mayotte (マイヨット島) 
mx Mexico (メキシコ) 
fm Micronesia (Federated States) (ミクロネシア連邦) 
xf Midway Islands (ミッドウェー諸島) 
mv Moldova (モルドバ共和国) 
mc Monaco (モナコ) 
mp Mongolia (モンゴル) 
mo Montenegro (モンテネグロ) 
mj Montserrat (モントセラト) 
mr Morocco (モロッコ) 
mz Mozambique (モザンビーク) 
sx Namibia (ナミビア) 
nu Nauru (ナウル) 
np Nepal (ネパール) 
ne Netherlands (オランダ) 
nl New Caledonia (ニューカレドニア) 
nz New Zealand (ニュージーランド) 
nq Nicaragua (ニカラグア) 
ng Niger (ニジェール) 
nr Nigeria (ナイジェリア) 
xh Niue (ニウエ) 
nx Norfolk Island (ノーフォーク島) 
nw Northern Mariana Islands (北マリアナ連邦) 
no Norway (ノルウェー) 
mk Oman (オマーン) 
pk Pakistan (パキスタン) 
pw Palau (パラオ) 
pn Panama (パナマ) 
pp Papua New Guinea (パプア・ニューギニア) 
pf Paracel Islands 
py Paraguay (パラグアイ) 



pe Peru (ペルー) 
ph Philippines (フィリピン) 
pc Pitcairn Island (ピトケアン島) 
pl Poland (ポーランド) 
po Portugal (ポルトガル) 
pr Puerto Rico (プエルトリコ) 
qa Qatar (カタール) 
re Réunion (レユニオン) 
rm Romania (ルーマニア) 
ru Russia (Federation)(ロシア連邦) 
rw Rwanda (ルワンダ) 
sc Saint-Barthélemy (サン・バルテルミー) 
xj Saint Helena (セントヘレナ島) 
xd Saint Kitts-Nevis (セントクリストファー・ネビス) 
xk Saint Lucia (セントルシア) 
st Saint-Martin (サン・マルタン) 
xl Saint Pierre and Miquelon (サンピエール島・ミクロン島) 
xm Saint Vincent and the Grenadines (セントビンセント・グレナディーン) 
ws Samoa (サモア独立国) 
sm San Marino (サンマリノ) 
sf Sao Tome and Principe (サントメ・プリンシペ) 
su Saudi Arabia (サウジアラビア) 
sg Senegal (セネガル) 
rb Serbia (セルビア) 
se Seychelles (セイシェル) 
sl Sierra Leone (シエラレオネ) 
si Singapore (シンガポール) 
sn Sint Maarten (シント・マールテン) 
xo Slovakia (スロバキア) 
xv Slovenia (スロベニア) 
bp Solomon Islands (ソロモン諸島) 
so Somalia (ソマリア) 
sa South Africa (南アフリカ共和国) 
xs South Georgia and the South Sandwich Islands (南ジョージア・南サンドウィッ

チ諸島) 
sd South Sudan (南スーダン) 



sp Spain (スペイン) 
sh Spanish North Africa (西領北アフリカ) 
xp Spratly Island 
ce Sri Lanka (スリランカ) 
sj Sudan (スーダン) 
sr Surinam (スリナム) 
sq Eswatini (エスワティニ) 
sw Sweden (スウェーデン) 
sz Switzerland (スイス) 
sy Syria (シリア) 
ch China (Republic : 1949- ) 
ta Tajikistan (タジク共和国) 
tz Tanzania (タンザニア) 
fs Terres australes et antarctiques francaises (仏領諸島) 
th Thailand (タイ) 
tg Togo (トーゴ) 
tl Tokelau (トケラウ) 
to Tonga (トンガ) 
tr Trinidad and Tobago (トリニダード・トバゴ) 
ti Tunisia (チュニジア) 
tu Turkey (トルコ) 
tk Turkmenistan (トゥルクメン共和国) 
tc Turks and Caicos Islands (タークス諸島・カイコス諸島) 
tv Tuvalu (ツバル) 
ug Uganda (ウガンダ) 
un Ukraine (ウクライナ共和国) 
ts United Arab Emirates (アラブ首長国連邦) 
uk United Kingdom (イギリス) 
us United States (アメリカ合衆国) 
uc United States Miscellaneous Caribbean Islands (米領カリブ海諸島) 
up United States Miscellaneous Pacific Islands (米領太平洋諸島) 
uy Uruguay (ウルグアイ) 
uz Uzbekistan (ウズベク) 
nn Vanuatu (バヌアツ) 
vc Vatican City (バチカン市国) 
ve Venezuela (ベネズエラ) 



vm Vietnam (ベトナム) 
vi Virgin Islands of United States (米領ヴァージン諸島) 
wk Wake Island (ウェーク島) 
wf Wallis and Futuna (ワリス諸島) 
wj West Bank of the Jordan River (ヨルダン川西岸) 
ss Western Sahara (西サハラ) 
ye Yemen (イエメン) 
za Zambia (ザンビア) 
rh Zimbabwe (ジンバブエ) 
xx [出版地不明] 又は [s.l.] 

 
《注意事項》 
 本表に挙げた国名・地域名の英語形及びコードは、「 MARC21 Code List for Countries 」
に準拠している。ただし、次に挙げる 4 ヶ国に対応するコードのみ、同リストとは異なる。 
 
        1) Canada(カナダ)  
        2) United Kingdom(イギリス)  
        3) United States(アメリカ合衆国)  
        4) Australia (オーストラリア) 
 
 丸括弧中に示した日本語形は、「世界の国一覧表」等による。 
 
 国名・地域名間の参照関係等については、「 MARC21 Code List for Countries 」を参照
のこと。 
 例えば、ベトナムに関しては、次のような参照関係がある。 
 
Democratic People's Republic of Vietnam  →   Vietnam(コード「vm」) 
North Vietnam                            →   Vietnam(コード「vm」) 
South Vietnam                            →   Vietnam(コード「vm」) 
Vietnam, North                           →   Vietnam(コード「vm」) 
Vietnam, Republic of                     →   Vietnam(コード「vm」) 
Vietnam, South                           →   Vietnam(コード「vm」) 
 
 出版地・頒布地等においては、現在「[v.p.]」という略語は使用しない。従って、[v.p.]
に対応するコード「vp」は、使用不可能である。 
 
 コ ー ド 「 xx 」 は 、 最 初 の 出 版 地 ・ 頒 布 地 等 に 「 [ 出 版 地 不 明 ] 」 又 は 「 [Place of 



publication not identified]」という略語を記録する場合にのみ使用可能である。 
 
 以前の出版国コード表に掲載されていたコードのうち、下表左欄に示すコードは、使用
不可能である。 

旧コー
ド 

国名・地域名 新
コ
ー
ド 

国名・地域名 

ac Ashmore and Cartier Islands at Australia (オーストラリア) 
ai Anguilla (アンギラ) am Anguilla (アンギラ) 
cp Canton and Enderbury Islans (カント

ン島・デンダーバリ島) 
gb Kiribati (キリバス) 

cs Czechoslovakia (チェコスロバキア) xr Czech Republic (チェコ) 
xo Slovakia (スロバキア) 

cz Canal Zone (パナマ運河地帯) pn Panama (パナマ) 
ge Germany (East) (東ドイツ=ドイツ民

主共和国) 
gw Germany(ドイツ) 

gn Gilbart and Ellice Islands (ギルバート
諸島・エリス諸島) 

gb Kiribati (キリバス) 

tv Tuvalu (ツバル) 
hk Hong Kong (香港) cc China (中華人民共和国) 
iu Isreal-Syria Demilitarized Zones (イス

ラエル-シリア非武装地帯) 
is Israel (イスラエル) 

iw Isreal-Jordan Demilitarized Zones (イ
スラエル-ヨルダン非武装地帯) 

jn JanMayen (ヤンマイエン島) no Norway (ノルウェー) 
ln Centraland Southern Line Islands gb Kiribati (キリバス) 
na the Netherlands Antilles（蘭領アンチ

ル） 
co Curacao 

sn Sint Maarten 
mh Macao (マカオ) cc China (中華人民共和国) 
nm Northern Mariana Islands (マリアナ諸

島) 
nw Northern Mariana Islands (北マ

リアナ連邦) 
pt Portuguese Timor (東チモール) em Timor-Leste (東チモール) 
ry Ryukyu Islands, Southern (沖縄) ja Japan (日本) 
sb Svalbard (スバールバル諸島) no Norway (ノルウェー) 



sk Sikkim (シッキム) ii India (インド) 
sv Swan Islands (スワン諸島) ho Honduras (ホンジュラス) 
tt Trust Territory of the Pacific Islands 

(太平洋諸島) 〔信託統治領〕 
fm Micronesia (Federal States)( ミ

クロネシア連邦) 
nw Northern Mariana Islands (北マ

リアナ連邦) 
pw Palau (パラオ) 
xe Marshall Islands (マーシャル諸

島) 
ui United Kingdom Miscellaneous Islands 

(英領諸島) 
uk United Kingdom (イギリス) 

ur Soviet Union (ソビエト連邦) ai Armenia (Republic) (アルメニア
共和国) 

aj Azerbaijian (アゼルバイジャン
共和国) 

bw Byelarus (ベラルーシ共和国) 
er Estonia (エストニア共和国) 
gs Georgia (グルジア共和国) 
kz Kazakhstan (カザフ共和国) 
kg Kyrgyzstan (キルギス共和国) 
lv Latvia (ラトビア共和国) 
li Lithuania (リトアニア共和国) 
mv Moldova (モルドバ共和国) 
ru Russia (Federation)( ロ シ ア 連

邦) 
ta Tajikstan (タジク共和国) 
tk Turkmenistan (トゥルクメン共

和国) 
un Ukraine (ウクライナ共和国) 
uz Uzbekistan (ウズベク共和国) 

vn Vietnam, North (北ベトナム) vm Vietnam (ベトナム) 
vs Vietnam, Sorth (南ベトナム) 
wb West Berlin (西ベルリン) gw Germany (ドイツ) 
xi Saint Kitts-Nevis-Anguilla am Anguilla (アンギラ) 

xd Saint Kitts-Nevis (セントクリス
トファー・ネビス) 



ys Yemen(People's Democratic 
Republic)(イエメン民主人民共和国) 

ye Yemen (イエメン) 

yu Yugoslavia (ユーゴスラビア) bn Bosnia and Herzegovina (ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ) 

ci Croatia (クロアチア) 
kv Kosovo (コソボ) 
mo Montenegro (モンテネグロ) 
rb Serbia (セルビア) 
xn Macedonia (マケドニア) 
xv Slovenia (スロベニア) 

 
 以前の出版国コード表、又は現行の「 MARC21 Code List for Countries 」に掲載され、
アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリアの州名・地域名に対応する 3 桁のコ
ードは、使用不可能である。 
 出版国コードとしてこれらのコードを選択してはならない。代わりに、対応する 2 桁の
コードを使用する。 
 なお、以下に、3 桁コードと 2 桁コードの対応関係を示す。 

不使用
コード 

州名・地域名、共和国名 国名 使用コード 

abc Alberta (アルバータ州) Canada 
( カ ナ
ダ) 

cn 

bcc British Columbia (ブリティッシュ・コ
ロンビア州) 

mbc Manitoba (マニトバ州) 
nfc Newfoundland (ニューファンドランド

州) 
nkc New Brunswick (ニューブランズウィッ

ク州) 
nsc Nova Scotia (ノバ・スコシャ州) 
ntc Northwest Territories ( ノ ー ス ウ ェ ス

ト・テリトリーズ) 
onc Ontario (オンタリオ州) 
pic Prince Edward Island (プリンス・エドワ

ード・アイランド州) 
quc Quebec (Province) (ケベック州) 
snc Saskatchewan (サスカチュワン州) 



ykc Yukon Territory (ユーコン・テリトリ
ー) 

enk England (イングランド) United 
Kingdo
m 
(イギリ
ス) 

uk 

nik Northern Ireland (北アイルランド) 
stk Scotland (スコットランド) 
uik United Kingdom Miscellaneous Islands 

(英領諸島) 
wlk Wales (ウェールズ) 
aku Alaska (アラスカ州) United 

States 
(アメリ
カ 合 衆
国) 

us 

alu Alabama (アラバマ州) 
aru Arkansas (アーカンソー州) 
azu Arizona (アリゾナ州) 
cau California (カリフォルニア州) 
cou Colorado (コロラド州) 
ctu Connecticut (コネティカット州) 
dcu District of Columbia (コロンビア特別区) 
deu Delaware (デラウェア州) 
flu Florida (フロリダ州) 
gau Georgia (ジョージア州) 
hiu Hawaii (ハワイ州) 
iau Iowa (アイオワ州) 
idu Idaho (アイダホ州) 
ilu Illinois (イリノイ州) 
inu Indiana (インディアナ州) 
ksu Kansas (カンザス州) 
kyu Kentucky (ケンタッキー州) 
lau Louisiana (ルイジアナ州) 
mau Massachusetts (マサチューセッツ州) 
mdu Maryland (メリーランド州) 
meu Maine (メイン州) 



miu Michigan (ミシガン州) 
mnu Minnesota (ミネソタ州) 
mou Missouri (ミズーリ州) 
msu Mississippi (ミシシッピ州) 
mtu Montana (モンタナ州) 
nbu Nebraska (ネブラスカ州) 
ncu North Carolina (ノース・カロライナ州) 
ndu North Dakota (ノース・ダコタ州) 
nhu New Hampshire (ニュー・ハンプシャー

州) 
nju New Jersey (ニュー・ジャージー州) 
nmu New Mexico (ニュー・メキシコ州) 
nvu Nevada (ネヴァダ州) 
nyu New York (State) (ニュー・ヨーク州) 
ohu Ohio (オハイオ州) 
oku Oklahoma (オクラホマ州) 
oru Oregon (オレゴン州) 
pau Pennsylvania (ペンシルヴァニア州) 
riu Rhode Island (ロード・アイランド州) 
scu South Carolina (サウス・カロライナ州) 
sdu South Dakota (サウス・ダコタ州) 
tnu Tennessee (テネシー州) 
txu Texas (テキサス州) 
utu Utah (ユタ州) 
vau Virginia (ヴァージニア州) 
vtu Vermont (ヴァーモント州) 
wau Washington (State) (ワシントン州) 
wiu Wisconsin (ウィスコンシン州) 
wvu West Virginia (ウェスト・ヴァージニア

州) 
wyu Wyoming (ワイオミング州) 
aca Australian Capital Territory (オーストラ

リア首都特別地域)  
Australi
a 
(オース
ト ラ リ

at 

xga Coral Sea Islands Territory (コーラル・



シー諸島) ア) 
xna New South Wales (ニューサウスウェー

ルズ州) 
xoa Northern Territory (ノーザンテリトリ

ー) 
qea Queensland (クィーンズランド州) 
xra South Australia (南オーストラリア州) 
tma Tasmania (タスマニア州) 
vra Victoria (ビクトリア州) 
wea Western Australia (西オーストラリア州) 

 



付録 1.3 言語コード表 
〔コード表〕 
 以下では、言語名の英語形アルファベット順に言語コードを示す。 

コード 言語名 
abk Abkhaz 
ace Achinese (アチェー語) 
ach Acoli 
ada Adangme 
ady Adygei 
aar Afar 
afh Afrihili (Artificial language) 
afr Afrikaans (アフリカーンス語) 
afa Afro-Asiatic (Other) (セム・ハム諸語) 
aka Akan (アカン語) 
akk Akkadian (アッカド語) 
alb Albanian (アルバニア語) 
ale Aleut (アレウト語) 
alg Algonquian (Other) (アルゴンキアン語族) 
ain Ainu 
alt Altai 
tut Altaic (Other) (アルタイ諸語) 
amh Amharic (アムハラ語) 
anp Angika 
apa Apache languages (アパッチ語族) 
ara Arabic (アラビア語) 
arg Aragonese Spanish 
arc Aramaic (アラム語) 
arp Arapaho (アラパホー語) 
  Araucanian (アラウカン語) → Mapuche 
arw Arawak (アラワク語) 
arm Armenian (アルメニア語) 
rup Aromanian 
art Artificial (Other) (人工諸語) 
asm Assamese (アッサム語) 
ath Athapascan (Other) (アサパスカン語族) 
aus Australian languages 



map Austronesian (Other) (オーストロネシア諸語) 
ava Avaric (アヴァル語) 
ave Avestan (アヴェスタ語) 
awa Awadhi 
aym Aymara (アイマラ語) 
aze Azerbaijani (アゼルバイジャン語) 
  Aztec (アステカ語) → Nahuatl 
ast Bable 
ban Balinese (バリ語) 
bat Baltic (Other) (バルト諸語) 
bal Baluchi (バルーチー語) 
bam Bambara (バンバラ語) 
bai Bamileke languages 
bad Banda languages 
bnt Bantu (Other) (バントゥ諸語) 
bas Basa 
bak Bashkir (バシキール語) 
baq Basque (バスク語) 
btk Batak (バタク語) 
bej Beja (ベジャ語) 
bel Belarusian 
bem Bemba (ベンバ語) 
ben Bengali (ベンガル語) 
ber Berber (Other) (ベルベル諸語） 
bho Bhojpuri (ボージプリー語) 
bih Bihari (Other) 
bik Bikol (ビコル語) 
byn Bilin 
bis Bislama 
zbl Blissymbolics 
bos Bosnian 
bra Braj 
bre Breton (ブルトン語) 
bug Bugis (ブギ語) 
bul Bulgarian (ブルガリア語) 
bua Buriat 



bur Burmese (ビルマ語) 
cad Caddo (カドー語) 
car Carib (カリブ語) 
cat Catalan (カタロニア語) 
cau Caucasian (Other) (コーカサス諸語) 
ceb Cebuano (セブアノ語) 
cel Celtic (Other) (ケルト諸語) 
cai Central American Indian (Other) (中米インディアン諸語) 
chg Chagatai (チャガタイ語) 
cmc Chamic languages 
cha Chamorro (チャモロ語) 
che Chechen (チェチェン語) 
chr Cherokee (チェロキー語) 
chy Cheyenne (シャイアン語) 
chb Chibcha (チブチャ語) 
chi Chinese (中国語) 
chn Chinook jargon (ビーチ・ラ・マー等) 
chp Chipewyan 
  Chippewa (チペア語) → Ojibwa (オジブワ語) 
cho Choctaw (チョクトー語) 
chu Church Slavic (教会スラブ語) 
chk Chuukese (Truk) (旧コード「tru」は使用しない) 
chv Chuvash (チュヴァシュ語) 
cop Coptic (コプト語) 
cor Cornish (コーンウォール語) 
cos Corsican 
cre Cree (クリー語) 
mus Creek (クリーク語) 
cpe Creoles and Pidgins, English-based (Other) (英語が基盤の混成

語・混合語) 
cpf Creoles and Pidgins, French-based (Other) (仏語が基盤の混成

語・混合語) 
cpp Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other) (葡語が基盤の混

成語・混合語) 
crp Creoles and Pidgins (Other) (その他の混成語・混合語) 
crh Crimean Tatar 



hrv Croatian (クロアチア語) (旧コード「scr」は使用しない) 
cus Cushitic (Other) (クシュ諸語) 
cze Czech (チェコ語) 
dak Dakota (ダコタ語) 
dan Danish (デンマーク語) 
dar Dargwa 
day Dayak (ダヤク語) 
del Delaware (デラウェア語) 
din Dinka (ディンカ語) 
div Divehi 
doi Dogri 
dgr Dogrib 
dra Dravidian (Other) (ドラヴィダ諸語) 
dua Duala 
dut Dutch (オランダ語) 
dum Dutch, Middle (ca.1050-1350) (中世オランダ語) 
dyu Dyula 
dzo Dzongkha (ゾンカ語) 
frs Eastern Frisian 
bin Edo (Bini) 
efi Efik (エフィク語) 
egy Egyptian (エジプト語) 
eka Ekajuk 
elx Elamite (エラム語) 
eng English (英語) 
enm English, Middle (1100-1500) (中世英語) 
ang English, Old (ca.450-1100) (古期英語) 
myv Erzya 
epo Esperanto (エスペラント) (旧コード「esp」は使用しない) 
est Estonian (エストニア語) 
gez Ethiopic (エチオピア語) (旧コード「eth」は使用しない) 
ewe Ewe (エウェ語) 
ewo Ewondo 
fan Fang 
fat Fanti (ファンティー語) 
fao Faroese (フェロー語) (旧コード「far」は使用しない) 



fij Fijian (フィジー語) 
fil Filipino 
fin Finnish (フィン語) 
fiu Finno-Ugrian (Other) (フィン・ウゴル諸語) 
fon Fon 
fre French (フランス語) 
frm French, Middle (ca.1300-1600) (中世フランス語) 
fro French, Old (ca.842-1300)(古フランス語) 
  Friesian (フリジア語) → Frisian 
fry Frisian (旧コード「fri」は使用しない) 
fur Friulian 
ful Fula (フラ語) 
gaa Gã(ガ語) 
  Gaelic (Scots) (ガエリック語) → Scottish Gaelic 
glg Galician (旧コード「gag」は使用しない) 
  Gallegan → Galician 
lug Ganda (ガンダ語) 
gay Gayo 
gba Gbaya (バヤ語) 
geo Georgian (グルジア語) 
ger German (ドイツ語) 
gmh German, Middle High (ca.1050-1500) (中高ドイツ語) 
goh German, Old High (ca.750-1050) (古高ドイツ語) 
gem Germanic (Other) (ゲルマン諸語) 
gil Gilbertese (キリバス語) 
gon Gondi (ゴーンディー語) 
gor Gorontalo (ゴロンタロ語) 
got Gothic (ゴート語) 
grb Grebo 
grc Greek, Ancient (to1453) (古代ギリシャ語) 
gre Greek, Modern (1453-) (現代ギリシャ語) 
grn Guarani (グアラニー語) (旧コード「gua」は使用しない) 
guj Gujarati (グジャラーティー語) 
gwi Gwich'in 
hai Haida (ハイダ語) 
hat Haitian French Creole 



hau Hausa (ハウサ語) 
haw Hawaiian (ハワイ語) 
heb Hebrew (ヘブライ語) 
her Herero (ヘレロ語) 
hil Hiligaynon 
hin Hindi (ヒンディー語) 
hmo Hiri Motu 
hmn Hmong 
hit Hittite 
hun Hungarian (ハンガリー語) 
hup Hupa (アタパスカ語) 
iba Iban (イバン語) 
ice Icelandic (アイスランド語) 
ido Ido (イド語) 
ibo Igbo (イボ語) 
ijo Ijo 
ilo Iloko (イロカノ語) 
smn Inari Sami 
inc Indic (Other) (インド諸語) 
ine Indo-European (Other) (印欧諸語) 
ind Indonesian (インドネシア語) 
inh Ingush 
ina Interlingua (International Auxiliary Language Association) (イン

ターリングァ) 
(旧コード「int」は
使用しない) 

  

ile Interlingue 
iku Inuktitut 
ipk Inupiaq 
ira Iranian (Other) (イラン諸語) 
gle Irish (アイルランド語) (旧コード「iri」は使用しない) 
mga Irish, Middle (ca.1100-1550) 
sga Irish, Old (to 1100) 
iro Iroquoian (Other) (イロコイ諸語) 
ita Italian (イタリア語) 
jpn Japanese (日本語) 



jav Javanese (ジャワ語) 
jrb Judeo-Arabic 
jpr Judeo-Persian 
kbd Kabardian 
kab Kabyle (カビル語) 
kac Kachin (カチン語) 
kal Kalâtdlisut 
kam Kamba (カンバ語) 
kan Kannada (カンナダ語) 
kau Kanuri (カヌリ語) 
kaa Kara-Kalpak (カラ・カルパク語) 
krc Karachay Balkar 
krl Karelian 
kar Karen languages (カレン語族) 
kas Kashmiri (カシミーリー語) 
csb Kashubian 
kaw Kawi 
kaz Kazakh (カザーフ語) 
kha Khasi 
khm Khmer (クメール語) (旧コード「cam」は使用しない) 
khi Khoisan (Other) (コイサン諸語) 
kho Khotanese 
kik Kikuyu (キクユ語) 
kmb Kimbundu 
kin Kinyarwanda (キンヤルワンダ語) ← Ruanda (ルワンダ語) 
tlh Klingon (Artificial language) 
kom Komi 
kon Kongo (コンゴ語) 
kok Konkani (コンカニー語) 
kut Kootenai (クテナイ語) 
kor Korean (朝鮮語) 
kos Kosraean (旧コード「kus」は使用しない) 
kpe Kpelle (クペレ語) 
kro Kru (Other) (クルー諸語) 
kua Kuanyama 
kum Kumyk 



kur Kurdish (クルド語) 
kru Kurukh (クルク語) 
kir Kyrgyz (キルギス語) 
lad Ladino (ラジノ語) 
lah Lahnda (ラフンダー語) 
lam Lamba (Zambia and Congo) 
  Langue d'oc (post-1500) (現代プロバンス語) → Occitan (post-

1500) 
lao Lao (ラオ語) 
  Lapp (ラップ語) → Sami 
lat Latin (ラテン語) 
lav Latvian (ラトヴィア語) 
lez Lezgian 
lim Limburgish 
lin Lingala (リンガラ語) 
lit Lithuanian (リトアニア語) 
jbo Lojban (Artificial language) 
nds Low German 
dsb Lower Sorbian 
loz Lozi 
lub Luba-Katanga (ルバ語) 
lua Luba-Lulua 
lui Luiseño (ルイセニョ語) 
smj Lule Semi 
lun Lunda 
luo Luo (Kenya and Tanzania) (ルオ語) 
lus Lushai (ルシャイ語) 
ltz Luxembourgish 
mac Macedonian (マケドニア語) 
mad Madurese (マドゥラ語) 
mag Magahi 
mai Maithili 
mak Makasar (マカッサル語) 
mlg Malagasy (マラガシ語) (旧コード「mla」は使用しない) 
may Malay (マライ語) 
mal Malayalam (マラヤーラム語) 



mlt Maltese (マルタ語) 
mnc Manchu 
mdr Mandar (マンダル語) 
man Mandingo (マンディンゴ語) 
mni Manipuri 
mno Manobo languages (マノボ語) 
glv Manx (マン島語) (旧コード「max」は使用しない) 
mao Maori (マオリ語) 
arn Mapuche 
mar Marathi (マラーティー語) 
chm Mari 
mah Marshallese (マーシャル語) 
mwr Marwari 
mas Maasai (マサイ語) 
myn Mayan languages (マヤ語族) 
men Mende (メンデ語) 
mic Micmac (ミクマク語) 
min Minangkabau (ミナンカバウ語) 
mwl Mirandese 
moh Mohawk (モーホーク語) 
mdf Moksha 
  Moldavian (モルダヴィア語) →Moldovan 
  Moldovan → Romanian (旧コード「mol」は使用しない) 
mkh Mon-Khmer (Other) (モン・クメール諸語) 
lol Mongo-Nkundu (モンゴ語) 
mon Mongolian (モンゴル語) 
cnr Montenegrin (モンテネグロ語) 
mos Moore 
  Mossi (モッシー語) → Moore 
mun Munda (Other) (ムンダ諸語) 
nah Nahuatl ← Aztec (アステカ語) 
nau Nauru (ナウル語) 
nav Navajo (ナヴァホ語) 
nbl Ndebele (South Africa) 
nde Ndebele (Zimbabwe) (マタベレ語) 
ndo Ndonga 



nap Neapolitan Italian 
nep Nepali (ネパール語) 
new Newari (ネワール語) 
nwc Newari, Old 
nia Nias 
nic Niger-Kordofanian (Other) (ニジェール・コルドファン諸語) 
ssa Nilo-Saharan (Other) (ナイロ・サハラ諸語) 
niu Niuean (ニウーエイ語) 
nqo N'Ko 
nog Nogai 
nai North American Indian (Other) (北米インディアン諸語) 
frr North Frisian 
sme Northern Sami 
nso Northern Sotho 
nor Norwegian (ノルウェー語) 
nob Norwegian (Bokmål) 
nno Norwegian (Nynorsk) 
nub Nubian languages (ヌバ語) 
nym Nyamwezi (ムエジ語) 
nya Nyanja (ニャンジャ語) 
nyn Nyankole 
nyo Nyoro 
nzi Nzima 
oci Occitan (post-1500) (旧コード「lan」は使用しない) 
xal Oirat (Kalmyk) 
oji Ojibwa (オジブワ語) ← Chippewa (チペア語) 
non Old Norse (古期スカンジナビア語) 
peo Old Persian (ca.600-400B.C.) (古代ペルシャ語) 
ori Oriya (オリヤー語) 
orm Oromo (旧コード「gal」は使用しない) 
osa Osage (オーセージ語) 
oss Ossetic (オセト語) 
oto Otomian languages (オトミ語族) 
  Ottoman Turkish (オスマントルコ語) → Turkish, Ottoman 
pal Pahlavi (パーラヴィー語) 
pau Palauan (パラオ語) 



pli Pali (パーリ語) 
pam Pampanga (パンパンガ語) 
pag Pangasinan (パンガシナーン語) 
pan Panjabi (パンジャブ語) 
pap Papiamento (パピアメント) 
paa Papuan (Other) (パプア諸語) 
per Persian (ペルシャ語) 
phi Philippine (Other) 
phn Phoenician 
pon Pohnpeian 
pol Polish (ポーランド語) 
por Portuguese (ポルトガル語) 
pra Prakrit languages (プラークリット諸語) 
pro Provençal (to 1500) (古期プロヴァンス語) 
pus Pushto (プシュトゥー語) 
que Quechua (キチュワ語) 
raj Rajasthani (ラージャスターニー語) 
rap Rapanui (ラパヌーイ語) 
rar Rarotongan 
roh Rhaeto-Romance (レトロマン語) 
roa Romance (Other) (ロマンス諸語) 
rom Romani (ロマニ語) 
rum Romanian (ルーマニア語) 
  Ruanda (ルワンダ語) → Kinyarwanda (キンヤルワンダ語) 
run Rundi (ルンディ語) 
rus Russian (ロシア語) 
sal Salishan languages (サリシュ語族) 
sam Samaritan Aramic (サマリア語) 
smi Sami (旧コード「lap」は使用しない) 
smo Samoan (サモア語) (旧コード「sao」は使用しない) 
sad Sandawe (サンダウェ語) 
sag Sango (Ubangi Creole) (サンゴ語) 
san Sanskrit (梵語) 
sat Santali (サンターリー語) 
srd Sardinian 
sas Sasak (ササク語) 



sco Scots (スコットランド語) 
gla Scottish Gaelic (旧コード「gae」は使用しない) 
sel Selkup (セリクプ語) 
sem Semitic (Other) (セム諸語) 
srp Serbian (セルビア語) (旧コード「scc」は使用しない) 
  Serbo-Croatian (Cyrillic) (セルボ・クロアチア語(キリル文字)) → 

Serbian 
  Serbo-Croatian (Roman) (セルボ・クロアチア語(ローマ字)) → 

Croatian, Bosnian 
srr Serer 
shn Shan (シャン語) 
iii Sichuan Yi 
sna Shona (ショナ語) (旧コード「sho」は使用しない) 
scn Sicilian Italian 
sid Sidamo 
sgn Sign languages (手まね言語) 
bla Siksika 
snd Sindhi (シンディー語) 
sin Sinhalese (シンハリーズ語) (旧コード「snh」は使用しない) 
sit Sino-Tibetan (Other) (シナ・チベット諸語) 
sio Siouan (Other) (スー語族) 
sms Skolt Smai 
den Slavey 
sla Slavic (Other) (スラブ諸語) 
slo Slovak (スロヴァキア語) 
slv Slovenian (スロヴェニア語) 
sog Sogdian (ソグド語) 
som Somali (ソマリ語) 
son Songhai 
snk Soninke (ソニンケ語) 
wen Sorbian (Other) (ソルビア諸語) 
sot Sotho (ソト語) (旧コード「sso」は使用しない) 
sai South American Indian (Other) (南米インディアン諸語) 
sma Southern Sami 
spa Spanish (スペイン語) 
srn Sranan 



suk Sukuma 
sux Sumerian (シュメール語) 
sun Sundanese (スンダ語) 
sus Susu (スス語) 
swa Swahili (スワヒリ語) 
ssw Swazi (スワージ語) (旧コード「swz」は使用しない) 
swe Swedish (スウェーデン語) 
gsw Swiss German 
syc Syriac (Classical Syriac) (シリア語) 
syr Syriac, Modern (現代シリア語) 
tgl Tagalog (タガログ語) (旧コード「tag」は使用しない) 
tah Tahitian (タヒチ語) 
tai Tai (Other) (タイ諸語) 
tgk Tajik (タジク語) (旧コード「taj」は使用しない) 
tmh Tamashek (タマシェク語) 
tam Tamil (タミル語) 
tat Tatar (タタール語) (旧コード「tar」は使用しない) 
tel Telugu (テルグ語) 
tem Temne 
ter Terena 
tet Tetum 
tha Thai (タイ語) 
tib Tibetan (チベット語) 
tig Tigré(ティグレ語) 
tir Tigrinya (ティグリニア語) 
  Timne → Temne 
tiv Tiv (ティブ語) 
tli Tlingit (トリンギット語) 
tpi Tok Pisin 
tkl Tokelauan (トケラウ語) 
tog Tonga (Nyasa) (トンガ語(ニアサ)) 
  Tonga (Tonga Islands) (トンガ語(トンガ)) → Tongan 
ton Tongan 
tsi Tsimshian (チムシュ語) 
tso Tsonga 
tsn Tswana (ツワナ語) (旧コード「tsw」は使用しない) 



tum Tumbuka 
tup Tupi Languages 
tur Turkish (トルコ語) 
ota Turkish, Ottoman (オスマントルコ語) ← Ottoman Turkish 
tuk Turkmen (トゥルクメン語) 
tvl Tuvaluan (ツバル語) 
tyv Tuvinian 
twi Twi (トウィ語) 
udm Udmurt 
uga Ugaritic (ウガリット語) 
uig Uighur (ウイグル語) 
ukr Ukrainian (ウクライナ語) 
umb Umbundu (アンブンドゥ語) 
hsb Upper Sorbian 
urd Urdu (ウルドゥー語) 
uzb Uzbek (ウズベク語) 
vai Vai (ヴァイ語) 
ven Venda (ベンダ語) 
vie Vietnamese (ベトナム語) 
vol Volapük 
vot Votic (ヴォート語) 
wak Wakashan languages (ワカシ語族) 
wln Walloon (ワロン語) 
war Waray 
was Washo 
wel Welsh (ウェールズ語) 
him Western Pahari languages 
wal Wolayta 
wol Wolof (ウォロフ語) 
xho Xhosa (ホサ語) 
yao Yao (Africa) (ヤオ語) 
sah Yakut 
yap Yapese (ヤップ語) 
yid Yiddish (イディッシュ語) 
yor Yoruba (ヨルバ語) 
ypk Yupik languages 



znd Zande languages 
zap Zapotec (ザポテック語) 
zza Zaza 
zen Zenaga 
zul Zulu (ズールー語) 
zha Zhuang 
zun Zuni (ズニ語) 
mis Miscellaneous languages〔その他の言語〕 
mul Multiple languages〔多言語〕 
und Undetermined〔言語名不明〕 
zxx No linguistic content 

 
《注意事項》 
 本表に挙げた言語名の英語形、及びコードは、「 MARC21 Code List for Languages 」に
準拠している。 
 丸括弧中に示した日本語形は、「国立国会図書館件名標目表」等による。 
 
 言語名間の参照関係等については、「 MARC21 Code List for Languages 」を参照のこ
と。 
 
 コード「mis」は、特定の言語についてのみ使用する。どの言語に対してコード「mis」
が使用可能であるかについては、「 MARC21 Code List for Languages 」を参照のこと。 
 
 コード「und」は、言語名不明の場合以外にも、コード表で未定義の言語の場合、親書
誌データ及びテキストの全くない資料の書誌データの TTLL、TXTL フィールドにデータ
記入する場合にも使用する。 



付録 1.4 タイトルの種類コード表 
 
〔タイトルの種類〕 
タイトルの種類は、大別して 3 種類に分けられる。 
 
    1) キー・タイトル及び略タイトル 
    2) 目録対象資料中に表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又は PTBL フィー
ルドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形 
    3) 発見・識別に必要な場合に目録担当者が作成するタイトル 
 
〔コード表〕 
以下では、それぞれの種別におけるコードのアルファベット順にタイトルの種類コードを
示す。 
 

 
コ ー
ド 

タイトルの種類 

AB 1) 略タイトル(abbreviated title)  
KT キー・タイトル(key title) 
AT 2) 副タイトル・ページ・タイトル (added title page title) 
BC 裏表紙タイトル (back cover title) 
CL 奥付タイトル (colophon title) 
CP キャプション・タイトル (caption title) 
CV 表紙タイトル (cover title) 
DT 識別タイトル (distinctive title) 
ET  先行タイトル (earlier title proper) 
LT 後続タイトル (later title proper) 
MT マストヘッド・タイトル (masthead title) 
OH その他のタイトル (other title) 
OR 原タイトル (original title) 
PT 親書誌タイトル (parent title) 
RT 欄外タイトル (running title) 
ST 背表紙タイトル (spine title) 
TT タイトル・ページ・タイトル (title page title) 
RM 3) ローマ字翻字タイトル (romanized title) 
TL 翻訳タイトル (translation of title by cataloging agency) 



UT 統一タイトル (uniform title) 
VT 異なりアクセスタイトル (variant access title) 

 
〔タイトルの種類の意味と使用法〕 
以下では、コードのアルファベット順に、それぞれのタイトルの種類の意味及び使用法を
示す。 
 
(1) AB(略タイトル) 
 キー・タイトル(→（8）KT(キー・タイトル))を特定の省略法(ISO 4, Documentation - 
Rules for the Abbreviation of Title Words and Titles of Publications 及び List of Serial Title 
Word Abbreviations )に基づいて略記したタイトル。省略タイトルともいう。 
 SIST-05(科学技術情報流通技術基準「雑誌名の略記」)に従って略記したタイトルを含
む。 
 ISSN ネットワークに登録されている省略タイトル及び書誌票(bibliographical strip)に表
示されている省略タイトルについては、コード「AB」を使用する。 
 
(2) AT(副タイトル・ページ・タイトル) 
 目録対象資料の副タイトル・ページに表示されているタイトルのうち、TR フィールド
(又は PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 副タイトル・ページ・タイトルについては、コード「AT」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
副タイトル・ページ・タイトルに限り、コード「AT」を使用する。それ以降の号に表示さ
れている副タイトル・ページ・タイトルについてはコード「OH」扱いとする。 
 
(3) BC(裏表紙タイトル) 
 目録対象資料の裏表紙に表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又は PTBL フ
ィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 裏表紙タイトルについては、コード「BC」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
裏表紙タイトルに限り、コード「BC」を使用する。 
 
(4) CL(奥付タイトル) 
 目録対象資料の奥付に表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又は PTBL フィ
ールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 奥付タイトルについては、コード「CL」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
奥付タイトルに限り、コード「CL」を使用する。 



 
(5) CP(キャプション・タイトル) 
 目録対象資料のテキストの最初の頁の冒頭(キャプション)に表示されているタイトルの
うち、TR フィールド(又は PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されな
い形。 
 キャプション・タイトルについては、コード「CP」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
キャプション・タイトルに限り、コード「CP」を使用する。 
 
(6) CV(表紙タイトル) 
 目録対象資料の本来の表紙に表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又は
PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 表紙タイトルについては、コード「CV」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、洋雑誌資料の、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に
表示されている表紙タイトルに限り、コード「CV」を使用する。 
 
(7) DT(識別タイトル) 
 目録対象資料が書誌データの作成単位とはならない場合の、当該資料中に表示され、か
つ当該資料にのみ固有のタイトル。 
 例えば、雑誌書誌データセットに登録される逐次刊行物の書誌データにおいては、個々
の巻号に固有のタイトルは識別タイトルである。 
 識別タイトルについては、コード「DT」を使用する。 
 また、当該識別タイトルに対応する巻次年月次を、タイトルの直後にピリオド、スペー
スを区切り記号として記入する。 
 
(8) ET(先行タイトル) 
 目録対象資料が更新資料であり、刊行途中でその本タイトルに変化があった場合の、変
化前のイテレーションにおける本タイトル。識別またはアクセスに重要な場合に記録する。 
 記録にあたっては、変更の情報とともに、NOTE フィールドにも記録する。（→ 2.0.6 
E1） 
 
(9) KT(キー・タイトル) 
 ISSN ネットワークにおいて、ISSN と一体となって登録されているタイトル。 
 キー・タイトルについては、コード「KT」を使用する。 
 
(10) LT(後続タイトル) 
 目録対象資料が包括的記述を行う複数巻単行資料または逐次刊行物であり、刊行途中で



複数巻単行資料の本タイトルが変化した場合、または逐次刊行物の本タイトルに軽微な変
化があった場合の変化後の本タイトル。識別またはアクセスに重要な場合に記録する。 
 記録にあたっては、変更の情報とともに、NOTE フィールドにも記録する。（→ 6.2.6 
D2） 
 
(11) MT(マストヘッド・タイトル) 
 目録対象資料のマストヘッドに表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又は
PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 マストヘッド・タイトルについては、コード「MT」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
マストヘッド・タイトルに限り、コード「MT」を使用する。 
 
(12) OH(その他のタイトル) 
 目録対象資料中に表示され、かつ TR フィールド(又は PTBL フィールドの中位の書誌単
位のタイトル)に記録されないタイトル(〔コード表〕中の 2)のグループ)のうち、他の 12
個のタイトルの種類(AT、BC、CL、CP、CV、DT、ET、LT、MT、OR、PT、RT、ST
及び TT)のいずれにも該当しない形。 
 
 例えば次のような形(目録対象資料中に表示されている場合)がこれに該当する。 
 ○ 簡略タイトル(half title)、製本者タイトル(binder's title)、並列タイトル(parallel title)
のうち、TR フィールド(又は PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録され
ないタイトル 
 ○ 逐次刊行物の場合、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)より後の巻号から
表示されるタイトルや、複製時に新たに付与されたタイトル等 
 
 コード「OH」の使用に際しては、そのタイトルの表示箇所を NOTE フィールドに記録
する。 
 
 逐次刊行物の場合、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)以降の号に表示され
ているタイトルについては、そのタイトルが表示されている、あるいは表示が開始された
巻次・年月次についても NOTE フィールドに記録する。 
 
 その他のタイトルについては、コード「OH」を使用する。 
 
(13) OR(原タイトル) 
 目録対象資料が翻訳、複製、改訂等である場合の、当該資料中に表示されている原本の
タイトル。 



 翻訳、複製、改訂等が原本以外から行われている場合は、翻訳、複製、改訂等の直接の
対象となったテキストのタイトルをも原タイトルとみなす。 
 目録対象資料中に表示されている原タイトルについては、コード「OR」を使用する。 
 
(14) PT(親書誌タイトル) 
 逐次刊行物の書誌データにおける集合書誌単位のタイトルのうち、TR フィールドに記
録されない形。 
 親書誌タイトルについては、コード「PT」を使用する。 
 
(15) RM(ローマ字翻字タイトル) 
 目録担当者が作成する、次の種類のタイトル標目。 
 
    ア) TR フィールドに記録されるタイトルが非ローマ字形である場合に、当該タイトルを
ローマ字化した形で TRVR に記録できない形 
    イ) PTBL フィールドに記録される中位の書誌単位のタイトルが非ローマ字形である場
合に、規定の翻字表に基づいて、当該タイトルをローマ字化した形 
    ウ) VT フィールドに記録されるタイトルが非ローマ字形である場合に、当該タイトルを
ローマ字化した形で VTVR に記録できない形  
 
 ローマ字翻字タイトルについては、コード「RM」を使用する。（→特殊文字・特殊言
語資料に関する取扱い及び解説 6.翻字形の取扱い) 
 
(16) RT(欄外タイトル) 
 目録対象資料の各頁の欄外(最上段又は最下段)に反復して表示されているタイトルのう
ち、TR フィールド(又は PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない
形。 
 欄外タイトルについては、コード「RT」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
欄外タイトルに限り、コード「RT」を使用する。 
 
(17) ST(背表紙タイトル) 
 目録対象資料の本来の背表紙に表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又は
PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 背表紙タイトルについては、コード「ST」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に表示されている
背表紙タイトルに限り、コード「ST」を使用する。 
 



(18) TL(翻訳タイトル) 
 目録担当者が作成する、次の種類のタイトル標目。 
 
    ア) 目録対象資料が他の言語に翻訳されていることが判明している場合の、当該翻訳書
のタイトル 
    イ) TR フィールドに記録されるタイトルを目録担当者自身が他の言語に翻訳した形 
    ウ) PTBL フィールドに記録される中位の書誌単位のタイトルを目録担当者自身が他の
言語に翻訳した形 
 
(19) TT(タイトル・ページ・タイトル) 
 目録対象資料のタイトル・ページに表示されているタイトルのうち、TR フィールド(又
は PTBL フィールドの中位の書誌単位のタイトル)に記録されない形。 
 タイトル・ページ・タイトルについては、コード「TT」を使用する。 
 逐次刊行物の場合は、和雑誌資料の、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)に
表示されているタイトル・ページ・タイトルに限り、コード「TT」を使用する。 
 
(20) UT(統一タイトル) 
 目録担当者が作成する、次の種類のタイトル標目。 
 
    ア) UTL フィールドには記録できない統一タイトル  
 
 これらの統一タイトルについては、コード「UT」を使用する。 
 
(21) VT(異なりアクセスタイトル) 
 目録担当者が作成する、次の種類のタイトル標目。 
 
    ア) TR フィールドに記録されるタイトルの異形のうち、目録対象資料中に表示されてい
ない形 
    イ) PTBL フィールドに記録される中位の書誌単位のタイトルの異形のうち、目録対象
資料中に表示されていない形 
    ウ) その他必要と判断される任意のタイトル標目で、他のどのタイトルの種類にも該当
しない形  
 
 例えば次のような形(目録対象資料中に表示されていない場合)がこれに該当する。 
 
    ○ 完綴形に対するイニシャル形(あるいはその逆) 
    ○ 頭字語形に対する展開形(あるいはその逆) 



    ○ 頭字語形に含まれる省略のピリオドを取り除いた形 
    ○ 検索の便宜上、語を補った形 
    ○ 本タイトルから冠詞を除いた形、タイトル関連情報等 
    ○ 漢字旧字体に対する新字体や異なる字形の漢字を用いた形 
    ○ 異なるヨミを付与したもの 
    ○ 他の「その他のタイトル」を加工した形 
    ○ 通称・俗称 
    ○ 任意の略称  
 
 異なりアクセスタイトルについては、コード「VT」を使用する。 
 
《注意事項》 
 タイトルの種類の意味及び使用法は、「 USMARC Format for Bibliographic Data 」の
「20X-24X Title and Title -Related Fields」及び「740 Added Entry-Variant Title」を基に、
国立情報学研究所が独自に定めたものである。 
 
 以前のタイトルの種類コード表に掲載されていた次の 6 つのコードは、使用してはなら
ない。 
 
    ア) AD(別形式でのタイトル副出) 
    イ) AG(補完タイトル) 
    ウ) OT(その他のタイトル:学術雑誌総合目録における異誌名) 
    エ) PA(部分タイトル) 
    オ) SP(派生タイトル) 
    カ) UD(未定義) 
 
 簡略タイトル(half title)については、コード「AB」を選択してはならない。代わりに、
コード「OH」を使用する。 
 
 製本者タイトル(binder's title)については、コード「CV」や「ST」を選択してはならな
い。代わりに、コード「OH」を使用する。 
 
 原則としてコード「CV」は和雑誌書誌データの記述に使用してはならない。同様に、コ
ード「TT」は洋雑誌書誌データの記述に使用してはならない。 
本来、和雑誌の場合の表紙タイトル、洋雑誌の場合のタイトル・ページ・タイトルは、こ
れらのコードを付与して VT フィールドに記入するのではなく、TR フィールドに記入すべ
きものである。 



 
 逐次刊行物の初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)よりも後の巻次・年月次に
おいて表示されているタイトルのうち、TR フィールドに記録されない形については、そ
の表示箇所のいかんを問わず、コード「OH」を使用する。 
 
 コード「OH」の使用に際しては、そのタイトルの表示箇所を NOTE フィールドに記録
する。 
 逐次刊行物の場合、初号あるいは所蔵最古号(識別の基盤とした号)以降の号に表示され
ているタイトルについては、そのタイトルが表示されている、あるいは表示が開始された
巻次・年月次についても NOTE フィールドに記録する。 
 
 目録対象資料の原タイトルを当該資料以外の情報源から得た場合は、コード「OR」を
選択してはならない。代わりに、コード「VT」を使用する。 
逐次刊行物の場合、複製資料の原本のタイトルにコード「OR」を付与して VT フィールド
に記入してはならない。 
 逐次刊行物の場合、複製資料は原本の単位で書誌データを作成し、原本のタイトルを
TR フィールドに記入するため、原本のタイトルを VT フィールドに記入することはありえ
ない。複製時に付与されたタイトルをコード「OH」を付与して VT フィールドに記入す
る。 
 
 図書書誌データにおいては、コード「PT」を使用してはならない。 
 図書書誌データにおいての親書誌タイトルは、PTBL フィールドに記入しなければなら
ない。 
 
 ローマ字翻字タイトルについては、コード「TL」を選択してはならない。代わりに、コ
ード「RM」を使用する。 
 
 また、目録対象資料に表示されている、タイトルのローマ字翻字形は、その表示箇所に
対応するコードを付与して VT フィールドに記録するか、並列タイトルに該当するなら TR
フィールドあるいは PTBL フィールドの中位の書誌の記述部分に並列タイトルとして記録
する。 
 
 コード「TL」及び「UT」の使用法については、別途検討を行う。 



付録 1.6 出版等に関するコード表 
 ここでは、出版等にかかわる、次の 5 種類のコードの一覧を行う。 
 
1) は図書と逐次刊行物に使用する。 
2)～5) は逐次刊行物に使用する。 
 
1) 出版等の役割表示コード 
2) 出版状況コード 
3) 刊行頻度コード 
4) 定期性コード 
5) 逐次刊行物のタイプコード 
 
〔出版等の役割表示コード表〕 
 以下では、NCR2018 出版表示、頒布表示等の出現順に、出版等の役割表示コードを示
す。  

コード 出版等の役割表示 
なし 出版表示 (publication) 
d 頒布表示 (distribution) 
m 製作表示 (manufacture) 
p 制作表示 (production) 
c 著作権日付 (copyright notice date) 

 
〔出版状況コード表〕 
 以下では、コードのアルファベット順に出版状況コードを示す。 

コード 出版状況 
c 刊行中 (continuing resource currently published) 
d 廃刊 (continuing resource ceased publication) 
u 出 版 状 況 不 明  (continuing resource status 

unknown) 
 
〔刊行頻度コード表〕 
 以下では、逐次刊行物の刊行頻度順に刊行頻度コードを示す。 

コード  刊行頻度  
d  日刊(daily)  
i  週 3 回刊 (three times a week)  
c  週 2 回刊 (semiweekly)  



w  週刊 (weekly)  
e  隔週刊 (biweekly)  
j  旬刊 (月 3 回刊) (three times a month)  
s  月 2 回刊 (semimonthly)  
m  月刊 (monthly)  
b  隔月刊 (bimonthly)  
q  季刊 (年 4 回刊) (quarterly)  
t  年 3 回刊 (three times a year)  
f  年 2 回刊 (semiannual)  
a  年刊 (annual)  
g  隔年刊 (biennial)  
h 3 年 1 回刊 (triennial) 
z その他の刊行頻度 (other frequencies)  
なし 不定期刊 (irregular)  
u 刊行頻度不明 (unknown) 

 
〔定期性コード表〕 
 以下では、刊行頻度の定期性の順に定期性コードを示す。 

コード 定期性 
r 定期 (regular) 
n 規則的不定期 (normalized irregular) 
x 完全に不定期 (completely irregular) 
u 定期性不明 (unknown) 

 
〔逐次刊行物のタイプコード表〕 
 以下では、コードのアルファベット順に逐次刊行物のタイプコードを示す。 

コード 逐次刊行物のタイプ 
m モノグラフ・シリーズ (monographic series) 
n 新聞 (newspaper) 
p 定期刊行物 (periodical) 
なし その他の逐次刊行物 (other type of serial) 

 
《注意事項》 
 以上の表に挙げたコード及び英語形は、「MARC21 Format for Bibliographic Data」に準
拠している。 
 



 出版等の役割表示コードは、役割が出版以外のときに記入する。（→ 2.2.3 PUB、6.2.4 
PUB） 
 
 出版状況コードの使用については、6.1.11PSTAT(和雑誌書誌データ)を参照のこと。 
 
 刊行頻度コードは、刊行間隔の定期性を考慮に入れないので、刊行頻度コード表に示さ
れた刊行頻度の内容に完全に合致しなくとも、一定期間内の刊行回数で判断して刊行頻度
コードを付与する。 
 
半年刊  →  f (年 2 回刊) 
年 4 回刊  →  q (季刊) 
年 6 回刊  →  b (隔月刊) 
年 12 回刊 →  m (月刊) 
 
 刊行頻度コード「z」(その他の刊行頻度)は、主に 3 年 1 回刊よりも刊行頻度が低いもの
に対して使用するものとする。 
 3 年 1 回刊よりも刊行頻度が高いものについては、最も近い刊行頻度を示す刊行頻度コ
ードを付与する。 
 
年 5 回刊          → q（季刊） 
年 7 回刊 年 8 回刊      → b（隔月刊） 
年 9 回刊 年 10 回刊年 11 回刊  → m（月刊） 
 
 刊行頻度コード「なし」(不定期刊)は、意図的に刊行頻度が不定期刊であるものに対し
て使用するものとする。 
 出版事情に起因する刊行頻度の一過性の変動があっても、不定期刊とはみなさず、本来
意図されている刊行頻度を示すコードを記入する。 
 
 刊行頻度コード「なし」に該当する場合は、FREQ フィールドにはデータ記入を行わな
い。 
 
 刊行頻度コード「なし」に該当する場合は、REGL フィールドには、コード「x」(完全
に不定期)を記入する。 
 
 刊行頻度コード「u」(刊行頻度不明)に該当する場合は、REGL フィールドには、コード
「u」(定期性不明)を記入する。 
 



 定期性コード「r」(定期)は、刊行の間隔や刊行日付、刊行曜日などが一定しているもの
に対して使用するものとする。 
 
 定期性コード「n」(規則的不定期)は、刊行の間隔や刊行日付、刊行曜日などが完全には
規則どおりではないが、この不定期性に一定の規則があり、予測可能であるものに対して
使用する。 
 
ほぼ月刊であるが、毎年 7 月号と 8 月号は刊行されないもの 
 
ほぼ月刊であるが、毎年 11 月号と 12 月号が合併号として刊行されるもの 
 
ほぼ隔月刊で刊行されるが、毎年 7 号として大会特集号が刊行されるもの 
 
                                  など 
 
 定期性コード「x」(完全に不定期)は、刊行頻度コード「なし」に該当する不定期刊のも
ののほか、一定の期間内に一定の回数だけ刊行する意図はあるが、刊行の間隔や刊行日付、
刊行曜日などに規則性を持たせていないものに対して使用する(年 12 回刊など)。 
 
 逐次刊行物のタイプコード「p」(定期刊行物)には、狭義の雑誌類が該当し、年刊の紀要
類や、不定期刊雑誌などを含む。 
 
 逐次刊行物のタイプコード「なし」(その他の逐次刊行物)には、年鑑、年報などが該当
する。 
 
 逐次刊行物のタイプコード「なし」に該当する場合は、TYPE フィールドにはデータ記
入を行わない。 



付録 1.7 その他のコード表 
 
 ここでは、付録 1.1～付録 1.6 には示していない、次の 7 種類のコードの一覧を行う。 
 
    1) 複製コード 
    2) 番号の種類コード 
    3) 構造の種類コード 
    4) 変遷タイプコード 
    5) 主記入フラグコード 
    6) 属性コード 
    7) 統一標目形フラグコード  
 
〔複製コード表〕 
 
 以下では、目録対象資料が複製であるかどうかを表すコードを示す。 

コード 複製であるかどうか 
c 目録対象資料は複製物である 
なし 目録対象資料は複製物ではない 

 
〔番号の種類コード表〕 
 
 以下では、コードのアルファベット順に番号の種類コードを示す。 

コード  番号の種類  
CODEN  CODEN  
DBN  DN/MARC 番号  
GPO  標準テクニカルレポート番号  
GPON  GPO 番号  
ISMN  国際標準楽譜番号 (International Standard Music Number)  
ISRC  国際標準録音資料コード (International Standard Recording Code)   
ISSN  国際標準逐次刊行物番号 (International Standard Serial Number)  
JLA  JLA 番号  
KAKEN  研究課題番号 (科学研究費補助金)  
LANO  録音資料の発行者番号 (label number/issue number)  
LCCN  LC カード番号  
NBN  全国書誌番号  



MUNO  楽譜の番号 (プレート番号か出版者番号か不明の番号)  
NCID  総合目録データべース書誌データ ID  
NDLCN  NDL カード番号  
NDLPN  NDL 雑誌番号  
PLNO  楽譜のプレート番号 (plate number)  
PUNO  楽譜等の出版者番号 (publisher's number)  
TRC  TRCMARC 番号  
TXN  教科書の記号・番号  
ULPN  ULP 番号 (学術雑誌総合目録誌名番号(1985 年以前))  
UPC  録音資料、映像資料の国際商品コード (Universal Product Code)  
VMN  映像資料の発行者番号  

 
以下のコードについては，暫定的に使用を認める。 
（→2.1.20 OTHN） 

コード  番号の種類  
JP-ItNTS  NS-MARC 番号  
JP-ToTOH  トーハン MARC 番号  
OCoLC  OCLC 番号  
DE-599  DNB  

 
〔構造の種類コード表〕 
 
 以下では、コードのアルファベット順に構造の種類コードを示す。 

コード 構造の種類 
a 当該書誌単位と直下の書誌単位の関係は「シリーズ」である 
b 当該書誌単位と直下の書誌単位の関係は「セット」である 

 
〔変遷タイプコード表〕 
 
 以下では、コードのアルファベット順に変遷タイプコードを示す。 

コード 変遷タイプ 
AF 吸収前誌 
AS 吸収後誌 
CF 継続前誌 
CS 継続後誌 



SF 派生前誌 
SS 派生後誌 
?F 前誌 (変遷関係不明) 

 
〔主記入フラグコード表〕 
 
 以下では、著者または著作の典拠形アクセス・ポイントが基本記入の標目であるかどう
かを表すコードを示す。 

コード 著者または著作の典拠形アクセス・ポイントの種類 
* 当該アクセス・ポイントは基本記入の標目である 

 
なし 当該アクセス・ポイントは副出記入の標目であるか、又は等価標目である 

 
〔属性コード表〕 
 
 以下では、コードのアルファベット順に属性コードを示す。 

コード 属性 
c 典拠形アクセス・ポイントに示される著者は団体である 
f 典拠形アクセス・ポイントに示される著者は家族である 
m 典拠形アクセス・ポイントに示される著者は会議である 
p 典拠形アクセス・ポイントに示される著者は個人である 

 
〔統一標目形フラグコード表〕 
 
 以下では、参照形が異なる目録規則における統一標目形となりうるかどうかを表すコー
ドを示す。 
 *統一標目形フラグは、使用しなかった目録規則に基づく標目形を記録する必要がある場
合に記録していたが、NCR2018 適用以降は和洋の目録規則を統一したため記録しないこ
ととする。 
 

コード 統一標目形となりうるかどうか 
* 当該参照形は異なる目録規則における統一標目形である 
なし 当該参照形は異なる目録規則においても統一標目形とはならない 

 
《注意事項》 



 
 複製コード「なし」に該当する場合は、REPRO フィールドにはデータ記入を行わない。 
 
 データ登録時においては、BHNT フィールドにはデータ記入は行わない。 
 変遷タイプコードはすべて、使用してはならない。 
 
 主記入フラグコード「なし」に該当する場合は、主記入フラグにはデータ記入を行わな
い。 
 
 同定不能フラグコードは使用しない。 
 
 統一標目形フラグコード「なし」に該当する場合は、統一標目形フラグにはデータ記入
を行わない。 
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